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論
文
要
旨 

（【　

】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）

国
宝
茶
碗
に
見
え
る
日
本
文
化
の
矛
盾
と
相
克

彭　
　
　

丹

　

日
本
に
は
八
点
の
国
宝
茶
碗
が
あ
る
。
八
点
の
う
ち
、
南
宋
時
代
に
焼
造
さ
れ
た
天
目

が
五
点
を
占
め
る
。
曜
変
天
目
三
点
、
油
滴
天
目
一
点
、
玳
皮
天
目
一
点
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
天
目
茶
碗
は
、
生
産
地
の
中
国
の
地
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
日
本
に

残
っ
て
い
る
の
か
？　

日
本
の
国
宝
と
中
国
の
天
目
と
は
矛
盾
し
な
い
の
か
？　

天
目
を

求
め
続
け
る
日
本
人
の
情
熱
は
い
っ
た
い
何
か
？

　

曜
変
天
目
は
中
国
の
陶
工
に
と
っ
て
「
窯
変
」
で
あ
り
、
不
吉
な
異
変
で
あ
る
た
め
、

窯
か
ら
出
る
な
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
日
本
の
茶
人
に
と
っ
て
は
、「
窯
変
」

で
は
な
く
「
曜
変
」
で
あ
る
。
華
麗
な
珍
奇
な
唐
物
茶
碗
と
し
て
愛
さ
れ
、
代
々
尊
ば
れ

て
き
た
。

　

ま
た
、
玳
皮
天
目
は
煩
雑
な
文
様
や
派
手
な
釉
色
を
持
つ
た
め
、
平
淡
を
好
む
宋
の
文

人
に
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
壊
さ
れ
棄
て
ら
れ
た
。
だ
が
、
日
本

に
渡
っ
た
玳
皮
天
目
は
、
唐
物
と
し
て
の
価
値
が
茶
人
に
認
め
ら
れ
、
今
日
ま
で
伝
わ
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
は
、
焼
造
さ
れ
た
当
時
は
宋
代
の
文
人
に
も
珍
重
さ
れ
た
。
し

か
し
、
点
茶
法
の
衰
亡
と
泡
茶
法
の
台
頭
に
よ
り
、
中
国
で
は
不
要
な
も
の
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
商
人
の
活
躍
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

天
目
茶
碗
が
日
本
に
伝
世
さ
れ
、
中
国
で
消
え
た
の
は
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
異

質
性
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
日
本
人
が
中
国
産
の
天
目
茶
碗
を
日
本
の
国
宝
に
入
れ
て
何

ら
の
矛
盾
を
感
じ
な
い
の
は
、
日
本
人
が
、
そ
の
矛
盾
自
体
を
日
本
文
化
の
特
性
だ
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
情
熱
に
は
、
中
国
文
化

へ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
憧
憬
が
あ
る
か
ら
中
国
文
化
を
借
用
し
、
対
抗
意
識

が
あ
る
か
ら
新
し
い
創
造
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
目
茶
碗
の
中
日
に
お

け
る
存
在
の
相
違
か
ら
、
日
本
文
化
が
抱
え
た
大
陸
へ
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
憧
憬
と
対

抗
意
識
と
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
創
造
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
黒
楽
茶
碗
は
、

宋
代
の
天
目
茶
碗
の
借
用
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
人
の
創
造
で
あ
っ
た
。

【
天
目
茶
碗　

南
宋　

曜
変
天
目　

油
滴
天
目　

玳
皮
天
目　

禾
目
天
目　

憧
憬　

対
抗

意
識　

借
用　

創
造　

黒
楽
】

惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義

―

吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て―

横
山　

輝
樹

　

本
研
究
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
幕
臣
に
対
し
て
実
施
し
た
武
芸
奨
励
策
の
中
で
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
た
吉
宗
の
武
芸
奨
励
と
は
、
弓
馬
上
覧
や
古
式
射
礼
の
復

興
、
海
外
馬
術
の
研
究
、
狩
猟
の
復
活
等
で
あ
る
。
士
風
刷
新
と
い
う
目
的
の
た
め
広
範

な
奨
励
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
れ
は
吉
宗
の
個
人
的
な
嗜
好
に
負
う
も
の

で
あ
っ
て
、
吉
宗
の
引
退
後
で
あ
っ
て
も
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
武
芸
奨
励
自
体
は
吉
宗
の
将
軍
就
任
以
前
か
ら
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
無
論
吉
宗

期
の
そ
れ
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
規
模
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
幕
臣
が
武
芸
に
励

む
こ
と
を
幕
府
は
期
待
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
現
在
の
研
究
水
準
で
は
、
吉

宗
の
武
芸
奨
励
と
は
「
前
時
代
ま
で
と
比
し
て
奨
励
の
度
合
が
強
か
っ
た
」
と
い
う
評
価

に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
惣
領
番
入
制
度
の
分
析
は
、
こ
う
し
た
現
状
に
一

石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

惣
領
番
入
制
度
と
は
、
旗
本
の
惣
領
、
特
に
旗
本
で
構
成
さ
れ
る
軍
職
で
あ
る
五
番
方

番
士
の
惣
領
を
、
家
督
相
続
前
に
登
用
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
家
督
相
続
前
の
惣
領

が
登
用
さ
れ
る
の
は
非
常
に
魅
力
的
な
制
度
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ひ
と
つ
の
条
件
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
武
芸
に
ど
れ
ほ
ど
秀
で
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
登
用

を
望
む
惣
領
に
は
武
芸
吟
味
が
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
制
度
で
は
こ
の
他
、
当
主
の
勤

務
年
数
に
よ
る
惣
領
の
登
用
も
あ
っ
た
が
、
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
登
用
で
あ
り
、
五
番
方

番
士
の
惣
領
に
と
っ
て
期
待
出
来
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
惣
領
番
入
が
叶
わ
な

か
っ
た
場
合
、
家
督
を
相
続
し
た
上
で
召
し
出
さ
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

場
合
、
五
十
歳
を
過
ぎ
て
な
お
家
督
を
相
続
出
来
な
い
不
利
や
、
本
来
で
あ
れ
ば
番
士
以

上
に
出
世
出
来
る
家
柄
を
活
か
せ
な
い
と
い
う
不
利
が
待
っ
て
い
た
。
惣
領
は
是
が
非
で
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も
武
芸
に
励
む
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

武
芸
出
精
に
制
度
的
な
恩
恵
を
与
え
た
こ
と
。
こ
の
点
こ
そ
が
そ
れ
ま
で
の
武
芸
奨
励

と
の
違
い
で
あ
り
、
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
の
画
期
性
な
の
で
あ
る
。

【
徳
川
吉
宗　

幕
府　

旗
本　

惣
領　

惣
領
番
入　

武
芸　

武
芸
奨
励　

番
方　

番
士　

番
入
】

漱
石
『
門
』
に
お
け
る
能
動
的
知
性
の
回
復

野
網　

摩
利
子

　

漱
石
『
門
』
は
、
記
憶
と
の
関
係
で
活
性
化
す
る
知
性
の
運
動
を
捉
え
る
。

　

主
人
公
宗
助
は
、
友
人
の
安
井
か
ら
御
米
を
奪
っ
た
。
そ
の
出
来
事
は
小
説
の
現
在
時

か
ら
六
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、『
門
』
に
対
し
て
、
前
半
部
の
平
板
な
生
活
か
ら
、

後
半
部
の
宗
助
に
よ
る
参
禅
へ
と
展
開
す
る
唐
突
さ
が
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
私
は
、

安
井
に
関
す
る
宗
助
の
記
憶
を
、
日
中
の
学
問
史
の
観
点
か
ら
読
み
と
き
、
当
然
の
流
れ

で
あ
る
と
解
明
す
る
。

　

安
井
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
儒
教
と
仏
教
と
の

緊
張
関
係
は
、
安
井
が
宗
助
を
連
れ
て
い
っ
た
千
光
寺
大
悲
閣
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
当
時
、
そ
の
寺
は
、
明
治
政
府
か
ら
「
臨
済
正
宗
」
と
名
乗
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た

黄
檗
宗
で
あ
っ
た
。
安
井
と
宗
助
は
黄
檗
宗
の
高
僧
、
即
非
の
額
の
下
に
横
た
わ
り
な
が

ら
、
保
津
川
の
流
れ
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
寺
に
は
、
近
世
初
頭
、
禅
僧
か
ら
身
を
起
こ

し
て
日
本
の
儒
学
を
創
始
し
た
藤
原
惺
窩
に
よ
る
漢
詩
が
あ
り
、
ま
た
、
惺
窩
が
保
津
川

の
石
の
号
を
付
け
直
し
た
こ
と
を
記
す
石
碑
が
あ
る
。
そ
れ
は「
石
門
関
」「
鏡
石
」な
ど
、

『
門
』
の
鍵
語
と
な
っ
て
い
る
。
千
光
寺
は
も
と
も
と
建
長
寺
派
で
あ
り
、
宗
助
が
鎌
倉

の
寺
へ
行
こ
う
と
思
い
立
つ
の
も
、
こ
の
記
憶
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

安
井
に
よ
っ
て
話
題
に
さ
れ
た「
盗
人
」、惺
窩
に
よ
る
石
の
命
名
に
見
え
る「
門
」、「
鏡
」

な
ど
は
禅
を
二
分
し
た
五
祖
の
後
継
問
題
で
使
わ
れ
た
語
で
あ
る
。

　

宗
助
ほ
ど
の
知
性
の
持
ち
主
な
ら
ば
、
参
禅
後
に
調
べ
て
辿
り
つ
け
る
白
熱
し
た
知
性

の
歴
史
が
、『
門
』
の
な
か
に
は
投
入
さ
れ
て
い
る
。

【
記
憶　

禅　

儒
教　

千
光
寺
大
悲
閣
】

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
亡
命
知
識
人
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と

京
都
の
神
学
者
有
賀
鐵
太
郎

―
 

有
賀
鐵
太
郎
所
蔵
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著『
社
会
主
義
的
決
断
』（
一
九
三
三
年
）

を
め
ぐ
っ
て

深
井　

智
朗

　

二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ス
の
焚
書
の
際
に
非
ド
イ
ツ
的
な
思
想
と
判

断
さ
れ
、焼
か
れ
、そ
の
後
発
禁
処
分
、断
裁
処
分
と
な
っ
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社

会
主
義
的
決
断
』
の
初
版
の
一
冊
が
京
都
大
学
文
学
部
長
を
歴
任
し
た
神
学
者
有
賀
鐵
太

郎
の
蔵
書
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
書
物
は
戦
後
一
九
四
八
年
に
な
っ
て
リ
プ
リ
ン

ト
版
が
出
版
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
、
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
初
版

は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
は
、（
1
）
こ
の
書
物
に
著
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
や
所
有
者
で
あ
る
有
賀
に
よ
っ

て
書
き
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
、
ま
た
京
都
大
学
文
書
館
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
ア

ン
ド
ー
バ
ー
神
学
図
書
館
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
文
庫
、
さ
ら
に
は
東
京
の
国
際
文
化
会
館
で
同
時

期
に
発
見
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
有
賀
と
の
往
復
書
簡
、
有
賀
の
日
記
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

未
出
版
の
諸
文
書
、
ま
た
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
出
版
元
ポ
ツ
ダ
ム
の
ア
ル
フ
レ
ッ

ト
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
社
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
た
諸
資

料
に
基
づ
い
て
、
こ
の
書
物
が
有
賀
の
手
に
届
い
た
経
緯
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、（
2
）
こ
の
書
物
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
有
賀
と
の
そ
の
後
の
交
流
に
お
い
て

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
解
明
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、（
3
）
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
亡
命
知
識
人
と
し
て
生
き
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
欧
米
の
神
学
を
日
本
で
最

初
に
本
格
的
に
受
容
し
た
京
都
の
神
学
者
有
賀
鐵
太
郎
と
の
知
的
交
流
を
「
同
時
代
史
」

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
。

【
思
想
史　

神
学
史　

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ　

有
賀
鐵
太
郎　

ナ
チ
ス
の
焚
書　

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
亡
命
知
識
人　

宗
教
社
会
主
義　
『
社
会
主
義
的
決
断
』　

ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
プ

ロ
ッ
テ
出
版
】
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戦
後
日
本
の
社
会
科
学
と
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー

―
 

一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
日
米
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
交
流
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団―

辛
島　

理
人

　

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
と
民
間
財
団
に
よ
る
、

一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
の
日
本
の
社
会
科
学
へ
の
介
入
と
そ
の
反
応
・
成
果
に
焦
点
を
あ

て
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化
交
流
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事

例
と
し
て
、
経
済
学
者
・
板
垣
與
一
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
支
援
を
受
け
て
行
っ
た

ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
訪
問
（
一
九
五
七
〜
五
八
）
を
取
り
上
げ
る
。
ロ
ッ

ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
第
二
次
大
戦
終
了
直
後
に
日
本
で
の
活
動
を
再
開
し
、
日
本
の
文

化
政
治
の
「
方
向
付
け
」
を
試
み
た
。
そ
の
一
つ
が
、
日
本
の
大
学
や
学
術
を
ド
イ
ツ
式

の
「
象
牙
の
塔
」
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
政
策
志
向
の
実
践
的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
せ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
方
針
を
持
つ
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
と
っ
て
、
官
庁

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
協
働
し
て
い
わ
ゆ
る
「
近
代
経
済
学
」
を
押
し
進
め
て
い
た
一
橋
大
学

は
好
ま
し
い
機
関
で
あ
っ
た
。
板
垣
與
一
は
、
同
財
団
が
支
援
す
る
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
・
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
」
型
の
経
済
学
を
推
進
す
る
研
究
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
の

反
共
リ
ベ
ラ
ル
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
論
者
の
推
薦
を
う
け
て
、
同

財
団
の
助
成
金
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
七
〜
五
八
年
に
板
垣
は
、「
民

族
主
義
と
経
済
発
展
」
を
主
題
と
し
て
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
を
巡
検
す

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
近
代
化
論
者
の
多
か
っ
た
M
I
T
な
ど
の
機
関
で
は
な
く
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
関
心
を
払
う
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
者
と
の
交
流
を
楽
し

ん
だ
。
板
垣
は
日
本
に
お
け
る
近
代
化
論
の
導
入
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
の
、
必

ず
し
も
ロ
ス
ト
ウ
ら
主
唱
者
の
議
論
に
同
調
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
戦
時
期
に
学
ん

だ
植
民
地
社
会
の
二
重
性
・
複
合
性
に
関
す
る
議
論
を
、
戦
後
も
展
開
し
て
近
代
化
論
を

批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
援
助
に
よ
る
海
外
渡
航
後
、
板
垣
は
民

主
社
会
主
義
者
の
政
治
文
化
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
し
か
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
政
権
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
・
財
団
の
期

待
に
反
し
、
反
共
社
会
民
主
主
義
者
が
議
会
に
お
い
て
も
論
壇
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響

力
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

【
戦
後
日
米
関
係　

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団　

民
主
社
会
主
義　

反
共
リ
ベ
ラ
ル
】

明
治
前
期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」

―

『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
み
る
喫
茶
文
化
の
状
況―

廣
田　

吉
崇

　

明
治
維
新
に
よ
っ
て
日
本
の
伝
統
的
芸
能
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
茶
の
湯
も
衰
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
上
層
階
級
を
中
心
と
す
る

「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
世
界
で
は
、
ひ
と
あ
し
早
く
茶
の
湯
が
復
興
し
始
め
て
い
た
。
こ

の
茶
の
湯
の
復
興
を
先
導
し
た
の
は
、
旧
大
名
、
近
世
か
ら
の
豪
商
に
く
わ
え
て
、
新
た

に
台
頭
し
た
維
新
の
功
臣
、
財
閥
関
係
者
ら
の
、「
近
代
数
寄
者
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
を
も
と
に
、
明
治
前

期
の
茶
の
湯
を
め
ぐ
る
状
況
を
概
観
す
る
。
こ
の
結
果
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
を

過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、
旧
大
名
、
旧
公
家
、
維
新
の
功
臣
ら
の
上
層
階
級
を
中
心
に
茶
の
湯

が
流
行
し
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
は
、
明
治
十
年
八
月

二
十
一
日
の
脇
坂
安
斐
に
よ
る
明
治
天
皇
へ
の
献
茶
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
じ
め
て
茶

の
湯
に
ふ
れ
た
東
久
世
通
禧
は
、
急
速
に
茶
の
湯
に
傾
倒
し
、
さ
か
ん
に
技
芸
を
稽
古
し
、

茶
会
を
催
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
茶
の
湯
の
交
際
の
広
ま
り
が
、
明
治
維
新
以
前

か
ら
茶
の
湯
に
親
し
ん
で
い
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
巻
き
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
現
象

が
み
ら
れ
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
は
、
明
治
前
期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
世
界
に
お
い
て
、
家
元
は
積

極
的
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
家
元
を
中
心
と
す
る
「
流
儀
の
茶
の

湯
」
の
衰
退
が
深
刻
で
あ
り
、
家
元
の
存
在
基
盤
が
脆
弱
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。

　

家
元
が
広
く
庶
民
層
に
技
芸
を
教
え
広
め
る
こ
と
に
よ
り
苦
境
を
克
服
す
る
の
は
、
大

正
期
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
み
て
、
い
っ
た
ん
は
茶
の

世
界
か
ら
離
れ
て
い
た
中
小
の
流
派
の
後
継
者
た
ち
は
、
茶
の
世
界
に
復
帰
す
る
。
明
治

期
に
茶
の
文
化
を
維
持
し
た
近
代
数
寄
者
の
一
部
は
、
の
ち
に
家
系
中
心
の
家
元
シ
ス
テ

ム
が
整
備
さ
れ
る
な
か
で
、〝
家
元
を
預
か
っ
た
〞
人
物
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

【
明
治
前
期　

近
代
数
寄
者　

貴
紳
の
茶
の
湯　

家
元　

流
儀
の
茶
の
湯　

明
治
天
皇
へ
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の
献
茶　

有あ
り
す
が
わ
の
み
や

栖
川
宮
幟た
か
ひ
と
し
ん
の
う

仁
親
王　

東ひ
が
し久く

世ぜ

通み
ち

禧と
み　

脇わ
き

坂ざ
か

安や
す

斐あ
や　

家
元
を
預
か
る
】

『
外
台
秘
要
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚
（
一
）

―
附
、
医
籍
五
種
（
互
照
萃
編
）―

多
田　

伊
織

　

本
稿
は
、『
日
本
研
究
』
四
一
号
所
載
「
史
料
紹
介
『
医
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯

佚―

東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
仏
教
医
学
の
諸
相
」
の
続
編
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
唐
・

王
燾
の
編
纂
し
た
医
学
全
書
『
外
台
秘
要
方
』
か
ら
、
南
朝
・
劉
宋
〜
南
斉
間
の
僧
侶
釈

僧
深
の
編
纂
し
た
僧
深
方
を
輯
佚
し
た
。
合
わ
せ
て
、『
医
心
方
』
所
引
の
僧
深
方
佚
文

を
並
記
し
た
。
更
に
、
今
本
の
張
機
（
仲
景
三
世
紀
頃
）『
傷
寒
論
』『
金
匱
要
略
』、
葛

洪
（
二
八
三
？
〜
三
四
三
）・
陶
弘
景
（
四
五
六
〜
五
三
六
）『
肘
後
備
急
方
』、『
千
金
方
』

『
千
金
翼
方
』
の
各
方
を
博
捜
し
て
、『
僧
深
方
』
と
関
連
す
る
方
を
出
来
る
だ
け
集
め
、

以
上
全
て
を
『
外
台
秘
要
方
』
の
排
列
に
従
っ
て
列
挙
し
た
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
六
朝

期
成
立
の
散
逸
医
書
『
僧
深
方
』
が
、
先
行
す
る
医
書
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
、
後
発
の

医
書
が
、『
僧
深
方
』
を
い
か
に
扱
っ
た
か
を
、
あ
る
程
度
、
目
に
見
え
る
形
で
示
す
こ

と
が
出
来
た
。
尚
、
輯
佚
さ
れ
た
『
僧
深
方
』
は
大
部
と
な
る
の
で
、
今
回
は
『
外
台
秘

要
方
』
卷
八
所
引
の
部
分
ま
で
を
扱
う
。

【『
僧
深
方
』　
『
外
台
秘
要
方
』　

中
国
医
学　

輯
佚　
『
傷
寒
論
』　
『
金
匱
要
略
』　
『
肘
後

備
急
方
』　
『
千
金
方
』　
『
千
金
翼
方
』】

合
巻
『
雷
神
門
再
建
御ご

膳ぜ
ん

浅あ
さ

草く
さ

法の
り

』
の
翻
刻
と
図
説

康　
　

志
賢

　

草
双
紙
の
中
に
は
〈
風
神
雷
神
も
の
〉
と
い
う
一
群
が
存
す
る
。
特
に
、
十
返
舎
一
九

は
『
御
膳
浅
草
法
』
と
い
う
同
じ
題
名
に
て
〈
風
神
雷
神
も
の
〉
の
黄
表
紙
と
合
巻
を
各
々

も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
二
作
の
成
立
背
景
や
相
互
関
係
を
探
る
た
め
に
は
、
該
当
作
品

の
翻
刻
作
業
が
必
修
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、合
巻
『
雷
神
門
再
建
御
膳
浅
草
法
』（
一
九

作
・
広
重
画
、
二
編
四
巻
二
冊
全
二
十
丁
、
岩
戸
屋
、
文
政
九
年
正
月
刊
）
の
翻
刻
と
図

説
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【
草
双
紙　

黄
表
紙　

合
巻　

風
神
雷
神
も
の　

十
返
舎
一
九
】

法
然
六
五
〇
年
の
御
忌

―

『

頂
山
大
法
會
圖
録
全
』『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
の
翻
刻―

姜　
　

鶯
燕

平
松　

隆
円

　

平
安
末
期
の
僧
で
あ
る
法
然
は
、
比
叡
山
で
天
台
を
学
び
、
安
元
元
（
一
一
七
五
）
年

に
称
名
念
仏
に
専
念
す
る
立
場
を
確
立
し
、
浄
土
宗
を
開
い
た
。
庶
民
だ
け
で
は
な
く
関

白
九
条
兼
実
な
ど
、
社
会
的
地
位
に
関
係
な
く
多
く
の
者
た
ち
が
法
然
の
称
名
念
仏
に
帰

依
し
た
。
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
も
、
法
然
の
説
い
た
教
え
は

浄
土
宗
と
い
う
一
派
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
仏
教
や
思
想
に
影
響
を
与
え
た
。
入
滅
か
ら

四
八
六
年
が
経
っ
た
元
禄
一
〇
（
一
六
九
七
）
年
に
は
、最
初
の
大
師
号
が
加
謚
さ
れ
た
。

法
然
の
年
忌
法
要
は
特
別
に
天
皇
の
年
忌
法
要
と
同
じ
く
御
忌
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
正

徳
元
（
一
七
一
一
）
年
の
滅
後
五
〇
〇
年
の
御
忌
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
五
〇
年
ご

と
に
大
師
号
が
加
謚
さ
れ
て
お
り
、
明
治
に
な
る
ま
で
は
勅
使
を
招
い
て
の
法
要
も
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、
法
然
の
御
忌
に
お
け
る
法
要
が
確
立
し
た
徳
川
時
代
の
な
か

で
、
六
五
〇
年
の
御
忌
の
様
子
を
記
録
し
た
『

頂
山
大
法
會
圖
録
全
』『
勅
會
御
式
略

圖
全
』
の
翻
刻
を
通
じ
て
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
御
忌
の
あ
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
。

【
法
然　

浄
土
宗　

仏
教　

御
忌　

徳
川
時
代
】
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国
宝
茶
碗
に
見
え
る
日
本
文
化
の
矛
盾
と
相
克

彭　
　

丹

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
の
四
月
二
十
日
、
京
都
建
仁
寺
の
四
頭
茶
会
に
出
席
し
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。

　

厳
か
な
雰
囲
気
が
張
り
詰
め
る
方
丈
殿
の
な
か
、
白
足
袋
と
黒
衣
姿
の
若
い

寺じ

僧ぞ
う

が
、
茶
碗
を
朱
塗
り
の
台
に
乗
せ
て
運
ん
で
く
る
。
朝
顔
の
形
を
し
た
、

全
体
は
黒
釉
に
塗
ら
れ
た
茶
碗
で
あ
る
。

　

普
段
の
稽
古
に
使
う
華
や
か
な
京
焼
茶
碗
と
違
い
、
簡
素
で
重
厚
感
の
あ
る

茶
碗
だ
と
思
い
な
が
ら
、
特
別
に
気
に
留
め
な
か
っ
た
。

　

が
、
茶
会
の
後
、
友
人
は
「
あ
の
茶
碗
は
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
だ
よ
ね
？
」

と
私
に
訊
い
た
。

　
「
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
と
は
？
」

　
「
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
を
知
ら
な
い
？　

中
国
人
な
の
に
」
と
、
友
人
は
目

を
丸
く
し
た
。

　
「
中
国
人
だ
け
れ
ど
、
私
は
知
ら
な
い
」。

　
「
宋
代
の
人
が
茶
を
飲
む
た
め
に
使
っ
た
黒
い
茶
碗
の
こ
と
。
け
ん
さ
ん
と

も
呼
ば
れ
る
」

　
「
中
国
人
は
黒
い
茶
碗
を
使
い
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
私
の
無
知
に
、
あ
き
れ

た
友
人
は
返
す
言
葉
も
な
か
っ
た
。

　

そ
の
夜
、『
や
き
も
の
辞
典
』
を
開
い
た
私
は
、
千
年
前
の
宋
代
の
茶
人
が

用
い
た
天
目
茶
碗
に
、
千
年
後
の
日
本
の
禅
宗
寺
院
で
出
会
え
た
こ
と
を
知

り
、
は
じ
め
て
屠
蘇
酒
を
飲
ん
だ
と
き
の
感
動
を
再
び
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
は
宋
代
の
中
国
で
焼
か
れ
た
黒
磁
茶
碗
で
あ
る
。
漆
黒
の
釉
色
が

大
き
な
特
徴
だ
が
、
焼
造
窯
に
よ
っ
て
胎
土
、
釉
色
、
文
様
が
異
な
る
。「
天

目
茶
碗
」
と
は
日
本
で
の
呼
称
で
、
中
国
で
は
黒こ

く

盞さ
ん

と
呼
ば
れ
る
。「
盞
」
は
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茶
碗
の
意
味
で
あ
る
。
中
国
浙
江
省
天て
ん

目も
く

山さ
ん

の
禅
院
の
日
常
什
器
で
あ
っ
た
も

の
を
、
日
本
の
禅
僧
が
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
天
目
茶
碗
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。

　

日
本
に
は
八
点
の
国
宝
茶
碗
が
あ
る
。
井
戸
茶
碗
一
点
、
白
楽
茶
碗
一
点
、

志
野
茶
碗
一
点
の
三
点
以
外
、
す
べ
て
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
曜
変
天
目
三
点
、

油
滴
天
目
一
点
、
玳た

い

皮ひ

天
目
一
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
宝
茶
碗
八
点
の
う
ち

天
目
茶
碗
だ
け
で
五
点
を
占
め
る
（
太
田
、
一
九
九
五
）。

　

曜
変
天
目
は
、
厚
く
か
か
っ
た
漆
黒
の
釉
色
の
中
に
大
小
連
な
る
銀
色
の
斑

点
が
浮
か
び
、
そ
の
周
囲
を
暈
状
に
神
秘
的
な
瑠
璃
色
の
光
彩
を
放
つ
茶
碗
で

あ
る
。
世
界
に
現
存
す
る
三
点
は
、
す
べ
て
日
本
に
あ
り
、
国
宝
に
な
っ
て
い

る
。
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
、
藤
田
美
術
館
、
大
徳
寺
竜
光
院
所
蔵
の
各
一
碗
で

あ
る
（
静
嘉
堂
の
茶
道
具
、
二
〇
〇
八
）。

　

油
滴
天
目
は
、
漆
黒
の
釉
色
の
中
に
銀
色
の
油
滴
様
斑
点
が
一
面
に
散
ら
さ

れ
た
茶
碗
で
あ
る
。
曜
変
に
次
ぐ
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
が
、
曜
変
と
比

べ
、
遺
品
の
数
が
多
い
。
国
宝
に
な
っ
て
い
る
油
滴
天
目
は
大
阪
市
立
東
洋
陶

磁
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
東
洋
陶
磁
の
展
開
、
二
〇
〇
六
）。

　

曜
変
天
目
と
油
滴
天
目
は
福
建
省
の
建け
ん

窯よ
う

の
作
品
だ
が
、
玳
皮
天
目
は
江
西

省
吉き
っ

州し
ゅ
う

窯
の
作
で
あ
る
。
黒
と
黄
が
混
じ
り
、
鼈
甲
に
似
た
釉
色
か
ら
鼈べ
っ

盞さ
ん

と
も
呼
ば
れ
る
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。

　

こ
れ
ら
の
天
目
茶
碗
は
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
日
本
に
渡
来
し
、
青

磁
茶
碗
と
と
も
に
茶
の
湯
に
用
い
ら
れ
た
。
一
五
一
一
年
に
成
立
し
た
『
君
臺

観
左
右
帳
記
』
は
、
渡
来
し
た
天
目
茶
碗
を
、
曜
変
、
油
滴
、
建
盞
、
烏
盞
、

鼈
盞
、
能た
い

玻ひ

盞さ
ん

、
天
目
の
七
種
類
に
分
け
、「
萬
疋
の
物
」
か
ら
「
代
や
す
し
」

物
ま
で
克
明
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、

い
か
に
大
量
の
天
目
茶
碗
が
伝
来
さ
れ
た
か
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
曜
変
、
油
滴
は
当
時
す
で
に
足
利
将
軍
家
を
中
心
と
す
る
貴
族
茶
人
に

貴
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
今
日
ま
で
代
々
受
継
が
れ
、
国
宝
や
重
要
文

化
財
と
し
て
博
物
館
や
美
術
館
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
天
目
茶
碗
は
、
宋
代
に
お
け
る
抹
茶
点
茶
法
の
興
起
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
北
宋
、
南
宋
の
両
宋
時
代
に
流
行
り
、
葉よ
う

茶ち
ゃ

泡ほ
う

茶ち
ゃ

法
の
台
頭
に
従
い
そ
の
姿
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
泡
茶
法
で
は
白
磁
の
小

ぶ
り
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

中
国
生
ま
れ
の
私
は
、
日
本
で
名
づ
け
ら
れ
た
天
目
茶
碗
の
名
な
ど
聞
い
た

こ
と
も
な
か
っ
た
。
宋
人
が
黒
色
の
茶
碗
で
茶
を
喫
し
た
こ
と
な
ど
も
ち
ろ
ん

知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
友
人
に
教
え
ら
れ
、
初
め
て
天
目
茶
碗
の
存
在
を

知
っ
た
の
で
あ
る
。
千
年
前
の
宋
代
に
造
ら
れ
た
中
国
の
茶
碗
は
日
本
の
国
宝

と
な
り
、
博
物
館
で
数
年
に
一
度
展
示
さ
れ
る
た
び
に
国
内
で
評
判
に
な
る
の

に
、
当
の
中
国
人
の
私
は
天
目
茶
碗
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
国
宝
と
尊

ぶ
日
本
と
、
歴
史
の
風
塵
の
中
に
跡
形
も
な
く
消
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
中
国
。

天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
あ
り
方
は
こ
ん
な
に
も
異
な
る
。

　

素
直
に
考
え
れ
ば
、
天
目
茶
碗
は
中
国
で
造
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
中
国
で

珍
重
さ
れ
代
々
受
継
が
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
事
実
は
違
う
。
質
か



国宝茶碗に見える日本文化の矛盾と相克

13

ら
言
っ
て
も
、
数
か
ら
言
っ
て
も
、
日
本
に
保
存
さ
れ
て
い
る
天
目
茶
碗
は
本

家
の
中
国
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
世
界
に
三
つ
し
か
現
存
し
な
い
曜
変
天
目
は
す

べ
て
日
本
に
あ
る
。
故
宮
博
物
館
と
い
う
歴
代
皇
帝
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
あ
る
の
に
、
中
国
人
は
世
に
も
稀
な
曜
変
天
目
を
皇
帝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
手
元
に
お
か
な
い
。
上
海
博
物
館
で
見
た
た
だ
一
つ
の
天
目
茶
碗
も
、
日

本
に
あ
る
油
滴
天
目
や
玳
皮
盞
天
目
の
華
や
か
さ
に
及
ば
ず
、
雑
器
の
よ
う
に

粗
末
な
も
の
で
あ
る
。

　

私
は
天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
存
在
の
違
い
に
つ
い
て
強
く
興
味
を
そ
そ

ら
れ
た
。
な
ぜ
、
両
国
の
間
に
こ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
生
じ
た
の
か
？

　

八
点
の
国
宝
茶
碗
の
中
で
、
日
本
人
が
造
っ
た
茶
碗
は
、
志
野
茶
碗
と
白
楽

茶
碗
の
二
つ
し
か
な
い
（
西
田
、
一
九
九
八
）。
利
休
の
黒
楽
茶
碗
、
織
部
の
沓

形
茶
碗
、
美
濃
窯
の
黄
瀬
戸
茶
碗
、
そ
の
い
ず
れ
も
入
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
天
目
茶
碗
が
五
点
も
入
っ
て
い
る
。
日
本
の
国
宝
は
日
本
人
に
よ
っ
て

造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
中
国
の
天
目
茶
碗
が
そ
の
首
座
に
据
え

ら
れ
て
い
る
。
私
か
ら
見
れ
ば
矛
盾
に
満
ち
た
国
宝
な
の
に
、
日
本
人
は
矛
盾

を
感
じ
な
い
。

　

一
方
、
日
本
人
は
天
目
茶
碗
を
珍
重
し
な
が
ら
、
特
別
な
儀
式
の
場
合
を
除

き
、
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
い
。
茶
の
湯
の
茶
碗
を
茶
人
が
品
定
め
し
て
、
そ
の

順
位
を
示
す
言
葉
に
は
「
一
楽
二
萩
三
唐
津
」、
あ
る
い
は
「
一
井
戸
二
楽
三

唐
津
」
が
あ
る
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。
そ
の
い
ず
れ
に
も
天
目
茶
碗

が
入
っ
て
い
な
い
。
日
本
の
茶
人
は
天
目
茶
碗
が
好
き
だ
か
ら
珍
重
し
て
き
た

の
で
は
な
い
の
か
？　

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
い
の
か
？

　

国
宝
天
目
茶
碗
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
不
思
議
と
疑
問
が
、
私
の
頭
の
中

に
渦
を
巻
き
な
が
ら
次
第
に
拡
大
し
た
。

　

①
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
、
玳
皮
天
目
。
な
ぜ
日
本
で
伝
世
さ
れ
、
中
国
の

地
に
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？　

質
か
ら
言
っ
て
も
量
か
ら
言
っ
て
も
、
日

本
は
生
産
地
の
中
国
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
っ
た
い
何
か
？

　

②
日
本
の
国
宝
茶
碗
な
の
に
、
中
国
人
の
造
っ
た
天
目
茶
碗
は
五
点
も
占
め

て
い
る
。
そ
の
一
方
、
天
目
茶
碗
を
珍
重
し
な
が
ら
日
本
の
茶
人
は
そ
れ
で
茶

を
飲
ま
な
い
。
日
本
の
国
宝
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
矛
盾
し
て
い
る
の
に
、

日
本
人
は
こ
の
矛
盾
を
矛
盾
と
し
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
？

　

③
日
本
の
陶
工
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
、
千
年
以
来
天
目

茶
碗
を
焼
き
続
け
て
き
た
。
天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
陶
工
の
情
熱
は
い
っ
た

い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
？

　

私
は
こ
の
問
題
を
追
究
し
よ
う
と
思
っ
た
。

　

天
目
茶
碗
が
日
本
で
伝
世
さ
れ
、
生
産
地
の
中
国
に
残
さ
れ
な
い
、
と
い
う

現
象
は
、
日
本
文
化
が
中
国
文
化
と
異
質
な
文
化
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の

で
は
な
い
か
？

　

ま
た
、
日
本
の
国
宝
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
矛
盾
し
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾

自
体
が
日
本
文
化
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
人
は
そ
れ
を

矛
盾
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
？

　

さ
ら
に
、
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
日
本
陶
工
の
情
熱
は
、
中
国
文
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化
へ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
か
？

　

こ
の
論
文
で
は
、
中
国
と
日
本
に

お
け
る
天
目
茶
碗
の
あ
り
方
を
検
討

し
な
が
ら
、
以
上
の
結
論
を
求
め
よ

う
と
考
え
る
。

一　

曜
変
天
目

　

三
つ
し
か
な
い
曜
変
天
目
の
う
ち

最
も
華
や
か
な
輝
き
を
放
つ
の
は
、

静
嘉
堂
の
「
稲
葉
天
目
」
で
あ
る
。

徳
川
家
三
代
将
軍
家
光
か
ら
そ
の
乳

母
春
日
局
に
下
賜
さ
れ
、
後
に
春
日

局
か
ら
実
子
の
稲
葉
家
に
渡
さ
れ
て

代
々
秘
蔵
さ
れ
た
と
い
う
（
静
嘉
堂

の
茶
道
具
、
二
〇
〇
八
）。
茶
碗
の
持

ち
主
を
見
た
だ
け
で
、
そ
の
価
値
が

わ
か
る
。（
写
真
1
、
写
真
2
）

　

曜
変
天
目
は
南
宋
時
代
の
福
建
の

建
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中

国
で
造
ら
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
つ
も
中
国
に
伝
世
さ
れ
て
い
な
い
。
文
献
に
も
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天

目
し
か
現
わ
れ
ず
、
曜
変
天
目
が
な
い
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
っ
た
の
か
？

　

そ
の
理
由
は
、
曜
変
天
目
に
対
す
る
中
国
の
陶
工
と
、
日
本
の
茶
人
の
意
識

の
相
違
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。中
国
の
陶
工
は
窯
変
を
不
吉
の
兆
と
見
て
、

窯
か
ら
出
る
な
り
そ
れ
を
毀
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
茶
人
は
曜
変
天
目

を
こ
の
世
に
な
い
珍
し
い
唐
物
と
し
て
尊
び
、
そ
の
華
麗
な
美
し
さ
に
憧
れ
、

茶
の
湯
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、「
窯
変
」
と
「
曜
変
」
の
違

い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
国
の
陶
工
の
「
窯
変
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本

茶
人
の
「
曜
変
」
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
曜
変
天
目

の
中
日
に
お
け
る
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

1　

天
目
茶
碗
の
誕
生

　

曜
変
天
目
は
天
目
茶
碗
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
曜
変
を
述
べ
る
前

に
、
ま
ず
天
目
茶
碗
は
中
国
で
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　

天
目
茶
碗
と
は
す
な
わ
ち
黒
い
釉
色
の
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
黒
磁

の
焼
造
は
青
磁
と
と
も
に
後
漢
時
代
に
始
ま
っ
た（
中
国
陶
瓷
史
、
二
〇
〇
四
）。

黒
磁
の
黒
の
呈
色
は
青
磁
の
青
と
同
様
に
、
釉
薬
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
鉄
分

の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
分
の
含
量
が
二
％
以
下
な
ら
ば
青
磁
と
な

り
、
一
五
％
以
上
に
な
る
と
黒
磁
と
な
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
し
か
し
、
青

磁
の
呈
色
は
焼
成
状
況
に
よ
っ
て
厳
し
く
左
右
さ
れ
る
。
火
力
が
過
ぎ
て
も
甘

写真1　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真2　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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く
て
も
だ
め
で
あ
り
、
酸
化
焔
で
は
な
く
還
元
焔
で
焼
か
な
け
れ
ば
玉ぎ
ょ
くの

よ
う

な
美
し
い
青
が
出
な
い
。
一
方
、
黒
磁
の
場
合
は
、
還
元
焔
に
し
て
も
酸
化
焔

に
し
て
も
黒
色
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
黒
磁
の
焼
造
は
青
磁
よ
り

容
易
で
、
ど
こ
で
も
焼
け
る
。

　

後
漢
時
代
に
出
現
し
た
黒
磁
は
南
北
各
地
で
焼
か
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
に

は
黒
色
は
陰
で
、
死
後
の
世
界
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
ま
た
、
黒

は
見
た
目
の
う
え
で
も
人
に
喜
ば
れ
な
い
色
で
あ
る
た
め
、
黒
磁
は
庶
民
の
日

常
雑
器
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
専
用
の
窯
も
な
く
た
い
て
い
青
磁
窯
を

兼
用
し
て
い
た
。
唐
代
に
入
る
と
、
華
北
地
方
で
白
磁
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
唐
代
の
磁
器
生
産
の
特
徴
を
表
わ
す
と
き
に
よ
く
使
わ
れ
る「
南
青
北
白
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
華
南
の
越
州
窯
を
中
心
と
す
る
青
磁
と
、
華
北
窯
州
窯

を
中
心
と
す
る
白
磁
を
意
味
す
る
。
白
磁
よ
り
黒
磁
の
ほ
う
が
歴
史
が
長
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
南
青
北
白
」
の
中
に
黒
磁
が
入
っ
て
い
な
い
。
中
国
人
、

と
い
う
よ
り
歴
史
記
録
を
作
る
文
人
に
と
っ
て
、
黒
磁
は
と
る
に
足
ら
な
い
雑

器
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宋
代
に
入
る
と
状
況
が
変
わ
る
。
黒
磁
、
特
に
黒
磁
の
茶
碗
、
す

な
わ
ち
天
目
茶
碗
が
各
地
で
大
量
に
焼
か
れ
始
め
た
。

　

北
宋
初
期
の
文
人
官
僚
で
あ
り
、
開
国
ま
も
な
い
宋
王
朝
の
法
物
制
度
の
制

定
に
携
わ
っ
た
陶
穀
（
九
〇
三
〜
九
七
〇
）
と
い
う
人
が
い
る
。
彼
は
そ
の
著

作
の
『
清
異
録
・
錦
地
甌
』
で
、

閩
中
造
盞
、
花
紋
鷓
鴣
斑
、
点
試
茶
家
珍
之
。

　

と
述
べ
る
。
閩
中
で
造
ら
れ
た
茶
碗
は
、
鷓し
ゃ

鴣こ

の
羽
毛
の
よ
う
な
文
様
を
持

ち
、
茶
人
に
珍
重
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
天
目
茶
碗
に
関
す
る
文
献
上
の

最
初
の
記
事
で
あ
る
。

　
「
閩み
ん

」
は
福
建
の
別
名
で
、
閩
中
の
盞
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
福
建
の
建
窯

で
焼
か
れ
た
天
目
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
鷓し
ゃ

鴣こ

斑は
ん

」
は
鷓
鴣
と
い
う
鳥
の
羽
毛
の
文
様
を
表
わ
す
が
、
そ
の
解
釈
は

二
通
り
に
分
か
れ
る
。
鷓
鴣
の
背
中
に
あ
る
赤
や
紫
の
縞
状
文
様
を
指
す
な
ら

ば
、
禾
目
天
目
に
あ
た
る
。
鷓
鴣
の
胸
に
あ
る
白
い
円
斑
状
文
様
を
指
す
な
ら

ば
、
油
滴
天
目
に
あ
た
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
景
徳
鎮
陶
瓷
学
院
の
熊

寥
の
説
が
あ
る
。
背
中
の
縞
状
文
様
は
鶉
な
ど
の
鳥
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
の

で
、
鷓
鴣
の
独
特
な
も
の
で
は
な
い
。
胸
の
円
点
文
様
の
ほ
う
こ
そ
が
鷓
鴣
の

特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
鷓
鴣
斑
」
は
鷓
鴣
の
胸
に
あ
る
白
い
円
斑
状

の
文
様
を
表
し
、
油
滴
天
目
を
意
味
す
る
、
と
い
う
（
葉
文
程
、
二
〇
〇
四
）。

　
「
鶉
斑
」
で
は
な
く
、「
鷓
鴣
斑
」
と
名
付
け
ら
れ
た
以
上
、
や
は
り
鷓
鴣
の

独
特
な
文
様
に
よ
る
た
め
と
考
え
る
ほ
う
に
説
得
力
が
あ
る
。
以
上
の
理
由

で
、
こ
の
論
文
で
は
、「
鷓
鴣
斑
」
は
油
滴
天
目
を
指
す
、
と
い
う
熊
寥
の
見

解
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　

以
上
陶
穀
の
記
述
か
ら
、
北
宋
初
期
に
す
で
に
天
目
茶
碗
を
用
い
て
茶
を
飲

む
こ
と
、
ま
た
、
建
窯
で
造
ら
れ
た
鷓
鴣
斑
す
な
わ
ち
油
滴
天
目
茶
碗
が
、
茶



16

人
に
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

宋
代
の
天
目
茶
碗
を
焼
造
し
た
窯
は
数
多
く
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
著
名
で

重
要
な
の
は
、
福
建
省
の
建
窯
と
江
西
省
の
吉
州
窯
で
あ
る
。

（
一
）
建
窯

　

建
窯
は
福
建
省
建け
ん

陽よ
う

県
水す
い

吉き
ち

鎮
に
あ
る
。
北
宋
初
期
に
焼
造
が
始
ま
り
、
南

宋
中
期
か
ら
最
盛
期
を
迎
え
、
数
々
の
名
作
を
生
み
出
し
た
。
国
宝
茶
碗
の
う

ち
の
曜
変
天
目
三
点
と
、
油
滴
天
目
は
と
も
に
南
宋
時
代
の
建
窯
で
焼
か
れ
た

も
の
で
あ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

　

曜
変
天
目
と
油
滴
天
目
以
外
、
建
窯
で
最
も
多
く
焼
か
れ
た
種
類
は
禾
目
天

目
で
あ
る
。
銀
色
の
兎
毛
の
よ
う
な
細
い
筋
目
が
幾
重
に
も
重
な
る
よ
う
に
し

て
、
黒
釉
の
上
に
流
れ
て
い
る
茶
碗
で
あ
る
。
中
国
で
は
兎と

毫ご
う

盞さ
ん

と
呼
ば
れ

る
。「
禾
目
天
目
」
は
江
戸
時
代
以
後
に
使
わ
れ
出
し
た
名
称
で
、
そ
れ
ま
で

は
日
本
も
兎
毫
盞
と
呼
ん
で
い
た
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

　

こ
こ
で
補
足
す
る
が
、
中
国
で
は
建
窯
で
焼
か
れ
た
黒
釉
の
茶
碗
を
す
べ
て

建け
ん

盞さ
ん

と
呼
ぶ
。
日
本
で
は
建
盞
、
天
目
の
両
語
の
定
義
が
曖
昧
で
、
時
代
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
混
同
し
や
す
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
曜
変
、
油
滴
、
禾
目

な
ど
の
上
質
の
天
目
茶
碗
に
対
し
て
、
質
の
悪
い
、
ご
く
普
通
の
雑
器
の
よ
う

な
天
目
茶
碗
を
建
盞
天
目
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

宋
代
の
学
者
祝し
ゅ
く

穆も
く

（
生
没
年
不
詳
）
は
、
そ
の
著
作
『
方ほ
う

輿よ

勝し
ょ
う

覧ら
ん

』
で
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

兎
毫
盞
、
出
甌
寧
之
水
吉
。
黄
魯
直
詩
曰
：
建
安
瓷
碗
鷓
鴣
斑
。
又
君
謨

『
茶
録
』：
建
安
所
造
黒
盞
、
紋
如
兎
毫
。

　

兎
毫
盞
は
甌お
う

寧ね
い

水
吉
の
産
出
で
あ
る
。
黄こ
う

魯ろ
う

直ち
ょ
くの
詩
に
建
安
の
鷓
鴣
斑
茶
碗

が
あ
り
、
蔡さ
い

君く
ん

謨ぼ

の
『
茶
録
』
は
建
安
の
黒
盞
が
兎
毫
の
よ
う
な
文
様
が
あ
る

と
記
載
し
て
い
る
、
と
い
う
。

　

こ
の
一
文
は
、
建
窯
の
兎
毫
盞
（
禾
目
天
目
）、
鷓
鴣
斑
（
油
滴
天
目
）
が
宋

の
当
時
か
ら
す
で
に
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

（
二
）
吉
州
窯

　

吉
州
窯
は
江
西
省
吉き

ち

安あ
ん

県
永
和
鎮
に
あ
る
。
鼈
甲
そ
っ
く
り
の
黒
・
黄
飴
色

の
釉
色
を
得
意
と
す
る
。
民
間
の
切
り
紙
を
磁
器
焼
造
に
応
用
し
た
独
特
の
技

法
で
、
様
々
な
文
様
の
あ
る
天
目
を
巧
み
に
造
り
出
し
て
い
る
。
内
面
に
梅
花

を
散
ら
す
梅
花
天
目
が
あ
り
、
黒
釉
に
木
の
葉
を
焼
き
付
け
る
木
葉
天
目
も
あ

る
。
ほ
か
に
も
、「
金
玉
満
堂
」「
長
命
富
貴
」
な
ど
の
文
字
を
施
し
た
文
字
天

目
、
鸞ら

ん

天
目
、
竜
天
目
な
ど
が
あ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。
国

宝
の
「
玳
皮
天
目
散
花
文
茶
碗
」
は
吉
州
窯
の
作
で
あ
る
。

　

建
窯
と
吉
州
窯
の
ほ
か
に
、
華
北
一
帯
の
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
は
河か

南な
ん

天
目

と
呼
ば
れ
る
。
黒
釉
の
上
に
褐
色
の
斑
点
文
様
を
施
す
作
が
多
い
。

　

と
に
か
く
、
華
南
華
北
の
各
地
で
天
目
茶
碗
が
盛
ん
に
焼
造
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
宋
代
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
時
代
に
天
目
茶
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碗
が
流
行
り
始
め
た
の
か
？

2　

宋
代
の
喫
茶
と
天
目
茶
碗

　

宋
代
に
お
け
る
天
目
茶
碗
の
流
行
は
、
喫
茶
法
の
変
遷
に
因
る
も
の
で
あ

る
。

　

唐
の
陸
羽
は
『
茶
経
』
の
中
で
、
当
時
の
喫
茶
を
「
比ひ

屋お
く

之
飲い
ん

」
と
言
う
。

『
旧く

唐と
う

書じ
ょ

』（
五
代
後
晋
・
劉
り
ゅ
う

昫く

、
九
四
五
年
成
立
）
の
「
李り

珏か
く

伝
」
に
「
茶
為
食

物
、
無
異
米
塩
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
唐
代
で
は
茶
が
米
・
塩
と
同
じ
く
庶
民

の
生
活
必
需
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
宋
代
に
入
る
と
喫
茶
は
さ
ら

に
庶
民
の
間
に
浸
透
し
て
行
く
。
中
原
の
漢
民
族
だ
け
で
は
な
く
、
周
辺
の
遊

牧
系
民
族
に
も
広
が
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
宋
王
朝
は
茶
を
国
家
収

入
の
重
要
な
財
源
と
み
な
し
、
茶
の
専
売
制
、
榷か
く

茶ち
ゃ

法ほ
う

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ

た
。

　

喫
茶
の
普
及
と
と
も
に
、
そ
の
作
法
も
変
わ
っ
て
い
く
。
陸
羽
茶
道
の
煎
茶

法
か
ら
、
抹
茶
の
入
る
茶
碗
の
中
に
湯
を
注
ぎ
茶
筅
を
用
い
て
点
て
る
、
と
い

う
点
茶
法
に
変
わ
る
。
煎
茶
法
で
は
茶
の
色
が
浅
黄
色
で
あ
る
が
、
点
茶
法
で

は
茶
の
色
は
白
色
と
な
る
。

　

現
存
す
る
宋
代
最
古
の
茶
書
で
あ
る
蔡さ

い

襄じ
ょ
う（

一
〇
一
二
〜
一
〇
六
七
）
の
『
茶

録
・
茶
論
・
色
』
に
は
、
茶
の
色
に
つ
い
て
、「
茶
色
貴
白
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

蔡
襄
は
宋
仁じ

ん

宗そ
う

時
代
の
文
人
官
僚
で
、
福
建
路
転
運
使
を
務
め
、
宮
中
専
用
の

茶
を
製
造
す
る
官
営
茶
園
の
運
営
を
管
理
し
た
。
茶
に
詳
し
く
、『
茶
録
』
は
、

茶
事
に
つ
い
て
仁
宗
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
蔡
襄
の
答
え
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。

　

宋
の
徽き

宗そ
う

皇
帝
趙ち
ょ
う

佶き
つ

（
一
〇
八
二
〜
一
一
三
五
）
の
『
大
観
茶
論
』
が
あ
る
。

徽
宗
は
、
文
学
芸
術
に
溺
れ
る
あ
ま
り
に
国
政
を
疎
か
に
し
た
た
め
、
北
方
の

金
国
に
拉
致
さ
れ
異
国
で
五
十
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
悲
運
の
天
子
で
あ
る
。

そ
の
『
大
観
茶
論
』
は
、
茶
の
色
を
、

点
茶
之
色
、
以
純
白
為
上
真
。
青
白
為
次
、
灰
白
次
之
、
黄
白
又
次
之
。

と
述
べ
る
。
点
茶
の
色
は
純
白
が
最
上
の
色
で
、
青
白
、
灰
白
、
黄
白
が
そ
れ

に
次
ぐ
、
と
い
う
。

　

宋
・
趙
ち
ょ
う

令り
ょ
う

畤じ

（
一
〇
六
一
〜
一
一
三
四
）
の
『
侯こ
う

鯖せ
い

録ろ
く

』（
南
宋
初
期
成
立
）「
巻

四
」
に
こ
ん
な
挿
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
蘇
軾
と
司
馬
光
（
一
〇
一
九
〜
一
〇

八
六
）
が
茶
と
墨
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
た
と
き
、司
馬
光
は
「
茶
与
墨
政
相
反
、

茶
欲
白
、
墨
欲
黒
」
と
言
っ
た
。
茶
と
墨
と
は
正
反
対
で
あ
り
、
茶
は
白
が
良

い
が
、
墨
は
黒
が
良
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
宋
代
の
点
茶
法
で
は
白
を
貴
ぶ
。
現
代
人
の
私
に
と
っ
て
、
な

ぜ
茶
の
色
が
白
色
に
な
る
の
か
と
不
思
議
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
茶
の
複

雑
な
製
造
法
や
扱
い
方
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
蔡
襄
は
『
茶
録
』で
、

点
て
た
茶
の
色
を
白
く
す
る
た
め
に
、
必
要
の
都
度
に
茶
を
碾
く
の
も
肝
要
だ

と
述
べ
て
い
る
。
宋
人
の
茶
詩
に
「
乳に
ゅ
う」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
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が
、
乳
白
色
の
意
味
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
茶
の

白
色
は
、
天
然
種
の
白
茶
と
は
異
な
る
。

　

茶
の
色
が
緑
色
に
映
る
の
で
陸
羽
茶
道
は
青
磁
茶
碗
を
好
ん
だ
。
が
、
茶
の

色
は
白
を
貴
ぶ
た
め
、
当
然
黒
色
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

蔡
襄
の
『
茶
録
・
器
論
・
茶
盞
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

茶
色
白
宜
黒
盞
。
建
安
所
造
者
、
紺
黒
紋
如
兎
毫
。
其
杯
微
厚
、

之
久

熱
難
冷
、
最
為
要
用
。
出
他
処
者
、
或
薄
或
色
紫
、
皆
不
及
也
。
其
青
白

盞
、
闘
試
自
不
用
。

　

茶
の
色
は
白
で
あ
る
た
め
、
黒
い
茶
碗
が
良
い
。
建
安
で
造
ら
れ
た
紺
黒
色

の
茶
碗
は
兎と

毫ご
う

（
兎
の
毛
）
の
よ
う
な
文
様
が
あ
る
。
素
地
が
厚
い
の
で
茶
は

冷
め
に
く
い
、
と
い
う
。「
建
安
所
造
者
、
紺
黒
、
紋
如
兎
毫
」
は
、
建
窯
の

兎
毫
盞
（
禾
目
天
目
）
を
指
す
。
蔡
襄
の
こ
の
一
文
か
ら
、
天
目
茶
碗
の
宋
代

で
流
行
し
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。
一
つ
に
は
、
茶
の
白
色
は
茶
碗
の
漆
黒
の

釉
色
に
よ
く
映
る
の
で
よ
い
。
二
つ
に
は
、
茶
碗
が
厚
手
で
茶
が
冷
め
な
い
の

で
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
を
見
る
と
、

盞
色
貴
青
黒
、
玉
毫
条
達
者
為
上
、
取
其
煥
発
茶
采
色
也
。
底
必
差
深
而

微
寛
。

と
あ
る
。
茶
碗
の
色
は
青
黒
を
貴
ぶ
。
玉
ぎ
ょ
く

毫ご
う

条じ
ょ
う（

兎
毫
の
よ
う
な
筋
目
の
こ
と
）

が
綺
麗
な
も
の
は
上
と
す
る
。
茶
の
色
が
よ
く
映
え
る
た
め
で
あ
る
。
底
は
深

め
で
僅
か
に
広
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
一
文
か
ら
も
、
天
目
茶
碗
の
釉

色
と
形
が
宋
の
茶
人
に
好
ま
れ
、
建
窯
の
兎
毫
盞
が
最
上
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宋
以
前
に
は
大
雅
之
堂
に
登
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
雑
器

の
黒
磁
茶
碗
が
、
そ
の
漆
黒
の
釉
色
の
た
め
に
、
宋
の
文
人
茶
人
に
好
ま
れ
、

一
躍
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
建
窯
の
油
滴

天
目
（
鷓
鴣
斑
）、
禾
目
天
目
（
兎
毫
盞
）
が
最
上
の
茶
碗
と
し
て
、
し
ば
し
ば

宋
の
詩
文
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
、

勿
驚
午
盞
兎
毫
斑
、
打
出
春
瓮
鵝
児
酒
（
蘇
東
坡
・『
送
南
屏
謙
詩
』）

兎
褐
金
糸
宝
椀
、
松
風
蟹
眼
新
湯
（
黄
山
谷
・『
西
江
月
・
茶
』）

研
膏
濺
乳
、
金
縷
鷓
鴣
斑
（
黄
山
谷
・『
満
庭
芳
・
茶
』）

点
茶
三
昧
須
饒
汝
、
鷓
鴣
斑
中
吸
春
露
（
恵
洪
・
題
名
不
詳
）

鷓
鴣
碗
面
雲

字
、
兎
毫
甌
心
雪
作
泓
（
楊
万
里
・『
陳
蹇
叔
郎
中
出
閩
漕
・

別
送
新
茶
』）

鷹
爪
新
茶
蟹
眼
湯
、松
風
鳴
雪
兎
毫
霜
（
楊
万
里
・『
以
六
一
泉
煮
双
井
茶
』）
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禾
目
天
目
を
兎と

褐か
つ

金き
ん

糸し

宝ぎ
ょ
く

椀わ
ん

と
詠
っ
た
り
、
油
滴
天
目
を
金き
ん

縷る

鷓し
ゃ

鴣こ

斑は
ん

と

詠
っ
た
り
、
漆
黒
の
釉
色
に
浮
か
ぶ
金
銀
色
の
文
様
を
美
辞
を
尽
く
し
て
讃
美

す
る
。

　

だ
が
、
日
本
の
国
宝
茶
碗
の
首
位
に
据
え
ら
れ
て
い
る
曜
変
天
目
が
、
宋
の

文
献
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
も
、
曜
変
天
目
の
ほ

う
が
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
よ
り
は
る
か
に
華
や
か
で
あ
る
の
に
。
曜
変
天
目

が
詩
詞
に
登
場
し
な
い
の
は
、
宋
の
文
人
が
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
か
っ
た
、
と

い
う
よ
り
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。（
表
1
）

3　

窯
変
か
ら
曜
変
へ

　

曜
変
天
目
と
い
う
名
称
が
初
め
て
文
献
に
登
場
し
た
の
は
、『
能
阿
弥
相
伝

集
』
で
あ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。

曜
変
建
盞

の
名

天
下
に
稀
な
る
物
な
り
、
薬
の
色
、
如
豹
皮
、
建
盞
の
内
の
上
々

也
。

　

能
阿
弥
（
一
三
九
七―

一
四
七
一
）
は
室
町
中
期
の
足
利
将
軍
家
の
同
朋
衆

を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
曜
変
（
建
盞
の
名
）
は
天
下
で
も
稀
に
見
る
茶

碗
で
あ
る
。
釉
色
は
豹
皮
の
よ
う
に
光
沢
が
あ
り
、
建
盞
の
う
ち
の
上
々
等
で

あ
る
、
と
い
う
。

　
「
曜
変
は
耀
変
と
も
書
き
、
と
も
に
光
り
か
が
や
く
と
い
う
意
味
」
と
小
山

冨
士
夫
は
述
べ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、「
曜
」
は
日
・
月
と
、

五
星
の
火
・
水
・
木
・
金
・
土
の
総
称
で
あ
る
。
曜
変
天
目
の
絢
爛
奪
目
の
光

彩
を
、
天
上
の
日
・
月
・
星
に
喩
え
た
名
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、『
能
阿
弥
相
伝
集
』
よ
り
先
に
書
か
れ
た
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』

の
中
に「
窰
変
（
窯
変
）」の
字
が
見
ら
れ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、一
九
七
七
）。

曜
変
天
目
は
「
曜
変
」
に
な
る
前
に
、「
窯
変
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
、
中
国
か
ら
伝
来
さ
れ
た
最
初
の
頃
、
中
国
で
の
呼
称
「
窯

変
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
唐
物
へ
の
盲
目
的
崇
拝
か

ら
、
日
本
の
貴
族
は
次
第
に
自
分
の
眼
で
唐
物
を
見
、
そ
し
て
賞
玩
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
窯
変
天
目
の
世
に
も
稀
な
る
美
し
さ
に
魅

か
れ
、
そ
の
輝
き
に
相
応
し
い
「
曜
」
と
い
う
字
を
用
い
「
窯
」
に
替
え
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
龍
泉
窯
の
粉
青
釉
青
磁
に
砧
と
い
う
新
し
い
日
本

名
を
つ
け
た
こ
と
と
異
曲
同
工
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、「
窯
」
と
「
曜
」
の
二
字
は
発
音
が
同
じ
で
、
中
国
語
で
は

「yao

」、日
本
語
で
は
「
よ
う
」
と
い
う
。
そ
の
た
め
、「
窯
」
が
「
曜
」
に
な
っ

た
の
も
、
日
本
語
の
中
で
よ
く
あ
る
当
て
字
の
気
ま
ぐ
れ
な
変
換
で
あ
る
に
過

ぎ
ず
、
た
い
し
た
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て

そ
う
な
の
か
？

　
「
窯
変
」
を
「
曜
変
」
に
変
え
た
の
は
、
つ
ま
り
、
窯
変
天
目
を
手
に
入
れ

た
日
本
人
は
、「
窯
変
」
と
い
う
磁
器
焼
造
過
程
の
中
で
偶
然
に
起
る
現
象
を

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
、
曜
変
天
目
が
な
ぜ
中
国
に
残
さ
れ



20

ず
、
な
ぜ
日
本
で
代
々
受
継
が
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
最
大
の
理
由

と
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
異
質
性
を
象
徴
し
て
い

る
と
、
私
は
考
え
る
。

　
「
曜
変
天
目
」
と
い
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
未
だ
に
中
日
陶
磁
器
研
究

者
の
間
で
決
着
が
つ
か
な
い
。
日
本
の
研
究
者
は
日
本
で
付
け
ら
れ
た
と
主
張

し
、
中
国
の
研
究
者
は
中
国
で
付
け
ら
れ
た
と
主
張
す
る
（
葉
喆
民
、
二
〇
〇

六
）。
し
か
し
、「
曜
変
」
と
い
う
名
は
、
宋
代
に
し
て
も
明
代
に
し
て
も
、
と

に
か
く
古
代
の
中
国
人
は
付
け
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
曜
変
」
は
、

日
・
月
・
五
星
の
異
変
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
・
月
・
五
星
の
異

変
は
、
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
忌
み
嫌
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、「
曜
変
」
は
日
本
人
の
付
け
た
名
称
で
あ
り
、
日
本
で
生
ま
れ
た
文

化
で
あ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。

　

そ
れ
で
は
、「
窯
変
」
か
ら
「
曜
変
」
へ
の
変
遷
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

4　

中
国
人
の
見
た
「
窯
変
」

　

窯
変
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
窯
の
中
で
起
っ
た
〝
変
化
〞
で
あ

る
。
陶
磁
器
焼
造
の
過
程
で
、
火
焔
の
性
質
の
変
化
に
よ
り
、
自
然
に
生
じ
た

偶
然
の
変
色
や
変
形
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。
つ
ま
り
、
窯
変
は
火
の

計
り
知
れ
な
い
変
幻
作
用
に
よ
る
天て
ん

工こ
う

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
窯
変
は
天
目
茶
碗
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
陶
磁
器
に
起
り
う
る
現

象
で
あ
る
。

　

景
徳
鎮
に
は
「
佑ゆ
う

陶と
う

霊れ
い

祠し

」
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
風
火
窯
神
・
童と
う

賓ひ
ん

が
祭
ら

れ
て
い
る
。
雍よ

う

正せ
い

・
乾
隆
朝
の
景
徳
鎮
御
窯
廠
の
監
陶
官
（
磁
器
の
焼
造
を
監

督
す
る
役
人
）
だ
っ
た
唐
英
（
一
六
八
二
〜
一
七
五
六
）
の
『
火
神
童
公
伝
』
に

よ
る
と
、「
五
行
各
有
専
司
、
陶
司
于
火
、
而
加
以
風
」
と
あ
る
。
製
陶
は
金
・

木
・
水
・
火
・
土
五
行
の
う
ち
の
火
に
司
ら
れ
、
そ
れ
に
風
を
加
え
る
と
い
う
。

窯
の
神
様
は
風
火
窯
神
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
実
際
の
陶
磁
焼

造
も
そ
の
通
り
で
、
も
ち
ろ
ん
成
形
や
絵
付
け
な
ど
も
重
要
だ
が
、
最
後
の
成

敗
は
や
は
り
火
の
具
合
に
左
右
さ
れ
る
。
火
の
加
減
を
判
断
す
る
陶
工
は
〝
火か

眼げ
ん

金き
ん

睛せ
い

〞
を
有
し
、
そ
の
技
術
を
秘
訣
と
し
て
い
る
。
現
代
で
も
、
火
を
観
る

陶
工
の
報
酬
が
最
も
高
額
だ
と
い
う
。

　

童
賓
（
一
五
七
六
〜
一
五
九
九
）
は
も
と
も
と
明
代
の
景
徳
鎮
御
器
廠
の
陶

工
で
あ
っ
た
。
万
暦
年
間
の
一
五
九
九
年
、
朝
廷
の
命
令
で
龍

り
ゅ
う

缸こ
う

を
焼
か
さ
れ

る
。
龍
缸
は
龍
文
を
施
し
た
宮
廷
用
の
大
甕
で
あ
る
。
大
き
な
器
物
で
あ
る
た

め
、
焼
く
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
。
な
か
な
か
出
来
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
、

監
陶
官
は
厳
し
い
刑
罰
を
も
っ
て
陶
工
を
追
い
詰
め
る
。
飢
餓
に
堪
え
苦
し
い

作
業
を
強
い
ら
れ
る
同
僚
を
救
い
出
す
た
め
に
、
童
賓
は
自
ら
窯
火
の
中
に
飛

び
込
ん
だ
。翌
日
に
な
っ
て
窯
を
開
い
て
み
る
と
、見
事
な
龍
缸
が
焼
き
あ
が
っ

て
い
た
。
奇
跡
と
言
う
べ
き
大
龍
缸
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
上
の
事
実
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

陶
工
た
ち
は
、
童
賓
を
風
火
窯
神
と
尊
び
、「
佑
陶
霊
祠
」
を
建
て
た
。
各

工
房
に
も
風
火
窯
神
が
祭
ら
れ
、毎
年
風
火
窯
神
を
迎
え
る
た
め
の「
迎
神
会
」
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も
大
々
的
に
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
方
、
二
〇
〇
二
）。

　

景
徳
鎮
の
民
間
伝
承
に
、
風
火
窯
神
・
童
賓
の
話
に
類
似
す
る
説
は
他
に
も

あ
る
。
例
え
ば
、
朝
廷
の
命
令
で
龍
り
ゅ
う

牀し
ょ
うを
焼
造
す
る
が
、
失
敗
が
続
く
。
陶
工

た
ち
が
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
火
を
観
る
陶
工
の
娘
が
、
窯
火
の
中
に

飛
び
込
ん
だ
。
す
る
と
、
素
晴
ら
し
い
龍
牀
が
出
来
上
が
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
話
は
、
陶
工
に
と
っ
て
窯
火
が
ど
れ
ほ
ど
神
秘
で
、
神
聖
な
も
の

で
あ
る
か
を
示
す
。
こ
の
窯
火
の
計
り
知
れ
な
い
変
幻
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
可

測
現
象
が
、
す
な
わ
ち
窯
変
で
あ
る
。

　

明
代
文
人
謝し

ゃ

肇ち
ょ
う

淛せ
つ

（
生
没
年
不
詳
）
は
、『
五
雑ざ
っ

俎そ

・
巻
十
二
』
の
中
で
窯

変
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

窯
変
は
忽
然
と
し
て
起
こ
る
異
変
で
あ
る
。
窯
中
に
入
っ
て
い
る
器
が
あ
る

い
は
魚
に
変
わ
っ
た
り
、あ
る
い
は
果
物
の
影
が
そ
の
上
に
浮
か
ん
だ
り
す
る
。

伝
聞
で
は
、
窯
を
焼
く
と
き
に
、
童
男
童
女
の
鮮
血
を
用
い
て
窯
神
を
祭
る
の

で
、
精
気
が
器
に
凝
結
し
て
怪
異
が
起
る
。
近
年
、
生
き
て
い
る
人
間
を
窯
神

に
捧
げ
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
の
で
、
窯
変
が
起
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　

現
代
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
荒
唐
無
稽
な
話
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
単
な
る
陶
工
の
口
頭
伝
聞
で
は
な
い
。
当
時
の
文
人
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ

て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
窯
変
の
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
は
当
時
世
間
に
広
く

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
童
男
童
女
を
犠
牲
と
し
て
窯
神

に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
作
り
話
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
話
が

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
窯
変
へ
の
恐
れ
、
忌
諱
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
童
男
童
女
の
精
気
を
凝
結
し
た
と
さ
れ
る
窯
変
の

器
は
、
い
か
に
素
晴
ら
し
く
て
も
消
滅
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
中
国
最
初
の

陶
磁
著
作
で
あ
る
『
陶
説
』（
清
・
朱し
ゅ

琰え
ん

、
一
七
七
四
年
成
立
）
は
言
う
。

窯
変
極
佳
、
非
人
力
所
可
致
。
人
亦
多
毀
之
、
不
令
伝
。

　

窯
変
は
非
常
に
素
晴
ら
し
い
。
だ
が
、
人
力
で
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
の
で
、世
に
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
、人
は
た
い
て
い
そ
れ
を
毀
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
。

　

明
の
文
人
何か

孟も
う

春し
ゅ
んは

、
そ
の
『
余よ

冬と
う

序じ
ょ

録ろ
く

摘て
き

抄し
ょ
う』

で
窯
変
を
論
じ
る
。

　

窯
変
は
、
数
十
窯
の
中
で
も
、
千
万
品
の
中
で
も
、
た
だ
一
つ
出
会
う
か
出

会
わ
な
い
か
と
い
う
稀
な
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
陶
官
は
窯
変
を
見
れ

ば
、
必
ず
毀
し
て
し
ま
う
。
窯
変
は
珍
奇
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
進
呈
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
朝
廷
に
進
呈
す
る
磁
器
は
、
仕
様
に
ぴ
っ
た
り
合
う
端
正
な
形

で
、
疵
瑕
一
つ
な
く
、
色
も
光
沢
も
均
一
な
器
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝

聞
で
は
、
民
間
で
磁
器
を
焼
く
と
き
、
窯
変
が
あ
れ
ば
、
大
き
い
器
物
な
ら
ば

毀
し
て
し
ま
う
が
、
小
さ
い
盞
や
罌お
う

（
瓶
）
の
よ
う
な
器
な
ら
、
隠
し
て
富
者

に
売
り
つ
け
る
。
価
値
は
金
玉
に
等
し
い
。
窯
変
は
い
く
ら
珍
奇
と
は
言
え
、

異
変
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
大
き
い
器
物
は
廟
堂
で
使
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ

ば
、個
人
で
使
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
や
が
て
は
毀
さ
れ
、遂
に
瓦
礫
に
な
っ
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て
し
ま
う
。
小
さ
い
器
物
は
富
者
だ
け
の
密
か
な
賞
玩
に
供
さ
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
窯
変
の
品
は
、
ほ
と
ん
ど
窯
を
出
る
な
り
に
毀
さ
れ
て
し
ま
う

運
命
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
窯
か
ら
窯
変
が
出
た
と
い
う
事
実
を
、

世
間
や
朝
廷
に
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

藍
浦
の
『
景
徳
鎮
陶
録
』
は
唐と
う

秉へ
い

鈞き
ん

の
『
文ぶ
ん

房ぼ
う

肆し

考こ
う

図
説
』
を
引
用
し
て
、

玳
皮
天
目
を
焼
造
し
た
吉
州
窯
が
廃
絶
さ
れ
た
理
由
を
記
し
て
い
る
。
陶
工
が

窯
を
焼
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
丞
相
文ぶ

ん

天て
ん

祥し
ょ
うが

通
り
か
か
っ
た
。
文
天

祥
（
一
二
三
六
〜
一
二
八
二
）
は
南
宋
の
復
興
を
図
り
、
捕
ま
え
ら
れ
刑
死
し

た
悲
運
の
英
雄
で
あ
る
。
す
る
と
、
窯
変
が
起
り
、
窯
の
中
の
器
は
す
べ
て
玉

器
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
土
が
高
価
な
玉
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
喜
ば
し
い
こ

と
な
の
に
、
陶
工
た
ち
は
こ
の
異
変
が
朝
廷
に
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、
遂
に
窯

を
廃
絶
し
て
景
徳
鎮
に
逃
れ
た
、
と
い
う
。

　

な
ぜ
、
陶
工
、
あ
る
い
は
監
陶
官
は
、
窯
変
の
発
生
を
朝
廷
に
知
ら
れ
る
の

を
恐
れ
た
の
か
？　

言
い
か
え
れ
ば
、
朝
廷
、
あ
る
い
は
皇
帝
は
な
ぜ
珍
奇
な

窯
変
を
喜
ば
な
い
の
か
？

　

窯
変
は
人
工
で
は
な
く
天
の
な
し
た
わ
ざ
で
あ
る
。
天
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

わ
ざ
を
な
し
た
の
か
？　

こ
の
答
を
求
め
る
た
め
に
、
私
は
上
古
時
代
の
中
国

に
溯
り
、
古
代
中
国
人
の
天
を
追
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

5　

天

　

古
代
中
国
で
は
、
天
は
天
地
万
物
を
主
宰
す
る
至
高
の
存
在
と
さ
れ
た
。
人

間
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
運
命
、
す
な
わ
ち
天
命
を
知
り
、
天
の
教
え
に
従
い

生
き
る
。
孔
子
は
「
五
十
而
知
天
命
」
と
言
う
。
権
力
者
の
皇
帝
で
さ
え
、
天

の
教
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
天
の
加
護
が
な
け
れ
ば
地
上
の
王
国
に
君
臨
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
皇
帝
詔
書
の
冒
頭
に
「
奉
天
承
運
、
皇
帝
詔
曰
」（
天
を

奉
じ
て
運
を
承
る
、
皇
帝
の
詔
曰
く
）
と
す
る
言
葉
か
ら
も
、
天
の
加
護
を
祈
る

皇
帝
の
心
情
が
わ
か
る
。

　

殷
王
朝
の
最
後
の
王
紂ち

ゅ
うは

、
女
色
と
酒
色
に
耽
り
暴
虐
非
道
だ
っ
た
。
周
の

文
王
が
次
第
に
強
大
に
な
っ
て
き
た
の
を
恐
れ
、
臣
下
祖そ

伊い

は
紂
に
国
政
に
励

む
よ
う
に
と
勧
め
た
が
、
紂
は
、
自
分
に
は
天
命
、
天
の
加
護
が
あ
る
の
で
、

何
も
恐
れ
る
も
の
が
な
い
と
答
え
た
。
一
方
、
天
下
の
諸
侯
は
紂
の
暴
政
に
耐

え
ら
れ
ず
、
周
の
武
王
（
文
王
の
子
）
に
紂
を
討
伐
し
よ
う
と
勧
め
た
が
、
武

王
は
、
ま
だ
天
の
加
護
が
な
い
の
で
、
紂
を
討
伐
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

断
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
も
う
一
つ
有
名
な
話
は
、「
鼎

の
軽
重
を
問
う
」
と
い
う
諺
の
由
来
で
あ
る
。
楚
の
荘そ
う

王
（
？
〜
前
五
九
一
）

は
周
の
九
鼎
の
軽
重
大
小
を
問
う
と
、
周
の
使
臣
王お

う

孫そ
ん

満ま
ん

は
答
え
た
。
昔
、
成

王
が
周
を
建
て
た
際
、
周
の
天
命
は
三
十
世
、
七
百
年
が
あ
る
と
い
う
占
い
の

結
果
が
出
た
。
徳
が
衰
え
て
い
る
と
は
言
え
、
天
命
は
ま
だ
改
ま
っ
て
い
な

い
。
要
す
る
に
、
天
の
加
護
が
ま
だ
周
に
あ
る
。
鼎
の
軽
重
を
問
う
べ
き
で
は

な
い
。

　

後
、
秦
が
周
に
取
っ
て
代
わ
り
天
下
の
主
と
な
る
。
ま
た
漢
が
秦
を
滅
ぼ
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し
、
四
百
年
間
続
く
漢
家
天
下
を
築
く
。
さ
ら
に
、
三
国
両
晋
を
経
て
、
隋
・

唐
・
宋
・
元
・
明
・
清
が
次
々
と
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
。
ど
の
王
朝

も
ど
の
皇
帝
も
自
分
に
は
天
命
が
あ
る
と
自
慢
す
る
。
要
す
る
に
、
王
朝
交
代

と
い
う
古
代
中
国
に
お
け
る
最
大
の
出
来
事
が
、
天
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
天
は
い
か
に
至
高
無
上
で
あ
る
か
。
天
の
加
護
を
祈
る
人
間
皇
帝

の
願
い
が
ど
ん
な
に
切
実
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

　

で
は
、
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
天
の
加
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
？　

そ
れ
は
、
天
の
教
え
に
従
い
、
天
道
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
天
道
と

は
、
い
わ
ゆ
る
天
圓
地
方
で
あ
る
。

　

天
圓
地
方
と
は
天
が
圓
く
て
地
が
四
角
い
、
も
と
も
と
原
始
時
代
の
中
国
人

の
天
と
地
に
対
す
る
直
感
的
な
認
識
で
あ
る
。
だ
が
、
天
文
学
の
進
歩
に
よ

り
、
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
天
圓
地
方
の
宇
宙
観
が
疑
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
し
、本
当
に
天
が
圓
く
て
地
が
四
角
で
あ
る
な
ら
ば
、

地
の
四
つ
の
角
が
出
っ
張
っ
て
い
て
、
天
に
覆
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
が
現
わ
れ
た
。
そ
こ
で
儒
者
が
出
て
き
て
、
天
圓
地
方
に
新

し
い
解
釈
を
付
与
す
る
。

　

天
圓
地
方
と
は
天
と
地
の
形
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
天
道
、
す
な
わ

ち
天
の
あ
る
べ
き
姿
が
圓
満
で
あ
り
、
地
道
、
す
な
わ
ち
地
の
あ
る
べ
き
姿
は

方
正
で
あ
る
。

　

天
上
に
は
日
・
月
・
星
辰
が
あ
る
。
満
天
の
星
辰
が
北
極
星
を
め
ぐ
り
統
一

さ
れ
、
規
律
正
し
く
循
環
す
る
。
上
下
が
あ
り
、
尊
卑
が
あ
る
。
こ
の
井
然
と

し
て
い
る
倫
理
秩
序
を
手
本
と
し
て
、
天
は
地
上
の
君
主
に
示
す
。
地
上
の
君

主
は
天
の
示
し
た
規
範
に
則
っ
て
国
を
治
め
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
地
上
の
君

臣
・
父
子
・
夫
婦
の
道
も
、
天
道
の
よ
う
な
圓
満
方
正
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
儒
家
の
解
釈
は
、
天
圓
地
方
を
直
感
的
な
宇
宙
認
識
か
ら
、

治
国
平
天
下
の
政
治
概
念
に
転
換
し
た
（
陳
、
一
九
九
六
）。
以
来
、
天
圓
地
方

は
圓
満
方
正
、
統
一
調
和
の
倫
理
秩
序
を
象
徴
し
、
歴
代
王
朝
の
政
治
理
想
と

し
て
尊
奉
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
国
文
化
の
隅
々
ま
で
滲
入
し
た
の
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、
中
国
の
古
典
小
説
や
戯
曲
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
、「
才
子
佳
人

終
成
眷
属
」（
才
子
と
佳
人
は
つ
い
に
結
ば
れ
る
）
の
大
団
円
の
結
末
。
ま
た
、

秦
の
始
皇
帝
か
ら
始
ま
り
清
朝
末
ま
で
二
千
百
年
の
間
に
流
通
し
た
中
国
の
銅

銭
。
周
囲
は
圓
く
真
中
に
四
角
い
穴
が
開
い
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
古
代

建
築
を
代
表
す
る
北
京
の
故
宮
。
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
天
圓
地
方
が
存
在
す
る
。

古
代
に
溯
ら
な
く
て
も
、
二
〇
〇
八
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
主
会
場
は
丸

い
デ
ザ
イ
ン
の「
鳥
の
巣
」、
隣
の
遊
泳
館
は
四
角
い
デ
ザ
イ
ン
の
「
水
立
方
」。

天
圓
地
方
は
、
現
代
中
国
に
も
生
き
続
け
て
い
る
。

　

陶
磁
器
の
話
に
戻
る
と
、
前
述
し
た
明
・
何
孟
春
の
窯
変
論
の
中
に
、「
朝

廷
に
進
呈
す
る
磁
器
は
、
仕
様
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
な
端
正
な
形
で
、
疵
瑕

一
つ
も
な
く
、
色
も
光
沢
も
均
一
な
器
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一

節
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、天
圓
地
方
の
円
満
調
和
を
貴
ぶ
た
め
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
は
天
圓
地
方
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
天
の
教
え
に
従

い
国
を
治
め
る
。
皇
帝
の
治
世
は
天
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
。
と
く
に
皇
帝
が

不
徳
の
と
き
、
天
は
皇
帝
に
警
告
あ
る
い
は
懲
罰
を
与
え
る
。
天
が
警
告
や
懲

罰
を
与
え
る
方
法
は
、
日
月
星
辰
の
天
象
に
異
変
を
生
じ
さ
せ
る
と
言
わ
れ

る
。

　

中
国
最
古
の
文
献
で
あ
る
『
尚

し
ょ
う

書し
ょ

』
に
よ
れ
ば
、
尭
が
即
位
す
る
と
、
義ぎ

氏

と
和わ

氏
に
日
月
星
辰
の
運
行
を
観
察
さ
せ
た
。
天
は
日
月
星
辰
の
変
化
を
通
し

て
天
意
を
表
わ
す
の
で
、
天
の
心
を
知
り
、
謹
ん
で
天
の
旨し

意い

に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
尭
は
人
々
に
教
示
し
た
、
と
い
う
。

　

ま
た
、
天
上
の
日
月
星
辰
だ
け
で
は
な
く
、
日
月
星
辰
と
相
応
す
る
地
上
の

陰
陽
五
行
に
も
、
天
は
異
変
を
生
じ
さ
せ
、
皇
帝
に
警
告
や
懲
罰
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
史
記
・
天
官
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

太
史
公
曰
：
自
初
生
民
以
来
、
世
主
曷
嘗
不
暦
日
月
星
辰
？
（
中
略
）
仰

則
観
象
於
天
、
俯
則
法
類
於
地
。
天
則
有
日
月
、
地
則
有
陰
陽
。
天
有
五

星
、
地
有
五
行
。
天
有
列
宿
、
地
有
州
域
。

　

古
来
か
ら
、
日
月
星
辰
の
運
行
を
記
録
し
な
い
君
主
は
い
な
い
。
仰
い
で
は

天
象
を
観
察
し
、
俯
し
て
は
そ
れ
を
倣
う
。
天
に
則
ち
日
月
が
あ
り
、
地
上
に

則
ち
陰
陽
が
あ
る
。
天
上
に
五
星
が
あ
り
、
地
上
に
五
行
が
あ
る
。
天
上
に
二

十
八
宿
が
あ
り
、
地
上
に
州
域
が
あ
る
、
と
い
う
。

　

天
目
茶
碗
の
流
行
し
た
宋
代
に
お
い
て
も
、『
宋
史
・
五
行
』
に
よ
る
と
、

和
気
致
祥
、
乖
気
致
異
、
莫
不
於
五
行
見
之
。（
中
略
）
人
君
以
天
地
万

物
為
体
、
禎
祥
妖
孽
之
致
、
豈
無
所
本
乎
？　

故
由
漢
以
来
、
作
史
者
皆

志
五
行
、
所
以
示
人
君
之
戒
深
矣
。

と
言
う
。
和
気
は
瑞
祥
を
も
た
ら
し
、
怪
気
は
異
変
を
も
た
ら
す
。
瑞
祥
と
異

変
も
五
行
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
君
は
天
地
万
物
に
よ
っ
て
、
貞て
い

祥
し
ょ
う

妖よ
う

孽げ
つ

の
前
兆
を
知
る
。
故
に
漢
以
来
、
作
史
者
が
皆
五
行
を
書
き
記
す
の
は
、

人
君
の
深
い
戒
め
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
天
上
の
日
月
星
辰
、
地
上
の
陰
陽
五
行
、
そ
の
変
化
を
通
し

て
、
天
意
を
推
測
し
、
吉
凶
を
判
断
す
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
ど
の
時
代
の
史

書
を
紐
解
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
新
唐
書
・
巻
二
十
七
・
暦
志
三
』
に
こ
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
唐
玄
宗

開
元
一
三
年
一
二
月
、
暦
に
よ
れ
ば
日
蝕
が
起
る
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
、
玄
宗

皇
帝
は
泰
山
封
禅
し
て
、
素そ

服ふ
く

斎さ
い

戒か
い

を
し
て
い
る
た
め
、
結
局
日
蝕
が
発
生
し

な
か
っ
た
。
す
る
と
、
天
下
群
臣
は
皆
め
で
た
し
め
で
た
し
と
喜
ん
だ
。
ま

た
、『
漢
書
』（
後
漢
・
班
固
、
九
二
年
頃
成
立
）
の
「
文
帝
紀
」
に
よ
れ
ば
、
漢

文
帝
の
時
に
、
天
上
に
日
蝕
の
凶
兆
が
現
わ
れ
た
。
文
帝
は
「
天
下
治
乱
、
在

予
一
人
」（
天
下
の
治
乱
は
予
一
人
に
あ
る
）と
詔
し
て
、己
の
不
徳
を
反
省
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
の
場
合
は
国
を
挙
げ
て
歓
呼
す
る
が
、
凶
に
な
る
と
、
そ
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れ
は
皇
帝
の
不
徳
の
た
め
に
至
高
の
天
が
示
し
た
警
告
だ
と
み
な
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
皇
帝
及
び
側
近
の
官
僚
は
そ
れ
で
政
治
秩
序
の
不
安
を
恐
れ
、
皇

帝
は
己
の
不
徳
を
反
省
し
、
沐
浴
斎
戒
し
て
天
を
祭
る
。
時
に
は
天
に
謝
る
た

め
に
大
臣
を
殺
す
場
合
も
あ
る
。
一
方
、
庶
民
も
、
陰
陽
の
不
調
、
五
行
の
紊

乱
は
旱
災
、
蝗
災
、
洪
災
な
ど
の
自
然
災
害
や
、
戦
災
な
ど
の
人
為
災
害
を
も

た
ら
す
も
の
だ
と
思
い
、
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

6　

窯
変
天
目
の
日
本
伝
来

　

陶
磁
器
を
造
る
た
め
に
は
、
土
に
水
を
加
え
て
捏
ね
る
。
そ
れ
を
火
中
に
置

い
て
焼
く
。
五
行
の
う
ち
の
土
・
水
・
火
の
働
き
に
よ
っ
て
初
め
て
出
来
上
が

る
。
土
・
水
・
火
三
者
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
は
火
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、「
風
火
窯
神
」
を
祭
る
。
ま
た
、
製
陶
に
は
陰
陽
の
調
和
も
必
要
で
あ
る
。

火
に
投
身
す
る
女
、
火
を
焼
く
男
、
童
男
童
女
の
働
き
、
そ
こ
に
は
陰
陽
の
調

和
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
製
陶
は
、
上
古
時
代
の
神
農
、
黄
帝
、
舜
、
こ
れ
ら
の

中
国
古
代
の
聖
人
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
陶

は
陰
陽
五
行
の
調
和
を
象
徴
し
、
神
聖
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
神
聖
な
活
動
に
、
窯
変
と
い
う
予
測
の
で
き
な
い
変
化
が
起

る
と
、
当
然
そ
れ
は
天
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
警
告
だ

と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
天
は
直
接
に
万
民
に
懲
罰
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
。

天
は
万
民
を
代
表
す
る
皇
帝
に
懲
罰
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
陶
工
、
監
陶
官
に
と
っ
て
、
窯
変
は
二
重
の
恐
ろ
し
さ
が
あ

る
。
一
つ
は
、
陰
陽
不
調
、
五
行
紊
乱
が
招
く
自
然
災
害
の
恐
ろ
し
さ
。
二
つ

は
、
最
高
権
力
者
皇
帝
の
恐
ろ
し
さ
で
あ
る
。
天
が
皇
帝
に
懲
罰
を
与
え
る
。

し
か
し
、
至
尊
の
皇
帝
自
ら
は
そ
の
懲
罰
を
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
天

の
懲
罰
を
受
け
る
身
代
わ
り
を
探
す
。
当
然
、
窯
変
に
直
接
か
か
わ
る
陶
工
や

監
陶
官
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
窯
変
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
く
見
え
て
も
、
窯
か
ら
出
る
な

り
に
砕
か
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
が
素
晴
ら
し
け
れ
ば
素
晴
ら
し
い

ほ
ど
、
妖
気
だ
と
見
ら
れ
、
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
の
窯
変
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
怪
し
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
黒
と
い
う
色
の
た
め
で
あ
る
。
五
行
説
の
中
で
、
黒
は
北
方
、
水
を
代
表

し
、
死
後
の
世
界
に
つ
な
が
る
色
で
あ
る
。
陰
陽
説
の
中
で
、
黒
は
陰
で
あ

る
。
さ
ら
に
外
見
上
で
も
、
黒
は
楽
し
い
色
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
大
小
斑
点

が
放
つ
青
白
い
光
も
尋
常
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
現
代
照
明
の
下
で
も

こ
う
で
あ
る
か
ら
、
千
年
前
の
陶
工
の
目
に
は
ど
れ
ほ
ど
妖
し
く
映
さ
れ
た
こ

と
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世
に
伝
え
る
の
も
恐
ろ
し
い
と
思
っ
た
の
に
違
い
な

い
。
小
山
冨
士
夫
は
、
建
窯
窯
址
の
調
査
で
窯
変
天
目
の
破
片
が
一
片
す
ら
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
要
す
る
に
、
窯
を
出
て
す

ぐ
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
斎
や
廟
堂
に
い
る
宋
の

文
人
や
皇
帝
は
、「
稲
葉
天
目
」
の
よ
う
な
茶
碗
の
存
在
も
知
ら
な
か
っ
た
。

当
然
そ
れ
を
用
い
て
茶
を
飲
む
こ
と
も
、
詩
文
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
も
し
、
窯
変
天
目
が
窯
を
出

て
す
ぐ
さ
ま
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の

か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
？

　

こ
の
疑
問
に
答
え
る
直
接
の
資
料
は
未
だ
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
を

推
測
す
る
資
料
が
あ
る
。
南
宋
・
周
し
ゅ
う

煇き

の
『
清せ
い

波は

雑ざ
っ

志し

』
に
次
の
よ
う
な
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

饒
州
景
徳
鎮
陶
器
、
所
出
自
于
大
観
間
、
窯
変
色
紅
如
朱
砂
、
謂
熒
惑
躔

廃
、
臨
照
而
然
、
物
反
常
為
妖
。
窯
戸
亟
砕
之
。
時
有
玉
牒
防
御
使
仲

揖
、
年
八
十
余
、
居
于
饒
、
得
数
種
、
出
以
相
示
、
云
〝
比
之
定
州
紅
瓷

器
尤
為
鮮
明
〞。

　

大
観
年
間
（
宋
徽
宗
一
一
〇
七
〜
一
一
一
〇
）、
饒じ
ょ
う州
景
徳
鎮
窯
に
窯
変
が
発

生
し
た
。
釉
色
は
朱
砂
の
如
く
紅
い
。
物
は
常
に
反
す
る
と
妖
と
見
ら
れ
る
の

で
、
陶
工
は
急
い
で
器
を
毀
し
た
。
そ
の
時
饒
州
に
住
ん
で
い
た
仲ち
ゅ
う揖ゆ
うと
い
う

役
人
が
い
て
、
歳
は
八
十
余
で
、
陶
工
が
壊
そ
う
と
し
て
い
る
器
の
中
か
ら
数

種
類
を
持
ち
出
し
た
。
人
々
に
見
せ
な
が
ら
、「
定
州
窯
の
紅
磁
よ
り
も
鮮
や

か
だ
」
と
言
っ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
陶
工
が
毀
そ
う
と
す
る
窯
変
を
手
に
入
れ
た
八
十
歳
の
老
人
が

登
場
す
る
。
窯
変
が
不
吉
な
も
の
だ
、
と
い
う
世
間
一
般
の
見
方
を
無
視
し
た

こ
の
人
物
は
、
当
時
に
す
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
人
間
と
見
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
記
録
に
残
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
奇
貨
居
く
べ
し
と
い
う
利
益
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
し
、
単
な
る
珍
奇

を
好
む
趣
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
不
吉
と
さ
れ

て
い
た
窯
変
が
、
現
代
の
私
た
ち
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
人
物
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
北
宋
時
代
の
景
徳
鎮
窯
の
こ
と
だ
が
、
天
目
茶
碗
を
焼
く
建
窯
に

お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
陶
工
の
手
か
ら
毀
さ

れ
そ
う
な
窯
変
茶
碗
を
救
い
出
し
、
そ
れ
を
商
人
に
高
値
で
売
り
さ
ば
く
。
た

だ
し
、
明
・
何
孟
春
の
窯
変
論
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
内
で
は
た
と
え

個
人
で
も
憚
り
な
く
窯
変
を
賞
玩
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
海
外
貿
易
商

人
が
良
い
買
い
手
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
窯
変
天
目
は
、
管
制
の
眼
を
か
い
く
ぐ
り
、
何
ら
か
の
仲
介
者
を
通

し
て
商
人
の
手
に
渡
り
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

7　

曜
変
天
目
の
美

　

不
吉
な
も
の
と
さ
れ
、
一
旦
発
生
し
た
ら
す
ぐ
そ
の
痕
跡
を
消
滅
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
窯
変
天
目
の
日
本
伝
来
は
、

焼
造
時
期
の
南
宋
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

北
条
時
宗
が
寄
進
し
た
茶
道
具
を
記
し
た
円
覚
寺
の
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』

に
は
、「
湯
盞
窰
変
」
の
語
が
見
え
る
。
窰よ
う

変へ
ん

は
す
な
わ
ち
窯
変
で
、
文
献
上

に
最
初
に
現
わ
れ
た
窯
変
と
さ
れ
る
（
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
、
一
九
九
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一
）。
北
条
時
宗
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
二
八
四
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ

以
前
に
、
中
国
で
は
南
宋
に
当
た
る
時
期
に
、
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
中
国
で
の
呼
び
名
、
窯
変
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
る
。

　

時
代
が
下
り
、
一
三
八
〇
年
の
『
新
札
往
来
』、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一

四
二
八
）
の
『
桂
川
地
蔵
記
』
に
は
「
容
変
」
と
な
っ
て
い
る
（
世
界
陶
磁
全

集
一
二
、
一
九
七
七
）。「
容
」
と
「
窰
」
は
字
形
が
相
似
す
る
し
、「
容
」
の
ほ

う
が
「
窰
」
よ
り
書
き
や
す
い
た
め
、書
き
写
さ
れ
る
う
ち
に
、「
窰
変
」
が
「
容

変
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
じ
応
永
年
間
の
『
禅ぜ

ん

林り
ん

小し
ょ
う

歌か

』
に
は
「
曜
卞
光
ヲ
持
チ

毒
ヲ
謝
ス

」
と
な
っ
て
い
る
（
小

山
、
一
九
七
四
）。「
卞へ
ん

」
は
「
変
」
の
訛
り
と
さ
れ
、
曜
卞
は
す
な
わ
ち
曜
変

だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、一
九
七
七
）。し
か
し
、な
ぜ「
変
」

を
使
わ
ず
、
そ
の
訛
り
の
「
卞
」
を
使
う
の
か
、
そ
の
意
図
は
何
か
？　

私
は

「
曜
卞
」
と
い
う
字
の
使
い
方
、
及
び
横
に
記
さ
れ
て
い
る
「
光
を
持
ち
毒
を

謝
す
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

　

窯
変
を
手
に
し
た
日
本
の
茶
人
の
目
に
、
茶
碗
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た

の
か
。

　

漆
黒
の
釉
色
は
夜
の
空
。
大
小
の
斑
点
は
満
天
の
星
。
斑
点
周
囲
の
青
い
光

は
星
の
暈
で
あ
る
。
こ
の
青
い
光
が
神
々
し
く
て
、
悪
者
や
毒
の
あ
る
も
の
を

射
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
を
放
つ
こ
の
茶
碗
は
、
神
聖
な
器
で
あ
る
に
違

い
な
い
。

　
「
窯
変
」
と
は
、
文
字
通
り
窯
の
中
で
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
茶

碗
の
美
し
さ
が
表
現
さ
れ
な
い
。「
窯
」
を
「
曜
」
に
、「
変
」
を
「
卞
」
に
変

え
れ
ば
、
つ
ま
り
「
曜
卞
」
の
ほ
う
が
相
応
し
い
呼
称
で
あ
る
。「
曜
」
は
日
・

月
・
星
辰
を
表
し
、「
卞
」
は
か
ん
む
り
を
意
味
す
る
（
大
漢
語
林
、一
九
九
二
）。

あ
の
神
秘
的
な
青
い
光
は
ま
さ
に
日
・
月
・
星
辰
に
か
か
っ
て
い
る
暈
、
つ
ま

り
冠
に
見
え
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
単
調
無
味
の
「
窯
変
」
が
消
え
、
輝
か
し
い
曜
の
冠
、

「
曜
卞
」
が
登
場
し
た
。

　

し
か
し
、『
能
阿
弥
相
伝
集
』に
な
る
と
、「
曜
卞
」が
消
え
、
代
わ
り
に「
曜

変
」
が
現
わ
れ
る
。
能
阿
弥
の
著
作
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
は
、
渡
来
し
た
天

目
茶
碗
を
、
曜
変
、
油
滴
、
建
盞
、
烏
盞
、
鼈
盞
、
能
玻
盞
、
天
目
の
七
種
類

に
分
類
し
て
い
る
。
茶
の
湯
の
茶
人
に
と
っ
て
、『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
の
ほ

う
が
『
禅
林
小
歌
』
よ
り
影
響
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
曜
変
の
名
称
は
こ
れ

で
定
着
し
、
現
代
に
ま
で
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。（
表
2
）

　
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
曜
変
天
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

曜
変
、
建
盞
の
内
の
無
上
也
。
世
上
に
な
き
物
也
。
地
い
か
に
も
く
ろ

く
、
こ
き
る
り
、
う
す
き
る
り
の
ほ
し
ひ
た
と
あ
り
。
又
、
き
色
・
白
色
・

こ
く
う
す
き
る
り
な
と
の
色
々
ま
し
り
て
、
に
し
き
の
や
う
な
る
く
す
り

も
あ
り
。
萬
疋
の
物
也
。
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曜
変
天
目
は
天
目
の
中
の
極
上
で
あ
る
。
世
上
に
は
な
い
真
に
珍
し
い
も
の

で
あ
る
。
地
色
は
真
に
黒
く
、
そ
の
上
に
濃
い
瑠
璃
色
、
薄
い
瑠
璃
色
の
星
が

た
く
さ
ん
散
ら
ば
る
。
黄
色
、白
色
、濃
い
瑠
璃
色
や
薄
い
瑠
璃
色
な
ど
、様
々

な
色
彩
が
交
じ
り
、
錦
の
よ
う
な
釉
色
も
あ
る
。
萬
疋
の
値
打
ち
が
あ
る
。

　

こ
の
文
は
、
足
利
将
軍
周
辺
の
貴
族
茶
人
が
、
曜
変
天
目
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
か
、
ま
た
ど
ん
な
に
重
宝
し
て
い
た
か
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
。
唐

物
と
し
て
の
珍
し
さ
、
茶
碗
の
そ
の
も
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

漆
黒
の
地
の
美
、
瑠
璃
色
の
星
の
美
、
錦
の
よ
う
な
釉
の
美
。
窯
変
は
ど
の
よ

う
に
起
り
、
中
国
で
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
る
で
興

味
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
足
利
将
軍
周
辺
の
人
々
は
、
窯
変
が
火
の
幻
化
に
よ
っ
て
生
じ

た
偶
然
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
陶
工
は

良
い
も
の
を
造
り
だ
す
た
め
に
、「
風
火
窯
神
」
を
祭
り
、
場
合
に
よ
っ
て
童

男
童
女
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
伝
説
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
よ
う
な
伝
説
は
将
軍
の
耳
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
百
歩
譲
っ

て
、
耳
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
た
だ
珍
説
と
し
て
無
視
し
た
だ
ろ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
現
実
性
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
小
山
冨
士
夫
の
言
葉
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

数
百
年
昔
の
足
利
将
軍
周
辺
の
茶
人
と
、
現
代
の
日
本
人
と
の
間
に
時
代
の
隔

た
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
曜
変
天
目
に
対
す
る
評
価
に
限
っ
て
言
え
ば
、
さ
ほ

ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

小
山
冨
士
夫
は
、
明
・
謝
肇
淛
の
『
五
雑
俎
』
に
書
か
れ
て
い
る
童
男
童
女

を
窯
神
に
捧
げ
る
云
々
の
話
に
つ
い
て
、「
と
る
に
た
ら
ぬ
俗
説
も
甚
だ
し
い

も
の
で
あ
る
。
や
き
も
の
に
は
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
く
て
も
、
と
る
に
足
ら
ぬ

俗
説
が
世
間
を
惑
わ
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
と
一
蹴
し
た
（
小
山
、
一

九
五
一
）。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
「
と
る
に
足
ら
ぬ
俗
説
が
世
間
を
惑
わ
し
て
い

る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
当
時
の
中
国
人
、
陶
工
、
監
陶
官
を
は
じ
め
、
官

僚
や
皇
帝
に
と
っ
て
も
、
身
近
の
出
来
事
で
あ
り
、
き
わ
め
て
現
実
性
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
唐
無
稽
に
見
え
る
話
こ
そ
、
中
国
人
の
窯
変
に
対
す
る

考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

小
山
の
こ
の
一
言
か
ら
、
私
は
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
窯
変
を
見
て
い
た

か
を
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
要
す
る
に
、
現
実
性
、
切
実
さ
が
な
か
っ

た
た
め
、
窯
変
を
恐
ろ
し
い
異
変
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
窯
変
は
た

だ
世
に
も
稀
な
る
美
し
い
曜
変
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
が
現
実
性
を
感
じ
な
い
理
由
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
海
を
隔
て
る
遥
遠
た
る
異
国
の
こ
と
だ
か
ら
、
つ
ま
り
、
地
理
的
な

距
離
が
遠
い
た
め
で
あ
る
。
二
つ
は
、
精
神
的
な
距
離
が
遠
い
た
め
で
あ
る
。

日
本
人
に
は
、
中
国
人
の
敬
天
思
想
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
庶
民
か
ら
最
高
権
力
者
の
皇
帝
ま
で
、
天
を
超
越
的
な
存
在
と

し
て
敬
う
。
日
月
星
辰
、
陰
陽
五
行
の
天
地
万
物
の
変
化
か
ら
、
天
の
心
を
推

測
し
、
そ
の
旨
意
に
背
か
な
い
よ
う
に
戦
戦
兢
兢
と
す
る
。
こ
と
に
窯
変
の
よ
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う
な
予
測
の
で
き
な
い
異
変
が
生
じ
た
と
き
、
陶
工
は
そ
れ
を
天
か
ら
の
懲
罰

と
見
て
、
不
吉
な
兆
と
し
て
恐
れ
た
。

　

日
本
に
は
、
八
百
万
の
神
が
い
る
け
れ
ど
、
中
国
人
の
崇
拝
す
る
よ
う
な
超

越
的
な
天
が
な
い
。
中
国
人
に
と
っ
て
聖
な
る
天
意
、
天
命
も
、
日
本
人
に
は

何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
春
夏
秋
冬
・
風
花
雪
月
の
移
り
変
わ
り
に
感
動
す
る

が
、
日
本
人
は
日
月
星
辰
の
運
行
、
陰
陽
五
行
の
働
き
に
は
興
味
が
な
い
。『
日

本
書
紀
』
な
ど
の
史
書
に
は
、彗
星
、流
星
、日
蝕
な
ど
日
月
星
辰
の
異
変
や
、

「
春
正
月
に
桃
李
、
実
れ
り
」、「
九
月
に
、
霖
雨
し
て
、
桃
李
花
さ
け
り
」
な

ど
陰
陽
五
行
の
異
変
の
記
録
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
中
国
史
書
の
形

式
上
の
模
倣
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
異
変
を
凶
兆
と
見
て
、
人
間
の

運
命
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
窯
変
は
恐
ろ
し
い
異
変
で

も
何
で
も
な
く
、
天
か
ら
の
懲
罰
で
も
何
で
も
な
く
、
た
だ
美
し
い
曜
変
天
目

茶
碗
な
の
で
あ
る
。

　

曜
変
天
目
は
中
国
で
は
「
窯
変
」
で
あ
り
、
窯
火
の
幻
化
に
よ
る
不
測
の
異

変
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
下
に
君
臨
す
る
皇
帝
が
不
徳
の
た
め
に
、
天
か
ら
与
え

ら
れ
た
懲
罰
で
あ
る
。
窯
変
が
発
生
し
た
事
実
を
、
朝
廷
の
皇
帝
に
知
ら
れ
て

は
い
け
な
い
、
世
間
に
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
。
中
国
の
陶
工
は
窯
変
を
不
吉

の
兆
と
見
て
忌
み
、
窯
か
ら
出
る
な
り
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
日
本

の
茶
人
に
と
っ
て
は
不
吉
で
も
何
で
も
な
く
、
む
し
ろ
珍
し
い
唐
物
で
あ
る
。

そ
の
華
麗
な
美
を
日
・
月
・
星
辰
の
輝
き
に
喩
え
、「
曜
卞
」、「
曜
変
」
と
名

付
け
る
。
茶
の
湯
に
用
い
、
代
々
珍
重
す
る
。
中
国
の
陶
工
の
見
た
「
窯
変
」

は
、
日
本
の
茶
人
の
見
た
「
曜
変
」

と
は
異
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
曜
変

天
目
は
日
本
に
伝
わ
り
な
が
ら
、
中

国
で
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

日
本
の
将
軍
や
茶
人
は
、
唐
物
の

価
値
及
び
茶
碗
の
美
だ
け
を
求
め
て

き
た
が
、
中
国
の
皇
帝
や
陶
工
は
茶

碗
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
天
圓
地
方

の
理
想
を
追
い
求
め
て
き
た
。
良
し

悪
し
は
別
と
し
て
、
こ
れ
は
中
国
文

化
と
日
本
文
化
が
異
質
な
文
化
で
あ

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

二　

玳
皮
天
目

　

曜
変
天
目
の
美
が
人
工
で
は
な
く

天
工
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
玳

皮
天
目
の
美
は
優
れ
た
人
為
的
技
術

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
黒
色
と
黄
色

が
交
じ
り
、
玳た

い

瑁ま
い

の
甲
（
鼈
甲
と
呼

ぶ
）
そ
っ
く
り
の
釉
色
な
の
で
、
中

写真3　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真4　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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国
で
は
玳た
い

瑁ま
い

盞さ
ん

と
呼
ば
れ
る
。
玳
瑁
は
海
産
の
大
亀
の
一
種
で
あ
る
。
日
本
で

は
玳
瑁
の
皮
（
甲
）
と
い
う
意
味
で
玳
皮
天
目
と
呼
ぶ
。（
写
真
3
、
写
真
4
）

　

国
宝
の
「
玳
皮
天
目
散
花
文
茶
碗
」は
、南
宋
時
代
の
吉
州
窯
の
作
で
あ
る
。

外
側
は
黒
釉
の
上
に
藁
灰
釉
を
ふ
り
か
け
、
鼈
甲
そ
っ
く
り
の
斑
紋
が
あ
る
。

内
側
は
、
黄
飴
色
の
地
に
、
黒
色
の
小
さ
な
牡
丹
の
花
文
様
が
施
さ
れ
る
。
中

央
見
込
み
に
一
個
、
そ
の
周
囲
に
五
個
、
さ
ら
に
そ
の
外
方
に
九
個
を
、
規
則

的
に
配
列
し
て
い
る
。
口
縁
近
く
に
は
花
唐
草
文
の
細
い
帯
を
め
ぐ
ら
す
（
茶

碗
、
一
九
七
四
）。

　

玳
皮
天
目
の
場
合
も
、日
本
は
一
番
数
多
く
名
品
を
所
有
し
て
い
る
（
小
山
、

一
九
七
四
）。
な
ぜ
中
国
に
は
玳
皮
天
目
が
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？　

曜
変

天
目
と
違
い
、
玳
皮
天
目
は
恐
ろ
し
い
窯
変
で
は
な
く
、
中
国
の
陶
工
が
精
魂

を
込
め
て
造
っ
た
も
の
で
あ
る
。
精
魂
を
込
め
て
造
っ
た
も
の
な
の
に
、
な
ぜ

大
事
に
残
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
か
？

　

こ
こ
で
は
、
玳
皮
天
目
が
宋
の
吉
州
窯
で
生
ま
れ
て
か
ら
の
軌
跡
を
辿
り
な

が
ら
、
そ
の
答
え
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
曜
変
天
目
は
窯
を
焼

く
陶
工
に
忌
み
嫌
わ
れ
た
た
め
、
中
国
か
ら
蹴
飛
ば
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
玳

皮
天
目
は
宋
の
文
人
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
中
国
か
ら
去
っ
て
行
っ

た
。
宋
の
文
人
は
巧
み
を
尽
く
す
玳
皮
天
目
を
好
ま
な
か
っ
た
。
文
人
の
好
み

は
社
会
の
風
潮
と
な
り
、
玳
皮
天
目
茶
碗
は
喫
茶
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
少

な
く
と
も
、
建
窯
の
天
目
茶
碗
の
よ
う
に
大
き
な
流
れ
に
な
ら
な
か
っ
た
。
玳

皮
天
目
の
運
命
は
二
つ
に
分
か
れ
た
。
一
つ
は
地
元
で
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ

れ
、
そ
の
う
ち
に
壊
れ
棄
て
ら
れ
、
歴
史
の
風
塵
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
海
外
貿
易
に
流
さ
れ
、
日
本
の
茶
人
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
今
日

ま
で
伝
え
ら
れ
日
本
の
国
宝
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

1　

中
国
に
お
け
る
玳
皮
天
目

　

一
見
華
や
か
に
見
え
る
玳
皮
天
目
も
、
実
は
黒
磁
茶
碗
の
一
種
で
あ
る
。
黒

釉
の
上
に
繁
雑
と
も
言
え
る
工
夫
を
重
ね
た
の
も
、
や
は
り
黒
と
い
う
色
へ
の

抵
抗
感
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

茶
碗
内
外
の
全
面
に
わ
た
っ
て
黒
釉
を
か
け
る
。
黒
釉
の
上
に
切
り
紙
の
型

紙
を
置
き
、
そ
の
上
か
ら
藁
灰
釉
を
ふ
り
か
け
る
。
型
紙
を
外
す
と
そ
の
部
分

に
地
の
黒
釉
が
現
れ
る
。
ほ
か
の
部
分
に
は
釉
薬
が
二
重
に
か
か
る
た
め
、
玳

皮
天
目
特
有
の
鼈
甲
釉
に
な
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
こ
の
よ
う
に
、
吉
州
窯

の
陶
工
は
切
り
紙
を
利
用
し
て
様
々
な
文
様
を
表
現
し
た
。
梅
花
を
散
ら
す
梅

花
天
目
、
龍
文
を
表
わ
す
竜
天
目
、
鳳
凰
を
表
わ
す
鸞
天
目
、「
金き
ん

玉ぎ
ょ
く

満ま
ん

堂ど
う

」

「
長
ち
ょ
う

命め
い

富ふ
う

貴き

」
な
ど
の
文
字
を
表
わ
す
文
字
天
目
も
あ
る
。
ま
た
、
黒
釉
に
木

の
葉
を
お
い
て
焼
い
た
木
葉
天
目
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
玳
皮
天
目
は
技
巧
的

で
作
為
が
強
い
と
言
わ
れ
る
。

　

日
本
で
は
玳
皮
天
目
が
国
宝
に
さ
れ
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
産
地

が
江
西
の
吉
州
窯
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
は
、
実
は
近
年
の
こ
と
で
あ

る
。
窯
址
の
発
掘
や
出
土
品
な
ど
か
ら
、
南
宋
時
代
に
玳
皮
天
目
が
大
量
に
造

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
吉
州
窯
も
玳
皮
天
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目
も
、
そ
れ
を
記
す
宋
代
の
文
献
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

初
め
て
吉
州
窯
に
言
及
し
た
資
料
は
、
南
宋
滅
亡
か
ら
百
年
後
の
明
・
曹そ
う

昭し
ょ
う『
格か
っ

古こ
う

要よ
う

論ろ
ん・
古
窯
器
論
』（
一
三
八
八
年
成
立
）
で
あ
る
（
尾
崎
、一
九
五
一
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、

其
色
与
紫
定
器
相
類
、
体
厚
而
質
粗
、
不
甚
値
銭
。
宋
時
有
五
窯
、
書
公

焼
者
最
佳
。
有
白
色
、
有
紫
色
花
瓶
、
大
者
値
数
両
、
小
者
有
花
、
又
有

砕
器
最
佳
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
州
窯
の
紫
釉
器
は
定
州
窯
の
紫

む
ら
さ

釉き
ゆ
うと

似
て
い
る
が
、
厚

手
作
り
で
粗
雑
で
あ
る
た
め
価
値
が
低
い
。
宋
の
時
に
五
つ
の
窯
が
焼
い
て
い

た
が
、
そ
の
中
で
は
書し
ょ

公こ
う

の
窯
で
焼
造
さ
れ
た
も
の
が
良
い
。
白
と
紫
の
花
瓶

が
あ
り
、
大
き
い
ほ
う
の
値
は
銀
数
両
だ
っ
た
。
小
さ
い
ほ
う
に
は
花
文
様
が

あ
る
。
砕さ
い

器き

（
細
か
い
貫
入
の
入
っ
た
青
磁
）
が
最
も
良
い
、
と
い
う
。
ち
な
み

に
、
曹
昭
以
後
、
吉
州
窯
に
関
す
る
話
は
諸
書
に
散
見
す
る
が
、『
格
古
要
論
』

の
叙
述
を
踏
襲
し
た
も
の
が
多
い
。

　

こ
の
文
は
宋
代
の
吉
州
窯
で
は
五
つ
の
窯
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
五
窯

の
う
ち
、
玳
皮
天
目
を
造
る
窯
も
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
製
品
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
紫
釉
器
、
白
色
と
紫
色
の
花
瓶
、
砕
器
の
三
種

類
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
玳
皮
天
目
の
名
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

玳
皮
天
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
作
者
曹
昭
が
玳
皮
天
目
の
茶

碗
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
曹
昭
以
前
の
宋
代
の
文
人
は
玳
皮
天
目
を
記
録
に
残

し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宋
代
の
文
献
に
磁
器
が
よ
く
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
後
漢
時
代
に

始
ま
っ
た
磁
器
生
産
が
数
百
年
の
発
展
期
を
経
て
、
宋
代
で
最
盛
期
を
迎
え
た

た
め
で
あ
る
。
青
磁
、
白
磁
、
黒
磁
、
青
白
磁
な
ど
、
南
北
各
地
で
様
々
な
品

種
が
生
ま
れ
、
日
常
生
活
用
具
と
し
て
庶
民
の
日
常
に
浸
透
し
た
。
と
く
に
茶

碗
に
つ
い
て
は
、
喫
茶
が
文
人
の
嗜
好
で
あ
る
た
め
、
詩
文
に
茶
碗
が
よ
く
詠

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
目
茶
碗
の
例
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
蘇
軾
の
「
定

州
花
瓷
琢
紅
玉
」
は
定
州
窯
の
紅
釉
茶
碗
を
、
王お

う

千せ
ん

秋し
ゅ
うの

「
濺
湯
温
翠
碗
」
は

青
磁
茶
碗
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
玳
皮
天
目
茶
碗
の
登
場
す
る
詩
文
が
見
当
た
ら
な
い
。
曜
変
天
目
と

同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
玳
皮
天
目
は
宋
の
文
人
の
喫
茶
に
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
宋
の
文
人
は
建
窯
の
禾
目
天
目
、
油
滴
天
目
を
好
ん
だ

が
、
吉
州
窯
の
玳
皮
天
目
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
宋
の
文
人
は
玳
皮
天
目
に
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
の

か
？　

ま
た
、
彼
ら
の
好
み
は
ど
の
よ
う
に
玳
皮
天
目
の
存
在
に
影
響
を
与
え

た
の
か
？

2　

平
淡
を
好
む
文
人
趣
味

　

文
人
趣
味
と
い
う
問
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
宋
代
の
文
人
に
つ
い
て
考
え
て
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み
た
い
。

　

宋
代
に
お
け
る
文
人
階
層
の
政
治
的
地
位
は
、
そ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
王
朝

よ
り
も
高
い
。
そ
れ
は
、
武
人
の
勢
力
が
国
を
乱
し
民
を
苦
し
め
た
五
代
の
教

訓
を
汲
み
と
り
、
宋
王
朝
が
文
官
治
国
の
政
策
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

文
官
（
文
人
官
僚
）
を
採
用
す
る
方
法
は
科
挙
で
あ
る
。
宋
代
は
科
挙
の
合

格
人
数
を
唐
代
よ
り
十
倍
も
増
や
し
、
出
自
の
如
何
を
問
わ
ず
、
優
れ
た
文
人

を
積
極
的
に
官
僚
に
採
用
し
た
（「
凡
内
外
職
官
、
布
衣
草
沢
、
皆
得
充
挙
」
郭
、

一
九
九
八
）。

　
『
宋
史
・
宰
補
表
』
に
よ
る
と
、
宋
代
宰
相
一
三
三
名
の
う
ち
、
科
挙
で
採

用
さ
れ
た
者
は
一
二
三
名
（
諸
葛
、
二
〇
〇
二
）。
そ
の
出
自
も
寒
門
出
身
が
多

い
。
例
え
ば
太
宗
時
の
宰
相
張ち

ょ
う

斉さ
い

賢け
ん

「
孤
貧
力
学
、
有
遠
志
」、
名
臣
王お
う

禹う

偁し
ょ
う「

世
為
農
家
、
九
歳
能
文
」、
范は
ん

仲ち
ゅ
う

淹え
ん

「
二
歳
而
孤
」、
欧お
う

陽よ
う

脩し
ゅ
う「

家
貧
、

至
以
荻
画
地
学
書
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
会
下
層
の
寒
門
出
身
と
い
う
こ

と
は
、
複
雑
な
勢
力
に
絡
ま
れ
る
関
係
が
な
い
の
で
、
皇
帝
に
と
っ
て
は
好
都

合
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
彼
ら
に
高
位
厚
禄
を
与
え
、
股
肱
の
臣
と
し
て
信
頼
し

た
。「
不
得
殺
士
大
夫
及
上
書
言
事
人
」（
士
大
夫
及
び
朝
廷
に
上
書
す
る
人
を
死

罪
に
処
す
べ
か
ら
ず
）
と
い
う
宋
太た
い

祖そ

の
誓
言
か
ら
も
、
当
時
の
文
人
が
如
何

に
尊
ば
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
士
大
夫
は
文
人
官
僚
の
こ
と

で
あ
る
。

　
「
万
般
皆
下
品
、
唯
有
読
書
高
」
の
諺
が
生
ま
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
時

代
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
す
べ
て
は
下
品
で
あ
り
、
唯
読
書
だ
け
は
尊
い
。
科

挙
は
栄
華
富
貴
に
導
く
唯
一
の
道
と
な
り
、
宋
代
は
社
会
全
体
の
文
人
へ
の
尊

崇
が
広
が
っ
た
時
代
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
風
潮
の
中
で
、
文
人
の
好
尚
と
趣
味
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
影

響
を
与
え
る
。
磁
器
生
産
の
分
野
に
し
て
も
、
建
窯
天
目
の
流
行
を
見
れ
ば
そ

の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
黒
釉
磁
器
は
後
漢
時
代
か
ら
造
ら
れ
、
宋
代
ま
で

は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
宋
の
文
人
が
建
窯
の
天
目
茶
碗
を

喫
茶
に
用
い
始
め
る
と
、
建
窯
は
雑
器
を
焼
く
一
民
窯
か
ら
栄
光
へ
の
道
を
歩

き
始
め
た
。

　

で
は
、
宋
代
の
文
人
好
尚
、
あ
る
い
は
文
人
趣
味
と
は
何
か
？

　

そ
れ
は
、
平
淡
で
あ
っ
た
。
杭
間
は
「
宋
代
を
通
し
て
、
文
学
芸
術
は
〝
平

淡
〞
の
美
を
追
求
し
た
」
と
述
べ
る
（
杭
、
二
〇
〇
七
）。

　

宋
代
文
学
は
、
宋
初
の
西せ
い

昆こ
ん

体た
い

と
呼
ば
れ
る
艶
麗
な
文
風
が
一
時
流
行
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
主
流
は
平
淡
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
宋
の
真し
ん

宗そ
う

は
、
行
政
手

段
で
西
昆
体
の
浮
華
な
悪
弊
を
厳
禁
し
た
。

　

宋
詩
に
つ
い
て
繆
り
ょ
う

鉞え
つ

は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
宋
人
は
、
唐
人
が
詩
に
使
わ
な

い
瑣
事
微
物
な
ど
を
好
ん
で
詩
に
使
う
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
宋
詩
に
お
け
る
李

白
、
杜
甫
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
蘇
軾
、
黄こ

う

庭て
い

堅け
ん

の
二
人
に
は
、
咏
墨
、
咏
紙
、

咏
硯
、
咏
茶
、
咏
画
扇
、
咏
飲
食
な
ど
、
日
常
生
活
を
詠
む
詩
が
多
い
（
宋
詩

鑑
賞
辞
典
、
二
〇
〇
五
）。

　

清
・
何か

文ぶ
ん

煥か
ん

の
『
歴
代
詩
話
』
に
記
さ
れ
て
い
る
蘇
軾
の
言
葉
が
あ
る
。



国宝茶碗に見える日本文化の矛盾と相克

33

東
坡
嘗
有
書
与
其
姪
云
。
大
凡
為
文
、
当
使
気
象
崢
嶸
、
五
色
絢
爛
、
漸

老
漸
熟
、
乃
造
平
淡
。

　

蘇
東
坡
は
自
分
の
姪
に
送
っ
た
文
の
中
で
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。
お
お
よ
そ

文
章
を
書
く
こ
と
は
非
凡
の
気
象
、
絢
爛
の
色
彩
が
必
要
だ
が
、
次
第
に
老
練

に
な
り
、
よ
う
や
く
平
淡
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
文
人
は
詩
文
の

最
高
境
地
を
「
平
淡
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
、
梅ば
い

尭ぎ
ょ
う

臣し
ん

（
一
〇
〇
二
〜
一
〇
六
〇
）
の
「
作
詩

無
古
今
、
唯
造
平
淡
難
」（『
読
邵
不
疑
学
士
試
巻
』）
が
あ
り
、
詩
を
作
る
と
き

平
淡
に
達
す
る
こ
と
が
最
も
難
し
い
と
い
う
。
蘇そ

舜し
ゅ
ん

欽き
ん

（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
四

八
）
の
「
不
肯
低
心
事
鐫
鑿
、
直
欲
淡
泊
趨
杳
冥
」、「
会
将
取
古
淡
、
先
可
去

浮
囂
」
か
ら
も
、
淡
泊
へ
の
好
み
が
わ
か
る
。

　

平
淡
を
好
み
、
実
用
を
重
視
す
る
宋
の
文
人
趣
味
は
工
芸
美
術
の
面
に
も
現

わ
れ
て
い
る
。
田
自
秉
は
宋
代
工
芸
の
美
は
典
雅
平
易
に
あ
る
と
言
う
。
陶
磁
、

漆
器
、
金
工
、
家
具
な
ど
、
す
べ
て
素
朴
の
造
形
を
得
意
と
し
、
繁
雑
な
装
飾

が
無
く
清
淡
で
あ
る
（
田
、
二
〇
〇
八
）。

　

さ
ら
に
、
王
安
石
（
一
〇
二
一
〜
一
〇
八
六
）
は
言
う
（
臨
川
先
生
文
集
・
巻

七
七
）。要

之
以
適
用
為
本
、
以
刻
鏤
絵
画
為
之
容
而
已
。
不
適
用
、
非
所
以
為
器

也
。

　

器
物
は
実
用
が
基
本
で
あ
り
、
刻
鏤
絵
画
は
た
だ
の
装
飾
で
あ
る
。
実
用
性

が
な
け
れ
ば
器
に
は
な
ら
な
い
。

　

宋
代
の
服
飾
を
見
る
と
、
慎
ま
し
く
保
守
的
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
が
簡
単
で

色
彩
も
唐
代
の
鮮
麗
が
な
い
。
素
朴
・
自
然
・
清
潔
の
特
徴
が
あ
る
（
卞
、
一

九
九
三
）。
漆
器
を
見
る
と
、
宋
代
の
漆
器
は
一
色
の
も
の
が
多
く
、
黒
色
、

紫
色
、
朱
紅
が
好
ま
れ
た
。
絵
画
の
世
界
で
も
、
文
人
画
が
盛
ん
で
あ
り
、
米べ

い

芾ふ
つ

の
山
水
画
、
李り

公こ
う

麟り
ん

の
人
物
画
、
崔さ
い

白は
く

の
花
鳥
画
な
ど
、
清
新
平
淡
が
そ
の

風
格
で
あ
る
。
磁
器
の
世
界
に
戻
っ
て
み
る
と
、
宋
代
で
五
大
名
窯
と
さ
れ
た

の
は
、
白
磁
の
定
州
窯
、
青
磁
の
汝し

ょ

窯
・
鈞き
ん

窯
・
南
宋
官
窯
・
哥か

窯
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
、
龍
泉
窯
の
青
磁
、
景
徳
鎮
窯
の
青
白
磁
、
建
窯
の
黒
磁
。
色
の

濃
淡
深
浅
が
あ
る
と
は
言
え
、
白
、
青
、
黒
の
単
一
釉
色
が
そ
の
特
徴
で
あ

る
。

　

で
は
、
な
ぜ
宋
代
文
人
は
平
淡
を
好
ん
だ
の
か
？　

そ
の
背
景
は
何
か
？　

こ
の
答
え
を
求
め
る
の
は
難
し
い
。
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
儒

家
の
謹
厳
と
禁
欲
、
道
家
の
自
然
、
禅
宗
の
簡
易
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
人

生
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
彼
ら
の
多
く
は

寒
門
出
身
者
で
あ
り
、
幼
少
時
代
に
貧
困
を
経
験
し
、
倹
約
が
身
に
つ
い
て
い

た
。
ま
た
、
下
層
社
会
か
ら
抜
擢
さ
れ
赫
々
た
る
地
位
を
与
え
ら
れ
た
た
め
、

彼
ら
は
朝
廷
へ
の
恩
義
を
感
じ
、
治
国
平
天
下
を
己
の
責
任
と
す
る
志
を
持
っ

て
い
た
。
宋
と
い
う
王
朝
は
、
建
国
か
ら
滅
亡
ま
で
三
百
年
の
間
、
絶
え
ず
外

敵
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
文
人
た
ち
は
「
先
天
下
之
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憂
而
憂
、
後
天
下
之
楽
而
楽
」
の
信
念
に
情
熱
を
か
け
た
。
天
下
の
た
め
に
憂

え
、
天
下
の
た
め
に
喜
ぶ
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、
華
美
と
浅
薄
を
嫌

い
、
堅
実
平
淡
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3　

宋
の
文
人
と
玳
皮
天
目

　

平
淡
を
好
む
文
人
の
目
に
は
、
玳
皮
天
目
は
ど
の
よ
う
に
映
さ
れ
た
の
か
。

　

古
代
中
国
で
は
玳
瑁
（
鼈
甲
）
が
奇
珍
異
宝
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
。
殷

の
伊
尹
が
湯
王
に
謁
見
す
る
と
き
に
、
玳
瑁
を
献
じ
た
と
い
う
。
趙
国
の
使
者

が
楚
の
春
し
ゅ
ん

申し
ん

君く
ん

の
前
で
宝
自
慢
を
す
る
た
め
に
、
玳
瑁
の
簪
を
挿
し
た
と
『
史

記
・
春
申
君
列
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
で
玳
瑁
簪
は
皇
太
后
の
礼
装
で

あ
り
、
宋
代
に
も
金
・
玉
・
玳
瑁
の
民
間
で
の
使
用
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
吉

州
窯
の
陶
工
は
、
玳
瑁
に
象
徴
さ
れ
る
富
と
地
位
へ
の
憧
れ
か
ら
、
そ
れ
を
磁

器
に
再
現
し
よ
う
と
思
っ
た
。
現
実
に
は
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
玳
瑁

を
、
た
と
え
贋
物
で
あ
っ
て
も
、
手
に
入
れ
て
み
た
い
。
そ
ん
な
思
い
の
あ
る

人
々
を
相
手
に
、
工
夫
を
重
ね
玳
皮
天
目
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
黒
と
黄
の
混
じ
る
派
手
な
釉
色
、
そ
の
上
に
施
さ
れ
た
複
雑
な
文

様
、
こ
の
よ
う
な
玳
皮
天
目
の
姿
か
ら
、
青
磁
、
青
白
磁
、
白
磁
の
純
粋
さ
は

見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
の
華
麗
も
見
ら
れ
な
い
。
玳
瑁

も
ど
き
の
玳
皮
天
目
は
、
玳
瑁
に
憧
れ
る
人
々
に
喜
ば
れ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
堅
実
平
淡
を
好
む
宋
の
文
人
の
目
に
は
、
低
俗
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
宋
の
文
人
が
玳
皮
天
目
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
理
由
の

一
つ
で
あ
る
。

　

宋
の
文
人
が
玳
皮
天
目
に
興
味
が
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
玳
皮
天

目
の
派
手
は
茶
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

宋
代
の
喫
茶
は
茶
の
色
が
白
で
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
白
色
を
よ
り
よ
く
引
き

出
す
た
め
に
、
黒
釉
の
天
目
茶
碗
が
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
玳
皮
天
目

の
釉
色
は
、
黒
と
黄
が
混
合
し
て
い
て
、
純
粋
な
黒
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
煩

雑
な
文
様
が
茶
の
純
白
を
け
が
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
茶
碗
は
、
当
然
喫

茶
に
は
用
い
る
事
が
で
き
な
い
。

　

宋
代
で
は
茶
が
す
で
に
庶
民
の
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
い
た
。
だ
が
、
喫
茶

文
化
の
担
い
手
は
や
は
り
高
い
地
位
に
い
る
文
人
階
層
だ
っ
た
。
茶
を
嗜
む
こ

と
、
つ
ま
り
、
茶
の
色
・
香
・
味
を
楽
し
み
、
茶
の
器
に
こ
だ
わ
る
。
そ
ん
な

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
経
済
的
に
も
時
間
的
に
も
余
裕
が
あ
り
、
そ
し
て
教
養

も
必
要
な
の
で
あ
る
。
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
書
か
れ
た
茶
の
点
て
方

を
見
る
と
、
第
一
湯
か
ら
第
七
湯
ま
で
、
湯
を
七
回
に
分
け
て
注
ぐ
な
ど
、
そ

の
煩
雑
さ
に
呆
気
に
取
ら
れ
る
。
古
今
東
西
随
一
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ほ

ど
手
の
込
ん
だ
点
て
方
で
茶
を
飲
め
る
の
は
、
徽
宗
及
び
そ
の
周
辺
の
文
人
官

僚
し
か
い
な
い
。

　

技
巧
を
尽
く
し
た
玳
皮
天
目
は
、
宋
の
文
人
の
平
淡
好
み
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ

た
。
そ
の
た
め
、
玳
皮
天
目
は
建
窯
の
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
の
よ
う
に
一
世

を
風
靡
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
産
地
で
あ
る
吉
州
地
方
の
農
民
の
日
常
雑
器

と
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
海
外
貿
易
の
商
品
に
流
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
が
玳
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皮
天
目
茶
碗
の
運
命
だ
っ
た
。

4　

日
本
の
茶
人
と
玳
皮
天
目

　

一
方
、
海
外
貿
易
に
流
れ
た
玳
皮
天
目
は
、
海
を
渡
っ
て
日
本
に
上
陸
す

る
。
早
々
と
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
に
お
い
て
頭
角
を
現
す
。

湯
盞
二
対
饒
州
一

対

一
対

　

す
な
わ
ち
鼈
で
あ
り
、
玳
皮
天
目
の
こ
と
で
あ
る
。
鼈
盞
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
当
時
の
宋
で
は
鼈
盞
と
い
う
呼
び
名
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。「
饒

州
一
対
」
は
景
徳
鎮
窯
の
青
白
磁
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。

　

鼈
盞
こ
と
玳
皮
天
目
は
、
曜
変
天
目
と
同
じ
よ
う
に
、
一
二
八
四
年
に
亡
く

な
っ
た
北
条
時
宗
の
寄
進
物
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
に
日
本
に
渡
来
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
焼
造
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
で
、
南
宋
時
代
だ
と
推
測

さ
れ
る
。
理
由
は
異
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
現
地
の
中
国
で
は
重
宝

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
早
い
時
期
に
日
本
に
伝
来
し
た
の
で

あ
る
。

　

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
茶
の
湯
に
は
、
根
強
い
唐
物
崇
拝
が
あ
る
。
玳
皮
天
目

も
そ
の
唐
物
崇
拝
の
風
潮
の
な
か
に
あ
っ
た
。
一
三
八
〇
年
の
『
新
札
往
来
』

に
「
鼈
盞
」
の
語
が
見
ら
れ
、
茶
人
に
よ
り
喫
茶
道
具
と
し
て
茶
の
湯
に
持
ち

込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
西
田
、
二
〇
〇
〇
）。

　
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
、
玳
皮
天
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

鼈
盞
、
天
目
の
土
に
て
、
く
す
り
き
色
に
て
、
く
ろ
き
く
す
り
に
て
、
花

鳥
い
ろ
い
ろ
の
紋
あ
り
。
千
疋
。
能
皮
盞
、
こ
れ
も
天
目
の
土
に
て
、
く

す
り
き
に
あ
め
色
に
て
、
う
す
む
ら
さ
き
の
ほ
し
、
う
ち
外
に
ひ
し
と
あ

り
。
代
や
す
し
。

　

鼈
盞
は
天
目
茶
碗
と
同
じ
土
で
、
釉
色
は
黄
色
の
上
に
黒
が
か
か
っ
て
、
花

鳥
な
ど
色
々
の
文
様
が
あ
る
。
値
段
は
千
疋
で
あ
る
。
能
皮
盞
も
や
は
り
天
目

と
同
じ
土
で
、
釉
色
は
黄
色
か
飴
色
で
、
そ
の
上
に
黒
色
の
斑
紋
が
内
外
に
た

く
さ
ん
あ
る
。
値
が
安
い
、
と
。
こ
こ
で
は
、
鼈
盞
と
能
皮
盞
の
二
種
類
に
分

か
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
記
録
に
対
し
て
、
西
田
宏
子
は
、
梅
花
天
目
、
竜
天
目
、
鸞
天
目
、

文
字
天
目
な
ど
の
文
様
の
あ
る
鼈
盞
は
そ
の
装
飾
的
な
美
し
さ
か
ら
価
値
が
高

く
、黒
に
飴
色
釉
調
の
能
皮
盞
の
ほ
う
が
安
く
評
価
さ
れ
る
、と
指
摘
す
る
（
西

田
、
一
九
九
九
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
玳
皮
天
目
は
価
値
が
低
い
。
花

鳥
文
様
の
あ
る
鼈
盞
は
千
疋
で
あ
り
、
鼈
甲
風
の
能
皮
盞
は
値
も
記
さ
れ
な
い

ほ
ど
廉
価
で
あ
る
。
萬
疋
に
値
す
る
曜
変
天
目
、
五
千
疋
に
値
す
る
油
滴
天

目
、
三
千
疋
に
値
す
る
禾
目
天
目
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

　

だ
が
、
文
様
の
あ
る
鼈
盞
の
価
値
が
高
く
、
文
様
の
な
い
能
皮
盞
の
ほ
う
が
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低
い
と
い
う
こ
と
は
、
玳
皮
天
目
が
足
利
に
お
け
る
不
遇
と
、
宋
に
お
け
る
不

遇
が
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
宋
の
文
人
は
繁
雑
な
装
飾
が
茶
の
色
を

邪
魔
す
る
と
嫌
っ
た
が
、
足
利
の
茶
人
は
必
ず
し
も
そ
の
派
手
な
文
様
を
嫌
っ

て
は
い
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
玳
皮
天
目
は
値
が
安
い
の
か
。

　

玳
皮
天
目
の
廉
価
を
招
い
た
理
由
は
、
大
量
輸
入
で
あ
る
と
考
え
る
。
曜
変

天
目
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
に
渡
来
し
た
油
滴
天
目

や
禾
目
天
目
に
し
て
も
、
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宋
で
も
た

い
そ
う
重
宝
さ
れ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
玳
皮
天
目
は
宋
国
内
で
は
需
要
が
少

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
本
向
き
の
海
外
貿
易
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

ほ
か
に
大
量
輸
入
が
あ
っ
た
の
は
青
磁
で
あ
る
。
そ
の
た
め
青
磁
は
厳
し
く

選
別
さ
れ
、優
劣
順
位
が
つ
け
ら
れ
た
。
砧
青
磁
の
よ
う
な
上
手
物
が
貴
ば
れ
、

珠
光
青
磁
の
よ
う
な
下
手
物
が
最
初
の
頃
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

玳
皮
天
目
も
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
鼈
盞
は
能
皮
盞
よ
り
ラ
ン
ク
が
高
い
と
さ
れ

た
。

　

す
な
わ
ち
、
玳
皮
天
目
は
大
量
に
渡
来
し
た
た
め
、
珍
奇
を
好
む
足
利
将
軍

家
の
茶
人
に
と
っ
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
唐
物
と
し
て
の
稀
少
価

値
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
故
に
珍
重
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

5　

玳
皮
天
目
の
存
在
意
味

　

南
宋
吉
州
窯
で
産
ま
れ
た
玳
皮
天
目
は
、
足
利
将
軍
家
の
書
院
茶
室
を
経
て

今
日
の
国
宝
の
座
に
た
ど
り
着
く
ま
で
、
数
百
年
の
道
程
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
言
え
る
こ
と
は
、
玳
皮
天
目
、
と
い
う
よ
り
、
茶
に
お
け
る
茶
碗
の
存
在
意

義
は
、
中
日
で
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

中
国
の
茶
は
如
何
に
し
て
茶
を
美
味
し
く
飲
む
か
を
説
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

美
味
し
さ
と
は
、
味
だ
け
で
は
な
く
、
色
・
香
・
味
を
含
め
る
。
唐
の
『
茶
経
』、

宋
の
『
茶
録
』、『
大
観
茶
論
』
な
ど
の
茶
書
は
、
茶
の
製
作
、
水
の
選
び
、
茶

の
点
て
方
、茶
道
具
の
扱
い
方
な
ど
か
ら
、ひ
た
す
ら
に
茶
の
味
を
追
求
し
た
。

茶
碗
の
釉
色
、
器
形
、
深
浅
、
大
小
な
ど
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
、
茶
を
美
味
し

く
飲
む
た
め
で
あ
る
。

　

陸
羽
は
青
磁
の
青
に
浅
黄
色
の
茶
の
色
映
り
が
良
い
と
言
い
、
越
州
窯
の
青

磁
茶
碗
を
選
ん
だ
。
蔡
襄
は
黒
磁
の
黒
に
白
色
の
茶
の
色
映
り
が
良
い
と
言

い
、
建
窯
の
天
目
茶
碗
を
選
ん
だ
。
徽
宗
皇
帝
は
茶
の
味
を
第
一
だ
と
語
り
、

純
白
の
茶
の
色
を
引
き
出
す
た
め
に
黒
の
禾
目
天
目
を
と
り
あ
げ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
中
国
で
は
茶
碗
は
茶
の
味
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
道
具
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
玳
皮
天
目
は
茶
の
色
を
邪
魔
し
、
茶
の
味
を
損
じ
る
と
さ

れ
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
茶
の
湯
は
、
茶
碗
な
ど
の
茶
道
具
を
如
何
に
賞
玩
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
重
視
す
る
。
日
本
最
古
の
茶
書
、
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』（
一
二
一
一

年
成
立
）
は
、
茶
の
薬
用
功
能
を
説
き
、
喫
茶
を
養
生
の
手
段
だ
と
言
い
な
が

ら
、
茶
を
美
味
し
く
飲
む
と
は
言
わ
な
い
。

　

後
の
玄
恵
法
印
の
『
喫
茶
往
来
』、
能
阿
弥
の
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』、
山
上

宗
二
の
『
山
上
宗
二
記
』
に
な
る
と
、
茶
室
の
様
子
、
茶
道
具
の
飾
り
方
、
名
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物
茶
器
の
由
来
な
ど
が
主
に
語
ら
れ
る
。
茶
の
湯
は
茶
を
飲
む
た
め
の
儀
式
で

は
な
く
、
茶
碗
な
ど
の
茶
道
具
を
賞
玩
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
。
茶
人
は
名

物
で
か
ど
う
か
の
価
値
標
準
で
茶
碗
を
選
び
、
茶
の
味
に
さ
ほ
ど
考
慮
を
払
わ

な
い
。

　

玳
皮
天
目
を
茶
の
湯
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
釉
色
や
文
様
が
茶
の
色
に
合
う

た
め
で
は
な
い
。
唐
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
造
ら
れ
た
こ
と
に
価
値

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
玳
皮
天
目
を
評
価
し
な
か
っ
た
の
も
、
釉
色
や

文
様
が
茶
の
色
を
妨
げ
、
茶
の
味
を
壊
し
た
た
め
で
は
な
い
。
単
に
唐
物
と
し

て
の
稀
少
価
値
が
失
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
玳
皮
天
目
茶
碗
へ
の
褒
も
貶
も
茶

の
色
や
味
と
は
関
係
な
い
。

　

極
言
す
れ
ば
、
中
国
の
茶
道
で
は
、
茶
碗
は
茶
を
飲
む
た
め
の
道
具
で
あ

り
、
茶
の
た
め
に
茶
碗
が
存
在
す
る
。
日
本
の
茶
の
湯
で
は
、
茶
碗
を
賞
玩
す

る
た
め
に
茶
の
湯
が
存
在
す
る
。
茶
碗
賞
玩
の
た
め
に
茶
を
飲
む
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

国
宝
玳
皮
天
目
は
こ
の
よ
う
な
道
程
を
歩
ん
だ
。
誰
に
も
愛
さ
れ
な
か
っ
た

玳
皮
天
目
茶
碗
が
今
日
国
宝
に
な
っ
た
理
由
は
、
そ
の
歴
史
の
古
さ
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
歳
月
は
茶
碗
の
釉
色
に
物
理
的
な
変
化
を
与
え
、
新
品
に
は
見

ら
れ
な
い
一
種
の
風
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

数
百
年
の
歳
月
が
玳
皮
天
目
を
「
稀
有
」
の
唐
物
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

中
国
で
は
、
玳
皮
天
目
は
、
煩
雑
な
文
様
や
玳
瑁
も
ど
き
の
釉
色
が
あ
ま
り

に
も
技
巧
的
す
ぎ
て
、
平
淡
を
好
む
宋
の
文
人
の
目
に
は
浅
薄
に
し
か
映
ら
な

か
っ
た
。
も
と
も
と
、
点
茶
法
の
流
行
し
た
宋
代
で
は
、
茶
の
白
色
と
天
目
茶

碗
の
漆
黒
の
組
み
合
わ
せ
こ
そ
が
茶
の
極
致
で
あ
り
、
文
人
は
そ
れ
を
好
ん

だ
。
玳
皮
天
目
は
純
粋
な
黒
で
は
な
い
た
め
、
喫
茶
に
用
い
る
こ
と
が
な
い
。

日
常
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
壊
れ
棄
て
ら
れ
、
歴
史
の
風
塵
に
消
え
た
。
一
方
、

日
本
に
お
い
て
は
、
茶
人
が
唐
物
と
し
て
の
価
値
を
重
ん
じ
、
玳
皮
天
目
を
茶

の
湯
に
と
り
い
れ
た
。
以
来
、
茶
人
の
価
値
標
準
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
茶
人
の
選
択
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で
伝
わ
り
国
宝
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

三　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目

　

油
滴
天
目
は
、
内
外
に
か
か
っ
て
い
る
漆
黒
の
釉
面
に
、
銀
色
の
油
滴
の
よ

う
な
斑
点
が
無
数
に
浮
か
ぶ
茶
碗
で
あ
る
。
古
く
か
ら
名
物
・
大
名
物
と
し
て

尊
ば
れ
、
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
の
国
宝
油
滴
以
外
に
も
、
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
油
滴
天
目
の
油
滴
現
象
は
、
窯

の
温
度
が
高
く
な
る
と
釉
面
が
煮
え
、
ぶ
く
ぶ
く
と
泡
を
吹
く
。
や
が
て
泡
が

破
れ
た
箇
所
に
釉
中
の
鉄
が
集
ま
り
結
晶
し
油
滴
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
茶

碗
、
一
九
七
四
）。
ち
な
み
に
、
油
滴
は
日
本
で
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
中

国
で
は
鷓
鴣
斑
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
油
滴
天
目
は
建
窯
以
外
の
華
北
で
も
造

ら
れ
た
が
、
優
れ
た
青
黒
い
釉
調
を
持
つ
作
品
は
や
は
り
建
窯
の
作
だ
と
言
わ

れ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。
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禾
目
天
目
は
、
内
外
に
か
か
っ
て
い
る
漆
黒
の
釉
面
に
、
銀
色
の
筋
目
が
幾

重
に
も
重
な
る
よ
う
に
流
下
し
て
い
る
。
そ
の
細
い
縦
の
筋
が
兎
の
毛
に
似
て

い
る
た
め
、中
国
で
は
兎
毫
盞
と
呼
ば
れ
る
。「
こ
れ
は
黒
釉
の
中
の
鉄
分
が
、

細
か
い
結
晶
と
な
り
、
釉
の
流
れ
に
つ
れ
て
、
筋
の
よ
う
に
表
れ
た
も
の
」
だ

と
長
谷
部
楽
爾
は
述
べ
る
（
茶
碗
、
一
九
七
四
）。

　

中
国
の
文
献
に
は
、
禾
目
天
目
（
兎
毫
盞
）
と
油
滴
天
目
（
鷓
鴣
斑
）
の
記

事
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。
こ
れ
は
、
油

滴
と
禾
目
が
宋
代
の
文
人
茶
人
に
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か

し
、
珍
重
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
油
滴
と
禾
目
の
優
品
が
日
本

に
あ
り
、
数
も
中
国
よ
り
多
い
。
こ
れ
ら
の
油
滴
と
禾
目
は
、
な
ぜ
、
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
渡
来
し
た
の
か
？
（
写
真
5
、
写
真
6
、
写
真
7
、
写

真
8
）

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
元
代
に
入
る
と
、
宋
代
で
盛
ん
だ
っ
た
喫
茶
文
化
が

衰
退
し
て
い
く
。
さ
ら
に
明
代
で
は
、
葉
茶
泡
茶
法
が
抹
茶
点
茶
法
に
と
っ
て

代
わ
り
、
小
ぶ
り
の
白
磁
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
油
滴
や
禾
目
の
よ

う
な
天
目
茶
碗
の
必
要
性
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
海
を
挟
ん
だ
日
本
で
は
、
茶
の
湯
が
よ
う
や
く
公
武
貴
族
社
会
に
浸

透
し
、
ま
さ
に
抹
茶
法
が
広
ま
り
始
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
茶
人

は
唐
物
の
茶
道
具
、
青
磁
茶
碗
や
天
目
茶
碗
な
ど
を
狂
熱
的
に
求
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
勢
の
な
か
で
、
日
中
間
を
往
来
す
る
商
人
は
、
中
国
で
不
要
に

な
っ
た
天
目
茶
碗
を
か
き
集
め
て
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

写真8　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真7　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真6　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真5　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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1　

泡
茶
法
の
は
じ
ま
り

　

中
国
に
お
け
る
喫
茶
法
の
変
遷
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
第
一
は
唐
代

の
煎
茶
法
、
第
二
は
宋
代
の
点
茶
法
、
第
三
は
元
・
明
か
ら
現
代
ま
で
続
く
泡

茶
法
で
あ
る
。

　

茶
は
中
国
で
神
農
時
代
か
ら
す
で
に
人
々
の
生
活
に
入
っ
て
い
た
。
最
初
は

野
菜
と
し
て
食
用
と
さ
れ
、
茶
の
葉
を
煮
て
そ
の
中
に
葱
、
生
姜
、
棗
な
ど
を

加
え
る
野
菜
ス
ー
プ
の
よ
う
な
調
理
法
で
あ
る
。
陸
羽
は
『
茶
経
』
で
こ
の
よ

う
な
茶
の
扱
い
方
を
排
斥
し
、
新
し
い
喫
茶
法
を
打
ち
出
す
。
す
な
わ
ち
、
茶

の
葉
を
蒸
し
て
臼
で
搗
き
餅
状
に
し
て
乾
燥
す
る
。
乾
燥
し
た
餅へ
い

茶ち
ゃ

を
粉
末
に

碾
き
、
釜
の
中
に
入
れ
、
水
で
煎
じ
て
飲
む
、
と
い
う
煎
茶
法
で
あ
る
。

　

宋
代
の
点
茶
法
は
同
じ
く
固
形
茶
を
粉
末
に
し
た
抹
茶
を
使
う
が
、
茶
碗
の

中
に
抹
茶
を
入
れ
、
湯
を
注
い
で
か
き
ま
わ
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
蔡
襄
の

『
茶
録
』
の
時
代
に
、
黄
金
か
銀
か
鉄
か
の
匙
を
使
っ
て
茶
を
か
き
ま
わ
し
た

と
い
う
。
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
な
る
と
、
茶
筅
が
現
れ
る
。
茶
筅
を

用
い
て
茶
碗
の
中
で
抹
茶
を
点
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
茶
の
湯
の
原
型

は
こ
こ
に
あ
る
。

　

元
・
明
時
代
に
入
る
と
、
葉
茶
の
泡
茶
法
が
広
が
る
。
一
二
七
九
年
に
滅
亡

し
た
南
宋
末
期
か
ら
一
三
六
八
年
の
明
の
建
国
ま
で
、
異
民
族
の
元
王
朝
が
は

さ
ま
れ
、
百
年
余
の
あ
い
だ
戦
乱
が
絶
え
な
か
っ
た
。
不
安
定
な
社
会
状
況

は
、
複
雑
な
固
形
茶
の
製
造
や
精
緻
に
凝
っ
た
点
茶
法
の
廃
れ
を
招
く
。
明
の

太
祖
朱
元
璋
は
、
固
形
茶
の
製
造
は
民
力
を
疲
弊
さ
せ
、
茶
の
真
の
味
を
壊
し

て
し
ま
う
と
言
っ
て
禁
止
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、葉
茶
泡
茶
法
が
普
及
し
、

今
日
に
至
る
中
国
喫
茶
の
主
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
泡
茶
法
と
は
、『
茶
疏
』

（
明
・
許き
ょ

次じ

紓よ

、
一
六
〇
二
年
頃
成
立
）
に
よ
る
と
、
茶
壷
（
急
須
）
に
湯
を
注
ぎ
、

茶
の
葉
を
湯
中
に
投
じ
る
。
蓋
を
し
て
暫
ら
く
待
つ
。
そ
れ
か
ら
茶
碗
に
注
ぐ

と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
に
茶
の
白
色
を
よ
り
よ
く
映
し
出
す
た
め
に
黒
釉
の
茶
碗
が
好
ま

れ
た
。
茶
の
色
が
白
な
の
は
複
雑
な
製
茶
法
に
よ
る
た
め
だ
が
、
製
茶
法
が
変

わ
る
と
、
茶
の
色
も
白
で
は
な
く
な
る
。『
茶
疏
』
に
書
か
れ
た
製
茶
法
か
ら

見
れ
ば
、
緑
茶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
茶
の
色
は
緑
で
あ
る
（
中
村
、
一
九

七
六
）。
茶
の
色
が
緑
に
な
る
と
、
当
然
、
黒
釉
の
茶
碗
も
必
要
で
は
な
く
な

る
。
茶
碗
に
つ
い
て
同
書
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

茶
甌
古
取
建
窯
兎
毛
花
者
、
亦
闘
碾
茶
用
之
宜
耳
。
其
在
今
日
、
純
白
為

佳
、
兼
貴
于
小
。
定
窯
最
貴
、
不
易
得
矣
。
宣
・
成
・
嘉
靖
倶
有
名
窯
、

近
日
倣
造
、
間
亦
可
用
。
次
用
真
正
回
青
、
必
揀
圓
整
、
勿
用
呰
窳
。

　

茶
碗
は
、
古
く
建
窯
の
兎
毫
盞
が
好
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は
抹
茶
の
点
茶
法
に

佳
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
（
許
次
紓
の
時
代
）
で
は
純
白
の
白
磁
茶
碗
が
佳
い

と
さ
れ
、
し
か
も
小
ぶ
り
の
も
の
が
好
ま
れ
る
。
白
磁
の
次
は
染
付
で
も
よ
い

が
、
必
ず
端
正
な
形
を
選
び
、
歪
で
質
の
悪
い
も
の
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
。
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小
ぶ
り
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
小
さ
い
ほ
う
が
茶
の
香
が
籠
も

り
、
大
き
い
と
散
漫
に
な
り
や
す
い
と
い
う
理
由
が
同
書
の
「
秤
量
」
に
見
ら

れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
中
国
の
茶
は
ど
れ
ほ
ど
茶
の
色
・
香
・
味
を
重
視
し
て

い
た
か
が
わ
か
る
。
茶
碗
の
好
み
の
変
化
も
、
茶
を
美
味
し
く
飲
む
た
め
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
喫
茶
法
は
明
代
に
入
る
と
大
き
く
変
わ
っ
た
。
明
代
の
丘

き
ゅ
う

濬し
ゅ
ん（

一
四
二
〇
〜
一
四
九
五
）
は
『
大
学
衍
義
補
・
巻
之
二
十
九
・
山
澤
之
利
下
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

元
志
猶
有
末
茶
之
説
。
今
世
惟
閩
廣
間
用
末
茶
。
而
葉
茶
之
用
遍
於
中
国
。

而
外
夷
亦
然
。
世
不
復
知
有
末
茶
矣
。

　

元
代
記
録
に
ま
だ
抹
茶
（
粉
末
の
茶
）
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
今
日
で
は

福
建
・
広
東
の
両
地
し
か
抹
茶
を
使
わ
な
い
。
葉
茶
は
中
国
全
土
に
広
が
っ
て

い
る
。
外
国
も
同
様
。
世
間
で
は
抹
茶
が
あ
っ
た
こ
と
も
す
で
に
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
、
と
い
う
。

　

丘
濬
は
能
阿
弥
（
一
三
九
七
〜
一
四
七
一
）、
村
田
珠
光
（
一
四
二
三
〜
一
五
〇

二
）
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
中
国
で
は
宋
の
抹
茶
点
茶
法
が
消
え
つ
つ
あ
っ

た
頃
、
日
本
で
は
、
東
山
流
茶
の
湯
、
珠
光
流
茶
の
湯
が
ま
さ
に
日
の
出
の
勢

い
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
渡
来
し
た
背
景
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

2　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
の
渡
来

　

し
ば
し
ば
詩
文
な
ど
で
詠
わ
れ
、
宋
の
文
人
の
寵
児
だ
っ
た
油
滴
天
目
、
禾

目
天
目
は
、
そ
の
当
時
は
海
外
に
流
出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
日

本
に
流
れ
込
ん
で
き
た
の
は
、
中
国
で
は
点
茶
法
が
廃
れ
、
黒
釉
茶
碗
が
不
要

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
目
茶
碗
は
い
つ
か
ら
日
本
に
渡
来
し
始
め
た
の
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
で
種
々
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
私

は
栄
西
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

　

一
一
八
七
年
二
度
目
に
入
宋
し
た
栄
西
は
、
一
一
九
二
年
に
帰
朝
す
る
ま
で

宋
で
五
年
間
も
暮
ら
し
た
。
南
宋
初
期
で
、
点
茶
法
が
流
行
り
、
天
目
が
風
靡

し
た
時
期
に
当
た
る
。
か
つ
て
遣
唐
使
の
永
忠
が
、
三
十
三
年
間
の
在
唐
生
活

で
親
し
ん
だ
陸
羽
の
煎
茶
法
と
青
磁
茶
碗
を
持
ち
帰
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
栄

西
も
在
宋
生
活
で
親
し
ん
だ
宋
の
点
茶
法
と
建
盞
天
目
を
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の

建
盞
天
目
は
、
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
な
ど
の
よ
う
な
上
質
な
も
の
で
は
な

い
。
禅
院
で
日
常
什
器
と
し
て
使
わ
れ
た
、
質
の
悪
い
雑
器
の
よ
う
な
量
産
茶

碗
で
あ
る
。

　

栄
西
時
代
の
茶
の
湯
の
形
は
今
日
の
建
仁
寺
四
頭
茶
会
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
建
仁
寺
は
栄
西
を
開
山
と
す
る
禅
寺
で
あ
り
、
毎
年
の
栄
西
生
誕
日
に

四
頭
茶
会
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
茶
碗
が
、
す
な
わ
ち
漏
斗

形
の
黒
釉
の
建
盞
天
目
で
あ
る
。
私
が
こ
の
論
文
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
に
も

な
っ
た
茶
碗
で
あ
る
。
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栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』
か
ら
建
盞
天
目
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

甌
者
茶
盞
之
美
名
也
。
口
廣
底
狭
也
。
為
不
令
茶
湯
久
寒
。
器
之
底
狭
深

也
。

　

甌お
う

と
は
茶
碗
の
美
名
で
あ
る
。
口
が
広
く
底
が
狭
い
。
茶
が
長
い
間
冷
め
な

い
、
と
い
う
。

　

こ
の
一
節
か
ら
、
当
時
す
で
に
天
目
茶
碗
が
渡
来
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。「
口
廣
底
狭
」
の
形
は
ま
さ

に
天
目
茶
碗
の
典
型
で
あ
る
。
口
が
大
き
く
開
き
高こ

う

台だ
い

が
小
さ
く
、
漏
斗
の
よ

う
な
形
を
し
て
、
茶
湯
が
長
い
間
冷
め
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

蔡
襄
の
『
茶
録
』、
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
も
見
ら
れ
る
天
目
茶
碗
の

特
徴
で
あ
る
。

　

栄
西
の
建
盞
天
目
は
後
の
『
喫
茶
往
来
』
に
「
建
盞
」
と
し
て
、
同
じ
く
室

町
初
期
に
成
立
し
た
『
庭
訓
往
来
』
に
も
「
建
盞
。
天
目
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
。

　

要
す
る
に
、
天
目
茶
碗
は
、
一
二
世
紀
の
栄
西
の
建
盞
天
目
を
は
じ
め
に
、

曜
変
天
目
、
玳
皮
天
目
な
ど
中
国
で
は
人
気
の
な
い
も
の
が
先
に
渡
来
し
た
。

そ
し
て
一
四
世
紀
に
入
り
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
渡
っ
て
き
た
の
だ
と
考

え
る
。

　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
の
舶
載
を
考
え
る
う
え
で
、
新
安
沈
船
の
引
揚
げ
遺

物
が
よ
い
材
料
に
な
る
。
積
載
さ
れ
た
大
量
の
陶
磁
器
の
中
に
、
青
磁
、
白
磁

以
外
に
禾
目
天
目
な
ど
の
天
目
茶
碗
も
入
っ
て
い
た
（John A

yers

、
一
九
八

三
）。
沈
船
の
年
代
は
一
三
二
〇
年
頃
と
さ
れ
元
の
中
期
に
当
た
る
が
、
陶
磁

器
の
製
造
年
代
は
、
元
だ
け
で
は
な
く
、
南
宋
の
作
も
あ
る
。
特
に
天
目
茶
碗

は
当
時
の
中
国
で
は
も
は
や
焼
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
二
世
紀
前
半
に
造
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
茶
碗
に
は
使
用
さ
れ
た

痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
古
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
西
田
、
一
九

九
九
）。
中
古
品
の
油
滴
や
禾
目
が
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
日
本
に
流
れ
込
ん
だ

の
か
？

　

南
宋
末
の
混
乱
期
を
経
て
、
蒙
古
族
は
中
原
に
入
り
、
元
と
い
う
国
を
建
て

る
。
宋
人
と
同
様
に
喫
茶
を
行
い
、
宋
王
朝
に
見
習
い
皇
室
専
用
の
御
茶
園
も

作
っ
た
。
だ
が
、
元
は
民
族
差
別
政
策
を
と
っ
た
。
全
国
の
人
を
四
等
に
分

け
、
一
等
は
蒙
古
人
、
二
等
は
色し
き

目も
く

人じ
ん

（
西
方
諸
民
族
）、
三
等
は
漢
人
（
江
北

の
漢
民
族
）、
四
等
は
南
人
（
江
南
の
漢
民
族
）
で
あ
る
。

　

江
南
地
方
の
漢
民
族
は
地
位
が
最
も
低
く
、
苛
酷
な
抑
圧
を
受
け
た
。
漢
民

族
の
文
人
は
い
っ
そ
う
立
場
が
悲
惨
だ
っ
た
。
文
人
の
出
世
の
道
で
あ
る
科
挙

は
民
族
差
別
の
手
段
と
な
り
、
漢
の
文
人
は
官
吏
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で

あ
っ
た
。
職
種
の
順
位
を
い
う
「
九
儒じ
ゅ

十
丐か
い

」
と
い
う
諺
が
当
時
に
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
十
の
う
ち
に
九
番
目
は
儒
者
（
文
人
）
で
、
次
の
十
番
目
は
乞
食

で
あ
る
。
文
人
と
い
う
職
業
は
、
最
低
の
乞
食
よ
り
す
こ
し
は
マ
シ
と
軽
蔑
さ

れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
文
化
大
革
命
で
知
識
人
を
罵
倒
す
る
と
き
に
使
わ
れ
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た
「
臭ツ
ォ
ラ
ォ
ジ
ォ

老
九
」（
臭
い
九
番
目
）
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
は
、
異
彩
を
放
つ
元
代
文
学
を
生
み
出
す
一
方
、
点

茶
法
を
中
心
と
す
る
喫
茶
文
化
の
継
続
を
妨
げ
た
に
違
い
な
い
。
茶
文
化
の
中

心
地
で
あ
っ
た
江
南
地
方
は
民
族
差
別
の
甚
だ
し
い
地
域
と
な
り
、
人
々
は
喫

茶
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
宋
代
か
ら
点
茶
法
の
担
い
手
だ
っ
た
文
人

は
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
失
い
、
茶
を
嗜
む
余
裕
が
な
い
。
点
茶
法
が
廃
れ
、

天
目
茶
碗
も
使
い
道
が
な
く
な
る
。
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
文

人
た
ち
は
か
つ
て
使
っ
た
油
滴
や
禾
目
を
売
り
さ
ば
い
て
貧
困
生
活
の
足
し
に

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

点
茶
法
の
衰
退
は
明
代
に
入
る
と
、
葉
茶
流
行
の
た
め
に
い
っ
そ
う
早
め
ら

れ
る
。
と
う
と
う
、
抹
茶
が
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
日
本
で
は
点

茶
法
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
流
を
背
景
に
、
中
日

間
を
往
来
す
る
商
人
は
、
新
安
沈
船
の
よ
う
な
商
船
を
使
っ
て
、
中
国
で
不
要

に
な
っ
た
中
古
の
油
滴
や
禾
目
を
、
天
目
茶
碗
に
強
く
憧
れ
る
日
本
に
運
び
込

ん
だ
の
で
あ
る
。

3　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
か
ら
見
る
中
日

　

宋
代
の
文
人
茶
人
が
ど
れ
ほ
ど
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
を
讃
美
し
た
か
は
す

で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
で
は
、
日
本
の
茶
人
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
？

　

油
滴
天
目
の
名
は
『
禅
林
小
歌
』、『
桂
川
地
蔵
記
』
に
見
ら
れ
る
し
、『
君

臺
観
左
右
帳
記
』
に
も
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

油
滴
、
第
二
の
重
宝
。
こ
れ
も
地
く
す
り
い
か
に
も
く
ろ
く
し
て
、
う
す

む
ら
さ
き
色
の
し
ら
け
た
る
ほ
し
、
う
ち
そ
と
に
ひ
た
と
あ
り
。
よ
う
へ

ん
よ
り
は
世
に
数
あ
ま
た
あ
る
へ
し
。
五
千
疋
。

　

油
滴
天
目
は
曜
変
天
目
に
次
い
で
第
二
の
重
宝
で
あ
る
。
黒
釉
の
上
に
星
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
曜
変
よ
り
数
が
多
い
。
価
値
は
五
千
疋
に
値
す
る
、
と
。

　

禾
目
天
目
は
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
兎
毫
盞
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
が
、
応

安
年
間
（
一
三
六
八
〜
一
三
七
五
）
の
『
遊
学
往
来
』
に
「
青
兎
毫
、
黄
兎
毫
」

の
名
が
見
ら
れ
る
。
小
山
冨
士
夫
は
黒
地
に
茶
褐
色
の
兎
毫
紋
の
あ
る
も
の
は

黄
兎
毫
で
、
茶
褐
色
の
地
に
青
黒
い
兎
毫
紋
の
あ
る
も
の
は
青
兎
毫
で
あ
る
と

述
べ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
兎
毫
盞
の
条
が
な

い
が
、
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
の
次
に
「
建
盞
」
の
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

建
盞
、
ゆ
て
き
に
も
お
と
る
へ
か
ら
す
、
か
ら
す
。
地
く
す
り
く
ろ
く
し

ろ
か
ね
の
こ
と
く
き
ん
は
し
り
で
、
お
な
し
く
ゆ
て
き
の
こ
と
く
ほ
し
の

あ
る
も
あ
り
。
三
千
疋
。

　
「
地
く
す
り
く
ろ
く
し
ろ
か
ね
の
こ
と
く
き
ん
は
し
り
」
は
、
黒
地
に
銀
色

の
筋
目
が
流
れ
て
い
る
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
兎
毫
盞
、
禾
目
天
目
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の
こ
と
を
指
す
。
建
盞
と
い
う
名
の
定
義
は
も
と
も
と
曖
昧
だ
が
、
こ
こ
で
は

禾
目
天
目
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
余
地
が
な
い
。
禾
目
天
目
は
油
滴
天
目
に
劣
ら

ず
、
価
値
は
三
千
疋
に
値
す
る
と
い
う
。
足
利
将
軍
家
の
茶
人
に
重
宝
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

油
滴
や
禾
目
が
茶
人
に
重
宝
さ
れ
た
理
由
は
、
唐
物
と
し
て
の
稀
少
価
値
、

そ
し
て
茶
碗
そ
の
も
の
の
美
し
さ
に
も
あ
る
が
、も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

宋
代
文
人
の
詩
文
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。

　

栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
で
建
盞
天
目
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
白
居
易
（
七

七
二
〜
八
四
六
）
の
「
或
飲
一
甌
茗
」（『
首
夏
病
間
』）
と
い
う
詩
句
を
挙
げ
た
。

続
い
て
「
甌
者
茶
盞
之
美
名
也
」
と
言
い
、
天
目
茶
碗
の
形
や
利
点
を
説
明
す

る
。
も
と
も
と
白
居
易
の
時
代
は
栄
西
よ
り
五
百
年
も
昔
で
あ
り
、
白
居
易
の

用
い
た
「
甌
」
は
宋
代
の
天
目
茶
碗
で
は
な
く
、
唐
代
の
越
州
窯
青
磁
茶
碗
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
宋
代
の
建
盞
天
目
に
使
っ
た
の
は
栄
西
の
勘
違
い
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
茶
人
は
中
国
の
詩
文
を

通
し
て
茶
碗
を
知
り
得
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
・
末
摘
花
』
に
登
場
す
る
秘
色
青
磁

茶
碗
の
こ
と
。
秘
色
青
磁
は
中
国
で
は
皇
帝
の
御
用
品
と
し
て
、
臣
下
の
使
用

が
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
平
安
時
代
の
日
本
に
渡
来
し
た
可
能
性
も
小
さ

い
。
し
か
し
、
当
時
か
ら
既
に
高
名
だ
っ
た
秘
色
青
磁
茶
碗
は
、
多
く
の
詩
文

に
詠
わ
れ
て
い
た
。
陸り

く

亀き

蒙も
う

の
「
奪
得
千
峰
翠
色
来
」（『
秘
色
越
器
』）
や
、
徐じ
ょ

夤い
ん

の
「
捩
翠
融
青
瑞
色
新
」（『
貢
餘
秘
色
茶
盞
』）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
詩
文
は
早
く
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
い
た
。
紫
式
部
は
、
詩
文
を
通
じ
て

秘
色
青
磁
茶
碗
を
知
り
、
そ
れ
を
自
分
の
作
品
に
と
り
い
れ
た
の
で
あ
る
。

　

足
利
の
茶
人
も
、
栄
西
や
紫
式
部
と
同
じ
よ
う
に
、
宋
の
詩
文
を
通
し
て
禾

目
天
目
や
油
滴
天
目
を
知
り
得
た
。
宋
の
文
人
は
油
滴
と
禾
目
を
珍
重
し
、
盛

ん
に
そ
れ
ら
を
詩
文
に
詠
ん
だ
の
は
一
〇
〜
一
二
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
よ
り
五
百
年
も
昔
の
こ
と
で
あ
り
、
禾
目
天
目
な

ど
を
日
本
に
運
ぼ
う
と
し
た
一
三
二
〇
年
の
新
安
沈
船
か
ら
見
て
も
、
二
、
三

百
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
十
四
世
紀
の
足
利
の
茶
人
は
、
宋
の
詩
文
を
読
み
、
兎
褐
金
糸
宝

椀
、
金
縷
鷓
鴣
斑
な
ど
の
文
学
的
な
表
現
に
惹
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
茶
碗
を
強

く
求
め
、
商
人
に
注
文
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
背
景
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
海
上
に
お
け
る
商
人
の
凄
ま
じ
い
活
躍
が

あ
っ
た
。

　

木
宮
泰
彦
の
『
日
華
文
化
交
流
史
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

遣
隋
使
・
遣
唐
使
は
凡
そ
二
百
三
十
年
間
に
十
六
回
の
差
遣
が
あ
っ
た
の

み
で
、
平
均
す
れ
ば
十
五
箇
年
間
に
一
回
の
割
合
で
あ
り
、
遣
明
使
は
足

利
義
満
の
時
代
こ
と
可
な
り
頻
繁
で
あ
っ
た
が
、
義
教
の
時
に
明
と
宣
徳

条
約
を
締
結
し
て
十
年
一
貢
と
定
め
て
か
ら
、
百
十
五
年
間
に
十
一
回
の

差
遣
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
元
に
赴
い
た
わ
が
商

舶
は
、（
略
）
そ
の
往
来
は
極
め
て
頻
繁
で
、
年
々
歳
々
殆
ど
絶
ゆ
る
こ
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と
な
く
、
恐
ら
く
元
末
凡
そ
六
七
十
年
間
は
、
各
時
代
を
通
じ
て
わ
が
商

舶
の
最
も
盛
ん
に
彼
地
に
赴
い
た
時
代
と
思
わ
れ
る
。

　

中
国
の
王
朝
は
宋
か
ら
元
に
変
わ
っ
て
い
る
。
商
船
は
元
か
ら
銅
銭
・
香

薬
・
文
房
具
・
織
物
な
ど
の
品
物
を
運
ん
だ
。
だ
が
、
こ
の
時
代
に
と
く
に
目

立
つ
の
は
、
書
籍
経
巻
と
禅
院
什
器
、
す
な
わ
ち
茶
碗
・
香
炉
・
花
生
等
の
唐

物
陶
磁
器
の
大
量
舶
載
で
あ
る
。

　

書
籍
経
巻
は
、
商
人
に
託
し
て
輸
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
足
利
尊
氏
が

近
江
の
三
井
寺
に
寄
進
し
た
宋
本
一
切
経
は
、
元
弘
の
頃
鎌
倉
幕
府
が
元
か
ら

取
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
木
宮
は
述
べ
る
（
木
宮
、
一
九
八
七
）。

　

経
巻
書
籍
を
取
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
当
然
油
滴
や
禾
目
な
ど

の
天
目
茶
碗
も
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
一
三
四
五
年
か
ら
の
天

龍
寺
船
の
派
遣
は
、
禅
院
や
大
流
行
の
唐
風
喫
茶
に
用
い
る
唐
物
を
求
め
る
た

め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

宋
一
代
を
風
靡
し
た
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
は
、
文
人
地
位
の
下
落
や
点
茶

法
の
廃
れ
に
よ
り
、
中
国
で
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
需
要
を
失
っ
た
。
一
方
、

海
の
向
こ
う
の
日
本
で
は
、
宋
風
点
茶
法
が
禅
院
か
ら
公
武
貴
族
社
会
に
浸
透

し
つ
つ
あ
っ
た
。
茶
の
湯
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
た
。
天
目
茶
碗
の
賞
玩
が
盛
ん
に
な
り
、
茶
人
は
そ
れ
を
強
く
求
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
需
要
の
衰
退
と
日
本
に
お
け
る
需
要
の
興
隆
を

結
び
つ
け
た
の
は
、
新
安
沈
船
や
天
龍
寺
船
な
ど
と
関
わ
り
の
あ
る
商
人
た
ち

だ
っ
た
。
不
要
な
も
の
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
と
い
う
商
人
の

合
理
的
、
か
つ
功
利
的
な
行
動
が
、
文
化
の
伝
播
に
貢
献
し
た
。
彼
ら
の
活
躍

に
よ
り
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
中
国
か
ら
姿
を
消
し
、
日
本
の
茶
人
の
手

に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
唐
物
と
し
て
の
価
値
が
尊
ば
れ
、
今
日
に
伝
わ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
国
宝
天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
三
つ
の
疑
問
を
掲
げ
た
。
様
々
な
事

例
か
ら
そ
の
答
え
を
探
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
を
、
以
下
に
ま

と
め
る
。

1　

天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
存
在

　

南
宋
時
代
に
焼
造
さ
れ
た
天
目
茶
碗
が
、
生
産
地
の
中
国
で
は
地
上
か
ら
姿

を
消
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
国
宝
茶
碗
の
中
に
五
つ
も
入
っ
て
い

る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
た
の
か
？　

こ
れ
が
国
宝
天
目
茶
碗
を
め

ぐ
る
私
の
一
つ
目
の
疑
問
で
あ
っ
た
。

　

曜
変
天
目
は
中
国
で
は
「
窯
変
」
で
あ
り
、
不
吉
な
異
変
で
あ
る
た
め
、
窯

か
ら
出
る
な
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
茶
人
は
「
窯
変
」
を

「
曜
変
」
と
呼
び
直
し
尊
ん
で
き
た
。
ま
た
、
玳
皮
天
目
は
煩
雑
な
文
様
や
派

手
な
釉
色
を
持
つ
た
め
、
宋
の
文
人
に
好
ま
れ
ず
、
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ

れ
、
壊
さ
れ
、
棄
て
ら
れ
た
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
日
本
で
は
茶
人
に
認
め
ら
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れ
今
日
ま
で
伝
わ
っ
た
。
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
は
宋
代
の
文
人
に
も
愛
さ
れ

た
が
、
点
茶
法
の
消
失
に
よ
り
中
国
で
は
不
要
に
な
っ
た
。
日
本
に
持
ち
込
ま

れ
、
日
本
の
茶
人
に
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

曜
変
、
玳
皮
、
油
滴
な
ど
の
天
目
茶
碗
が
、
日
本
の
茶
人
に
好
ま
れ
、
日
本

の
国
宝
茶
碗
に
成
り
得
た
の
は
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
異
質
性
に
よ
る
も

の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
日
本
の
茶
人
が
中
国
の
陶
工
の
よ
う
に
曜

変
天
目
を
不
吉
な
異
変
だ
と
思
え
ば
、
曜
変
天
目
は
今
日
ま
で
残
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
も
し
中
国
の
文
人
が
日
本
の
茶
人
の
よ
う
に
茶
の
味
な
ど
に
こ

だ
わ
ら
ず
茶
碗
そ
の
も
の
の
美
だ
け
を
求
め
る
な
ら
ば
、
玳
皮
天
目
も
油
滴
天

目
も
日
本
に
流
れ
て
く
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
も
し
中
国
に
お
け
る

文
化
の
継
承
が
、
古
い
も
の
が
跡
形
も
な
く
消
え
去
る
と
い
う
新
旧
交
代
で
な

け
れ
ば
、
点
茶
法
も
消
え
ず
、
天
目
茶
碗
も
残
っ
た
。
一
方
、
も
し
日
本
の
文

化
の
継
承
が
、
古
い
も
の
の
上
に
新
し
い
も
の
が
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け

れ
ば
、
天
目
茶
碗
も
と
う
の
昔
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
文
化
と
日
本
文
化
は
こ
の
よ
う
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天

目
茶
碗
が
こ
の
よ
う
に
日
本
に
伝
わ
り
、
中
国
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
国
宝

天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
一
つ
目
の
疑
問
は
こ
れ
で
解
け
た
の
で
あ
る
。

2　

国
宝
茶
碗
と
日
本
文
化
の
相
克

　

日
本
の
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
産
の
天
目
茶
碗
が
五
点
も
占

め
る
。
日
本
文
化
の
「
国
宝
」
と
、
中
国
文
化
の
産
物
で
あ
る
天
目
は
、
相
克

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ぜ
そ
の
相
克
を
日
本
人
は
矛
盾
と
し
な
い
の

か
。
こ
れ
は
国
宝
天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
二
つ
目
の
疑
問
で
あ
る
。

　

私
は
、
し
ば
し
陶
磁
器
か
ら
離
れ
、
日
本
文
化
と
中
国
文
化
の
長
い
歴
史
を

見
渡
し
て
み
た
。
す
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
存
在
す
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

ま
ず
、
日
本
人
は
漢
字
を
用
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
漢
字
に
よ
っ
て
文
学
、

文
化
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

私
の
手
元
に
『
古
今
和
歌
集
』
が
あ
る
。
初
め
て
仮
名
、
つ
ま
り
日
本
製
の

文
字
で
書
か
れ
た
こ
の
和
歌
集
は
、「
や
ま
と
う
た
」
と
自
称
し
て
い
る
。
な

の
に
、「
や
ま
と
う
た
」
の
分
類
は
中
国
の
『
詩
経
』
の
「
風
・
雅
・
頌
・
賦
・

比
・
興
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　
『
古
事
記
』
が
あ
る
。
日
本
民
族
の
起
源
と
さ
れ
る
内
容
な
の
に
、
序
文
は

漢
文
で
書
か
れ
、
言
葉
の
多
く
は
漢
籍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
夏

の
禹う

王
、殷
の
湯と
う

王
な
ど
も
登
場
す
る
。
し
か
し
、こ
れ
で
も
本
居
宣
長
は
『
古

事
記
』
が
中
国
文
化
と
関
わ
り
な
く
、
古
代
日
本
の
姿
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い

る
と
主
張
す
る
。

　

こ
の
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
国
学
に
も
私
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。

国
学
と
は
、
本
来
中
国
古
代
の
周
の
時
代
に
、
国
都
に
設
け
ら
れ
た
学
校
の
こ

と
で
あ
る
。
国
学
と
い
う
漢
字
表
記
自
体
が
中
国
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る
の

に
、
中
国
を
排
除
し
て
日
本
民
族
固
有
の
思
想
・
精
神
を
求
め
る
学
問
に
、

「
国
学
」
と
い
う
中
国
語
を
冠
し
て
矛
盾
を
感
じ
な
い
。
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日
本
語
の
漢
字
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
風
・
雅
・
頌
・
賦
・
比
・
興
」、『
古

事
記
』
の
「
禹
王
湯
王
」、
本
居
宣
長
の
「
国
学
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
国

宝
に
中
国
産
の
天
目
茶
碗
を
入
れ
て
も
、
矛
盾
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
と
は
な
ら

な
い
。

　

国
宝
天
目
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
し
な
が
ら
、
相
克
し
な
い
。
矛
盾
し
な

が
ら
、
矛
盾
し
な
い
。
日
本
人
が
思
い
込
ん
で
い
る
「
独
自
」
の
日
本
文
化
の

中
に
は
、
同
じ
よ
う
な
矛
盾
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
見
慣
れ
た
も
の
に
は
矛
盾

を
意
識
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
矛
盾
も
含
め
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
が

こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
日
本
人
は
自
ず
か
ら
考
え
る
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、

日
本
人
と
日
本
文
化
の
興
味
深
い
一
面
で
も
あ
る
。

3　

憧
憬
と
対
抗

　

一
九
七
七
年
一
〇
月
三
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
「
ナ
ゾ
の
色
彩
『
曜
変
天

目
』
を
再
現
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
数
多
く
の
陶
芸
家
が
再
現
を
夢
見
て

失
敗
し
つ
づ
け
た
〝
幻
の
名
器
〞、
宋
の
曜
変
天
目
は
、
奈
良
の
陶
芸
家
安
藤

堅
に
よ
っ
て
つ
い
に
再
現
に
成
功
し
た
。
庶
民
が
中
国
王
朝
の
秘
器
を
食
卓
で

楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
、
云
々
と
あ
る
。

　

こ
の
記
事
を
読
み
、
私
は
加
藤
景
正
の
瀬
戸
窯
を
思
い
出
し
た
。
一
二
四
二

年
に
宋
か
ら
帰
朝
し
た
加
藤
景
正
は
、
宋
の
天
目
茶
碗
を
日
本
で
造
ろ
う
と
し

て
瀬
戸
窯
を
開
い
た
。
以
来
千
年
近
く
、
日
本
の
陶
工
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
日

本
で
再
現
し
よ
う
と
焼
き
続
け
て
き
た
。
一
四
世
紀
の
瀬
戸
窯
、
一
五
世
紀
の

美
濃
窯
、
大
正
時
代
の
宇
野
仁
松
、
現
代
の
加
藤
幸
兵
な
ど
油
滴
天
目
写
し
の

名
手
（
小
山
、
一
九
七
四
）、
さ
ら
に
上
記
に
見
ら
れ
る
曜
変
天
目
に
生
涯
を
か

け
た
陶
芸
家
、
天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
人
の
情
熱
と
は
い
っ
た
い
何

か
？　

こ
れ
が
私
の
三
つ
目
の
疑
問
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
の
陶
工
の
情
熱
は
、
中
国
文
化
へ
の
憧
憬
と
対
抗

意
識
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
華
麗
な
天
目
茶
碗
、
と
い
う
よ
り
中
国

文
化
へ
の
強
烈
な
憧
憬
、
中
国
と
同
じ
よ
う
な
も
の
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
超
え

る
も
の
を
造
り
だ
そ
う
と
い
う
対
抗
意
識
が
日
本
の
陶
工
に
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
借
用
と
創
造
が
行
な

わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
天
目
茶
碗
の
こ
の
世
に
な
い
美
に
憧
れ
、
茶
の
湯
の

茶
道
具
か
ら
今
日
の
国
宝
ま
で
、
借
用
が
続
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
超
え
る

も
の
を
造
ろ
う
と
い
う
対
抗
意
識
か
ら
創
造
が
生
ま
れ
た
。
瀬
戸
天
目
、
美
濃

天
目
、
伊
勢
天
目
、
白
天
目
、
菊
花
天
目
な
ど
の
和
物
天
目
茶
碗
は
、
宋
の
天

目
茶
碗
の
借
用
か
ら
生
ま
れ
た
創
造
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
最
も
創
意
性
が

あ
っ
た
の
は
、
千
利
休
の
黒
楽
茶
碗
で
あ
る
。

　
『
山
上
宗
二
記
』
は
天
目
茶
碗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

建
盞
ノ
内
、
曜
変
、
油
滴
、
烏
盞
、
別
盞
、
難
波
盞
此
六
種
皆
建
盞
也
、

代
物
カ
ロ
キ
モ
ノ
也
。

　

足
利
将
軍
家
の
茶
人
に
最
高
に
尊
ば
れ
た
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
な
ど
の
天
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目
茶
碗
は
、
こ
こ
で
「
カ
ロ
キ
モ
ノ
」
と
貶
さ
れ
て
い
る
。
華
麗
を
好
む
東
山

流
茶
の
湯
と
違
い
、
利
休
の
茶
は
倹
し
さ
を
好
む
の
だ
か
ら
、
華
美
な
天
目
茶

碗
が
否
定
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
位
名
声
金
銭
を
悉
く
手
に
入
れ

た
利
休
の
倹
し
さ
は
、
所
詮
倹
し
さ
気
取
り
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
華
美
な
天

目
茶
碗
を
否
定
し
た
の
は
、
倹
し
さ
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天
目
茶
碗

に
対
す
る
利
休
の
対
抗
意
識
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
私
は
理
解
す
る
。

　

利
休
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
超
え
る
も
の
を
造
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
当
時

の
日
本
の
製
陶
技
術
で
は
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
宋
の
天

目
茶
碗
を
真
似
る
よ
り
も
、
そ
れ
と
異
な
る
製
作
方
法
を
用
い
、
日
本
の
窯
で

も
焼
造
で
き
る
よ
う
な
黒
釉
の
茶
碗
に
切
り
換
え
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
高

い
焼
成
温
度
の
要
ら
な
い
、
手
捏
ね
で
成
形
す
る
黒
楽
茶
碗
の
誕
生
で
あ
る
。

　

黒
楽
茶
碗
と
天
目
茶
碗
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。
新

安
沈
船
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
た
一
点
の
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
写
真
か
ら
見
る
か

ぎ
り
、
大
き
い
高
台
と
円
筒
の
形
、
そ
し
て
漆
黒
の
釉
色
、
後
の
長
次
郎
の
黒

楽
と
瓜
二
つ
の
印
象
を
受
け
る
。

　

日
本
の
陶
工
や
茶
人
の
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
情
熱
に
は
、
中
国

文
化
へ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
憧
憬
が
あ
る
か
ら
中
国
文
化
を
借
用

し
、
対
抗
心
か
ら
新
た
な
創
造
へ
の
意
欲
が
生
ま
れ
た
。
黒
楽
茶
碗
は
、
宋
の

天
目
茶
碗
の
借
用
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
人
の
創
造
だ
っ
た
。

　

日
本
人
は
結
果
と
し
て
、
中
国
の
天
目
茶
碗
を
「
日
本
の
」
国
宝
と
し
た
。

そ
こ
に
あ
る
矛
盾
そ
の
も
の
が
、
日
本
文
化
が
抱
え
た
大
陸
へ
の
絶
え
る
こ
と

の
な
い
憧
憬
と
対
抗
意
識
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
創
造
性
で
あ

る
。
天
目
茶
碗
か
ら
黒
楽
茶
碗
、
大
陸
文
化
と
の
共
有
か
ら
出
来
上
が
っ
て
き

た
日
本
文
化
の
一
様
相
が
こ
こ
に
あ
る
。

表1　宋代の喫茶と天目茶碗

陶穀 903 ～ 970年 『清異録・錦地甌』 鷓鴣斑

蔡襄 1012 ～ 1067年 『茶録・器論・茶盞』 紺黒紋如兎毫

蘇東坡 1037 ～ 1101年 『送南屏謙詩』 兎毫斑

黄山谷 1045 ～ 1105年
『西江月・茶』 兎褐金糸宝椀

『満庭芳・茶』 金縷鷓鴣斑

恵洪 1071 ～ 1128年 題名不詳 鷓鴣斑

趙佶 1082 ～ 1135年 『大観茶論』
盞色貴青黒、玉毫条
達者為上

楊万里 1127 ～ 1206年
『以六一泉煮双井茶』 兎毫霜

『陳蹇叔郎中出閩漕・別送新茶』 鷓鴣碗　兎毫甌

祝穆 生没年不詳 『方輿勝覧』 兎毫盞
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引
用
文
献

日
本

栄
西　

一
二
一
一
年
『
喫
茶
養
生
記
』
使
用
し

た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限

定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千
宗
室
編

纂　

森
鹿
三
注
）
淡
交
新
社

太
田
恵
三　

一
九
九
五
年「
油
滴
天
目
茶
碗
」『
油

化
学
』
第
四
十
四
巻
第
三
号

尾
崎
洵
盛　

一
九
五
一
年
六
月
「
天
目
茶
碗
に
つ
い
て
」『
日
本
美
術
工
芸
』
日
本
美
術

工
芸
社
一
五
二
号

鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎　

一
九
九
二
年
『
大
漢
語
林
』
大
修
館
書
店

木
宮
泰
彦　

一
九
五
五
年
初
版
・
一
九
八
七
年
第
四
刷
『
日
華
文
化
交
流
史
』
富
山
房　

四
一
六
頁
、
四
二
九
頁

玄
恵
法
印　

室
町
時
代
初
期
一
二
六
九
年
か
ら
一
三
五
〇
年
の
間
に
成
立
『
喫
茶
往
来
』

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
一
九
六
七
年
限
定
発
行『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』

（
千
宗
室
編
纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社

小
山
冨
士
夫　

一
九
七
四
年
『
陶
磁
大
系
第
三
十
八
巻
・
天
目
』
平
凡
社　

八
五
頁
、

八
九
頁
、
一
〇
四
頁
、
一
〇
六
頁
、
一
一
〇
頁
、
一
一
一
頁
、
一
一
四
頁

小
山
冨
士
夫　

一
九
五
一
年
九
月
「
耀
変
天
目
茶
碗
」『
M
U
S
E
U
M
』
国
立
博
物
館

John A
yers

（
ジ
ョ
ン
・
エ
ア
ー
ズ
）
一
九
八
三
年
「
新
安
の
吉
州
と
天
目
陶
磁
器
」『
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

新
安
海
底
引
揚
げ
文
物
報
告
書
』
中
日
新
聞
社

『
世
界
陶
磁
全
集
一
二　

宋
』
一
九
七
七
年　

小
学
館　

九
六
頁
、二
四
八
〜
二
五
一
頁
、

二
五
七
頁
、
二
五
八
〜
二
五
九
頁
、
一
五
一
頁
、
二
五
二
頁
、
二
五
一
頁
、
二
六
三
頁

『
静
嘉
堂
の
茶
道
具　

茶
碗
』
二
〇
〇
八
年　

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館　

六
頁

『
茶
碗　

第
一
巻
・
中
国
安
南
』
一
九
七
二
年　

初
版
第
一
刷
・
一
九
七
四
年　

初
版
第

三
刷　

平
凡
社　

二
七
二
頁
、
二
四
三
頁
、
二
五
四
頁

『
庭
訓
往
来
』
室
町
時
代
初
期
一
二
六
九
年
か
ら
一
三
五
〇
年
の
間
に
成
立　

使
用
し
た

翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千

宗
室
編
纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社　

二
〇
四
頁

『
東
洋
陶
磁
の
展
開　

大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
館
蔵
品
選
集
』
二
〇
〇
六
年　

大
阪

市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館

中
村
喬
訳
注　

一
九
七
六
年
『
中
国
の
茶
書
・
茶
疏
』
平
凡
社　

三
四
三
頁

「
ナ
ゾ
の
色
彩「
曜
変
天
目
」を
再
現
」一
九
七
七
年
一
〇
月
三
一
日　

朝
日
新
聞（
夕
刊
）

『
日
本
書
紀
』
七
二
〇
年
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
九
四
年
第
一
刷
・
一
九
九
八
年

第
七
刷
（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
等
校
注
）
岩
波
書
店

『
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
』
一
九
九
一
年　

京
都
国
立
博
物
館
特
別
展
覧
会

表2　曜変天目の日本伝来

1363年 『仏日庵公物目録』 湯盞窰変

1380年 『新札往来』 容変

1394 ～ 1428年 『桂川地蔵記』 容変

1394 ～ 1428年 『禅林小歌』 曜卞光ヲ持チ
毒ヲ謝ス

1397 ～ 1471年 『能阿弥相伝集』 曜変

1397 ～ 1471年 『君臺観左右帳記』 曜変
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西
田
宏
子　

一
九
九
九
年
「
天
目―

日
本
伝
世
の
黒
釉
陶
磁
の
世
界
」『
宋
磁
の
美
』

朝
日
新
聞
社　

一
七
一
頁
、
一
七
三
頁

西
田
宏
子　

二
〇
〇
〇
年
「
茶
の
請
来
陶
磁
」『
茶
の
美
術
』（
茶
道
学
大
系
第
五
巻　

谷

晃
編
集
）
淡
交
社

西
田
宏
子　

一
九
九
八
年
七
月
「
茶
碗
に
刻
ま
れ
た
歴
史
に
思
い
を
は
せ
る
」『
日
経
ア
ー

ト
・
特
集　

古
陶
磁
が
わ
か
る
』

能
阿
弥　

一
四
六
七
年
か
ら
一
五
一
一
年
ま
で
の
間
に
成
立
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
使
用

し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』

（
千
宗
室
編
纂　

谷
信
一
注
）
淡
交
新
社

『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
一
三
六
三
年
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
八
五
年
版
（『
校
刊
美

術
史
料
続
篇　

第
二
巻
』
所
収　

藤
田
経
世
）
校
刊
美
術
史
料
続
篇
刊
行
会

『
や
き
も
の
辞
典
』
一
九
九
二
年　

光
芸
出
版
社

山
上
宗
二　

一
五
九
〇
年
以
前
成
立『
山
上
宗
二
記
』使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
七
年『
茶

道
古
典
全
集
第
六
巻
』（
千
宗
室
編
纂
）
淡
交
新
社

『
遊
学
往
来
』
応
安
年
間
（
一
三
六
八
〜
一
三
七
五
）
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は

一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千
宗
室
編

纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社　

二
〇
八
頁

中
国

白
居
易
（
唐
）「
首
夏
病
間
」（
八
一
一
年
作
）
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
版
『
白
居

易
詩
集
校
注
』（
謝
思
煒
撰
）
中
華
書
局

班
固
（
後
漢
）
紀
元
九
二
年
頃
成
立
『
漢
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・

二
〇
〇
二
年
第
一
一
刷
（
唐
・
顔
師
古
注
）
中
華
書
局

卞
宗
舜　

一
九
九
三
年
『
中
国
工
芸
美
術
史
』
中
国
軽
工
業
出
版
社　

三
〇
七
頁

蔡
襄
（
宋
）『
茶
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
順
治
四
（
一
六
四
八
）
刊
『
説
郛
・
巻
第

九
十
三
・
茶
録
』（
元
・
陶
宗
儀
輯
）

曹
昭
（
明
）『
格
古
要
論
』
使
用
し
た
翻
刻
は
光
緒
二
二
年
（
一
八
九
七
）
刊
『
惜
陰
軒

叢
書
・
新
増
格
古
要
論
・
巻
七
』（
清
・
李
錫
齢
輯
）

陳
江
風　

一
九
九
六
年
『
天
人
合
一―

観
念
与
華
夏
文
化
伝
統
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三

聯
書
店　

九
二
頁

范
曄
（
南
朝
・
宋
）
紀
元
四
四
五
年
頃
成
立
『
後
漢
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
五
年

初
版　

二
〇
〇
三
年
第
一
〇
刷
（
李
賢
（
唐
）
注
）
中
華
書
局

方
李
莉　

二
〇
〇
二
年
『
景
徳
鎮
民
窯
』
人
民
美
術
出
版
社　

二
四
六
頁

郭
預
衡　

一
九
九
八
年
『
中
国
古
代
文
学
史
三　

宋
代
文
学
』
上
海
古
籍
出
版
社　

三
頁

杭
間　

二
〇
〇
七
年
『
中
国
工
芸
美
学
史
』
人
民
美
術
出
版
社　

九
九
〜
一
一
〇
頁

何
孟
春
（
明
）『
余
冬
序
録
摘
抄
』
使
用
し
た
翻
刻
は
萬
暦
四
五
（
一
六
一
八
）
序
刊
『
紀

録
彙
編
・
巻
之
一
五
一
・
余
冬
序
録
摘
抄
四　

外
篇
』（
明
・
沈
節
甫
輯
）

何
文
煥
（
清
）
一
七
七
〇
年
序
『
歴
代
詩
話
』
使
用
し
た
翻
刻
は
『
歴
代
詩
話
・
第
六
冊
・

竹
坡
詩
話
』（
宋
・
周
紫
芝
著　

何
文
煥
編
）

李
剛　

二
〇
〇
八
年
「
浅
論
越
窯
和
龍
泉
窯
青
瓷
的
外
銷
」『
中
国
古
陶
瓷
研
究　

第

十
四
輯
』（
中
国
古
陶
瓷
学
会
編
）
紫
禁
城
出
版
社　

一
二
一
頁

劉
昫
（
五
代
後
晋
）
九
四
五
年
成
立
『
旧
唐
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
七
五
年
初
版
・

二
〇
〇
二
年
第
七
刷　

中
華
書
局

陸
羽
（
唐
）
七
六
〇
年
成
立
『
茶
経
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
茶
経
校
注
』（
沈

冬
梅
校
注
）
中
国
農
業
出
版
社　

四
〇
頁

藍
浦
（
清
）
一
八
一
一
年
刊
『
景
徳
鎮
陶
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
九
三
年
『
景
徳
鎮
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陶
録
詳
注
』（
傅
振
倫
著
）
書
目
文
献
出
版
社

『
論
語
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
五
年
『
論
語
訳
注
』（
楊
伯
峻
訳
注
）
中
華
書
局

繆
鉞　

一
九
四
〇
年
「
論
宋
詩
」『
宋
詩
鑑
賞
辞
典
』
二
〇
〇
五
年　

上
海
辞
書
出
版
社

　

三
頁

欧
陽
修
・
宋
祁
（
宋
）
一
〇
六
〇
年
成
立
『
新
唐
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
七
五
年
初

版
・
二
〇
〇
三
年
第
七
刷　

中
華
書
局

丘
濬
（
明
）『
大
学
衍
義
補
』
使
用
し
た
翻
刻
は
寛
政
四
（
一
七
九
三
）
序
刊
『
大
学
衍

義
補
・
巻
之
二
十
九
・
治
国
平
天
下
之
要　

制
国
用　

山
澤
之
利
下
』

『
尚
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
〇
年
『
尚
書
訳
注
』（
李
民
撰
）
上
海
古
籍
出
版
社

司
馬
遷
（
前
漢
）
紀
元
前
九
一
年
頃
成
立
『
史
記
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
五
九
年
第
一

版
・
一
九
八
二
年
第
二
版　

中
華
書
局

田
自
秉　

二
〇
〇
八
年
『
中
国
工
芸
美
術
史
』
東
方
出
版
中
心　

二
五
七
頁

脱
脱
（
元
）
一
三
四
五
年
成
立
『
宋
史
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
八
五
年
初
版
・

二
〇
〇
七
年
第
六
刷　

中
華
書
局

陶
穀
（
宋
）『
清
異
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
清
道
光
二
六
年
（
一
八
四
七
）
刊
『
惜
陰
軒

叢
書
』

唐
英
（
清
）「
火
神
童
公
伝
」
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

二
九
一
頁

王
安
石
（
宋
）『
臨
川
先
生
文
集　

巻
七
十
七
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
五
九
年　

中
華

書
局
出
版

謝
肇
淛
（
明
）『
五
雑
俎
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

一
九
〇
頁

許
次
紓
（
明
）『
茶
疏
』
使
用
し
た
翻
刻
は
明
刊
『
百
川
学
海　

第
七
十
冊
』（
朱
済
之
校

閲
）

葉
喆
民　

二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
史
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店　

三
二
二
頁

周
煇
（
宋
）『
清
波
雑
志
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

一
六
九
頁

趙
佶
（
宋
）『
大
観
茶
論
』
使
用
し
た
翻
刻
は
順
治
四
（
一
六
四
八
）
刊
『
説
郛
・
巻
第

九
十
三
・
大
観
茶
論
』（
元
・
陶
宗
儀
輯
）

趙
令
畤
（
宋
）
南
宋
初
期
成
立
『
侯
鯖
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
二
年
初
版
・

二
〇
〇
四
年
第
二
刷
（
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊　

孔
凡
礼
點
校
）
中
華
書
局

『
中
国
陶
瓷
史
』
二
〇
〇
四
年　

中
国
硅
酸
塩
学
会
編　

文
物
出
版
社　

二
七
七
頁
、

一
八
一
頁
、
二
七
〇
頁

祝
穆
（
宋
）『
方
輿
勝
覧
』
使
用
し
た
翻
刻
は
宋
刊
『
新
編
方
輿
勝
覧
七
十
巻
』

朱
琰
（
清
）
一
七
七
四
年
刊
『
陶
説
』
使
用
し
た
翻
刻
は
乾
隆
五
九
（
一
七
九
五
）
刊
『
龍

威
秘
書
・
戊
集
・
第
三
冊
』（
清
・
馬
俊
良
輯
）

諸
葛
憶
兵　

二
〇
〇
二
年
『
宋
代
文
史
考
論
』
中
華
書
局　

二
五
七
頁

参
考
文
献
（
前
掲
の
も
の
を
除
く
）

『
辞
海
』
二
〇
〇
〇
年
初
版
・
二
〇
〇
六
年
第
一
四
回
印
刷　

上
海
辞
書
出
版
社

布
目
潮
渢　

二
〇
〇
一
年
『
中
国
喫
茶
文
化
史
』
岩
波
書
店
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惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義

―
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て―

横　

山　

輝　

樹

は
じ
め
に

江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
（
在
職　

一
七
一
六
〜
一
七
四
五
）
が
幕
臣
に

対
し
て
武
芸
を
奨
励
し
た
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る）

1
（

。『
有
徳
院
殿

御
実
紀
附
録
』
に
「
御
家
人
太
平
に
な
れ
て
。
武
芸
に
を
こ
た
ら
む
事
を
な
げ

か
せ
給
ひ
。
ひ
た
す
ら
講
武
の
事
を
沙
汰
せ
ら
れ
け
る）

2
（

。」
と
あ
る
通
り
、
頻

繁
な
弓
馬
上
覧
、
古
式
射
礼
の
復
興
、
海
外
馬
術
の
研
究
、
狩
猟
の
復
活
等
、

多
様
な
施
策
に
よ
っ
て
吉
宗
は
幕
臣
の
武
芸
出
精
、
士
風
の
刷
新
を
目
指
し
た

の
で
あ
る）

3
（

。

そ
れ
で
は
、
幕
府
に
於
け
る
武
芸
奨
励
は
吉
宗
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
す
る
二
ヶ
月
前
で
あ

る
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
二
月
二
十
九
日
、
五
番
方
（
書
院
番
、
小
性
組
、
大

番
、
新
番
、
小
十
人
組
。
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
幕
府
の
軍
職
）
を
指
揮
す
る
隊
長

（
頭
）
に
出
さ
れ
た
書
付
を
み
て
み
よ
う
。

御
番
衆
弓
馬
之
義
、　

前
御
代
被
仰
出
通
、
弥
精
出
心
懸
候
様
可
仕
候
、

組
中
不
精
ニ
候
も
有
之
様
相
聞
候
、
古
来
ハ
番
頭
中
懸
見
分
、
吟
味
有
之

候
処
、
近
来
者
頭
中
見
分
無
之
旨
に
候
、
向
後
ハ
前
々
之
通
弓
ハ
頭
々

宅
、
乗
馬
ハ
本
郷
馬
場
に
於
て
不
絶
可
有
見
分
候
、
不
時
に
若
年
寄
見
分

も
可
有
之
候
而
ハ
可
有
其
意
候）

4
（

隊
下
の
番
士
が
弓
馬
の
修
練
を
怠
っ
て
い
る
点
、
隊
下
の
番
士
の
力
量
を
見

分
を
通
じ
て
見
定
め
る
べ
き
筈
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
点

を
指
摘
し
た
上
で
、
今
後
は
絶
え
ず
見
分
を
実
施
す
る
様
に
命
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る）

5
（

。
時
期
毎
の
程
度
の
差
（
ど
れ

程
の
実
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
）
は
あ
ろ
う
が
、
幕
府
は
武
芸
を
奨
励
し
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
右
に
揚
げ
た
吉
宗
の
武
芸
奨
励
策
は
、
そ
の
規
模
こ
そ
大
き
い
も
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の
の
、
弓
馬
や
鉄
炮
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
た
と
い
う
吉
宗
個
人
の
嗜
好
に
根

ざ
す
も
の
と
も
い
え
、
士
風
刷
新
と
い
う
目
的
自
体
は
本
当
で
あ
る
に
せ
よ
、

吉
宗
が
将
軍
職
を
退
い
て
な
お
継
続
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

現
状
の
研
究
成
果
で
は
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
と
は
「
他
の
時
代
に
比
し
て
奨
励

の
程
度
が
高
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
様
な
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
旗
本
惣
領
（
旗
本

の
跡
取
り
、
部
屋
住
）
を
家
督
相
続
前
に
（
惣
領
が
家
を
継
ぐ
前
に
）
登
用
す
る

惣
領
番
入
制
度
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
制
度
に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
の
結
果
が

登
用
に
大
き
く
影
響
す
る
。
即
ち
、
惣
領
が
武
芸
に
励
む
こ
と
に
対
し
幕
府
が

制
度
的
な
恩
恵
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
作
り
出
し
た
点

に
こ
そ
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
の
画
期
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

享
保
期
の
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
は
橋
本
昭
彦
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る

が）
6
（

、
氏
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
寛
政
期
以
降
の
学
問
吟
味
を
中
心
と
す
る
試
験
制

度
に
あ
り
、
享
保
期
の
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
は
若
干
の
分
析
が
加
え
ら
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
文
武
両
道
と
い
う
近
世
武
士
の
理
想
像
を
鑑
み
る
な
ら

ば
、
文
教
同
様
武
教
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
学
問
吟
味）

7
（

が
文
教
に
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
と
同
様
、
武
芸
吟
味
が
武
教
の
中
で
果
た
し
た
役
割
も
決
し
て

小
さ
く
な
い
。
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
足
高
制
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
制
度
は
享
保
八
年
（
一

七
二
三
）、
惣
領
番
入
制
度
が
導
入
さ
れ
る
一
年
前
に
定
め
ら
れ
た
。
同
制
度

は
各
役
職
に
基
準
の
石
高
を
定
め
、
こ
れ
に
満
た
な
い
石
高
の
者
が
就
任
し
た

際
に
は
、
就
任
中
そ
の
差
分
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
小
禄
で
あ
っ
て
も
能
力
あ
る
者
の
登
用
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
役
方
（
司
法
や
行
政
等
に
関
わ
る
役
職
）、
特
に
勘
定
所
に
あ
っ
て
そ
れ
は

著
し
い
。
こ
れ
に
対
し
、
番
方
（
軍
務
に
関
わ
る
役
職
）
は
ど
う
で
あ
る
か
。

泉
井
朝
子
氏
は
足
高
導
入
以
後
、
役
方
で
あ
る
大
目
付
・
町
奉
行
・
勘
定
奉
行

に
小
禄
の
者
の
起
用
が
増
え
た
の
に
対
し
、
番
方
で
あ
る
大
番
頭
に
あ
っ
て
は

そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る）

8
（

。
こ
の
差
に
つ
い
て
同
氏
は
「
番

方
の
役
職
は
戦
時
に
は
そ
の
存
在
価
値
も
高
か
っ
た
が
、
社
会
秩
序
が
安
定

し
、
行
政
組
織
が
整
備
さ
れ
て
く
る
と
実
質
的
な
重
要
性
は
少
く
な
り
、
形
式

的
な
格
式
を
重
ん
じ
る
名
誉
職
に
転
化
」
し
、「
番
方
の
役
職
に
は
（
中
略
）

伝
統
的
に
家
格
の
高
い
者
を
就
任
」
さ
せ
た
と
し
て
い
る）

9
（

。
ま
た
、
笠
谷
和
比

古
氏
は
同
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
「
能
力
主
義
的
抜
擢
人
事
を
展
開
し
な
が

ら
、
な
お
か
つ
同
時
に
旧
来
の
権
利
関
係
を
尊
重
し
た
身
分
制
的
原
理
の
擬
制

が
ど
こ
ま
で
も
貫
か
れ
て
い
る）
10
（

」
と
し
、「
名
誉
職
的
な
軍
職
に
つ
い
て
は
従

来
通
り
、
身
分
主
義
的
な
家
禄
相
当
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
働
い
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
と
と
も
に
、（
中
略
）
行
政
能
力
の
要
求
さ
れ
る
役
職
に
つ
い
て
は
、

き
わ
め
て
低
い
身
分
の
者
か
ら
の
登
用
が
進
ん
だ）

11
（

」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は

番
方
に
あ
っ
て
は
役
方
に
み
ら
れ
る
人
材
登
用
の
傾
向
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
従
来
の
評
価
は
妥
当
で
あ
る
の
か
。
本
論
で
取
り
上
げ

る
惣
領
番
入
制
度
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
下
、
第
一
章
で
は
同
制
度
の
成
立
と
そ
の
展
開
に
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つ
い
て
扱
う
。
第
二
章
で
は
享
保
十
五
年
に
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
を
取
り
上

げ
、
惣
領
番
入
に
つ
い
て
の
理
解
を
更
に
深
め
る
。
と
り
わ
け
、
番
入
制
度
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
、
つ
ま
り
は
旗
本
惣
領
に
と
っ
て
惣
領
の
ま
ま
番

入
す
る
こ
と
が
ど
の
様
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
。
結
論
に
於
い
て
は
、足
高
制
に
み
ら
れ
る
役
方
人
事
と
の
差
異
を
分
析
し
、

惣
領
番
入
制
度
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
存
で
あ
る
。

第
一
章　

惣
領
番
入
制
度
の
成
立
と
展
開

第
一
節　
「
惣
御
番
入
」
の
廃
止

吉
宗
に
よ
り
惣
領
番
入
制
度
が
始
め
ら
れ
る
以
前
、幕
府
に
は「
惣
御
番
入
」

と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
っ
た）
12
（

。
こ
れ
は
当
主
（
父
）
が
番
方
・
役
方
の
役
職
に

就
い
て
い
る
旗
本
家
の
子
弟
を
主
に
五
番
方
の
番
士
と
し
て
登
用
す
る（
番
入
）

と
い
う
制
度
で
あ
る
。
旗
本
五
千
家
に
対
し
て
役
職
の
数
が
明
ら
か
に
不
足
し

て
い
る
中
で
、
家
督
相
続
前
に
番
入
出
来
る
と
い
う
の
は
当
人
と
そ
の
家
に

と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
制
度
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
制
度
は
吉
宗
の
将
軍
就

任
以
前
に
停
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
っ
た
か
。

寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
に
幕
臣
春
日
行
清
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
仕
官
格

義
弁
』
と
い
う
書
物
が
あ
る）
13
（

。
同
書
は
幕
府
職
制
の
手
引
き
書
で
あ
る
が
、
こ

の
中
で
「
惣
御
番
入
」
制
度
は
以
下
の
通
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
和
ノ
已
後
ハ
御
人
多
ニ
成
候
ニ
付
、
惣
御
番
入
モ
段
々
遠
ク
罷
成
、
元

禄
四
未
年
十
二
月
四
日
御
役
人
惣
領
斗
被　

召
出
、
宝
永
六
丑
年
四
月
六

日
惣
御
番
入
以
後
ハ
惣
御
番
入
ト
申
テ
ハ
無
之
候

（
中
略
）

昔
ゟ 
寛
文
ノ
始
迄
ハ
、
惣
領
ハ
勿
論
次
男
・
三
男
・
末
子
迄
モ
被　

召
出

御
番
入
被　

仰
付
候
儀
共
候
得
共
、
惣
領
ハ
後
々
父
ノ
家
督
ニ
成
候
得

共
、
末
子
之
分
ハ
一
度
被
下
候
御
切
米
ヲ
以
永
々
別
家
ニ
成
候
事
故
、

段
々
御
人
多
ニ
罷
成
候
処
、
神
田　

御
殿
、
桜
田　

御
殿
ゟ 
被
召
遣
候
衆

大
勢
ニ
而
有
之
間
、
只
今
ハ
弥
御
人
多
ニ
成
候
由
承
候）
14
（

同
制
度
に
あ
っ
て
は
、
後
の
惣
領
番
入
制
度
が
旗
本
の
惣
領
の
み
を
対
象
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、「
次
男
・
三
男
・
末
子
迄
」
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。

同
じ
く
部
屋
住
か
ら
の
番
入
と
は
い
え
、
い
ず
れ
は
当
主
の
後
を
継
ぐ
惣
領
と

違
い
、次
男
以
下
の
場
合
、分
家
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
1
は
『
御

番
士
代
々
記
』
よ
り
作
成
し
た
、
小
性
組
一
番
組
に
番
入
し
た
次
男
以
下
の
一

覧
で
あ
る）
15
（

。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
永
井
元
儀
が
番
入
し
た
後
、
一
番
組

に
あ
っ
て
は
次
男
以
下
の
番
入
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
十
四
の
旗
本
家
が
成
立

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
永
々
と
家
禄
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。「
昔
ゟ 
寛
文
ノ
始
迄
」
と
い
う
文
言
は
実
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

次
男
以
下
の
登
用
が
人
員
過
多
、
人
件
費
の
増
加
に
繋
が
っ
た
と
い
う
『
仕
官

格
義
弁
』
の
説
明
は
正
し
い
と
い
え
る
。

ま
た
、「
神
田　

御
殿
、
桜
田　

御
殿
ゟ 
被
召
遣
候
衆
大
勢
ニ
而
有
之
」
と

は
、
徳
川
綱
吉
（
在
職　

一
六
八
〇
〜
一
七
〇
九
）、
徳
川
家
宣
（
在
職　

一
七
〇

九
〜
一
七
一
二
）
が
将
軍
と
な
っ
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
臣
団
が
幕
臣
と
し
て
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召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
深
谷
雅
海
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
綱

吉
の
将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
、「
神
田
家
臣
団
」
五
八
二
名
（
四
八
八
家）
16
（

）、
家

宣
の
将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
「
桜
田
家
臣
団
」
七
七
六
名
（
六
九
四
家）
17
（

）
の
士

分
が
幕
臣
と
な
っ
て
お
り
、
元
々
幕
臣
で
あ
っ
た
者
を
除
い
て
も
大
幅
な
人
員

の
増
加
で
あ
る
。
無
論
、
人
件
費
も
増
加
す
る
。

更
に
、『
仕
官
格
義
弁
』
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
惣
御
番
入
」

の
規
模
の
問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
一
二
月
二
日
に
約

一
五
〇
名
、
同
六
年
一
二
月
九
日
に
約
三
五
〇
名
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

四
月
六
日
に
至
っ
て
は
約
七
三
〇
名
の
惣
領
が
「
惣
御
番
入
」
の
下
で
番
入
し

て
い
る
。
番
入
し
た
惣
領
に
支
払
う
べ
き
役
料
も
厖
大
な
も
の
と
な
ろ
う
。

「
神
田
家
臣
団
」
や
「
桜
田
家
臣
団
」
の
幕
臣
化
に
よ
る
人
件
費
の
増
大
は

致
し
方
な
い
に
せ
よ
、「
惣
御
番
入
」
に
つ
い
て
は
実
施
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人

件
費
の
増
大
を
招
く
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
綱
吉
以
降
財
政

窮
乏
に
陥
っ
て
い
た
幕
府
に
あ
っ
て
、
同
制
度
が
停
止
に
至
っ
た
の
は
自
然
の

流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
節　

惣
領
番
入
制
度
の
創
設

「
惣
御
番
入
」
制
度
停
止
後
、
吉
宗
の
将
軍
就
任
を
経
て
、
惣
領
番
入
制
度

が
創
設
さ
れ
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
四
月
十
五
日
、
若
年
寄
石
川
総
茂
・

小
笠
原
常
春
に
よ
っ
て
関
係
部
署
に
出
さ
れ
た
書
付
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
は
大
目
付
以
下
で
、
布
衣（
六
位
相
当
）格
の
役
人
に
対
す
る
書
付（
A
）。

こ
の
場
合
、
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
と
い
っ
た
諸
大
夫
役
（
従
五
位
下
以
上
の
旗

本
が
就
く
役
職
）
の
者
も
含
ま
れ
て
い
る
（
第
四
節
参
照
）。

唯
今
御
人
多
之
時
節
ニ
候
得
共
、
大
目
付
已
下
布
衣
之
御
役
人
之
惣
領
、

行
跡
宜
敷
、
諸
芸
嗜
候
者
、
六
・
七
人
茂
可
被
召
出
候
、
右
之
通
被
仰
出

候
上
、
御
役
人
之
子
共
常
々
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
も
可
嗜
事
ニ
候）
18
（

次
に
、
両
番
（
小
性
組
・
書
院
番
）
の
頭
に
対
す
る
書
付
（
B
）。

表1　次男以下の「惣御番入」

番入年月日 番入者の氏名 当主との続柄

寛永10（1633）5/1 柘植正弘 次男

寛永12（1635）12/23 阿部正義 三男

寛永18（1641）5/3 伊澤正次 次男

寛永19（1642）―/― 榊原職貞 次男

寛永21（1644）6/16 山崎正壽　※政家 四男

正保3（1646）6/11 宮崎重広 三男

慶安2（1649）12/5 佐々長政 次男

寛文3（1663）11/19 渡辺貞 三男

〃 揖斐正利 次男

寛文7（1667）11/21 仙石久尚 次男

〃 前田定武 三男

〃 松浦信勝 四男

〃 川井久文 次男

延宝6（1678）3/29 永井元儀 次男
・『御番士代々記』（『御小性組一番名前目録』）より作成した。
・ 『寛政重修諸家譜』から、寛永12年（1635）12月3日に番入した松浦信豊
や本多俊之等、大名家の親族と判別出来た番入者については省いた。
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只
今
御
人
多
之
時
候
得
共
、
両
御
番
惣
領
之
内
、
行
跡
宜
敷
、
其
上
諸
芸

精
出
し
心
懸
候
者
、
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
と
の
御
事
ニ

候
　
　
　
　
　

書
上
之
案
文　
　
　
　

父
之
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
歳

　
　
　
　

一
、
取
廻
能
相
見
候

　
　
　
　

一
、 

行
跡
等
不
宜
沙
汰
無
御
座
候
、
勝
而
孝
心
候
歟
、
又
者
勝
而

実
体
ニ
も
候
ハ
ヽ
、
其
品
書
出
可
申
候

　
　
　
　

一
、 

武
芸
常
々
心
懸
相
勤
申
精
出
し
別
而
心
懸
候
ハ
ヽ
、
何
之

芸
、
誰
弟
子
ニ
而
能
仕
候
と
の
義
可
書
出
候
、
弓
馬
見
分

有
之
分
ハ
其
品
書
出
可
申
候

　
　
　
　

一
、
学
問
心
懸
申
候
由
、
精
出
候
者
右
同
断）
19
（

こ
れ
ら
の
書
付
に
よ
り
、
惣
領
番
入
制
度
に
於
け
る
選
考
基
準
が
分
か
る
。

当
主
が
役
職
に
就
い
て
い
る
旗
本
家
の
惣
領
の
中
か
ら
、日
頃
の
行
状
・
人
柄
、

武
芸
出
精
、
学
問
出
精
の
者
を
番
入
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
役
職
に
就

い
て
い
る
当
主
の
子
弟
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
無
条
件
で
番
入
が
叶
う
「
惣
御
番
入
」

制
度
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
学
問
出
精
を
理
由
と
し
て
番
入
す
る
惣
領
は
皆
無
で
あ
り）
20
（

、
そ
れ

は
寛
政
年
間
の
「
学
問
吟
味
」、「
部
屋
住
学
問
試
」
の
創
設
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
い）
21
（

。
加
え
て
、
そ
も
そ
も
A
、
B
の
書
付
に
於
い
て
学
問
に
言
及
し
て
い

る
の
は
「
書
上
之
案
文
」
内
の
み
で
あ
っ
て
、
本
文
に
於
い
て
は
「
行
跡
宜

敷
、
諸
芸
嗜
候
者
」、「
行
跡
宜
敷
、
其
上
諸
芸
精
出
し
心
懸
候
者
」
と
い
う
文

章
に
な
っ
て
い
る
（
諸
芸
と
は
武
芸
を
意
味
す
る
）。
日
頃
の
行
状
や
人
柄
な
ど

は
優
劣
を
つ
け
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
こ
の
理
由
で
番
入
し
た
惣
領
も
見
当
た

ら
な
い
）。
恐
ら
く
は
悪
質
な
人
間
性
で
な
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
程
の

意
味
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
武
芸
へ
の
取
り
組
み
方
が
実
質
的
に
は
唯
一

の
番
入
基
準
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
選
抜
に
武
芸
吟
味
が
課
さ
れ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。
武
芸
精
出
に
対
す
る
制
度
的
な
恩
恵
が
幕
制
に
於
い
て
初

め
て
作
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。

ま
た
、
B
に
は
「
弓
馬
見
分
」
と
あ
る
が
、
同
日
の
『
柳
営
日
次
記
』
に
は

「
一
、松
平
能
登
守
大
久
保
佐
渡
守
宅
に
を
ひ
て
御
吟
味
、弓
馬
并
鑓
釼
術
見
分
、

両
御
番
頭
之
宅
ニ
而
見
分
有
之）
22
（

」
と
あ
り
、
武
芸
吟
味
の
対
象
と
な
っ
た
の
は

弓
術
・
馬
術
・
槍
術
・
剣
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

第
三
節
で
取
り
上
げ
る
。

こ
こ
で
、
ふ
た
つ
の
疑
問
点
を
解
決
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、「
惣

御
番
入
」
の
停
止
原
因
と
な
っ
た
人
員
過
多
（
人
件
費
の
増
大
）
と
い
う
問
題

は
解
決
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
と
、
そ
も
そ
も
選
考
条
件
（
素
行
、
武
芸
、

学
問
）
を
課
す
番
入
制
度
を
吉
宗
が
創
設
す
る
に
当
た
り
、
周
囲
か
ら
の
助
言

は
無
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

第
一
の
疑
問
点
で
あ
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
解
決
は
し
て
い
な
い
。
吉
宗
の

将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
紀
州
藩
士
二
百
名
程
度
が
幕
臣
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
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も
あ
り）
23
（

、
状
況
的
に
は
更
に
悪
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
享
保
九
年

に
あ
っ
て
は
、
上
米
の
制
や
年
貢
増
収
の
施
策
な
ど
に
よ
り
収
入
の
増
加
が
実

現
し
て
い
る
状
況
で
あ
り）
24
（

、
そ
う
し
た
背
景
の
下
で
同
制
度
は
始
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
人
員
過
多
、
人
件
費
の
増
大
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
一
方
で
保
た
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
書
付
A
に
あ
っ
て
は
「
六
・
七
人
茂
可

被
召
出
候
」、
書
付
B
に
あ
っ
て
は
「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
」

と
い
う
規
模
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幕
府
の
姿
勢
は
、
四
月
一
五
日
、

A
、
B
の
書
付
と
同
時
に
出
さ
れ
た
、
新
番
頭
・
小
十
人
頭
・
納
戸
頭
・
腰
物

奉
行
に
対
す
る
書
付
に
於
い
て
更
に
顕
著
で
あ
る
。

唯
今
御
人
多
之
時
節
候
得
共
、
御
番
衆
惣
領
之
内
、
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
精

出
し
心
懸
候
者
ハ
一
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
共
可
被
召
出
と
の
御
事
ニ
而
、

今
度
御
書
院
番
・
御
小
姓
組
之
御
番
衆
惣
領
ハ
被
召
出
候
筈
ニ
付
、
一
度

難
大
勢
被
召
出
ニ
付
、
両
御
番
以
下
之
惣
領
者
今
度
無
其
義
ニ
候
、
追
而
可

被
召
出
候
間
、
此
旨
申
聞
候
、
夫
ニ
付
其
節
吟
味
仕
候
、
為
心
得
書
付
渡

置
旨
、
近
江
守
殿
被
申
渡
之
書
付
案
文
如
前）
25
（

人
員
過
多
で
は
あ
る
が
番
士
の
惣
領
の
中
か
ら
素
行
が
良
く
武
芸
に
励
む
者

を
番
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
両
番
番
士
の
惣
領
を
一
組
よ
り
一
名
ず
つ
召
し

出
す
が
、
一
度
に
大
勢
を
召
し
抱
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
今
回
は
両
番
以

外
の
番
士
の
惣
領
は
対
象
と
し
な
い
（
両
番
の
格
式
が
高
い
た
め
に
優
先
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
追
々
番
入
さ
せ
る
の
で
、
そ
の
際
に
は
武
芸
吟
味
を

せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
武
芸
精
出
に
よ
る
番
入
、
と
い
う
希
望
を
惣
領

に
持
た
せ
、
来
た
る
べ
き
武
芸
吟
味
に
備
え
て
武
芸
に
励
む
よ
う
促
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
書
付
の
出
さ
れ
た
翌
年
に
実
現
す
る
こ

と
と
な
る
（
第
四
節
参
照
）。

第
二
の
疑
問
点
。
即
ち
同
制
度
を
創
出
す
る
に
あ
た
り
、
周
囲
か
ら
の
助
言

は
無
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
室
鳩
巣
（
一
六
五
八
〜
一
七
三
四
）

の『
献
可
録
』に
そ
の
答
え
が
あ
る
。
儒
者
室
鳩
巣
は
吉
宗
の
侍
講
と
し
て
数
々

の
提
言
を
為
し
た
人
物
で
あ
る）
26
（

。『
献
可
録
』
は
鳩
巣
が
幕
府
か
ら
の
諮
問
に

対
し
て
書
き
上
げ
た
意
見
書
で
あ
る）
27
（

。
同
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
歴
代
選
挙

抄
」
は
「
歴
代
選
挙
の
事
御
尋
に
付
、
周
漢
よ
り
宋
朝
迄
有
増
相
考
、
其
内
簡

要
の
儀
を
は
抽
出
い
た
し
、
且
又
段
々
解
釈
を
加
へ
指
上）
28
（

」
た
も
の
で
あ
る
。

「
歴
代
選
挙
抄
」
に
於
い
て
鳩
巣
は
郷
挙
里
選
や
九
品
官
人
法
、
科
挙
と
い
っ

た
中
国
に
於
け
る
官
吏
任
用
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
諸
組
の
嫡
子
の

選
抜
に
つ
い
て
は

一
、 

行
状　

行
状
に
ふ
け
ら
ず
、
不
行
儀
成
事
な
く
、
其
外
士
の
大
筋
に

違
は
ぬ
程
之
事
有
之

一
、 

弓
馬　

弓
は
的
を
射
候
ほ
ど
の
事
に
て
、
馬
は
せ
め
馬
い
た
し
候
ほ

ど
の
事

一
、
学
問　

四
書
の
素
読
慥
に
覚
え
申
ほ
ど
の
事

と
い
う
三
条
を
用
い
て
選
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（「
向
後
御
番
入
等
被

仰
付
候
節
は
、
此
格
に
あ
ひ
申
者
を
可
被
召
出
候）
29
（

」）。
こ
の
三
ヶ
条
は
書
付
B
の

「
書
上
之
案
文
」
に
あ
る
三
ヶ
条
に
極
め
て
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
の



惣領番入制度、その成立と意義

57

運
用
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
如
く
弓
馬
剣
槍
の
吟
味
が
重
視
さ
れ
て
い
る

が
、
鳩
巣
の
提
言
が
惣
領
番
入
制
度
創
出
に
当
た
っ
て
相
応
の
影
響
を
及
ぼ
し

た
点
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
惣
領
番
入
制
度
が
、
武
芸
吟
味
と
い
う
選
抜
方
法
を
有
す
る
も
の
と

し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
後
、
吉
宗
治
世
下
に
あ
っ

て
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）、
十
五
年
、
十
六
年
、
二
十
年
、
元
文
四
年
（
一

七
三
九
）、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
惣
領
番
入
が
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
検
討
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
行
う
と
し
て
、
次
節
で
は
実
際
の
番
入
過
程
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
、
武
芸
吟
味
は
ど
の
様
に
実
施
さ
れ
た
の
か
、
享
保
十
六
年

の
新
番
小
笠
原
石
見
守
組
の
事
例
か
ら
検
討
す
る
。

第
三
節　

番
入
の
過
程

第
二
節
で
惣
領
番
入
制
度
の
発
足
を
取
り
扱
っ
た
。
武
芸
吟
味
と
い
う
新
た

な
選
抜
方
法
を
有
し
た
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
惣
領
を
選
抜
す
る
現
場
に

あ
っ
て
、
武
芸
吟
味
は
ど
の
様
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
が
旗
本
森
山
家
の
事
例
で
あ
る
。『
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
に
よ
れ
ば
同
家
の
祖
先
は
武
田
家
に
仕
え
、
そ
の
後
徳
川
家
に
仕
え
て
い

る）
30
（

。
駿
河
大
納
言
の
改
易
に
際
し
て
退
身
後
、
再
び
召
さ
れ
、
家
禄
三
百
石
を

与
え
ら
れ
て
い
る
（
元
禄
年
間
に
廩
米
百
俵
加
増
）。
後
年
当
主
に
な
る
孝
盛
は

『
賤
の
を
だ
巻
』、『
蜑
の
焼
藻
』
等
の
著
作
で
知
ら
れ
る
。
同
家
の
記
録
で
あ

る
『
自
家
年
譜）
31
（

』
に
は
、
孝
盛
の
先
々
代
森
山
盛
芳
が
享
保
十
六
年
に
大
番
に

惣
領
番
入
す
る
過
程
が
書
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
時
系
列
で
盛
芳
が
番
入
に
至

る
ま
で
を
見
て
い
こ
う
。

新
番
小
笠
原
石
見
守
組
番
士
森
山
盛
寿
の
惣
領
で
あ
る
盛
芳
（
源
五
郎
）
の

武
芸
吟
味
は
、
享
保
十
六
年
三
月
二
十
九
日
の
新
番
頭
に
よ
る
「
大
的
見
分
」

か
ら
始
ま
る
。
大
的
と
は
五
尺
二
寸
の
的
を
約
五
十
間
の
距
離
を
隔
て
徒
歩
で

弓
を
射
る
競
技
（
射
礼
）
で
あ
る
が
、
吉
宗
も
将
軍
在
位
中
、
盛
ん
に
実
施
し

て
い
る
。

一
、
同 

年
三
月
廿
九
日
、
於
田
安
広
芝
、
新
御
番
頭
大
的
見
分
在
之
、
源

五
郎
罷
出
候
事

新
御
番
頭
大
岡
忠
四
郎
殿
・
倉
橋
内
匠
殿
・
小
笠
原
石
見
守

殿
・
朽
木
五
郎
左
衛
門
殿
、四
組
之
衆
中
都
合
廿
五
人
之
内
、

御
番
入
願
之
子
共
罷
出
候）
32
（

記
述
に
よ
れ
ば
、
当
日
の
「
大
的
見
分
」
は
「
御
番
入
願
之
子
共
」
の
み
で

は
な
く
、
新
番
四
組
（
大
岡
忠
四
郎
組
、
倉
橋
内
匠
組
、
小
笠
原
石
見
守
組
、
朽

木
五
郎
左
衛
門
組
）の
番
士
も
対
象
と
さ
れ
た
ら
し
い
。
総
勢
二
十
五
名
の
内
、

何
人
が
「
御
番
入
願
之
子
共
」
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
盛
芳
も
参
加

し
て
い
る
。

一
、
同
年
五
月
八
日
、
小
笠
原
石
見
守
殿
於
宅
、
御
番
入
願
之
悴
共
、
弓
・
芸

術
見
分
有
之
、
八
ツ
時
揃
ニ
而
源
五
郎
罷
出
、
弓
・
鑓
・
剣
術
相
勤
候
、
但

此
節
石
見
守
殿
宅
江
御
同
役
倉
橋
内
匠
殿
・
此
節
石
見
守
殿
宅
江
御
同
役
倉
橋
内
匠
殿
・
但
小
笠
原
平
兵
衛
殿
・
高
力

平
八
郎
殿
・
組
頭
小
笠
原
久
左
衛
門
殿
被
参
見
分
有
之
、
相
番
之
伜
四
人
、
久
保
久
米
之
助
・
須
田
鉄
之
助
・
横
地
縫
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殿
助
・
森
山
源

五
郎
罷
出
候
事
）
33
（

「
大
的
見
分
」
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
を
経
た
五
月
八
日
、「
御
番
入
願
之
悴
共
」

の
武
芸
吟
味
が
頭
宅
（
小
笠
原
石
見
守
宅
）
で
実
施
さ
れ
る
。
盛
芳
も
石
見
守

宅
に
赴
き
、
弓
術
・
槍
術
・
剣
術
の
吟
味
を
受
け
た
。
こ
の
際
、
同
じ
く
新
番

番
士
の
惣
領
久
保
正
肥
（
久
米
之
助
、
小
笠
原
平
兵
衛
組）

34
（

）、
須
田
祗
脩
（
鉄

之
助
、
小
笠
原
石
見
守
組）
35
（

）、
横
地
正
矩
（
縫
殿
助
、
小
笠
原
平
兵
衛
組）
36
（

）
も

吟
味
を
受
け
て
い
る
。
新
番
頭
倉
橋
内
匠
や
高
力
平
八
郎
も
同
席
し
て
い
る

が
、
両
名
の
組
の
惣
領
は
吟
味
に
参
加
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。

一
、
同 

年
五
月
十
二
日
、
於
浜
御
殿
馬
場
、
乗
馬
見
分
有
之
、
八
ツ
時
揃

ニ
而
源
五
郎
罷
出
候
、
新
御
番
頭
小
笠
原
平
兵
衛
殿
・
大
岡
忠
四

郎
殿
・
小
笠
原
石
見
守
殿
・
西
丸
神
尾
内
記
殿
・
朽
木
五
郎
左
衛

門
殿
出
座
、
御
番
衆
同
伜
共
乗
馬
見
分
有
之
、
相
番
伜
共
之
内
、

右
之
四
人
出
ル）
37
（

石
見
守
宅
に
於
け
る
弓
術
・
槍
術
・
剣
術
吟
味
の
四
日
後
、
浜
御
殿
の
馬
場

に
於
い
て
、
馬
術
の
見
分
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
際
は
三
月
二
十
九
日
の
「
大

的
見
分
」と
同
じ
く
、番
士
の
馬
術
吟
味
も
並
行
し
て
実
施
さ
れ
た
様
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
、
弓
術
・
馬
術
・
槍
術
・
剣
術
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
芸
吟
味
を
経
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
武
芸
吟
味
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
結
果
待
ち
と

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
同 

年
十
一
月
廿
五
日
、
源
五
郎
被
為　

召
、
大
御
番
江
御
番
入
被　

仰
付
、
御
切
米
弐
百
俵
被
下
置
候
旨
、
於
菊
之
間
酒
井
讃
岐
守
殿

被
仰
渡
之
、
此
節
佐
右
衛
門
相
番
久
保
新
右
衛
門
息
久
米
之
助
、

一
同
御
番
入
、
其
外
新
御
番
・
御
納
戸
・
御
腰
物
方
・
大
御
番
・

小
十
人
組
御
番
衆
伜
共
、
布
衣
以
下
御
役
人
之
嫡
子
御
番
入
被　

仰
付
候）
38
（

武
芸
吟
味
を
終
え
て
か
ら
半
年
後
の
十
一
月
二
十
五
日
、
盛
芳
は
大
番
に
番

入
を
果
た
し
た
。
こ
の
際
、
久
保
正
肥
も
大
番
に
番
入
す
る
。
須
田
祗
脩
、
横

地
正
矩
は
選
に
洩
れ
た
訳
で
あ
る
。武
芸
吟
味
が
形
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
く
、

実
を
伴
う
試
験
で
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
正
肥
の
番
入
理
由
は
武

芸
吟
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
以
降
、
長
年
勤
務
し
て
い
る
当
主
の
惣
領
を
番
入

さ
せ
る
と
い
う
新
た
な
選
考
基
準
が
惣
領
番
入
制
度
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
（
第
四
節
参
照
）、
正
肥
が
武
芸
吟
味
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
当

主
の
勤
務
年
数
で
番
入
す
る
惣
領
で
あ
っ
て
も
、
武
芸
吟
味
は
課
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
武
芸
吟
味
が
惣
領
番
入
制
度
の
土
台
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

第
四
節　

番
入
制
度
の
展
開

享
保
九
年
の
惣
領
番
入

第
二
節
で
取
り
上
げ
た
書
付
の
出
さ
れ
た
三
ヶ
月
後
の
享
保
九
年
七
月
二
十

六
日
、
最
初
の
惣
領
番
入
が
実
施
さ
れ
る
。
総
勢
二
十
九
名
、
諸
大
夫
役
・
布
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衣
役
の
惣
領
十
一
名
と
書
院
番
番
士
の
惣
領
九
名
、
小
性
組
番
士
の
惣
領
十
名

が
番
入
し
た
。
第
二
節
で
引
用
し
た
書
付
A
に
は
「
大
目
付
已
下
布
衣
之
御
役

人
之
惣
領
、
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
嗜
候
者
、
六
・
七
人
茂
可
被
召
出
候
」
と
あ
る

の
で
、
諸
大
夫
役
・
布
衣
役
の
番
入
惣
領
十
名
と
い
う
の
は
若
干
多
い
が
、
書

付
B
の
様
に
明
確
な
人
数
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
誤
差
の
範
囲
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
性
組
か
ら
は
全
十
組
よ
り
一
名
ず
つ
書
院
番
に
番
入
し
て

い
る
の
で
書
付
B
の
「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
」
と
の
記
述
に

合
致
す
る
が
、
書
院
番
の
場
合
、
全
十
組
中
、
酒
井
日
向
守
組
を
除
い
て
そ
れ

ぞ
れ
一
名
ず
つ
が
小
性
組
に
番
入
し
て
い
る
。
酒
井
日
向
守
組
は
当
時
駿
府
在

番
と
し
て
江
戸
よ
り
離
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
七
月
二
六
日
の
番
入

に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
十
二
月
十
二
日
、
同
組
栗
原
利

規
の
惣
領
利
秋
が
小
性
組
に
番
入
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
小
性
組
か
ら
の
番
入

と
同
じ
く
十
名
、
最
終
的
に
は
総
勢
三
十
一
名
が
番
入
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
事
柄
、
即
ち
惣
領
そ
れ
ぞ
れ
の
番
入
先
、
番
入
の
理
由
、
当
主
の
役

職
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。『
柳
営
日
次
記
』の
当
日
（
七
月
二
十
六
日
）

の
記
事
に
は
「
右
被
召
出
、
両
御
番
江
被
仰
付
、
新
規
三
百
俵
宛
被
下
之
旨
、

老
中
列
座
、
対
馬
守
申
渡
之）
39
（

」
と
あ
る
の
み
で
、
番
入
し
た
惣
領
が
如
何
な
る

名
目
で
番
入
し
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
で
論
じ
た
通

り
、
そ
の
三
ヶ
月
前
に
武
芸
吟
味
の
実
施
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

し
、『
仕
官
格
義
弁
』
に
も
「
右
之
衆
ハ
武
芸
御
吟
味
御
番
入
初
発
ニ
テ
候）
40
（

」

と
あ
る
。
三
十
名
全
員
が
武
芸
吟
味
を
経
た
上
で
の
番
入
と
考
え
て
差
し
支
え

な
か
ろ
う
。
ま
た
、
番
士
の
惣
領
が
各
組
よ
り
一
名
ず
つ
番
入
し
た
と
い
う
点

か
ら
、
武
芸
吟
味
を
受
け
た
惣
領
全
体
か
ら
（
落
選
し
た
惣
領
も
含
む
、
第
三
節

参
照
）
成
績
の
良
か
っ
た
上
位
二
十
名
が
選
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
各
組
の

成
績
優
良
者
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も

可
被
召
出
」
と
は
、「
一
組
よ
り
一
人
ず
つ
（
武
芸
吟
味
の
成
績
優
良
者
を
）
召

し
出
す
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
は
こ
う
し

表2　享保9年（1724）の惣領番入【総勢31名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（16） 武芸吟味（16）

勘定奉行 1

新番頭 1

目付 2

先手鉄炮頭 1

二丸留守居 1

書院番番士 10

書院番（15） 武芸吟味（15）

町奉行 1

新番頭 1

目付 1

二丸留守居 1

勘定吟味役 1

小性組番士 10

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
十
年
の
惣
領
番
入

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
引
き
続
き
、
同
十
年
十
月
二
十
五
日
に
も
惣
領

番
入
が
実
施
さ
れ
、
総
勢
四
十
六
名
が
番
入
し
た
。
そ
の
内
訳
は
表
3
の
通
り

で
あ
る
。
享
保
九
年
の
書
付
で
予
告
さ
れ
た
通
り
、
九
年
の
番
入
対
象
か
ら
外

さ
れ
た
役
職
の
惣
領
が
多
く
番
入
し
て
い
る
。

享
保
九
年
と
の
違
い
は
、
番
入
先
に
大
番
や
小
十
人
組
が
加
わ
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
主
の
役
職
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
主
が
大
番
番
士

や
新
番
番
士
な
ど
の
役
職
に
就
い
て
い
る
惣
領
は
両
番
よ
り
も
格
の
低
い
大
番

や
小
十
人
組
に
番
入
し
て
い
る
（
同
じ
く
御
目
見
格
で
は
あ
っ
て
も
大
番
組
頭
や

新
番
組
頭
、
膳
奉
行
の
惣
領
は
両
番
に
番
入
し
て
い
る
）。
ま
た
、
享
保
九
年
に
於

い
て
小
性
組
・
書
院
番
、
そ
れ
ぞ
れ
各
組
よ
り
一
名
ず
つ
番
入
す
る
と
い
う
枠

組
は
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
大
番
、
新
番
、
小
十
人
組
か
ら
一
名
ず
つ
番
入
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
享
保
九
年
、
十
年
の
惣
領
番
入
で
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

な
お
、
九
年
同
様
、
十
年
の
場
合
も
、「
柳
営
日
次
記
」
に
は
番
入
の
理
由

が
書
か
れ
て
い
な
い
。『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
は
「
父
の
庇
蔭
に
よ
て
入
番

す
る
も
の
四
十
七
人）

41
（

」（
同
日
番
入
の
小
普
請
一
名
を
加
え
四
十
七
名
）
と
あ
り
、

四
十
六
人
全
員
が
後
述
す
る
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
っ
た
と

書
い
て
あ
る
が
、そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
他
な
ら
ぬ
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
「
諸

番
士
の
子
。
身
の
行
ひ
正
し
く
。
才
芸
に
努
力
す
る
も
の
は
。
一
隊
よ
り
一
人

づ
ゝ
。
撰
び
聞
え
あ
ぐ
べ
し
と
仰
出
さ
る
」（
同
年
六
月
二
十
日
の
条）
42
（

）
と
の
記

述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
前
段
で
述
べ
た
通
り
、
享
保
九
、
十
年
で
ひ

と
つ
の
惣
領
番
入
と
す
れ
ば
、
当
然
十
年
に
於
い
て
も
武
芸
吟
味
は
実
施
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、『
仕
官
格
義
弁
』
に
も
「
武
芸
之
義
、
御
役
人
之

子
ハ
若
年
寄
衆
宅
、
御
番
衆
ノ
子
ハ
頭
ノ
宅
ニ
テ
御
吟
味
之
上
御
番
入
被　

仰

表3　享保10年（1725）の惣領番入【総勢46名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数
小性組（3） 武芸吟味（3） 大番組頭 3

書院番（2） 武芸吟味（2）
新番組頭 1
膳奉行 1

大番（27） 武芸吟味（27）

月光院広敷番頭 1
富士見宝蔵番頭 1
新番番士 5
西丸新番番士 3
馬預 1
腰物方 1
納戸番 2
西丸納戸 1
大番番士 12

小十人組（14） 武芸吟味（14）
小十人組頭 3
吹上奉行 1
小十人組番士組 10

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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付）
43
（

」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
憲
教
類
典
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
六
月
二
十
日
、
大

番
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
書
付
が
出
さ
れ
て
い
る
。

去
年
相
達
候
御
番
衆
惣
領
行
跡
并
諸
芸
書
上
之
儀
、
一
組
ゟ 
壱
人
ツ
ヽ
被

致
吟
味
、
書
付
可
被
出
候
、
組
頭
惣
領
と
も
ハ
若
年
寄
吟
味
有
之
候
、
近

日
若
年
寄
宅
江
可
被
差
越
候
、
日
限
之
儀
ハ
御
目
付
よ
り
可
相
達
候）
44
（

こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
父
親
の
勤
務
年
数
の
み
で
惣
領
番
入
が

実
施
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
四
十
六
名
は
武
芸
吟
味
の
結
果
に
よ
り
番
入

し
た
の
で
あ
る
。

享
保
十
二
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
二
年
五
月
二
十
一
日
の
惣
領
番
入
で
は
、
新
た
な
選
出
の
基
準
が
加

わ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
、
そ
し
て
大

奥
か
ら
の
推
挙
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
皆
大
奥
に
仕
え

る
広
敷
用
人
の
惣
領
で
あ
る
。
ま
た
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
は
小
納
戸
岡
山

之
於
惣
領
の
之
英
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
十
八
名
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
で

あ
る
。
諸
大
夫
役
・
布
衣
役
の
惣
領
で
あ
る
か
ら
か
、
番
入
先
は
全
て
両
番
に

な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
当
主
の
勤
務
年
数
と
い
う
選
抜
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
柳
営
日

次
記
』
に
は
「
親
共
久
々
布
衣
以
上
之
御
役
相
勤
候
ニ
付
此
度
忰
共
被
召
出）
45
（

」

と
あ
る
。「
久
々
」
と
は
何
年
に
当
た
る
の
か
。『
仕
官
格
義
弁
』
に
は
「
布
衣

御
役
十
ヶ
年
已
上）
46
（

」
と
あ
る
が
、
検
証
し
て
み
よ
う
。
表
5
は
、
享
保
十
二
年

に
番
入
し
た
惣
領
の
内
、
武
芸
吟
味
で
番
入
し
た
岡
山
之
英
と
広
敷
用
人
の
惣

領
を
除
い
た
五
十
一
名
の
一
覧
で
あ
る
。
右
の
列
は
当
主
が
布
衣
役
に
就
任
し

た
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
足
掛
け
十
年
以
上
の
布
衣
役
勤
務
者
の
惣

領
が
番
入
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
大
奥
か
ら
の
推
挙
で
番
入
し
た
惣
領
を
ま
と
め
た
の
が
表
6
で
あ

る
。『
柳
営
日
次
記
』
に
は
「
御
女
中
方
願
ニ
付
被
召
出）
47
（

」
と
あ
り
、『
仕
官
格

義
弁
』
に
は
「
御
女
中
様
御
願
ニ
付
父
勤
年
数
ニ
不
限
御
番
入
被　

仰
付）
48
（

」
と

あ
る
。
遠
山
安
英
の
父
安
遠
、
嶋
田
政
温
の
父
隆
政
は
布
衣
役
を
わ
ず
か
な
年

月
し
か
勤
め
て
い
な
い
。
一
種
の
縁
故
採
用
と
で
も
言
う
べ
き
惣
領
番
入
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
理
由
で
番
入
し
た
と
思
わ
れ
る
惣
領
は
、
同
年
以
外
に
は
享
保

二
十
年
に
数
名
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
恒
久
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
様
に
、
同
年
に
よ
る
惣
領
番
入
に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
以
外
の
惣
領
番

入
が
主
で
あ
る
が
、
更
に
大
き
な
違
い
と
し
て
、
番
士
の
惣
領
が
い
な
い
と
い

う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
享
保
九
年
・
十
年
に
は
当
主
（
父
）
が
五
番

方
の
番
士
で
あ
る
惣
領
が
大
半
を
占
め
る
の
に
対
し
、
十
二
年
の
場
合
そ
れ
が

皆
無
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
と
は
主
に
番
士
の
惣
領
に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
通

り
、
番
入
理
由
が
武
芸
吟
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
武
芸
吟
味

自
体
は
実
施
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
（
無
論
、
第
三
節
の
事
例
か
ら
四
年
前

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
些
か
の
留
保
は
必
要
で
あ
る
が
）、
一
種
の
恩
典
と
し
て
の
惣
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領
番
入
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
八
月
十
九
日
に
番
入
し
た
総
勢
七
十
二
名
の
内

訳
は
、
表
7
の
通
り
で
あ
る
。
享
保
九
年
の
事
例
と
同
じ
く
、
諸
大
夫
役
・
布

衣
役
の
惣
領
と
両
番
（
西
丸
書
院
番
を
含
む
）
番
士
の
惣
領
が
、
武
芸
吟
味
或

い
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
っ
て
両
番
に
番
入
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
両

番
番
士
の
惣
領
の
内
訳
で
あ
る
。
表
8
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
内
、
当
主

が
両
番
番
士
の
惣
領
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
が
、
各
組
よ
り
一
名
が
当
主
の
勤
務
年
数
、
二
名
が
武
芸
吟
味
に
よ
り
番
入

し
て
い
る
。
人
数
の
配
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
二
つ

の
選
抜
方
法
の
併
用
は
享
保
十
六
年
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
惣
領
番
入

表4　享保12年（1727）年の惣領番入【総勢58名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（33）

武芸出精（1） 小納戸 1

当主の勤務年数（25）

鑓奉行 1
京都町奉行 1
仙洞附 2
奈良奉行 1
駿府町奉行 1
小普請組支配 1
佐渡奉行 1
先手弓頭 1
持筒頭 1
西丸先手弓頭 1
西丸先手鉄炮頭 3
目付 2
小納戸 2
西丸小納戸 2
宗尹附近習 1
鉄炮方 1
納戸頭 1
腰物奉行 1
勘定吟味役 1

｢御女中方願ニ付｣（7）

月光院用人 1
瑞春院用人 2
養仙院用人 1
竹姫用人 2
天英院用人 1

書院番（25） 当主の勤務年数（25）

大目付 1
鑓奉行 2
普請奉行 1
小普請奉行 1
西丸留守居 1
佐渡奉行 1
新番頭 1
西丸新番頭 1
先手弓頭 1
西丸新番頭 1
先手弓頭 2
西丸先手鉄炮頭 4
留守居番 1
目付 1
西丸裏門番頭 1
小十人頭 2
船手 1
二丸留守居 1
納戸頭 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表5　享保12年に番入した惣領一覧①

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
松平正命 書院番 松平正常 大目付 元禄14（1701）12/15　小性組組頭
建部広喜 書院番 建部広明 鑓奉行 宝永1（1704）―/―　西丸小性
土屋縄直 書院番 土屋茂直 鑓奉行 元禄10（1697）7/18　徒頭
朽木尹綱 小性組 朽木貞盛 鑓奉行 宝永4（1707）1/11　徒頭
鈴木英政 書院番 鈴木直武 普請奉行 宝永2（1705）1/11　目付
加藤明義 書院番 加藤明教 小普請奉行 元禄16（1703）11/15　徒頭
小幡直好 小性組 小幡直昌 京都町奉行 元禄10（1697）2/23　小納戸
本多栄文 小性組 本多直上 仙洞附 宝永5（1708）7/1　徒頭
細井安定 小性組 細井定明 奈良奉行 宝永1（1704）12/22　小納戸
大久保忠真 小性組 大久保忠義 仙洞附 宝永5（1708）7/25　使番
小幡直好 小性組 小幡直昌 駿府町奉行 元禄10（1697）2/23　小納戸
松平乗重 書院番 松平直由 西丸留守居 元禄5（1692）6/27　書院番組頭
松平政尹 書院番 松平政穀 佐渡奉行 元禄11（1698）8/21　小納戸
曽我善祐 小性組 曽我長祐 小普請組支配 正徳2（1712）6/25　使番
窪田安永 小性組 窪田忠任 佐渡奉行 宝永5（1708）5/1　西丸小納戸
榊原忠久 書院番 榊原忠知 新番頭 元禄13（1700）10/15　使番
杉浦貞隣 書院番 杉浦貞宜 西丸新番頭 元禄16（1703）1/15　小十人頭
建部広長 書院番 建部広次 先手弓頭 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
平岩親照 書院番 平岩親賢 西丸新番頭 享保2（1717）1/28　使番
朝倉孝知 書院番 朝倉景孝 先手弓頭 元禄6（1693）2/11　小納戸
堀田通矩 書院番 堀田通右 先手弓頭 元禄10（1697）9/15　小十人頭
日根野弘恒 小性組 日根野弘長 先手弓頭 宝永4（1707）8/28　徒頭
松田勝説 小性組 松田勝広 持筒頭 元禄3（1690）8/27　使番
伏屋為勝 小性組 伏屋為貞 西丸先手弓頭 元禄7（1694）9/18　小納戸
筒井義武 小性組 筒井義勝 西丸先手鉄炮頭 元禄10（1697）1/28　徒頭
梶正胤 書院番 梶正容 西丸先手鉄炮頭 宝永4（1707）1/11　使番
戸田直清 書院番 戸田直供 西丸先手鉄炮頭 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
牧野為成 書院番 牧野貴成 西丸先手鉄炮頭 元禄5（1692）6/27　徒頭
細井勝為 小性組 細井勝郷 西丸先手鉄炮頭 宝永6（1709）8/15　使番
金田正次 小性組 金田正在 西丸先手鉄炮頭 宝永7（1710）閏8/11　徒頭
赤井公寛 書院番 赤井盤公 西丸先手鉄炮頭 宝永4（1707）1/11　使番
末高政常 書院番 末高政峯 留守居番 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
松平乗芳 書院番 松平乗有 目付 正徳3（1713）1/28　桐間番組頭
大嶋義勝 小性組 大嶋義浮 目付 元禄15（1702）2/28　小十人頭
筧正逸 小性組 筧正尹 目付 正徳1（1711）6/7　使番
中嶋正勝 小性組 中嶋尚正 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
中條惟常 小性組 中條惟栄 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
市川清就 小性組 市川清煕 西丸小納戸 享保1（1716）9/9　二丸小納戸
嶋崎忠要 小性組 嶋崎忠政 西丸小納戸 享保1（1716）9/9　二丸小納戸
桜井忠甫 小性組 桜井忠英 宗尹附近習 享保3（1718）6/4　浄円院用人
田付直政 小性組 田付直久 鉄炮方 宝永4（1707）1/11　鉄炮方
松平康平 書院番 松平康郷 西丸裏門番頭 正徳4（1714）6/28　西丸裏門番頭
瀬名義珍 書院番 瀬名貞隅 小十人頭 宝永4（1707）8/12　西丸桐間番組頭
斎藤忠旧 書院番 斎藤忠矩 小十人頭 正徳3（1713）閏5/11　納戸頭
石川某 書院番 石川乗繁 船手 正徳2（1712）10/3　船手
建部秀行 書院番 建部賢弘 二丸留守居 宝永6（1709）7/23　西丸小納戸
武嶋茂広 小性組 武嶋茂孫 納戸頭 正徳2（1712）12/9　納戸頭
渡辺充 書院番 渡辺盛 納戸頭 正徳4（1714）2/15　納戸頭
松平乗道 小性組 松平乗明 腰物奉行 宝永1（1704）2/14　小納戸
杉岡能成 小性組 杉岡能連 勘定吟味役 正徳2（1712）7/1　勘定吟味役

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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で
も
見
受
け
ら
れ
る
。
即
ち
後
の
惣
領
番
入
の
モ
デ
ル
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
武
芸
吟

味
同
様
、
組
ご
と
の
選
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
松
平
下
野
守
組

か
ら
は
山
本
邑
貞
が
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
が
（
表

8
の
9
）、
こ
れ
を
三
浦
玄
蕃
頭
組
（
表
8
の
4
〜
6
）
と
比
較
し
た
場
合
、
武

表6　享保12年に番入した惣領一覧②

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日

坂部明之 小性組 坂部種之 月光院用人 正徳2（1712）5/15　広敷番頭

鈴木勝盈 小性組 鈴木安通 瑞春院用人 宝永5（1708）9/1　腰物奉行

本多某 小性組 本多正方
瑞春院用人
※月光院用人

享保1（1716）9/13　※月光院用人

美濃部貞庸 小性組 美濃部貞休 養仙院用人 元禄13（1700）1/11　小納戸

遠山安英 小性組 遠山安遠 竹姫用人 享保11（1726）7/1　竹姫用人

嶋田政温 小性組 嶋田隆政
竹姫用人
※養仙院用人

享保10（1725）9/11　※養仙院用人

酒井友常 小性組 酒井友完 天英院用人 宝永1（1704）―/―　西丸小納戸

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表7　享保15年（1730）の惣領番入【総勢72名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（39）
武芸吟味（27）

書院番組頭 1
徒頭 1
船手 1
書院番番士 16
西丸書院番番士 8

当主の勤務年数（12）
書院番番士 8
西丸書院番番士 4

書院番（25）
武芸吟味（20）

作事奉行 1
先手鉄炮頭 1
小性組組頭 1
西丸徒頭 1
西丸小十人頭 1
二丸留守居 1
小性組番士 14

当主の勤務年数（5） 小性組番士 5

西丸書院番（8）
武芸吟味（5）

勘定奉行 1
浦賀奉行 1
納戸頭 1
小性組番士 2

当主の勤務年数（3） 小性組番士 3

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表8　番士の惣領一覧

No. 惣領氏名 惣領の番入先 番入の理由 当主氏名 当主の所属する組 当主の番入年月日
1 深津正尚 書院番 武芸吟味 深津正房 小性組（滝川播磨守組） 宝永6（1709）4/6
2 諏訪正倫 西丸書院番 〃 諏訪正晴 〃 宝永6（1709）4/6
3 小倉正房 書院番 当主の勤務年数 小倉正矩 〃 元禄4（1691）12/2
4 服部保教 西丸書院番 武芸吟味 服部保昌 小性組（三浦玄蕃頭組） 元禄7（1694）10/28
5 近藤正利 書院番 〃 近藤正英 〃 正徳3（1713）5/18
6 三浦正経 〃 当主の勤務年数 三浦正良 〃 元禄6（1693）12/9
7 金田正弥 書院番 武芸吟味 金田正朝 小性組（松平下野守組） 宝永6（1709）2/21
8 竹田政行 〃 〃 竹田政就 〃 正徳3（1713）5/18
9 山本邑貞 〃 当主の勤務年数 山本邑旨 〃 元禄12（1699）11/25
10 嶋田直良 書院番 武芸吟味 嶋田直寛 小性組（阿部志摩守組） 宝永3（1706）7/21
11 諏訪頼純 〃 〃 諏訪頼定 〃 宝永1（1704）6/11
12 服部信隆 西丸書院番 当主の勤務年数 服部信解 〃 天和3（1683）閏5/21
13 中山時庸 書院番 武芸吟味 中山時富 小性組（水野河内守組） 享保7（1722）2/11
14 深津正峯 〃 〃 深津正照 〃 宝永5（1708）12/21
15 彦坂晴允 西丸書院番 当主の勤務年数 彦坂元晴 〃 天和3（1683）9/25
16 児玉直等 書院番 武芸吟味 児玉直正 小性組（青山丹後守組） 正徳3（1713）5/18
17 佐々正重 〃 〃 佐々成応 〃 宝永4（1707）11/18
18 加藤忠道 西丸書院番 当主の勤務年数 加藤忠政 〃 元禄8（1695）6/1
19 横山知盈 書院番 武芸吟味 横山元直 小性組（松平阿波守組） 宝永6（1709）4/6
20 深津政孟 〃 〃 深津正次 〃 正徳3（1713）5/18
21 山高信蔵 〃 当主の勤務年数 山高信礼 〃 元禄15（1702）12/21
22 堀長寛 書院番 武芸吟味 堀長恭 小性組（渋谷隠岐守組） 元禄15（1702）12/21
23 須田盛与 〃 〃 須田盛澄 〃 元禄11（1698）8/18
24 朝比奈勝乗 〃 当主の勤務年数 朝比奈勝盛 〃 天和3（1683）9/25
25 小長谷政芳 小性組 武芸吟味 小長谷友長 書院番（朽木信濃守組） 正徳2（1712）3/26
26 内藤種丈 〃 〃 内藤種元 〃 享保4（1719）10/18
27 天野雄好 〃 当主の勤務年数 天野雄良 〃 宝永6（1709）4/6
28 戸田政珍 小性組 武芸吟味 戸田政奉 書院番（大久保豊前守組）宝永6（1709）4/6
29 大河内忠恒 〃 〃 大河内忠政 〃 正徳3（1713）3/11
30 内藤政植 〃 当主の勤務年数 内藤信政 〃 天和1（1681）2/26
31 美濃部茂英 小性組 武芸吟味 美濃部茂孝 書院番（秋元隼人正組） 宝永2（1705）3/29
32 長谷川正直 〃 〃 長谷川正冬 〃 享保2（1717）3/18
33 福嶋正武 〃 当主の勤務年数 福嶋定正 〃 元禄13（1700）3/26
34 下曽根信一 小性組 武芸吟味 下曽根信如 書院番（水谷出羽守組） 宝永1（1704）6/11
35 川口長達 〃 〃 川口長英 〃 宝永1（1704）6/11
36 佐野某 〃 当主の勤務年数 佐野綱満 〃 元禄9（1696）7/5
37 鈴木政成 小性組 武芸吟味 鈴木祐政 書院番（久貝忠左衛門組）享保3（1718）3/16
38 酒依義武 〃 〃 酒依昌満 〃 享保4（1719）3/27
39 嶋津久荏 〃 当主の勤務年数 嶋津久周 〃 天和3（1683）9/25
40 田付景林 小性組 武芸吟味 田付景厖 書院番（金田周防守組） 享保4（1719）10/18
41 春田直庸 〃 〃 春田直賢 〃 正徳3（1713）5/18
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芸
吟
味
で
番
入
し
た
服
部
保
教
の
父
保
昌
の
方
が
勤
務
年
数
は
長
い
。
山
本
邑

旨
が
松
平
下
野
守
組
の
番
士
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
邑
貞
が
当
主
の
勤
務
年
数
で

番
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
勤
務
が
何
年
で
あ
る
か
ら

惣
領
が
番
入
出
来
る
と
い
う
話
で
は
な
い
し
、
書
院
番
朽
木
信
濃
守
組
（
表
8

の
25
〜
27
）
や
書
院
番
金
田
周
防
守
組
（
表
8
の
40
〜
42
）
の
様
な
事
例
は
あ
る

が
、
概
し
て
三
十
年
か
ら
四
十
年
の
勤
務
年
数
が
あ
れ
ば
惣
領
番
入
に
結
び
つ

く
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
含
め
、
同
年
の
惣
領
番
入

に
つ
い
て
は
第
二
章
で
再
度
分
析
す
る
。

享
保
十
六
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
の
惣
領
番
入
の
結
果
は
表
9
の
通
り
、
九
十

六
名
の
惣
領
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
当
主
の
役
職
や
惣
領
の
番
入
先
な
ど
か

ら
、
九
年
と
十
年
の
惣
領
番
入
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
同
年

の
惣
領
番
入
は
十
五
年
と
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
事
は
二
つ
の
選
抜
方
法
が
併
用
さ
れ
、
十
五
年
の
事
例
で
見
ら
れ
た
人

数
配
分
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
表
10
は
大
番
各
組
か

ら
の
惣
領
番
入
の
人
数
配
分
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
各
組
に
武
芸
吟
味
に

よ
る
惣
領
番
入
が
二
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
が
一
名
で
あ
る

が
、
板
倉
下
野
守
組
か
ら
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
は
見
当
た
ら

な
い
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
条
件
に
合
う
惣
領
が
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
新
番
や
小
十
人
組
の
場
合
も
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入

42 天野成政 〃 当主の勤務年数 天野興政 〃 宝永1（1704）6/11
43 山本雅攄 小性組 武芸吟味 山本正延 書院番（高木伊勢守組） 宝永5（1708）3/25
44 松浦信秀 〃 〃 松浦信福 〃 享保3（1718）3/16
45 松崎忠富 〃 当主の勤務年数 松崎忠延 〃 元禄5（1692）3/18
46 松平親精 小性組 武芸吟味 松平堯親 書院番（戸田土佐守組） 享保1（1716）3/12
47 三田伴成 〃 〃 三田正寛 〃 宝永5（1708）3/25
48 津田信英 〃 当主の勤務年数 津田信成 〃 宝永1（1704）5/25
49 永田忠方 小性組 武芸吟味 永田嘉矩 西丸書院番（戸田若狭守組）正徳3（1713）5/18
50 松平近繁 〃 〃 松平近則 〃 享保6（1721）4/2
51 松下綱平 〃 当主の勤務年数 松下貫長 〃 宝永6（1709）2/21
52 松平康当 小性組 武芸吟味 松平康致 西丸書院番（藤堂肥後守組）元禄11（1698）2/5
53 坂部勝興 〃 〃 坂部勝元 〃 正徳3（1713）5/18
54 塚原昌博 〃 当主の勤務年数 塚原昌親 〃 元禄7（1694）11/21
55 徳永昌尚 小性組 武芸吟味 徳永昌英 西丸書院番（酒井豊前守組）元禄6（1693）12/9
56 西尾教安 〃 〃 西尾貞教 〃 宝永6（1709）2/21
57 御手洗正良 〃 当主の勤務年数 御手洗正矩 〃 天和3（1683）9/25
58 六郷政豊 小性組 武芸吟味 六郷政明 西丸書院番（酒井伯耆守組） 元禄8（1695）9/27
59 佐野仲行 〃 〃 佐野察行 〃 享保9（1724）10/9
60 松前報広 〃 当主の勤務年数 松前広屯 〃 元禄6（1693）12/9

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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が
無
い
組
は
あ
っ
て
も
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
は
必
ず
あ
っ
た
。
併
用
と
は

い
っ
て
も
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
選
抜
方
法
が
本
筋
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

享
保
二
十
年
の
惣
領
番
入

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
九
月
十
九
日
の
惣
領
番
入
（
総
勢
五
十
一
名
）
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、『
柳
営
日
次
記
』
に
は
「
両
御
番
江
御
番
入
被　

仰
付
候）
49
（

」

と
あ
る
の
み
で
、
惣
領
番
入
の
理
由
が
書
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
手
が
か
り

は
あ
る
と
考
え
る
。

表9　享保16年（1731）の惣領番入【総勢96名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（7） 武芸吟味（7）

西丸新番組頭 1

大番組頭 5

中奥番 1

書院番（6） 武芸吟味（6）

新番組頭 1

大番組頭 4

西丸膳奉行 1

西丸書院番（1） 武芸吟味（1） 大番組頭 1

大番（65）

武芸吟味（46）

蓮浄院用人 1

裏門切手番頭 2

二丸広敷番頭 1

広敷番頭 1

西丸小納戸 1

富士見宝蔵番頭 1

小十人組頭 1

西丸小十人組頭 1

金奉行 1

新番番士 5

西丸新番番士 4

納戸番 2

大番番士 24

当主の勤務年数（19）

西丸裏門切手番頭 1

天英院広敷番頭 1

台所奉行 1

新番番士 2

西丸新番番士 1

納戸番 1

大番番士 11

西丸小十人組頭 1

小十人組（17）

武芸吟味（10名）
小十人組番士組 6

西丸小十人組番士 4

当主の勤務年数（7名）
小十人組番士組 4

西丸小十人組番士 3
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表10　各組からの番入

組名 番入の理由 人数

酒井日向守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

山名因幡守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

阿部出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

酒井紀伊守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

杉浦出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

曽我周防守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

板倉下野守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 0

市橋壱岐守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

小堀備中守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

戸田右近将監組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

森川下総守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

板倉伊予守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』から作成した

表11　享保20年（1735）の惣領番入【総勢51名】

番入先
（人数）

番入の理由
（人数）

内訳
当主の役職 人数

小性組（24） 不明（24）

勘定奉行 2
作事奉行 1
小普請奉行 2
長崎奉行 1
大坂町奉行 1
禁裏附 1
山田奉行 1
日光奉行 1
先手弓頭 1
先手鉄炮頭 5
西丸裏門番頭 1
徒頭 2
西丸小十人頭 1
留守居番 1
小納戸 1
船手 1
小性 1

書院番（14） 不明（14）

西丸鑓奉行 1
駿府町奉行 1
月光院用人 1
宗武附用人 1
先手弓頭 2
先手鉄炮頭 3
西丸小納戸 1
養仙院用人 1
利根姫用人 1
二丸留守居 1
小性 1

西丸書院番（13） 不明（13）

勘定奉行 1
普請奉行 1
京都町奉行 1
禁裏附 1
天英院用人 1
宗武附用人 1
先手弓頭 2
先手鉄炮頭 2
小納戸 1
西丸小納戸 1
西丸目付 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した



惣領番入制度、その成立と意義

69

表12　享保20年（1735）に番入した惣領一覧①

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
松波正峯 西丸書院番 松波正春 勘定奉行 享保3（1718）閏10/19　徒頭
神谷久武 小性組 神谷久敬 勘定奉行 享保8（1723）5/4　勘定吟味役
石野範至 小性組 石野範種 勘定奉行 享保5（1720）1/11　使番
天野正興 書院番 天野昌孚 西丸鑓奉行 宝永2（1705）1/15　使番
木下信恭 小性組 木下信名 作事奉行 正徳2（1712）6/25　使番
水野忠上 西丸書院番 水野忠伸 普請奉行 享保8（1723）6/6　使番
山岡景之 小性組 山岡景久 小普請奉行 享保4（1719）1/11　小十人頭
石河某 小性組 石河政朝 小普請奉行 享保9（1724）2/15　徒頭
窪田忠一 小性組 窪田忠任 長崎奉行 享保5（1720）5/1　西丸小納戸
向井政強 西丸書院番 向井政暉 京都町奉行 享保4（1719）12/11　徒頭
松平忠刻 小性組 松平勘敬 大坂町奉行 正徳4（1714）3/1　大坂船手
松平忠英 小性組 松平忠一 禁裏附 正徳1（1711）6/7　使番
桑山元如 西丸書院番 桑山元武 禁裏附 宝永6（1709）12/27　小納戸
堀直与 小性組 堀直知 山田奉行 享保11（1726）7/25　小性組組頭
蜂屋貞聴 小性組 蜂屋貞廷 日光奉行 享保11（1726）7/1　徒頭
嶋正備 書院番 嶋政祥 駿府町奉行 享保2（1717）1/28　使番
有田基敦 西丸書院番 有田基建 宗武附用人 享保10（1725）7/11　宗武附近習
坪井長敦 書院番 坪井長記 宗武附用人 享保10（1725）7/11　宗武附近習
小笠原持賢 小性組 小笠原持広 先手弓頭 享保11（1726）2/3　徒頭
渡辺久敦 書院番 渡辺久盼 先手弓頭 享保10（1725）6/28　小十人頭
押田勝輝 西丸書院番 押田栄勝 先手弓頭 享保5（1720）3/21　小十人頭
石尾氏記 西丸書院番 石尾氏茂 先手弓頭 享保9（1724）10/9　書院番組頭
鳥居忠余 西丸書院番 鳥居成豊 先手鉄炮頭 宝永4（1707）8/12　使番
佐々木正敏 小性組 佐々木正庸 先手鉄炮頭 正徳2（1712）6/25　徒頭
高田政峯 書院番 高田政孝 先手鉄炮頭 正徳4（1714）1/11　徒頭
吉田盛美 西丸書院番 吉田盛封 先手鉄炮頭 正徳4（1714）3/15　徒頭
小川正倖 書院番 小川保関 先手鉄炮頭 享保7（1722）1/11　使番
市岡正峯 小性組 市岡正次 先手鉄炮頭 享保6（1721）1/11　小性組組頭
曽我祐弘 小性組 曽我助賢 先手鉄炮頭 享保3（1718）5/2　小十人頭
朝岡興戸 小性組 朝岡方喬 先手鉄炮頭 正徳5（1720）1/11　徒頭
戸田忠汎 小性組 戸田忠就 先手鉄炮頭 享保9（1724）12/15　書院番組頭
松平親元 書院番 松平親春 先手弓頭 正徳3（1713）2/29　桐間番組頭
池田政胤 書院番 池田政相 先手鉄炮頭 享保10（1725）6/28　小十人頭
小栗供忠 小性組 小栗忠親 西丸裏門番頭 享保10（1725）3/2　西丸裏門番頭
藤懸永房 小性組 藤懸永直 徒頭 享保9（1724）12/15　徒頭
川勝氏方 小性組 川勝氏令 徒頭 享保9（1724）8/5　徒頭
蜂屋貞恒 小性組 蜂屋可寛 西丸小十人頭 享保11（1726）1/28　西丸小十人頭
岩田俊式 西丸書院番 岩田定勝 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
小笠原義章 西丸書院番 小笠原義峯 西丸小納戸 享保9（1724）12/11　二丸小納戸
玉虫茂雅 小性組 玉虫茂喜 留守居番 享保4（1719）7/7　京都代官
高山利雄 西丸書院番 高山記通 西丸目付 享保6（1721）5/20　徒頭
稲垣正喜 小性組 稲垣正武 小納戸 享保10（1725）12/1　小納戸
富松広儔 書院番 富松基春 西丸小納戸 享保1（1716）9/2　二丸小納戸
新見正仲 小性組 新見正員 船手 享保11（1726）11/28　船手
飯塚忠餘 書院番 飯塚昭之 二丸留守居 享保1（1716）9/9　小納戸
磯野政武 書院番 磯野政昉 小性 享保1（1716）6/25　小性
喜多村政峯 小性組 喜多村正矩 小性 享保1（1716）6/25　小性
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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ま
ず
、
内
訳
を
ま
と
め
た
表
11
を
見
て
み
よ
う
。
当
主
の
役
職
は
全
て
諸
大

夫
役
・
布
衣
役
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
広
敷
用
人
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
五
番
方
の

番
士
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
表
12
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
内
か
ら
広
敷
用

人
の
惣
領
を
除
い
た
一
覧
で
あ
る
が
、
お
し
な
べ
て
足
掛
け
十
年
以
上
の
布
衣

役
勤
務
が
あ
る
。
表
13
は
広
敷
用
人
の
惣
領
の
一
覧
で
あ
る
が
、
養
仙
院
用
人

武
川
国
隆
は
布
衣
役
勤
務
が
十
年
未
満
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
の
惣
領
番

入
で
み
ら
れ
る
傾
向
は
十
二
年
の
傾
向
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
二
十
年

の
惣
領
番
入
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
も
の
と
大
奥
か
ら
の
推
挙
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

元
文
四
年
の
惣
領
番
入

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
六
月
二
十
九
日
の
惣
領
番
入
は
表
14
の
通
り
で
あ

る
。
享
保
二
十
年
と
同
じ
く
『
柳
営
日
次
記
』
に
番
入
の
理
由
が
書
か
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
が
あ
っ
た
享
保
九
年
、
十
五
年
の

惣
領
番
入
と
同
様
に
両
番
番
士
の
惣
領
が
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
芸
吟
味

は
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
績
に
よ
り
番
入
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

表
15
は
同
年
番
入
し
た
惣
領
四
十
四
名
の
一
覧
で
あ
る
。
小
性
組
六
組
、
西

丸
小
性
組
四
組
、
書
院
番
八
組
、
西
丸
書
院
番
四
組
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
二
名
ず

つ
番
入
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
一
名
が
足
掛
け
三
十
年
を
越
え
て
勤
務
し
、
も

う
一
人
が
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
程
度
の
勤
務
年
数
に
留
ま
っ
て
い
る
組
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
享
保
十
五
年
の
事
例
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
当
主
の
勤
務

表13　享保20年（1735）に番入した惣領一覧②

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
桜井信周 西丸書院番 桜井正充 天英院用人 正徳2（1712）6/16　小納戸
安藤信形 書院番 安藤信秀 月光院用人 享保9（1724）8/5　月光院用人
武川恒充 書院番 武川国隆 養仙院用人 享保17（1732）1/15　養仙院用人
太田正房 書院番 太田正員 利根姫用人 享保10（1725）1/28　西丸納戸頭

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表14　元文4年（1739）の惣領番入【総勢44名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（20） 不明（20）
書院番番士 14
西丸書院番番士 6

西丸小性組（4） 不明（4）
書院番番士 2
西丸書院番番士 2

書院番（12） 不明（12）
小性組番士 6
西丸小性組番士 6

西丸書院番（8） 不明（8）
小性組番士 6
西丸小性組番士 2

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表15　元文4年（1739）に番入した惣領一覧

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主の所属する組 当主の番入年月日
河野通賢 西丸書院番 河野通春 小性組（青山備後守組） 宝永2（1705）10/13
本多久時 書院番 本多久命 〃 宝永1（1704）6/11
千村某 書院番 千村政時 小性組（皆川山城守組） 享保3（1718）3/16
野々山兼有 西丸書院番 野々山元長 〃 宝永2（1705）10/13
片岡信允 西丸書院番 片岡和隆 小性組（神尾大和守組） 正徳3（1713）5/18
松田某 〃 松田某 〃 宝永1（1704）6/11
織田信允 書院番 織田長喬 小性組（松平豊前守組） 宝永1（1704）6/11
大河原信良 〃 大河原光良 〃 宝永6（1709）4/6
竹川明清 西丸書院番 竹川明苓 小性組（松平采女正組） 享保9（1724）10/9
鳥居信久 書院番 鳥居信安 〃 宝永2（1705）10/13
内藤正秀 書院番 内藤正統 小性組（佐野中兵衛尉組） 宝永6（1709）4/6
遠山兼忠 西丸書院番 遠山貫慶 〃 宝永6（1709）4/6
小花和成広 書院番 小花和成興 西丸小性組（丹羽五左衛門組） 正徳3（1713）5/18
松野親喜 西丸書院番 松野親移 〃 享保9（1724）10/9
水野忠祗 西丸書院番 水野忠福 西丸小性組（柴田但馬守組） 享保9（1724）10/9
朝比奈泰輝 書院番 朝比奈泰尚 〃 宝永4（1707）11/18
曽根長頭 書院番 曽根定信 西丸小性組（中根大隅守組） 享保3（1718）3/16
松平康敬 〃 松平康門 〃 元禄6（1693）12/9
瀧川一因 書院番 瀧川一？ 西丸小性組（松平備後守組） 宝永6（1709）4/6
小堀政明 〃 小堀政良 〃 享保3（1718）3/16
土岐頼門 小性組 土岐頼在 書院番（青山丹後守組） 享保3（1718）3/16
遠山景次 西丸小性組 遠山景信 〃 宝永6（1709）4/6
本多正尹 小性組 本多正孟 書院番（高力摂津守組） 正徳3（1713）3/11
土岐頼克 〃 土岐頼堅 〃 元禄14（1701）4/23
阿部正輔 小性組 阿部正敏 書院番（酒井越中守組） 享保2（1717）3/18
三枝国中 〃 三枝守景 〃 元禄11（1698）3/19
窪田正忠 小性組 窪田正勝 書院番（米津周防守組） 正徳3（1713）5/18
山本正守 〃 山本正仲 〃 宝永6（1709）4/6
大井昌克 小性組 大井昌全 書院番（戸田備後守組） 正徳3（1713）5/18
戸川安長 〃 戸川安通 〃 宝永1（1704）6/11
永井尚照 小性組 永井尚広 書院番（嶋津山城守組） 享保7（1722）3/28
神保長照 〃 神保長休 〃 宝永6（1709）4/6
松平正淳 小性組 松平正命 書院番（船越駿河守組） 享保12（1727）5/21
布施正久 西丸小性組 布施正隆 〃 宝永6（1709）4/6
上田貞朋 小性組 上田敬貞 書院番（大久保対馬守組） 享保1（1716）3/12
菅沼定矩 〃 菅沼定泰 〃 宝永6（1709）4/6
大野定艮 小性組 大野定穏 西丸書院番（青木縫殿頭組） 宝永6（1709）4/6
斎藤正右 〃 斎藤正久 〃 享保4（1719）10/18
依田盛憙 西丸小性組 依田盛紀 西丸書院番（水野河内守組） 宝永6（1709）2/21
山口直救 小性組 山口直倫 〃 享保13（1728）9/13
斎藤総摸 小性組 斎藤総成 西丸書院番（酒井出雲守組） 享保7（1722）2/7
南条俊名 〃 南条俊賢 〃 宝永6（1709）4/6
神忠強 西丸小性組 神忠聴 西丸書院番（戸田遠江守組） 元禄11（1698）8/18
河野通虎 小性組 河野通壽 〃 享保9（1724）10/9
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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寛
保
二
年
の
惣
領
番
入

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
十
二
月
三
日
に
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
の
内
訳
は

表
16
の
通
り
で
あ
る
。
総
勢
九
十
七
名
の
番
入
で
あ
る
。
同
年
の
惣
領
番
入
に

つ
い
て
、『
柳
営
日
次
記
』
に
は
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
、
当
主
の
年
数
に
よ

る
惣
領
番
入
の
他
、「
芸
術
年
数
ニ
付）

50
（

」
惣
領
番
入
と
の
表
記
が
あ
る
。
表
16

の
「
番
入
の
理
由
」
欄
に
「
武
芸
／
当
主
」
と
し
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
芸
術
」
と
は
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
ろ
う
し
、「
年
数
」
と
は
当
主

の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
領
の
番
入
理
由
を

書
き
分
け
る
手
間
を
省
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
番
士
の
惣
領
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
惣

年
数
に
よ
る
番
入
も
武
芸
吟
味
と
同
じ
く
組
ご
と
の
選
出
で
あ
る
か
ら
、
断
言

は
で
き
な
い
も
の
の
一
名
が
武
芸
吟
味
、
一
名
が
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番

入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
無
論
、
二
名
と
も
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
）。

表16　寛保2年（1742）の惣領番入【総勢97名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（8） 武芸/当主（8）
新番組頭 2
大番組頭 6

書院番（7） 武芸/当主（7） 大番組頭 7
西丸書院番（1） 武芸/当主（1） 新番組頭 1

大番（63）

武芸/当主（8）
納戸組頭 2
小十人組頭 3
西丸小十人組頭 1

武芸吟味（36）

新番番士 6
西丸新番番士 2
腰物方 1
納戸番 1
西丸納戸番 1
大番番士 25

当主の勤務年数（19）

新番番士 6
西丸新番番士 2
納戸番 1
大番番士 11

小十人組（19）
武芸吟味（11）

小十人組番士組 7
西丸小十人組番士 4

当主の勤務年数（8）
小十人組番士組 6
西丸小十人組番士 2

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表17　大番からの番入

組名 番入の理由 人数

堀式部少輔組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

青山備後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

本多兵庫頭組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

有馬備後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

杉浦出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

朽木和泉守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

本庄大和守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

藤堂肥後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

酒井越中守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

菅沼織部組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

井上遠江守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

堀田出羽守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した



惣領番入制度、その成立と意義

73

領
番
入
で
両
番
番
士
の
惣
領
が
対
象
と
さ
れ
た
故
か
、
同
年
の
惣
領
番
入
に
於

い
て
は
大
番
・
新
番
・
小
十
人
組
番
士
の
惣
領
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
表
17

は
大
番
各
組
か
ら
の
惣
領
番
入
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
武
芸
吟

味
に
よ
る
番
入
が
二
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
一
名
で
あ
る
。
表

18
は
新
番
、
表
19
は
小
十
人
組
か
ら
の
惣
領
番
入
を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
が
一
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
一

名
。
小
十
人
組
に
つ
い
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
無
か
っ
た
組
が

あ
る
が
、
お
お
む
ね
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。

小
括

以
上
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
か
ら
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
至
る
、

吉
宗
治
世
下
で
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

実
質
的
に
武
芸
吟
味
に
よ
る
選
抜
の
み
で
始
ま
っ
た
惣
領
番
入
制
度
は
、
当

主
の
勤
務
年
数
と
い
う
基
準
を
加
え
、
年
々
そ
の
規
模
を
拡
大
し
、
総
勢
で
四

九
六
名
の
惣
領
が
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
「
惣
御
番

入
」
制
度
の
規
模
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
結
果
的
に
は
相
当
の
人
数
が
番
入

し
て
い
る
。

武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
と
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
明
ら
か
な
通
り
、
五
番
方
番
士

の
惣
領
が
対
象
に
加
え
ら
れ
て
い
る
事
例
の
場
合
（
享
保
九
年
、十
年
、十
五
年
、

十
六
年
、
元
文
四
年
、
寛
保
二
年
）、
内
訳
を
見
る
限
り
、
必
ず
武
芸
吟
味
は
実

表18　新番からの番入

組名 番入の理由 人数

仙石次兵衛組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

松前八兵衛組
武芸/当主 1
武芸/当主 1

高田忠右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

菅沼民部組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

菅沼主膳正組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

高山安左衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

市川十次郎組
（西丸新番）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

神保四郎右衛門組
（西丸新番）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表19　小十人組からの番入

組名 番入の理由 人数

鈴木源五右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

佐野次郎太郎組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

中嶋百助組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

酒井吉右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

堀甚五兵衛組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

榊原大膳組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

有馬兵蔵組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

諏訪勘兵衛組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

山高左大夫組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

蜂屋半之丞組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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施
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
比
し
て
武
芸

吟
味
に
よ
る
番
入
の
人
数
は
常
に
優
越
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
主
の
勤

務
年
数
が
番
入
理
由
の
中
心
と
な
っ
た
享
保
十
二
年
、
二
十
年
の
場
合
、
対
象

と
な
っ
て
い
る
の
は
布
衣
役
以
上
の
役
職
従
事
者
の
惣
領
で
あ
り
、
番
士
の
惣

領
は
見
当
た
ら
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
は
、
武
芸
吟
味
（
及
び
武
芸
吟
味
に
よ

る
番
入
）と
は
番
士
の
惣
領
が
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

番
士
の
惣
領
に
と
っ
て
、
番
入
に
武
芸
吟
味
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の

話
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
番
士
の
惣
領
に
対
す
る
選
考

に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
が
中
心
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

惣
領
番
入
制
度
の
内
実

第
一
節　

組
内
か
ら
の
選
出

前
章
に
於
い
て
、
惣
領
番
入
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

五
番
方
番
士
の
惣
領
の
番
入
に
あ
っ
て
は
一
貫
し
て
武
芸
吟
味
の
重
要
性
が
保

た
れ
た
こ
と
が
そ
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
の
分
析

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入
を
題
材

と
し
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
そ
の
精
度
を
高
め
よ
う
と
考
え
る
（
適
宜
表
8
も

参
照
さ
れ
た
い
）

勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
の
限
界

ま
ず
は
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
を
取

り
上
げ
る
。
同
年
、
こ
の
選
抜
方
法
で
番
入
し
た
惣
領
に
つ
い
て
、『
柳
営
日

次
記
』
に
は
「
親
共
久
々
御
番
相
勤
候
ニ
付）
51
（

」
と
い
う
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
で
は
具
体
性
に
欠
け
る
。
前
章
に
於
い
て
各
組
の
選
別
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、「
組
ご
と
に
最
も
勤
務
年
数
の

長
い
番
士
の
惣
領
が
選
出
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
点
を

証
明
す
る
。

表
20
は
『
御
番
士
代
々
記
』
か
ら
作
成
し
た
、
同
年
八
月
十
九
日
段
階
で
の

小
性
組
滝
川
播
磨
守
組
番
士
の
一
覧
で
あ
る
。
ま
た
、
表
21
は
同
じ
く
書
院
番

大
久
保
豊
前
守
組
の
番
士
一
覧
で
あ
る
。

二
つ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
最
も
古
株
の
（
勤
務
年
数
の
長
い
）
番
士

は
そ
れ
ぞ
れ
小
倉
正
矩
（
表
20
の
1
）、
内
藤
信
政
（
表
21
の
1
）
で
あ
り
、
両

名
の
惣
領
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
傾

向
は
他
の
組
で
も
同
様
で
あ
り
、
小
性
組
松
平
下
野
守
組
の
山
本
邑
旨）
52
（

や
阿
部

志
摩
守
組
の
服
部
信
解）
53
（

、
三
浦
玄
蕃
組
の
三
浦
正
良）
54
（

、
水
野
河
内
守
組
の
彦
坂

元
晴）
55
（

、
書
院
番
久
貝
忠
左
衛
門
組
の
嶋
津
久
周）
56
（

や
高
木
伊
勢
守
組
の
松
崎
忠

延）
57
（

、
西
丸
書
院
番
藤
堂
肥
後
守
組
の
塚
原
昌
親）

58
（

、
酒
井
豊
前
守
組
の
御
手
洗
正

矩）
59
（

、
酒
井
伯
耆
守
組
の
松
前
広
屯）
60
（

は
組
中
で
最
も
勤
務
年
数
が
長
く
、
惣
領
は

当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
組
も
あ
る
が
、
説
明
は
つ
く
。
例
え
ば
小
性
組
青

山
丹
後
守
組
で
あ
る
が
、
同
組
加
藤
忠
政
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
か
ら
の

勤
務
で
、
惣
領
の
忠
道
が
勤
務
年
数
に
よ
り
番
入
し
て
い
る）
61
（

。
こ
れ
に
対
し
て
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表20　小性組滝川播磨守組の番士一覧

No. 家禄 当主の氏名 当主の番入時期等

 1 1200石 小倉正矩　◎惣領正房が当主の勤務年数により番入
（十兵衛、忠右衛門）　※一学

元禄4（1691）12/2　部屋住より
　正徳4（1714）11/29　家督相続

 2  400俵 本多久命
（与惣左衛門） 宝永1（1704）6/11　 小普請より

 3  500石 椿井政好
（喜之助）　※数馬 宝永2（1705）10/13　小普請より

 4  500石 九鬼隆之
（左兵衛、十兵衛）　※孫四郎 宝永2（1705）10/13　小普請より

 5  300俵 河野通春
（孫四郎、権兵衛） 宝永2（1705）10/13　小普請より

 6  500石 榊原秀豊
（内匠、権右衛門）　※七左衛門 宝永4（1707）11/18　小普請より

 7 1300石 佐久間信詮
（宇右衛門）　※右衛門八

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保5（1720）5/23　 家督相続

 8  400俵 小俣敬中
（宮内、七郎左衛門）　※喜太郎

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保9（1724）12/12　家督相続

 9  400俵 諏訪正晴　◎惣領正倫が武芸吟味にて番入
（庄次郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳3（1713）2/26　 家督相続

10  600石 花房正敏
（式部、兵右衛門）　※勝之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保17（1732）12/27 家督相続

11  300石 安西元春
（喜右衛門、甚兵衛）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）/5/27 家督相続

12  300俵 朝岡國隆
（新七郎）　※鍋之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保12（1727）4/21　家督相続

13 1480石 筧為照
（半四郎）　※元次　

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳3（1713）12/27　家督相続

14  700石 深津正房　◎惣領正尚が武芸吟味にて番入
（一学、八郎右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保7（1722）7/11　 家督相続

15  300石
※200石100俵

横田栄松
（半十郎、十郎兵衛、壱岐守）　※竹次郎、小十郎

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保19（1734）12/7　家督相続

16  500石 松崎良時
（善兵衛） 正徳3（1713）9/18　小石川御殿奉行より

17  400俵 榊原清庸　※久敬
（織江、彦九郎） 享保3（1718）3/16　小普請より

18 1000石 荒川匡冨
（宮内、助九郎） 享保4（1719）10/18　小普請より

19 1000石 内藤信安
（主計）　※荒之助 享保4（1719）10/18　小普請より

20  700石 阿部正在
（三次郎） 享保4（1719）10/18　小普請より

21  600石 山木正信
（菅太郎、五郎左衛門、筑前守） 享保4（1719）10/18　小普請より

22  400石 木村安根　※安益
（新蔵） 享保4（1719）10/18　小普請より

23  300俵 冨永泰兼
（長次郎、孫大夫） 享保4（1719）10/18　小普請より

24  300俵 戸川安章
（権左衛門） 享保4（1719）10/18　小普請より



76

同
組
の
太
田
資
光
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
勤
務

し
て
お
り）
62
（

、
忠
政
の
勤
務
年
数
と
は
十
年
以
上
の
差
が
あ

る
。
し
か
し
資
光
惣
領
の
資
盛
は
元
禄
六
年
に
番
入
し
て

お
り）
63
（

（「
惣
御
番
入
」）、
惣
領
番
入
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る

の
で
あ
る
。
小
性
組
松
平
阿
波
守
組
の
場
合
も）
64
（

、
勤
務
年

数
に
よ
り
惣
領
が
番
入
し
た
山
高
信
礼
は
元
禄
十
五
年
か

ら
の
勤
務）
65
（

、
同
組
に
は
元
禄
十
年
か
ら
勤
務
し
て
い
る
加

藤
正
英）
66
（

が
い
る
が
、
正
英
惣
領
の
正
名
は
享
保
九
年
に
番

入
し
て
お
り）
67
（

（
惣
領
番
入
）、
や
は
り
惣
領
番
入
の
対
象

か
ら
は
外
れ
る
。

ま
た
、
惣
領
の
年
齢
も
関
係
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
表

22
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
年
齢
（
数
え
年
）
の
一
覧

で
あ
る
。
年
齢
が
不
明
の
事
例
も
あ
る
が
、
上
は
四
十
九

歳
（
深
津
政
孟
、
表
22
の
20
）
か
ら
下
は
十
七
歳
（
下
曽
根

信
一
、
表
22
の
34
）、
平
均
し
て
二
十
八
歳
で
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
例
え
ば
書
院
番
戸
田
土
佐
守
組

の
松
平
隆
任
惣
領
隆
堯
は
当
時
十
四
歳
で）

68
（

、
明
ら
か
に
若

す
ぎ
る
。
隆
任
は
元
禄
九
年
か
ら
の
勤
務
で
あ
り）
69
（

、
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
か
ら
の
勤
務
で
あ
る
同
組
津
田
信
成）
70
（

よ
り
も
古
株
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、信
成
惣
領
（
信
英
、

二
十
八
歳
、
表
22
の
48
）
が
勤
務
年
数
に
よ
り
番
入
し
た

25  300俵 小笠原正淳
（孫次郎）　※熊之助 享保4（1719）10/18　小普請より

26 1400石 赤井忠通　※忠道
（采女、修理、五郎作）　※宗五郎、兵大夫

享保9（1724）7/26　 部屋住より
　享保15（1730）8/5　 家督相続

27 ※550石 冨永記浮
（平助）

享保9（1724）7/26　部屋住より
延享4（1747）6/7　大御所附御膳奉行　
　宝暦4（1754）6/2　家督相続

28 3000石 岡部長威　※長臧
（大学、主水）　※岩之丞 享保9（1724）10/9　 寄合より

29  600石 長田安都
（半助、新右衛門） 享保9（1724）10/9　 寄合より

30 2000石 三好善政　※久政
（監物、主膳）　※駒之丞、帯刀 享保9（1724）10/9　 小普請より

31 1000石 佐橋佳遠
（左門、甚兵衛）　※辰之助 享保9（1724）10/9　 小普請より

32 1000石 朝比奈義忠
（百助） 享保9（1724）10/9　 小普請より

33 1000石 中根政秀
（図書）　※伝三郎 享保9（1724）10/9　 小普請より

34  600石 疋田正誰
（庄右衛門、帯刀、左門、喜右衛門）　※百助 享保9（1724）10/9　 小普請より

35  600石 小栗信道
（吉之丞）　※十郎右衛門 享保9（1724）10/9　 小普請より

36  500石 曽我助理
（権次郎）　※六之介、十左衛門、十左衛門 享保9（1724）10/9　 小普請より

37  300石 小倉正致
（源五郎） 享保9（1724）10/9　 小普請より

38  300俵 朝倉教周
（松之助、縫殿、武左衛門） 享保9（1724）10/9　 小普請より

39 1500石 筧正逸
（新之助、新兵衛）

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保17（1732）8/5　 家督相続

・『御番士代々記』（『御小性組一番名前目録』）、『寛政重修諸家譜』より作成した
・※は『寛政重修諸家譜』による修正である
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表21　書院番大久保豊前守組の番士一覧

No. 家禄 当主の氏名 当主の番入時期等

 1  300石
内藤信政　※章重　◎惣領政植が当主の勤務年数により番入
（虎之助、八左衛門、久四郎）

天和1（1681）2/26　 小普請より

 2  600石
小笠原長方
（八右衛門）　※平十郎

元禄6（1693）12/9　部屋住より
　宝永5（1708）―/―　家督相続　※宝永5/11/29

 3  300俵
小林正賀
（平助、権八郎）

元禄6（1693）12/9　 部屋住より
　享保14（1729）1/1　家督相続

 4  300俵
青山長恒
（善左衛門）　※善五郎

元禄7（1694）閏5/6　新番より

 5  600石
土岐頼賢　※頼之、頼堅
（縫殿助、藤兵衛）　※内蔵助

元禄14（1701）4/23　小普請より

 6  300俵
栗原利規
（仁右衛門）　※主馬助、長右衛門

宝永1（1704）6/11　小普請より

 7  500石
堀利照
（喜兵衛、七郎兵衛）　※七十郎、七郎五郎、太郎左衛門

宝永3（1706）4/12　部屋住より　※元禄6/12/9
　享保8（1723）9/2　家督相続

 8
580石2斗
※580石余

青木信祐
（与十郎、与兵衛、与右衛門）　※弥三郎

宝永6（1709）4/6　  部屋住より
　享保8（1723）7/23　 家督相続

 9 1000石
松平忠陣
（孫三郎）　※吉之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）10/6　家督相続　※享保20/10/6

10  600石
久津見息信
（又八、又助）　※清吉

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保9（1724）12/25　家督相続

11  600石
内藤清賢
（平十郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保2（1717）10/19　家督相続 ※享保2/10/9

12  300石
西尾教邦
（七三郎、与三右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳1（1711）12/19　家督相続

13  500石
前田定信
（新五郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保4（1719）9/8　　家督相続　※享保4/11/27

14  750石
間宮信之
（一学）　※長兵衛

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保4（1719）8/29　 家督相続　※享保4/11/2

15  600石
細井勝峯
（左兵衛、宗八郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保19（1734）10/9　家督相続

16 1300石
桜井勝興
（又左衛門、庄之助）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保2（1717）8/16　家督相続

17  300俵
藤堂良帷　※良永
（弥十郎、九郎左衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳2（1712）11/13　家督相続

18  400石
戸田政奉　◎惣領政珍が武芸吟味にて番入
（弥一右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　宝永6（1709）12/27　家督相続

19 1000石
大井政有
（午之助、庄十郎）　※牛之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保16（1731）11/9　家督相続

20  500石
中川忠恒
（吉右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）5/2　家督相続

21  450俵
内藤正儀
（助五郎、十郎左衛門）

宝永7（1710）5/26　部屋住より
　正徳5（1715）12/11 家督相続

22  800石
本多正孟
（平右衛門）　※半之丞

正徳3（1713）3/11　小普請より

23
 800俵
※800石

猪飼正昌
（半之丞、半左衛門）　※半之助

正徳3（1713）3/11　小普請より

24  750石
大河内忠政　◎惣領政珍が武芸吟味にて番入
（源次郎、丹下）

正徳3（1713）3/11　小普請より

25  500石
大河内政音
（民部、善一朗）　※式部

正徳3（1713）3/11　小普請より

26  300俵
松平乗芳
（主馬）

正徳4（1714）11/28　小普請より　※享保12（1727）5/21
寛保1（1741）7/晦　家督相続前に死去（―）

27  400俵
内藤光恒
（新次郎、新五右衛門）　※新五郎、伝十郎

享保1（1716）5/16　小納戸より
　享保2（1717）4/26　家督相続
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の
は
こ
の
辺
り
の
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
こ
と

は
書
院
番
秋
元
隼
人
正
組）
71
（

や
水
谷
出
羽
守
組）
72
（

の
事
例
に
も
当
て
は
ま

る
。以

上
の
分
析
か
ら
、「
組
ご
と
に
最
も
勤
務
年
数
の
長
い
番
士
の

惣
領
が
選
出
」さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
原
則
は
、

武
芸
吟
味
の
重
要
性
を
逆
の
角
度
か
ら
照
射
し
て
い
る
。
即
ち
、
最

も
古
株
の
番
士
と
は
常
に
一
人
し
か
あ
り
得
ず
、
そ
れ
は
惣
領
本
人

の
力
で
左
右
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番

入
の
方
が
遥
か
に
可
能
性
の
あ
る
話
で
あ
っ
て
、
努
力
次
第
で
そ
の

道
は
開
け
る
の
で
あ
る
。

禄
高
と
の
関
係

惣
領
の
選
出
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
禄
高
は
影
響
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
武
芸
吟
味
の
裏
で
、
禄
高
が
物
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
23
は
、
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
家
禄

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
禄
高
三
千
五
百
石
の
家
の
惣
領
で
あ
る

佐
野
仲
行
（
表
23
の
59
）
か
ら
三
百
俵
の
服
部
保
教
や
竹
田
政
行
（
表

23
の
4
、
8
）
ま
で
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
時
点
で
禄
高
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
組
内
で

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

表
20
か
ら
は
、
武
芸
吟
味
に
て
惣
領
が
番
入
し
た
諏
訪
正
晴
（
表

28  900石
内藤忠郷
（頼母）　※金次郎、甚五左衛門

享保4（1719）10/18　小普請より

29  600石
馬場利永
（左門、藤十郎）

享保4（1719）10/18　小普請より

30  600石
長田正武
（民部、兵左衛門）　※万五郎

享保4（1719）10/18　小普請より

31  300石
梶正峰
（与九郎）

享保4（1719）10/18　小普請より

32
1678石7斗
※1670石余

竹尾俊将
（四郎兵衛）

享保8（1723）4/3　　小普請より

33 1000石
一尾安通
（伊織）　※善三郎

享保8（1723）4/3　　小普請より

34  750石
松平忠隆　※忠陸
（伊織、帯刀、玄蕃頭、駿河守）

享保8（1723）4/3　　小普請より

35  500石
多賀常昭
（外記）　※午之助、大助

享保8（1723）4/3　　小普請より

36  300石
織田信豊
（長次郎）

享保8（1723）4/3　　小普請より

37  300俵
久松定堅
（弥一郎）　※兵吉

享保8（1723）4/3　　小普請より

38  300俵
小出栄応
（杢助）

享保8（1723）4/3　　小普請より

39
 250石
※245石5俵

大草忠直
（吉助、吉左衛門）

享保10（1725）10/25　部屋住より
　元文2（1737）5/3　　家督相続

40 1200石
榊原忠久　
（内蔵之丞、八兵衛）　※源次郎

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保14（1729）12/11 家督相続

41  600石
末高政常
（貞五郎）

享保12（1727）5/21　部屋住より
　元文3（1738）12/27　家督相続

42  500石
瀬名義珍　※貞孝
（伝右衛門）　※熊之助

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保12（1727）9/4　 家督相続

・『御番士代々記』（『御書院番二番名前目録』）、『寛政重修諸家譜』より作成した
・※は『寛政重修諸家譜』による修正である
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表22　番入時の年齢

No. 惣領氏名 年齢（数え年） No. 惣領氏名 年齢（数え年）

1 深津正尚 35 31 美濃部茂英 19

2 諏訪正倫 26 32 長谷川正直 21

3 小倉正房 28 33 福嶋正武 不明

4 服部保教 25 34 下曽根信一 17

5 近藤正利 44 35 川口長達 26

6 三浦正経 不明 36 佐野某 不明

7 金田正弥 23 37 鈴木政成 29

8 竹田政行 27 38 酒依義武 22

9 山本邑貞 34 39 嶋津久荏 36

10 嶋田直良 36 40 田付景林 22

11 諏訪頼純 28 41 春田直庸 22

12 服部信隆 26 42 天野成政 26

13 中山時庸 23 43 山本雅攄 31

14 深津正峯 20 44 松浦信秀 23

15 彦坂晴允 26 45 松崎忠富 29

16 児玉直等 24 46 松平親精 23

17 佐々正重 22 47 三田伴成 19

18 加藤忠道 26 48 津田信英 28

19 横山知盈 21 49 永田忠方 31

20 深津政孟 49 50 松平近繁 不明

21 山高信蔵 28 51 松下綱平 30

22 堀長寛 26 52 松平康当 23

23 須田盛与 33 53 坂部勝興 36

24 朝比奈勝乗 25 54 塚原昌博 32

25 小長谷政芳 20 55 徳永昌尚 29

26 内藤種丈 31 56 西尾教安 34

27 天野雄好 32 57 御手洗正良 34

28 戸田政珍 25 58 六郷政豊 25

29 大河内忠恒 23 59 佐野仲行 22

30 内藤政植 38 60 松前報広 48

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』から作成した
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20
の
9
）
の
禄
高
が
四
百
俵
で
あ
り
、
組
中
に
於
い
て
低
い
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
こ
の
点
を
際
だ
た
せ
る
為
、
表
24
を
見
て
み
よ
う
。
表
24
は
表
20
の
番

士
一
覧
よ
り
享
保
十
五
年
八
月
十
九
日
段
階
で
確
実
に
惣
領
の
い
る
番
士
の
み

を
抽
出
し）
73
（

、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
領
と
そ
の
年
齢
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。
武
芸
吟
味
を
受
け
た
惣
領
が
ど
れ
だ
け
い
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
本
多
久
命
や
椿
井
正
好
、
榊
原
秀
豊
、
松
崎
良
時
ら
の
惣
領
（
表
24

の
2
、
3
、
4
、
10
）
は
年
齢
的
に
も
武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。

諏
訪
正
晴
の
惣
領
は
、
こ
れ
ら
の
惣
領
の
中
か
ら
番
入
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ

り
、
禄
高
が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
表
21
か
ら
表
24
と
同
じ
条
件
で
番
士
を
抽
出
し
た
の
が
表
25

で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
同
じ
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
年
齢
か
ら
判
断
し
て
、

武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
小
林
正
賀
、青
山
長
恒
、内
藤
清
賢
、

細
井
勝
峯
、
藤
堂
良
帷
、
一
尾
安
通
ら
の
惣
領
で
あ
ろ
う
（
表
25
の
2
、
3
、

7
、
11
、
12
、
13
、
21
）。
こ
の
内
、
家
禄
が
戸
田
政
奉
（
四
百
石
）
よ
り
も
高

い
の
は
内
藤
（
六
百
石
）、細
井
（
六
百
石
）、桜
井
（
千
三
百
石
）、一
尾
（
千
石
）

四
名
で
あ
り
、
や
は
り
禄
高
に
関
係
無
く
政
奉
の
惣
領
が
番
入
し
た
こ
と
は
間

違
い
無
い
。

以
上
、
武
芸
吟
味
は
家
禄
の
高
下
に
関
わ
ら
ず
判
断
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

番
入
出
来
な
か
っ
た
惣
領

同
年
の
惣
領
番
入
で
落
選
し
て
し
ま
っ
た
惣
領
の
、
そ
の
後
の
役
職
遍
歴
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
。

表
26
は
、
表
24
、
表
25
よ
り
、
同
年
の
武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
の
高
い

惣
領
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
林
正
賀
や
青
山
長
聴
、
細
井
勝
美
、
桜
井

依
勝
の
場
合
（
表
26
の
5
、
6
、
8
、
9
）、
同
年
の
惣
領
番
入
か
ら
程
な
く
し

て
当
主
が
致
仕
（
引
退
）・
死
亡
し
て
、
早
い
段
階
で
家
を
継
ぎ
、
そ
の
後
数

年
で
両
番
番
士
に
な
っ
て
い
る
。
椿
井
安
長
や
榊
原
有
秀
も
、
右
の
四
人
ほ
ど

で
は
な
い
も
の
の
、
比
較
的
早
い
段
階
で
家
督
を
相
続
し
、
番
入
し
て
い
る
。

藤
堂
良
永
は
ど
う
か
（
表
26
の
10
）。
父
良
帷
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に

七
十
二
歳
で
致
仕
し
、
当
時
四
十
四
歳
の
良
永
が
家
督
を
相
続
、
翌
年
に
は
小

性
組
番
士
と
な
り
、天
明
三
年（
一
七
八
三
）に
老
齢
に
よ
り
辞
職
す
る
ま
で（
七

十
歳
）、
二
十
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
小
性
組
番
士
を
勤
め
る）
74
（

。
一
尾
安
通
は

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
三
十
八
歳
で
家
督
を
相
続
し
た
も
の
の
そ
の
翌
年

に
は
死
去
す
る）
75
（

。
早
世
し
て
し
ま
っ
た
一
尾
は
と
も
か
く
と
し
て
、
良
永
の
場

合
は
そ
れ
な
り
に
順
調
な
役
職
遍
歴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
様
に
、
惣
領
の
内
に
番
入
が
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
両
番
番
士
に

な
れ
る
家
は
元
々
家
格
は
高
い
の
で
あ
っ
て
、
家
督
相
続
さ
え
済
ま
せ
れ
ば
数

年
の
内
に
番
入
出
来
る
の
で
あ
る）
76
（

。
し
か
し
、
も
し
も
家
督
相
続
が
遅
れ
れ
ば

ど
う
な
る
の
か
。
例
え
ば
、
松
崎
良
純
（
表
26
の
4
）
で
あ
る
。
良
純
の
父
松

崎
良
時
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
ま
で
小
性
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表23　番入時の禄高

No. 惣領氏名 惣領の家の禄高 No. 惣領氏名 惣領の家の禄高

1 深津正尚 700石 31 美濃部茂英 510石余

2 諏訪正倫 400俵 32 長谷川正直 1450石余

3 小倉正房 1200石 33 福嶋正武 500石

4 服部保教 300俵 34 下曽根信一 900石

5 近藤正利 330俵余 35 川口長達 300石

6 三浦正経 800石 36 佐野某 700石

7 金田正弥 1050石余 37 鈴木政成 1000石

8 竹田政行 300俵 38 酒依義武 430石余

9 山本邑貞 300石 39 嶋津久荏 500石

10 嶋田直良 300俵 40 田付景林 300俵

11 諏訪頼純 700石 41 春田直庸 500石

12 服部信隆 1200石 42 天野成政 500石

13 中山時庸 1500石 43 山本雅攄 600石余

14 深津正峯 750石 44 松浦信秀 400石

15 彦坂晴允 600石 45 松崎忠富 500石

16 児玉直等 300俵 46 松平親精 700石

17 佐々正重 200石100俵 47 三田伴成 300俵

18 加藤忠道 600石 48 津田信英 300俵

19 横山知盈 500石 49 永田忠方 300俵

20 深津政孟 500石 50 松平近繁 300俵

21 山高信蔵 1800石 51 松下綱平 500石

22 堀長寛 500石 52 松平康当 300石

23 須田盛与 450俵 53 坂部勝興 300俵

24 朝比奈勝乗 500石 54 塚原昌博 450石

25 小長谷政芳 1000石 55 徳永昌尚 1100石

26 内藤種丈 600石 56 西尾教安 300俵

27 天野雄好 1800石 57 御手洗正良 500石

28 戸田政珍 400石 58 六郷政豊 600石

29 大河内忠恒 750石 59 佐野仲行 3500石

30 内藤政植 300石 60 松前報広 500石

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』から作成した
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表24　小性組滝川播磨守組内での競争

No. 家禄 当主の氏名 惣領（年齢）

1 1200石 小倉正矩
小倉正房（28）
当主の勤務年数により番入

2  400俵 本多久命 本多久時（28）

3  500石 椿井政好 椿井安長（25）

4  500石 榊原秀豊 榊原有秀（23）

5  400俵 小俣敬中 小俣政章（9）

6  400俵 諏訪正晴
諏訪正倫（26）
武芸吟味により番入

7 1480石 筧為照 筧為昇（5）

8  700石 深津正房
深津正尚（35）
武芸吟味により番入

9 300石※200石100俵 横田栄松 横田尚松（16）

10  500石 松崎良時 松崎良純（36）

11  400俵 榊原清庸 榊原久友（13）

12 1000石 荒川匡冨 荒川匡武（年齢不詳）

13 1000石 内藤信安 内藤信就（9）

14  600石 山木正信 山木正篤（6）

15  400石 木村安根　※安益 木村安存（6）

16  300俵 戸川安章 戸川安勝（11）

17  300俵 小笠原正淳 小笠原正方（1）

18 1400石 赤井忠通　※忠道 赤井忠晶（4）

19 3000石 岡部長威　※長臧 岡部威衍（7）

20  600石 疋田正誰 疋田正綱（17）

21  600石 小栗信道 小栗信久（2）

22  500石 曽我助理 曽我某（年齢不詳）

23  300俵 朝倉教周 朝倉勝寿（3）

24 1500石 筧正逸 筧正知（11）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表26　番入出来なかった惣領（滝川播磨守組、大久保豊前守組）

No. 惣領（享保15年時の年齢） 惣領の家督相続、番入（年齢）

1 本多久時（28） 元文4（1739）6/29　書院番（37）
　宝暦1（1751）11/4　家督相続（49）

2 椿井安長（25） 　延享1（1744）11/2　家督相続（39）
同4（1747）3/26　小性組（42）

3 榊原有秀（23） 　寛保1（1741）4/5　家督相続（34）
同2（1742）7/3　書院番（35）

4 松崎良純（36） 　寛延2（1749）12/18　家督相続（55）
同3（1750）4/3　書院番（56）

5 小林正勝（23） 　享保17（1732）11/7　家督相続（25）
元文3（1738）12/4　西丸小性組（31）

6 青山長聴（26） 　享保18（1733）12/4　家督相続（29）
同20（1735）7/12　小性組（31）

7 内藤清勝（17） 　宝暦12（1762）10/5　家督相続（49）
明和3（1766）2/16　西丸小性組（53）

8 細井勝美（21） 　享保20（1735）5/6　家督相続（26）
同年8/23　書院番（〃）

9 桜井依勝（20） 　享保16（1731）12/27　家督相続（21）
享保20（1735）4/9　小性組（25）

10 藤堂良永（17） 　宝暦7（1757）10/16　家督相続（44）
同8（1758）2/20　小性組（45）

11 一尾通春（20） 　寛延1（1748）9/3　家督相続（38）
寛延1（1748）閏10/9　西丸書院番（〃）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表25　書院番大久保豊前守組内での競争

No. 家禄 当主の氏名 惣領（年齢）
1  300石 内藤信政　※章重 内藤政植（38）

当主の勤務年数により番入
2  300俵 小林正賀 小林正勝（23）
3  300俵 青山長恒 青山長聴（26）
4 580石2斗

※580石余
青木信祐 青木信任（2）

5 1000石 松平忠陣 松平忠曉（11）
6  600石 久津見息信 久津美息満（13）
7  600石 内藤清賢 内藤清勝（17）
8  300石 西尾教邦 西尾教邦（16）
9  500石 前田定信 前田定儀（23）
10  750石 間宮信之 間宮信命（10）
11  600石 細井勝峯 細井勝美（21）
12 1300石 桜井勝興 桜井依勝（20）
13  300俵 藤堂良帷 藤堂良永（17）
14  400石 戸田政奉 戸田政珍（25）

武芸吟味にて番入
15  500石 中川忠恒 中川忠光（10）
16  800俵

※800石
猪飼正昌 猪飼正辰（年齢不詳）

17  750石 大河内忠政 大河内忠恒（23）
武芸吟味にて番入

18  300俵 松平乗芳 松平乗守（9）
19  400俵 内藤光恒 内藤光保（3）
20  600石 長田正武 長田正続（4）
21 1000石 一尾安通 一尾通春（20）
22  300俵 小出栄応 小出英雄（7）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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組
番
士
を
勤
め
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
八
十
五
歳
で
致
仕
、
良
純
が
家
督

を
相
続
す
る
。
こ
の
間
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
惣
領
番
入
以
外
に
も

享
保
九
年
・
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
両
番
番
士
の
惣
領
を
対
象
と
し
た
惣

領
番
入
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
良
純
は
い
ず
れ
も
落
選
し
て
し
ま
っ
た
様
で

あ
る
（
何
ら
か
の
事
情
で
武
芸
吟
味
を
受
け
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
）。
惣
領

番
入
出
来
ぬ
ま
ま
、
よ
う
や
く
家
督
相
続
を
し
た
時
点
で
良
純
は
既
に
五
十
五

歳
。
翌
年
に
は
書
院
番
番
士
に
な
る
も
の
の
、
そ
の
九
年
後
、
宝
暦
九
年
（
一

七
五
九
）
に
は
死
去
す
る
（
六
十
五
歳）
77
（

）。

内
藤
清
勝
（
表
26
の
7
）
も
良
純
と
同
様
の
役
職
遍
歴
で
あ
る
。
清
勝
の
父
、

清
賢
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
か
ら
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
ま
で
書
院
番

番
士
を
勤
め
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
死
去
（
七
十
八
歳
）、
清
勝
は
四

十
九
歳
で
家
督
を
相
続
す
る
。惣
領
番
入
が
叶
わ
ぬ
ま
ま
の
家
督
相
続
で
あ
る
。

家
督
相
続
か
ら
四
年
後
の
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
書
院
番
番
士
に
な
る

も
の
の
、
九
年
後
の
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
死
去
す
る
（
六
十
二
歳）
78
（

）。

松
崎
良
純
や
内
藤
清
勝
の
様
な
事
態
に
陥
る
の
を
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
避
け

た
の
が
本
多
久
時
（
表
26
の
1
）
で
あ
る
。
久
時
は
十
五
年
の
番
入
こ
そ
叶
わ

な
か
っ
た
も
の
の
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
書
院
番

に
番
入
し
て
い
る
（
三
十
七
歳
、
そ
の
後
二
十
八
年
間
勤
務
）。
家
督
を
相
続
し

た
の
は
宝
暦
元
年
、
四
十
九
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
十
二
年
の
差
が
あ
る
訳
で

あ
る）
79
（

。
以
上
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
家
督
を
相
続
す
る
の
が
遅
れ
、
高
齢

を
迎
え
る
ま
で
役
職
に
就
け
な
い
可
能
性
を
鑑
み
れ
ば
、
惣
領
の
内
に
番
入
す

る
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
の
際
に
、
武
芸
吟
味
が
重
要
な
位
置
に

あ
る
こ
と
（
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
は
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
）、
武
芸
吟
味
は
家
禄
な
ど
で
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
番
入

し
た
い
惣
領
は
武
芸
に
励
む
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
惣
領
の
ま

ま
番
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
結
論

を
出
し
た
い
。

第
二
節　

惣
領
の
ま
ま
番
入
す
る
こ
と
の
利
点

惣
領
番
入
は
惣
領
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
恩
恵
に
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
が
、
役
料
の
支
給
、
収
入
の
増
加
で
あ
ろ
う
。
惣
領
番
入
に
よ
っ
て

書
院
番
に
番
入
す
る
と
、
切
米
三
百
俵
が
支
給
さ
れ
る）

80
（

。
例
え
ば
小
性
組
三
浦

玄
蕃
頭
組
よ
り
番
入
し
た
服
部
保
教
（
表
23
の
4
）
で
あ
れ
ば
、
当
主
の
家
禄

三
百
俵
に
加
え
て
、
保
教
に
も
三
百
俵
が
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
服

部
家
の
収
入
は
倍
増
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
恩
恵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

果
た
し
て
そ
れ
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
即
ち
、
昇
進
と
の
関
係
が

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
、
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
恩

恵
を
解
き
明
か
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

表
27
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
番
入
し
た
惣
領
の
経
歴
の
一
覧
で
あ

り
、
当
主
や
先
代
当
主
の
経
歴
を
併
せ
た
も
の
で
あ
る
。
表
内
の
28
を
見
て
み

よ
う
。
惣
領
の
小
長
谷
政
房
が
布
衣
役
で
あ
る
小
性
組
組
頭
ま
で
昇
進
し
て
い
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る
の
に
対
し
、
当
主
の
友
長
・
先
代
の
政
友
は
書
院
番
番
士
で
生
涯
を
終
え
て

い
る
。『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
こ
の
家
系
で
布
衣
役
に
ま
で
昇
進
し
た
の
は
政

房
が
初
め
て
で
あ
る）
81
（

。

31
の
大
河
内
忠
恒
は
番
入
後
二
年
で
布
衣
役
で
あ
る
小
納
戸
に
な
っ
て
い

る
。
大
河
内
家
に
と
っ
て
は
先
々
代
の
忠
次
が
納
戸
頭
ま
で
昇
進
し
て
以
来
、

無
役
の
ま
ま
で
あ
っ
た
先
代
忠
勝
、
書
院
番
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
当
主
忠
政

を
経
て
、
久
し
ぶ
り
の
布
衣
役
昇
進
者
で
あ
る）
82
（

。

39
の
山
本
雅
攄
は
、
先
代
正
貞
が
小
性
組
番
士
、
当
主
正
延
が
書
院
番
番
士

の
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
番
入
後
十
二
年
で
小
性
組
組
頭
に
昇
進
し
て
い

る
。こ

れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
惣
領
番
入
と
昇
進
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
様

に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
覆
す
反
例
は
多
々
あ
る
。
た
と
え
ば
19
の
嶋
田

直
良
で
あ
る
が
、
先
代
直
勝
、
当
主
直
寛
同
様
、
当
人
も
両
番
番
士
の
ま
ま
そ

の
役
職
遍
歴
を
終
え
て
い
る
。惣
領
本
人
を
含
め
て
三
代
、番
士
の
ま
ま
で
あ
っ

た
事
例
は
二
十
例
ほ
ど
あ
る
。

ま
た
、
6
の
菅
沼
武
勝
に
至
っ
て
は
当
主
定
勝
が
小
性
組
組
頭
、
先
手
鉄
炮

頭
と
い
っ
た
番
方
の
重
要
な
役
職
に
就
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
武
勝
自
身

は
書
院
番
番
士
の
ま
ま
昇
進
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
26
の
堀
長
寛
や
27
の
須

田
盛
与
は
、
先
代
・
当
主
共
に
布
衣
役
を
勤
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
当
人
は

書
院
番
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
、
先
代
や
当
主
が
布
衣
役
に
ま
で

昇
進
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
惣
領
が
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
事
例
は
二
十
例
近
く

あ
る
。

或
い
は
8
の
石
巻
康
隆
で
あ
る
。
康
隆
は
書
院
番
番
士
を
経
て
布
衣
役
の
徒

頭
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
先
代
・
当
主
も
同
様
で
あ
る
。
10
の
牟
礼
葛

貞
も
西
丸
小
性
組
頭
や
先
手
鉄
炮
頭
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
や
は
り
先
代
・
当

主
共
に
布
衣
役
に
就
い
て
い
る
。
布
衣
役
に
昇
進
し
た
の
が
惣
領
の
み
で
は
な

い
と
い
う
事
例
は
十
数
例
あ
る
。

仮
に
惣
領
の
ま
ま
番
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
昇
進
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
様
な
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
惣
領
番
入
と
昇
進
と
の
関
係
は

別
の
角
度
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
実
は
既
に
答
え
は
出
て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
本
多
久
時
の
事
例
で
あ
る
。

前
節
に
於
い
て
、本
多
久
時
が
惣
領
番
入
し
た
の
は
元
文
四
年（
三
十
七
歳
）、

家
督
を
相
続
し
た
の
が
宝
暦
元
年
（
四
十
九
歳
）、
十
二
年
の
差
が
あ
る
と
し

た
。
も
し
も
久
時
が
惣
領
番
入
の
選
か
ら
洩
れ
続
け
た
と
し
た
ら
こ
の
十
二
年

間
は
無
職
の
ま
ま
の
部
屋
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

が
、
深
津
正
峯
（
表
27
の
21
）
や
内
藤
種
丈
（
表
27
の
29
）
な
ど
の
経
歴
か
ら

も
分
か
る
。

番
入
と
家
督
相
続
の
時
期
の
差
異
と
い
う
視
点
で
、
前
述
の
大
河
内
忠
恒
の

経
歴
を
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
（
表
27
の
31
）。
忠
恒
が
小
性
組
に
番
入
し
た

の
は
享
保
十
五
年
、
二
十
三
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
に
小
納
戸
に
昇
進

し
、
そ
の
後
小
性
、
小
納
戸
と
布
衣
役
を
勤
め
、
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、
役

職
を
辞
し
て
寄
合
に
列
し
て
い
る
。
こ
の
経
歴
は
全
て
家
督
相
続
前
な
の
で
あ
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表
27　

惣
領
、
当
主
、
先
代
当
主
の
役
職
遍
歴

N
o.

惣
領

当
主

先
代
当
主

1

松
波
正
道［
武
芸
吟
味
］

（
善
次
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
19）

同
16（
1731）8/24　

相
続
前
に
死
去（
20）

松
波
正
春

（
勘
四
郎
/三
郎
兵
衛
/甚
兵
衛
/筑
後
守
）

　
元
禄
13（
1700）7/11　

家
督
相
続（
26）

同
14（
1701）8/26　

桐
間
番（
27）

宝
永
1（
1704）7/28　

小
納
戸（
30）

同
6（
1709）2/21　

書
院
番（
35）

享
保
3（
1718）閏

10/19　
徒
頭（
44）

同
9（
1724）11/15　

目
付（
50）

同
13（
1728）11/28　

小
普
請
奉
行（
54）

同
14（
1729）12/25　

勘
定
奉
行（
55）

元
文
1（
1736）8/12　

江
戸
町
奉
行（
62）

同
年
9/1　

大
目
付（
〃
）

延
享
1（
1744）6/2　

死
去（
70）

松
波
正
次

（
種
之
助
/甚
左
衛
門
）

　
貞
享
4（
1687）12/9　

家
督
相
続（
12）

元
禄
13（
1700）2/20　

無
役
の
ま
ま
死
去（
25）

2

小
菅
武
第［
武
芸
吟
味
］

（
富
之
助
/大
学
/猪
右
衛
門
/備
前
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
延
享
2（
1745）12/27　

家
督
相
続（
37）

宝
暦
5（
1755）1/11　

使
番（
47）

同
7（
1757）12/1　

西
丸
目
付（
49）

明
和
7（
1770）閏

6/3　
奈
良
奉
行（
62）

安
永
5（
1776）12/12　

先
手
鉄
炮
頭（
68）

天
明
1（
1781）10/13　

寄
合（
73）

同
2（
1782）2/4　

死
去 （
74）

小
倉
正
親

（
次
郎
大
夫
/次
郎
八
/猪
右
衛
門
）

　
元
禄
5（
1692）12/12　

家
督
相
続（
10）

元
禄
15（
1702）5/10　

書
院
番（
20）

享
保
6（
1721）8/9　

小
性
組
組
頭（
39）

同
12（
1727）1/11　

新
番
頭（
45）

同
年
5/1　

作
事
奉
行（
〃
）

享
保
20（
1735）1/29　

寄
合（
処
罰
？
）（
53）

延
享
2（
1745）12/27　

致
仕（
63）

同
3（
1746）6/9　

死
去（
64）

小
菅
正
矩

（
又
八
郎
）

寛
文
12（
1672）5/26　

大
番（
26）

　
元
禄
1（
1688）12/10　

家
督
相
続（
42）

同
5（
1692）10/23　

死
去（
46）

3

妻
木
頼
直［
武
芸
吟
味
］

（
為
之
助
/玄
蕃
/彦
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
32）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
34）

元
文
3（
1738）2/5　

小
普
請（
処
罰
）（
40）

　
延
享
2（
1745）8/20　

家
督
相
続
、寄
合（
47）

同
年
9/2　

死
去（
〃
）

妻
木
頼
隆

（
平
四
郎
/佐
渡
守
/讃
岐
守
）

　
宝
永
4（
1707）8/21　

家
督
相
続（
39）

同
5（
1708）7/25　

使
番（
40）

享
保
9（
1724）8/9　

浦
賀
奉
行（
56）

同
18（
1733）9/24　

西
丸
留
守
居（
65）

元
文
1（
1736）9/28　

寄
合（
処
罰
？
）（
68）

延
享
2（
1745）6/27　

死
去（
77）

妻
木
頼
保

（
平
四
郎
/藤
兵
衛
/伝
兵
衛
/彦
右
衛
門
）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
20）

　
寛
文
12（
1672）12/9　

家
督
相
続（
33）

元
禄
2（
1689）5/14　

使
番（
50）

同
9（
1696）4/14　

奈
良
奉
行（
57）

宝
永
4（
1707）6/8　

死
去（
68）
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4

杉
浦
勝
成［
武
芸
吟
味
］

（
新
五
郎
）

※
享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
21）

※「
日
次
記
」に
よ
る

同
年
9/7　

相
続
前
に
死
去（
〃
）

杉
浦
勝
照

（
三
四
郎
/新
五
郎
/八
郎
五
郎
）

元
禄
4（
1691）12/2　

大
番（
24）

同
15（
1702）2/29　

大
番
組
頭（
35）

　
同
16（
1703）12/18　

家
督
相
続（
36）

享
保
6（
1721）11/28　

先
手
鉄
炮
頭（
54）

同
20（
1735）5/18　

小
普
請（
処
罰
）（
68）

寛
保
2（
1742）7/26　

致
仕（
75）

宝
暦
5（
1755）4/14　

死
去（
88）

杉
浦
吉
久

（
太
郎
左
衛
門
/八
郎
五
郎
）

　
寛
文
5（
1664）4/6　

家
督
相
続
、大
番（
44）

貞
享
3（
1686）7/12　

富
士
見
宝
蔵
番
組
頭（
66）

元
禄
14（
1701）2/22　

辞
職（
81）

元
禄
16（
1703）12/18　

致
仕（
83）

宝
永
6（
1709）10/4　

死
去（
89）

5

内
藤
次
親［
武
芸
吟
味
］

（
半
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
18（
1733）9/3　

相
続
前
に
死
去（

―）

内
藤
貞
恒

（
久
三
郎
/伝
十
郎
）

元
禄
4（
1691）12/ ―　

書
院
番（
24）

同
5（
1692）7/28　

桐
間
番（
25）

同
6（
1693）1/29　

小
普
請（
処
罰
）（
26）

同
7（
1694）閏

5/9　
書
院
番（
27）

宝
永
3（
1706）11/26　

西
丸
書
院
番（
39）

　
同
5（
1708）8/6　

家
督
相
続（
41）

同
6（
1709） ―/―　

書
院
番（
42）

正
徳
5（
1715）4/5　

辞
職（
48）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
52）

同
10（
1725）7/28　

書
院
番
組
頭（
58）

同
20（
1735）6/11　

先
手
鉄
炮
頭（
68）

延
享
1（
1744）11/16　

寄
合（
77）

宝
暦
2（
1752）7/21　

死
去（
85）

内
藤
貞
次

（
半
七
郎
/伊
兵
衛
/十
郎
兵
衛
）

承
応
3（
1654）2/23　

大
番（
24）

寛
文
1（
1661）10/12　

新
番（
31）

　
同
2（
1662）12/9　

家
督
相
続（
32）

延
宝
6（
1678）12/6　

新
番
組
頭（
48）

元
禄
12（
1699）閏

9/1　
西
丸
裏
門
番
頭（
69）

同
16（
1703）6/27　

寄
合（
73）

宝
永
5（
1708）5/8　

死
去（
78）

6

菅
沼
武
勝［
武
芸
吟
味
］

（
杢
三
郎
/次
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
元
文
1（
1736）11/4　

家
督
相
続（
28）

宝
暦
2（
1752）12/28　

辞
職（
44）

同
7（
1757）6/25　

死
去（
49）

菅
沼
定
勝

（
左
門
/次
郎
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
18）

宝
永
1（
1704）11/晦

　
桐
間
番（
29）

同
6（
1709）2/21　

小
性
組（
34）

　
正
徳
4（
1714）6/26　

家
督
相
続（
39）

享
保
11（
1726）9/11　

小
性
組
組
頭（
51）

同
20（
1735）3/12　

先
手
鉄
炮
頭 （
60）

元
文
1（
1736）8/11　

死
去（
61）

菅
沼
勝
重

（
大
膳
/左
門
/次
郎
右
衛
門
/平
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）12/11　

家
督
相
続（
5）

承
応
1（
1652）6/13　

大
番（
6）

天
和
1（
1681）1/16　

大
番
組
頭（
35）

元
禄
10（
1697）2/11　

小
普
請
奉
行（
51）

同
年
同
月
19　
二
丸
留
守
居（
〃
）

正
徳
3（
1713）9/11　

寄
合（
67）

同
4（
1714）6/26　

致
仕（
68）

享
保
2（
1717）9/19　

死
去（
71）
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7

神
保
長
勝［
武
芸
吟
味
］

（
喜
内
/民
部
/新
五
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
14）

　
元
文
1（
1736）12/29　

家
督
相
続（
20）

同
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
21）

宝
暦
5（
1755）8/28　

西
丸
小
性
組
組
頭（
39）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組
組
頭（
45）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
46）

明
和
5（
1768）12/6　

寄
合（
52）

同
7（
1770）4/22　

致
仕（
54）

安
永
5（
1776）11/28　

死
去（
60）

神
保
長
澄

（
喜
内
/主
税
/源
五
左
衛
門
）

元
禄
9（
1696）11/19　

新
番（
18）

同
10（
1697）3/10　

小
性
組（
19）

　
正
徳
5（
1715）12/26　

家
督
相
続（
37）

享
保
9（
1724）1/11　

徒
頭（
46）

元
文
1（
1736）10/23　

死
去（
58）

神
保
長
治

（
新
五
左
衛
門
）

延
宝
6（
1678）3/29　

書
院
番（
38）

元
禄
1（
1688）5/1　

桐
間
番（
48）

同
年
同
月
28　
小
納
戸（
〃
）

　
元
禄
15（
1702）年

頃
　
家
督
相
続（
62）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
永
6（
1709）2/21　

寄
合（
69）

正
徳
2（
1712）10/3　

佐
渡
奉
行（
72）

同
5（
1715）10/8　

死
去（
75）

8

石
巻
康
隆［
武
芸
吟
味
］

（
定
之
進
/権
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
24）

　
同
18（
1733）9/2　

家
督
相
続（
27）

宝
暦
3（
1753）7/21　

徒
頭（
47）

同
9（
1759）1/25　

死
去（
53）

石
巻
康
久

（
平
次
郎
/七
郎
左
衛
門
）

　
宝
永
7（
1710）7/27　

家
督
相
続（
27）

正
徳
5（
1715）3/21　

書
院
番（
32）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
41）

同
10（
1725） 6/18　

西
丸
徒
頭（
42）

同
18（
1733）6/17　

死
去（
50）

石
巻
康
宗

（
宇
兵
衛
/七
郎
左
衛
門
/下
総
守
）

寛
文
7（
1667）11/21　

書
院
番（
19）

　
延
宝
2（
1674）12/10　

家
督
相
続（
26）

時
期
不
明
　
辞
職（
小
普
請
）

天
和
1（
1681）9/12　

書
院
番（
33）

元
禄
2（
1689）6/9　

徒
頭（
41）

同
6（
1693）5/4　

廊
下
番
頭（
45）

同
7（
1694）閏

5/10　
小
普
請（
46）

宝
永
7（
1710）7/27　

致
仕（
62）

正
徳
1（
1711）6/21　

死
去（
63）

9

岡
部
某［
武
芸
吟
味
］

（
靫
負
/伊
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（

―）
寛
保
3（
1743）7/2　

相
続
前
に
死
去（

―）

岡
部
貞
高

（
伊
右
衛
門
）

―/―/―　
書
院
番（

―）
元
禄
12（
1699）10/21　

中
奥
番（

―）
　
享
保
3（
1718）8/19　

分
家（

―）
同
9（
1724）5/3　

小
十
人
頭（

―）
同
年
11/15　

二
丸
小
十
人
頭（

―）
―/―/―　

西
丸
小
十
人
頭（

―）
元
文
4（
1739）1/12　

先
手
鉄
炮
頭（

―）
宝
暦
5（
1755）2/22　

死
去（

―）

岡
部
重
矩

（
平
六
郎
/庄
左
衛
門
）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
18）

　
元
禄
5（
1692）12/5　

家
督
相
続（
51）

同
9（
1696）2/28　

使
番（
55）

同
15（
1702）9/10　

寄
合（
61）

宝
永
1（
1704）7/28　

使
番（
63）

同
3（
1706）9/7　

辞
職（
65）

享
保
3（
1718）10/19　

致
仕（
77）

同
6（
1721）1/10　

死
去（
80）
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10

牟
礼
葛
貞（
満
矩
）［
武
芸
吟
味
］

（
又
助
/清
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

　
元
文
2（
1737）11/3　

家
督
相
続（
43）

同
年
閏
11/22　

西
丸
小
性
組（
〃
）

寛
保
2（
1742）10/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
48）

宝
暦
5（
1755）8/15　

先
手
弓
頭（
61）

明
和
3（
1766）10/26　

死
去（
72）

牟
礼
勝
邦（
勝
治
）

（
万
五
郎
、郷
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
31）

　
宝
永
5（
1708）4/12　

家
督
相
続（
46）

享
保
4（
1719）11/22　

船
手
役（
57）

元
文
2（
1737）8/23　

死
去（
75）

牟
礼
勝
久

（
又
助
/郷
右
衛
門
/遠
江
守
）

　
寛
文
11（
1671）12/12　

家
督
相
続（
36）

同
12（
1672）5/26　

小
性
組（
37）

元
禄
5（
1692）3/23　

腰
物
奉
行（
57）

同
8（
1695）2/21　

廊
下
番
頭（
60）

同
9（
1696）4/11　

先
手
鉄
炮
頭（
61）

宝
永
5（
1708）閏

1/14　
寄
合（
73）

同
年
同
月
23　
死
去（
〃
）

11

国
領
忠
利［
武
芸
吟
味
］

（
浅
五
郎
、五
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
26）

元
文
1（
1736）2/9　

辞
職（
32）

　
寛
保
2（
1742）8/3　

家
督
相
続（
38）

延
享
1（
1744）11/21　

書
院
番（
40）

安
永
4（
1775）3/26　

辞
職（
71）

同
年
8/19　

死
去（
〃
）

国
領
忠
次

（
弥
次
兵
衛
）

宝
永
6（
1709）4/6　

大
番（
46）

　
正
徳
5（
1715）10/2　

家
督
相
続（
52）

享
保
1（
1716）閏

2/2　
新
番（
53）

同
5（
1720）12/25　

新
番
組
頭（
57）

同
14（
1729）1/11　

二
丸
留
守
居（
66）

寛
保
2（
1742）3/12　

寄
合（
79）

同
年
5/27　

死
去（
〃
）

国
領
重
吉

（
源
次
郎
/次
郎
左
衛
門
）

　
延
宝
6（
1678）3/29　

分
家
、小
十
人
組（

―）
元
禄
5（
1692）11/9　

新
番（

―）
正
徳
3（
1713）閏

5/18　
法
心
院
附
属（

―）
同
5（
1715）2/2　

小
普
請（

―）
同
年
7/9　

死
去（

―）

12

松
平
康
儔［
武
芸
吟
味
］

（
昌
次
郎
/次
郎
四
郎
/左
源
次
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
24）

　
元
文
1（
1736）年

頃
　
家
督
相
続（
30）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）8/2　

西
丸
膳
奉
行（
52）

同
11（
1761） ―/―　

小
普
請（

―）
明
和
2（
1765）12/27　

小
普
請
組
頭（
59）

安
永
6（
1777）11/29　

辞
職（
71）

同
年
12/9　

死
去（
〃
）

松
平
康
春

（
昌
次
郎
/図
書
/求
馬
/左
源
次
）

　
―/―/―　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）/12/12　

西
丸
焼
火
間
番
士（
31）

同
6（
1709）10/26　

桐
間
番（
36）

正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
40）

享
保
1（
1716）10/15　

膳
奉
行（
43）

同
4（
1719）9/15　

納
戸
頭（
46）

同
18（
1733）12/12　

広
敷
用
人（
60）

元
文
1（
1736）7/2　

死
去（
63）

松
平
康
済（
初
康
経
）

（
権
十
郎
/伝
次
郎
/三
郎
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
24）

宝
永
1（
1704） ―/―　

小
普
請（
73）

同
5（
1708）6/1　

死
去（
77）
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13

深
津
正
尚［
武
芸
吟
味
］

（
頼
母
/八
大
夫
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
35）

　
寛
保
3（
1743）7/18　

家
督
相
続（
48）

明
和
3（
1766）5/6　

辞
職（
71）

安
永
3（
1774）11/19　

死
去（
79）

深
津
正
房

（
一
学
/八
郎
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
33）

　
享
保
7（
1722）7/11　

家
督
相
続（
46）

元
文
5（
1740）4/19　

西
丸
納
戸
頭（
64）

寛
保
2（
1742）3/28　

二
丸
留
守
居（
66）

同
3（
1743）3/14　

寄
合（
67）

同
年
7/18　

致
仕（
〃
）

宝
暦
3（
1753）7/9　

死
去（
77）

深
津
正
国

（
大
膳
/弥
一
郎
/八
郎
右
衛
門
）

　
万
治
3（
1660）12/23　

家
督
相
続（
10）

寛
文
6（
1666）12/3　

小
性
組（
16）

元
禄
3（
1690）7/13　

桐
間
番（
40）

同
年
10/4　

小
普
請（
処
罰
）（
〃
）

同
5（
1692）3/18　

書
院
番（
42）

同
6（
1693）11/21　

辞
職（
43）

同
8（
1695）11/27　

書
院
番（
45）

同
16（
1703）9/18　

辞
職（
53）

宝
永
6（
1709）3/23　

書
院
番（
59）

正
徳
1（
1711）1/11　

下
田
奉
行（
61）

同
3（
1713）3/28　

駿
河
町
奉
行（
63）

同
5（
1715）9/25　

寄
合（
65）

享
保
7（
1722）7/11　

致
仕（
72）

同
18（
1733）11/29　

死
去（
83）

14

諏
訪
正
倫［
武
芸
吟
味
］

（
友
之
丞
/抄
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
同
16（
1731）12/2　

家
督
相
続（
27）

明
和
3（
1766）5/18　

小
普
請（
62）

同
4（
1767）12/10　

致
仕（
63）

安
永
8（
1779）4/8　

死
去（
75）

諏
訪
正
晴

（
庄
次
郎
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
31）

　
正
徳
3（
1713）2/26　

家
督
相
続（
35）

享
保
16（
1731）9/18　

死
去（
53）

諏
訪
正
孝

（
庄
兵
衛
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704） ―/―　

西
丸
納
戸
組
頭（
59）

同
5（
1708）2/11　

法
心
院
用
人（
63）

正
徳
2（
1712）12/14　

死
去（
67）

15

服
部
保
教［
武
芸
吟
味
］

（
左
京
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
25）

同
20（
1735）8/29　

相
続
前
に
死
去（
30）

服
部
保
昌

（
作
之
進
/三
郎
兵
衛
）

　
天
和
1（
1681）12/23　

家
督
相
続（
11）

元
禄
7（
1694）10/28　

桐
間
番（
24）

同
年
11/22　

小
性
組（
〃
）

―/―/―　
辞
職（

―）
寛
保
3（
1743）12/9　

死
去（
73）

服
部
保
秀（
保
考
）

（
平
十
郎
/十
郎
左
衛
門
/一
大
夫
）

　
貞
応
3（
1654）12/27　

分
家（
12）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
17）

天
和
1（
1681）9/3　

死
去（
39）
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16

近
藤
正
利［
武
芸
吟
味
］

（
源
太
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
44）

　
同
17（
1732）12/27　

家
督
相
続（
46）

寛
保
1（
1741）8/23　

死
去（
55）

近
藤
正
英

（
友
之
助
/源
五
左
衛
門
/七
郎
右
衛
門
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番
士（

―）
同
5（
1708）12/19　

西
丸
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（

―）
同
17（
1732）11/23　

死
去（

―）

近
藤
正
澄

（
源
五
左
衛
門
/七
郎
右
衛
門
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
文
1（
1661）閏

8/21　
桜
田
館
勤
仕（

―）
元
禄
5（
1692）12/26　

死
去（

―）

17

金
田
正
弥［
武
芸
吟
味
］

（
新
蔵
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
23）

　
元
文
2（
1737）12/2　

家
督
相
続（
30）

寛
保
3（
1743）閏

4/1　
死
去（
36）

金
田
正
朝

（
新
五
左
衛
門
/新
左
衛
門
）

　
元
禄
10（
1697）12/5　

分
家（

―）
宝
永
2（
1705）9/21　

新
番（

―）
同
年
12/11　

小
納
戸（

―）
同
6（
1709）2/21　

西
丸
小
性
組（

―）
享
保
20（
1735）1/11　

小
十
人
頭（

―）
元
文
2（
1737）10/10　

死
去（

―）

金
田
正
勝

（
与
左
衛
門
/三
左
衛
門
/遠
江
守
）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
37）

寛
文
1（
1661）閏

8/22　
神
田
館
勤
仕（
39）

　
―/―/―　

家
督
相
続（

―）
天
和
1（
1681）3/21　

側
衆（
59）

貞
享
3（
1686）6/23　

寄
合（
64）

元
禄
10（
1697）12/5　

致
仕（
75）

同
11（
1698）2/24　

死
去（
76）

18

竹
田
政
行［
武
芸
吟
味
］

（
右
衛
門
/民
部
/藤
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
27）

　
享
保
19（
1734）年

頃
　
家
督
相
続（
31）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）10/11　

死
去（
55）

竹
田
政
就

（
長
太
郎
/源
兵
衛
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
桐
間
番（
38）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
47）

享
保
19（
1734）2/24　

死
去（
68）

竹
田
政
勝

（
源
兵
衛
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
27）

―/―/―　
致
仕（

―）
元
禄
8（
1695）6/19　

死
去（
71）

19

嶋
田
直
良［
武
芸
吟
味
］

（
小
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
36）

　
寛
保
2（
1742）年

頃
　
家
督
相
続（
48）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
延
1（
1748）2/23　

死
去（
54）

嶋
田
直
寛

（
忠
四
郎
）

　
元
禄
14（
1701）7/9　

家
督
相
続（
29）

宝
永
3（
1706）7/21　

小
性
組（
34）

寛
保
2（
1742）4/27　

辞
職（
70）

同
年
5/17　

死
去（
〃
）

嶋
田
直
勝

（
新
九
郎
/五
郎
左
衛
門
）

　
慶
安
2（
1649）12/26　

分
家
、小
性
組（
23）

―/―/―　
小
普
請

元
禄
14（
1701）5/14　

死
去（
75）
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20

中
山
時
庸［
武
芸
吟
味
］

（
亀
之
助
/伊
右
衛
門
/五
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
23）

同
19（
1734）9/29　

中
奥
番（
27）

　
同
20（
1735）7/5　

家
督
相
続（
28）

元
文
2（
1737）11/6　

小
十
人
頭（
30）

同
4（
1739）1/11　

目
付（
32）

寛
延
3（
1750）3/11　

大
坂
町
奉
行（
43）

宝
暦
5（
1755）7/22　

勘
定
奉
行（
48）

同
7（
1757）8/5　

小
普
請（
処
罰
）（
50）

同
12（
1762）6/23　

死
去（
55）

中
山
時
富

（
甚
平
/半
五
郎
/半
右
衛
門
）

享
保
7（
1722）2/11　

小
性
組（
38）

　
同
9（
1724）7/19　

家
督
相
続（
40）

同
20（
1735）4/17　

死
去（
51）

中
山
時
春

（
亀
之
丞
/半
右
衛
門
/出
雲
守
）

寛
文
12（
1672）5/26　

小
十
人
組（
21）

貞
享
1（
1684）6/12　

納
戸
番（
33）

元
禄
2（
1689）閏

1/23　
納
戸
組
頭（
38）

同
8（
1695）4/28　

腰
物
奉
行（
44）

同
9（
1696）9/15　

目
付（
45）

同
12（
1699）4/14　

大
坂
町
奉
行（
48）

　
同
年
頃
　
家
督
相
続（
〃
）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

同
15（
1702）11/28　

勘
定
奉
行（
51）

正
徳
4（
1714）1/28　

江
戸
町
奉
行（
63）

享
保
8（
1723）6/29　

寄
合（
72）

同
9（
1724）7/19　

致
仕 （
73）

寛
保
1（
1741）11/26　

死
去（
90）

21

深
津
正
峯［
武
芸
吟
味
］

（
弥
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
20）

　
宝
暦
10（
1760）10/10　

家
督
相
続（
50）

同
11（
1761）4/18　

死
去（
51）

深
津
正
照

（
弥
七
郎
）

　
宝
永
5（
1708）8/6　

家
督
相
続（
23）

同
年
12/21　

小
性
組（
〃
）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
52）

宝
暦
5（
1755）3/28　

辞
職（
70）

同
10（
1760）6/29　

死
去（
75）

深
津
正
直

（
弥
右
衛
門
）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（
18）

元
禄
3（
1690）12/10　

辞
職（
45）

　
同
年
頃
　
家
督
相
続（
〃
）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

同
12（
1699）11/5　

書
院
番（
54）

宝
永
4（
1707）12/24　

辞
職（
62）

同
5（
1708）8/6　

致
仕（
63）

享
保
3（
1718）11/17　

死
去（
73）

22

児
玉
直
等［
武
芸
吟
味
］

（
勝
之
進
/織
部
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
24）

　
享
保
18（
1733）年

頃
　
家
督
相
続（
27）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
9（
1759）8/24　

死
去（
53）

児
玉
直
正

（
彦
右
衛
門
/主
馬
）

　
―/―/―　

召
抱
、西
丸
焼
火
間
番（

―）
宝
永
6（
1709）12/26　

桐
間
番（
32）

正
徳
3（
1713）5/18　

小
性（
36）

※『
寛
政
譜
』に
よ
る
、小
性
組
の
誤
記
か

享
保
18（
1733）7/26　

死
去（
56）

児
玉
直
次

（
主
馬
）

近
衛
家
勤
仕（

―）
※
詳
細
不
明
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23

佐
々
正
重［
武
芸
吟
味
］

（
源
七
郎
/源
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
延
享
4（
1747）5/3　

家
督
相
続（
39）

安
永
4（
1775）4/27　

死
去（
67）

佐
々
成
応

（
又
七
郎
/源
左
衛
門
）

　
元
禄
12（
1699）12/5　

家
督
相
続（
4）

宝
永
4（
1707）11/18　

小
性
組（
12）

元
文
2（
1737）11/6　

目
付（
42）

延
享
1（
1744）12/15　

佐
渡
奉
行（
49）

同
4（
1747）1/26　

小
普
請
奉
行（
53）

同
年
2/10　

死
去（
〃
）

佐
々
成
倫（
倫
則
/成
賢
）

（
幸
四
郎
/喜
右
衛
門
/善
兵
衛
）

天
和
2（
1682）7/12　

家
督
相
続（
21）

同
3（
1683）閏

5/21　
書
院
番（
22）

同
年
11/25　

桐
間
番（
〃
）

―/―/―　
書
院
番（

―）
同
12（
1699）9/22　

死
去（
38）

24

横
山
知
盈（
知
侃
）［
武
芸
吟
味
］

（
佐
太
郎
/主
殿
/左
内
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
21）

元
文
1（
1736）2/9　

辞
職（
27）

同
5（
1740）3/10　

書
院
番（
31）

　
寛
保
2（
1742）9/3　

家
督
相
続（
33）

延
享
4（
1747）9/12　

辞
職（
38）

宝
暦
9（
1759）4/5　

西
丸
書
院
番（
50）

明
和
2（
1765）11/22　

死
去（
56）

横
山
元
直

（
松
之
丞
/左
内
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
24）

　
享
保
4（
1719）9/5　

家
督
相
続（
34）

寛
保
2（
1742）6/19　

死
去（
57）

横
山
言
知

（
弁
之
助
/数
馬
/主
殿
）

　
寛
文
12（
1672）5/26　

分
家
、書
院
番（
20）

正
徳
5（
1715）8/28　

辞
職（
63）

享
保
4（
1719）6/28　

死
去（
67）

25

深
津
政
孟［
武
芸
吟
味
］

（
新
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
49）

　
同
20（
1735）7/5　

家
督
相
続（
54）

宝
暦
1（
1751）2/28　

小
普
請（
70）

同
10（
1760）4/25　

死
去（
79）

深
津
正
次

（
弥
五
右
衛
門
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
6（
1709）12/12　

西
丸
焼
火
間
番

※
宝
永
1年
の
誤
記
か

同
5（
1708）12/19　

西
丸
桐
間
番（
39）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
44）

享
保
20（
1735）4/6　

死
去
-（
66）

深
津
正
茂

（
庄
大
夫
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
15）

―/―/―　
致
仕（

―）
享
保
11（
1726）6/4　

死
去（
90）
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26

堀
長
寛［
武
芸
吟
味
］

（
奥
次
郎
/又
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
26）

　
寛
延
3（
1750）12/27　

家
督
相
続（
46）

明
和
1（
1764）7/28　

死
去（
60）

堀
長
恭

（
又
十
郎
/因
幡
守
）

元
禄
15（
1702）12/21　

小
性
組（
25）

　
享
保
2（
1717）4/2　

家
督
相
続（
40）

同
17（
1732）2/15　

天
英
院
用
人（
55）

寛
保
1（
1741）4/19　

寄
合（
64）

同
年
5/1　

持
筒
頭（
〃
）

寛
延
2（
1749）5/28　

鑓
奉
行（
72）

同
3（
1750）12/2　

死
去（
73）

堀
長
郷

（
又
兵
衛
）

　
寛
文
11（
1671）7/8　

家
督
相
続（
17）

天
和
2（
1682）4/10　

小
十
人
組（
28）

元
禄
1（
1688）12/23　

納
戸
番（
34）

同
4（
1691）10/5　

納
戸
組
頭（
37）

同
7（
1694）11/9　

瑞
春
院
用
人（
40）

享
保
2（
1717）1/8　

死
去（
63）

27

須
田
盛
与（
盛
隆
）［
武
芸
吟
味
］

（
亀
三
郎
/頼
母
/甚
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
33）

　
延
享
3（
1746）11/3　

家
督
相
続（
49）

宝
暦
2（
1752）12/28　

辞
職（
55）

同
9（
1759）2/22　

死
去（
62）

須
田
盛
澄

（
甚
三
郎
）

　
元
禄
1（
1688）12/10　

家
督
相
続（
7）

同
11（
1698）8/18　

小
性
組（
17）

享
保
15（
1730）12/27　

辞
職（
49）

同
16（
1731）8/15　

納
戸
頭（
50）

寛
保
1（
1741）7/1　

西
丸
広
敷
用
人（
60）

延
享
2（
1745）6/18　

寄
合（
64）

同
3（
1746）8/7　

死
去（
65）

須
田
次
英

（
留
兵
衛
/甚
兵
衛
）

　
貞
応
3（
1654）2/27　

分
家
、大
番（
16）

延
宝
1（
1673）12/21　

新
番（
35）

天
和
2（
1682）10/4　

新
番
組
頭（
46）

貞
享
4（
1687）6/11　

小
普
請（
51）

元
禄
1（
1688）7/28　

死
去（
52）

28

小
長
谷
政
芳［
武
芸
吟
味
］

（
喜
太
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
20）

　
同
16（
1731）9/5　

家
督
相
続（
21）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
27）

宝
暦
8（
1758）11/28　

西
丸
小
性
組
組
頭（
48）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組
組
頭（
51）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
52）

同
13（
1763）8/4　

死
去（
53）

小
長
谷
友
長（
友
永
）

（
喜
之
助
/喜
八
郎
）

　
正
徳
1（
1711）2/22　

家
督
相
続（
21）

同
2（
1712）3/26　

書
院
番（
22）

享
保
16（
1731）6/29　

死
去（
41）

小
長
谷
政
友

（
六
郎
左
衛
門
）

　
元
禄
3（
1690）7/9　

家
督
相
続（

―）
同
8（
1695）6/11　

書
院
番（

―）
宝
永
7（
1710）12/24　

死
去（

―）
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29

内
藤
種
丈［
武
芸
吟
味
］

（
右
近
/一
学
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
38）

　
宝
暦
3（
1753）7/3　

家
督
相
続（
54）

同
4（
1754）3/20　

死
去（
55）

内
藤
種
元

（
監
物
/権
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
29）

　
同
7（
1710）6/23　

家
督
相
続（
30）

正
徳
2（
1712）8/9　

小
普
請（
32）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
39）

宝
暦
3（
1753）4/5　

辞
職（
72）

同
年
同
月
23　
死
去（
〃
）

内
藤
種
冬

（
長
八
郎
/勘
右
衛
門
/権
右
衛
門
）

寛
文
12（
1672）5/26　

小
性
組（

―）
　
同
年
7/12　

家
督
相
続（

―）
宝
永
7（
1710）4/3　

死
去（

―）

30

戸
田
政
珍［
武
芸
吟
味
］

（
四
郎
右
衛
門
/三
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
25）

　
同
20（
1735）8/5　

家
督
相
続（
30）

明
和
2（
1765）9/10　

死
去（
60）

戸
田
政
奉

（
弥
市
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
30）

　
享
保
6（
1721）12/27　

家
督
相
続（
42）

同
20（
1735）5/16　

死
去（
56）

戸
田
政
英

（
四
郎
右
衛
門
）

　
延
宝
7（
1679）7/9　

家
督
相
続（
13）

天
和
2（
1682）6/3　

小
性
組（
16）

享
保
6（
1721）7/1　

辞
職（
55）

同
年
11/5　

死
去（
〃
）

31

大
河
内
忠
恒［
武
芸
吟
味
］

（
杢
之
助
/兵
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）8/19　

小
納
戸（
25）

同
18（
1733）2/26　

小
性（
26）

同
19（
1734）12/2　

小
納
戸（
27）

寛
保
1（
1741）11/26　

寄
合（
34）

　
宝
暦
3（
1753）12/24　

家
督
相
続（
46）

明
和
5（
1768）2/13　

死
去（
61）

大
河
内
忠
政

（
源
次
郎
/丹
下
）

　
宝
永
3（
1706）7/27　

家
督
相
続（
25）

正
徳
3（
1713）3/11　

書
院
番（
32）

宝
暦
1（
1751）11/23　

辞
職（
70）

同
3（
1753）12/10　

死
去（
72）

大
河
内
忠
勝

（
虎
之
助
/兵
左
衛
門
）

　
寛
文
3（
1663） 3/26　

家
督
相
続（
14）

宝
永
3（
1706）7/27　

致
仕（
57）

正
徳
2（
1712）8/23　

死
去（
63）

32

美
濃
部
茂
英［
武
芸
吟
味
］

（
豊
三
郎
/織
部
/八
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
19）

同
19（
1734）9/29　

中
奥
番（
23）

　
宝
暦
8（
1758）12/27　

家
督
相
続（
47）

同
9（
1759）11/15　

徒
頭（
48）

明
和
8（
1771）4/25　

寄
合（
60）

天
明
8（
1788）11/27　

致
仕（
76）

寛
政
6（
1794）閏

11/25　
死
去（
83）

美
濃
部
茂
孝

（
八
兵
衛
/八
郎
右
衛
門
）

　
元
禄
9（
1696）7/9　

家
督
相
続（
10）

宝
永
2（
1705）3/29　

書
院
番（
19）

享
保
15（
1730）12/15　

書
院
番
組
頭（
44）

元
文
1（
1736）11/28　

佐
渡
奉
行（
50）

寛
保
1（
1741）2/15　

持
筒
頭（
55）

宝
暦
2（
1752）1/11　

鑓
奉
行（
66）

同
8（
1758）11/晦

　
死
去（
72）

美
濃
部
茂
一

（
八
兵
衛
/八
郎
右
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（
18）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
37）

―/―/―　
小
普
請（

―）
元
禄
8（
1695）12/4　

死
去（
46）
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33

長
谷
川
正
直［
武
芸
吟
味
］

（
隼
人
/小
膳
/主
膳
/太
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
21）

延
享
2（
1745）9/10　

西
丸
小
性
組（
36）

同
3（
1746）9/10　

西
丸
徒
頭（
37）

同
4（
1747）7/21　

西
丸
小
性
組
組
頭（
38）

宝
暦
1（
1751）7/12　

寄
合（
42）

　
同
2（
1752）7/3　

家
督
相
続（
43）

同
11（
1761）8/3　

徒
頭（
52）

同
13（
1763）8/15　

先
手
弓
頭（
54）

安
永
7（
1778）2/24　

持
筒
頭（
69）

天
明
1（
1781）4/28　

鑓
奉
行（
72）

寛
政
2（
1790）11/14　

辞
職（
81）

同
3（
1791）4/26　

致
仕（
82）

同
4（
1792）8/7　

死
去（
83）

長
谷
川
正
冬

（
久
四
郎
/刑
部
/監
物
）

　
元
禄
15（
1702）12/23　

家
督
相
続（
14）

宝
永
2（
1705）9/21　

新
番（
17）

同
年
11/11　

小
納
戸（
〃
）

同
3（
1706）7/晦

　
小
普
請（
処
罰
）（
18）

享
保
2（
1717）3/18　

書
院
番（
29）

宝
暦
2（
1752）4/18　

死
去（
64）

長
谷
川
正
利

（
弾
之
丞
/隼
人
/刑
部
）

　
元
禄
7（
1694）12/12　

家
督
相
続（
13）

同
11（
1698）8/18　

小
性
組（
17）

同
13（
1700）9/26　

桐
間
番（
19）

同
14（
1701）2/29　

新
番（
20）

同
年
5/26　

小
性（
〃
）

同
15（
1702）11/20　

死
去（
21）

34

下
曽
根
信
一［
武
芸
吟
味
］

（
三
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
17）

　
寛
保
3（
1743）6/2　

家
督
相
続（
30）

安
永
3（
1774）10/19　

死
去（
61）

下
曽
根
信
如

（
辰
之
助
/新
五
郎
）

　
延
宝
8（
1680）12/12　

分
家
家
督
相
続（
5）

元
禄
8（
1695）7/1　

桐
間
番（
20）

同
10（
1697）閏

2/22　
辞
職（
22）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
29）

　
同
2（
1705）7/晦

　
本
家
家
督
相
続（
30）

享
保
18（
1733）4/9　

辞
職（
58）

寛
保
3（
1743）4/2　

死
去（
68）

下
曽
根
信
具

（
次
郎
助
/三
右
衛
門
/三
十
郎
）

　
延
宝
6（
1678）12/6　

父
の
遺
跡
相
続（
12）

　
同
8（
1680）12/25　

家
督（
祖
父
）相
続（
14）

宝
永
2（
1705）6/7　

死
去（
39）

35

川
口
長
達［
武
芸
吟
味
］

（
千
之
助
/源
四
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
26）

　
寛
保
1（
1741）5/3　

家
督
相
続（
37）

同
2（
1742）10/28　

一
橋
家
物
頭
/目
付（
38）

宝
暦
5（
1755）12/21　

辞
職（
51）

安
永
4（
1775）閏

12/1　
死
去（
71）

川
口
長
英

（
源
之
助
/源
右
衛
門
）

　
元
禄
4（
1691）7/21　

家
督
相
続（
14）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
27）

寛
保
1（
1741）2/11　

死
去（
64）

川
口
宗
長

（
助
十
郎
）

　
慶
安
3（
1650）9/3　

分
家
、西
丸
書
院
番（
19）

―/―/―　
書
院
番（

―）
元
禄
1（
1688）5/ ―　

小
普
請（
57）

同
4（
1691）2/10　

死
去（
60）
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36

鈴
木
政
成（
重
喬
）［
武
芸
吟
味
］

（
三
五
郎
/忠
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性
組（
44）

宝
暦
1（
1751）7/12　

辞
職（
50）

同
2（
1752）4/27　

西
丸
小
性
組（
51）

　
同
年
7/3　

家
督
相
続（
〃
）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組（
60）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組（
61）

明
和
8（
1771）2/9　

辞
職（
70）

天
明
1（
1781）12/3　

死
去（
80）

鈴
木
祐
政（
重
員
）

（
弥
七
郎
/長
五
郎
/長
五
郎
/三
郎
九
郎
）

　
宝
永
2（
1705）3/29　

家
督
相
続（
20）

享
保
3（
1718）3/16　

書
院
番（
33）

宝
暦
2（
1752）4/18　

死
亡（
67）

鈴
木
重
祐

（
長
吉
/三
郎
九
郎
）

　
承
応
2（
1653）12/22　

家
督
相
続（
13）

寛
文
11（
1671）4/11　

大
和
国
代
官（
31）

延
宝
8（
1680）4/28　

佐
渡
奉
行（
40）

元
禄
3（
1690）10/5　

先
手
鉄
炮
頭（
50）

宝
永
2（
1705）2/3　

死
去（
65）

37

酒
依
義
武［
武
芸
吟
味
］

（
権
之
丞
/主
税
/播
磨
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

同
17（
1732）1/29　

小
性（
24）

延
享
2（
1745）9/5　

小
納
戸（
37）

同
年
同
月
　
西
丸
小
納
戸（
〃
）

　
宝
暦
1（
1751）4/3　

家
督
相
続（
43）

同
年
7/12　

寄
合（
〃
）

明
和
5 （
1768）4/22　

致
仕（
60）

安
永
4（
1775）9/29　

死
去（
67）

酒
依
昌
満

（
金
七
郎
）

　
享
保
2（
1717）2/24　

家
督
相
続（
36）

同
4（
1719）3/27　

書
院
番（
38）

宝
暦
1（
1751）1/6　

死
去（
70）

酒
依
昌
方

（
半
蔵
/権
右
衛
門
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
21）

　
貞
享
2（
1685）7/29　

家
督
相
続（
23）

元
禄
3（
1690）6/晦

　
膳
奉
行（
28）

同
4（
1691）9/25　

小
納
戸（
29）

元
禄
9（
1696）5/25　

小
普
請（
処
罰
）（
34）

享
保
1（
1716）12/15　

死
去（
54）

38

田
付
景
林（
定
泒
）［
武
芸
吟
味
］

（
万
吉
/文
五
郎
/又
四
郎
/筑
後
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

寛
延
3（
1750）11/1　

小
性
組
組
頭（
42）

　
宝
暦
5（
1755）6/3　

家
督
相
続（
47）

同
6（
1756）4/1　

禁
裏
附（
48）

明
和
6（
1769）6/17　

持
弓
頭（
61）

安
永
5（
1776）9/24　

鑓
奉
行（
68）

同
7（
1778）6/2　

死
去（
70）

田
付
景
厖（
規
矩
）

（
伊
織
/又
四
郎
/阿
波
守
）

　
天
和
3（
1683）7/晦

　
家
督
相
続（
1）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
22）

同
年
11/晦

　
桐
間
番（
〃
）

同
5（
1708）2/19　

小
納
戸（
26）

同
6 （
1709）2/21　

書
院
番（
27）

正
徳
1（
1711）11/19　

辞
職（
29）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
37）

同
17（
1732）4/1　

書
院
番
組
頭（
50）

元
文
4（
1739）10/28　

佐
渡
奉
行（
57）

田
付
利
清

（
大
助
）

　
延
宝
6（
1678）3/29　

分
家
、書
院
番（
24）

天
和
2（
1682）12/26　

小
普
請（
28）

同
3（
1683）6/4　

死
去（
29）
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寛
保
2（
1742）3/28　

長
崎
奉
行（
60）

寛
延
1（
1748）6/20　

西
丸
留
守
居（
66）

宝
暦
4（
1754）7/19　

寄
合（
72）

同
5（
1755）7/19　

死
去（
73）

39

山
本
雅
攄（
久
儔
/正
方
）［
武
芸
吟
味
］

（
正
之
允
/大
膳
/紀
伊
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

　
同
17（
1732）12/27　

家
督
相
続（
33）

寛
保
2（
1742）6/21　

小
性
組
組
頭（
43）

宝
暦
4（
1754）6/11　

奈
良
奉
行（
55）

同
8（
1758）6/24　

死
去（
59）

山
本
正
延（
久
明
/久
途
）

（
犬
千
代
丸
/長
四
郎
/内
膳
/縫
殿
）

　
宝
永
3（
1706）11/27　

家
督
相
続（
41）

同
5（
1708）3/25　

西
丸
書
院
番（
43）

―/―/―　
書
院
番（

―）
享
保
17（
1732）10/3　

死
去（
67）

山
本
正
貞

（
又
七
郎
/甚
五
兵
衛
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（
23）

　
同
11（
1671）7/8　

家
督
相
続（
27）

―/―/―　
辞
職（

―）
宝
永
3（
1706）11/27　

致
仕（
62）

正
徳
3（
1713）8/1　

死
去（
69）

40

松
浦
信
秀［
武
芸
吟
味
］

（
求
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
25）

―/―/―　
西
丸
小
納
戸（

―）
宝
暦
1（
1751）7/12　

寄
合（
44）

同
4（
1754）8/15　

広
敷
用
人（
47）

同
10（
1760）4/1　

西
丸
広
敷
用
人（
53）

同
年
8/16　

相
続
前
に
死
去（
〃
）

松
浦
信
福

（
源
五
郎
/次
郎
九
郎
/忠
右
衛
門
）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
17）

元
禄
2（
1689）4/29　

書
院
番（
20）

同
3（
1690）1/26　

桐
間
番（
21）

同
年
2/21　

小
普
請（
処
罰
）（
〃
）

同
4（
1691）4/24　

書
院
番（
22）

正
徳
4（
1714）3/5　

辞
職（
45）

享
保
3（
1718）3/16　

書
院
番（
49）

同
19（
1734）2/18　

辞
職（
65）

宝
暦
10（
1760）10/26　

死
去（
91）

松
浦
信
吉

（
勘
助
）

　
寛
文
12（
1672）5/26　

分
家
、書
院
番（

―）
貞
享
3（
1686）5/12　

死
去（

―）

41

春
田
直
庸［
武
芸
吟
味
］

（
半
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

　
元
文
5（
1740）4/6　

家
督
相
続（
32）

宝
暦
3（
1753）8/22　

死
去（
45）

春
田
直
賢

（
源
七
郎
/猪
左
衛
門
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番（
28）

宝
永
3（
1706）4/27　

西
丸
桐
間
番（
30）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

書
院
番（
37）

元
文
2（
1737）10/17　

小
普
請（
61）

同
5（
1740）1/12　

死
去（
64）

春
田
次
房

（
猪
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
23）

元
禄
7（
1694）5/27　

死
去（
66）
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42

松
平
親
精［
武
芸
吟
味
］

（
勝
太
郎
/久
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

寛
延
3（
1750）6/8　

相
続
前
に
死
去（
43）

松
平
堯
親

　
正
徳
5（
1715）12/11　

家
督
相
続（
30）

享
保
1（
1716）3/12　

書
院
番（
31）

同
20（
1735）6/28　

書
院
番
組
頭（
50）

延
享
2（
1745）1/11　

先
手
弓
頭（
60）

宝
暦
3（
1753）12/22　

寄
合（
68）

同
4（
1754）4/4　

致
仕（
69）

同
6（
1756）3/18　

死
去（
71）

松
平
親
明

（
久
右
衛
門
/与
一
右
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）12/11　

分
家（
12）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
20）

貞
享
3（
1686）6/11　

小
普
請（
47）

正
徳
5（
1715）12/11　

致
仕（
76）

享
保
13（
1728）10/5　

死
去（
89）

43

三
田
伴
成［
武
芸
吟
味
］

（
主
計
/八
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
19）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性
組（
34）

　
延
享
3（
1746）年

頃
　
家
督
相
続（
35）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
1（
1751）7/12　

辞
職（
40）

同
年
12/14　

小
性
組（
〃
）

同
4（
1754）8/9　

死
去（
43）

三
田
正
寛（
初
正
伴
）

（
新
五
郎
/八
郎
兵
衛
）

　
元
禄
14（
1701）7/9　

家
督
相
続（

―）
宝
永
5（
1708）3/25　

西
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

書
院
番（

―）
延
享
3（
1746）1/12　

死
去（

―）

三
田
正
信

（
八
郎
兵
衛
）

　
―/―/―　

分
家
、神
田
館
勤
仕（

―）
元
禄
12（
1699）11/25　

桐
間
番（
55）

同
13（
1700）9/26　

小
納
戸（
56）

同
14（
1701）4/11　

死
去（
57）

44

永
田
忠
方［
武
芸
吟
味
］

（
助
四
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

　
宝
暦
4（
1754）年

頃
　
家
督
相
続（
55）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
10（
1760）4/10　

死
去（
61）

永
田
嘉
矩

（
左
兵
衛
/百
助
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番（
24）

同
4（
1707）10/晦

　
西
丸
小
納
戸（
27）

―/―/―　
小
納
戸（

―）
正
徳
1（
1711）7/18　

桐
間
番（
31）

同
3（
1713）5/18　

書
院
番（
33）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
44）

―/―/―　
西
丸
書
院
番（

―）
享
保
20（
1735）1/11　

西
丸
徒
頭（
55）

元
文
4（
1739）10/1　

西
丸
目
付（
59）

延
享
1（
1744）3/15　

留
守
居
番（
64）

宝
暦
3（
1753）6/12　

西
丸
先
手
鉄
炮
頭（
73）

同
4（
1754）12/11　

死
去（
74）

永
田
嘉
久

（
左
兵
衛
/百
助
）

　
―/―/―　

召
抱
、桜
田
館
勤
仕（

―）
　
※
詳
細
不
明
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45

松
平
近
繁［
武
芸
吟
味
］

（
三
橘
之
助
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
年
11/15　

相
続
前
に
死
去（

―）

松
平
近
則

（
重
太
郎
/帯
刀
/源
右
衛
門
）

　
元
禄
15（
1702）2/23　

家
督
相
続（
28）

享
保
6（
1721）4/2　

書
院
番（
47）

同
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
50）

―/―/―　
西
丸
書
院
番（

―）
元
文
4（
1739）11/13　

辞
職（
65）

寛
保
1（
1741）7/20　

致
仕（
67）

延
享
4（
1747）2/23　

死
去（
73）

松
平
勝
重

（
源
十
郎
）

　
元
禄
13（
1700）12/9　

家
督
相
続（

―）
同
14（
1701）12/29　

無
役
の
ま
ま
死
去（

―）

46

松
平
康
当［
武
芸
吟
味
］

（
豊
之
助
/三
郎
九
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）6/12　

家
督
相
続
前
に
死
去（
25）

松
平
康
致

（
長
九
郎
/三
次
郎
/三
郎
次
郎
）

　
元
禄
6（
1693）7/12　

家
督
相
続（
14）

同
10（
1697）閏

2/19　
桐
間
番（
18）

同
年
4/22　

新
番（
〃
）

同
年
7/26　

小
納
戸（
〃
）

同
11（
1698）/2/5　

書
院
番（
19）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
45）

―/―/―　
西
丸
書
院
番

寛
延
3（
1750）6/26　

辞
職（
71）

宝
暦
8（
1758）6/12　

死
去（
79）

松
平
康
末

（
十
郎
左
衛
門
/三
郎
九
郎
）

　
寛
文
11（
1671）12/12　

分
家（

―）
延
宝
4（
1676）4/26　

書
院
番（

―）
元
禄
6（
1693）3/12　

死
去（

―）

47

坂
部
勝
興（
宗
参
）［
武
芸
吟
味
］

（
伝
之
助
/五
郎
右
衛
門
/主
計
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
43）

　
延
享
3（
1746）年

頃
　
家
督
相
続（
52）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）6/21　

死
去（
64）

坂
部
勝
元（
宗
供
/宗
恒
）

（
五
左
衛
門
）

　
延
宝
3（
1675）年

頃
　
家
督
相
続（
12）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
桐
間
番（
41）

正
徳
3（
1713）5/18　

書
院
番（
50）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
61）

同
10（
1725）6/19　

西
丸
書
院
番（
62）

同
19（
1734）4/28　

小
普
請（
71）

延
享
3（
1746）2/18　

死
去（
83）

坂
部
宗
勝

（
左
平
次
/四
郎
右
衛
門
）

　
寛
永
19（
1642）11/12　

家
督
相
続（
20）

―/―/―　
納
戸
番（

―）
慶
安
2（
1649）10/19　

綱
重
附
属（
27）

延
宝
3（
1675）2/22　

死
去（
53）
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48

徳
永
昌
尚［
武
芸
吟
味
］

（
八
郎
五
郎
/大
学
/内
匠
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

　
同
19（
1734）12/7　

家
督
相
続（
33）

明
和
4（
1767）5/20　

死
去（
66）

徳
永
昌
英

（
十
之
助
/宇
右
衛
門
/兵
部
/帯
刀
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
20）

　
宝
永
7（
1710）7/27　

家
督
相
続（
37）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
51）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
書
院
番（
52）

同
19（
1734）9/6　

死
去（
61）

徳
永
昌
清

（
半
之
丞
/十
左
衛
門
/備
前
守
）

　
寛
文
2（
1662）10/9　

分
家
、小
十
人（
25）

延
宝
1（
1673）12/21　

新
番（
36）

貞
享
1（
1684）12/25　

新
番
組
頭（
47）

同
4（
1687）3/25　

目
付（
50）

元
禄
5（
1692）3/23　

仙
洞
附（
55）

同
12（
1699）8/27　

寄
合（
62）

宝
永
7（
1710）7/27　

致
仕（
73）

正
徳
4（
1714）11/18　

死
去（
77）

49

西
尾
教
安［
武
芸
吟
味
］

（
采
女
/権
之
助
/十
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
34）

　
同
20（
1735）年

頃
　
家
督
相
続（
39）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

延
享
1（
1744）9/19　

辞
職（
48）

宝
暦
3（
1753）12/8　

致
仕（
57）

同
8（
1758）12/13　

死
去（
62）

西
尾
貞
教

（
長
十
郎
/長
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
31）

　
元
禄
15（
1702）年

頃
　
家
督
相
続（
40）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
永
3（
1706）11/26　

桐
間
番（
44）

同
6（
1709）2/21　

小
性
組（
47）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
62）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
小
性
組（
63）

同
20（
1735）閏

3/13　
辞
職（
73）

同
年
8/5　

死
去（
〃
）

西
尾
氏
之

（
左
京
/十
右
衛
門
）

　
万
治
1（
1658）閏

12/18　
分
家（
28）

同
2（
1659）7/11　

書
院
番（
29）

延
宝
8（
1680）10/21　

改
易（
50）

貞
享
1（
1684）3/4　

赦
免
、書
院
番（
54）

元
禄
8（
1695）6/7　

小
普
請（
65）

同
15（
1702）12/14　

死
去（
72）

50

六
郷
政
豊［
武
芸
吟
味
］

（
喜
之
助
/主
馬
/下
野
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
25）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
32）

同
年
12/25　

西
丸
小
納
戸（
〃
）

同
3（
1738）5/21　

家
治
附（
33）

延
享
2（
1745）8/4　

家
治
附
頭
取（
40）

　
同
4（
1747）8/5　

家
督
相
続（
42）

寛
延
3（
1750）4/11　

新
番
頭（
45）

宝
暦
5（
1755）9/18　

寄
合（
処
罰
）（
50）

同
9（
1759）10/20　

死
去（
54）

六
郷
政
明

（
十
左
衛
門
/主
計
/十
左
衛
門
）

元
禄
8（
1695）8/5　

新
番（
20）

同
年
9/27　

小
性
組（
〃
）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
49）

―/―/―　
西
丸
小
性
組（

―）
　
同
14（
1729）12/22　

家
督
相
続（
54）

延
享
2（
1745）3/4　

小
普
請（
70）

同
4（
1747）5/6　

死
去（
72）

六
郷
政
慶

（
主
馬
助
/主
馬
）

　
寛
文
9（
1669）12/10　

分
家（
22）

同
11（
1671）9/13　

書
院
番（
24）

元
禄
9（
1696）9/28　

小
十
人
頭（
49）

同
10（
1697）9/15　

目
付（
50）

同
13（
1700）1/11　

先
手
鉄
炮
頭（
53）

宝
永
3（
1706）11/26　

西
丸
先
手
鉄
炮
頭（
59）

享
保
10（
1725）1/11　

鑓
奉
行（
78）

同
14（
1729）9/13　

寄
合（
82）

同
年
12/22　

致
仕（
〃
）

同
18（
1733）7/25　

死
去（
86）
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51

佐
野
仲
行［
武
芸
吟
味
］

（
久
次
郎
/隼
人
/修
理
/修
理
亮
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
24）

同
18（
1733）2/26　

小
性（
25）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性（
37）

　
延
享
4（
1747）8/6　

家
督
相
続（
39）

寛
延
1（
1748）11/16　

辞
職（
40）

宝
暦
10（
1760）3/9　

死
去（
52）

佐
野
察
行（
信
行
）

（
千
之
助
/源
次
郎
/吉
之
丞
/豊
前
守
）

　
享
保
5（
1720）12/7　

家
督
相
続（
38）

同
9（
1724）10/9　

小
性
組（
42）

同
年
11/15　

二
丸
小
性
組（
〃
）

―/―/―　
西
丸
小
性
組（

―）
同
19（
1734）8/15　

使
番（
52）

元
文
3（
1738）5/15　

小
普
請
組
支
配（
56）

同
4（
1739）10/15　

宗
尹
守
役（
57）

延
享
3（
1746）9/15　

宗
尹
家
老（
64）

同
4（
1747）1/20　

辞
職（
65）

同
年
8/5　

致
仕

宝
暦
3（
1753）10/20　

死
去（
71）

佐
野
直
行（
安
綱
）

（
仙
之
助
/吉
兵
衛
/宇
右
衛
門
/吉
之
丞
/豊
前
守
）

延
宝
6（
1678）3/29　

小
性
組（
23）

　
元
禄
1（
1688）7/12　

家
督
相
続（
33）

同
7（
1694）3/28　

書
院
番
組
頭（
39）

同
16（
1703）11/15　

西
丸
留
守
居（
48）

宝
永
2（
1705）3/23　

寄
合（
50）

同
4（
1707）10/15　

山
田
奉
行（
52）

正
徳
1（
1711）12/2　

辞
職（
56）

享
保
5（
1720）12/7　

致
仕（
65）

同
7（
1722）10/5　

死
去（
67）

52

小
倉
正
房［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
吉
之
丞
/十
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
28）

　
元
文
1（
1736）7/2　

家
督
相
続（
34）

宝
暦
11（
1761）12/26　

小
普
請（
59）

同
13（
1763）12/26　

致
仕（
61）

明
和
2（
1765）1/15　

死
去（
63）

小
倉
正
矩

（
一
学
/十
兵
衛
/忠
右
衛
門
）

元
禄
4（
1691）12/2　

小
性
組（
23）

　
正
徳
4（
1714）11/29　

家
督
相
続（
46）

同
17（
1732）10/15　

二
丸
留
守
居（
64）

元
文
1（
1736）4/12　

死
去（
68）

小
倉
正
仲

（
十
兵
衛
/三
左
衛
門
/忠
右
衛
門
/平
左
衛
門
）

貞
応
3（
1654）2/27　

小
性
組（
17）

　
寛
文
12（
1672）7/12　

家
督
相
続（
35）

天
和
1（
1681）5/22　

徒
頭（
44）

同
2（
1682）3/29　

使
番（
45）

同
3（
1683）7/18　

目
付（
46）

貞
享
3 （
1686）7/12　

船
手
役（
49）

元
禄
11（
1698）2/15　

先
手
鉄
炮
頭（
61）

正
徳
2（
1712）6/12　

鑓
奉
行（
75）

同
4（
1714）9/3　

寄
合（
77）

同
年
同
月
10　
死
去（
〃
）

53

三
浦
正
経［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
多
門
/八
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（

―）
―/―/―　

小
普
請（

―）
元
文
3（
1738）12/12　

廃
嗣（

―）
※
没
年
不
明

三
浦
正
良

（
甚
四
郎
/八
兵
衛
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
29）

　
正
徳
3（
1713）11/29　

家
督
相
続（
49）

享
保
20（
1735）3/18　

辞
職（
71）

寛
保
1（
1741）2/29　

死
去（
77）

三
浦
政
重（
重
政
）

（
甚
四
郎
/甚
五
兵
衛
）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
20）

　
元
禄
4（
1691）7/21　

家
督
相
続（
52）

宝
永
3（
1706）6/21　

小
普
請（
67）

正
徳
3（
1713）11/29　

致
仕（
74）

享
保
12（
1727）4/19　

死
去（
88）
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54

山
本
邑
貞［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
七
十
郎
/伊
織
/六
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
34）

　
宝
暦
1（
1751）12/29　

家
督
相
続（
55）

明
和
7（
1770）1/29　

辞
職（
74）

同
年
12/6　

致
仕（
〃
）

安
永
3（
1774）9/17　

死
去（
78）

山
本
邑
旨（
邑
宗
）

（
八
郎
右
衛
門
/六
右
衛
門
/八
右
衛
門
）

　
延
宝
3（
1675）7/11　

家
督
相
続（
10）

貞
享
3（
1686）11/2　

桐
間
番（
21）

同
4（
1687）2/3　

小
性（
22）

元
禄
1（
1688）5/28　

小
普
請（
処
罰
）（
23）

同
12（
1699）11/25　

小
性
組（
34）

同
19（
1734）4/29　

辞
職（
69）

宝
暦
1（
1751）10/24　

死
去（
86）

山
本
邑
綱

（
権
之
助
/六
右
衛
門
）

―/―/―　
小
性
組（

―）
　
寛
永
20（
1643）12/7　

家
督
相
続（

―）
寛
文
3（
1663）12/18　

三
崎
奉
行（

―）
同
11（
1671）10/25　

寄
合（

―）
延
宝
3（
1675）1/27　

死
去（

―）

55

服
部
信
隆［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
孫
右
衛
門
/権
大
夫
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
36）

　
元
文
3（
1738）5/4　

家
督
相
続（
44）

安
永
3（
1774）2/9　

辞
職（
70）

同
4（
1775）6/6　

死
去（
71）

服
部
信
解

（
権
大
夫
）

　
天
和
2（
1682）5/29　

家
督
相
続（
19）

同
3（
1683）閏

5/21　
小
性
組（
20）

享
保
19（
1734）4/6　

辞
職（
71）

元
文
3（
1738）2/2　

死
去（
75）

服
部
信
成

（
与
左
衛
門
）

　
寛
永
16（
1639）6/22　

分
家
、小
性
組（
19）

寛
文
7（
1667）11/10　

小
普
請（
47）

天
和
2（
1682）5/29　

致
仕（
62）

元
禄
5（
1692）1/23　

死
去（
72）

56

彦
坂
晴
允（
重
意
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
新
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
寛
保
3（
1743）12/25　

家
督
相
続（
39）

安
永
3（
1774）2/9　

辞
職（
70）

寛
政
8（
1796）12/19　

致
仕（
92）

同
9（
1797）1/27　

死
去（
93）

彦
坂
元
晴（
重
時
）

（
新
兵
衛
/源
兵
衛
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
24）

　
元
禄
6（
1693）12/11　

家
督
相
続（
34）

享
保
17（
1732）閏

5/29　
辞
職（
73）

寛
保
3（
1743）10/23　

死
去 （
84）

彦
坂
重
治（
重
助
）

（
源
三
郎
/源
兵
衛
/伯
耆
守
）

　
寛
永
17（
1640）3/19　

分
家
、小
性
組（
20）

寛
文
6（
1666）6/8　

目
付（
46）

延
宝
8（
1680）10/7　

勘
定
奉
行（
60）

元
禄
2（
1689）6/4　

小
普
請（
処
罰
）（
69）

同
6（
1693）8/27　

死
去（
73）

57

加
藤
忠
道［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
佐
七
郎
/主
膳
/勝
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
同
16（
1731）6/12　

家
督
相
続（
27）

宝
暦
9（
1759）11/11　

辞
職（
55）

安
永
1（
1772）2/晦

　
死
去（
68）

加
藤
忠
政

（
庄
之
助
/勝
兵
衛
）

　
寛
文
10（
1670）7/8　

家
督
相
続（
9）

元
禄
7（
1694）9/18　

桐
間
番（
33）

同
8（
1695）6/1　

小
性
組（
34）

享
保
16（
1731）3/11　

死
去（
70）

加
藤
正
高

（
八
郎
左
衛
門
）

　
明
暦
3（
1657）5/19　

家
督
相
続（

―）
―/―/―　

小
性
組（

―）
寛
文
10（
1670）4/20　

死
去（

―）
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58

山
高
信
蔵（
信
武
/信
真
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
三
左
衛
門
/八
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
28）

　
延
享
1（
1744）11/20　

家
督
相
続（
42）

寛
延
2（
1749）12/27　

辞
職（
47）

同
3（
1750）12/3　

致
仕（
48）

宝
暦
7（
1757）4/24　

死
去（
55）

山
高
信
礼（
信
知
）

（
兵
助
/八
左
衛
門
）

元
禄
15（
1702）12/21　

小
性
組（
24）

　
正
徳
3（
1713）5/晦

　
家
督
相
続（
35）

享
保
20（
1735）2/15　

小
性
組
組
頭（
57）

寛
保
3（
1743）閏

4/15　
先
手
鉄
炮
頭（
65）

延
享
1（
1744）9/21　

寄
合（
66）

同
年
11/20　

致
仕（
〃
）

寛
延
1（
1748）4/24　

死
去（
70）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）

山
高
信
賢

（
伝
助
/三
左
衛
門
/新
左
衛
門
/八
左
衛
門
）

　
延
宝
5（
1677）閏

12/10　
家
督
相
続（
22）

同
7（
1679）8/晦

　
大
番（
24）

天
和
2（
1682）12/22　

桐
間
番（
27）

―/―/―　
大
番（

―）
元
禄
6（
1693）8/晦

　
桐
間
番（
38）

同
7（
1694）1/11　

小
納
戸（
39）

同
年
4/14　

二
丸
留
守
居（
〃
）

同
10（
1697）7/18　

八
重
姫
用
人（
42）

正
徳
3（
1713）2/24　

死
去（
58）

59

朝
比
奈
勝
乗［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
求
馬
/伝
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
25）

　
寛
延
2（
1749）2/29　

家
督
相
続（
44）

明
和
4（
1767）12/26　

辞
職（
62）

天
明
1（
1781）11/13　

死
去（
76）

朝
比
奈
勝
盛

（
五
郎
三
郎
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
20）

　
元
禄
12（
1699）12/9　

家
督
相
続（
36）

延
享
2（
1745）2/7　

小
普
請（
82）

寛
延
1（
1748）12/18　

死
去（
85）

朝
比
奈
勝
明

（
十
助
/五
郎
大
夫
）

貞
応
3（
1654）7/18　

大
番（

―）
　
延
宝
1（
1673）7/11　

家
督
相
続（

―）
天
和
1（
1681）9/27　

大
番
組
頭（

―）
元
禄
12（
1699）11/24　

死
去（

―）

60

天
野
雄
好（
雄
隆
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
左
門
/佐
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
32）

　
寛
保
1（
1741）6/2　

家
督
相
続（
43）

明
和
7（
1770）閏

6/5　
辞
職（
72）

同
年
12/6　

致
仕（
〃
）

安
永
8（
1779）11/20　

死
去（
81）

天
野
雄
良

（
左
京
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
42）

　
正
徳
2（
1712）12/27　

家
督
相
続（
45）

享
保
16（
1731）12/28　

小
普
請（
64）

寛
保
1（
1741）3/24　

死
去（
74）

天
野
雄
正

（
左
門
/佐
左
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（

―）
　
貞
享
2（
1685）7/29　

家
督
相
続（

―）
元
禄
16（
1703）7/12　

船
手
役（

―）
正
徳
2（
1712）9/17　

死
去（

―）

61

内
藤
政
植［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
久
之
丞
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
38）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
45）

　
延
享
4（
1747）12/2　

家
督
相
続（
55）

宝
暦
7（
1757）6/12　

死
去（
65）

内
藤
信
政（
章
重
）

（
虎
之
助
/八
左
衛
門
/久
四
郎
）

　
寛
文
4（
1664）12/10　

家
督
相
続（
4）

天
和
1（
1681）2/26　

書
院
番（
21）

享
保
16（
1731）5/4　

辞
職（
71）

延
享
4（
1747）9/18　

死
去（
87）

内
藤
章
政

（
丑
松
/主
膳
/八
左
衛
門
）

　
寛
永
12（
1635） ―/―　

分
家（
12）

同
15（
1638）10/24　

書
院
番（
15）

寛
文
4（
1664）4/14　

死
去（
41）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）
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62

福
嶋
正
武［
当
主
の
勤
務
年
数
］

享
保
15（
1730）8/15　

小
性
組（

―）
※『
寛
政
譜
』に
よ
る
、
19日
の
誤
記
か

同
16（
1731）8/18　

西
丸
小
納
戸（

―）
延
享
2（
1745）9/1　

小
納
戸（

―）
　
寛
延
2（
1749）2/29　

家
督
相
続（

―）
宝
暦
6（
1756）閏

11/15　
二
丸
留
守
居（

―）
同
8（
1758）11/14　

死
去（

―）

福
嶋
定
正

（
主
殿
/主
水
）

　
元
禄
11（
1698）7/18　

家
督
相
続（

―）
同
13（
1700）3/26　

書
院
番（

―）
―/―/―　

辞
職（

―）
寛
延
1（
1748）12/29　

死
去（

―）

福
嶋
忠
政（
忠
良
）

（
助
六
郎
）

　
天
和
3（
1683）6/29　

赦
免（

―）
元
禄
11（
1698）5/14　

無
役
の
ま
ま
死
去（

―）

63

佐
野
某［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
求
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
20（
1735）6/23　

相
続
前
に
死
去（

―）

佐
野
綱
満

（
十
大
夫
/宇
右
衛
門
）

　
元
禄
3（
1690）8/6　

家
督
相
続（
24）

同
9（
1696）7/5　

書
院
番（
30）

元
文
2（
1737）2/27　

辞
職（
71）

延
享
1（
1744）8/21　

死
去（
78）

佐
野
正
周（
安
綱
）

寛
永
14（
1637） ―/―　

勘
定
方
見
習（
20）

　
同
15（
1638）12/16　

家
督
相
続（
21）

正
保
2（
1645）2/ ―　

勘
定
組
頭（
28）

寛
文
6（
1666）12/10　

組
頭
辞
職（
49）

※「
時
々
勘
定
所
に
出
仕
す
べ
き
む
ね
お
ほ
せ
」

天
和
2（
1682）6/14

「
御
勘
定
頭
に
そ
ふ
て
勤
仕
」（
65）

貞
享
4（
1687）9/10　

勘
定
奉
行（
70）

元
禄
2（
1689）6/4　

小
普
請（
処
罰
）（
72）

同
年
12/26　

死
去（
〃
）

64

天
野
成
政［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
万
吉
/万
次
郎
/靫
負
/彦
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
26）

　
寛
保
3（
1743）11/3　

家
督
相
続（
39）

宝
暦
10（
1760）6/2　

死
去（
56）

天
野
興
政

（
長
吉
/図
書
）

　
貞
享
2（
1685）12/15　

父
の
遺
跡
相
続（
1）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
20）

　
同
6（
1709）10/29　

家
督（
祖
父
）相
続（
25）

元
文
4（
1739）3/晦

　
辞
職（
55）

寛
保
3（
1743）8/3　

死
去（
59）

天
野
政
永

（
三
之
丞
/彦
三
郎
）

　
寛
文
4（
1664）12/10　

家
督
相
続（

―）
同
6（
1666）12/3　

小
性
組（

―）
元
禄
4（
1691）8/22　

辞
職（

―）
宝
永
6（
1709）8/25　

死
去（

―）
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65

嶋
津
久
荏［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
伊
織
/主
馬
/八
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

　
元
文
4（
1739）12/27　

家
督
相
続（
45）

明
和
2（
1765）3/16　

辞
職（
71）

安
永
1（
1772）12/7　

致
仕（
78）

同
5（
1776）6/10　

死
去（
82）

嶋
津
久
周

（
八
十
郎
/八
郎
兵
衛
）

天
和
3（
1683）9/25　

書
院
番（
23）

　
享
保
11（
1726）4/5　

家
督
相
続（
66）

同
16（
1731）9/5　

辞
職（
71）

元
文
4（
1739）11/13　

死
去（
79）

嶋
津（
後
藤
）久
利

※
寛
文
7（
1667）年

以
降
、嶋
津
姓
に

（
主
馬
/主
馬
助
/八
郎
右
衛
門
）

　
寛
永
20（
1643）12/7　

家
督
相
続（
12）

慶
安
1（
1648）8/3　

小
性
組（
17）

―/―/―　
辞
職（

―）
享
保
11（
1726）1/9　

死
去（
95）

66

松
崎
忠
富［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
円
之
丞
/数
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

　
延
享
2（
1745）7/19　

家
督
相
続（
44）

明
和
8（
1771）5/27　

辞
職（
70）

安
永
1（
1772）10/2　

死
去（
71）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）

松
崎
忠
延（
重
賢
）

　
延
宝
8（
1680）9/7　

家
督
相
続（
14）

元
禄
4（
1691）12/18　

桐
間
番（
25）

同
5（
1692）3/18　

書
院
番（
26）

元
文
2（
1737）4/29　

辞
職（
71）

延
享
2（
1745）7/19　

致
仕（
79）

寛
延
1（
1748）1/15　

死
去（
82）

松
崎
忠
恒

（
十
左
衛
門
/八
郎
左
衛
門
）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（

―）
　
延
宝
4（
1676）7/12　

家
督
相
続（

―）
同
8（
1680）8/8　

死
去（

―）

67

津
田
信
英［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
吉
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
28）

寛
保
3（
1743）1/26　

相
続
前
に
死
去（
41）

津
田
信
成

（
吉
三
郎
/内
記
/宇
右
衛
門
）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
3）

宝
永
1（
1704）5/25　

書
院
番（
21）

同
3（
1706）11/26　

西
丸
書
院
番（
23）

同
6（
1709）1/23　

書
院
番（
26）

宝
暦
3（
1753）2/13　

辞
職（
70）

同
7（
1757）12/12　

致
仕（
74）

明
和
4（
1767）9/24　

死
去（
84）

津
田
可
敬

（
内
記
）

　
寛
文
12（
1672）12/24　

召
抱
、書
院
番（
19）

貞
享
3（
1686）5/21　

死
去（
33）

68

松
下
綱
平［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
源
之
丞
/源
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
30）

　
同
17（
1732）3/2　

家
督
相
続（
32）

宝
暦
8（
1758）4/23　

死
去（
58）

松
下
貫
長（
貞
明
）

（
主
殿
/主
馬
/数
馬
/右
衛
門
/四
郎
左
衛
門
）

　
天
和
3（
1683）12/14　

家
督
相
続（
10）

元
禄
9（
1696）7/5　

書
院
番（
23）

宝
永
5（
1708）2/19　

桐
間
番（
35）

同
6（
1709）2/21　

書
院
番（
36）

享
保
9（
1724）11/15　

家
重
附（
51）

―/―/―　
二
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

西
丸
書
院
番（

―）
同
16（
1731）12/24　

死
去（
58）

松
下
貞
長

（
十
右
衛
門
/主
馬
）

　
万
治
2（
1659）12/25　

家
督
相
続（
15）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（
19）

天
和
3（
1683）7/24　

死
去（
39）
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69

塚
原
昌
博［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
久
三
郎
/頼
母
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
32）

　
元
文
1（
1736）9/3　

家
督
相
続（
38）

―/―/―　
辞
職（

―）
延
享
2（
1745）3/25　

死
去（
47）

塚
原
昌
親

（
新
之
丞
/頼
母
）

　
天
和
2（
1682）12/16　

家
督
相
続（

―）
元
禄
4（
1691）12/18　

桐
間
番（

―）
同
5（
1692）9/11　

新
番（

―）
同
7（
1694）11/21　

書
院
番（

―）
享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

西
丸
書
院
番（

―）
元
文
1（
1736）6/23　

死
去（

―）

塚
原
某

（
庄
左
衛
門
/三
左
衛
門
）

　
寛
文
1（
1661）12/10　

家
督
相
続（

―）
同
3（
1663）11/19　

書
院
番（

―）
天
和
2（
1682）10/13　

死
去（

―）

70

御
手
洗
正
良［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
五
郎
三
郎
/五
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
34）

　
同
19（
1734）11/7　

家
督
相
続（
38）

宝
暦
1（
1751）5/21　

小
普
請（
55）

同
8（
1758）12/19　

致
仕（
62）

同
12（
1762）10/19　

死
去（
66）

御
手
洗
正
矩

（
新
太
郎
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
21）

　
正
徳
3（
1713）3/24　

家
督
相
続（
51）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
62）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
書
院
番（
63）

同
19（
1734）8/27　

死
去（
72）

御
手
洗
正
近

（
五
郎
三
郎
/五
郎
兵
衛
）

　
明
暦
1（
1655）年

頃
　
家
督
相
続（
13）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
文
1（
1661） ―/―　

大
番（
19）

天
和
2（
1682）7/9　

大
番
組
頭（
40）

元
禄
10（
1697）11/15　

納
戸
頭（
55）

同
14（
1701）8/28　

西
丸
裏
門
番
頭（
59）

正
徳
2（
1712）6/12　

先
手
鉄
炮
頭（
70）

同
3（
1713）1/4　

死
去（
71）

71

松
前
報
広［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
源
蔵
/新
次
郎
/織
部
/三
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
48）

延
享
3（
1746）12/12　

相
続
前
に
死
去（
64）

松
前
広
屯

（
伊
織
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
27）

　
享
保
5（
1720）7/1　

家
督
相
続（
54）

同
10（
1725）6/2　

西
丸
書
院
番（
59）

元
文
2（
1737）3/9　

辞
職（
71）

宝
暦
3（
1753）12/8　

致
仕（
87）

同
7（
1757）3/2　

死
去（
91）

松
前
本
広（
貞
広
）

（
平
六
/五
平
次
/兵
部

　
　
/五
左
衛
門
/次
郎
左
衛
門
/三
郎
兵
衛
）

　
万
治
1（
1658）閏

12/18　
分
家（
12）

寛
文
6（
1666）12/3　

小
性
組（
20）

延
宝
1（
1673）3/27　

書
院
番（
27）

同
3（
1675）12/23　

辞
職（
29）

天
和
2（
1682）8/14　

書
院
番（
36）

宝
永
4（
1707）2/10　

辞
職（
61）

享
保
5（
1720）4/23　

死
去（
74）
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る
。
家
督
相
続
を
し
た
の
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
四
十
六
歳
の
時
で
あ

る
。
仮
に
こ
の
時
ま
で
惣
領
番
入
の
選
に
洩
れ
続
け
た
と
し
よ
う
。
と
す
る
と
、

ま
ず
両
番
に
番
入
し
、
布
衣
役
を
目
指
す
の
は
そ
れ
か
ら
の
話
に
な
る
。
果
た

し
て
同
じ
様
な
経
歴
に
な
っ
た
の
か
。
家
督
相
続
後
十
五
年
で
死
去
す
る
こ
と

を
鑑
み
れ
ば
、
甚
だ
心
許
な
い
。

同
じ
こ
と
が
、
美
濃
部
茂
英
（
表
27
の
32
）
の
事
例
か
ら
も
言
え
る
。
茂
英

は
享
保
十
五
年
に
番
入
し
た
後
、
中
奥
番
を
経
て
、
宝
暦
八
年
に
家
督
相
続
、

翌
年
徒
頭
に
昇
進
し
て
い
る
。
番
入
後
二
十
九
年
目
の
布
衣
役
昇
進
、
こ
れ
は

当
主
茂
孝
の
昇
進
の
早
さ
に
は
劣
る
も
の
の
、
順
調
な
昇
進
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
惣
領
の
内
に
番
入
し
た
か
ら
こ
そ
の
話
で
あ
る
。
四
十
七
歳
で
家

督
を
相
続
す
る
ま
で
無
役
で
あ
っ
た
な
ら
、
徒
頭
ま
で
昇
進
出
来
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
他
、
長
谷
川
正
直
や
酒
寄
義
武
、
田
付
景
林
（
表
27
の
33
、
37
、

38
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
番
入
と
家
督
相
続
と
の
間
に
二
十
数
年
の
開
き
が
あ
り
、

布
衣
役
昇
進
は
家
督
相
続
前
に
実
現
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
家
督
相
続
ま
で

番
入
出
来
な
か
っ
た
な
ら
ば
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
経
歴
で
あ
る
。

惣
領
番
入
が
昇
進
に
影
響
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
武
芸

吟
味
（
或
い
は
当
主
の
勤
務
年
数
）
に
よ
っ
て
番
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
資

格
的
な
意
味
で
昇
進
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
。
出
来
る
限
り
早
い
段
階
か
ら

役
職
に
就
け
ば
そ
の
分
昇
進
の
機
会
を
得
や
す
い
と
い
う
時
間
的
な
意
味
で
影

響
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
最
大
の

恩
恵
で
あ
っ
た
。

小
括

以
上
、
享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ

た
の
は
、
惣
領
番
入
が
も
た
ら
す
恩
恵
と
、
そ
の
恩
恵
を
得
る
に
は
武
芸
に
励

む
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

72

諏
訪
頼
純［
武
芸
吟
味
］

（
鉄
之
助
/左
門
/帯
刀
/勘
解
由
）

享
保
15（
1730）9/4　

書
院
番（
28）

　
同
17（
1732）5/7　

家
督
相
続（
30）

宝
暦
9（
1759）2/16　

死
去（
57）

諏
訪
頼
定

（
千
之
助
/源
之
助
/左
門
/忠
左
衛
門

　
　
/惣
左
衛
門
/宗
十
郎
/宇
右
衛
門
）

　
元
禄
8（
1695）7/11　

家
督
相
続（
20）

同
年
10/21　

桐
間
番（
〃
）

同
10（
1697）4/22　

新
番（
22）

同
年
7/26　

小
納
戸（
〃
）

宝
永
1（
1704）6/11　

小
性
組（
29）

享
保
17（
1732）2/2　

死
去（
57）

諏
訪
頼
張

（
千
之
助
/主
殿
/宇
右
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

書
院
番（
24）

　
延
宝
4（
1676）12/6　

家
督
相
続（
33）

元
禄
7（
1694）12/16　

死
去（
51）

・『
柳
営
日
次
記
』、『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
よ
り
作
成
し
た
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家
督
相
続
が
い
つ
に
な
る
か
は
不
確
定
で
あ
り
、
五
十
歳
手
前
、
或
い
は
五

十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
家
督
相
続
も
十
分
に
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
。
仮
に
そ

れ
ま
で
番
入
出
来
ず
に
い
た
場
合
、
そ
の
年
齢
か
ら
の
勤
務
に
な
り
、
布
衣
役

に
ま
で
昇
進
出
来
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
潰
え
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い

た
と
い
う
こ
と
。

惣
領
に
し
て
み
れ
ば
、
是
が
非
で
も
惣
領
番
入
を
通
じ
て
職
を
得
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
こ
で
立
ち
は
だ
か
る
の
が
武
芸
吟
味
と
い
う
壁
で
あ
る
。
当
主
の

勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
は
、
対
象
が
余
り
に
も
限
ら
れ
、
惣
領
自
身
の
努
力
で

ど
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
家
禄
に
よ
る
ご
り
押
し
な
ど
、
抜

け
道
は
存
在
し
な
い
。
番
入
し
た
け
れ
ば
真
面
目
に
武
芸
の
腕
を
磨
く
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
分
析
を

進
め
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
惣
領
番
入
に
よ
る
恩
恵
は
、
惣
領
自
身
の
人
生
を
左
右
し
得
る
も

の
で
あ
り
、
家
督
相
続
ま
で
無
役
で
い
る
こ
と
に
比
し
て
段
違
い
の
結
果
に
結

び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

第
二
に
、
惣
領
番
入
が
そ
れ
ほ
ど
に
魅
力
的
な
制
度
で
あ
る
一
方
で
、
そ
こ

に
は
武
芸
吟
味
と
い
う
選
抜
方
法
が
存
在
し
た
こ
と
。
特
に
五
番
方
番
士
の
惣

領
に
対
し
て
は
必
ず
武
芸
吟
味
が
課
さ
れ
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
と

い
う
新
た
な
選
抜
方
法
が
生
ま
れ
て
も
そ
の
重
み
を
失
わ
ず
、
番
入
を
望
む
惣

領
は
武
芸
に
励
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
武
芸
が
、
武
士
、
特
に
五
番
方
の
番
士
た
ら
ん
と
す
る
者
の
身
に

つ
け
て
お
く
べ
き
素
養
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
。
武
士
が
武
芸

を
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
惣
領
番
入
制
度
導
入
以
前

に
も
通
念
と
し
て
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
対
す
る
制
度
的
な

裏
打
ち
が
無
い
以
上
、
当
人
の
心
掛
け
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
素
養
（
武
芸
）
の
習
熟
度
が
番
入
に
関

係
す
る
と
い
う
同
制
度
導
入
後
に
あ
っ
て
は
、
実
利
を
伴
う
も
の
と
し
て
、
強

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

惣
領
番
入
制
度
と
は
、
武
芸
奨
励
に
制
度
的
な
実
を
確
保
し
、
更
に
は
武
芸

そ
れ
自
体
の
位
置
づ
け
に
ま
で
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
宗
の
武
芸
奨

励
の
画
期
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
惣
領
番
入
と
そ
れ
に
伴
う
武
芸
吟
味
の
実
施
と
い
う
本
論
の
主

題
は
、
足
高
制
で
み
ら
れ
る
役
方
の
能
力
主
義
と
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
か
。

惣
領
番
入
と
は
既
に
一
定
以
上
の
役
職
に
あ
る
当
主
の
惣
領
が
五
番
方
に
番
入

す
る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
て
、旗
本
で
は
あ
っ
て
も
五
番
方
に
番
入
出
来
な
い
、

低
い
家
柄
の
惣
領
が
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
足

高
制
導
入
以
降
に
み
ら
れ
る
役
方
の
能
力
主
義
に
縁
遠
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
通
り
、
た
と
え
惣
領
の
内
に
番
入
出
来
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
家
督
を
相
続
し
さ
え
す
れ
ば
番
入
の
可
能
性
は
極
め
て
高
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い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
格
式
あ
る
五
番
方
に
入
る
家
筋
、
身
分
主
義
を
打
破

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
更
に
確
固
た
る
も
の
に
成
長
さ
せ
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
家
柄
の
み
で
番
入
す
る
（
家
督
相
続
を
待
つ
）
に
は
、
第
二
章
で

論
じ
た
通
り
、
明
ら
か
な
不
利
を
伴
う
。
幸
運
に
も
五
番
方
に
番
入
出
来
る
家

に
生
ま
れ
た
惣
領
で
あ
っ
て
も
、
武
芸
に
励
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
格

式
あ
る
五
番
方
の
家
柄
、
枠
組
を
崩
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
い
ず
れ
は
五
番
方
に
加
わ
る
で
あ
ろ
う
惣
領
を
し
て
武
芸
に
励
ま
せ
、
五
番

方
に
ふ
さ
わ
し
い
素
養
（
武
芸
）
を
身
に
つ
け
た
者
と
し
て
成
長
せ
し
め
ん
と

す
る
意
図
が
同
制
度
の
分
析
か
ら
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
役
方
に
み
ら

れ
る
能
力
主
義
と
は
別
の
、
極
め
て
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
能
力
主
義
的
傾

向
が
番
方
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
名
誉
職
」
と
し
て
の
番
方
と
い

う
従
来
の
評
価
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
名
誉
を
負
う
に
足
る
番
士
の

充
実
が
画
策
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
惣
領
番
入
制
度
の
分
析
か
ら
導
き
出
せ
る

の
で
あ
る
。

注（
1
） 

徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
（
二
十
一
）』
時
事
通
信
社
出
版
局
、

一
九
六
四
年
、
二
九
六
〜
二
九
九
頁
。
辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
年
、
一
三
二
頁
〜
一
三
六
頁

（
2
） 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
徳
川
実
紀　

第
九
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

二
六
七
頁
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
（
以
下
同
じ
）

（
3
） 

今
村
嘉
雄
『
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
第
一
書
房
、一
九
八
九
年
、

二
六
八
〜
二
六
九
頁
。
石
川
久
夫
『
近
世
日
本
弓
術
の
発
展
』
玉
川
大
学
出
版
部
、

一
九
九
三
年
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
。
二
木
謙
一
ほ
か
『
日
本
史
小
百
科
〈
武
道
〉』

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。
菊
本
智
之
「
近
世
中
期
の
為
政

者
の
武
芸
思
想
に
関
す
る
一
考
察―

徳
川
吉
宗
と
武
芸
の
関
わ
り
を
中
心
に―

」『
ス

ポ
ー
ツ
サ
イ
エ
ン
ス
』
第
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
三
十
一
〜
四
十
六
頁
（
特
に

三
十
七
〜
四
十
頁
）。

（
4
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版
。
な
お
、
読
点

な
ど
は
筆
者
に
よ
る
（
以
下
同
じ
）

（
5
） 

『
憲
教
類
典
』
四
之
八
「
聖
堂
学
問
武
芸
」

　
　
　

元
禄
七
甲
戌
年
七
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
上
之
覚

　
　
　
　

一
、
御
番
衆
高
田
馬
場
に
お
ひ
て
乗
馬
申
付
番
頭
可
致
見
分
旨
被　

仰
出
候
事

　
　
　
　

一
、
馬
つ
く
ろ
ひ
候
様
成
事
ハ
皆
々
無
用
之
事

　
　
　
　

一
、
馬
具
等
取
飾
候
事
不
入
儀
ニ
候
馬
達
者
ニ
乗
候
儀
専
要
候
事

　
　
　
　

一
、 

高
田
馬
場
へ
罷
出
候
時
分
道
中
又
者
先
に
お
ひ
て
作
法
能
様
に
可
被
申
聞

候
事

　
　
　
　

一
、
今
度
ニ
不
限
乗
馬
之
儀
常
々
相
嗜
候
様
に
組
中
江
可
被
達
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
日

（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊（
四
十
一
）』汲
古
書
店
、一
九
八
四
年
、六
十
〜
六
十
一
頁
）

（
6
） 

橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
三
年
、
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一
一
八
頁
〜
一
二
三
頁

（
7
） 
同
右
、
二
十
一
〜
七
十
八
頁

（
8
） 

泉
井
朝
子「
足
高
制
に
関
す
る
一
考
察
」『
学
習
院
史
学
』第
二
号
、一
九
六
五
年
、

八
十
〜
八
十
三
頁

（
9
） 

同
右
、
八
十
二
頁

（
10
） 

笠
谷
和
比
古
『
武
士
道
と
日
本
型
能
力
主
義
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
二

頁
（
11
） 

同
右
、
一
三
二
〜
一
三
三
頁

（
12
） 

前
掲
（
6
）、
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
。
進
氏
慶
幹
『
江
戸
時
代
の
武
家
の
生
活
』

至
文
堂
、
一
九
六
六
年
、
九
五
頁

（
13
） 

南
和
男「『
仕
官
格
義
弁
』解
題
」『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊（
五
）』汲
古
書
店
、

一
九
八
四
年
、
三
〜
五
頁

（
14
） 

同
右
、
七
六
八
〜
七
七
〇
頁

（
15
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
一
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
御
番
士
代
々
記
』
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
幕
臣

岡
野
融
明
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
番
方
の
補
任
録
で
あ
る（「
御
番
士
代
々
記（
解
題
）」

『
内
閣
文
庫
未
刊
史
料
細
目
（
下
）』
国
立
公
文
書
館
、
一
九
七
八
年
、
七
十
八
〜

八
十
八
頁
）

（
16
） 

深
井
雅
海
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、

一
六
七
頁

（
17
） 

同
右
、
一
九
二
頁

（
18
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
四
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
19
） 

同
右

（
20
） 

前
掲
（
6
）、
一
二
三
頁

（
21
） 

同
右
、
一
二
五
〜
一
四
八
頁

（
22
） 

前
掲
（
18
）

（
23
） 

前
掲
（
16
）、
二
一
六
頁

（
24
） 

辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
一
四
六
〜
一
八
六
頁
。

笠
谷
和
比
古
『
徳
川
吉
宗
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
八
十
一
〜
八
十
九
頁
。
大
石

学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
八
〜
二
一
三
頁
、

二
二
三
〜
二
二
九
頁

（
25
） 

前
掲
（
18
）

（
26
） 

前
掲
（
24
）『
徳
川
吉
宗
』
五
十
五
〜
五
十
七
頁

（
27
） 

「
献
可
録（
解
題
）」瀧
本
誠
一『
日
本
経
済
叢
書（
三
）』日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、

一
九
一
四
年
、
二
〜
三
頁

（
28
） 

同
右
、
一
九
四
〜
二
一
四
頁

（
29
） 

同
右
、
二
一
二
〜
二
一
三
頁

（
30
） 

森
山
家
に
つ
い
て
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
九
）』
三
四
九
〜
三
五
二
頁
参
照

（
31
） 

『
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊　

自
家
年
譜　

上
』
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、

一
九
九
四
年

（
32
） 

同
右
、
三
頁

（
33
） 

同
右

（
34
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
六
）』
二
〇
一
頁

（
35
） 
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
四
）』
三
五
一
頁

（
36
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
七
）』
一
五
九
頁

（
37
） 

前
掲
（
31
）、
三
頁
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（
38
） 

同
右
、
三
〜
四
頁

（
39
） 
前
掲
（
18
）

（
40
） 
前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
41
） 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
徳
川
実
紀　

第
八
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

三
八
六
頁

（
42
） 

同
右
、
三
七
三
│
三
七
四
頁

（
43
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
44
） 

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
（
三
十
八
）』
汲
古
書
店
、
一
九
八
四
年
、
三
七
二

頁
（
45
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
六
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
46
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
47
） 

前
掲
（
45
）

（
48
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
49
） 

『
柳
営
日
次
記
（
四
十
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
50
） 

『
柳
営
日
次
記
（
四
十
四
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
51
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
七
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
52
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
二
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
九
十
六
頁

（
53
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
八
）』
六
十
九
頁

（
54
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
小
性
組
一
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
九
）』
四
十
九
頁
。

（
55
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
小
性
二
番
組
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
二
十
八
〜
二
十
九
頁

（
56
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
組
五
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
一
一
三
頁

（
57
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
六
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
四
二
四
〜
四
二
五
頁

（
58
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
書
院
番
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
四
）』
二
四
三
頁

（
59
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
中
古
御
書
院
番
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館

所
蔵
、
請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
六
）』
二
七
一
頁

（
60
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
中
古
御
神
版
四
番
名
前
目
録
』）国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
二
〇
九
頁

（
61
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
五
十
頁

（
62
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
七
十
六
頁

（
63
） 

同
右

（
64
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
五
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一

（
65
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
二
三
二
頁

（
66
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
三
十
三
頁

（
67
） 

同
右

（
68
） 
『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
書
院
番
二
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
一
）』
二
三
六
頁

（
69
） 

同
右
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（
70
） 
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
二
十
）』
一
八
三
頁

（
71
） 
『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。
同
組
に
あ
っ
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
り
惣
領
が
番

入
し
た
福
嶋
定
正
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
二
十
一
）』
三
二
五
頁
）
よ
り
も
勤
務
年
数

の
長
い
丹
羽
正
道
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
一
）』
一
八
二
頁
）、
三
枝
守
景
（『
寛
政

重
修
諸
家
譜（
十
七
）』四
〇
一
頁
）が
い
た
が
、正
道
の
惣
領
正
知
は
既
に
番
入
し（「
惣

御
番
入
」）、
守
景
の
惣
領
国
中
は
当
時
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

（
72
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。
同
組
に
あ
っ
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
り
惣
領
が
番

入
し
た
佐
野
綱
満
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
三
十
六
頁
）
よ
り
も
勤
務
年
数
の

長
い
岡
田
善
武
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
二
十
一
頁
）
や
筧
正
次
（『
寛
政
重
修

諸
家
譜
（
十
七
）』
三
十
八
頁
）
が
い
た
が
、
善
武
の
惣
領
善
長
は
当
時
五
歳
、
正
次

の
惣
領
正
次
は
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

（
73
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
記
述
よ
り
、
惣
領
が
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
番
士
や
養

子
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
か
ら
は
い
つ
養
子
に
な
っ
た
の
か
不
分
明
で
あ
る
）
の
惣

領
を
持
つ
番
士
な
ど
を
排
除
し
た

（
74
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁

（
75
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
八
）』
五
頁

（
76
） 

前
掲
（
12
）『
江
戸
時
代
の
武
家
の
生
活
』、
九
十
四
頁

（
77
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
四
二
一
〜
四
二
二
頁

（
78
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
二
四
一
頁

（
79
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
一
）』
二
五
八
頁

（
80
） 

第
二
章
第
四
節
「
享
保
九
年
の
番
入
」
の
項
参
照

（
81
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
三
七
一
〜
三
七
二
頁

（
82
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
五
）』
十
八
〜
十
九
頁
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漱
石
『
門
』
に
お
け
る
能
動
的
知
性
の
回
復

野　

網　

摩　

利　

子

は
じ
め
に

小
説
の
時
空
を
、
個
人
の
限
界
が
反
映
さ
れ
た
枠
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
文
学
研
究
は
、
小
説
の
時
空
の
限
界
を
小
さ

く
見
積
も
り
過
ぎ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
小
説
は
、
現
在
の
時
と
場
所

か
ら
放
た
れ
る
性
質
を
備
え
た
言
葉
で
書
か
れ
、
小
説
内
に
は
、
言
葉
を
受
け

と
め
て
進
展
す
る
可
能
性
に
満
ち
た
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
研
究
で
は
、
小
説
に
登
場
す
る
の
が
、
知
能
を
持
つ

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
軽
視
し
過
ぎ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
人
間

は
、
読
者
の
予
想
を
上
回
る
知
的
受
容
を
な
す
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
能
力
を
低
く
見
積
も
る
こ
と
は
、
小

説
が
与
え
た
、
そ
の
登
場
人
物
の
感
受
の
可
能
性
か
ら
生
ま
れ
だ
す
時
空
を
切

り
落
と
す
こ
と
と
同
じ
に
な
る
。

本
論
は
、
漱
石
『
門）

1
（

』
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
小
説
が
、
見
か
け
の
時
空
よ

り
も
、
い
っ
そ
う
広
い
時
空
を
抱
え
て
成
立
し
、
そ
の
時
空
は
、
つ
ね
に
登
場

人
物
の
思
考
を
通
じ
て
発
展
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る）

2
（

。

一
、
千
光
寺
大
悲
閣

『
門
』
に
は
、
宗そ
う

助す
け

・
御お
　
よ
ね米
と
い
う
夫
婦
の
日
常
生
活
が
い
か
に
過
去
の
因

果
で
縛
ら
れ
て
い
る
か
が
念
入
り
に
語
ら
れ
て
い
る
。
宗
助
は
京
都
帝
国
大
学

生
の
と
き
、安
井
と
い
う
友
人
か
ら
御
米
を
奪
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
宗
助
は「
過

去
の
痛
恨
」「
創き
ず

口ぐ
ち

」（
十
七
の
二
）
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
を
主
題
と
し
て

生
き
て
い
る
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
『
門
』

論
で
、
安
井
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。

安
井
の
残
し
た
思
想
、文
化
、思
考
法
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
小
説
に
敷
か
れ
、



116

こ
の
小
説
の
世
界
を
広
げ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
検
討
を
行
う
。

宗
助
は
京
都
帝
国
大
学
学
生
時
代
、
安
井
か
ら
京
都
を
教
え
ら
れ
る
。
安
井

は
「
越
前
」（
十
四
の
二
）・「
福
井
」（
十
四
の
四
）
の
出
身
で
あ
る
。
東
京
か

ら
京
都
に
来
て
日
の
浅
い
宗
助
は
、「
安
井
の
案
内
」
で
京
都
を
知
る
こ
と
が

で
き
、「
大
分
の
便
宜
」
を
得
た
と
あ
る
。

安
井
が
何
を
「
勉
強
」（
十
四
の
五
）
し
て
い
た
の
か
明
言
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
、
じ
つ
は
、
彼
の
思
想
傾
向
が
か
な
り
推
測
で
き
る
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
。
安
井
に
つ
い
て
振
り
返
ら
れ
た
あ
と
、
宗
助
と
御
米
の
こ
と
が
「
二
人

は
兎
角
し
て
会
堂
の
腰べ
ん
ち掛
に
も
倚
ら
ず
、
寺
院
の
門
も
潜
ら
ず
に
過
ぎ
た
」
と

語
ら
れ
、「
必
竟
ず
る
に
、
彼
等
の
信
仰
は
、
神
を
得
な
か
つ
た
た
め
、
仏
に

逢
は
な
か
つ
た
た
め
、
互
を
目
標
と
し
て
働
ら
い
た
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

「
文
芸
に
も
哲
学
に
も
縁
の
な
い
彼
等
は
」（
十
七
の
一
）
と
、
明
確
な
比
較
対

象
を
感
じ
さ
せ
る
語
り
方
が
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
安
井
の
方
は
逆
に
、
宗

教
に
縁
が
あ
り
、
文
芸
や
哲
学
に
関
心
の
あ
る
「
性
質
」（
十
七
の
一
）
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
芸
や
哲
学
と
い
っ
て
も
幅
広
い
が
、
安
井
の
口
に
し
た
と
い
う
内
容
か

ら
、
浄
瑠
璃
や
禅
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
宗
助
の
記
憶
が
甦
る

体
裁
で
語
ら
れ
た
、
宗
助
と
安
井
の
や
り
と
り
を
中
心
に
見
て
い
く
。

あ
る
時
は
大
悲
閣
へ
登
つ
て
、
即
非
の
額

0

0

0

0

の
下
に
仰
向
き
な
が
ら
、
谷
底

の
流
を
下
る
艪
の
音
を
聞
い
た
。
其
音
が
雁
の
鳴
声
に
よ
く
似
て
ゐ
る
の

を
二
人
と
も
面
白
が
つ
た
。（
十
四
の
二）

3
（

）

安
井
と
宗
助
と
が
行
っ
た
「
大
悲
閣
」
と
は
、
嵯
峨
嵐
山
に
あ
る
千
光
寺
の

こ
と
で
、
角
倉
了
以（
一
五
五
四
│
一
六
一
四
）が
一
六
〇
六
年（
慶
長
十
一
年
）、

保
津
川
、
高
瀬
川
を
開
削
し
た
さ
い
の
犠
牲
者
を
弔
う
た
め
に
、
嵯
峨
中
院
に

あ
っ
た
千
光
寺
を
移
し
て
創
建
し
、
千
手
観
音
の
大
慈
大
悲
に
あ
や
か
っ
て
名

づ
け
ら
れ
た
と
い
う）

4
（

。
角
倉
了
以
は
嵯
峨
嵐
山
を
郷
里
と
し
て
い
た
。

眼
下
に
保
津
川
の
急
潭
を
臨
む
大
悲
閣
了
以
殿
（
客
殿
）
に
は
、「
儒
学
教

授
兼
両
河
轉
運
使
吉
田
子
元
状
」
と
い
う
木
造
碑
が
あ
る）

5
（

。
こ
れ
は
、
角
倉
了

以
の
嗣
子
、
角
倉
素
庵
（
一
五
七
一―

一
六
三
二
）
の
行
状
記
で
あ
り
、
最
初

の
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

慶
長
元
和
之
間
、
丁
天
下
文
明
之
運
、
勃
興
儒
教
荷
担
斯
道
者
、
北
肉
藤

歛
夫
先
生
也）

6
（

「
北
肉
藤
歛
夫
先
生
」
と
い
う
の
が
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
│
一
六
一
九
）
の

こ
と
で
あ
る
。
千
光
寺
大
悲
閣
に
は
、
惺
窩
の
漢
詩
の
額
も
掲
げ
ら
れ
て
い

る）
7
（

。
惺
窩
は
も
と
も
と
禅
僧
だ
っ
た
が
、
一
五
九
六
年
（
慶
長
元
年
）、
儒
学

へ
の
志
向
を
固
め
る）

8
（

。
素
庵
は
惺
窩
に
師
事
し
、
儒
学
を
究
め
た
た
め
、「
儒

学
教
授
」
と
冠
さ
れ
た）

9
（

。

惺
窩
は
保
津
川
の
石
を
名
づ
け
な
お
し
た
。
了
以
殿
に
入
る
と
こ
ろ
に
あ
る
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石
碑
、「
河
道
主
事
嵯
峨
吉
田
了
以
翁
碑
銘
」
に
そ
の
こ
と
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

林
道
春
（
林
羅
山
）
の
撰
文
に
よ
り）
10
（

、
素
庵
が
建
て
た
碑
で
あ
る
。
一
部
、
引

用
し
よ
う
。

玄
之
能
書
、
且
問
儒
風
於
惺
窩
藤
先
生
有
年
矣
、
一
旦
招
先
生
遡
遊
于
河

上
、
奇
石
激
湍
甚
多
、
請
先
生
多
改
旧
号
、
其
白
浪
揚
如
散
花
者
、
号
浪

花
隅
（
旧
名
大
瀬
）、
其
斉

環
石
者
、
号
観
瀾
盤
陀
、
有
石
相
距
可
二

十
尺
、猿
抱
子
飛
超
其
間
者
、号
叫
猿
峡
（
旧
名
猿
飛
）、東
有
山
岩
高
嶮
、

有
棲
鶻
之
奇
巣
者
、
号
鷹
巣
、
石
壁
斗
絶
皃
如
万
巻
堆
者
、
号
群
書
岩
（
旧

名
出
合
）、
此
処
有
石
似
門

0

0

0

0

0

0

、
廣
五
丈
高
百
余
尺
者

0

0

0

0

0

0

0

0

、
号
石
門
関

0

0

0

0

、
有
湍

急
流
、船
行
如
飛
、号
鳥
船
灘
（
旧
名
鵜
川
）、（
中
略
）
復
有
石
方
三
丈
許
、

0

0

0

0

0

0

0

0

其
面
如
鏡
、
聳
於
水
崖
、
号
鏡
石

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、）
11
（

「
玄は
る
ゆ
き之
」
と
は
、
素
庵
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
惺
窩
に
、
大
悲
閣
か
ら
見
下

ろ
せ
る
谷
底
の
石
を
号
し
て
も
ら
っ
た
。
大
悲
閣
に
行
く
誰
も
が
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
碑
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ
者
は
誰
し
も
、
こ
の
大
悲

閣
と
い
う
禅
寺
が
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
禅
と
儒
教
と
が
切
り
結
ぶ
場
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

伊
勢
物
語
、
徒
然
草
、
観
世
流
謡
本
を
初
め
と
し
て
、
古
典
文
学
、
芸
能
書

の
刊
行
に
角
倉
素
庵
が
精
力
を
傾
注
し
、
そ
れ
ら
が
嵯
峨
本
と
し
て
尊
重
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
素
庵
に
よ
る
『
史
記
』
百
三

十
巻
の
本
邦
初
の
刊
行
も
、
宗
助
・
安
井
が
京
都
帝
国
大
学
生
で
あ
っ
た
明
治

三
十
五
、
三
十
六
年
当
時）

12
（

な
ら
ば
、
素
庵
の
業
績
で
あ
る
と
学
生
は
知
っ
て
い

た
こ
と
だ
ろ
う）
13
（

。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
大
悲
閣
は
、
朝
鮮
の
学
問
と
日
本
の
学

問
と
が
意
気
投
合
す
る
舞
台
で
あ
っ
た）

14
（

。
要
す
る
に
、
大
悲
閣
に
は
、
東
ア
ジ

ア
の
「
文
芸
」、「
哲
学
」
の
精
髄
が
集
結
し
た
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。

「
安
井
の
案
内
」（
十
四
の
二
）
で
宗
助
は
こ
こ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
寺
に
集
結
し
た
「
文
芸
」
や
「
哲
学
」
に
つ
い
て
安
井
が
熟
知

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
安
井
は
宗
助
に「
即
非
の
額

0

0

0

0

の
下
に
仰
向
き
な
が
ら
、

谷
底
の
流
を
下
る
艪
の
音
を
聞
」（
十
四
の
二
）
く
所
作
を
促
し
た
。

即
非
と
は
、
明
治
以
前
に
は
臨
済
正
宗
の
開
祖
、
隠
元
の
弟
子
、
高
僧
の
即そ

く

非ひ

如に
ょ

一い
ち

（
一
六
一
六―

一
六
七
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
隠
元
か
ら
印
可
を

受
け
、
法は
っ
す嗣
と
な
っ
た）
15
（

。
隠
元
は
明
末
、
清
の
初
め
の
思
想
運
動
の
な
か
で
中

国
禅
の
正
統
を
自
認
し
、
臨
済
正
宗
を
名
乗
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
政

府
の
宗
教
政
策
は
、
臨
済
正
宗
と
い
う
自
称
を
認
め
ず
、
黄
檗
宗
と
い
う
名
称

に
換
え
さ
せ
、
臨
済
宗
か
ら
独
立
さ
せ
た）

16
（

。
安
井
が
そ
の
事
件
を
注
視
し
て
い

た
こ
と
す
ら
う
か
が
え
る
。
即
非
の
額
と
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

叢
竹
写
清
音）

17
（

も
と
禅
宗
だ
っ
た
千
光
寺
が
、
一
時
、
天
台
宗
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
八
〇

八
年
（
文
化
五
年
）
以
降
黄
檗
宗
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
額
が
運
ば
れ
て
き
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
実
際
に
即
非
が
こ
の
寺
を
訪
れ
、
し
た
た
め
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た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宗
助
の
回
想
中
、
即
非
の
額
へ
の
言
及
直
前
に
、「
至

る
所
の
大
竹
藪
に
緑
の
籠
る
深
い
姿
を
喜
ん
だ
」（
十
四
の
二
）
と
あ
る
。
回

想
に
さ
い
し
、
宗
助
が
即
非
の
額
の
文
字
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。こ

の
「
叢
竹
」
は
、
嵯
峨
の
竹
林
の
み
な
ら
ず
、
禅
林
を
も
指
す
で
あ
ろ

う
。「
清
音
」
は
保
津
川
の
石
に
あ
た
っ
て
立
て
る
音
と
受
け
取
れ
る
。
そ
の

た
め
、
安
井
・
宗
助
の
二
人
は
こ
の
額
の
下
に
仰
向
い
た
。

彼
ら
の
教
養
を
も
っ
て
し
て
そ
う
す
る
こ
と
は
、
近
世
初
期
の
、
禅
と
袂
を

別
ち
な
が
ら
、
孤
軍
奮
闘
し
た
儒
教
と
、
近
世
末
期
か
ら
近
代
初
期
に
か
け
て

の
、
禅
の
問
い
直
し
の
機
運
を
感
じ
取
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
、「
河
道
主
事
嵯
峨
吉
田
了
以
翁
碑
銘
」
を
見
て
み
よ
う
。
今
度

は
、
後
半
部
で
あ
る
。

此
年
夏
営
大
悲
閣
于
嵐
山
、
山
高
二
十
丈
許
、
壁
立
谷
深

0

0

、
右
有
瀑
布
、

前
有
亀
山
、
而
直
視
洛
中
、
河
水
流
亀
嵐
之
際
、
舟

之
来
去
居
然
可
見

矣）
18
（

「
あ
る
時
は
大
悲
閣
へ
登
つ
て
、
即
非
の
額
の
下
に
仰
向
き
な
が
ら
、
谷
底
0

0

の
流
0

0

を
下
る
艪
の
音
を
聞
い
た
」と
い
う
文
句
は
宗
助
の
回
想
の
一
節
で
あ
る
。

こ
れ
自
体
、
了
以
の
碑
の
、
右
の
一
文
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
回
想
の
な
か
で
、
嵯
峨
は
二
度
ま
で
も
振
り
返

ら
れ
る
。

紅
葉
も
三
人
で
観
た
。
嵯
峨
か
ら
山
を
抜
け
て
高
雄
へ
歩
く
途
中
で
、
御

米
は
着
物
の
裾
を
捲
く
つ
て
、
長
襦
袢
丈
を
足
袋
の
上
迄
牽
い
て
、
細
い

傘
を
杖
に
し
た
。（
十
四
の
九
）

嵯
峨
は
紅
葉
の
名
所
で
あ
り
、
大
悲
閣
か
ら
見
え
る
亀
山
に
は
古
来
、
桜
紅

葉
が
植
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
嵐
山
、
小
倉
山
に
の
み
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

当
然
そ
の
と
き
話
題
に
な
る
こ
と
だ
。
安
井
が
嵯
峨
を
知
悉
し
、
繰
り
返
し
、

大
悲
閣
近
辺
を
御
米
と
宗
助
に
案
内
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
。

二
、
安
井
の
関
心
事

安
井
の
郷
里
は
「
福
井
」
で
あ
る
。
夏
休
み
後
に
宗
助
と
再
会
し
た
と
き
に

も
安
井
が
「
郷
里
の
事
」（
十
四
の
六
）
を
話
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
福
井

に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
曹
洞
宗
の
大
本
山
、
永
平
寺
が
あ
る）

19
（

。

宗
助
と
安
井
と
が
京
都
帝
国
大
学
に
通
っ
て
い
た
当
時
、
す
で
に
著
名
な
臨

済
宗
の
僧
が
福
井
か
ら
出
て
い
た
。
釋
宗
演
で
あ
る）
20
（

。
釋
宗
演
は
、
宗
助
が
参

禅
に
さ
い
し
て
世
話
に
な
っ
た
僧
の
宜
道
が
「
悟
の
遅
速
は
全
く
人
の
性た

質ち

」

（
二
十
一
の
二
）
と
し
て
例
に
出
し
た
「
洪
川
和
尚
」
の
弟
子
に
あ
た
る
。
そ
の

講
演
記
録
か
ら
宗
演
の
口
調
を
す
こ
し
取
り
出
し
て
み
よ
う
。「
禅
宗
じ
や
と
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て
普
通
世
間
の
人
に
分
ら
ぬ
事
、
考
へ
ら
れ
ぬ
事
を
唱
へ
た
の
で
は
な
い
。
云

へ
ば
云
へ
る
事
、
考
へ
れ
ば
考
へ
ら
れ
る
事
、
実
行
す
れ
ば
実
行
せ
ら
る
ゝ
事

を
伝
へ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

0

0

0

徒
に
尊
大
に
構
へ
て
居
る
の
が
、
禅
宗
の
特
色

な
る
か
の
如
く
に
思
ふ
て
居
る
者
が
あ
る
が
、
此
は
大
な
る
誤
謬
で
あ
る
。

（
…
…
）
然
る
に

0

0

0

今
日
の
如
く
人
間
の
智
識
に
依
て
、
凡
べ
て
を
考
へ
よ
う
と

す
る
時
代
に
至
つ
て
も
、
尚
ほ
旧
式
を
墨
守
し
て
居
る
の
は
、
愚
の
至
り
ぢ

や）
21
（

」。
講
演
記
録
に
よ
れ
ば
、
釋
宗
演
が
「
然
る
に
」
と
い
う
言
葉
を
頻
繁
に

発
し
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。

安
井
に
は
「『
然
る
に
』
と
云
ふ
口
癖
」（
十
四
の
六
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

彼
が
郷
里
出
身
の
僧
、
釋
宗
演
と
同
じ
口
癖
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
が
釋
宗
演
の
講
演
を
少
な
か
ら
ず
聴
き
、
畏
敬
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る）
22
（

。
安
井
は
、
宗
教
、
哲
学
に
は
こ
の
よ
う
な
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
文
芸
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

「
も
う
斯
ん
な
古
臭
い
所
に
は
厭
き
た
」
と
言
い
出
す
宗
助
に
対
し
、
安
井

は
、「
或
友
達
の
故
郷
の
物
語
を
し
て
宗
助
に
聞
か
し
た
」と
い
う
。
そ
れ
は「
浄0

瑠
璃
に
間
の
土
山
雨
が
降
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
あ
る
有
名
な
宿
の
事
」
だ
っ
た
。
安
井
は
、「
其

友
達
の
小
さ
い
時
分
の
経
験
と
し
て
、
五
月
雨
の
降
り
つ
ゞ
く
折
抔
は
、
小
供

心
に
、
今
に
も
自
分
の
住
ん
で
ゐ
る
宿
が
、
四
方
の
山
か
ら
流
れ
て
来
る
雨
の

中
に
浸
か
つ
て
仕
舞
ひ
さ
う
で
、心
配
で
な
ら
な
か
つ
た
と
云
ふ
話
を
し
た
」。

宗
助
は
「
そ
ん
な
擂
鉢
の
底
で
一
生
を
過
す
人
の
運
命
ほ
ど
情
な
い
も
の
は
あ

る
ま
い
」
と
考
え
た
。
安
井
は
「
さ
う
し
て
土
山
か
ら
出
た
人
物
の
中
で
は
、

千
両
函
を
摩
り
替
へ
て
磔
に
な
つ
た
の
が
一
番
大
き
い
の
だ
と
云
ふ
一
口
話
を

矢
張
り
友
達
か
ら
聞
い
た
通
り
繰
り
返
し
た
」（
十
四
の
三
）
と
あ
る
。

安
井
が
宗
助
に
、
あ
る
友
達
の
故
郷
の
物
語
と
し
て
出
し
た
有
名
な
宿
と

は
、
鈴
鹿
の
こ
と
で
あ
り
、「
浄
瑠
璃
」
と
は
近
松
門
左
衛
門
『
丹
波
与
作
待

夜
の
小
室
節
』
で
あ
る）

23
（

。
口
承
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
を
近
松
が
大
幅
に
改
編

し
た
話
で
あ
る
。
手
を
加
え
た
の
は
、
与
作
の
元
の
妻
と
し
て
滋
野
井
を
、
滋

野
井
と
与
作
の
子
と
し
て
与
之
助
を
設
定
し
た
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
武
士
で

あ
っ
た
与
作
が
改
易
と
な
り
、
一
家
離
散
し
、
子
の
与
之
助
は
馬
方
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
与
之
助
は
、
丹
波
国
城
主
の
「
お
湯
殿
」
の
子
で
あ
る
「
し

ら
べ
姫
」
の
乳
母
と
な
っ
て
い
た
実
母
、
滋
野
井
に
会
う
。
与
之
助
は
拒
ま
れ

な
が
ら
も
、
姫
の
お
輿
入
れ
に
同
行
す
る
。
与
之
介
は
、
身
を
持
ち
く
ず
し
て

い
た
馬
方
、
与
作
に
も
、
父
と
知
ら
ず
に
会
い
、
与
作
と
い
う
名
の
恋
し
さ
か

ら
与
作
に
仕
え
る
。
そ
の
一
番
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
は
、
実
の
父
親
と
知
ら
な
い

ま
ま
に
与
作
の
手
先
に
な
り
、
盗
み
を
犯
し
、
捕
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
は
か
ら
ず
も
罪
を
犯
し
た
者
の
真
の
悲
し
み
が
語
ら
れ
る
。
真
実
を
知
っ

た
与
作
と
彼
と
同
棲
す
る
小
ま
ん
と
が
自
ら
を
咎
め
て
自
殺
を
図
る
と
い
う
筋

立
て
で
あ
る
。

安
井
の
言
う
「
間
の
土
山
雨
が
降
る
」
は
、
滋
野
井
の
命
で
与
之
助
に
、「
姫

君
の
お
と
ぎ
」
に
歌
わ
せ
た
歌
で
あ
る
。「
坂
は
照
る
〳
〵
。
鈴
鹿
は
曇
る
。

土
山
あ
ひ
の
。
あ
ひ
の
土
山
雨
が
降
る）

24
（

」。
こ
の
歌
が
ま
さ
に
、
父
母
を
恋
し

く
思
い
な
が
ら
も
、
思
い
が
通
じ
ず
、
悲
し
み
を
抱
え
た
与
之
助
に
よ
っ
て
歌
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わ
れ
る
。

し
ら
べ
姫
に
東
下
り
を
促
す
道
中
双
六
の
文
句
に
、「
松
原
は
る
ゝ
。
膏
薬

買
ふ
て
月
を
吸
出
せ
清
見
寺）
25
（

」
と
い
う
の
も
出
て
く
る）
26
（

。
安
井
が
京
都
へ
下
る

折
り
に
寄
ろ
う
と
提
案
し
た
臨
済
宗
清
見
寺
の
こ
と
だ
。

な
ぜ
、
安
井
は
、
宗
助
に
、
鈴
鹿
宿
の
話
と
し
て
、「
間
の
土
山
雨
が
降
る
」

と
い
う
、
盗
み
を
犯
す
与
之
助
の
歌
を
思
い
出
さ
せ
、
そ
の
土
山
か
ら
出
た
人

物
と
し
て
「
千
両
函
を
摩
り
替
へ
て
磔
に
な
つ
た
の
が
一
番
大
き
い
の
だ
」
と

話
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

盗
人
へ
の
問
い
は
、
じ
つ
は
、
臨
済
禅
に
お
い
て
基
本
的
な
問
い
で
あ
る
。

六
祖
大
師
（
慧
能　

六
三
八
│
七
一
三
）
に
よ
る
重
要
な
言
葉
が
存
在
し
、
頻

繁
に
参
照
さ
れ
る
。
安
井
が
身
を
置
い
て
い
た
環
境
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ

と
を
知
ら
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い）

27
（

。
彼
は
そ
れ
を
知
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
話
を
宗
助
に
対
し
て
持
ち
出
し
た
。
宗
助

は
、
そ
の
こ
と
を
後
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
導
か
れ
て
い
る
。
そ
の
過

程
を
つ
ぎ
に
辿
っ
て
み
よ
う
。

三
、
仏
教
と
儒
教
の
裂
け
目
に
あ
る
寺

安
井
に
関
し
て
宗
助
が
呼
び
起
こ
し
た
記
憶
は
、
宗
助
の
現
在
時
の
思
考
に

忍
び
込
む
。
宗
助
は
な
ぜ
、
突
然
、
参
禅
を
思
い
つ
く
の
か
。
そ
の
唐
突
さ
が

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た）
28
（

。
じ
つ
は
、
安
井
に
つ
い
て
の
想
起
が
参
禅
を
宗

助
に
連
想
さ
せ
た
の
で
あ
る）
29
（

。

後
で
も
触
れ
る
が
、
宗
助
は
歯
の
性
が
悪
い
と
自
覚
し
て
お
り
、「
歯
医
者

の
門
を
潜
」（
五
の
二
）
る
。
そ
こ
で
開
い
た
雑
誌
「
成
効
」
に
、「
風
碧
落
を

吹
い
て
浮
雲
尽
き
、
月
東
山
に
上
つ
て
玉
一
団
」
と
あ
り
、「
感
心
」
す
る
。

そ
の
句
は
じ
つ
は
『
禅
林
句
集
』
に
載
る）
30
（

。
そ
の
夜
、
帰
宅
し
て
彼
は
「
久
し

振
に
論
語
を
読
ん
」（
五
の
四
）
で
い
る
。
家
主
の
坂
井
宅
で
安
井
が
翌
々
日

に
来
る
と
聞
く
直
前
、
主
人
か
ら
、
昨
夕
逢
っ
た
芸
者
が
「
ポ
ツ
ケ
ツ
ト
論

語
」（
十
六
の
三
）
を
好
み
、
い
つ
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
、
そ
の
後
、
安
井
の
名
前
が
坂
井
の
口
か
ら
飛
び
出
し
た
途
端

に
、
総
合
さ
れ
て
宗
助
を
襲
う
設
定
で
あ
ろ
う
。
青
ざ
め
た
宗
助
は
、
翌
日
の

夜
、「
浄
瑠
璃
」（
十
七
の
三
）
を
聞
き
に
行
く
こ
と
に
し
て
、
気
が
晴
れ
な
い
。

そ
の
「
浄
瑠
璃
」
自
体
、
安
井
か
ら
の
連
想
で
思
い
つ
い
た
娯
楽
な
の
で
、
落

着
け
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宗
助
は
「
鎌
倉
辺
」
の
「
禅
寺
へ
留

め
て
貰
」（
十
八
の
一
）
う
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
、
初
刻
一
六
八
六
年
（
貞
享
三
年
）
の
黒
川
道
祐
撰
『
雍
州
府
志
』

の
「
寺
院
門
（
葛
野
郡
）」
に
千
光
寺
の
項
目
を
見
て
み
よ
う
。

千
光
寺　

嵯
峨
、
大
井
河
の
北
西
に
あ
り
。
寧ね

い

兀ご
っ

菴た
ん

の
派
な
り
。
し
か
れ

ど
も
、
名
存
し
て
寺
絶
ゆ
。
角
倉
吉
田
了
意マ
マ

、
天
性
、
水
利
を
得
。
丹
波

鳥
羽
よ
り
舡
を
こ
の
川
に
通
ず
。
時
に
、
こ
の
寺
を
再
興
し
、
し
か
う
し

て
観
音
大
士
の
像
を
安
置
す
。
伝
へ
い
ふ
、
嵯
峨
帝
の
持
仏
な
り
と）
31
（

。
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多
く
後
刷
さ
れ
た
『
雍
州
府
志
』
で
あ
り
、
東
京
出
身
の
宗
助
が
幾
度
も
開

い
た
に
違
い
な
い
京
都
の
参
考
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
千
光
寺
が
、
右
の
よ
う

に
、「
寧
兀
菴
の
派
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
兀ご

っ
た
ん
ふ

菴
普
寧ね
い

と
は
、
鎌
倉
時
代
に

南
宋
か
ら
来
日
し
た
臨
済
宗
の
僧
で
あ
る
。
儒
学
か
ら
仏
教
に
転
じ
た
経
歴
を

持
ち
、
知
己
で
あ
っ
た
蘭
渓
道
隆
と
円
爾
の
招
請
を
受
け
入
れ
、
来
朝
し
た
。

北
条
時
頼
の
要
請
に
よ
り
、
建
長
寺
二
世
と
な
る）
32
（

。

安
井
に
つ
い
て
清
算
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
宗
助
の
心
残
り
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
苦
し
み
、
彼
は
鎌
倉
に
行
く
。
そ
の
と
き
そ
の
禅
寺
は
、
従
来
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
「
円
覚
寺）

33
（

」
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、「
建
長
寺
」
で
は
な
い
の

か
。
宗
助
が
座
禅
を
組
ん
だ
「
一
窓
庵
」（
一
八
の
二
）
の
所
在
を
建
長
寺
と

す
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
行
は
宗
助
に
と
っ
て
単
な
る
逃
避
行
以
上
の
意
味
を
持
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

安
井
が
坂
井
家
の
客
に
来
る
と
分
か
っ
て
以
降
、「
心
に
落
付
が
来
な
か
つ

た
」（
十
七
の
四
）
宗
助
は
、「
黒
い
夜
の
中
を
歩
る
き
な
が
ら
」、「
是
か
ら
は

積
極
的
に
人
世
観
を
作
り
易
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
其
人
生

観
は
口
で
述
べ
る
も
の
の
、
頭
で
聞
く
も
の
で
は
駄
目
で
あ
つ
た
。
心
の
実
質

が
太
く
な
る
も
の
で
な
く
て
は
駄
目
で
あ
つ
た
」
と
考
え
、「
行
く
〳
〵
口
の

中
で
何
遍
も
宗
教
の
二
字
を
繰
り
返
し
た
」（
十
七
の
五
）
と
あ
り
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
続
く
。

宗
教
と
関
聯
し
て
宗
助
は
坐
禅
と
い
ふ
記
臆
を
呼
び
起
し
た
。
昔
し
京

都
に
ゐ
た
時
分
彼
の
級
友
に
相
国
寺

0

0

0

へ
行
つ
て
坐
禅
を
す
る
も
の
が
あ
つ

た
。（
…
…
）

彼
は
今
更
な
が
ら
彼
の
級
友
が
、
彼
の
侮
蔑
に
値
す
る
以
上
の
あ
る
動

機
か
ら
、
貴
重
な
時
間
を
惜
ま
ず
に
、
相
国
寺

0

0

0

へ
行
つ
た
の
で
は
な
か
ら

う
か
と
考
へ
出
し
て
、
自
分
の
軽
薄
を
深
く
恥
ぢ
た
。（
十
七
の
五
）

「
心
の
実
質
」
を
太
く
し
た
い
で
あ
る
と
か
、「
侮
蔑
」
を
恥
じ
る
と
か
い
っ

た
く
だ
り
は
、
藤
原
惺
窩
の
思
想
を
思
わ
せ
る）

34
（

。
惺
窩
は
儒
者
と
し
て
飛
び
出

す
ま
え
、
禅
の
修
行
を
相
国
寺
で
し
た
。
そ
し
て
家
康
の
前
に
、
儒
者
た
る
こ

と
を
示
す
「
深
衣
道
服
」
を
ま
と
っ
て
現
れ
、
相
国
寺
の
学
僧
西さ

い

笑し
ょ
う

承し
ょ
う

兌た
い

（
一
五
四
八
│
一
六
〇
七
）
に
対
し
て
、
儒
教
の
論
理
を
述
べ
た）
35
（

。
彼
の
墓
は
相

国
寺
に
あ
る）
36
（

。
ゆ
え
に
「
相
国
寺
」
は
、
大
悲
閣
の
碑
や
額
に
多
く
遺
さ
れ
た

惺
窩
の
言
葉
が
宗
助
の
脳
裏
に
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
る
最
中
に
、
呼
び
起
こ

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
宗
助
は
鎌
倉
の「
山
門
」（
十
八
の
二
）

に
向
か
う
。
彼
の
脳
裏
で
こ
の
三
つ
の
寺
は
連
動
し
て
現
れ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、『
門
』
に
出
て
く
る
三
つ
の
寺
、「
大
悲
閣
」、「
相
国
寺
」、「
鎌

倉
」
の
「
禅
寺
」
は
、
す
べ
て
つ
な
が
る
よ
う
小
説
に
配
さ
れ
て
い
る
。

四
、「
門
外
」
と
い
う
認
識

宗
助
が
坐
禅
を
し
に
鎌
倉
に
出
か
け
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
記
憶
想
起
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に
よ
っ
て
再
活
性
化
し
た
知
性
が
急
き
立
て
た
の
で
あ
る
。小
説
に
お
い
て
は
、

登
場
人
物
自
身
意
識
し
て
い
な
い
領
域
に
、
知
識
の
諸
断
片
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
く
る
か
を
描
く
こ
と
が
で
き
る）
37
（

。

つ
ぎ
に
、
宗
助
の
参
禅
状
況
が
、
ど
の
よ
う
な
反
省
を
彼
に
も
た
ら
し
、
そ

の
後
、
ど
の
よ
う
な
禅
書
を
繙
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

翌
朝
起
き
て
み
る
と
、
宜
道
は
も
う
参
禅
を
済
ま
し
て
飯
を
炊
い
で
い
た
。

見
る
と
彼
は
左
の
手
で
頻
り
に
薪
を
差
し
易
へ
な
が
ら
、
右
の
手
に
黒

い
表
紙
の
本
を
持
つ
て
、
用
の
合
間
々
々
に
夫
を
読
ん
で
ゐ
る
様
子
で
あ

つ
た
。
宗
助
は
宜
道
に
書
物
の
名
を
尋
ね
た
。
そ
れ
は
碧
巌
集

0

0

0

と
い
ふ
六

づ
か
し
い
名
前
の
も
の
で
あ
つ
た
。
宗
助
は
腹
の
中
で
、
昨
夕
の
様
に
当

途
も
な
い
考
に
耽
つ
て
、
脳
を
疲
ら
す
よ
り
、
一
層
其
道
の
書
物
で
も
借

り
て
読
む
方
が
、
要
領
を
得
る
捷ち
か

径み
ち

で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
付
い
た
。

宜
道
に
さ
う
云
ふ
と
、
宜
道
は
一
も
二
も
な
く
宗
助
の
考
を
排
斥
し
た
。

「
書
物
を
読
む
の
は
極
悪
う
御
座
い
ま
す
。
有
体
に
云
ふ
と
、
読
書
程

修
業
の
妨
に
な
る
も
の
は
無
い
様
で
す
。
私
共
で
も
、
斯
う
し
て
碧
巌

0

0

抔

を
読
み
ま
す
が
、
自
分
の
程
度
以
上
の
所
に
な
る
と
、
丸
で
見
当
が
付
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
好
加
減
に
揣
摩
す
る
癖
が
つ
く
と
、
そ
れ
が
坐
る
時
の

妨
に
な
つ
て
、
自
分
以
上
の
境
界
を
予
期
し
て
見
た
り
、
悟
を
待
ち
受
け

て
見
た
り
、
充
分
突
込
ん
で
行
く
べ
き
所
に
頓
挫
が
出
来
ま
す
。
大
変
毒

に
な
り
ま
す
か
ら
、
御
止
し
に
な
つ
た
方
が
可
い
で
せ
う
。
も
し
強
い
て

何
か
御
読
み
に
な
り
た
け
れ
ば
、
禅
関
策
進

0

0

0

0

と
い
ふ
様
な
、
人
の
勇
気
を

鼓
舞
し
た
り
激
励
し
た
り
す
る
も
の
が
宜
し
う
御
座
い
ま
せ
う
。
そ
れ
だ

つ
て
、
只
刺
戟
の
方
便
と
し
て
読
む
丈
で
、
道
其
物
と
は
無
関
係
で
す
」

（
十
八
の
六
）

「
宜
道
」
と
い
う
の
が
、
宗
助
が
坐
禅
を
組
む
「
一
窓
庵
」
の
庵
主
の
僧
で

あ
る
。
彼
の
読
ん
で
い
る
『
碧
巌
集
』
は
宗
門
第
一
の
禅
の
教
本
で
あ
り
、
禅

に
と
っ
て
最
大
の
基
本
的
書
物
で
あ
る
。
漱
石
文
庫
に
は
、『
再
鐫せ
ん

碧
巌
集
』

（
小
川
多
左
衛
門
、
安
政
六
年
）、『
圜
悟
碧
巌
集
』（
妙
心
寺
正
眼
庵
新
刊
）
の
所

蔵
が
あ
り
、
前
者
は
宜
道
が
手
に
取
る
の
と
同
じ
「
黒
い
表
紙
の
本
」
で
あ

る）
38
（

。『
碧
巌
集
』
は
、
北
宋
初
期
の
雪せ
っ

竇ち
ょ
う

重じ
ゅ
う

顕け
ん

（
九
八
〇
│
一
〇
五
二
）
の
編

著
で
あ
る
『
雪せ

っ

竇ち
ょ
う

頌じ
ゅ

古こ

』
の
「
本
則
」
と
「
頌）
39
（

」
に
対
し
、
北
宋
晩
期
の
圜え
ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

（
一
〇
六
三
│
一
一
三
五
）
が
「
評
唱
」
や
「
著
じ
ゃ
く

語ご

」
を
付
け
た
も
の

で
あ
る
。
宗
助
が
手
に
取
っ
て
は
な
ら
な
い
書
、『
碧
巌
集
』
に
は
、
そ
の
第

二
十
八
則
の
「
頌
」
に
「
明
鏡
当
台
列
像
殊）
40
（

」
と
あ
る
。

そ
の
書
は
つ
づ
い
て
達
磨
か
ら
数
え
て
五
祖
弘ぐ

忍に
ん

（
六
〇
一
│
六
七
四
）
の

後
継
者
選
び
の
騒
動
の
検
討
に
入
る
。
六
祖
が
決
ま
る
前
後
の
事
件
に
継
ぐ
事

件
に
つ
い
て
は
、
漱
石
も
持
っ
て
い
る
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』
に
詳
し
い）
41
（

。

五
祖
弘
忍
は
、
し
か
る
べ
き
詩
偈
を
出
せ
た
者
を
後
継
者
に
す
る
と
告
げ
る
。

大
衆
の
教
授
で
あ
っ
た
神じ
ん

秀し
ゅ
うが
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
偈
を
出
し
た
。

「
身
は
是
れ
菩
提
樹
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心
は
明
鏡
の
台
の
如
し

時
時
に
勤
め
て
払ほ
っ

拭し
き

し
て

塵
埃
に
染け
が

さ
し
む
る
こ
と
莫
れ
」

身
は
悟
り
の
樹
で
、
心
は
明
鏡
の
台
の
よ
う
だ
。
い
つ
も
勤
め
て
拭
き
払
う

よ
う
に
せ
よ
。
塵
埃
に
け
が
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
五
祖
弘
忍
の
判
断

は
こ
う
だ
っ
た
。「
五
祖
即
ち
神
秀
の
門
に
入
る
こ
と
を
未
だ
得
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
性
を

見
ざ
る
こ
と
を
知
る
」。「
自
性
」
を
見
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、「
見
性
」
し

て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
た
。
五
祖
は
神
秀
を
呼
び
出
し
て
さ
ら
に
言
っ
た
。

「
只
だ
門
上
に
到
る
の
み
に
し
て
、
未
だ
門
内
に
入
ら
ず
」。
ま
だ
門
内
に
入
っ

て
い
な
い
と
い
う
判
定
を
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
文
字
を
知
ら
な
い
米
つ
き
小
屋
で
働
く
、
慧
能
と
い
う
行あ

ん

者じ
ゃ

が
い

て）
42
（

、
そ
の
男
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
偈
を
出
し
て
き
た）
43
（

。

「
菩
提
は
本
よ
り
樹
無
し

明
鏡
も
亦
た
台
に
非
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本
来
無
一
物

何
れ
の
処
に
か
塵
埃
有
ら
ん
」

悟
り
に
も
と
も
と
樹
は
な
い
。
明
鏡
も
ま
た
台
で
は
な
い
。
本
来
何
も
持
っ

て
い
な
い
の
だ）
44
（

。
ど
こ
に
塵
や
埃
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
。
五
祖
弘
忍
は
、
こ
の

者
こ
そ
法
を
嗣
が
せ
る
べ
き
者
と
し
て
、
密
か
に
自
分
の
衣
鉢
を
与
え
た
。
五

祖
は
騒
擾
を
慮
り
、
慧
能
を
南
に
脱
出
さ
せ
る
。
他
方
、
神
秀
は
北
に
行
く
。

禅
宗
に
と
っ
て
南
宗
と
北
宗
と
に
分
か
れ
る
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た）

45
（

。

宗
助
は
自
分
を
「
長
く
門
外
に
佇
立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
も

の
」（
二
十
一
の
二
）
ら
し
い
と
嘆
息
す
る
の
で
あ
る
が
、
神
秀
が
、
心
は
明
鏡

台
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
詩
偈
を
出
し
、
五
祖
弘
忍
か
ら
「
只
だ
門
上
に
到
る

の
み
に
し
て
、
未
だ
門
内
に
入
ら
ず
」
と
通
告
さ
れ
た
の
に
類
比
的
で
あ
る
。

五
、「
本
来
の
面
目
」
を
問
う

宗
助
は
『
碧
巌
集
』
を
手
に
取
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。
も
し
読
む
な
ら
ば

と
、『
禅
関
策
進
』
と
い
う
、
多
く
の
禅
師
た
ち
の
「
示
衆
」
や
修
行
の
さ
ま

の
記
さ
れ
た
本
を
宜
道
か
ら
す
す
め
ら
れ
る
。

『
禅
関
策
進
』と
は
、
明
末
、
雲う

ん

棲せ
い

袾し
ゅ

宏こ
う（

一
五
三
五
│
一
六
三
一
）が
撰
述
し
、

一
六
三
五
年
（
寛
永
十
二
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
禅
籍
で
あ
る
。
日
本
で
は
一
六

五
六
年
（
明
暦
二
年
）
に
刊
行
さ
れ
、
一
七
六
二
年
（
宝
暦
十
二
年
）
に
も
、
東

嶺
円
慈
に
よ
っ
て
再
刻
さ
れ
る
。
そ
の
東
嶺
の
後
序
に
よ
る
と
、
東
嶺
の
師
の

白は
く

隠い
ん

慧え

鶴か
く

（
一
六
八
五
│
一
七
六
八
）
が
、『
禅
関
策
進
』
の
「
引い
ん

錘す
い

自じ

刺し

」
の

章
に
み
え
る
、
錐
で
股
を
突
き
刺
し
て
眠
気
を
払
っ
て
坐
禅
し
た
、
慈
明
と
い

う
僧
の
逸
話
に
奮
起
し
、
昼
夜
そ
の
本
を
手
放
さ
な
か
っ
た
と
い
う）
46
（

。

宗
助
は
宜
道
に
連
れ
ら
れ
て
、
老
師
に
よ
る
提
唱
を
聴
く
。
宜
道
が
取
り
出

す
の
は
『
宗
門
無
尽
燈
論
』
で
あ
る
。

宜
道
は
、
東
嶺
編
輯
の
『
宗
門
無
尽
燈
論
』
の
提
唱
が
行
わ
れ
る
か
ら
こ

そ
、
宗
助
に
、
白
隠
の
発
憤
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
東
嶺
が
再
刻
の
う
え
後

序
を
記
し
た
『
禅
関
策
進
』
を
す
す
め
た
の
だ
と
分
か
る
。
こ
の
関
連
も
こ
れ
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ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

『
宗
門
無
尽
燈
論
』
の
「
宗
由
第
一
」
の
と
こ
ろ
で
、
仏
か
ら
始
ま
っ
て
達

磨
に
至
り
、
達
磨
以
降
ど
う
引
き
継
が
れ
た
か
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例

の
、
禅
宗
が
南
宗
、
北
宗
に
分
か
れ
た
こ
と
を
記
す
部
分
を
、
漱
石
の
蔵
書
と

同
じ
『
東
嶺
和
尚
編
輯　

宗
門
無
盡
燈
論　

上
』
で
見
て
み
よ
う
。

五
祖
弘
忍
に
至
て
南
北
頓と

ん

漸ぜ
ん

を
分
つ
。
第
六
代
衣
を
伝
ふ
。
慧
を
以
て
仏

事
を
能
く
す
。
本
と
文
字
を
知
ら
ず
、
今
仏
法
を
会
せ
ず）
47
（

。

神
秀
の
北
宗
側
が
政
治
権
力
と
結
び
つ
く
の
に
対
し
、
慧
能
の
南
宗
は
後
に

支
持
を
得
て
、
後
の
禅
宗
五
家
、

い

仰ぎ
ょ
う、

臨
済
、
雲
門
、
法ほ
う

眼げ
ん

、
曹
洞
は
す
べ

て
南
宗
か
ら
出
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
慧
能
が
六
祖
と
認
定
さ
れ
た
詩
偈
、「
菩
提

は
本
よ
り
樹
に
非
ず　

明
鏡
も
亦
た
台
に
非
ず　

本
来
無
一
物　

何
れ
の
処
に

か
塵
埃
有
ら
ん
」
は
重
視
さ
れ
る
に
至
る
。「
本
来
無
一
物
」
と
は
、
何
に
も

依
拠
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る）
48
（

。
こ
の
句
は
、
彼
の
放
っ
た
「
本
来
の
面

目
」
と
と
も
に
禅
に
と
っ
て
重
要
語
と
な
る
。

慧
能
に
よ
っ
て
「
本
来
の
面
目
」
と
い
う
言
葉
が
放
た
れ
た
状
況
に
つ
い
て

詳
説
す
る
日
本
の
禅
籍
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
碧
巌
集
』
に
な
ら
っ
て
、
大
燈

国
師
の
語
録
を
本
則
と
し
、
評
唱
や
下
語
を
白
隠
が
付
け
た
『
槐
安
国
語
』
で

あ
る
。
大
燈
国
師（
宗

し
ゅ
う

峰ほ
う

妙み
ょ
う

超ち
ょ
う

一
二
八
二
│
一
三
三
七
）と
は
臨
済
宗
の
僧
で
、

峻
烈
無
比
の
禅
風
で
あ
り
、
大
徳
寺
を
開
山
し
た）
49
（

。
現
在
の
臨
済
宗
は
す
べ
て

こ
の
大
燈
国
師
の
系
統
で
あ
る）
50
（

。
そ
の
「
大
燈
国
師
の
遺
誡
」
も
、
宗
助
は
提

唱
の
前
に
、「
堂
上
の
僧
は
一
斉
に
合
掌
し
て
」「
誦
し
始
め
た
」（
二
十
の
二
）

の
を
聴
い
て
い
る）
51
（

。

『
槐
安
国
語
』
か
ら
、
大
燈
国
師
の
言
葉
で
あ
る
本
則
を
引
用
し
よ
う
。

挙
す
。
六
祖
云
、
不
思
善
不ふ

思し

悪ま
く

、
正
当
恁い
ん

麼も

時
、
明
上
座
本
来
面
目

0

0

0

0

を

還か
え

（
し
）
来
れ）
52
（

「
明
上
座
」
と
い
う
の
は
、
六
祖
慧
能
が
五
祖
か
ら
衣
鉢
を
得
た
こ
と
に
不

服
で
、
他
の
者
と
と
も
に
六
祖
を
追
っ
て
き
た
、
道
明
禅
師
と
い
う
者
で
あ

る
。
白
隠
は
「
本
則
評
唱
」
で
そ
の
状
況
を
詳
し
く
説
明
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
明
上
座
が
「
盧ろ

行あ
ん

者じ
ゃ

」
つ
ま
り
慧
能
を
見
つ
け
た
。
慧
能
は
、
衣
鉢
を
石

上
に
抛
ち
、「
此
の
衣
は
信
を
表
す
、
力
を
以
（
て
）
争
ふ
可
ん
や）
53
（

」
と
言
い
、

草
む
ら
の
な
か
に
隠
れ
る
。
明
上
座
が
も
ち
あ
げ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
衣
は

動
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
慧
能
を
呼
ん
で
言
う
。「
行
者
行
者
、
我
、
法
（
の
）
為
（
に
）
来
（
た

る
）、
衣
（
の
）
為
に
来
る
に
あ
ら
ず）
54
（

」
と
。

慧
能
が
草
む
ら
か
ら
出
て
来
て
言
う
に
は
、「
善
を
考
え
る
な
、
悪
を
考
え

る
な
、
ま
さ
に
今
、
明
上
座
の
本
来
の
面
目
は
ど
こ
に
あ
る
か
」
と
。
明
上
座

は
た
だ
ち
に
大
悟
し
、
ま
た
問
う
て
い
う
。「
お
っ
し
ゃ
っ
た
奥
義
の
外
に
、

さ
ら
に
密
意
は
あ
り
ま
す
か
」
と
。
慧
能
が
言
う
。「
お
ま
え
に
説
い
た
こ
と
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は
け
っ
し
て
秘
密
で
な
い
。
お
ま
え
、
も
し
自
分
で
内
省
す
れ
ば
、
秘
密
は
お

ま
え
の
な
か
に
あ
る
だ
ろ
う
」。
明
が
言
う
に
は
、「
私
は
五
祖
の
も
と
に
い
る

と
い
っ
て
も
、
実
に
未
だ
自
己
の
面
目
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

今
、
指
示
を
蒙
っ
て
、
あ
た
か
も
他
の
水
を
飲
ん
で
冷
暖
を
お
の
ず
か
ら
知
る

よ
う
で
す
。
今
、
あ
な
た
は
即
ち
私
の
師
で
す
」
と）

55
（

。
大
燈
国
師
が
こ
の
因
縁

を
親
し
く
頌
し
た
と
、
白
隠
は
記
し
て
い
る
。

『
門
』
に
戻
っ
て
、
宗
助
が
老
師
と
相
見
し
た
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
ま
あ
何
か
ら
入
つ
て
も
同
じ
で
あ
る
が
」
と
老
師
は
宗
助
に
向
つ
て

云
つ
た
。「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
、
そ
れ
を
一
つ
考
へ

て
見
た
ら
善
か
ら
う
」（
十
八
の
四
）

こ
れ
に
見け
ん

解げ

、
つ
ま
り
自
分
な
り
の
解
答
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
宗
助
は
「
現
在
の
自
分
が
許
す
限
り
の
勇
気
を
提ひ
つ

さ
げ
て
、
公
案
に
向
は

う
と
決
心
」
す
る
も
「
妄
想
」（
十
八
の
五
）
が
浮
か
び
、
坐
り
き
れ
な
い
。

宗
助
は
結
果
と
し
て
最
後
ま
で
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
」

に
見
解
を
呈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
老
師
か
ら
「
も
つ
と
、
ぎ
ろ
り
と
し
た

所
を
持
つ
て
来
な
け
れ
ば
駄
目
だ
」（
十
九
の
二
）
と
言
わ
れ
、
尽
き
た）
56
（

。

し
か
し
宗
助
が
今
後
も
生
き
続
け
る
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、

老
師
か
ら
与
え
ら
れ
た「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
」（
十
八
の
四
）

と
い
う
公
案
の
元
を
辿
る
時
間
は
十
分
に
あ
る
。
彼
は
、
六
祖
慧
能
の
、「
菩

提
は
本
よ
り
樹
無
し　

明
鏡
も
亦
た
台
に
非
ず　

本
来
無
一
物　

何
れ
の
処
に

か
塵
埃
有
ら
ん
」
と
い
う
例
の
詩
偈
と
、
慧
能
か
ら
衣
鉢
を
盗
も
う
と
し
た
明

上
座
に
対
し
、「
明
上
座
が
本
来
の
面
目
を
還
し
来
た
れ
」
と
言
っ
た
と
い
う

慧
能
の
言
葉
に
必
ず
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

小
説
の
構
造
の
枠
内
だ
け
を
小
説
の
時
空
と
す
る
研
究
方
法
が
あ
る
が
、
そ

れ
で
は
、
他
な
ら
ぬ
時
空
を
超
え
て
ゆ
く
性
質
を
備
え
た
言
語
で
で
き
て
い
る

小
説
の
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
る
。
言
語
が
指
し
示
す
行
為
性
を
備
え
て
い
る
以

上
、
小
説
は
暫
定
的
な
枠
を
超
え
た
時
空
ま
で
描
く
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ

る
。小

説
に
書
か
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
登
場
人
物
が
後
か
ら
近
づ
く
。
小

説
家
は
こ
の
よ
う
な
運
動
を
小
説
に
潜
在
的
に
埋
め
込
む
。
そ
う
す
れ
ば
、
登

場
人
物
が
生
き
て
動
く
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
登
場
人
物
の
あ
り
よ
う
を

小
説
の
時
空
の
拡
張
の
た
め
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
の
文
学
研

究
は
そ
こ
ま
で
到
達
す
べ
き
だ
ろ
う
。

参
禅
に
失
敗
し
た
宗
助
が
、
公
案
を
解
こ
う
と
し
つ
づ
け
、
手
が
か
り
を
探

す
な
ら
す
ぐ
に
、
六
祖
慧
能
が
盗
人
に
対
し
て
放
っ
た
「
本
来
の
面
目
」
を
問

う
言
葉
に
突
き
当
た
る
。
そ
の
と
き
、
宗
助
に
甦
っ
て
く
る
最
近
の
出
来
事
と

し
て
、
家
主
の
坂
井
家
に
泥
棒
の
入
っ
た
事
件
が
あ
る
。
そ
の
泥
棒
は
、
宗
助

の
家
の
庭
に
落
ち
、
細
い
路
に
「
黒
塗
の
蒔
絵
の
手
文
庫
」
を
落
と
し
て
い
っ

た
。
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手
紙
や
書
付
類
が
、
其
所
い
ら
に
遠
慮
な
く
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
中
に
、
比

較
的
長
い
一
通
が
わ
ざ
わ
ざ
二
尺
許
広
げ
ら
れ
て
、
其
先
が
紙
屑
の
如
く

丸
め
て
あ
つ
た
。（
七
の
四
）

宗
助
は
こ
の
文
庫
を
「
丸
で
進
物
の
菓
子
折
の
様
」
に
包
ん
で
、
坂
井
の
門

前
へ
向
か
う
。
勝
手
口
に
廻
っ
て
待
っ
て
い
る
と
、
ふ
た
り
の
女
の
子
が
首
を

出
し
、「
宗
助
の
顔
を
眺
め
な
が
ら
、
泥
棒
よ
と
耳さ

ゝ
や
き語

や
つ
た
」（
七
の
五
）
と

い
う
。

文
庫
の
ほ
か
に
盗
ら
れ
た
と
い
う
金
時
計
が
「
差
出
人
の
不
明
な
小
包
」
で

送
り
戻
さ
れ
て
き
た
旨
を
坂
井
の
主
人
が
宗
助
宅
に
出
向
い
て
報
告
に
来
る
。

「
泥
棒
も
持
ち
扱
か
つ
た
ん
で
せ
う
。
そ
れ
と
も
余
り
金
に
な
ら
な
い
ん
で
、

已や
む

を
得
ず
返
し
て
呉
れ
る
気
に
な
つ
た
ん
で
す
か
ね
。何
し
ろ
珍
ら
し
い
事
で
」

（
九
の
一
）
と
坂
井
は
笑
う
。

坂
井
の
娘
た
ち
は
宗
助
の
こ
と
を
「
泥
棒
よ
」
と
さ
さ
や
い
た
の
で
あ
っ
た

が
、
安
井
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
宗
助
は
自
分
の
女
を
盗
っ
た
泥
棒
以
外
の
何
物

で
も
な
い）

57
（

。
ま
た
、
坂
井
が
宗
助
に
尋
ね
る
、
泥
棒
が
崖
を
伝
っ
て
裏
か
ら
逃

げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
か
、
ま
た
は
逃
げ
る
拍
子
に
崖
か
ら
落
ち
た
も
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
問
い
は
、
宗
助
自
身
陥
っ
た
と
思
っ
て
い
る
運
命
を
指
す
と
言

え
る
。

宗
助
が
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
」（
十
八
の
四
）
に
有
効

な
見
解
を
出
せ
ず
、「
本
来
の
面
目
」
を
調
べ
に
か
か
り
、
六
祖
慧
能
が
衣
鉢

を
盗
み
に
来
た
明
上
座
に
対
し
放
っ
た
文
言
、「
不
思
善
不
思
悪
、
正
当
恁
麼

の
時
、
明
上
座
が
本
来
の
面
目

0

0

0

0

0

」
に
突
き
当
た
る
。
そ
の
う
え
で
、
坂
井
家
の

泥
棒
が
落
と
し
て
い
っ
た
文
庫
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
き
が
来
る
。
そ
の
文
庫

に
は
、
坂
井
家
に
安
井
を
連
れ
て
く
る
と
報
知
し
た
坂
井
の
弟
の
手
紙
が
入
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
参
禅
後
の
宗
助
が
、
落
ち
て
き

た
手
紙
を
思
い
起
こ
し
て
、そ
れ
に
語
ら
せ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
宗
助
に
は
、

禅
の
体
験
を
意
味
づ
け
な
お
す
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。

小
説
の
登
場
人
物
が
、
記
憶
を
め
ぐ
ら
し
、
向
か
う
先
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
小
説
に
書
か
れ
て
い
る
現
在
だ
け
が
す
べ
て
で
は
な

い
の
だ
。
漱
石
小
説
の
場
合
、
と
く
に
意
識
的
に
、
登
場
人
物
の
記
憶
に
対
し

て
、
異
な
る
も
の
ご
と
同
士
を
結
び
つ
け
る
役
割
が
課
さ
れ
て
い
る
。

六
、「
鏡
」
と
「
面
目
」

つ
ぎ
に
、
宗
助
に
と
っ
て
よ
り
痛
切
な
過
去
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に
再
考
さ

れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

宗
助
・
御
米
夫
婦
は
一
緒
に
な
っ
て
六
年
で
、
初
め
て
の
懐
妊
は
広
島
に
て

流
産
で
、
つ
ぎ
は
福
岡
で
早
産
と
な
り
、
三
度
目
が
東
京
に
来
て
、
死
産
で

あ
っ
た
。
最
後
の
児
の
死
因
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
御
米
が
井
戸
端
で
盥

を
ま
た
ご
う
と
し
て
転
倒
し
、
胎
児
の
首
に
「
胞え
な

」
を
二
重
に
巻
い
て
し
ま
っ

た
た
め
に
、
産
道
を
通
る
と
き
、「
胞え
な

」
が
幼
児
の
首
を
絞
め
た
の
だ
。
彼
女

は
そ
の
産
褥
明
け
に
「
鏡
」（
十
三
の
八
）
を
見
て
、
易
者
に
占
っ
て
も
ら
お
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う
と
思
い
立
つ
。
そ
の
易
者
か
ら
、「
貴
方
は
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し

た
覚
が
あ
る
。
其
罪
が
祟
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
」（
十

三
の
八
）
と
宣
告
さ
れ
る
。
そ
れ
を
宗
助
に
隠
し
て
き
て
、
よ
う
や
く
告
白
す

る
の
が
、
小
説
の
現
在
時
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
御
米
は
、
そ
の
六
畳
の
鏡
の
空
間
で
宗
助
と
顔
を
合
わ
さ
ず
に
自

ら
を
懲
罰
し
て
き
た
。
宗
助
が
叔
母
に
つ
い
て
子
ど
も
を
た
っ
た
一
人
し
か
産

ま
な
い
か
ら
若
い
と
言
え
ば「
自
分
の
顔
を
鏡
に
映
し
て
見
」（
五
の
一
）る
し
、

宗
助
が「
御
米
、
御
前
子
供
が
出
来
た
ん
ぢ
や
な
い
か
」（
六
の
一
）と
言
え
ば
、

「
鏡
台
の
前
に
坐
つ
て
」「
泣
い
」（
六
の
一
）
て
い
た
と
あ
る
。

こ
の
小
説
に
は
宗
助
と
鏡
と
の
関
係
も
綿
密
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
宗
助

は
洗
面
台
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
「
鏡
」
に
歯
を
照
ら
し
て
み
る
。「
広
島

で
銀
を
埋
め
た
二
枚
の
奥
歯
と
、
研
い
だ
様
に
磨
り
減
ら
し
た
不
揃
の
前
歯
と

が
、
俄
か
に
寒
く
光
つ
た
」（
五
の
二
）。「
広
島
」
と
あ
る
の
は
、
宗
助
が
京

都
で
御
米
を
安
井
か
ら
奪
っ
て
「
瘠
世
帯
」（
十
三
の
五
）
を
張
っ
た
新
婚
の

地
で
あ
る
。
そ
こ
で
御
米
は
一
人
目
の
子
を
流
産
し
た
。
宗
助
の
父
は
、
彼
ら

が
広
島
で
暮
ら
し
て
「
半
年
ば
か
り
」（
四
の
三
）
の
こ
ろ
死
去
す
る
。
暮
ら

し
が
苦
し
く
、
父
の
遺
産
を
手
に
入
れ
た
く
と
も
上
京
で
き
な
か
っ
た
。

宗
助
が
歯
を
鏡
に
映
し
て「
歯
の
性
」（
五
の
二
）の
悪
さ
を
自
覚
す
る
の
は
、

こ
の
よ
う
に
御
米
を
妻
に
す
る
こ
と
で
遺
産
相
続
を
十
分
に
し
そ
こ
な
っ
た
と

い
う
被
害
者
的
な
意
識
と
連
動
し
て
い
る
。
生
前
、
叔
父
は
「
あ
ん
な
事
を
し

て
廃
嫡
に
迄
さ
れ
か
ゝ
つ
た
奴
だ
か
ら
、一
文
だ
つ
て
取
る
権
利
は
な
い
」（
四

の
九
）
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。「
あ
ん
な
事
」
と
は
、
宗
助
が
御
米
と
一
緒

に
な
っ
て
世
間
か
ら
「
徳
義
上
の
罪
」
を
背
負
わ
さ
れ
、
退
学
し
、「
大
き
く

云
へ
ば
一
般
の
社
会
を
棄
て
た
」（
十
四
の
十
）
こ
と
を
指
す
。
叔
父
の
生
前

の
そ
の
よ
う
な
考
え
を
聞
き
出
し
て
の
ち
、
宗
助
の
歯
が
痛
み
だ
す
。
宗
助
は

手
に
入
る
は
ず
だ
っ
た
「
財
産
」（
四
の
九
）
を
、「
あ
ん
な
事
」
を
し
て
失
っ

た
と
い
う
忸
怩
た
る
考
え
に
囚
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
助
の
自
己
認
識
に
対
し
、「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は

何
だ
か
」
と
い
う
公
案
は
彼
の
現
在
か
ら
決
し
て
遠
い
問
い
か
け
で
は
な
い）
58
（

。

出
す
べ
き
「
見け

ん

解げ

」
と
は
『
禅
学
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
個
人
個
人
の
立
ち
場

よ
り
見
た
る
事
物
の
解
釈
判
断）

59
（

」
の
方
で
あ
り
、
一
般
に
は
び
こ
る
考
え
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
五
祖
を
受
け
継
ぐ
つ
も
り
だ
っ
た
神
秀
は
、「
塵
埃
」
に

曇
る
「
心
」
と
い
う
「
明
鏡
の
台
」
に
つ
い
て
詩
偈
を
出
し
、
門
外
の
通
告
を

受
け
た
。
神
秀
の
考
え
方
は
宗
助
に
あ
て
は
ま
る
。
宗
助
の
鏡
は
、
た
と
え

ば
、「
失
敗
者
と
し
て
の
自
分
に
顧
み
て
」（
四
の
五
）
旧
友
に
会
わ
す
顔
が
な

い
と
思
う
心
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

宗
助
は
鎌
倉
か
ら
帰
宅
し
て
、
坂
井
宅
で
の
、
安
井
と
の
同
席
を
あ
や
う
く

逃
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
辞
退
を
し
て
其
席
へ
顔
を
出
す
不
面
目

0

0

0

丈
は
漸
と

免
か
れ
た
様
な
も
の
ゝ
」（
二
十
二
の
二
）
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
面
目
は
む
ろ

ん
、
盗
人
の
「
本
来
の
面
目
」
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
徳
義
上
の
罪
」

を
犯
し
た
た
め
親
元
に
帰
れ
ず
、
帰
っ
て
き
た
時
に
は
父
が
死
ん
で
い
て
、
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「
今
に
至
る
迄
其
時
の
父
の
面
影
を
思
ひ
浮
べ
て
は
済
ま
な
い
様
な
気
が
し
た
」

（
一
四
の
四
）
と
言
わ
れ
る
と
き
の
、
親
へ
の
面
目
な
さ
や
、「
不
徳
義
な
男
女
」

と
見
な
す
「
世
間
」（
十
四
の
十
）
へ
の
面
目
な
さ
、
あ
る
い
は
、
成
功
し
た

旧
友
に
あ
う
の
を
避
け
た
い
と
い
う
面
目
な
さ
と
は
、ま
た
異
な
る「
不
面
目
」

で
あ
る
。

宗
助
は
鎌
倉
の
山
を
去
る
と
き
、「
何
う
し
た
ら
此
門
の
閂
を
開
け
る
事
が

出
来
る
か
」（
二
十
一
の
二
）
を
考
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
う
。

彼
自
身
は
長
く
門
外
に
佇た
た
ず立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
も
の

ら
し
か
つ
た
。
夫
は
是
非
も
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
何
う
せ
通
れ
な
い

門
な
ら
、
わ
ざ
〳
〵
其
所
迄
辿
り
付
く
の
が
矛
盾
で
あ
つ
た
。
彼
は
後
を

顧
み
た
。さ
う
し
て
到
底
又
元
の
路
へ
引
き
返
す
勇
気
を
有
た
な
か
つ
た
。

彼
は
前
を
眺
め
た
。
前
に
は
堅
固
な
扉
が
何
時
迄
も
展
望
を
遮
ぎ
つ
て
ゐ

た
。
彼
は
門
を
通
る
人
で
は
な
か
つ
た
。
又
門
を
通
ら
な
い
で
済
む
人
で

も
な
か
つ
た
。
要
す
る
に
、
彼
は
門
の
下
に
立
ち
竦
ん
で
、
日
の
暮
れ
る

の
を
待
つ
べ
き
不
幸
な
人
で
あ
つ
た
（
二
十
一
の
二
）。

宗
助
は
老
師
の
「
面
前
」
に
坐
り
、「
も
つ
と
、
ぎ
ろ
り
と
し
た
所
を
持
つ

て
来
な
け
れ
ば
駄
目
だ
」（
十
九
の
二
）
と
言
わ
れ
た
の
だ
が
、
人
に
対
し
て
、

鏡
に
対
し
て
、
面
と
向
か
え
な
け
れ
ば
、
門
を
通
れ
な
い
。

安
井
へ
の
「
不
面
目
」
か
ら
出
直
す
こ
と
は
、
安
井
と
の
記
憶
を
洗
い
な
お

す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
動
き
出
す
彼
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
言
語
の
概
念
枠
を
取
り
払
う
、
坐
禅
と
い
う
身
体
的
体
験
の
の
ち
に
、
知

の
格
闘
の
歴
史
が
刻
ま
れ
た
語
が
振
り
返
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
、
他

の
語
で
も
済
む
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
用
語
で
作
ら
れ
て
い
る
。

七
、
放
た
れ
る
「
鏡
」

宗
助
・
御
米
夫
婦
の
向
か
う
先
が
、
こ
の
小
説
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。

御
米
は
「
井
戸
端
で
滑
つ
て
痛
く
尻0

餅0

を
搗
い
た

0

0

0

0

」
こ
と
で
、「
臍
帯
纏
絡
」

（
十
三
の
六
）
を
起
こ
し
、
三
番
目
の
子
も
「
絞
殺
」（
十
三
の
七
）
し
て
し
ま
っ

た
。
彼
女
は
安
井
に
対
し
て
も
、
宗
助
に
対
し
て
も
、
自
分
が
罪
人
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
免
れ
ず
、
六
畳
の
鏡
台
に
向
か
う
限
り
、
そ
の
再
認
識
は
続
く
。

と
こ
ろ
が
そ
の
六
畳
を
小
六
に
占
領
さ
れ
、
御
米
が
小
六
に
餅
を
い
く
つ
食
べ

る
か
尋
ね
る
な
ど
し
て
い
る
う
ち
に
、
正
月
に
な
る
。

宗
助
も
二
尺
余
り
の
細
い
松
を
買
つ
て
、
門
の
柱
に
釘
付
に
し
た
。
そ
れ

か
ら
大
き
な
赤
い
橙
を
御
供
の
上
に
載
せ
て
、
床
の
間
に
据
ゑ
た
。
床
に

は
如い

か

何が

は
し
い
墨
画
の
梅
が
、
蛤
の
格
好
を
し
た
月0

を
吐
い
て
懸
つ
て
ゐ

た
。
宗
助
に
は
此
変
な
軸
の
前
に
、
橙
と
御
供
を
置
く
意
味
が
解
ら
な
か

つ
た
。

「
一
体
是
や
、
何
う
云
ふ
了
見
だ
ね
」
と
自
分
で
飾
り
付
け
た
物
を
眺
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め
な
が
ら
、
御
米
に
聞
い
た
。
御
米
に
も
毎
年
斯
う
す
る
意
味
は
頓
と
解

ら
な
か
つ
た
。

「
知
ら
な
い
わ
。
た
ゞ
左
様
し
て
置
け
ば
可い

い
の
よ
」
と
云
つ
て
台
所

へ
去
つ
た
。
宗
助
は
、

「
斯
う
し
て
置
い
て
、
詰
り
食
ふ
た
め
か
」
と
首
を
傾
け
て
御
供
の
位

置
を
直
し
た
。

伸
餅
は
夜
業
に
俎
を
茶
の
間
迄
持
ち
出
し
て
、
み
ん
な
で
切
つ
た
。
包

丁
が
足
り
な
い
の
で
、
宗
助
は
始
か
ら
仕
舞
迄
手
を
出
さ
な
か
つ
た
。
力

の
あ
る
丈
に
小
六
が
一
番
多
く
切
つ
た
（
十
五
の
一
）。

新
年
の
用
意
に
、「
橙
」
を
載
せ
た
「
御
供
」
と
は
鏡
餅
の
こ
と
で
あ
る）
60
（

。

鏡
餅
に
つ
い
て
『
本
朝
食
鑑
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
そ
本
邦
古
へ
よ
り
餅
を
以
て
神
明
の
供
と
為
し
、
大
円
塊
を
作
し
、

以
て
鏡
形
に
擬
す
。
故
に
餅
を
呼
て
鏡
と
称
す
。
此
れ
八
咫
の
鏡
に
擬
す

る
か
。
正
月
朔
旦
必
す
鏡
餅
を
以
て
諸
神
に
供
す
。
及
ひ
一
家
の
長
幼
団

欒
の
同
く
鏡
餅
を
薦
め
て
以
て
新
歳
を
賀
す）

61
（

。

ま
た
、『
日
本
歳
時
記
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

又　

歯
固
と
い
ひ
て　

も
ち
ゐ
か
ゞ
み
に
む
か
ふ
（
俗
に　

餻
を
鏡
の

形
に
作
る
故
に　

鏡
か
が
み
も
ち
ゐ

餻
と
称
す
（
…
…
））
但
人
は
歯
を
も
つ
て
命
と
す
る

故
に　

歯
と
い
ふ
文
字
を
よ
ハ
ひ
と
も
よ
む
也　

歯
固
ハ
よ
は
ひ
を
か
た

む
る
こ
ゝ
ろ
な
り　

さ
て
正
月
の
か
ゞ
み
に
む
か
ふ
時
は　

古
今
集
に
入

た
る　

あ
ふ
ミ
の
や
か
ゝ
み
の
山
を
た
て
た
れ
バ
か
ね
て
そ
ミ
ゆ
る
君
が

千
と
せ
ハ
と
い
ふ
哥
を
誦
す
る
と
な
ん　

世
諺
問
答
に
見
え
た
り　

こ
の

う
た
ハ　

延
喜
の
御
門
の
御
時　

近
江
の
国
よ
り
大
嘗
会
の
御
べ
た
て
ま

つ
り
し
時　

大
伴
の
黒
主
が
よ
め
る
歌
な
り
（
御
べ
ハ　

御
贄
也　

大
嘗

会
の
時　

悠
紀　

主
基
の
く
に
よ
り　

ミ
つ
き
物
奉
る
を
贅
と
い
ふ　

へ
の
字 

に
ご
り
て
よ
む
へ
し
）
又
も
し
ほ
草
に　

鏡
餻
を
読
る
歌

千
世
ま
て
も
影
を
な
ら
へ
て
あ
ひ
ミ
ん
と
い
は
ふ
か
ゝ
み
の
も
ち
ゐ
た

ら
め
や）
62
（

元
旦
に
歳
を
重
ね
る
た
め
に
鏡
餅
を
見
る
儀
式
を
お
こ
な
う
こ
と
は
江
戸
期

に
広
く
な
さ
れ
て
い
た
。
九
〇
一
年
（
延
喜
元
年
）
醍
醐
帝
即
位
の
大
嘗
会
の

と
き
大
伴
黒
主
が
詠
ん
で
以
来
、
鏡
餅
に
向
か
っ
て
こ
の
歌
を
誦
す
る
と
い

う
。
ま
た
当
時
か
ら
大
嘗
会
屏
風
が
当
代
一
流
の
歌
人
、
画
家
、
書
家
に
よ
っ

て
新
造
さ
れ
た
と
い
う
。

宗
助
が
佐
伯
の
叔
母
か
ら
九
月
に
受
け
と
っ
た
、
唯
一
の
「
親
爺
の
記か
た
み念
」

（
六
の
三
）
で
あ
る
抱
一
の
屏
風
を
御
米
が
晩
秋
、
道
具
屋
に
売
り
払
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
家
の
鏡
餅
は
一
度
も
、
大
嘗
会
屏
風
の
ま
え
に
供
え
ら
れ
る

鏡
餅
の
よ
う
に
、
抱
一
の
屏
風
の
ま
え
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
売
ら
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れ
た
屏
風
は
「
真
丸
な
縁
の
焼
け
た
銀
の
月0

と
、
絹
地
か
ら
殆
ん
ど
区
別
出
来

な
い
様
な
穂
芒
の
色
」（
六
の
三
）
と
い
う
画
だ
っ
た
。

対
し
て
宗
助
が
い
ま
鏡
餅
を
前
に
置
く
「
如
何
は
し
い
墨
画
」
は
「
梅
が
、

蛤
の
格
好
を
し
た
月0

を
吐
い
て
懸
つ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。
宗
助
が
そ
の
「
変
な

軸
」
の
ま
え
に
「
橙
と
御
供
を
置
く
意
味
が
解
ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
の
は
、

鏡
餅
の
置
か
れ
る
の
が
屏
風
の
前
で
な
い
こ
と
へ
の
違
和
感
の
表
明
だ
ろ
う
。

御
米
に
は
屏
風
の
こ
と
が
頭
に
な
い
の
で
例
年
と
り
お
こ
な
う
正
月
用
飾
り
付

け
の
意
味
を
知
ら
な
い
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。

宗
助
は
こ
こ
で
、
先
祖
と
の
縁
が
切
れ
た
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
鏡
餅
を

「
眺
め
」
て
い
る
。
宗
助
は
、
御
米
が
屏
風
を
売
る
の
に
よ
う
や
く
同
意
し
た

こ
ろ
、
歯
医
者
に
通
い
、
歯
を
治
し
は
じ
め
た）

63
（

。
彼
に
と
っ
て
歯
を
固
め
、
齢

を
重
ね
る
儀
式
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
鏡
餅
は
、
正
月
明
け
に
小
六
に
よ
っ

て
割
ら
れ
る）
64
（

。
宗
助
が
父
祖
に
対
す
る
「
面
目
」
に
ば
か
り
拘
泥
し
て
い
ら
れ

な
い
方
向
に
、
事
態
は
進
む
。
つ
ま
り
、「
古
鏡
」
に
こ
だ
わ
り
を
見
出
し
て

い
た
宗
助
だ
が）
65
（

、
次
第
に
、
定
位
置
に
据
え
付
け
ら
れ
た
鏡
の
呪
縛
か
ら
抜
け

出
す
勢
い
が
成
熟
し
て
い
る
。

宗
助
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鏡
を
固
定
化
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
本
来
何

物
も
持
っ
て
い
な
い
の
が
自
分
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
六
祖
慧
能

が
「
菩
提
は
本
よ
り
樹
無
し　

明
鏡
も
亦
た
台
に
非
ず　

本
来
無
一
物　

何
れ

の
処
に
か
塵
埃
有
ら
ん
」
と
述
べ
た
よ
う
に
。
父
母
か
ら
の
遺
産
を
は
じ
め
と

し
て
も
と
も
と
何
も
持
っ
て
い
な
い
の
が
自
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
な
ら

ば
、
御
米
を
獲
得
す
る
こ
と
で
失
っ
た
「
信
用
」（
四
の
四
）
や
「
地
面
家
作
」

（
四
の
五
）
を
指
折
り
数
え
る
こ
と
も
な
く
な
る
。

宗
助
は
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
」
と
い
う
公
案
を
、
御
米

と
安
井
と
に
脅
か
さ
れ
る
「
自
分
の
現
在
と
遠
い
」、「
希
有
な
問
題
」
と
考
え

て
い
た
が
、
本
当
に
そ
れ
は
遠
く
、「
希
有
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
本
来

の
面
目
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ろ
と
い
う
問
い
が
も
と
も
と
、
盗
み
を
働
こ
う

と
し
た
者
に
向
か
っ
て
六
祖
慧
能
が
投
げ
か
け
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
あ
と
か

ら
知
る
な
ら
ば
、
こ
の
公
案
は
、
宗
助
の
問
題
の
核
心
に
極
め
て
「
近
い
」
問

題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
た
ち
ま
ち
気
づ
く）

66
（

。
六
祖
慧
能
は
善
悪
の
過
ち
を

見
ず
に
人
を
見
る
こ
と
が
精
神
の
不
動
を
修
め
る
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

主
人
公
か
ら
い
っ
た
ん
懐
疑
的
に
見
な
さ
れ
た
公
案
も
、
小
説
全
体
の
思
想

で
検
討
す
る
な
ら
ば
、
漱
石
に
よ
っ
て
慎
重
に
配
さ
れ
た
公
案
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
だ
。
こ
れ
ま
で
、
漱
石
自
身
の
参
禅
体
験
を
基
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
宗
助
の
坐
禅
に
つ
い
て
深
く
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

小
説
に
は
小
説
の
論
理
が
貫
か
れ
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
他
の
言
葉
と
連

携
し
な
が
ら
、
密
度
が
高
ま
る
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

八
、「
鏡
台
」
対
「
小
さ
な
鏡
」

こ
の
小
説
で
、「
鏡
」
は
さ
ら
に
発
展
す
る
。
御
米
が
男
の
髭
の
あ
る
な
し

に
神
経
質
で
あ
る
点
も
、
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
念
入
り
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
女
は
家
主
の
坂
井
が「
髭
の
な
い
人
」
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（
七
の
一
）
で
あ
る
と
宗
助
に
報
告
し
、
初
め
て
坂
井
の
顔
を
見
た
と
き
も
、

「
髭
の
な
い
と
思
つ
た
の
に
、
髭
を
生
や
し
て
ゐ
る
」
の
が
案
外
で
あ
っ
た
た

め
、
宗
助
に
「
貴
方
、
坂
井
さ
ん
は
矢
っ
張
り
髭
を
生
や
し
て
ゐ
て
よ
」（
九

の
一
）
と
注
意
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

彼
女
が
な
ぜ
そ
こ
ま
で
敏
感
な
の
か
も
小
説
は
答
え
を
用
意
し
て
い
る
。
御

米
が
三
人
目
の
子
を
臍
帯
纏
絡
で
亡
く
し
、
産
褥
明
け
に
「
易
者
の
門
を
潜
」

り
、「
自
分
が
将
来
子
を
生
む
べ
き
、
又
子
を
育
て
る
べ
き
運
命
を
天
か
ら
与

へ
ら
れ
る
だ
ら
う
か
」
と
確
か
め
に
行
っ
た
。
そ
の
と
き
易
者
は
「
仔
細
ら
し

く
腮
の
下
の
髯
を
握
つ
て
」
何
か
を
考
え
、
そ
し
て
宣
告
し
た
。
御
米
は
、
髭

の
あ
る
男
を
見
る
た
び
に
易
者
の
宣
告
を
思
い
出
し
、
疼
く
の
だ
。
ゆ
え
に
彼

女
は
髭
を
嫌
っ
て
い
る
。

「
山
門
」
を
敲
い
た
宗
助
は
、
坐
禅
に
失
敗
す
る
。
そ
の
十
日
間
「
髭
は
固

よ
り
剃
る
暇
を
有
た
な
か
つ
た
」（
二
十
二
の
一
）。
参
禅
後
の
宗
助
に
御
米
は

「
小
さ
な
鏡
」（
二
十
二
の
一
）
を
突
き
つ
け
る
。
映
す
の
は
、
宗
助
に
と
っ
て

ま
た
御
米
に
と
っ
て
、
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
坐
禅
を
組
ん
で
も

「
凝
と
生
き
な
が
ら
妄
想
に
苦
し
め
ら
れ
」（
十
八
の
五
）、
そ
の
間
、「
延
び
掛

か
つ
た
髯
が
頬
の
辺
で
手
を
刺
す
様
に
ざ
ら
〳
〵
し
た
」（
二
十
の
一
）。「
小

さ
な
鏡
」
に
映
る
の
は
剃
る
べ
き
そ
の
髯
で
あ
る
。
こ
の
鏡
で
も
っ
て
無
用
な

妄
想
を
切
り
落
と
す
機
会
が
到
来
し
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。
御
米
に
と
っ
て
宗

助
に
髭
を
剃
る
よ
う
「
小
さ
な
鏡
」
を
見
せ
る
こ
と
は
、
罪
の
祟
り
と
固
定
し

た
易
者
の
「
髯
」
を
切
り
落
と
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
「
小
さ
な
鏡
」
は
、
六
畳
に
据
え
ら
れ
た
「
鏡
台
」
や
洗
面
台
の
「
鏡
」

と
は
違
っ
て
、
過
去
を
世
間
的
善
悪
で
問
う
の
で
は
な
い
「
本
来
の
面
目
」
を

映
し
出
す
力
を
発
揮
し
て
い
る）
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（

。

六
祖
慧
能
の
詩
句
は
、心
の
鏡
は
台
に
据
え
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
し
た
。

鏡
台
で
は
な
く
「
小
さ
な
鏡
」
に
こ
そ
、
乗
り
越
え
る
べ
き
過
去
が
映
し
出
さ

れ
る
。「
小
さ
な
鏡
」
も
過
去
を
映
し
出
す
が
、
持
ち
運
び
可
能
で
あ
る
。
現

在
を
拘
束
す
る
過
去
で
は
な
く
、
現
在
を
切
り
開
く
過
去
で
あ
る
。「
父
母
未

生
以
前
の
本
来
の
面
目
」
に
対
す
る
「
見
解
」
は
、こ
の
よ
う
な
「
小
さ
な
鏡
」

の
現
在
か
ら
生
ま
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

門
外
の
通
告
を
受
け
た
神
秀
の
よ
う
に
心
を
鏡
台
と
し
て
固
定
す
る
な
ら

ば
、
世
間
的
な
塵
埃
ば
か
り
を
気
に
す
る
ほ
か
な
い
。
明
鏡
は
台
に
な
い
と
六

祖
慧
能
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
達
す
る
な
ら
、「
本
来
無
一
物
」
で
あ

る
こ
と
を
自
覚
し
、
安
井
か
ら
御
米
を
盗
ん
だ
宗
助
は
そ
の
自
分
の
「
本
来
の

面
目
」
を
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
日
常
の
行
住
坐
臥
は
、
そ
れ
を
解
く
た
め
の
示

唆
に
満
ち
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
文
学
研
究
で
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
の
は
、
登
場
人
物
が
知
識
を

手
に
入
れ
て
な
お
も
成
長
す
る
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
公

案
を
解
け
な
か
っ
た
情
景
が
描
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
解
く
べ
く

生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
ま
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
た

い
し
て
も
、
研
究
の
手
を
及
ぼ
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

『
門
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
は
「
不
面
目
」
と
「
面
目
」
に
つ
い
て
考
え

つ
づ
け
、「
門
」
に
つ
い
て
考
え
つ
づ
け
、「
鏡
」
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
考
え

つ
づ
け
る
。
そ
れ
ら
経
過
す
る
各
点
が
同
質
の
わ
け
が
な
い
。
小
説
を
動
か
ぬ

固
体
と
し
て
想
定
す
る
研
究
に
対
し
、
私
が
提
案
し
た
い
の
は
、
登
場
人
物
の

可
動
領
域
が
ど
こ
ま
で
広
が
る
か
を
示
す
研
究
で
あ
る
。

登
場
人
物
は
記
憶
を
手
が
か
り
に
し
て
、
微
々
た
る
自
己
改
変
が
進
む
よ
う

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
小
説
『
門
』
に
は
、
日
中
の
知
性
の
格
闘
の
歴

史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
呼
び
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け

の
動
機
を
登
場
人
物
は
抱
え
て
い
る
。
生
の
連
関
は
小
説
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
哲
学
書
で
も
歴
史
書
で
も
な
い
、
文

学
と
な
る
。

文
学
は
、
生
の
連
関
を
形
成
し
な
が
ら
動
き
続
け
る
。『
門
』
に
は
、
亀
裂

を
抱
え
る
こ
と
で
よ
り
鍛
え
ら
れ
て
い
っ
た
真
の
知
性
が
投
入
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
に
触
れ
う
る
言
葉
と
登
場
人
物
と
が
、
小
説
内
で
隣
接
し
て
い
る
こ
と

は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
。
一
見
停
滞
し
て
見
え
る
小
説
で
あ
っ
て
も
、
連
続

的
な
生
成
状
態
に
至
る
べ
く
、
ま
た
、
言
葉
を
通
し
て
近
づ
く
読
者
を
そ
こ
に

捲
き
込
む
べ
く
、
作
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
小
説
が
鳴
ら
す
動
悸
を
あ
ま
す
こ
と
な
く
取
り
出
す
方
法
を
提
示
し

た
。
漱
石
『
門
』
に
は
生
き
つ
づ
け
る
時
間
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。

※
本
稿
は
二
〇
一
一
年
三
日
十
九
日
「
日
文
研
共
同
研
究
会　

ア
ジ
ア
近
現
代

に
お
け
る
知
的
交
流
」
に
お
け
る
発
表
、「
具
体
物
へ
の
感
情
移
入―

漱
石

『
門
』
の
生
成
方
法
と
し
て―

」
に
大
幅
な
加
筆
を
施
し
て
成
っ
た
。
席
上
、

ご
教
示
賜
っ
た
多
く
の
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

注（
１
） 

『
門
』
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
と
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
、
一
九
一
〇
年
（
明
治

四
十
三
年
）
三
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
連
載
さ
れ
た
。
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集　

第
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
り
、
章
番
号
を
付
し
た
。

（
２
） 

漱
石
『
門
』
は
、
日
本
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
、
作
品
論
か
、
テ
ク
ス
ト
論

か
で
対
立
す
る
舞
台
と
な
っ
た
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
の
孕
む
文
化
的
知
識
を

背
負
い
き
れ
て
い
な
い
読
み
が
あ
ら
わ
に
出
て
し
ま
う
漱
石
の
小
説
で
あ
る
だ
け
に
、

ど
こ
に
限
界
を
設
定
す
る
か
と
い
う
問
い
自
体
が
意
味
を
持
た
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
れ

だ
け
小
説
の
豊
饒
さ
を
救
い
え
て
い
る
か
と
い
う
点
を
、
す
で
に
過
去
の
遺
物
と
化
し

た
対
立
構
図
の
な
か
の
、
各
論
か
ら
拾
い
た
い
。
前
田
愛
は
、
宗
助
夫
婦
の
居
住
空
間

の
安
定
が
ど
の
よ
う
に
「
住
ま
い
の
空
間
ぜ
ん
た
い
を
支
え
て
い
る
深
層
的
な
部
分
」

か
ら
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。
空
間
の
秩
序
と
均
衡
に
「
断
り
口
」
が
あ
り
、

「
無
意
識
の
領
域
」
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
（「
漱
石
と

山
の
手
空
間

│
『
門
』
を
中
心
に
」『
講
座
夏
目
漱
石　

第
四
巻　

漱
石
の
時
代
と

社
会
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、
一
四
二
頁
。
三
好
行
雄
は
御
米
の
罪
を
「
産
め
な
い

母
」
と
し
て
「
身
体
を
介
し
て
顕
在
化
」
さ
せ
て
し
ま
う
と
論
じ
た
点
を
評
価
し
た
い
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（「『
門
』
の
な
か
の
子
ど
も
」『
日
本
文
藝
論
集
』
一
九
八
六
年
、『
三
好
行
雄
著
作
集

　

第
二
巻 

森
鷗
外
・
夏
目
漱
石
』
筑
摩
書
房
、一
九
九
三
年
、二
四
一
│
二
四
二
頁
）。

（
３
） 

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
４
） 

千
光
寺
は
も
と
清
涼
寺
の
西
方
中
院
に
あ
っ
て
禅
宗
だ
っ
た
が
、
角
倉
了
以
が

一
六
一
四
年
（
慶
長
十
九
年
）、
現
在
地
へ
移
し
、
大
悲
閣
を
建
立
し
、
天
台
宗
と
し

た
。
一
八
〇
八
年
（
文
化
五
年
）、
ふ
た
た
び
禅
宗
と
な
る
。

（
５
） 

一
六
三
三
年
（
寛
永
十
年
四
月
）。
堀
杏
庵
撰
文
。
素
庵
の
遺
児
、
玄
紀
と
厳
昭

と
が
尾
張
藩
儒
医
堀
正
意
（
杏
庵
）
に
「
素
庵
行
状
」
の
撰
文
を
依
頼
し
、
南
洋
材
に

刻
し
、
没
後
の
翌
年
、
寛
永
十
年
四
月
に
千
光
寺
大
悲
閣
に
建
碑
し
た
。
素
庵
伝
記
の

根
本
史
料
（『
特
別
展　

没
後
三
七
〇
年
記
念　

角
倉
素
庵

│
光
悦
・
宗
達
・
尾
張

徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で

│
』
大
和
文
華
館
、
二
〇
〇
二
年
十
月
、
三
三
頁
）。

（
６
） 

『
嵯
峨
誌
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
五
四
頁
。
現
在
通
行
の
漢
字
に
改
め
、

引
用
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。
書
き
下
し
文
に
す
れ
ば
、「
慶
長
元
和
の
間
、
天
下
文

明
の
運
に
丁
り
、
儒
教
を
勃
興
し
斯
道
を
荷
担
す
る
は
、
北
肉
藤
歛
夫
先
生
な
り
」。

な
お
、
京
都
帝
国
大
学
初
代
学
長
、
狩
野
亨
吉
は
藤
原
惺
窩
の
『
寸
鉄
録
』、『
惺
窩
先

生
文
集
』
を
所
蔵
し
て
い
る
。
漱
石
は
狩
野
亨
吉
と
親
友
で
、
一
九
〇
七
年
（
明
治

四
十
年
）
三
月
、
京
都
を
訪
れ
、
下
鴨
村
の
狩
野
宅
に
宿
泊
し
た
。
狩
野
宅
へ
逗
留
で

き
る
か
確
認
し
て
い
る
書
簡
が
あ
る
（
一
九
〇
七
年
三
月
二
十
二
日
『
漱
石
全
集　

第

二
十
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
四
頁
）。

（
７
） 

保
津
川
の
石
を
賛
す
る
漢
詩
で
あ
る
。
大
徳
寺
僧
大
綱
の
書
に
な
る
。
大
悲
閣

に
は
石
川
丈
山
の
漢
詩
の
額
も
あ
る
。
丈
山
も
惺
窩
の
弟
子
で
あ
る
。

（
８
） 

惺
窩
は
七
、
八
歳
ご
ろ
か
ら
す
で
に
仏
門
に
入
っ
て
い
た
が
、
十
八
歳
の
と
き

か
ら
京
都
相
国
寺
に
住
む
。「
北
肉
」
山
人
と
号
し
た
の
は
晩
年
で
、
明
末
の
三
教
融

合
の
思
想
家
林
兆
恩
の
「
艮
背
心
法
」
に
よ
っ
た
の
だ
と
い
う
（
金
谷
治
「
藤
原
惺
窩

の
儒
学
思
想
」『
藤
原
惺
窩　

林
羅
山
』（
日
本
思
想
大
系
23
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
五

年
、
四
四
九
│
四
七
〇
頁
）。

（
９
） 

素
庵
は
藤
原
惺
窩
が
編
纂
を
試
み
た
中
国
の
詩
文
に
よ
る
『
文
章
達
徳
録
』
の

増
補
と
増
註
を
引
き
継
い
だ
。
素
庵
編
著『
文
章
達
徳
録
綱
領
』は
長
男
玄
紀
に
よ
る
、

素
庵
没
後
、
製
版
で
一
六
三
九
年
（
寛
永
十
六
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
。

（
10
） 

藤
原
惺
窩
と
林
羅
山
と
を
結
び
つ
け
た
の
も
、
素
庵
で
あ
る
（
林
屋
辰
三
郎
『
角

倉
素
庵
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
八
〇
│
八
六
頁
）。

（
11
） 

前
掲『
嵯
峨
誌
』三
五
一
│
三
五
四
頁
。
明
ら
か
な
間
違
い
は『
角
倉
同
族
会
報
』

第
二
十
号
（
二
〇
〇
二
年
六
月
、
一
九
│
二
一
頁
）
に
翻
刻
さ
れ
た
同
碑
文
に
よ
っ
て

改
め
た
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
書
き
下
し
文
に
す
れ
ば
、「
玄
之
、
書
を
能
く
し
、

且
儒
風
を
惺
窩
藤
先
生
に
問
ふ
こ
と
年
有
り
、
一
旦
先
生
を
招
き
河
上
に
遡
遊
す
。
奇

石
激
湍
甚
だ
多
し
、
先
生
に
請
う
て
多
く
の
旧
号
を
改
め
、
そ
の
白
浪
揚
り
て
花
散
ら

す
が
如
き
は
浪
花
隅
と
号
す
（
旧
名
大
瀬
）、
そ
の
斉

と
し
て
石
を
環
る
は
観
瀾
盤

陀
と
号
す
、
石
有
り
相
距
つ
る
二
十
尺
ば
か
り
猿
子
を
抱
へ
其
間
を
飛
び
超
ゆ
る
は
叫

猿
峡
と
号
す
（
旧
名
猿
飛
）、
東
山
岩
高
嶮
に
有
り
て
鶻
の
奇
巣
に
棲
む
有
る
は
鷹
巣

と
号
す
、
石
壁
斗
絶
の
皃
万
巻
堆
の
如
く
は
群
書
岩
と
号
す
（
旧
名
出
合
）、
此
処
に

石
有
り
門
に
似
て
廣
さ
五
丈
高
さ
百
余
尺
は
石
門
関
と
号
す
、
湍
有
り
急
流
を
船
行
が

飛
ぶ
如
く
を
鳥
船
灘
と
号
す
（
旧
名
鵜
川
）、（
中
略
）
復
た
石
有
り
方
三
丈
許
、
そ
の

面
鏡
の
如
く
、
水
崖
に
聳
ゆ
る
は
鏡
石
と
号
す
」。

（
12
） 
小
説
『
門
』
の
現
在
時
に
、
伊
藤
博
文
暗
殺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

小
説
現
在
時
が
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
年
）
十
月
以
降
を
進
ん
で
い
る
と
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
宗
助
と
御
米
が
一
緒
に
な
っ
て
「
今
日
迄
六
年
程
」（
十
四
の
一
）
と
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あ
り
、
宗
助
が
大
学
を
退
学
さ
せ
ら
れ
た
の
は
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
と
分

か
る
。
宗
助
と
安
井
と
は
三
学
年
を
と
も
に
過
ご
し
、
三
学
年
目
に
、
宗
助
が
安
井
か

ら
御
米
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
宗
助
・
安
井
が
京
都
帝
国
大
学
法
科
大

学
に
入
学
し
た
の
は
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
九
月
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
） 

素
庵
の
、
嵯
峨
本
、『
文
章
達
徳
録
綱
領
』
以
外
の
、
学
問
的
功
績
は
以
下
の
と

お
り
。
素
庵
は
『
本
朝
文
粋
』
一
四
巻
の
書
写
な
ら
び
に
校
訂
、『
続
日
本
紀
』
四
十

巻
の
校
訂
を
な
し
、『
菅
家
文
草
』
の
清
書
本
も
自
筆
で
作
っ
た
（
現
存
最
古
、
最
良

の
写
本
）。
慶
長
期
に
は
中
国
の
『
史
記
』
百
三
十
巻
五
十
冊
を
本
邦
で
初
め
て
古
活

字
本
で
刊
行
し
た
。
ま
た
、
観
世
黒
雪
の
依
頼
で
「
観
世
流
謡
本
」
の
書
写
を
た
び
た

び
行
い
、
観
世
流
の
隆
盛
の
礎
を
築
く
（
林
進
「
素
庵
の
軌
跡

│
そ
の
書
跡
と
書
誌

学
的
業
績
に
つ
い
て

│
」（
前
掲
『
特
別
展　

没
後
三
七
〇
年
記
念　

角
倉
素
庵

│
光
悦
・
宗
達
・
尾
張
徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で

│
』
四
│
九
頁
、
お
よ
び
、

同
書
の
、
素
庵
自
筆
本
・
書
入
れ
本
・
校
訂
本
の
解
説
に
よ
る
。
七
九
│
一
〇
三
頁
）。

（
14
） 

秀
吉
の
文
禄
・
慶
長
の
役
で
俘
虜
と
な
っ
た
、
朱
子
学
者
姜か

ん

沅は
ん

（
一
五
六
七
│

一
六
一
六
）
は
赤
松
家
に
投
じ
ら
れ
、
惺
窩
と
会
う
。
惺
窩
は
京
都
か
ら
素
庵
を
伴
っ

て
、
釈せ

き

奠て
ん

の
儀
の
伝
授
を
受
け
た
と
い
う
。
ま
た
、
素
庵
は
、
惺
窩
と
姜
沅
を
嵯
峨
に

招
く
（
林
屋
辰
三
郎
、
前
掲
『
角
倉
素
庵
』
七
八
│
八
〇
頁
）。
素
庵
の
読
書
堂
は
大

悲
閣
に
あ
っ
た
（
前
掲
『
嵯
峨
誌
』
三
四
九
頁
）。

（
15
） 

「
印
可
」
と
は
指
導
者
か
ら
修
行
者
が
そ
の
悟
り
の
円
熟
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
の

証
明
で
あ
る
。
即
非
は
、
法
語
、
題
讃
を
求
め
る
者
あ
れ
ば
、
筆
を
走
ら
せ
た
と
い

う
。
高
橋
竹
迷
『
隠
元
、
木
庵
、
即
非
』
丙
午
出
版
社
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）

二
三
七
、
二
五
三
頁
。

（
16
） 

『
岩
波　

仏
教
辞
典　

第
二
版
』
末
木
文
美
士
他
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、

一
〇
九
頁
。

（
17
） 

歴
代
の
『
漱
石
全
集
』
で
、
そ
の
額
の
所
在
は
不
明
と
さ
れ
て
き
た
が
、
大
悲

閣
了
以
殿
に
存
在
し
た
。
調
査
に
あ
た
り
、
現
住
職
大
林
道
忠
氏
に
は
多
く
の
ご
尽
力

を
賜
っ
た
。

（
18
） 

前
掲
『
嵯
峨
誌
』
三
五
三
頁
。
書
き
下
し
文
に
す
れ
ば
、「
此
年
の
夏
大
悲
閣
を

嵐
山
に
営
む
、
山
高
二
十
丈
許
、
壁
立
ち
谷
深
く
、
右
に
瀑
布
有
り
、
前
に
亀
山
有
り

て
、
直
ち
に
洛
中
を
視
る
、
河
水
は
亀
嵐
の
際
を
流
れ
、
舟

の
来
去
す
る
や
居
然
と

し
て
見
る
べ
し
」。

（
19
） 

道
元
（
一
二
〇
〇
│
一
二
五
三
）
は
、一
二
四
四
年
（
寛
元
二
年
）
越
前
に
移
り
、

翌
年
大
仏
寺
を
開
き
、
一
二
四
六
年
（
寛
元
四
年
）
永
平
寺
と
寺
号
を
改
め
た
。

（
20
） 

彼
は
若
狭
の
出
身
で
あ
る
が
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
に
府
県
制
が
敷

か
れ
、
若
狭
は
越
前
と
統
合
し
、
福
井
と
な
っ
て
い
る
。
漱
石
は
、
釋
宗
演
の
も
と
で

一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
年
）
十
二
月
下
旬
か
ら
一
月
七
日
に
か
け
て
坐
禅
を
組
ん
で

い
る
。

（
21
） 

「
坐
禅
の
用
心
」『
一
字
不
説
』
光
融
館
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
年
）、

一
〇
四
頁
。
現
行
の
漢
字
に
改
め
て
引
用
し
た
。「
白
隠
禅
師
一
代
の
説
法
の
如
き
は

龍
の
水
を
得
、
虎
の
山
に
告
せ
る
が
如
く
縦
横
無
碍
自
在
に
し
て
、
決
し
て
陀
羅
尼
的

漢
文
的
の
説
法
の
み
を
せ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
続
く
。

（
22
） 

安
井
の
口
癖
と
釋
宗
演
の
口
ぶ
り
の
相
似
は
漱
石
研
究
者
か
ら
ま
だ
指
摘
さ
れ

て
い
な
い
。
本
稿
は
漱
石
の
目
論
見
を
、
登
場
人
物
の
見
聞
き
に
よ
っ
て
、
小
説
の
時

空
を
拡
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
、
一
貫
し
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
の
立
て
る
理

論
に
基
づ
き
、
安
井
の
関
心
事
を
示
す
証
左
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

（
23
） 

一
七
〇
七
年
（
宝
永
四
年
）
大
坂
竹
本
座
初
演
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。「
丹
波
与
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作
待
夜
の
小
室
節
」
井
口
洋
校
注
、『
近
松
浄
瑠
璃
集　

上
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三

年
、
一
三
二
│
一
八
三
頁
を
参
照
し
た
。
丹
波
与
作
の
歌
は
す
で
に
一
六
七
〇
年
代
に

流
行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
別
の
伝
承
の
登
場
人
物
、
関
の
小
ま
ん
と
結
び
つ
き
、
街
道

筋
の
馬
方
、
与
作
と
出
女
小
ま
ん
が
恋
人
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
24
） 

前
掲
書
、
一
四
七
頁
。

（
25
） 

前
掲
書
、
一
三
九
頁
。

（
26
） 

清
見
寺
と
鈴
鹿
と
は
、
近
松
が
、
本
来
の
東
海
道
五
十
三
次
に
変
え
て
故
意
に

挿
入
し
た
宿
駅
で
あ
る
（
角
田
一
郎
「
近
松
浄
瑠
璃
の
道
行
に
つ
い
て
」『
新
日
本
古

典
文
学
大
系　

月
報
四
七
』
一
九
九
三
年
九
月
、
二
頁
）。
わ
ざ
わ
ざ
清
見
寺
に
誘
う

安
井
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
む
ろ
ん
気
づ
い
て
い
よ
う
。

（
27
） 

道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』「
第
六　

即
心
是
仏
」
で
『
六
祖
壇
経
』
が
南
宗
の
者
ら

に
よ
っ
て
改
竄
さ
れ
た
と
い
う
部
分
を
全
文
引
用
し
て
い
る
（『
正
法
眼
蔵　

上
巻
』

衛
藤
即
応
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、
一
〇
二
│
一
〇
三
頁
）。
ま
た
、
道
元

は
同
じ
く
『
正
法
眼
蔵
』「
第
二
十　

古
鏡
」
で
、
過
去
の
時
間
を
照
ら
し
出
す
鏡
と

い
う
観
点
か
ら
、
多
く
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
28
） 

同
時
代
に
お
い
て
す
で
に
正
宗
白
鳥
か
ら
参
禅
へ
の
唐
突
さ
が
言
わ
れ
（
正
宗

白
鳥
「
夏
目
漱
石
論
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
八
年
六
月
、『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

　

夏
目
漱
石　

I
』
有
精
堂
、
一
九
七
〇
年
）、
そ
れ
は
柄
谷
行
人
の
「『
門
』
解
説
」

に
ま
で
及
ぶ
（
柄
谷
行
人
「
解
説
」『
門
』
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
、『
増
補　

漱
石
論

集
成
』
平
凡
社
、二
〇
〇
一
年
、四
一
六
頁
）。
そ
の
反
論
と
し
て
、酒
井
英
行
は
『
門
』

の
伏
線
を
示
し
、「
夫
婦
の
愛
情
生
活
と
罪
の
問
題
と
の
両
方
を
不
可
分
の
も
の
と
し

て
初
め
か
ら
描
い
て
い
た
」
と
、
宗
助
の
課
題
、「
自
己
救
済
」
の
展
開
を
確
認
し
て

み
せ
た
（
酒
井
英
行
「『
門
』
の
構
造
」『
日
本
文
学
』
一
九
八
〇
年
九
月
、『
漱
石　

そ
の
陰
翳
』
有
精
堂
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
│
一
七
八
頁
）。

（
29
） 

藤
尾
健
剛
は
、「
達
磨
」
の
風
船
を
宗
助
が
買
っ
て
く
る
例
を
だ
し
、
禅
の
修
行

が「
潜
在
意
識
に
注
入
さ
れ
た
暗
示
に
使
嗾
さ
れ
た
も
の
」と
解
釈
し
て
い
る（「『
門
』

の
立
つ
場
所

│
〈
日
常
〉
と
い
う
逆
説
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
一
七
号
、

一
九
九
五
年
十
月
、『
漱
石
の
近
代
日
本
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
七
頁
。

（
30
） 

漱
石
蔵
書
は
英
朝
禅
師
編
輯
『
増
補
頭
書
禅
林
句
集
』
文
光
堂
翻
刻
、
一
八
八
九

年
（
明
治
二
十
二
年
）
だ
が
、
私
は
貝
様
書
院
蔵
版
『
増
補
首
書
禅
林
句
集
』
一
切
経

印
房
、
一
八
九
四
年
を
用
い
た
。
同
書
、
二
十
八
の
表
。『
禅
林
句
集
』
に
載
る
句
は
、

「
東
山
」
で
は
な
く
、「
青
山
」
で
あ
る
。
な
お
、『
禅
林
句
集
』
と
漱
石
小
説
と
の
関

係
は
、
加
藤
二
郎
『
漱
石
と
禅
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
31
） 

立
川
美
彦
編
『
訓
読　

雍
州
府
志
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
六
九
頁
。

（
32
） 

前
掲
『
岩
波 

仏
教
辞
典　

第
二
版
』
三
三
八
頁
。

（
33
） 

『
漱
石
全
集 

第
六
巻
』
の
注
解
（
六
六
四
頁
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

漱
石
が
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
二
十
八
年
初
頭
に
か
け
て
円
覚
寺
の
塔
頭
帰
源
院
で
座

禅
を
組
ん
だ
経
験
か
ら
、
宗
助
の
行
っ
た
庵
室
は
そ
こ
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

（
34
） 

た
と
え
ば
、
藤
原
惺
窩
『
寸
鉄
録
』（
一
六
〇
六
年
）
一
巻
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

あ
る
。「
人
ヲ
用
心
キ
ヅ
カ
イ
セ
ン
ヨ
リ
ハ
、
タ
ヾ
ワ
ガ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ヨ
ク
オ
サ
ム
ベ
キ

也
」（
底
本
・
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
他
『
寸
鉄
録
』、
前
掲
『
藤
原
惺
窩
・

林
羅
山
』
二
一
頁
）。
な
お
、
惺
窩
の
論
じ
る
「
心
」
に
つ
い
て
は
、
黒
住
真
『
複
数

性
の
日
本
思
想
』
三
〇
四―

三
〇
五
頁
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
の
こ

と
。

（
35
） 
黒
住
真
は
、
丸
山
真
男
に
よ
る
儒
教
の
位
置
づ
け
に
対
し
、
近
世
初
期
の
実
際

に
お
い
て
儒
教
は
脆
弱
で
、
惺
窩
の
こ
の
よ
う
な
言
動
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
専
門
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（
44
） 

中
川
孝
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
恵マ
マ

能
の
み
が
『
本
来
無
一
物
』
と
い
う
表
現
を
も
っ

て
、
衆
生
本
来
の
清
浄
な
る
仏
性
を
徹
見
し
た
当
体
を
吐
露
で
き
た
の
は
、
彼
に
深
い

見
性
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
六
祖
壇
経

　

禅
の
語
録
四
』
二
一
九
頁
）。

（
45
） 

釋
大
眉
『
宗
門
之
無
尽
燈
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
七
年
、
四
〇
│
四
一
頁
を

参
照
し
た
。
こ
の
書
に
は
釋
大
眉
の
提
唱
が
編
集
さ
れ
て
い
る
。

（
46
） 

藤
吉
慈
海
『
禅
の
語
録
一
九　

禅
関
策
進
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
│

三
頁
参
照
。

（
47
） 

『
東
嶺
和
尚
編
輯　

宗
門
無
盡
燈
論　

上
』
愛
知
・
矢
野
平
兵
衛
、
一
八
八
五
年

（
明
治
十
八
年
）、
三
頁
。
書
き
下
し
文
に
し
て
引
用
し
た
。
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
あ

ら
た
め
た
。

（
48
） 

『
禅
学
辞
典
』（
神
保
如
天
・
安
藤
文
英
、
大
正
版
の
再
版
、
正
法
眼
蔵
註
解
全

書
刊
行
会
、
一
九
五
八
年
）
に
は
「
空
界
無
物
の
境
、
正
位
独
立
の
常
体
を
い
ふ
。
人

の
上
よ
り
謂
は
ば
一
切
に
依
倚
せ
ざ
る
湛
然
寂
静
の
行
履
を
示
す
」
と
述
べ
、
も
と
も

と
六
祖
の
偈
で
あ
る
と
す
る
（
一
三
七
九
頁
）。
ま
た
、
前
掲
『
岩
波
仏
教
辞
典　

第

二
版
』
も
、「
自
己
・
万
法
の
本
来
の
姿
を
い
う
。
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
存
在
の
真
実
の

あ
り
方
は
、
本
来
縁
起
・
空
の
現
成
で
あ
っ
て
、
自
我
の
執
着
す
べ
き
固
定
的
実
体
は

な
い
こ
と
」（
九
四
九
│
九
五
〇
）
と
し
た
後
、
こ
の
語
が
『
六
祖
壇
経
』
に
あ
る
と

す
る
。

（
49
） 

旧
仏
教
側
か
ら
の
論
戦
に
大
燈
国
師
が
応
じ
た「
正
中
の
宗
論
」が
有
名
で
あ
る
。

当
時
勢
力
を
増
す
禅
宗
に
、
延
暦
寺
、
園
城
寺
、
東
寺
な
ど
が
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
、

大
燈
国
師
と
学
僧
玄げ

ん

慧え

法
師
と
の
論
戦
を
朝
廷
に
申
し
出
た
の
を
論
破
し
た
の
で
あ

る
。
の
ち
に
玄
慧
は
大
燈
国
師
の
弟
子
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
前
述
の
と
お
り
、

性
が
標
榜
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
証
明
す
る（『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
三
年
、
一
一
〇
│
一
一
一
頁
）。

（
36
） 
林
羅
山
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。

（
37
） 

小
説
の
文
字
数
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
読
者
に
す
べ
て
を
説
明
す
れ
ば
、
小
説

で
は
な
く
な
る
。
省
筆
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
補
う
の
が
研
究
で
あ
ろ
う
。

（
38
） 

漱
石
は
ほ
か
に
、『
仮
名
碧
巌
夾き
ょ
う山
鈔
』（
堤
六
左
衛
門
開
板
、
慶
安
三
年
）、『
天

桂
禅
師
提
唱
碧
巌
録
講
義
』（
光
融
館
、
一
八
九
八
年
（
明
治
三
十
一
年
））
を
所
有
し

て
お
り
、
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
陳
明
順
は
、
漱
石
の
漢
詩
と
の
関
係
で
、
漱

石
が
禅
門
を
叩
き
続
け
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（『
漱
石
漢
詩
と
禅
の
思
想
』
勉
誠
社
、

一
九
九
七
年
、
一
四
七
│
二
一
六
頁
）。

（
39
） 

「
本
則
」
と
い
う
の
は
、
雪
竇
が
選
ん
だ
、
古
則
や
公
案
と
よ
ば
れ
る
古
人
の
問

答
百
則
で
、「
頌
」
は
そ
れ
に
対
す
る
韻
文
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

（
40
） 

『
再
鐫せ

ん

碧
巌
集
』
小
川
多
左
衛
門
、
一
八
五
九
年
（
安
政
六
年
）、
二
十
四
の
裏
。

書
き
下
せ
ば
、「
明
鏡
台
に
当
つ
て
列
像
殊
な
り
」。
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。

（
41
） 

漱
石
の
蔵
書
は
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』（
山
田
大
應
編
輯
、
愛
知
矢
野
平
兵
衛
、

一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
））
で
あ
る
。
私
は
中
川
孝
『
六
祖
壇
経　

禅
の
語
録
四
』

筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
二
六―

四
六
頁
、
に
拠
っ
た
。
二
六
│
四
六
頁
。
な
お
、

『
六
祖
壇
経
』
と
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
っ

と
も
古
い
と
さ
れ
る
敦
煌
本
を
は
じ
め
と
し
て
、数
段
階
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

『
六
祖
壇
経
』
は
慧
能
の
門
人
、
法
海
の
筆
録
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
42
） 

行
者
と
は
ま
だ
得
度
を
受
け
ず
に
在
家
の
ま
ま
寺
に
い
る
者
の
こ
と
。

（
43
） 

慧
能
は
当
時
文
字
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
神
秀
の
詩
偈
を
読
ん
で
も
ら
い
、

自
分
の
詩
偈
を
書
い
て
も
ら
っ
た
と
あ
る
。
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大
悲
閣
了
以
殿
に
あ
る
藤
原
惺
窩
の
漢
詩
は
大
徳
寺
僧
の
手
に
な
る
。

（
50
） 
以
上
、
平
野
宗
浄
『
大
燈
国
師
語
録
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
一
六
│
一
八

頁
を
参
照
す
る
。

（
51
） 

『
門
』
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
実
際
は
夢
窓
国
師
の
遺
誡
で
あ
っ
た
。
漱
石
は
単
行

本
で
「
大
燈
国
師
」
を
「
夢
窓
国
師
」
に
直
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
大
燈
国
師
」
を

登
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
漱
石
の
も
と
も
と
の
意
図
を
鑑
み
、
本
論
を
展
開

し
て
い
る
。

（
52
） 

白
隠
慧
鶴
『
槐
安
国
語　

五
巻
』（
原
著
一
七
五
〇
年
（
寛
延
三
年
））
愛
知
・

矢
野
平
兵
衛
、
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）
翻
刻
、
二
十
八
の
表
。
句
読
点
、
送
り

が
な
、
な
ら
び
に
濁
点
を
、『
槐
安
国
語　

下
巻
』（
訓
注
・
道
前
宗
閑
、
禅
文
化
研
究

所
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
考
に
補
い
、
補
っ
た
送
り
が
な
を
（　

）
で
示
し
た
。

（
53
） 

前
掲
『
槐
安
国
語　

五
巻
』
二
十
八
の
裏
。

（
54
） 

前
掲
『
槐
安
国
語　

五
巻
』
二
十
八
の
裏
。

（
55
） 

宋
代
の
禅
僧
無
門
慧
開
が
編
ん
だ
公
案
集
『
無
門
関
』
に
も
こ
の
対
話
が
検
討

さ
れ
て
お
り
、『
無
門
関
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
一
頁
）
の
西
村
恵
信
の

訳
注
を
参
照
し
、
訳
し
た
。

（
56
） 

宗
助
の
老
師
の
室
か
ら
の
退
室
に
つ
い
て
「
喪
家
の
犬
の
如
く
」（
十
九
の
二
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
禅
で
「
狗
」
に
仏
性
が
あ
る
か
な
い
か
は
『
臨
済
録
』
で
よ
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
東
京

に
帰
る
宗
助
を
戒
め
て
、
宜
道
が
例
に
出
し
た
「
洪
川
和
尚
」（
二
十
一
の
二
）
の
筆

に
な
る
『
禅
海
一
瀾
』
の
一
節
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
こ
う
説

か
れ
る
。「
若
し
見
性
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
仏
祖
の
書
は
読
む
べ
か
ら
ず
。
駭
き
て
怪
し

む
者
多
く
、
因
り
て
概
し
て
異
端
と
謂
ふ
。
其
の
誣
た
る
や
亦
甚
し
。
是
れ
村
犬
の
堯

に
吠
ゆ
る
の
論
な
り
」（
今
北
洪
川
『
禅
海
一
瀾
』
大
田
悌
蔵
訳
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
、
三
九
頁
）。『
史
記
淮
陰
侯
伝
』
に
あ
る
話
を
用
い
て
、
悟
っ
て
い
な
い

者
が
仏
祖
の
書
を
読
ん
で
怪
し
む
場
合
が
多
い
の
は
、
狗
が
も
と
よ
り
自
分
の
主
人
と

思
っ
て
い
な
い
か
ら
吠
え
る
の
と
同
じ
だ
と
言
っ
て
い
る
。

（
57
） 

坂
口
曜
子
が
「
泥
棒
と
は
む
ろ
ん
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、「
宗
助
は
人
妻
を
盗
ん

だ
元
泥
棒
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（『
魔
術
と
し
て
の
文
学

│
夏
目
漱
石
論

│
』
沖
積
社
、
一
九
八
七
年
、
二
一
六
頁
）。

（
58
） 

宗
助
の
認
識
に
従
っ
て
、
こ
の
公
案
と
宗
助
の
現
在
と
の
無
関
係
を
見
て
い
る

論
考
が
多
い
な
か
、
酒
井
英
行
は
「
作
者
は
主
人
公
に
『
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面

目
』
と
い
う
公
案
を
与
え
る
こ
と
で
、
宗
助
に
過
去
の
意
味
を
根
元
か
ら
問
い
直
さ

せ
、
安
井
へ
の
贖
罪
を
果
た
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
前
掲
『
漱
石　

そ
の
陰
翳
』
一
七
八
頁
）。

（
59
） 

神
保
如
天
、
安
藤
文
英
共
著
『
禅
学
辞
典
』
無
我
山
房
、
一
九
五
八
年
、
三
二
三

頁
。

（
60
） 

門
松
が
祖
先
の
霊
を
迎
え
、「
蛤
」
が
貞
節
を
表
し
、「
橙
」
が
代
々
続
く
子
孫

繁
栄
を
願
う
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
宗
助
御
米
夫
婦
が
そ
の
準
備
に
際
し

訝
し
く
思
う
。
不
倫
に
よ
る
婚
姻
に
よ
っ
て
祖
先
と
縁
を
切
り
、
子
孫
に
恵
ま
れ
な
い

彼
ら
に
と
っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

（
61
） 

正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
『
本
朝
食
鑑　

巻
二
』
一
四
七
頁
、
一
六
九
七
年
（
元
禄

八
年
）（『
本
朝
食
鑑　

上　

日
本
古
典
文
学
全
集
』
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、

一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
の
『
覆
刻　

日
本
古
典
文
学
全
集　

本
朝
食
鑑　

上
』

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
よ
り
引
用
す
る
）。
送
り
が
な
は
同
書
に
よ
る
。

（
62
） 

貝
原
益
軒
刪
補
、
貝
原
好
古
編
録
『
日
本
歳
時
記
』
一
六
八
八
年
（
貞
享
五
年
）
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（『
古
版
本　

日
本
歳
時
記
』
さ
つ
き
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
三
頁
に
よ
る
）。
空
欄

を
用
い
て
あ
る
の
は
『
古
版
本　

日
本
歳
時
記
』
の
表
記
に
従
う
。
表
記
の
不
統
一
も

本
書
に
よ
る
。
割
字
部
分
を
（　

）
で
表
記
し
た
。

（
63
） 

「
斯
う
穏
や
か
に
寐
か
さ
れ
た
時
、
宗
助
は
例
の
歯
が
左
程
苦
に
な
る
程
痛
ん
で

ゐ
な
い
と
云
ふ
事
を
発
見
し
た
」（
五
の
三
）
と
あ
る
。

（
64
） 

柳
田
國
男
に
よ
れ
ば
、「
節
供
の
食
物
の
条
件
は
、
原
料
の
精
選
と
製
法
の
念
入

り
と
の
他
に
、
こ
れ
を
分
配
す
る
様
式
の
特
殊
な
点
に
も
あ
っ
た
」
と
い
う
（『
年
中

行
事
覚
書
』
修
道
社
、
一
九
五
五
年
＝
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
六
五
頁
、
他
に
、
餅

に
つ
い
て
五
六
│
六
二
頁
参
照
）。

（
65
） 

宗
助
が
鎌
倉
で
手
に
取
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
『
碧
巌
集
』
だ
。
そ

こ
で
は
、
各
人
の
も
つ
過
去
に
つ
い
て
「
古
鏡
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
（
前

掲
『
再
鐫
碧
巌
集
』
二
五
頁
）。

（
66
） 

北
山
正
迪
は
、
漱
石
が
「
現
実
に
作は

た
ら用

き
か
け
る
激
し
い
視
線
で
禅
に
関
心
を

も
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
大
乗
禅
』

一
九
六
九
年
一
月
、
二
五
頁
）。

（
67
） 

前
田
愛
は
御
米
に
と
っ
て
の
六
畳
の
鏡
が
過
去
の
入
口
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
は

や
く
見
抜
い
た
。
前
田
は
し
か
し
、
こ
の
宗
助
が
「
小
さ
な
鏡
」
を
突
き
付
け
ら
れ
る

場
面
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
御
米
が
ほ
ん
の
一
言
で
宗
助
を
や

す
や
す
と
日
常
的
な
世
界
に
迎
え
入
れ
て
し
ま
う
こ
の
場
面
の
意
味
を
正
当
に
う
け
と

め
る
か
ぎ
り
、
参
禅
を
め
ぐ
っ
て
こ
と
ご
と
し
く
論
じ
た
て
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の

言
説
は
、
何
か
む
な
し
い
観
念
の
遊
戯
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
」（「
漱
石
と
山

の
手
空
間

│
『
門
』
を
中
心
に

│
」『
講
座　

夏
目
漱
石　

第
四
巻
〈
漱
石
の
時

代
と
社
会
〉』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、
一
四
四
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
が
論
じ

て
き
た
よ
う
に
、「
鏡
」
に
関
す
る
解
釈
史
は
、
禅
の
歴
史
の
重
要
な
蓄
積
で
あ
り
、

と
り
わ
け
「
本
来
の
面
目
」
を
問
う
た
初
め
の
人
間
で
あ
る
「
六
祖
慧
能
」
が
そ
の
「
鏡

台
」
を
否
定
し
た
の
は
大
き
な
事
件
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
ゆ
え
に
、
漱
石
は
意
図
的
に

宗
助
と
御
米
の
家
の
六
畳
に「
鏡
台
」を
据
え
た
の
に
違
い
な
い
。
ま
た
、「
小
さ
な
鏡
」

が
「
鏡
台
」
か
ら
の
離
脱
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
説

『
門
』
に
お
い
て
鏡
と
参
禅
と
は
切
り
離
せ
な
い
。
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
亡
命
知
識
人
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
京
都
の
神
学
者
有
賀
鐵
太
郎

―
 

有
賀
鐵
太
郎
所
蔵
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
『
社
会
主
義
的
決
断
』（
一
九
三
三
年
）

を
め
ぐ
っ
て

深　

井　

智　

朗

は
じ
め
に

ナ
チ
ス
が
政
権
を
奪
取
す
る
過
程
に
お
い
て
各
地
で
行
っ
た
焚
書
は
、
宣
伝

大
臣
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
た
政
治
的
ド
ラ
マ
、
あ
る

い
は
擬
似
宗
教
的
な
儀
式
で
あ
っ
た）

1
（

。
そ
の
証
拠
に
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
「
政
治
的

ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
」
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
超
え
て
、
そ
の
後
の
出

版
・
言
論
統
制
を
支
配
す
る
政
治
神
学
と
な
っ
た（

２
）。

ナ
チ
ス
の
焚
書
事
件
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
一
九
三
三
年
五
月
一
〇
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
は
じ

め
、全
国
二
一
都
市
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、実
は
既
に
四
月
一
日
に
ヴ
ッ

パ
ー
タ
ー
ル
と
ポ
ツ
ダ
ム
で
、
さ
ら
に
は
五
月
二
日
に
は
ラ
イ
ピ
チ
ッ
ヒ
で
同

様
の
焚
書
が
予
行
練
習
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
一
回
の
儀
式
で
焚
書
に
さ
れ

た
書
籍
は
平
均
二
万
五
千
冊
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
数
字
は
ナ
チ
ス

側
の
発
表
で
あ
る
か
ら
正
確
な
数
字
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
し
か
し

こ
の
数
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
焚
書
さ
れ
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
た
書
物

は
徹
底
的
に
探
し
出
さ
れ
、
こ
の
儀
式
の
た
め
に
各
都
市
の
広
場
に
集
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
焚
書
に
さ
れ
た
書
物

の
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
た
一
冊
を
京
都
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
学
の
教
授
で

あ
っ
た
有
賀
鐵
太
郎
の
個
人
蔵
書
の
中
に
発
見
し
た）

3
（

。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
大
学
の
哲
学
教
授
で
あ
っ
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決

断）
4
（

』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
一
九
三
三
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
数
日
で
ナ
チ
ス

に
よ
っ
て
出
荷
停
止
と
な
り
、
焚
書
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事

実
上
の
発
禁
処
分
に
な
っ
た
書
物
と
見
な
さ
れ
、
い
っ
た
ん
書
店
に
送
ら
れ
た

初
版
の
多
く
が
出
版
社
に
返
品
、
あ
る
い
は
出
版
社
に
よ
っ
て
自
主
的
に
回
収
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さ
せ
ら
れ
、
人
々
に
よ
っ
て
焼
か
れ
、
出
版
社
に
残
さ
れ
た
在
庫
は
断
裁
処
分

と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

5
（

。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
書
物
は
二
〇
世
紀
の
戦
争

と
思
想
と
の
関
係
を
象
徴
的
に
語
る
貴
重
な
一
冊
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
発
売

直
後
に
焚
書
リ
ス
ト
に
指
定
さ
れ
た
こ
の
書
物
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
日

本
の
一
研
究
者
の
手
元
に
届
け
ら
れ
、
そ
の
蔵
書
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
有
賀
鐵
太
郎
は
、
戦
後
は
京
都
大
学
文
学
部
長

を
つ
と
め
た
神
学
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
書
物
を
入
手
し
た
頃
は
同
志
社
大
学

文
学
部
神
学
科
の
教
員
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
七
七
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る

が
、
二
〇
〇
九
年
に
な
っ
て
遺
族
が
家
屋
の
整
理
の
た
め
に
、
講
義
ノ
ー
ト
や

書
簡
、
日
記
な
ど
の
文
書
資
料
は
京
都
大
学
文
書
館
に
、
雑
誌
を
除
く
蔵
書
は

東
京
に
あ
る
在
日
大
韓
基
督
教
会
神
学
校
の
図
書
館
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
な

り
、
三
〇
年
間
自
宅
書
庫
で
眠
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
こ
の
書
物
が
突
然
歴

史
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
書
物
が
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
っ
て
日
本
に
届
け
ら
れ
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
欧
米
の
研
究
者
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
膨
大
な
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
研
究
の
成
果
を
見
て
も）

6
（

、
ま
た
最
近
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
日
本
の
近
代
神

学
史
研
究
の
成
果
を
見
て
も
、
何
ら
の
情
報
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
戦
前
に
は
じ
ま
り
、
戦
中
、
戦
後
と
続
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
有
賀

と
の
知
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
も
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
手
が
つ
け
ら
れ
な
い

ま
ま
で
あ
っ
た
。

し
か
し
今
回
見
つ
か
っ
た
有
賀
の
蔵
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
な
情
報
が

知
ら
れ
て
い
た
だ
け
の
両
者
の
知
的
交
流
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ま
た
こ
の
書

物
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
届
け
ら
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
た
め
に
必
要
な

い
く
つ
か
の
重
要
な
情
報
が
残
さ
れ
て
い
た
。

第
一
に
、
有
賀
が
所
蔵
し
て
い
た
書
物
は
、
一
九
四
八
年
に
初
版
の
奥
付
ま

で
含
め
て
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
で
リ
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
間
違
い

な
く
一
九
三
三
年
に
ポ
ツ
ダ
ム
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
か
ら
刊
行

さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
数
少
な
い
、
貴
重
な
初
版
本

の
一
冊
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
に
ボ
ル
ベ
ル
ク
出
版
社
か
ら
出
た
リ
プ
リ
ン
ト

版
は
初
版
と
ま
っ
た
く
同
じ
体
裁
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
当
然
リ
プ
リ
ン
ト
で
あ

る
こ
と
を
示
す
文
言
が
、
初
版
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
下
に
、
初
版
の
字
体
よ
り
も

少
し
大
き
目
な
八
ポ
イ
ン
ト
の
活
字
で
追
加
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
有
賀

の
蔵
書
に
は
そ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
な
い
の
で
、
明
ら
か
に
初
版
で
あ
る
。

一
般
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
著
作
は
、
一
九
四
八
年
版
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
初
版
を
読
ん
だ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
友
人
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
伝
記
を
書
い
た
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
・
パ
ウ
ク
は
本
書
の
初
版
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「『
社

会
主
義
的
決
断
』
は
、
書
か
れ
る
の
も
、
刊
行
さ
れ
る
の
も
、
遅
き
に
失
し

た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
独
裁
権
力
を
手
に
し
た
時
に
は
、
そ
れ
は
直
ち
に
発
禁
と
な

り
、
出
版
社
は
配
本
を
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
何
年
か
、
ご
く
小
部
数
の
も

の
が
、
ひ
そ
か
に
回
覧
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た）

7
（

。」
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初
版
は
一
九
三
三
年
五
月
一
〇
日
ま
で
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
は
じ
め
全

国
の
主
要
な
都
市
で
書
店
や
図
書
館
か
ら
回
収
さ
れ
、
他
の
「
思
想
的
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
」
と
さ
れ
た
書
物
と
共
に
広
場
に
集
め
ら
れ
、
焼
却
処
分
に
あ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
焼
却
処
分
は
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
書
物
も
薪
と
と
も
に
焼
か
れ
た
の
で
あ
る
。
全
国
の
書
店
は
学
生
団

体
に
よ
る
嫌
が
ら
せ
を
恐
れ
、
書
棚
か
ら
こ
の
書
物
を
引
き
上
げ
、
出
版
社
に

返
品
し
た
。
し
か
し
有
賀
が
所
有
し
て
い
た
『
社
会
主
義
的
決
断
』
は
焼
却
を

免
れ
た
、
数
少
な
い
初
版
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
情
報
は
、「T

. A
riga O

ctober 1933
」
と
い
う
黒
い
イ
ン
ク
に
よ

る
書
き
込
み
が
見
開
き
頁
の
右
上
に
あ
り
、
有
賀
が
こ
の
書
物
を
一
九
三
三
年

一
〇
月
に
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
書
物
の
原
稿
を
一
九
三
二
年
の
年
末
ま
で
に
は
完
成
さ

せ
、
校
正
を
終
え
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
長
い
「
ま
え
が
き
」
を
書
い
て
い

る
。
そ
の
日
付
は
一
九
三
二
年
一
一
月
九
日
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
印
刷
に

ま
わ
さ
れ
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
プ
ロ
ッ
テ
社
の
資
料

に
よ
れ
ば
一
九
三
三
年
三
月
二
七
日
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
四
月
一
三
日
に

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
を
停
職
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
『
社
会
主

義
的
決
断
』
の
出
荷
停
止
処
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
ナ
チ
ス
に
よ
る
焚

書
事
件
が
起
こ
っ
た
の
が
同
年
五
月
で
あ
る
か
ら
、
有
賀
は
三
月
二
七
日
か
ら

四
月
一
三
日
ま
で
の
一
八
日
間
の
間
に
何
ら
か
の
方
法
で
こ
の
書
物
を
入
手
し

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
五
月
一
〇
日
の
焚
書
事
件
が
有
名
で

あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
通
り
用
心
深
い
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
と
ポ

ツ
ダ
ム
で
四
月
一
日
に
い
わ
ば
予
行
練
習
を
行
っ
て
お
り
、テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の『
社

会
主
義
的
決
断
』
の
出
版
社
が
ポ
ツ
ダ
ム
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
書

物
が
市
場
に
出
た
の
は
三
月
二
七
日
か
ら
四
月
一
日
ま
で
の
わ
ず
か
六
日
間
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
。

そ
し
て
第
三
の
情
報
は
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
書
物
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
直

筆
の
サ
イ
ン
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
日
付
は
一
九
六
〇
年
六
月
一
日
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
。

友
情
と
感
謝
を
こ
め
て
。（
二
七
年
の
時
を
経
て
）
京
都
に
て　

一
九
六
〇
年
六

月
一
日
（Paul T

illich in friendship and gratefulness (after 27 years) 

K
yoto, June 1st 1960

）」
と
著
者
で
あ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
ら
が
青
い
イ
ン
ク
で

書
き
込
ん
で
入
る
。
一
体
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

有
賀
の
蔵
書
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
情
報
を
通
し
て
、
ナ
チ
ス
に
追
わ

れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
亡
命
知
識
人
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
戦
時
中

唯
一
残
さ
れ
た
大
学
令
に
基
づ
く
神
学
科
の
教
授
で
あ
っ
た
有
賀
鐵
太
郎
と
の

知
的
交
流
の
一
端
を
解
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
目
的

を
ふ
ま
え
た
上
で
の
有
賀
の
一
冊
の
蔵
書
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
で
あ
る
。

1
．
一
九
三
三
年
五
月
一
〇
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
夜

一
九
三
三
年
五
月
一
〇
日
の
夜
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
儀
式
は
一
八
時

の
教
会
の
鐘
の
音
を
合
図
に
は
じ
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
中
心
部
、
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か
つ
て
皇
帝
の
戴
冠
式
が
行
わ
れ
た
広
場
で
二
万
五
千
冊
を
越
え
る
書
物
が
集

め
ら
れ
、
燃
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
焚
書
事
件
」

と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
出
来
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
だ
け
で
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
国
内
の
主
要
な
都
市
で
も
同

様
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
様
子
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
亡
命
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ラ
ジ
オ
局
か
ら
、
ド

イ
ツ
国
民
に
向
け
て
定
期
的
に
行
っ
て
い
た
放
送
『
ア
メ
リ
カ
の
声
』（V

oice 

of A
m
erica

）
で
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
あ
な
た
が
た
の
多
く
が
、
ま
だ
あ
の
日
の
出
来
事
を
覚
え
て
い
る
で
し
ょ

う
。
私
は
そ
れ
を
目
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
い
か
に
私
に
と
っ

て
重
要
で
、不
気
味
で
、そ
し
て
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た
か
を
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の

こ
と
で
し
た
。
私
と
妻
は
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
皇
帝
た
ち
の
戴
冠
式
が
そ
こ
で
行

わ
れ
た
レ
ー
マ
ー
広
場
に
面
し
た
建
物
の
窓
か
ら
目
撃
し
た
の
で
す
。
中
世
の

面
影
を
残
す
こ
の
広
場
に
群
集
が
押
し
寄
せ
、
黒
シ
ャ
ツ
や
茶
シ
ャ
ツ
が
そ
れ

を
静
止
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
薪
が
山
の
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ

る
と
、
狭
い
路
地
か
ら
松
明
を
持
っ
た
者
た
ち
の
行
列
が
登
場
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
制
服
を
着
た
学
生
や
党
員
た
ち
で
し
た
。
そ
の
列
が
延
々
と
続
く
の
で

す
。
松
明
の
光
は
暗
闇
の
中
で
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
、
建
物
の
破
風
を
照
ら
し

出
し
ま
し
た
。
私
は
ス
ペ
イ
ン
の
異
端
審
問
時
代
の
絵
を
思
い
浮
か
べ
て
い
ま

し
た
。
す
る
と
最
後
に
、
ま
さ
に
中
世
さ
な
が
ら
の
姿
で
二
匹
の
牛
に
牽
か
れ

た
荷
車
が
ガ
タ
ガ
タ
と
音
を
立
て
て
広
場
に
入
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は

犠
牲
の
た
め
に
選
ば
れ
た
沢
山
の
書
物
が
の
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
荷
車
の

後
ろ
に
は
大
学
教
会
付
き
の
牧
師
が
大
股
で
歩
い
て
き
ま
し
た
。
一
同
が
薪
の

山
に
火
を
つ
け
る
と
、
牧
師
は
そ
の
車
に
乗
り
、
弾
劾
の
た
め
の
説
教
を
は
じ

め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
最
初
の
本
を
自
ら
の
手
で
火
の
つ
い
た
薪
の
中
に
投
げ

込
み
、
さ
ら
に
何
百
冊
も
の
書
物
が
同
じ
運
命
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
焔
は
高

く
燃
え
上
が
り
、
夢
の
中
の
よ
う
な
光
景
を
映
し
出
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は

現
実
で
し
た
。
時
間
は
二
百
年
も
逆
戻
り
し
た
の
で
す）

8
（

。」

こ
の
夜
の
約
一
ヶ
月
前
、
ナ
チ
ス
は
ド
イ
ツ
学
生
協
会
（D

eutsche 

Studentenschaft

）
を
使
っ
て
、「
非
ド
イ
ツ
的
な
魂
」
に
対
す
る
抗
議
運
動

を
行
う
宣
言
を
行
い
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
放
送
を
使
っ
て
、
こ
の
運
動
内
容
を
宣

伝
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
的
で
は
な
い
思
想
家
た
ち
の
書
物
を
焚
書
に

す
る
「
払
い
清
め
（Säuberung

）」
の
儀
式
を
行
う
宣
言
で
あ
っ
た
。

こ
の
運
動
は
は
じ
め
か
ら
宗
教
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
ま
さ
に
中
世
の

異
端
審
問
を
再
現
し
て
見
せ
る
こ
と
で
運
動
と
し
て
の
効
果
を
具
体
的
な
も
の

と
す
る
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
こ
の
出
来
事
は
、
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
的

だ
と
彼
ら
が
考
え
た
歴
史
的
出
来
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

の
宗
教
改
革
を
真
似
て
構
想
さ
れ
た
。
彼
ら
は
ル
タ
ー
の「
九
五
カ
条
の
提
題
」

を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
「
一
二
カ
条
の
提
題
」
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ

て
一
六
世
紀
に
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
よ
り
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
革
命
よ
り
も
早
く
「
自
由
」
と
「
解
放
」
の
革
命
を
行
っ
た
ド
イ
ツ
人
ル
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タ
ー
の
精
神
が
こ
こ
に
甦
る
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
彼
ら
は
書
い
た
の
だ
。
純

粋
な
ド
イ
ツ
語
と
ド
イ
ツ
文
化
の
重
要
性
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
、「
非
ド
イ

ツ
的
」
な
も
の
、「
ユ
ダ
ヤ
的
知
性
に
お
け
る
知
識
の
偏
重
」、
そ
し
て
「
マ
ル

ク
ス
主
義
の
誤
り
」
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
排
除
し
、
ド
イ
ツ
的
な

文
化
の
純
化
の
た
め
に
一
致
団
結
す
る
こ
と
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宣
言
に
基
づ
い
て
、
学
生
た
ち
が
一
九
三
三
年
に
何
万
冊
も
の
「
非
ド

イ
ツ
的
な
」
書
物
を
燃
や
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
の
が
あ

の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
的
な
儀
式
で

あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
の
指
導
者
の
み
な
ら
ず
、
大
学
教
授
、
牧
師
、
学
生
の
指
導

者
が
儀
式
を
担
当
し
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
ル
タ
ー
の
讃
美
歌
「
神
は
わ
が
や
ぐ

ら
」
が
歌
わ
れ
、
最
後
に
は
「
火
の
誓
い
」
と
題
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
高

揚
の
た
め
の
讃
歌
が
歌
わ
れ
、
大
学
牧
師
の
祝
祷
に
よ
っ
て
こ
の
儀
式
は
終

わ
っ
た）

9
（

。

そ
の
光
景
を
目
撃
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
亡
命
を
決
意
し
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
大
学
の
同
僚
や
社
会
研
究
所
の
友
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
マ
ッ
ク
ス
・
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ア
ド
ル
ノ
、
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
、
そ
し

て
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
や
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
も
密
か
に
連
絡
を

と
り
合
い
、
亡
命
先
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
た）
10
（

。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
は
一
九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
新
し
い
大
学
で
あ
っ

た
が
、
新
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
ド
イ
ツ
の
大
学
と
違
っ
て
、
一
部
が
民

間
の
資
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
の
多
い
、「
赤

い
大
学
」
と
さ
え
呼
ば
れ
て
い
た）
11
（

。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
学
者
で
あ
っ
た
が
、
一

九
二
九
年
に
ク
ル
ト
・
リ
ー
ツ
ラ
ー
の
推
薦
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

突
然
の
死
に
よ
っ
て
彼
が
教
え
る
前
に
空
席
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
哲
学
部
の
社

会
教
育
学
講
座
の
教
授
に
就
任
し
た）

12
（

。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
の
教
授
資
格
論
文
を
審
査
し
、
そ
の
後
は

彼
を
助
手
に
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
社
会
研
究
所
の
所
長
に
な
る
の
を
助

け
、
フ
ロ
ム
が
社
会
研
究
所
の
正
式
な
所
員
と
な
る
こ
と
を
大
学
と
研
究
所
と

の
契
約
に
基
づ
き
哲
学
部
の
学
部
長
と
し
て
了
解
す
る
書
類
に
サ
イ
ン
を
し

た
。
ひ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
と
を
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
の
パ
ウ
ロ
」
と
呼
ん
で

い
た
。

ま
た
彼
は
こ
の
時
代
、
通
称
「
カ
イ
ロ
ス
・
ク
ラ
イ
ス
」
と
い
う
社
会
主
義

的
な
運
動
で
中
心
的
な
働
き
を
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
エ
ド
ワ
ァ
ル
ト
・
ハ
イ
マ

ン
や
ベ
ル
リ
ン
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ラ
ー
ト
マ
ン
な
ど
と
『
新
社
会
主
義
雑
誌
』

の
編
集
に
か
か
わ
っ
て
い
た）

13
（

。

そ
の
た
め
に
彼
は
、
ナ
チ
ス
が
政
権
を
奪
取
す
る
と
、
民
族
的
、
政
治
的
に

疑
わ
し
い
教
授
職
の
ひ
と
り
と
し
て
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
で
最
初
に
停
職
職
分

と
な
っ
た
教
授
の
ひ
と
り
と
な
っ
た）
14
（

。
彼
は
一
九
三
三
年
の
四
月
一
三
日
に
そ

の
通
告
を
受
け
て
い
る
。
友
人
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会

研
究
所
の
所
員
た
ち
の
多
く
は
身
の
危
険
を
感
じ
て
、
既
に
三
月
に
は
出
国
な

い
し
亡
命
し
て
い
た
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
三
年
の
二
月
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
社
会
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主
義
に
つ
い
て
の
著
作
、
あ
る
い
は
彼
の
『
現
代
の
宗
教
的
状
況
』
と
い
う
著

作
の
中
の
い
く
つ
も
の
個
所
の
故
に
、
移
住
の
機
会
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
利
用
す

る
か
、
命
を
落
と
す
覚
悟
を
す
る
よ
う
に
と
、
彼
に
忠
告
し
た
と
い
う
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
状
況
を
甘
く
見
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
状

況
は
好
転
す
る
ど
こ
ろ
か
、
急
速
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
不
利
な
方
向
へ
と
向
か
っ

て
い
た）

15
（

。
既
に
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
経
営
陣
と
編
集
部
と
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
た

『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
』
は
、
四
月
に
入
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
を
批

判
す
る
社
説
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が）
16
（

、
そ
の
中
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
憎
む
べ
き
敵
の
権
化
」
と
呼
ば
れ
、「
信
頼
の
お
け
ぬ
大
学
教
授
」
の
ひ
と
り

と
し
て
名
指
し
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
彼
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の

文
章
が
そ
の
証
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
る）

17
（

。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ

げ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
が
差
し
伸
べ

て
く
れ
た
助
け
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

2
．
一
九
三
三
年
五
月
一
五
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
会
議

実
は
あ
の
擬
似
宗
教
的
儀
式
が
行
わ
れ
た
翌
週
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
に
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
の
ア
ッ
パ
ー
タ
ウ
ン
の
諸
大
学
の
責
任
者

た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
会
合
の
議
事
録
は
複
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
ユ

ニ
オ
ン
神
学
校
の
図
書
館
（
現
在
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
図
書
館
）
に
保
存
さ
れ

て
い
た
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
会
合
は
「
国
外
追
放
ド
イ
ツ
人
学
者
援
助
緊

急
委
員
会）
18
（

」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
会
合
で
ナ
チ
ス
の
最
初

の
犠
牲
者
と
な
っ
た
創
造
的
で
有
能
な
大
学
教
授
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
へ
と
迎
え

る
可
能
性
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
互
い
に
忌
憚
の
な
い

意
見
を
述
べ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
各
大
学
の
学
長
と
学
部
長
が
集
ま
り
、
予
め

準
備
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
慎
重
な
協
議
が
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

会
合
は
ア
メ
リ
カ
の
他
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
の
会
議
の
出
席
者
の
ひ
と
り
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に

隣
接
す
る
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
校
長
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ロ
ー
ン
・
コ
フ
ィ
ン
が
い

た
。
彼
は
そ
の
リ
ス
ト
の
中
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
哲
学
教
授
で
あ
る
が
、
元

来
神
学
者
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
名
前
を
見
つ
け
た
。
コ
フ
ィ
ン
は

彼
の
同
僚
で
、
有
名
な
社
会
倫
理
学
者
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
弟
で

イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
教
授
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー

バ
ー
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
現
代
の
宗
教
的
状
況
』
を
訳
者

自
身
か
ら
贈
ら
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
直
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
に
感
服
し
て

い
た
コ
フ
ィ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
場
の
株
暴
落
後
の
経
済
不
況
の
中
に
あ

る
小
さ
な
神
学
校
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
単
独
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
と
て
も
で
き

な
い
と
考
え
た
が
、
も
し
彼
が
英
語
で
講
義
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
さ
ら
に

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
が
哲
学
部
の
客
員
教
授
と
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
雇
う
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
経
費
の
半
分
と
宿
舎
と
を
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
が
提
供
し
て
も
よ
い

と
提
案
し
た
の
で
あ
る）

19
（

。

こ
の
提
案
は
こ
の
委
員
会
の
暫
定
的
な
委
員
長
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
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イ
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
当
初
は
三
人
の
は
ず
で
あ
っ
た
リ
ス
ト
に
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
名
が
加
え
ら
れ
、
他
の
三
人
と
は
違
っ
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ユ
ニ

オ
ン
神
学
校
の
協
力
と
い
う
条
件
の
も
と
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
招
か
れ
る
四
人

の
教
授
の
ひ
と
り
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る）

20
（

。
も
ち
ろ
ん
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
の
焚
書
の
夜
の
後
で
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
由
も
な

か
っ
た
。

こ
の
決
定
に
つ
い
て
コ
フ
ィ
ン
が
デ
ュ
ー
イ
か
ら
受
け
取
っ
た
報
告
書
の
中

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
避
難
民
学
者
の
た

め
一
時
的
に
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
に
対
し
、
教
授
会
の
構
成
員
に
意
見
の
開

陳
を
求
め
、
教
授
た
ち
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
基
金
を
捻
出
す
る
用
意
が
あ
る

か
ど
う
か
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
直
ち
に
反
応
が
あ
り
、
一
二
五
名
の
教

授
会
の
構
成
員
よ
り
寄
附
の
申
し
出
を
受
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
四
人
の

追
放
さ
れ
た
学
者
に
対
し
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
し
て
は
財
政
上
の
責
任
を

負
う
こ
と
な
し
に
、
客
員
教
授
と
し
て
の
教
授
職
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
人
類
学
者
ユ
リ
ウ
ス
・
リ
ッ
プ
、
考
古
学
者
マ
ル
ガ
レ
ー

ト
・
ビ
ー
バ
ー
、
数
学
者
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
ウ
ス
キ
ー
、
そ
し
て

神
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
る）

21
（

。」

こ
の
決
定
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
い
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
招
聘
の
た
め

の
暗
号
め
い
た
手
紙
を
書
い
た
の
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
で
、
さ
ら

に
三
日
後
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
事
務
局
長
フ
ラ
ン
ク
・
D
・
フ
ァ
ッ
ケ
ン
ソ
ー

ル
の
正
式
な
招
聘
状
が
届
い
た
の
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
か

ら
の
招
聘
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
公
に
せ
ず
、
文
部
大
臣
に
こ
の
招
聘
に
基

づ
い
て
一
年
間
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
滞
在
す
る
こ
と
の
許
可
だ
け
を
求
め
た
。

文
部
大
臣
は
九
月
九
日
に
出
国
の
許
可
を
出
し
た
。
も
ち
ろ
ん
招
聘
状
に
は
具

体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
表
現
で
、ほ
と
ん
ど
何
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

一
年
間
の
客
員
教
授
と
し
て
招
聘
し
た
い
と
書
か
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ニ
ー
バ
ー
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
出
国
ま
で

秘
密
警
察
の
尾
行
を
絶
え
ず
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
後
に
回
顧
し
て
い
る）

22
（

。

彼
は
一
〇
月
の
終
わ
り
に
船
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
か
っ
た
。『
社
会
主
義
的

決
断
』
は
著
者
で
あ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
ド
イ
ツ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
と
連
れ

去
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
一
九
六
〇
年
六
月
一
四
日
付
け
の
東
京
か
ら
の
手
紙

一
九
三
三
年
一
一
月
三
日
の
午
後
濃
霧
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

夫
妻
を
乗
せ
た
船
が
入
港
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
一
ヶ
月
後
に
停
職
と

な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
哲
学
部
で
の
教
授
職
を
正
式
に
解
雇
さ

れ
、
そ
れ
か
ら
一
九
六
五
年
に
シ
カ
ゴ
で
亡
く
な
る
ま
で
三
二
年
に
わ
た
り
ア

メ
リ
カ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ユ
ニ
オ
ン
神

学
校
で
教
え
、
定
年
後
も
一
九
五
五
年
か
ら
六
二
年
ま
で
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大

学
全
学
教
授
と
し
て
、
さ
ら
に
は
一
九
六
二
年
か
ら
死
の
直
前
ま
で
は
シ
カ
ゴ

大
学
の
ニ
ュ
ー
ビ
ー
ン
記
念
神
学
教
授
職
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
。

自
ら
の
著
書
『
社
会
主
義
的
決
断
』
に
よ
っ
て
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
が
、
亡
命
の
す
ぐ
後
で
、
極
東
に
住
む
『
社
会
主
義
的

決
断
』
の
数
少
な
い
読
者
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ

て
こ
の
書
物
を
日
本
で
購
入
し
て
い
た
有
賀
は
一
九
三
五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
二
度
目
の
留
学
に
出
か
け
、
そ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
出

会
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
そ
し
て
京
都
で
起

こ
っ
た
出
来
事
が
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
不
思
議
な
仕
方
で
結
び
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
自
ら
の
書
物
を
焚
書
に
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ

へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
か
ら
二
七
年
後
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
、
ア
メ

リ
カ
と
日
本
の
戦
争
の
時
代
を
経
て
、
彼
は
東
京
に
い
た
。
彼
の
遺
稿
資
料
集

の
中
に
東
京
滞
在
に
関
連
す
る
手
紙
が
百
通
以
上
残
っ
て
い
る
こ
と
が
今
回
の

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た）

23
（

。
そ
の
未
公
開
の
手
紙
の
中
に
次
の
よ
う
な
内
容
の

手
紙
が
残
さ
れ
て
い
た
。「
一
九
六
〇
年
六
月
一
四
日
、
東
京
。（
…
…
）
あ
な

た
が
一
九
三
三
年
の
出
来
事
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
一
冊
の
書
物
を
私
の
目
の
前

に
出
さ
れ
た
時
に
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
に
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
…
…
）
私
た
ち
の
間
に
あ
れ
か
ら
三
〇
年
も
の
時
間
が
流
れ
た
の
で
す
。

（
…
…
）
心
か
ら
の
挨
拶
を
。　

パ
ウ
ル
ス）
24
（

」

「
パ
ウ
ル
ス
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
と
で
、
こ
こ

で
あ
な
た
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
有
賀
で
あ
る
。
手
紙
の
発
信

地
が
東
京
な
の
は
、
こ
の
時
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
東
京
大
学
の
高
木
八
尺
教
授
を
委

員
長
と
す
る
国
際
文
化
会
館
の
日
米
知
的
交
流
委
員
会
の
招
き
を
受
け
て
、
五

月
三
日
か
ら
七
月
一
日
ま
で
六
本
木
に
滞
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
25
（

。
彼
は
全

国
各
地
の
大
学
で
講
演
し
、京
極
純
一
と
『
中
央
公
論
』
誌
で
南
原
繁
と
は
『
世

界
』
誌
で
対
談
し
、
ま
た
長
清
子
、
堀
田
善
衛
、
加
藤
周
一
、
木
下
順
二
、
丸

山
眞
男
、
鶴
見
俊
輔
、
鵜
飼
信
成
な
ど
と
日
本
の
精
神
的
状
況
に
つ
い
て
の
対

話
を
重
ね
た
。
も
ち
ろ
ん
専
門
の
神
学
や
哲
学
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
い
、
日

本
の
神
道
、
仏
教
の
代
表
者
た
ち
、
と
り
わ
け
鈴
木
大
拙
や
安
田
理
深
、
信
国

淳
、久
松
真
一
、大
谷
光
紹
や
西
谷
啓
治
と
は
何
度
も
研
究
会
や
討
論
会
を
行
っ

て
い
る
。
来
日
中
の
予
定
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
は
五
月
二
三
日
か
ら

六
月
一
三
日
ま
で
京
都
大
学
で
行
わ
れ
た
集
中
講
義
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
そ
の
講
義
を
終
え
、
再
び
東
京
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
京
都
で
世
話
に
な
っ
た

有
賀
に
礼
状
を
書
い
た
の
で
あ
る
。引
用
し
た
の
は
そ
の
礼
状
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
手
紙
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
「
一
九
三
三
年
の
出
来
事
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
一
冊
の
書
物
」
こ
そ
が
、
有
賀
の
蔵
書
に
あ
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会

主
義
的
決
断
』
の
焚
書
事
件
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
紙
が

見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
本
書
に
記
さ
れ
て
い
た
第
三
の
情
報
、
す
な
わ
ち
一
九

六
〇
年
六
月
一
日
の
日
付
を
も
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
手
書
き
の
サ
イ
ン
の
意
味

は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
六
〇
年
、
戦
後
に
な
っ
て
二
七
年
前
の
悪
夢
の
夜
に
、

ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
自
ら
の
著
書
の
初
版
と
京
都
で
再
会
し
た
の
で
あ

る
。
戦
後
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
で
は
な
い
初
版
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
保
存

さ
れ
て
い
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
遺
品
の
リ
ス
ト
の
中
に
も
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
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あ
る
か
ら
、
彼
自
身
ま
さ
に
二
七
年
ぶ
り
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
も
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
も
な
く
、
日
本
の
京
都
で
自
ら
の
運
命
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に

な
っ
た
書
物
を
再
び
手
に
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
感
激
を

有
賀
所
蔵
の
自
著
に
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
。
友
情
と
感
謝
を
こ
め
て
。（
二

七
年
の
時
を
経
て
）」
と
青
い
イ
ン
ク
で
書
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
一
度
戦
前
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
状
況
に
話
し
戻
す
こ
と
に
し
よ

う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
有
賀
は
一
九
六
〇
年
に
京
都
で
再
会
す
る
前
に
、
一
九
三

五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
じ
め
て
出
会
っ
た
。
有
賀
鐵
太
郎
は
一
八
九
九
年

に
大
阪
で
生
ま
れ
、
東
京
都
府
立
第
一
中
学
を
卒
業
後
、
同
志
社
大
学
神
学
部

入
学
し
て
い
る
。
一
九
二
二
年
に
卒
業
後
、シ
カ
ゴ
大
学
、コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、

ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
へ
留
学
し
、
帰
国
後
一
九
二
六
年
か
ら
同
志
社
大
学
で
神
学

を
講
じ
た
。
一
九
三
五
年
に
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
再
留
学
し
学
位
を
受
け
て
い

る
。
戦
後
一
九
四
七
年
に
は
新
制
の
同
志
社
大
学
神
学
部
の
初
代
神
学
部
長
と

な
り
、
一
九
四
八
年
に
は
、
京
都
大
学
文
学
部
教
授
（
哲
学
科
宗
教
学
第
二
講

座
担
当
）
と
な
っ
た
。
専
門
は
古
代
の
教
父
学
を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思

想
史
で
あ
っ
た）
26
（

。

『
社
会
主
義
的
決
断
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
三
三
年
に
は
日
本
に
い
た
が
、

こ
の
書
物
を
彼
が
日
本
で
一
九
三
三
年
に
購
入
し
た
の
で
は
な
く
、
一
九
三
五

年
に
ア
メ
リ
カ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
直
接
譲
り
受
け
た
と
い
う
可
能
性
も
完
全

に
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
の
情
報
で
あ
る
、
本
書
が
『
社
会
主
義

的
決
断
』
の
初
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
焚
書
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
た

こ
の
書
物
を
有
賀
が
な
ぜ
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
の
可
能
性

と
し
て
は
、
一
九
三
五
年
に
有
賀
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
出
会
っ

た
際
に
彼
か
ら
譲
り
受
け
た
と
い
う
仮
説
が
可
能
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
既
に
述
べ
た
通
り
一
九
三
三
年
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ユ

ニ
オ
ン
神
学
校
の
招
き
を
得
て
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
い
る
。
そ
の
二
年
後

の
一
九
三
五
年
に
有
賀
は
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
再
留
学
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
の
非
常
勤
教
授
の
仕
事
は
な
く
な

り
、
不
安
定
で
は
あ
っ
た
が
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
宗
教
哲
学
の
客
員
教
授
と
い

う
地
位
を
得
て
い
た
。
ち
な
み
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
で
正
式
に

准
教
授
と
な
る
の
は
一
九
三
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一

九
三
四
年
の
就
任
の
年
か
ら
他
の
教
授
と
同
じ
よ
う
に
、
講
義
と
演
習
を
担
当

し
て
い
た
。
有
賀
が
ユ
ニ
オ
ン
で
学
位
を
得
た
時
の
論
文
の
公
聴
会
の
出
席
者

名
簿
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら）

27
（

、
両
者
が
こ
の
学
校
で

知
り
合
い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
が
戦
争

状
態
に
な
る
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
後
に
日
本
の
同
盟
国
と
な
る
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
停
職
に
な
り
、
彼
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に

亡
命
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
両
者
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
会
う
こ
と
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
有
賀
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
こ
の
書
物
を
受
け
取
っ

た
と
い
う
仮
説
は
支
持
し
に
く
い
。
こ
の
仮
説
の
弱
さ
は
、
見
開
き
頁
に
記
さ

れ
て
あ
っ
た
第
二
の
情
報
「T

. A
riga O

ctober 1933

」
と
い
う
書
き
込
み
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と
矛
盾
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
情
報
は
本
書
を
有
賀
が
入
手
し
た
の

は
一
九
三
三
年
の
一
〇
月
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
有
賀
が

何
ら
か
の
理
由
で
後
に
な
っ
て
こ
の
日
付
を
記
入
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
積
極
的
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
仮
説
は
、
次
の
よ
う
な
第
三
者
の
証
言
に
よ
っ
て
最
終
的
に
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
の
最
初
の
概
説
書
を
日
本

語
で
書
い
た
土
居
真
俊
が
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
筆
者

が
初
め
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
教
授
の
著
書
に
接
し
た
の
は
、
確
か
昭
和
九
年
〔
一
九

三
四
年
〕
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
当
時
、
筆
者
は
同
志
社
大
学
神
学

部
の
学
生
で
あ
っ
て
、
有
賀
鐵
太
郎
教
授
（
現
京
都
大
学
文
学
部
長
）
よ
り
、

D
ie sozialistische Entscheidung

〔『
社
会
主
義
的
決
断
』〕の
講
読
を
受
け
、

そ
の
明
快
な
叙
述
と
革
命
的
情
熱
と
に
魅
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る）

28
（

。」つ
ま
り
、

土
居
の
記
憶
に
間
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
有
賀
は
、
留
学
よ
り
前
、
し
か
も

こ
の
書
物
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
一
九
三
四
年
の
春
に
は
既
に
同
志
社
大
学
で
こ

の
本
の
講
読
を
学
生
と
一
緒
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と

有
賀
は
こ
の
書
物
を
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
留
学
よ
り
も
前
に
、
し
か
も
こ
の

書
物
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
一
年
の
間
に
、
し
か
も
発
禁
処
分
に
な
る
ま
で
の
わ

ず
か
の
時
間
に
何
ら
か
の
方
法
で
入
手
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
有
賀
は
、
一
九
三
五
年
に
ユ
ニ
オ
ン
に
留
学
し
た
際
に
、
後
か
ら
述
べ
る
よ

う
な
理
由
で
、
そ
こ
で
先
に
教
授
職
を
得
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
書
物
を
日
本

か
ら
持
参
し
、
彼
に
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
残
さ
れ
た
問
題
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
経
路
を

辿
っ
て
こ
の
書
物
は
一
九
三
三
年
に
有
賀
の
手
に
届
け
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

4
．
一
九
三
三
年
三
月
二
七
日
の
京
都
と
ポ
ツ
ダ
ム

そ
こ
で
ま
ず
入
口
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
書
物
が
ど

の
よ
う
に
し
て
日
本
に
届
け
ら
れ
、
有
賀
の
蔵
書
に
加
え
ら
れ
た
の
か
。
日
本

に
輸
入
、
あ
る
い
は
持
ち
込
ま
れ
た
経
過
に
つ
い
て
日
本
側
の
資
料
を
調
査
し

て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ひ
と
つ
の
可
能
性
は
こ
の
時
代
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
同
志
社
の
同
僚
、

あ
る
い
は
有
賀
の
友
人
が
直
接
ド
イ
ツ
で
購
入
し
、
有
賀
の
手
元
に
郵
送
し
た

と
い
う
可
能
性
で
あ
る
が
、
京
都
大
学
文
書
館
所
蔵
の
有
賀
鐵
太
郎
関
係
文
書

の
中
に
あ
る
彼
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
三
年
か
ら
三
四
年
に
こ
の
書
物
の

購
入
を
在
独
の
友
人
や
知
人
に
依
頼
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
郵
送
し
て
も
ら
い
、

受
領
し
た
と
い
う
記
述
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

ま
た
一
九
三
三
年
当
時
同
志
社
大
学
文
学
部
神
学
科
に
出
入
り
し
て
い
た
洋

書
を
取
り
扱
う
業
者
は
、
同
志
社
大
学
の
情
報
セ
ン
タ
ー
の
記
録
を
探
索
し
た

と
こ
ろ
、
主
に
叢
文
堂
、
丸
善
の
二
社
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
一

九
三
〇
年
代
の
同
志
社
大
学
の
教
員
が
購
入
し
、
納
品
さ
れ
た
書
物
の
リ
ス
ト

は
残
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
京
都
大
学
文
書
館
の
有
賀
鐵
太
郎
関
係
文

書
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
有
賀
の
日
記
に
も
こ
の
書
物
の
購
入
に
つ
い
て
の
記
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載
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
入
口
調
査
の
可
能
性
は
す
ぐ
に
断
た
れ
て
し
ま
っ

た
。入

口
か
ら
調
べ
る
こ
と
は
調
査
可
能
な
資
料
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
可
能
性
が
低
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
次
に
ド
イ
ツ
で
の
出
口
を
調
べ
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
ポ
ツ
ダ
ム
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
社
に

本
書
が
日
本
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
何
ら
か
の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
か
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
社
は
、
現
在
は
存
在
し
て
い

な
い
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
プ
ロ
ッ
テ
は
二
〇
世
紀
の
初
頭
の
ポ
ツ
ダ
ム
で
は
よ

く
知
ら
れ
た
編
集
者
で
、
社
会
主
義
や
こ
の
時
代
の
芸
術
哲
学
に
関
す
る
書
物

の
編
集
と
出
版
を
引
き
受
け
て
い
た
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
た
ち
の
雑
誌
『
新
社
会

主
義
雑
誌
』
の
出
版
を
全
面
的
に
引
き
受
け
て
い
た
。

実
際
の
印
刷
を
引
き
受
け
た
の
は
同
じ
ポ
ツ
ダ
ム
の
個
人
業
者
エ
ド
ワ
ル

ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ヒ
ノ
ー
テ
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
の
記
録
も
今
日
で

は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ポ
ツ
ダ
ム
の
戦
前
の
地
図
か
ら
、
こ
の
出
版
社

が
一
九
三
三
年
頃
に
使
用
し
て
い
た
社
屋
が
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
通
り
二
一

番
地
、
現
在
の
ゴ
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
通
り
二
三
番
地
が
確
認
で
き
た
が
、
今
日

そ
の
場
所
は
普
通
の
住
宅
街
で
、
出
版
社
の
跡
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
か
つ

て
の
ポ
ツ
ダ
ム
市
の
文
書
資
料
館
で
、
現
在
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
文
書
資
料

館
に
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
書
物
に
関
す
る
情
報
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）

29
（

。

こ
の
出
版
社
の
名
前
か
ら
遡
っ
て
、こ
の
出
版
社
が
こ
の
時
代
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・

ハ
ル
ト
マ
ン
や
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ヴ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
や
ハ

ン
ス
・
ジ
ー
モ
ン
ス
の
書
物
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

資
料
館
で
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
社
を
含
む
資
料
が
入
っ
た
ボ
ッ

ク
ス
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
に
関
す
る
資
料
や
出
版
・
出

荷
状
況
を
裏
付
け
る
資
料
は
何
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た）

30
（

。
し
か
し
ア
ル
フ
レ
ッ

ト
・
プ
ロ
ッ
テ
出
版
社
が
刊
行
し
て
い
た
『
新
社
会
主
義
雑
誌
』
の
販
売
に
関

す
る
資
料
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
に

関
す
る
情
報
が
残
さ
れ
て
い
た
。
実
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』

は
、『
新
社
会
主
義
雑
誌
』
の
別
巻
シ
リ
ー
ズ
、「
社
会
主
義
的
行
動
」
の
第
二

巻
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

31
（

。
こ
の
販
売
資
料
に
は
、『
新
社
会
主

義
雑
誌
』
の
出
荷
数
が
出
荷
先
都
市
名
を
含
め
て
表
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
リ

ス
ト
の
中
に
、『
社
会
主
義
的
決
断
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
な
か
っ
た
が
、「
社

会
主
義
的
行
動
」
第
二
巻
と
い
う
名
前
が
あ
っ
た
。
し
か
も
毎
号
の
雑
誌
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
各
州
、
都
市
、
そ
し
て
外
国
へ
の
発
送
冊
数
が

同
じ
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、「
外
国
」
と
い
う
覧
に
は
「
ア
ジ
ア
」
と
あ

り
、
た
だ
ひ
と
つ
「
日
本
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
二
冊
と
書
か
れ
て
い
た
。
そ

こ
に
は
「
船
便
」
を
意
味
す
る
印
が
押
さ
れ
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
書
物
は
ド
イ
ツ
国
内
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
ド
イ
ツ

の
書
店
に
並
ぶ
よ
り
も
先
に
、
海
外
用
と
し
て
船
便
で
日
本
に
送
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
国
内
で
は
本
書
が
刊
行
さ
れ
、
一
八
日
後
に
出
荷

停
止
と
な
っ
た
が
、
外
国
便
は
通
常
通
り
、
書
店
に
並
ぶ
よ
り
も
前
に
発
送
済
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み
と
な
り
、
出
荷
停
止
の
処
分
を
偶
然
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
偶
然
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
、
同
じ
よ
う
に
毎
号
二
冊
ず
つ
日
本
に
送

ら
れ
て
い
た
『
新
社
会
主
義
雑
誌
』
の
次
号
は
、
海
外
に
は
送
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
販
売
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

『
社
会
主
義
的
決
断
』が
別
巻
で
は
あ
っ
た
が
、海
外
に
発
送
さ
れ
た
最
後
の『
新

社
会
主
義
雑
誌
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
有
賀
が
一
九
三
三
年
一
〇
月
に
日
本
で

購
入
し
た
の
は
、
こ
の
二
冊
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
の
場
合
で
も
、
有
賀
が
広
告
な
ど
の
情
報
で
、
こ
の
書
物
を
直

接
、
あ
る
い
は
書
店
を
通
し
て
注
文
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
書
店
に
並
ん
で
い

た
も
の
を
購
入
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
ド

イ
ツ
側
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
は
『
新
社
会
主
義
雑
誌
』
は
毎
号
二
冊
ず

つ
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
有
賀
が
特
別
に
注
文
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
有
賀
が
日
本
に
お
け
る
『
新
社
会
主
義
雑

誌
』
の
定
期
購
読
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
有
賀
の
蔵

書
に
こ
の
雑
誌
は
見
出
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
有
賀
の
一
九
四
五
年
ま
で
の
著

作
、
論
文
、
日
記
に
『
新
社
会
主
義
雑
誌
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
定
期
購
読
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
な
る
と
、
有
賀
が
購
入
し
た
以
外
の
一
冊
は
誰
が
購
入
し
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
調
査
の
対
象
外

の
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
調
べ
て
は
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
残
さ
れ
た

可
能
性
は
、
一
九
三
三
年
の
春
に
こ
の
書
物
を
有
賀
よ
り
前
に
購
入
し
た
人
が

い
て
、
そ
の
人
物
か
ら
有
賀
が
譲
り
受
け
た
可
能
性
、
ま
た
そ
の
人
物
が
古
書

店
に
売
却
し
、
そ
れ
を
有
賀
が
購
入
し
た
、
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

が
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
一
九
三
三
年
一
〇
月
に
有
賀
が
こ
の
書
物
を
入

手
し
て
い
た
こ
と
の
歴
史
的
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。

結
び
に
か
え
て―

書
物
の
ま
だ
開
か
れ
て
い
な
い
頁

こ
の
書
物
は
、
一
九
三
三
年
三
月
二
七
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
で
出
版
さ
れ
、
船
便

で
日
本
に
送
ら
れ
、
そ
の
一
冊
を
有
賀
が
購
入
し
た
。
有
賀
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と

の
思
想
的
な
出
会
い
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
有
賀
は
こ
の
書
物
が

ナ
チ
ス
の
焚
書
を
潜
り
抜
け
て
日
本
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
後
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
書
物
の
出
版
が
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
か
っ
た
。
有
賀
も
そ
の
二
年
後

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
二
度
目
の
留
学
に
出
か
け
、
そ
こ
で
学
位
を
取
得
し
た
だ
け

で
は
な
く
、『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
著
者
と
読
者
と
が
直
接
出
会
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ア
メ
リ
カ
に
留
ま
り
、
有
賀
は
戦
争
へ
と
向
か

う
日
本
に
戻
っ
て
き
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
最
初
に
教
授
職
を

剥
奪
さ
れ
た
非
ユ
ダ
ヤ
人
教
授
と
し
て
戦
後
世
界
的
名
声
を
得
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
九
五
二
年
に
神
学
と
心
理
学
と
を
巧
み
に
結
び
つ
け
た
『
存
在
へ
の
勇

気）
32
（

』
は
、
折
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
で
の
心
理
学
と
自
己
分
析
ブ
ー
ム
の
中
で
大
成

功
を
収
め
、
一
九
五
九
年
に
は
彼
の
肖
像
が
『
タ
イ
ム
』
誌
の
表
紙
を
飾
っ

た）
33
（

。
他
方
で
有
賀
は
戦
争
の
困
難
の
中
で
も
存
続
し
た
同
志
社
大
学
の
神
学
科
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に
在
籍
し
、
戦
後
は
他
の
研
究
者
が
占
領
軍
に
よ
っ
て
パ
ー
ジ
と
な
る
中
で
、

京
都
大
学
文
学
部
の
宗
教
学
第
二
講
座
の
教
授
に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
両
者

は
戦
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
な
く
、
京
都
で
一
九
六
〇
年

に
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
両
者
の

知
的
、
そ
し
て
人
格
的
交
流
の
要
に
、
あ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
が
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
京
都
大
学
文
書
館
の

有
賀
鐵
太
郎
関
係
文
書
で
は
な
く
、
六
本
木
の
国
際
文
化
会
館
に
保
存
さ
れ
て

い
た
手
紙
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
も
今
回
の
調
査
で
発
見
し
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
日
本
に
招
聘
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
賀

と
高
木
八
尺
が
京
都
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
あ
る
い
は
東
京
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

間
で
何
度
も
準
備
の
た
め
の
手
紙
を
交
換
し
て
い
る
際
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

「
あ
な
た
と
一
九
三
五
年
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
て
以
来
、
既
に
二
五
年
の

歳
月
が
過
ぎ
去
っ
た
の
で
す
。
ユ
ニ
オ
ン
の
中
庭
で
二
人
の
異
邦
人
が
確
か
に

出
会
っ
た
の
だ
と
い
う
証
拠
を
京
都
で
お
見
せ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す）

34
（

。」

「
ユ
ニ
オ
ン
の
中
庭
」
と
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
有
名

な
ク
ワ
ト
ラ
ン
グ
ル
と
い
う
中
庭
の
こ
と
で
、
そ
こ
で
一
九
三
五
年
、
ア
メ
リ

カ
に
亡
命
し
て
数
年
を
経
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
京
都
か
ら
や
は
り
こ
の
学
校
で
学

位
を
得
る
た
め
に
再
び
留
学
し
て
い
た
有
賀
が
偶
然
に
も
出
会
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
場
所
が
こ
の
学
校
の
中
庭
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
会
話
が

な
さ
れ
た
の
か
は
今
と
な
っ
て
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
両
者
は
京
都
で
再
会
す

る
ま
で
そ
の
記
憶
を
大
切
に
共
有
し
て
い
た
。
そ
の
中
庭
で
「
二
人
の
異
邦
人

が
確
か
に
出
会
っ
た
の
だ
と
い
う
証
拠
を
京
都
で
お
見
せ
し
た
い
」
と
有
賀
は

書
く
。
そ
れ
は
あ
の
中
庭
で
の
出
会
い
、
そ
し
て
そ
こ
で
両
者
の
そ
れ
以
後
の

変
わ
ら
ぬ
友
情
が
は
じ
ま
っ
た
き
っ
か
け
が
一
九
三
三
年
に
有
賀
が
京
都
で
購

入
し
、
一
九
三
五
年
に
ユ
ニ
オ
ン
に
出
か
け
る
際
に
お
そ
ら
く
持
参
し
た
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
一
九
六

〇
年
の
手
紙
の
意
味
も
、
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
有
賀
に
よ
る
こ
の
書
物
の
扉

へ
の
書
き
込
み
の
意
味
も
す
べ
て
理
解
で
き
る
。

一
冊
の
書
物
が
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
書
物
に
書
か
れ
て
い

る
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
実
は
内
容
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い

て
、
二
人
の
神
学
者
の
思
想
と
生
涯
と
の
知
的
交
流
の
痕
跡
と
軌
跡
と
を
雄
弁

に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
時
代
の
研
究
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

思
想
史
と
か
、
ア
メ
リ
カ
社
会
史
、
あ
る
い
は
日
本
思
想
史
と
い
う
地
理
的
に

条
件
付
け
ら
れ
た
断
片
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
で
は
な
く
、「
同
時
代
史
」
と

で
も
呼
ぶ
べ
き
複
合
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
た
私
た
ち
は
一
般
に
は
書
物
を
通
し
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を

読
み
解
き
、
著
者
の
考
え
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
出
版
さ
れ
た
何
千

冊
も
の
書
物
の
中
の
特
定
の
一
冊
を
取
り
上
げ
て
、誰
が
そ
の
書
物
を
購
入
し
、

誰
が
読
み
、
誰
の
書
棚
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
考
え
な
い
し
、

ま
た
古
書
店
や
図
書
館
に
並
ぶ
書
物
を
見
て
も
そ
れ
を
購
入
し
、
読
ん
だ
者
の
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情
報
を
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
有
賀
の
蔵
書
の
中
に

あ
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
に
は
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を

超
え
て
、
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
し
て
開
か
れ
て
い
な
い
頁
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
開
く
た
め
に
は
、
思
想
史
研
究
に
も
、
歴
史
研
究
に
も
属

さ
な
い
が
、
し
か
し
両
者
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
視
点
と
方
法
が
要
求
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
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戦
後
日
本
の
社
会
科
学
と
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー

―
 

一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
日
米
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
交
流
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財

団―

辛　

島　

理　

人

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
と
民
間
財
団
に
よ
る
、
一
九

五
〇
・
六
〇
年
代
の
日
本
の
社
会
科
学
へ
の
介
入
と
そ
の
反
応
・
成
果
を
軸
と

し
て
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化
交
流
を
議
論
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
社
会
科
学
者
・
板
垣
與
一
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
支
援
を

受
け
て
行
っ
た
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
訪
問
（
一
九
五
七―
五
八
）

に
焦
点
を
あ
て
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
、
日
本
の
大
学
や
論
壇
と
い
っ
た
文
化
政

治
、
あ
る
い
は
経
済
学
と
い
っ
た
社
会
科
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
し
て

再
編
し
よ
う
と
し
た
か
？　

ア
メ
リ
カ
民
間
財
団
が
政
府
と
協
働
し
な
が
ら
支

援
し
て
い
た
近
代
化
論
や
地
域
研
究
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
の
方
針
に
基
づ
い

て
助
成
を
受
け
た
板
垣
が
、
他
の
親
米
的
な
反
共
リ
ベ
ラ
ル
に
ど
の
よ
う
な
反

応
を
し
た
か
？　

ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
や
リ
ベ
ラ
ル
の
意
図
は
貫

徹
さ
れ
た
の
か
？　

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
史
料
館
に
保
管
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
の
文
書
や
板
垣
與
一
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
問
い
を
検
証
し
た
い
。

戦
後
初
期
の
日
米
関
係
に
つ
い
て
は
、
占
領
期
の
G 

H 

Q
に
焦
点
を
あ
て
、

五
百
旗
頭
真
、
竹
前
栄
治
、
五
十
嵐
武
ら
が
先
駆
的
研
究
を
行
っ
て
き
た）

1
（

。
ま

た
近
年
で
は
下
斗
米
伸
夫
が
ソ
ビ
エ
ト
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
日
本
帝
国
の
崩

壊
と
連
合
軍
に
よ
る
日
本
占
領
を
冷
戦
の
契
機
と
と
ら
え
る
、
新
し
い
見
方
を

提
示
し
て
い
る）

2
（

。
ま
た
文
化
史
に
関
し
て
は
、
江
藤
淳
や
山
本
武
利
ら
が

G 
H 

Q
の
検
閲
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
を
利
用
し
て
研
究
を

行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
続
い
て
教
育
や
映
画
と
い
っ
た
領
域
も
開
拓
さ
れ
つ
つ

あ
る）

3
（

。
連
合
軍
の
占
領
終
了
後
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
文
化
政
策
に
お
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
（
民
間
財
団
）
で
あ
る
が
、
そ

の
分
析
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い）

4
（

。
最
も
体
系
的
か
つ
先
駆
的
に
そ
の
研
究
を
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進
め
た
の
は
松
田
武
で
あ
る）

5
（

。
松
田
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
史
料
を
用
い

な
が
ら
ア
メ
リ
カ
民
間
財
団
に
よ
る
日
本
の
「
知
識
人
へ
の
文
化
攻
勢
」、
具

体
的
に
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
対
日
活
動
と
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
親
米
リ
ベ

ラ
ル
の
応
答
、
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
研
究
の
制
度
化
を
検
証
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
「
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
に
日
本
が
「
半
永
久
的
に
依
存
」
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
松
田
の
視
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ

カ
側
の
意
図
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
板
垣
與
一
の
経
歴
を
簡
単
に
紹
介
し
た
後
、「
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
の
対
日
文
化
活
動
と
そ
の
性
格
」
で
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
来
歴

と
特
質
に
つ
い
て
説
明
し
、
さ
ら
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
が
率
い

る
同
財
団
が
い
か
な
る
資
源
と
意
図
を
持
っ
て
戦
後
日
本
社
会
に
介
入
し
よ
う

と
し
た
か
を
論
じ
る
。「
ア
メ
リ
カ
反
共
リ
ベ
ラ
ル
に
と
っ
て
の
板
垣
與
一
」

で
は
、
近
代
経
済
学
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
特
に

支
援
を
受
け
た
機
関
で
あ
っ
た
一
橋
大
学
に
お
い
て
、
同
財
団
か
ら
好
ま
し
い

経
済
学
者
と
さ
れ
な
か
っ
た
板
垣
が
、
反
共
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
評
価
さ

れ
、
ア
メ
リ
カ
側
の
支
援
を
受
け
る
過
程
を
検
証
す
る
。「
板
垣
に
と
っ
て
の

ア
メ
リ
カ
滞
在
」
で
は
、
板
垣
が
ア
メ
リ
カ
で
経
済
発
展
に
注
目
す
る
近
代
化

論
者
よ
り
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
注
意
を
払
う
東
南
ア
ジ
ア
研
究
者
と
充
実
し

た
交
流
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。「
戦
後
日
本
に
お
け
る
近
代
化
論
の
導
入
」

で
は
、
ア
メ
リ
カ
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
期
待
を
受
け
た
板
垣
が
、
帰
国
後
に
近
代

化
論
の
紹
介
者
に
な
り
つ
つ
も
、
必
ず
し
も
近
代
化
論
を
完
全
に
受
け
入
れ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
議
論
す
る
。
最
後
に
「
日
米
反
共
リ
ベ
ラ
ル
と
論
壇
」

で
、
一
九
五
〇
年
代
末
・
六
〇
年
代
初
頭
の
日
本
の
文
化
政
治
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
を
補
完
す
る
活
動
が
様
々
な
媒
体
で
試
み
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
ら
が
成
就
し
な
か
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
。

戦
時
期
の
主
題
は
「
政
治
経
済
学
」、
担
当
講
座
は
「
植
民
政
策
」、
そ
し
て

戦
後
の
専
攻
は
「
世
界
政
治
経
済
論
」
な
い
し
「
国
際
関
係
論
」、
さ
ら
に
戦

後
ア
ジ
ア
研
究
の
立
役
者
。
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
板
垣
與
一
（
一
九
〇
八

―

二
〇
〇
三
）
は
、
一
九
二
九
年
に
東
京
商
科
大
学
に
入
学
し
て
福
田
徳
三
に

入
門
を
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
田
の
急
逝
（
一
九
三
〇
年
）
に
よ
り
中

山
伊
知
郎
を
指
導
教
官
と
し
て
経
済
学
方
法
論
を
学
び
、
四
〇
年
か
ら
七
二
年

ま
で
母
校
に
勤
務
し
た
。
経
済
学
を
専
攻
す
る
一
方
で
、
学
生
時
代
よ
り
政
治

学
者
の
蝋
山
政
道
に
私
淑
し
、
経
済
学
（
者
）
の
政
策
参
加
を
生
涯
の
テ
ー
マ

と
し
た
。
自
身
も
戦
時
期
・
戦
後
に
か
け
て
政
策
立
案
や
社
会
活
動
に
関
わ
っ

て
い
る
。
戦
時
中
は
海
軍
省
調
査
課
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
（
綜
合
研
究
会
）

に
「
蘭
印
問
題
」
や
植
民
政
策
の
専
門
家
と
し
て
参
加
し
、
矢
部
貞
治
ら
と
中

心
的
な
役
割
を
果
た
す）

6
（

。
海
軍
省
の
協
力
者
と
な
る
前
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で

巡
検
旅
行
を
行
い
、
植
民
地
社
会
経
済
の
二
重
性
・
複
合
性
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
台
頭
を
体
感
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
四
二
年
に
は
陸
軍
に
徴
用
さ
れ
、

南
方
調
査
団
の
一
員
と
し
て
マ
ラ
ヤ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
調
査
を
指
揮
す
る

一
方
、
敗
戦
直
前
に
は
現
地
の
民
族
主
義
指
導
者
と
軍
政
と
の
調
整
役
を
務
め

て
い
る
。
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一
九
四
六
年
七
月
に
従
軍
解
除
と
な
っ
て
マ
レ
ー
半
島
よ
り
帰
国
し
た
板
垣

は
、
東
京
商
科
大
学
（
一
橋
大
学
）
に
復
帰
し
研
究
教
育
活
動
を
再
開
し
た
。

一
九
四
六
年
、
河
合
栄
治
郎
の
門
下
生
や
蝋
山
ら
が
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
を
模

範
と
し
た
「
社
会
主
義
」
を
標
榜
す
る
社
会
思
想
研
究
会
を
設
立
す
る
と
、
板

垣
も
そ
れ
に
参
加
し
た
。
民
主
社
会
主
義
の
源
流
と
な
る
集
団
の
一
員
と
し
て

板
垣
は
戦
後
の
政
治
文
化
活
動
を
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
板
垣
は
、
イ
ギ
リ
ス

式
の
社
会
民
主
主
義
に
関
心
を
向
け
つ
つ
、
戦
後
も
日
本
・
ア
ジ
ア
関
係
に
取

り
組
ん
だ
。
戦
時
期
に
知
り
合
っ
た
経
済
学
者
ら
と
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
ア
ジ

ア
問
題
調
査
会
、
ア
ジ
ア
協
会
と
い
っ
た
団
体
の
設
立
・
運
営
に
関
与
し
て
い

る
。
そ
こ
で
培
っ
た
岸
信
介
や
藤
山
愛
一
郎
と
い
っ
た
政
財
官
の
有
力
者
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
一
九
五
八
年
の
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
誕
生
の
原
動
力
と

な
っ
た）

7
（

。一　

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
対
日
文
化
活
動
と
そ
の
性
格

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団

明
治
維
新
以
降
、
近
代
化
と
経
済
発
展
を
遂
げ
た
日
本
で
あ
る
が
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
敗
北
は
そ
の
日
本
に
経
済
的
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
四
〇

年
代
と
五
〇
年
代
は
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
研
究
者
を
海
外
に
出
す
こ
と
は
難

し
い
時
代
で
あ
り
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団

と
い
っ
た
外
国
の
資
金
が
、
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
大
き
な
支
援
者
と
な
っ

た
。
実
際
、
板
垣
與
一
が
海
外
渡
航
を
す
る
際
に
支
援
を
し
た
の
は
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
で
あ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
石
油
事
業
な
ど
で
財
を
な
し
た
ジ
ョ
ン
・
D
・

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー（
シ
ニ
ア
）が
一
九
一
三
年
に
設
立
し
た
慈
善
団
体
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
そ
れ
以
前
に
も
シ
カ
ゴ
大
学
の
設
置
（
一
八
九
〇
年
）
や

医
学
研
究
所
（
一
九
〇
一
年
・
現
在
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
大
学
）
の
設
立
に
経
済

支
援
を
行
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
フ
ォ
ー
ド
財
団
や
カ
ー
ネ

ギ
ー
教
育
振
興
財
団
ら
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
を
主
導
し

て
き
た）

8
（

。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
家
の
慈
善
事
業
は
、
ジ
ョ
ン
の
息
子
や
孫
に
引
き

継
が
れ
、
一
族
は
二
〇
世
紀
前
半
に
太
平
洋
問
題
調
査
会
、
ア
ジ
ア
協
会
、

ジ
ャ
パ
ン
ソ
サ
エ
テ
ィ
な
ど
を
支
援
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
や
ア

メ
リ
カ
副
大
統
領（
フ
ォ
ー
ド
政
権
）を
歴
任
し
た
ネ
ル
ソ
ン
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

は
ジ
ョ
ン
の
孫
に
あ
た
る
。

「
世
界
各
地
で
人
類
の
福
利
を
向
上
さ
せ
る
」
と
い
う
使
命
を
掲
げ
た
ロ
ッ

ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
公
衆
衛
生
や
医
学
教
育
へ
の
支
援
を
、
設
立
当
初
の
活

動
範
囲
の
中
心
に
お
い
て
い
た
。
一
方
、
ジ
ョ
ン
・
D
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は

一
九
一
八
年
に
妻
を
記
念
し
た
ロ
ー
ラ
・
ス
ペ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
基

金
を
設
置
し
、
そ
の
基
金
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
科
学
を

支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
二
八
年
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
一
族
の
慈
善
事

業
に
関
連
す
る
組
織
の
統
合
が
行
わ
れ
、
ロ
ー
ラ
記
念
基
金
な
ど
が
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

9
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
は
一
九
二
八
年
に
社
会
科
学
部
門
、
二
九
年
に
人
文
学
部
門
を
設
置
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し
、
人
文
社
会
科
学
を
世
界
各
地
で
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。そ
の
過
程
で
、

国
際
関
係
学
や
公
共
政
策
管
理
と
並
ん
で
経
済
学
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の

重
点
支
援
分
野
と
な
っ
た）

10
（

。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
と
日
本

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
日
本
へ
の
文
化
的
関
与
は
戦
間
期
か
ら
す
で
に
み
ら
れ

る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
一
族
が
創
設
し
た
医
学
研
究
所
で
、
野
口
英
世
が
黄
熱

病
の
研
究
を
行
っ
た
こ
と
は
代
表
的
な
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
政
治

家
、実
業
家
、知
識
人
が
参
加
し
た
太
平
洋
問
題
調
査
会
や
国
際
連
盟
も
、ロ
ッ

ク
フ
ェ
ラ
ー
が
財
政
支
援
を
行
っ
た
機
関
で
あ
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
発
生
し

た
関
東
大
震
災
で
東
京
帝
国
大
学
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
時
、
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
国
際
機
関
と
連
携
し
、
大
学
図
書
館
を
再
建
す
る
た
め
に
四

〇
〇
万
円
の
寄
付
を
行
っ
て
い
る
。
戦
後
に
な
っ
て
日
米
関
係
の
再
構
築
に
寄

与
す
る
ジ
ョ
ン
・
D
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
（John D

. Rockefeller

）
三
世
が
、

大
学
卒
業
の
記
念
旅
行
を
し
た
際
に
初
め
て
日
本
を
訪
れ
た
の
も
戦
間
期
の
一

九
二
九
年
で
あ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
一
族
や
そ
の
財
団
は
ア
メ
リ
カ
政
府
、
特
に
国
務
省
と
強

い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
。
日
本
と
連
合
軍
の
講
和
に
奔
走
し
た
ジ
ョ
ン
・

フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
理
事

で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
に
は
理
事
会
の
議
長
に
就
任
し
て
い
た
。
そ
の
後
ダ
レ

ス
は
、
一
九
五
三
年
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
に
よ
っ
て
国
務
長
官
に
指
名

さ
れ
、
同
財
団
を
離
れ
て
い
る
。
ま
た
、
極
東
担
当
の
国
務
次
官
で
あ
っ
た

デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ス
ク
は
、
一
九
五
二
年
に
は
理
事
長
と
し
て
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団
に
移
り
、
一
九
六
一
年
に
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
誕
生
す
る
と
国
務
長
官
と
し

て
古
巣
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ワ
シ
ン
ト
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
民
間
財
団

に
は
人
的
交
流
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
外
交
を
推
進
す
る
う
え
で
協
力
関
係
に

あ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

一
九
五
一
年
、
ジ
ョ
ン
・
D
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
自
身
も
政
府
使
節
団

の
一
員
と
し
て
日
本
を
訪
問
し
て
い
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
ダ
レ

ス
講
和
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
た
際
、
団
長
ダ
レ
ス
の
年
来
の
友
人
で
あ
っ
た

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
文
化
問
題
を
担
当
す
る
随
員
と
し
て
同
行
し
た
の
で
あ

る
。
一
九
五
一
年
一
月
、
訪
日
し
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
、
昭
和
天
皇
や
首
相

吉
田
茂
の
ほ
か
に
、
松
本
重
治
、
蝋
山
政
道
、
鶴
見
一
家
（
祐
輔
・
俊
輔
・
和
子
）

ら
日
本
の
国
際
主
義
者
や
ア
メ
リ
カ
大
使
館
関
係
者
と
面
会
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
史
家
の
松
田
武
は
、
占
領
期
か
ら
の
日
本
の
対
日
文
化
政
策
を
、

日
本
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
半
永
久
的
依
存
の
起
源
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ

こ
で
松
田
は
、「
双
方
向
の
交
流
」
を
唱
え
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
が
、
戦

後
日
米
関
係
の
再
構
築
を
目
指
す
際
、
戦
間
期
に
培
っ
た
人
脈
を
利
用
し
て
ア

メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
と
日
本
の
親
米
リ
ベ
ラ
ル
を
動
員
し
た
様
子
を
描
い
て

い
る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
は
、
ダ
レ
ス
と
訪
日
す
る
前
に
、
デ
ィ
ー
ン
・

ア
チ
ソ
ン
（
国
務
長
官
）、
ジ
ョ
セ
フ
・
グ
ル
ー
（
元
駐
日
大
使
）、
デ
ィ
ー
ン
・

ラ
ス
ク
（
国
務
次
官
）
と
会
談
し
た
だ
け
で
な
く
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
日
本
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史
家
・
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
日
本
で
会
う
べ
き
人
物
を
推
薦
し
て

も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
訪
日
後
、
報
告
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
（George Sansom

）、
ヒ
ュ
ー
・
ボ
ー
ト

ン
（H

ugh Borton
）
ら
日
本
研
究
者
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
に
協
力
し
た）

12
（

。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
は
、
一
九
〇
七
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
創
設
さ
れ
た

ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
再
建
に
戦
後
尽
力
し
て
お
り
、
彼
の
慈
善
事
業
に

と
っ
て
戦
後
の
日
本
は
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
四
六
年
に

は
知
日
派
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ズ
（Charles Fahs

）
を
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団
に
招
聘
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ズ
は
、
戦
前
に
蝋
山
政
道
（
東
京
）
と
谷
口

吉
彦
（
京
都
）
の
も
と
へ
留
学
し
て
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
で
博
士
号
を
取

り
、
一
九
四
〇
年
に
は
太
平
洋
問
題
調
査
会
か
ら
日
本
政
治
に
関
す
る
著
作
を

出
し
て
い
た）

13
（

。
さ
ら
に
、
一
九
四
九
年
か
ら
六
二
年
ま
で
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財

団
の
人
文
部
門
の
部
長
を
し
た
後
、
旧
友
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
乞
わ
れ
て
日
本

大
使
館
に
文
化
担
当
官
と
し
て
六
七
年
ま
で
勤
務
し
た
。
フ
ァ
ー
ズ
は
一
九
四

八
年
に
、
日
本
を
「
ま
ず
高
等
教
育
を
通
じ
て
新
し
い
方
向
へ
む
け
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
へ
進
言
し
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
研
究
、

ロ
シ
ア
研
究
、
中
国
研
究
と
い
っ
た
日
本
に
お
け
る
地
域
研
究
の
振
興
を
主
張

し
て
い
た）

14
（

。

訪
日
を
終
え
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
三
世
は
、
一
九
五
一
年
四
月
一
九
日
、
ダ

レ
ス
へ
「
米
日
文
化
関
係
」
に
関
す
る
秘
密
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
同
報

告
書
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
文
化
政
策
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
存
在
は

知
識
人
層
で
あ
っ
た
。ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
や
フ
ァ
ー
ズ
ら
と
同
じ
く
、ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
は
日
本
が
極
め
て
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
権
威
主
義
的
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
識
人
は
共
産
主
義
の
影
響
を
受
け
や
す
い
状
態

に
あ
る
と
さ
れ
、
文
化
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
親
米
的
な
リ
ベ
ラ
ル
派
を

育
成
・
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
文
化
セ
ン

タ
ー
や
国
際
会
館
と
い
っ
た
施
設
の
建
設
、留
学
支
援
な
ど
の
人
物
交
流
計
画
、

資
料
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
提
案
さ
れ
た）

15
（

。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
文
化
政
策

を
通
じ
て
日
本
の
共
産
主
義
を
封
じ
込
め
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
再
び
ダ
レ
ス
の
要
請
を
受
け
、
松
本
重
治
、
樺
山
愛
輔
、

高
木
八
尺
、
都
留
重
人
と
い
っ
た
日
米
開
戦
前
に
留
学
経
験
の
あ
る
親
米
的
な

国
際
主
義
者
と
と
も
に
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
国
際
文
化
会
館
の
設
立
を
主
導

し
、
一
九
五
二
年
の
開
館
、
五
五
年
の
本
格
的
な
運
営
開
始
に
こ
ぎ
つ
け
て
い

る）
16
（

。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
戦
間
期
に
構
築
し
た
対
日
人
脈
を
利
用
し
て
、
戦
後

の
日
米
関
係
へ
介
入
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
政
府
も
海
外
で
の
文
化
政
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
十
分
認
識
し
て

い
た
。
一
九
四
八
年
、
安
全
保
障
会
議
は
、
日
本
に
お
い
て
共
産
主
義
に
対
す

る
強
硬
姿
勢
を
と
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
九
五
〇
年
に
は
ト

ル
ー
マ
ン
政
権
が
共
産
主
義
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
対
抗
す
べ
く
「
真
実
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
を
開
始
し
た
。
一
九
五
〇
年
初
頭
か
ら
、
対
外
文
化
政
策
の
予
算

が
増
加
し
、
ヴ
ォ
イ
ス
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
ラ
ジ
オ
局
設
置
や
印
刷

物
・
映
像
の
配
布
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
東
京
の
ア
メ
リ
カ
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大
使
館
の
文
化
部
門
が
拡
大
さ
れ
、
日
本
を
「
政
治
的
に
安
定
し
、
経
済
的
に

自
活
で
き
る
国
家
」
へ
と
転
換
し
、
極
東
に
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ら
び
に
自

由
世
界
と
同
盟
関
係
を
結
ぶ
」拠
点
を
作
り
出
す
試
み
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
日
本
に
あ
る
「
精
神
的
な
真
空
状
態
」
に
共
産
主
義
が
入
り

込
む
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

17
（

。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
と
同
じ
く
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
も
日
本
へ
の
文
化
政
策
を

実
行
す
る
た
め
日
本
専
門
家
を
動
員
し
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
情
報
局

（
U 

S 

I 

A
）
を
設
置
し
た
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
陸
軍
で
日
本
語
の
訓
練
を
受

け
た
レ
オ
ン
・
ピ
ー
コ
ン
（Leon Picon
）
を
文
化
担
当
官
と
し
て
一
九
五
五

年
か
ら
六
五
年
ま
で
派
遣
し
て
い
る
。
ピ
ー
コ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
で
東
欧
の
出
版

物
を
収
集
す
る
任
務
に
つ
い
た
後
、
東
京
に
赴
任
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ

て
有
益
な
出
版
物
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
安
価
な
価
格
で
流
通
さ
せ
る
事
業
を

担
当
し
た
。
当
時
、
ソ
ビ
エ
ト
が
発
行
し
た
『
経
済
学
教
科
書
』
の
翻
訳
が
日

本
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
共
産
主
義
的
な
出
版
物
に
対
抗
す
る
書

物
を
広
め
る
こ
と
が
彼
の
任
務
で
あ
っ
た）

18
（

。
経
済
学
も
米
ソ
の
文
化
冷
戦
に
お

い
て
重
要
な
戦
場
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ピ
ー
コ
ン

は
一
九
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
大
使
館
と
日
本
の
民
主
社
会
主
義
者
の
間
に

あ
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

経
済
学
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ズ
が
率
い
る
人
文
学
部
門
と
同
じ
く
、
社
会
科
学
部

門
も
日
本
へ
の
知
的
関
与
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
、
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
で
幅
広
く
社
会
科
学
、

特
に
経
済
学
に
お
け
る
研
究
・
教
育
活
動
を
支
援
し
て
い
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
の
経
済
学
教
授
だ
っ
た
ノ
ー
マ
ン
・
シ
ャ
ー
プ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（N

orm
an 

Sharp Buchanan

）
は
、
同
財
団
に
社
会
科
学
部
長
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
と
、

経
済
学
を
振
興
す
る
た
め
に
ア
ジ
ア
や
中
近
東
を
積
極
的
に
訪
問
し
た）

19
（

。
そ
し

て
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
職
員
が
頻
繁
に
日
本
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
。

一
九
五
七
年
に
日
本
を
訪
れ
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
「
日
本
の
経
済
学
と
経
済
学

者
」に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、日
本
の
経
済
学
を
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
一
つ
め
は
、「『
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け

る
新
し
い
歴
史
学
派
』
の
影
響
を
う
け
、
分
析
手
段
と
し
て
経
済
理
論
を
用
い

る
こ
と
に
不
得
手
な
歴
史
的
・
社
会
学
的
」
な
も
の
。
二
つ
め
は
、「
著
名
な

文
献
の
細
か
い
点
に
つ
い
て
、
不
明
な
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
か
、
あ
る
い
は

時
に
批
判
を
」
試
み
て
「
文
献
批
評
」
を
す
る
集
団
。
三
つ
め
、「
翻
訳
者
」

た
ち
。
他
国
に
比
べ
外
国
語
文
献
を
紹
介
す
る
人
々
が
日
本
に
は
多
い
と
さ
れ

た
。
最
後
の
集
団
は
、「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
」
的
な
経

済
学
者
で
あ
り
、「
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」、「
数
学
を
用
い
る
新
し
い
経
済

学
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
報
告
書
は
、「
日
本
の
経
済
学
者
に
お

け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
広
が
り
」、
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
と
「
文
献
研

究
」
の
存
在
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
た）

20
（

。
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ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
と
っ
て
好
ま
し
い
経
済
学
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
報
告
書

に
あ
る
第
四
の
集
団
で
あ
り
、日
本
で
も
そ
れ
ら
が
支
援
さ
れ
た
。
青
山
秀
夫
、

市
村
真
一
、
建
元
正
弘
、
小
島
清
、
篠
原
三
代
平
、
荒
憲
治
郎
ら
は
社
会
科
学

部
門
に
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
与
え
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
留
学
後
に
日
本
の
い
わ
ゆ

る
「
近
代
経
済
学
」
を
主
導
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
経
済
学
者
の
中
で
も
、

一
橋
大
学
の
経
済
学
は
、
経
済
学
の
ア
メ
リ
カ
化
を
推
進
す
る
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
に
よ
る
研
究
助
成
の
最
大
の
受
益
者
と
な
っ
た
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
方
針
と
一
橋
の
経
済
学

「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
」
型
の
経
済
学
を
日
本
で
推
進

し
よ
う
と
す
る
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
と
っ
て
一
橋
の
経
済
学
は
有
望
な
場

所
で
あ
っ
た
。
一
九
五
四
年
、
ア
メ
リ
カ
留
学
を
終
え
た
ば
か
り
の
市
村
真
一

は
、
同
財
団
の
社
会
科
学
部
門
の
副
部
長
で
あ
っ
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
F
・
エ
ヴ
ァ

ン
ズ（Roger Evans

）に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
偏
向
な
く
研
究
活
動
を
行
い
う
る
機
関
は
、
一
橋
大
学
、
神

戸
大
学
、
そ
し
て
、
こ
こ
大
阪
大
学
（
筆
者
注
・
社
会
経
済
研
究
所
）
で
あ
る
。

一
橋
大
学
の
研
究
機
関
は
最
大
で
統
計
分
析
に
強
い
が
、
理
論
分
析
や
日
本
経

済
の
社
会
学
的
思
考
は
弱
い）

21
（

」。

大
阪
大
学
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
自
ら
の
研
究
水
準
に
自
信
を
持
ち
つ
つ

も
、
一
橋
を
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
建
元
正
弘
は
、

一
橋
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
専
門
的
な
水
準
」
に

お
い
て
は
「
第
一
」
で
あ
る
と
一
九
五
七
年
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に

述
べ
、
一
橋
が
「
日
本
経
済
の
実
証
研
究
」
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し

た）
22
（

。
当
時
、
東
京
と
京
都
に
あ
っ
た
旧
帝
国
大
学
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学

が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
う
え
経
済
学
部
よ
り
伝
統
の
あ
る
法
学
部
の
方
が
優
位

に
あ
っ
た
。
一
方
、
一
橋
大
学
と
神
戸
大
学
は
旧
高
等
商
業
学
校
と
し
て
大
き

な
規
模
の
経
済
学
部
や
付
置
研
究
所
を
抱
え
て
お
り
、
大
阪
大
学
は
「
近
代
経

済
学
の
メ
ッ
カ
」
を
標
榜
し
て
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
出
発
し
て
い
た
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
も
経
済
学
部
と
経
済
研
究
所
を
擁
す
る
一
橋
大
学
の

可
能
性
を
理
解
し
て
い
た
。
一
九
五
六
年
に
一
橋
を
訪
問
し
た
エ
ヴ
ァ
ン
ズ

は
、
そ
こ
で
「
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
勢
い
、
目
的
の
は
っ
き
り
と
し
た
研

究
教
育
体
制
、
現
実
問
題
や
政
府
と
の
ユ
ニ
ー
ク
な
結
び
つ
き
」
を
評
価
し
て

い
る）

23
（

。
人
文
学
部
長
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ズ
は
一
九
四
八
年
に
「
日
本
の
高

等
教
育
は
、ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、そ
の
内
容
に
お
い
て
も
精
神
に
お
い
て
も
人
々

の
日
常
生
活
か
ら
乖
離
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
援
助
が
、

「
単
に
『
学
術
』
を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
高
等
教
育
が
民
主
的
生
活
を
推

進
す
る
よ
う
に
人
々
や
組
織
の
興
味
を
向
け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
進
言
し

て
い
た）

24
（

。
そ
の
よ
う
な
助
言
に
基
づ
き
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
は
日
本
の
大
学
に

お
い
て
も
実
践
的
な
課
題
に
取
り
組
む
姿
勢
を
押
し
進
め
る
こ
と
と
な
る
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
報
告
書
も
日
本
の
経
済
学
が
「
大
学
の
経
済
学
者
と
政
策
立

案
者
が
完
全
に
分
離
」
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
例
外
的
に
「
協
働
と
交
流

が
行
わ
れ
て
い
る
好
ま
し
い
事
例
」
と
し
て
「
東
京
に
お
け
る
一
橋
と
経
済
企
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画
庁
（
経
済
安
定
本
部
）、
そ
し
て
大
阪
大
学
社
会
経
済
研
究
所
と
地
元
の
経
済

界
」
を
あ
げ
て
い
る）

25
（

。
数
量
的
・
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て

政
府
・
大
学
間
関
係
に
お
い
て
、
一
橋
大
学
、
特
に
経
済
研
究
所
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
の
関
心
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
ま
で
に
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
は
、
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
、
農
学
・
医
学
・
自
然

科
学
を
中
心
に
約
五
〇
〇
名
の
日
本
人
を
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
、
う
ち
約
一
三

〇
が
人
文
社
会
科
学
系
の
研
究
者
な
い
し
作
家
な
ど
文
化
人
で
あ
っ
た）

26
（

。
一
橋

大
学
は
よ
り
多
く
の
経
済
学
者
を
派
遣
し
、
そ
の
研
究
チ
ー
ム
は
一
九
五
〇
年

代
末
に
大
型
の
研
究
助
成
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

政
府
・
大
学
間
関
係
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
が
最
も
注
目
し
た

の
は
、
大
川
一
司
（
一
橋
大
学
）
と
大
来
佐
武
郎
（
経
済
企
画
庁
）
の
二
人
で
あ

る
。
後
に
外
務
大
臣
（
大
平
内
閣
・
一
九
七
九―

八
〇
年
）
と
な
る
大
来
は
、
経

済
安
定
本
部
や
経
済
企
画
庁
の
調
査
部
門
を
率
い
た
戦
後
を
代
表
す
る
官
庁
エ

コ
ノ
ミ
ス
ト
で
あ
る
。
大
来
は
、
バ
ン
コ
ク
の
国
連
機
関
へ
の
出
向
か
ら
戻
っ

た
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
、
一
橋
に
い
た
山
田
雄
三
や
大
川
ら
の
協
力
を
受

け
て
日
本
経
済
発
展
の
た
め
の
計
画
立
案
を
主
導
し
て
い
た）

27
（

。
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
側
は
、
大
来
に
つ
い
て
「
開
放
的
で
、
経
済
問
題
に
長
ら
く
責
任
あ
る
立

場
で
関
わ
っ
て
い
る
強
力
な
官
僚
の
一
人
で
あ
り
、
有
能
か
つ
優
秀
な
一
橋
の

大
川
教
授
と
も
親
し
く
働
い
て
い
る
」と
記
し
て
い
る）

28
（

。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
、

大
来
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
関
係
者
と
は
彼
ら
が
訪
日
す
る
際
に
会
食
す
る

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た）

29
（

。
一
方
、
東
畑
精
一
の
弟
子
で
あ
る
大
川
も
、
終
戦
直

後
か
ら
経
済
安
定
本
部
や
経
済
企
画
庁
の
研
究
職
を
一
橋
大
学
の
教
授
職
と
兼

務
し
て
い
た
。

戦
前
か
ら
経
済
史
研
究
の
い
わ
ゆ
る
「
数
量
革
命
」
を
推
進
し
て
き
た
ロ
ッ

ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、

大
川
一
司
率
い
る
一
橋
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
に
巨
額
の
助
成
を
行
っ
て
い
る
。

当
時
、
経
済
成
長
に
関
す
る
研
究
を
主
導
し
て
い
た
サ
イ
モ
ン
・
ク
ズ
ネ
ッ
ツ

は
弟
子
の
一
人
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
を
ハ
ー
バ
ー
ド
か
ら
一
橋

に
派
遣
し
て
い
た
。「
日
本
の
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
」
と
呼
ば
れ
た
大
川
が
率
い
る
グ

ル
ー
プ
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
日
本
政
府
の
支
援
を
受
け
、
一
九
五
〇
年
代
後
半

か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
近
代
日
本
の
経
済
成
長
に
関
す
る
統
計
デ
ー
タ
を

日
本
語
・
英
語
双
方
で
出
版
し
た
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の

日
本
研
究
者
が
好
ん
で
い
た
「
近
代
化
論
」
に
似
た
も
の
で
、
そ
の
主
な
目
的

は
、「
低
開
発
国
が
工
業
化
す
る
た
め
に
適
用
し
う
る
教
訓
を
分
析
か
ら
導
き

出
そ
う
と
い
う
も
の
」
で
あ
っ
た）

30
（

。
大
川
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
出
し
た

申
請
書
に
よ
る
と
、
彼
の
組
織
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
見
込
ま
れ
る
成

果
は
、「
我
が
国
お
よ
び
低
開
発
国
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
が
経
済
計
画
を
立
案

す
る
た
め
に
有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
」
こ
と
で
あ
っ
た）

31
（

。
大
川
は
エ
ヴ
ァ
ン

ズ
と
の
会
議
の
席
で
、
中
国
の
共
産
化
を
う
け
て
地
政
学
的
に
重
要
と
な
っ
て

い
た
東
南
ア
ジ
ア
経
済
に
と
っ
て
、
自
身
の
研
究
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
、
さ
ら
に
若
い
同
僚
を
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
推
薦
す
る
と
同
時
に
、
板

垣
與
一
の
名
前
を
東
南
ア
ジ
ア
研
究
者
と
し
て
あ
げ
て
い
た）

32
（

。
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二　

ア
メ
リ
カ
反
共
リ
ベ
ラ
ル
に
と
っ
て
の
板
垣
與
一

板
垣
與
一
と
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団

板
垣
與
一
は
大
川
一
司
と
時
を
同
じ
く
し
て
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
助
成

金
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
同
財
団
に
と
っ
て
、
当
初
の
段
階
で
は
板

垣
與
一
は
支
援
す
べ
き
研
究
者
で
は
な
か
っ
た
。
同
財
団
に
と
っ
て
好
ま
し
い

「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
」
型
の
経
済
学
者
で
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
一
〇
月
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
一
橋
大
学

を
訪
問
し
た
際
、
板
垣
は
面
談
で
同
財
団
へ
の
助
成
金
出
願
の
意
向
を
示
し
て

い
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
記
録
に
よ
る
と
、
助
成
金
に
よ
り
板
垣
は
「
最
初
の
半

年
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
イ
ン
ド
、
加
え
て
お
そ
ら
く
は
パ
キ
ス
タ
ン
で
も
過
ご

し
て
、
政
治
指
導
者
や
経
済
学
者
と
面
談
し
、
資
料
収
集
を
行
う
。
そ
し
て
、

後
半
の
半
年
を
ア
メ
リ
カ
（
で
き
れ
ば
彼
の
妻
と
）、
M 

I 

T
、コ
ー
ネ
ル
（
ケ
ー

ヒ
ン
）、
シ
カ
ゴ（
シ
ル
ズ
）の
よ
う
な
機
関
で
研
究
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」、

そ
し
て
「
経
済
発
展
と
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と

イ
ン
ド
」
を
テ
ー
マ
と
し
よ
う
と
し
て
い
た）

33
（

。

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
初
期
の
段
階
で
は
板
垣
に
強
い
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た

が
、「
井
藤
学
長
お
よ
び
（
前
学
長
の
）
中
山
教
授
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団

が
板
垣
を
支
援
し
て
留
学
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
て
い
る
」
う
え
、
同
財

団
が
期
待
し
て
い
た
大
川
も
板
垣
を
東
南
ア
ジ
ア
研
究
者
と
し
て
紹
介
し
て
い

た
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
板
垣
を
経
済
史
家
だ
と
考
え
て
お
り
、
板
垣
の
経
済
学
は

数
量
的
と
い
う
よ
り
も
も
、
も
し
ろ
「
リ
カ
ー
ド
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ピ
グ
ー
を

基
盤
と
し
た
」
も
の
で
あ
る
う
え
に
、「
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
に
は
少
し

高
齢
」
で
あ
っ
た）

34
（

。
一
橋
の
訪
問
を
終
え
た
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
助
成
金
支
給
の

対
象
と
な
り
う
る
経
済
学
者
の
リ
ス
ト
を
非
公
式
に
作
成
し
た
が
、
そ
の
段
階

で
は
大
来
佐
武
郎
（
ト
ラ
ベ
ル
グ
ラ
ン
ト
）、
大
川
一
司
（
研
究
助
成
）、
そ
し
て

大
川
の
二
人
の
同
僚
（
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
）
が
板
垣
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い

た）
35
（

。板
垣
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
と
っ
て
学
術
的
に
好
ま
し
い
経
済
学
者

で
も
な
く
、そ
し
て
（
同
僚
の
都
留
重
人
の
よ
う
に
）
従
来
か
ら
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

三
世
と
活
動
し
て
き
た
親
米
的
な
国
際
主
義
者
で
も
な
か
っ
た
が
、
学
内
に
強

力
な
支
援
者
が
存
在
し
た
。
と
り
わ
け
、
板
垣
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
中
山
伊

知
郎
と
井
藤
半
弥
と
い
う
二
人
の
同
僚
兼
上
司
が
彼
の
申
請
書
を
支
持
し
た
の

で
あ
る
。
中
山
も
井
藤
も
経
済
学
部
か
ら
相
次
い
で
学
長
（
中
山
・
一
九
四
九

―

五
五
／
井
藤
・
五
五―

五
九
年
）
に
な
っ
て
お
り
、
板
垣
も
一
九
五
五
年
か
ら

評
議
員
、
五
七
年
か
ら
学
部
長
の
座
に
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
一
二
月
、
井
藤

と
中
山
は
連
名
で
、「
ア
ジ
ア
問
題
で
優
れ
た
研
究
者
の
一
人
」
で
あ
り
、「
寛

容
か
つ
親
切
な
人
柄
で
人
望
の
あ
る
」
板
垣
の
申
請
書
を
支
持
す
る
文
書
を
エ

ヴ
ァ
ン
ズ
に
送
っ
て
い
る）

36
（

。
そ
れ
に
対
し
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
一
九
五
七
年
三

月
に
井
藤
へ
の
返
信
で
、
大
川
の
研
究
計
画
書
が
理
事
会
で
も
う
す
ぐ
了
承
さ

れ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
残
さ
れ
た
板
垣
と
経
済
研
究
所
の
三
人
か
ら

の
計
四
件
の
申
請
に
つ
い
て
「
二
人
以
上
の
一
橋
関
係
者
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
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で
き
る
か
は
疑
わ
し
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に

と
っ
て
板
垣
は
大
川
の
同
僚
の
梅
村
又
次
に
続
く
二
番
目
の
候
補
で
あ
っ
た）

37
（

。

そ
の
後
四
月
に
な
っ
て
、
中
山
、
大
川
ら
大
学
幹
部
の
会
合
の
後
、
学
長
の
井

藤
は
板
垣
を
第
一
に
置
く
よ
う
に
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に
要
請
し
て
い
る）

38
（

。
板
垣
は
学

内
推
薦
で
一
番
と
な
り
、
四
月
二
二
日
に
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
宛
に
履
歴
書
と
研
究
計

画
書
を
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

板
垣
の
申
請
書
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
は
、「
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
経
済
発
展
、
特
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
近
代
化
を
参
照
と
し
て
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
宗
教
の
役
割
」、「
経
済
的
後
進
性
と
社
会
経
済
的
構
造
」

お
よ
び
「
国
際
関
係
に
お
け
る
従
属
性
」
が
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。
板
垣

は
「
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
は
、
近
代
経
済
学
の
単
に
数
量
的
あ
る
い
は
機
能
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
で
分
析
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
た）

39
（

。
日
本

に
い
る
多
く
の
社
会
科
学
者
と
同
様
に
、
彼
は
近
代
化
を
議
論
す
る
う
え
で

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
参
照
し
て
お
り
、
資
本
主
義
的
な
組
織
や
技
術
、

エ
ー
ト
ス
と
い
っ
た
経
済
的
合
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張

し
て
い
た
。
板
垣
に
よ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
近
代
化
を
、
精
神
革
命
よ
り
も
産
業

革
命
が
先
行
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
。
一
方
、
西
洋
の
近
代
化
に
お

い
て
は
、
産
業
革
命
の
前
に
宗
教
改
革
な
ど
精
神
革
命
が
達
成
さ
れ
た
と
さ
れ

た）
40
（

。
板
垣
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
よ
る
海
外
研
究
を
、
ア
ジ
ア
の
近
代

化
に
あ
る
宗
教
的
・
精
神
的
基
盤
を
観
察
す
る
機
会
と
と
ら
え
て
い
た
。

板
垣
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
六
週
間
、
イ
ン
ド
に
八
週
間
、
セ
イ
ロ
ン
（
ス

リ
ラ
ン
カ
）
と
パ
キ
ス
タ
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
一
週
間
滞
在
し
、
オ
ラ
ン
ダ
で
四
週

間
を
過
ご
し
た
後
に
大
西
洋
を
渡
り
、
M 

I 

T
で
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
・
ヘ
ー
ゲ

ン
（Everett H

agen

）
と
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ
イ
ン
（Paul Rosenstein-

Rodan

）、
シ
カ
ゴ
大
学
で
バ
ー
ト
・
ホ
セ
リ
ッ
ツ
（Bert H

oselitz

）
と
エ
ド

ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
（Edw

ard Shils

）、
さ
ら
に
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
ジ
ョ
ー
ジ
・

ケ
ー
ヒ
ン
（George K

ahin

）
ら
と
面
会
し
て
七
ヶ
月
間
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご

す
と
い
う
計
画
を
持
っ
て
い
た）

41
（

。
板
垣
は
ア
メ
リ
カ
近
代
化
論
の
主
唱
者
た
ち

の
も
と
で
研
究
を
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
経
済
発
展
の
特
徴
を
西
洋
の
植
民
地
主
義
と
資
本
主
義
か
ら
分
析
し

た
ブ
ー
ケ
の
二
重
経
済
論
に
も
戦
時
期
か
ら
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
た
。

米
国
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
後
押
し

大
学
の
同
僚
の
推
薦
も
あ
っ
た
が
、
板
垣
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
へ
の
助

成
金
申
請
を
支
援
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
で
あ
っ

た
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
板
垣
の
評
価
に
つ
い
て
「
ア
メ
リ
カ
の
基
準
か
ら
す
る

と
彼
を
分
類
す
る
の
は
難
し
い
」と
真
情
を
吐
露
し
、「
彼
の
日
本
的
な
方
法
は
、

西
洋
の
厳
格
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る）

42
（

。
五
月
に
な
る
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
板
垣
が
面
識
が
あ
る

と
し
た
M 
I 

T
の
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
・
ヘ
ー
ゲ
ン
と
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ

イ
ン
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
バ
ー
ト
・
ホ
セ
リ
ッ
ツ
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
に
文

書
を
送
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
板
垣
の
評
価
を
問
い
合
わ
せ
た）

43
（

。
そ
し
て
、
問
い
合
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わ
せ
を
受
け
た
四
人
の
近
代
化
論
者
の
う
ち
、
最
も
板
垣
を
支
持
し
た
の
は
社

会
学
者
の
シ
ル
ズ
で
あ
っ
た
。

エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
・
ヘ
ー
ゲ
ン
は
ル
シ
ア
ン
・
パ
イ
（Lucian Pye

）
や
ウ
ォ

ル
ト
・
ロ
ス
ト
ウ
（W

alt Rostow

）
と
並
ん
で
M 

I 

T
の
近
代
化
論
を
代
表

す
る
存
在
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
リ
カ
ン
（M

ax M
illikan

）
が
一
九
五
二

年
に
フ
ォ
ー
ド
財
団
と
C 
I 
A
の
支
援
を
受
け
て
M 

I 

T
に
国
際
問
題
研
究

所
（
C 

I 

S
）
を
設
立
す
る
に
際
し
て
、
同
研
究
所
に
参
加
し
た
経
済
学
者
で

あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ン
は
一
九
五
六
年
夏
に
一
橋
を
訪
問
し
て
板
垣
と
面
会
し
て

お
り
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に
板
垣
の
名
前
を
紹
介
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た）

44
（

。
板
垣
と

の
面
談
の
際
の
記
憶
と
し
て
、
ヘ
ー
ガ
ン
は
「
彼
は
様
々
な
開
発
の
社
会
問
題

に
つ
い
て
極
め
て
明
確
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
」、「
彼
の

関
心
が
発
展
に
関
す
る
抽
象
的
な
経
済
理
論
よ
り
む
し
ろ
社
会
的
過
程
に
あ

る
」
こ
と
を
理
解
し
た
、
と
回
答
し
て
い
る）

45
（

。
ヘ
ー
ゲ
ン
の
同
僚
の
ロ
ー
ゼ
ン

ス
タ
イ
ン―

ロ
ダ
ン
も
一
九
五
七
年
四
月
に
一
橋
を
訪
れ
て
い
る
。
東
京
の
国

際
文
化
会
館
で
、「
文
化
自
由
会
議
（Congress for Cultural Freedom

）」
が

経
済
成
長
に
関
す
る
国
際
会
議
を
開
催
し
た
か
ら
で
あ
る
。文
化
自
由
会
議
は
、

「
人
間
の
創
造
的
か
つ
批
判
的
な
精
神
を
侵
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
抗
し
て

知
的
自
由
」
を
防
衛
す
る
「
世
界
的
規
模
の
独
立
系
組
織
」
と
名
乗
っ
て
い
た

が
、
そ
の
性
格
は
C 

I 

A
か
ら
援
助
を
受
け
た
反
共
団
体
で
あ
っ
た）

46
（

。
ロ
ー

ゼ
ン
ス
タ
イ
ン―

ロ
ダ
ン
は
、
四
月
一
日
か
ら
六
日
に
同
会
議
が
主
催
し
た
東

京
で
の
会
議
に
、
中
山
伊
知
郎
や
大
来
佐
武
郎
と
と
も
に
招
待
さ
れ
て
い
た）

47
（

。

ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ
イ
ン―

ロ
ダ
ン
は
、
一
橋
に
つ
い
て
「
日
本
に
お
い
て
最
も
学

術
的
な
場
所
」
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
も
、「
他
の
国
に
よ
り
も
、
日
本
の
方
が

（
筆
者
注
・
研
究
者
と
）
本
格
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
立
す
る
こ
と
が

難
し
い
」
と
告
白
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
板
垣
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
自
分
の

評
価
は
「
二
次
資
料
」
に
基
づ
く
と
述
べ
て
好
意
的
な
が
ら
も
表
面
的
な
内
容

の
回
答
を
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に
対
し
て
行
っ
て
い
る）

48
（

。

板
垣
の
評
価
に
関
し
て
最
も
積
極
的
な
回
答
を
寄
せ
た
の
は
シ
カ
ゴ
大
学
の

社
会
学
教
授
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
で
あ
っ
た
。
シ
ル
ズ
は
、「
二
〇
世
紀
半

ば
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
様
々
な
制
度
で
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
」
人
物
で

あ
り
、
ド
イ
ツ
社
会
学
を
専
攻
す
る
前
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
シ

カ
ゴ
で
社
会
福
祉
に
従
事
し
た
り
、
戦
略
局
（
現
在
の
C 

I 

A
）
の
一
員
と
し

て
英
国
で
ド
イ
ツ
人
捕
虜
を
尋
問
す
る
な
ど
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。「
近
代
化

論
に
関
与
し
た
中
で
最
も
初
期
の
学
者
」
で
あ
り
、「
冷
戦
初
期
に
お
い
て
反

共
リ
ベ
ラ
ル
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
主
な
原
動
力
と
な
っ
た
、
文
化
自
由
会
議
の

主
導
者
の
一
人
」
で
も
あ
っ
た）

49
（

。
シ
ル
ズ
も
一
九
五
七
年
四
月
の
会
議
に
参
加

し
、「
知
識
人
、
世
論
、
そ
し
て
経
済
発
展
」
と
題
す
る
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
報
告
で
は
、
政
府
・
財
界
・
大
学
の
理
想
的
な
関
係
が
議
論
さ
れ
て
お

り
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
マ
ス
コ
ミ
と
世
論
の
「
責
任
あ
る
批
判
」
を
確
立
す
る

た
め
に
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
大
学
教
授
は
職
員
と
し
て
政
府
や
民
間
企
業
に

参
加
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
提
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た）

50
（

。
シ
ル
ズ
は
、
知

識
人
の
世
論
に
与
え
る
影
響
や
官
民
学
の
交
流
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
宛
へ
の
返
信
で
、
シ
ル
ズ
は
「
経
済

発
展
を
め
ぐ
る
彼
の
幅
広
く
深
い
知
識
は
、
従
来
の
大
学
の
経
済
学
の
限
界
を

超
え
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
」
と
板
垣
を
賞
賛
し

た）
51
（

。
シ
ル
ズ
は
、
発
展
途
上
国
に
必
要
な
も
の
は
土
地
制
度
改
革
、
累
進
的
な

所
得
税
、
一
般
へ
の
参
政
権
、
公
教
育
だ
と
考
え
て
い
た）

52
（

。
板
垣
の
近
代
化
に

対
す
る
考
え
は
、
シ
ル
ズ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ル
ズ
は
板
垣

に
つ
い
て
、「
ア
カ
デ
ミ
ア
に
お
い
て
高
名
な
だ
け
で
な
く
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協

会
や
社
会
思
想
研
究
会
、
ア
ジ
ア
協
会
な
ど
の
数
々
の
集
団
に
お
け
る
活
動
を

通
じ
、
公
的
な
文
化
活
動
に
積
極
的
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
全
て
に
お
い

て
、
公
式
・
非
公
式
に
日
本
の
知
識
人
に
お
け
る
独
立
か
つ
反
省
的
な
言
論
に

対
し
て
積
極
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
と
、
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
と
し
て
の

板
垣
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
し
た）

53
（

。
シ
ル
ズ
は
ア
ジ
ア
の
専
門
家
で
は
な
く
、

板
垣
に
関
す
る
評
価
書
執
筆
に
際
し
て
、
日
本
の
言
論
界
の
文
化
政
治
に
詳
し

い
人
物
か
ら
情
報
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
シ
ル
ズ
が
言
及
し
た
社
会

思
想
研
究
会
や
ア
ジ
ア
協
会
に
は
、
木
村
健
康
や
関
嘉
彦
と
い
っ
た
文
化
自
由

会
議
や
そ
の
日
本
版
で
あ
る
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
人

物
が
い
た
。
シ
ル
ズ
が
そ
う
い
っ
た
日
本
の
反
共
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
と
文
化

自
由
会
議
を
通
じ
て
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

科
学
政
策
や
高
等
教
育
に
関
す
る
季
刊
専
門
誌
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
』
を
一
九
六

二
年
に
創
刊
し
た
シ
ル
ズ
は
、
板
垣
の
「
学
術
的
な
卓
越
性
」
や
活
動
だ
け
で

な
く
「
日
本
の
論
壇
に
お
け
る
重
要
な
位
置
」
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
板

垣
が
「『
進
歩
派
』
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
、『
反
動
的
』
と
彼
ら
か
ら
貶
め
ら
れ
て

い
な
い
点
で
『
非
進
歩
的
』
に
み
え
る
数
多
く
の
日
本
の
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
と

異
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
シ
ル
ズ
は
日
本
の
文
化
政
治
に
関
し
て
以
下

の
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
板
垣
を
推
薦
し
た
。

彼
は
す
で
に
名
声
を
博
し
て
い
る
が
、
海
外
旅
行
と
海
外
の
研
究
者
と
の

交
流
に
よ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
増
す
、
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、

彼
の
知
的
な
存
在
感
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
考
察
を
し
た
場

合
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
の
知
的
活
動
の
上
層
に
い
る
親
ソ
ビ
エ
ト

「
進
歩
派
」
に
対
し
て
、
彼
の
威
信
が
増
す
で
し
ょ
う
。「
進
歩
派
」
た

ち
は
海
外
旅
行
の
経
験
が
多
く
あ
っ
て
、
そ
の
威
信
を
強
め
て
い
ま
す
。

も
し
板
垣
教
授
が
そ
う
い
っ
た
流
れ
に
後
塵
を
拝
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、

日
本
の
リ
ベ
ラ
ル
な
知
的
文
化
の
一
つ
の
損
失
と
な
る
で
し
ょ
う）

54
（

。

シ
ル
ズ
は
、
板
垣
が
訪
米
し
た
際
に
は
自
身
の
研
究
機
関
で
歓
迎
す
る
意
向
を

示
し
て
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
へ
の
書
簡
を
終
え
て
い
る
が
、
板
垣
へ
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
に
よ
る
支
援
が
日
本
の
反
ソ
ビ
エ
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る

機
会
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
に
と
っ
て
、

板
垣
は
日
本
で
の
共
産
主
義
の
拡
大
を
牽
制
す
る
存
在
に
な
り
う
る
人
物
で

あ
っ
た
。
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大
学
の
同
僚
や
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
論
者
の
推
薦
を
受
け
、
一
九
五
七
年
六

月
二
〇
日
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
板
垣
の
「
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
」
に
関

す
る
助
成
金
申
請
に
対
し
、
七
二
〇
〇
ド
ル
の
ト
ラ
ベ
ル
グ
ラ
ン
ト
を
出
す
通

知
を
行
っ
た）

55
（

。
同
年
に
は
大
川
の
研
究
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
梅
村
又

次
と
藤
野
正
三
郎
の
二
人
も
助
成
金
を
受
け
て
い
る）

56
（

。
そ
の
二
ヶ
月
後
、
板
垣

の
友
人
た
ち
は
送
別
会
を
開
き
、
偶
然
に
も
同
じ
く
箱
根
で
静
養
中
だ
っ
た
首

相
岸
信
介
に
面
会
し
、
ア
ジ
ア
研
究
の
振
興
に
つ
い
て
陳
情
を
行
っ
て
い
る

（
八
月
二
六
日
）。
板
垣
の
出
国
は
九
月
二
日
で
あ
っ
た
。

三　

板
垣
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
滞
在

板
垣
の
海
外
渡
航

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
助
成
金
を
受
け
た
板
垣
は
、
予
定
し
て
い
た
以
上

の
時
間
を
ア
ジ
ア
巡
回
に
費
や
す
こ
と
に
な
る
が
、
知
的
に
は
ア
メ
リ
カ
、
特

に
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
の
滞
在
か
ら
最
も
刺
激
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
当
初
、

四
ヶ
月
を
ア
ジ
ア
、
一
ヶ
月
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
七
ヶ
月
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
す

予
定
で
あ
っ
た
が
、
ア
ジ
ア
を
半
年
か
け
て
旅
行
し
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
滞
在

が
四
ヶ
月
と
短
縮
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
ア
ジ
ア
近
代
化
の
起
点
」
を
確

か
め
る
と
い
う
の
が
主
眼
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
各
国
の
フ
ィ
ー
ル
ド
旅
行
で
、
板

垣
が
得
た
印
象
は
悲
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
化
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
み

る
べ
き
成
果
を
ア
ジ
ア
諸
国
は
上
げ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
で
あ

る
。「
全
く
私
の
期
待
に
反
し
て
、
ほ
と
ん
ど
エ
ジ
プ
ト
や
ト
ル
コ
で
、
こ
れ

と
い
っ
て
め
ぼ
し
い
改
革
主
義
の
運
動
や
組
織
を
み
る
こ
と
が
で
き
」
ず
、「
甚

だ
失
望
し
」
た
と
述
べ
て
い
る）

57
（

。

ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
の
行
き
詰
ま
り
を
見
つ
け
た
後
、
板
垣
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
研
究
の
衰
退
も
感
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の

王
立
熱
帯
研
究
所
や
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
院
を
一
九
五
八

年
三
月
に
訪
問
し
た
後
、
板
垣
は
ア
メ
リ
カ
に
上
陸
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
東
南
・
南
ア
ジ
ア
研
究
の
減
退
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア

ジ
ア
研
究
の
台
頭
、
こ
れ
が
環
大
西
洋
の
移
動
で
板
垣
が
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ

た）
58
（

。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
当
初
の
期
待
に
反
し
て
、
近
代
化
論
の
主
唱
者
た
ち
と

の
面
会
よ
り
も
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ケ
ー
ヒ
ン
ら
ア
ジ
ア
研
究
者
と
の
交
流
を

板
垣
は
楽
し
む
こ
と
と
な
る
。

板
垣
の
ア
メ
リ
カ
訪
問

板
垣
が
ア
メ
リ
カ
で
最
も
刺
激
を
受
け
た
も
の
は
、
経
済
発
展
に
焦
点
を
あ

て
る
近
代
化
論
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
心
を
払
う
ア
ジ
ア
地
域
研

究
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
中
心
に
あ
っ
た
ジ
ョ
ー

ジ
・
ケ
ー
ヒ
ン
は
、
連
絡
の
行
き
違
い
か
ら
板
垣
の
訪
問
を
直
前
に
な
っ
て

知
っ
た
も
の
の
、
日
本
か
ら
の
訪
問
者
を
歓
迎
し
て
い
る）

59
（

。
四
月
末
に
は
イ
サ

カ
を
離
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
板
垣
は
、
コ
ー
ネ
ル
で
の
滞
在
を
五
月
末
ま
で
楽

し
む
こ
と
と
な
る
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
支
援
を
受

け
て
東
南
ア
ジ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
九
五
〇
年
に
設
置
し
た
後
、
五
四
年
に
は
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
近
代
化
に
関
心
の
あ
っ
た
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
助
成
に
よ
り
極

東
学
部
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ー
ヒ
ン
が
モ
ダ
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
開
始
し
て
い
た）

60
（

。

コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
者
に
と
っ
て
、
板
垣
は
戦
時
期
の
東
南
ア
ジ

ア
の
転
換
期
を
直
に
目
撃
し
た
歴
史
の
当
事
者
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
半

ば
か
ら
ハ
リ
ー
・
ベ
ン
ダ
や
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
お
け
る
日
本
軍
政
の
研
究
を
進
め
て
お
り
、
日
本
で
も
日
本
軍
政
期
の

東
南
ア
ジ
ア
に
関
す
る
史
料
整
備
が
始
ま
っ
て
い
た）

61
（

。
東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
に

と
っ
て
、
日
本
軍
政
は
一
つ
の
転
換
期
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
契
機
で
あ
る
。

倉
沢
愛
子
の
回
想
に
よ
る
と
、
ケ
ー
ヒ
ン
は
一
九
六
〇
年
代
に
東
南
ア
ジ
ア
の

日
本
軍
政
を
テ
ー
マ
と
す
る
日
本
人
研
究
者
（
院
生
）
の
登
場
を
待
っ
て
い
た

と
い
う）

62
（

。
ケ
ー
ヒ
ン
や
彼
の
同
僚
は
、
当
事
者
の
一
人
で
あ
る
板
垣
が
、
自
身

の
経
験
や
観
察
を
も
っ
て
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
者
に
何
ら
か
の
貢
献

を
も
た
ら
す
と
期
待
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

コ
ー
ネ
ル
の
滞
在
は
、
板
垣
の
ア
メ
リ
カ
経
験
の
中
で
最
も
刺
激
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
板
垣
は
ア
メ
リ
カ
で
ア
ジ
ア
研
究
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
目

を
見
張
っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
が
「
社
会
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
を
基
盤
と
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
し
い
東
南
ア
ジ
ア
に
主
な

焦
点
を
あ
て
、
全
て
が
現
代
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い

た
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
研
究
が
一
〇
年
後
（
一
九
六
〇
年
代
）
も
発
展
す
る

だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
、
訪
米
後
も
持
っ
て
い
た
が
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ

が
強
く
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た）

63
（

。
実
際
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
に
は
一
九
五
〇
年
代

末
の
時
点
で
、
歴
史
研
究
の
常
勤
教
授
は
い
な
か
っ
た）

64
（

。

当
時
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
は
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
に
関
す
る
文
献
を
急
速
に
拡

大
さ
せ
て
い
た
が
、
一
九
四
〇
年
に
蘭
領
東
イ
ン
ド
で
一
一
〇
〇
冊
の
オ
ラ
ン

ダ
語
文
献
を
購
入
し
た
板
垣
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
の
文
献
に
特
化
し
て
い
て
オ

ラ
ン
ダ
語
文
献
の
少
な
い
機
関
で
あ
っ
た
。
彼
の
記
憶
で
は
、
戦
前
の
台
湾
帝

国
大
学
図
書
館
の
方
が
一
九
五
八
年
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
よ
り
も
オ
ラ
ン
ダ
語
文

献
が
多
く
、
あ
る
意
味
で
「
安
心
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る）

65
（

。
戦
時
期
の
帝
国

日
本
時
代
の
経
験
が
、
戦
後
の
ア
ジ
ア
研
究
を
判
断
す
る
う
え
で
の
板
垣
の
参

照
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
月
に
入
っ
て
、
板
垣
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
）
に
移

動
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
M 

I 

T
国
際
問
題
研
究
所

（
C 

I 

S
）
の
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
・
ヘ
ー
ゲ
ン
に
通
知
を
送
っ
て
お
り
、
C 

I 

S

は
板
垣
に
客
員
と
し
て
研
究
室
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
板
垣
に
と
っ

て
、
M 

I 

T
滞
在
の
目
的
は
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
精
神
的
社
会
的
革
命
の
問

題
」
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た）

66
（

。
C 

I 

S
は
所
長
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
リ
カ

ン
が
ウ
ォ
ル
ト
・
ロ
ス
ト
ウ
と
共
著
で
一
九
五
七
年
にA Proposal: K

ey to an 

Effective Foreign Policy

と
い
う
政
策
提
言
書
を
出
し
て
お
り
、
近
代
化
論
に

基
づ
い
た
政
策
立
案
機
関
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が

主
流
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
板
垣
は
、
ミ
リ
カ
ン
、
ロ
ス
ト
ウ
、
ヘ
ー
ゲ
ン
ら
の

歓
迎
を
受
け
、
約
八
週
間
の
滞
在
の
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移
動
し
て
い
る
。
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イ
サ
カ
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
滞
在
し
た
期
間
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
板
垣

に
と
っ
て
は
コ
ー
ネ
ル
の
滞
在
の
方
が
充
実
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

板
垣
が
訪
問
し
た
大
学
の
中
で
、
ア
ジ
ア
研
究
者
が
中
心
だ
っ
た
コ
ー
ネ
ル

大
学
は
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
最
も
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い

る
場
所
で
あ
っ
た
。
一
方
、
近
代
化
論
者
が
中
心
の
他
の
機
関
は
、
国
民
国
家

形
成
よ
り
も
経
済
発
展
に
主
眼
を
お
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
大
学
か
ら
、
著
名

な
研
究
者
が
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
高
官
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
そ
う
で
な
い
場

合
も
政
府
か
ら
巨
額
の
研
究
資
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
新
興
独
立

国
が
共
産
主
義
国
家
と
な
る
前
に
ど
の
よ
う
に
「
近
代
化
」
を
達
成
す
る
か
に

つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
あ
る
意
味

で
「
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
戦
い
」
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
述
べ
た

よ
う
に
、共
産
主
義
を
打
ち
負
か
す
だ
け
で
な
く
、ア
メ
リ
カ
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
で
享
受
し
た
生
活
水
準
を
東
南
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
す
た
め
の
戦
争
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が

東
南
ア
ジ
ア
で
何
を
し
て
い
る
か
を
正
確
に
把
握
し
て
は
い
な
か
っ
た）

67
（

。
ア
メ

リ
カ
政
府
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
深
み
に
は
ま
っ
て
い
く
一
九
六
〇
年
代
に
、
ア

ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
関
心
を
払
う
政
府
高
官
は
ほ
と
ん
ど
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
を
務

め
た
後
、
安
全
保
障
担
当
の
高
官
と
し
て
M 

I 

T
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ
ン

ソ
ン
政
権
に
参
画
し
た
ロ
ス
ト
ウ
は
、
自
伝
で
そ
の
時
代
に
つ
い
て
言
及
す
る

際
に
、
援
助
や
イ
ン
フ
レ
と
い
っ
た
国
内
外
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
回
顧
し
て

い
る
も
の
の
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
記
述
は
し
て
い
な

い）
68
（

。一
方
、
コ
ー
ネ
ル
で
ア
ジ
ア
研
究
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
ケ
ー
ヒ
ン
は
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
流
れ
を
く
む
リ
ベ
ラ
ル
・
左
派
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
中
枢
の
失
敗
の
原
因
は
、
ア
ジ
ア
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

軽
視
し
、
そ
れ
ら
と
の
協
調
で
は
な
く
む
し
ろ
対
峙
し
た
こ
と
に
あ
る
と
指
摘

し
て
い
た
。
河
合
栄
治
郎
門
下
と
し
て
社
会
思
想
研
究
会
に
属
し
、
後
に
日
本

の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
制
度
化
に
貢
献
す
る
猪
木
正
道
は
、
ア
メ
リ
カ
の
東
南

ア
ジ
ア
政
策
が
、「
後
進
諸
国
に
お
け
る
民
族
・
社
会
革
命
に
対
す
る
硬
直
し

た
無
理
解
と
い
う
大
き
な
欠
陥
」
を
抱
え
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
。
板
垣
ほ

か
ア
ジ
ア
問
題
に
取
り
組
む
リ
ベ
ラ
ル
（
民
主
社
会
主
義
者
）
た
ち
も
、
反
共

的
立
場
を
と
り
つ
つ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
を
失
敗
と
み
な
し
て
新
興

国
家
の
社
会
主
義
な
い
し
非
同
盟
中
立
路
線
に
理
解
を
示
し
て
い
た）

69
（

。
経
済
学

者
で
も
あ
り
ア
ジ
ア
研
究
者
で
も
あ
っ
た
板
垣
は
、
戦
時
中
か
ら
東
南
ア
ジ
ア

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
敏
感
で
、
第
一
の
関
心
は
「
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
と
近

代
化
」
で
あ
り
、「
経
済
的
後
進
性
と
社
会
経
済
的
構
造
」
は
そ
の
次
で
あ
っ

た）
70
（

。
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
板

垣
は
一
九
五
八
年
に
イ
サ
カ
で
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
研
究
者
と
交
流
を
深
め
、
六

〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
ケ
ー
ヒ
ン
と
書
簡
の
や
り
と
り
を
続
け
て
い

る
。一

九
五
八
年
一
月
、
板
垣
は
ワ
シ
ン
ト
ン
と
シ
カ
ゴ
で
そ
れ
ぞ
れ
一
週
間
を
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過
ご
し
、
議
会
図
書
館
や
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
を
訪
問
し
、
シ
カ
ゴ

大
学
で
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
と
面
会
し
た
。
議
会
図
書
館
で
は
、
ア
メ
リ
カ

占
領
当
局
が
満
鉄
の
東
亜
経
済
調
査
局
や
東
亜
研
究
所
か
ら
接
収
し
た
文
献
を

発
見
し
て
い
る）

71
（

。
そ
の
後
、
板
垣
は
西
海
岸
へ
移
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

バ
ー
ク
レ
ー
校
な
ど
を
訪
問
し
て
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
ト
ラ
ベ
ル
グ
ラ

ン
ト
に
よ
る
在
外
研
修
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
日
本
へ
向
け
て
出
発
す
る
二
週

間
前
、
板
垣
は
バ
ー
ク
レ
ー
か
ら
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
宛
に

手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
一
年
を
振
り
返
る
手
紙
で
、
板
垣
は
「
ア
メ
リ
カ

で
も
っ
と
多
く
の
仕
事
が
出
来
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
英

語
で
複
数
の
論
文
を
書
く
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
」
と
告
白
し
て
い
る
。
一
九
五
八
年
七
月
、
板
垣
は
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
の
M 

I 

T
に
い
た
際
に
、
ブ
ー
ケ
の
二
重
経
済
論
に
関
す
る
原
稿
を

作
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
の
議
論
が
も
と
と
な
っ
て
お
り
、

M 

I 

T
や
シ
カ
ゴ
大
学
で
ヘ
ー
ゲ
ン
や
ロ
ス
ト
ウ
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、

一
九
六
〇
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る）

72
（

。

四　

戦
後
日
本
に
お
け
る
近
代
化
論
の
導
入

近
代
化
論
と
日
本

板
垣
は
近
代
化
論
の
日
本
へ
の
導
入
に
関
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人

物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
日
本
で
近
代
化
論
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
保
条
約
改
定
後
の
こ
と
で
あ
る
。
板
垣

や
木
村
健
康
を
は
じ
め
、
議
会
制
民
主
主
義
に
基
づ
く
福
祉
国
家
の
構
築
を
議

論
し
て
い
た
反
共
社
民
主
義
者
た
ち
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
ロ
ス
ト
ウ
ら

の
議
論
を
学
び
は
じ
め
て
い
る
。
日
本
で
は
、
近
代
化
論
は
ア
メ
リ
カ
民
主
党

政
権
に
よ
る
ア
ジ
ア
・
日
本
政
策
と
同
一
視
さ
れ
「
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
路
線
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
近
代
化
論
は
、

経
済
発
展
を
軸
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
策
と
同
時
に
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
ら
ア
メ

リ
カ
の
日
本
研
究
者
に
よ
る
近
代
日
本
の
解
釈
と
結
び
つ
い
て
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
や
政
策
立
案
者
に
と
っ
て
、
日
本
は
単
な
る

「
事
例
」
以
上
の
存
在
で
あ
り
、「
近
代
化
」
と
い
う
用
語
が
歴
史
的
変
化
の
分

析
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
国
で
あ
っ
た
。
文
化
の
違
い
は
そ
れ

ほ
ど
重
要
で
は
な
く
、
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
化
し
た
社
会
に
「
収
斂
」
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た）

73
（

。

ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
に
と
っ
て
、
近
代
日
本
は
非
西
洋
圏
で
近
代
化
を

遂
げ
た
「
優
等
生
」
で
あ
っ
た
。
ロ
ス
ト
ウ
が
英
国
で
自
身
の
経
済
発
展
理
論

を
展
開
す
る
講
義
を
行
っ
た
一
九
五
八
年
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
（John H

all

）

は
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
支
援
を
受
け
て
近
代
日
本
に
関
す
る
会
議
を
開
い
て
い

る
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
行
わ
れ
た
そ
の
会
議
で
は
、
マ
リ
ウ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン

（M
arius Jansen

）、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
（Ronald D

ore

）
ら
が
招
か
れ
、
後

に
出
版
物
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
企
画
に
お
い
て
、
ホ
ー
ル
は
日
本
の
近
代

化
を
「
近
年
に
お
け
る
国
家
発
展
の
最
も
素
晴
ら
し
い
物
語
の
一
つ
」
と
賞
賛

し
た）

74
（

。
同
じ
時
期
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
近
代
化
論
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
用
い
て
徳
川
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時
代
の
文
化
を
社
会
学
的
に
分
析
し
たTokugaw

a Religion

が
、
ロ
バ
ー
ト
・

ベ
ラ
ー
（Robert Bellah

）
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る）

75
（

。
日
本
の
近
代
化
に

対
す
る
肯
定
的
な
見
解
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
日

本
に
浸
透
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
集
ま
り
の
他
に
、
い
わ
ゆ
る
「
箱
根
会
議
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
一
九
六
〇
年
に
日
本
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ホ
ー
ル
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
、
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
、
ド
ー
ア
な
ど
英

米
豪
の
研
究
者
と
と
も
に
、
丸
山
真
男
、
大
来
佐
武
郎
、
猪
木
正
道
、
高
坂
正

顕
ら
が
出
席
し
、
日
本
の
論
壇
の
注
目
を
集
め
て
い
る）

76
（

。

一
九
六
一
年
に
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
駐
日
大
使
に

任
命
さ
れ
る
と
、
近
代
日
本
に
関
す
る
新
し
い
見
方
が
よ
り
一
層
押
し
進
め
ら

れ
、「
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
攻
勢
」
と
い
う
批
判
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
は
就
任
直
後
に
『
中
央
公
論
』
で
中
山
伊
知
郎
と
対
談
を
行
っ
て

い
る
。「
日
本
近
代
化
の
歴
史
的
評
価
」
と
題
し
た
対
談
で
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

は
、
過
去
九
〇
年
の
日
本
の
歴
史
は
、「
西
欧
の
近
代
化
の
範
型
を
用
い
て
近

代
化
の
過
程
を
早
め
、し
か
も
大
成
功
を
収
め
た
唯
一
の
例
が
そ
の
中
に
あ
る
」

が
ゆ
え
に
世
界
史
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
、
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
日
本
の
戦
時
期
を
否
定
的
に
と
ら
え
つ
つ
も
、
他
の
途
上
国

の
模
範
と
な
る
と
近
代
日
本
の
あ
ゆ
み
を
礼
賛
し
た
。
中
山
は
、
日
本
の
工
業

化
と
同
様
の
も
の
が
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的

で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
単
線
的
な
モ
デ
ル
を
念
頭
に
、
日
本
の
成
功

と
中
国
の
「
大
き
な
失
敗
」
を
教
訓
に
東
南
ア
ジ
ア
で
も
急
速
な
経
済
発
展
が

可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る）

77
（

。

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
日
本
近
代
史
解
釈
は
、
日
本
の
歴

史
家
や
経
済
学
者
に
よ
っ
て
も
受
容
さ
れ
、
日
本
の
出
版
社
に
よ
っ
て
広
め
ら

れ
た
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
『
中
央
公
論
』
の
対
談
が
契
機
と
な
っ
て
新
書
の
執

筆
を
依
頼
さ
れ
て
い
る）

78
（

。
日
本
の
研
究
者
も
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
翻
訳
す
る
な

ど
し
た
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
資
金
援
助
を
受
け
、
大
川
一
司
が

ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
ら
と
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
で
行
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日

本
の
経
済
成
長
を
統
計
的
に
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
大
川
は
自
身
の
研
究
が
途
上
国
の
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
た
。
日
本
の
成
功
が
ア
ジ
ア
経
済
の
発
展
の
手
本
と
な
る
と
と
ら
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

近
代
化
論
と
板
垣

板
垣
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
近
代
化
論
を
支
持
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

大
川
や
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
意
見
と
異
な
り
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
が
同
じ
単
線

的
な
経
済
発
展
モ
デ
ル
の
上
に
位
置
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
板
垣
に
と
っ

て
、
ア
ジ
ア
経
済
の
本
質
的
な
特
徴
は
「
植
民
地
的
後
進
性
」
に
あ
り
、
ア
ジ

ア
の
経
済
発
展
に
は
ま
ず「
植
民
地
体
制
」か
ら
政
治
経
済
的
に
独
立
し
た「
国

民
的
体
制
」
へ
の
移
行
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た）

79
（

。
ロ
ス
ト
ウ
は
植
民
地

主
義
や
そ
の
遺
産
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
応
答
と

い
っ
た
も
の
を
軽
視
し
て
い
た
が
、
板
垣
は
ケ
ー
ヒ
ン
と
同
じ
く
、
一
九
五
〇
・
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六
〇
年
代
に
も
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
着
目
し
て
い
た
。
一

方
で
、
日
本
が
「
ア
ジ
ア
の
一
員
」
と
考
え
る
板
垣
は
、
近
代
化
論
者
と
同
じ

よ
う
に
反
共
的
な
視
点
か
ら
ア
ジ
ア
へ
の
経
済
援
助
を
提
唱
し
て
い
る）

80
（

。
し
か

し
、
板
垣
は
、「
植
民
地
体
制
」
も
「
複
合
経
済
」
も
存
在
し
な
い
日
本
の
経

済
を
、
東
南
ア
ジ
ア
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
し
て
い
た
。

ア
ジ
ア
経
済
社
会
の
二
重
性
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
板
垣
は
ロ
ス
ト
ウ
の

議
論
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
一
九
六
〇
年
代
初
頭
、
M 

I 

T
の
教
員
だ
っ

た
ロ
ス
ト
ウ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
（
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
）
に

安
全
保
障
担
当
の
高
官
と
し
て
入
り
、
他
の
「
ベ
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ブ
ラ
イ
テ

ス
ト
」
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
介
入
を
推
進
し
た
中
心
人
物
の
一
人

と
な
る）

81
（

。
ロ
ス
ト
ウ
は
板
垣
が
一
九
五
八
年
夏
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
際
に
意

見
交
換
を
し
て
い
る
。
そ
の
直
後
、
ロ
ス
ト
ウ
は
英
国
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
へ

行
き
、
そ
こ
で
経
済
成
長
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
要
旨
は
英
国
の
経

済
誌
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
に
掲
載
さ
れ
、
ロ
ス
ト
ウ
は
自
身
の
名
を
広
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
講
義
全
体
は
一
九
六
〇
年
に
彼
の
代
表
作The Stages of 

Econom
ic G

row
th: A N

on-C
om

m
unist M

anifest

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

板
垣
は
ロ
ス
ト
ウ
本
人
か
ら
手
に
入
れ
た
そ
の
講
義
原
稿
を
、
一
九
五
九
年
末

に
『
東
洋
経
済
』
で
日
本
の
読
者
に
紹
介
し
て
い
る
。

ロ
ス
ト
ウ
と
の
個
人
的
面
識
を
活
か
し
、
板
垣
は
初
期
の
段
階
で
ロ
ス
ト
ウ

の
議
論
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
。
シ
ル
ズ
が
言
及
し
た
よ
う
に
、
板
垣
は
社

会
思
想
研
究
会
や
日
本
フ
ェ
ビ
ア
ン
研
究
所
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
。
実

際
に
ロ
ス
ト
ウ
の
代
表
作
を
『
経
済
成
長
の
諸
段
階
』（
一
九
六
五
年
）
と
し
て

翻
訳
し
た
の
は
社
会
思
想
研
究
会
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
木
村
健
康
と
フ
ェ
ビ

ア
ン
研
究
所
の
久
保
ま
ち
子
ら
で
あ
っ
た）

82
（

。
木
村
は
、
文
化
自
由
会
議
や
そ
の

日
本
支
部
と
も
い
う
べ
き
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
中
心
に
も
お
り
、
一
九
六

〇
年
代
に
は
翻
訳
だ
け
で
な
く
、
ロ
ス
ト
ウ
を
日
本
に
招
待
し
て
い
る
。
社
会

思
想
研
究
会
に
所
属
し
、
外
務
省
か
ら
社
会
党
を
経
て
民
社
党
議
員
（
初
代
書

記
長
）
に
転
身
し
た
曽
祢
益
も
ロ
ス
ト
ウ
の
著
作
の
い
く
つ
か
を
翻
訳
し
た
。

木
村
や
蝋
山
政
道
と
い
っ
た
板
垣
と
親
し
か
っ
た
反
共
リ
ベ
ラ
ル
な
い
し
反
共

社
民
主
義
者
（
民
主
社
会
主
義
者
あ
る
い
は
社
会
党
右
派
支
持
者
）
が
、
ロ
ス
ト

ウ
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
化
論
の
担
い
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

83
（

。
一
方
、
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
は
、
駐
日
大
使
と
し
て
東
京
に
赴
任
後
、
自
身
の
近
代
日
本
に
対
す

る
評
価
を
日
本
に
広
げ
、
ロ
ス
ト
ウ
の
議
論
と
並
ん
で
一
九
六
〇
年
代
に
日
本

の
左
派
勢
力
の
批
判
を
巻
き
起
こ
し
た
。
批
判
派
の
代
表
で
あ
っ
た
金
原
左
門

は
、
ロ
ス
ト
ウ
の
理
論
や
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
歴
史
観
を
政
策
立
案
の
た
め
の
便

利
な
道
具
と
し
て
受
け
入
れ
た
日
本
の
知
識
人
を
批
判
し
た
際
、
板
垣
を
そ
の

代
表
者
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る）

84
（

。

し
か
し
、
板
垣
は
後
進
国
な
い
し
途
上
国
の
二
重
性
や
従
属
性
に
つ
い
て
関

心
を
持
っ
て
お
り
、
ロ
ス
ト
ウ
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
近
代
化
論
は
、
経
済
発
展
に
関
す
る
一
般
的
か
つ
本
質
的
な
形
式
の
存
在

を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
技
術
、
軍
事
、
官
僚
制
、
政
治
・
社
会
構
造
の

進
歩
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
「
伝
統
」
か
ら
「
近
代
」
へ
の
諸
段
階
に
、
各
社
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会
が
分
類
で
き
る
と
し
た）

85
（

。
ロ
ス
ト
ウ
の
議
論
は
西
洋
の
近
代
化
が
モ
デ
ル
の

原
型
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
が
五
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
た
。
第
一
が
「
伝

統
社
会
」、
次
に
「
テ
イ
ク
オ
フ
へ
の
準
備
段
階
」、
そ
し
て
「
テ
イ
ク
オ
フ
・

離
陸
段
階
」
と
な
っ
て
、
第
四
段
階
の
「
成
熟
へ
の
前
段
」、
最
後
が
ア
メ
リ

カ
の
現
代
社
会
の
一
般
化
し
た
「
大
量
消
費
の
時
代
」
で
あ
る
。
ロ
ス
ト
ウ
は

あ
ら
ゆ
る
伝
統
社
会
が
ア
メ
リ
カ
の
生
活
様
式
に
到
達
す
る
と
考
え
、
そ
の
た

め
に
途
上
国
へ
の
経
済
援
助
を
正
当
化
し
た
。
板
垣
は
、
植
民
地
主
義
は
事
実

上
消
滅
し
た
と
考
え
た
ロ
ス
ト
ウ
に
対
し
、
彼
の
「
伝
統
社
会
」
の
分
析
が
不

十
分
だ
と
指
摘
し
た
。
ロ
ス
ト
ウ
は
、「
伝
統
社
会
」
を
生
産
性
に
上
限
の
あ

る
「
前
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
世
界
」
と
画
一
的
に
定
義
し
て
い
る）

86
（

。
一
方
、
板
垣

は
そ
う
考
え
ず
、
二
つ
の
分
類
が
伝
統
社
会
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
植
民
化
さ

れ
な
か
っ
た
西
洋
社
会
の
そ
れ
と
、
植
民
地
と
な
っ
た
社
会
の
そ
れ
で
あ
る
。

植
民
地
当
局
の
支
配
に
あ
っ
た
伝
統
社
会
の
停
滞
は
、
西
欧
の
よ
う
な
均
質
な

社
会
で
は
な
く
、「
不
平
等
化
要
因
」
を
は
ら
む
ア
ジ
ア
社
会
の
よ
う
な
、
む

し
ろ
複
合
的
な
要
因
が
併
存
す
る
社
会
で
あ
る
、
と
板
垣
は
議
論
し
た
の
で
あ

る
。板

垣
は
、
ロ
ス
ト
ウ
の
述
べ
る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
と
い
っ
た
「
離
陸
の

た
め
の
前
提
条
件
」
だ
け
で
な
く
、
植
民
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
「
不
平

等
化
要
因
」
の
除
去
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
た）

87
（

。
ロ
ス
ト
ウ
に
と
っ
て
、
共

産
主
義
は
、
近
代
化
に
必
要
な
諸
要
素
が
う
ま
く
組
織
化
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
、
移
行
期
の
社
会
が
陥
る
一
種
の
病
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
経
済
決
定
論
に

よ
る
歴
史
的
必
然
で
は
な
く
、
政
治
的
選
択
の
過
ち
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る）
88
（

。
板
垣
に
と
っ
て
、
共
産
主
義
は
病
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
経
済
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
選
択
し
う
る
現
実
的
な
道
筋
で
あ
っ
た
。
植
民
地
主
義
は
社
会
経
済

体
制
の
移
行
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、「
植
民
地
的
体
制
」
か
ら
「
国
民
的

体
制
」
の
み
な
ら
ず
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
革
命
を
も
も
た
ら
し
か

ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

89
（

。
戦
時
期
は
植
民
政
策
の
専
門
家
で
あ
っ
た

板
垣
に
と
っ
て
、
脱
植
民
地
化
の
過
程
や
帝
国
秩
序
の
変
遷
は
大
き
な
関
心
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
以
降
、（
旧
）
植
民
地
社
会
の
経
済
発
展
が

板
垣
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。

五　

日
米
反
共
リ
ベ
ラ
ル
と
論
壇

一
九
六
〇
年
代
の
論
壇
と
板
垣

エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
が
期
待
し
た
よ
う
に
、
板
垣
は
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
一

人
と
し
て
、
近
代
化
論
を
紹
介
し
た
だ
け
で
な
く
、
論
壇
な
ど
で
の
活
動
を
含

む
日
本
の
文
化
政
治
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
後
、

板
垣
は
月
刊
誌
『
自
由
』
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
五
五
年
、
林
健

太
郎
、
高
坂
正
顕
、
木
村
健
康
ら
は
文
化
自
由
会
議
の
日
本
支
部
と
し
て
日
本

文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
立
し
、一
九
五
九
年
に
は
事
実
上
の
機
関
誌
と
し
て『
自

由
』
を
創
刊
し
た
。
同
誌
に
は
、
蝋
山
政
道
、
猪
木
正
道
、
関
嘉
彦
と
い
っ
た

民
主
社
会
主
義
の
論
客
や
石
橋
政
嗣
と
い
っ
た
社
会
党
政
治
家
の
ほ
か
、
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
や
マ
ク
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
デ
ィ
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
か
ら
転
身
し
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て
ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
で
安
全
保
障
担
当
特
別
補
佐
官
を
務
め
た
後
に

フ
ォ
ー
ド
財
団
理
事
長
）
ら
ア
メ
リ
カ
の
民
主
党
系
知
識
人
が
寄
稿
し
、
さ
ら

に
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
る
経
済
学
者
ジ
ョ
ン
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
（
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
教
授
・
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
で
イ
ン
ド
大
使
）
や
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
論
説
の

翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
自
由
』
の
創
刊
か
ら
休
刊
（
二
〇
〇
九
年
）
ま
で
編
集
長
の
座
に
あ
っ
た
石

原
萠
記
に
よ
る
と
、
同
誌
の
全
盛
期
は
一
九
六
〇
年
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
フ
ォ
ー
ド
財
団
か
ら
支
援
を
受
け
て
い
た
時
期
と

重
な
る）

90
（

。
フ
ォ
ー
ド
財
団
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
担
当
の
政
府
高
官
で
あ
っ

た
ポ
ー
ル
・
ホ
ッ
フ
マ
ン
（Paul H

offm
an

）
を
理
事
長
に
迎
え
、
一
九
五
〇

年
代
に
日
本
、
イ
ン
ド
、
イ
ラ
ン
を
重
点
地
域
と
し
て
ア
ジ
ア
の
共
産
主
義
の

動
向
に
注
視
し
て
い
た
。
日
本
で
の
助
成
金
支
給
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
日

本
の
共
産
主
義
に
詳
し
い
ポ
ー
ル
・
ラ
ン
ガ
ー
（Paul Langer

）
が
調
査
を
行
っ

て
い
る）

91
（

。
社
会
主
義
を
標
榜
し
て
発
足
し
た
社
会
思
想
研
究
会
は
、
敗
戦
直
後

か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て『
中
央
公
論
』に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
が
、

同
研
究
会
メ
ン
バ
ー
が
参
画
し
て
発
刊
さ
れ
た
『
自
由
』
は
『
中
央
公
論
』
と

並
ん
で
反
共
社
民
リ
ベ
ラ
ル
の
総
合
雑
誌
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
五

四
年
、
社
会
党
右
派
の
活
動
家
で
あ
っ
た
石
原
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
パ
ッ
シ
ン

（H
erbert Passin

）
か
ら
文
化
自
由
会
議
の
日
本
支
部
設
立
準
備
へ
の
協
力
を

乞
わ
れ
て
い
る
。
パ
ッ
シ
ン
は
、
G 

H 

Q
（
S 

C 

A 

P
）
に
勤
務
し
た
経
験
を

持
ち
、
後
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
社
会
学
教
授
に
な
る
が
、
当
時
は
C 

I 

A
の

支
援
を
受
け
た
雑
誌Encounter

と
文
化
自
由
会
議
の
極
東
特
派
員
で
あ
っ
た
。

石
原
が
一
九
五
九
年
に
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
雑
誌
を
創
刊
し
た
際
、
そ
の

中
心
メ
ン
バ
ー
は
、
河
合
栄
治
郎
門
下
（
木
村
、
関
、
猪
木
ら
社
会
思
想
研
究
会

関
係
者
）、
京
都
学
派
（
高
坂
）、
そ
し
て
共
産
党
か
ら
の
転
向
者
（
林
、
平
林
た

い
子
）
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
訂
を
支
持
し
、
大
衆
を
啓
蒙
す
る

と
い
う
の
が
同
誌
の
趣
旨
で
あ
っ
た）

92
（

。

東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
も
日
本
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
活
動
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
。
社
会
党
の
右
派
が
分
裂
し
て
一
九
六
〇
年
二
月
に
民
主
社
会
党
が
誕

生
し
た
時
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
情
報
局
か
ら
東
京
に
出
向

し
て
い
た
レ
オ
ン
・
ピ
ー
コ
ン
を
通
じ
て
、
新
党
結
成
の
新
聞
報
道
が
出
さ
れ

る
前
に
い
ち
早
く
民
社
党
の
綱
領
を
入
手
し
て
い
る
。
近
所
づ
き
あ
い
か
ら
関

嘉
彦
と
親
し
く
な
っ
た
ピ
ー
コ
ン
は
、
関
が
民
社
党
の
基
本
理
念
を
作
成
し
た

際
に
、
偶
然
に
も
綱
領
の
英
語
版
準
備
を
手
伝
う
こ
と
に
な
る
。
ピ
ー
コ
ン
は

民
社
党
結
成
の
動
き
を
、
彼
の
上
司
（
で
あ
り
陸
軍
時
代
の
日
本
語
の
先
生
）
で

あ
っ
た
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
非
公
式
に
報
告
し
た
。
ピ
ー
コ
ン
は
、
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
に
つ
い
て
「
極
左
に
特
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
左
派
に
近
い
人
に

興
味
が
あ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る）

93
（

。

板
垣
は
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
与
し
て
い
る
。
一
九
六
四
年
、
同

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
読
売
新
聞
・
日
本
テ
レ
ビ
と
共
催
で
「
世
界
平
和
推
進
会
議
」

を
開
き
、
文
化
自
由
会
議
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
哲
学
者
の
シ
ド
ニ
ー
・

フ
ッ
ク
や
リ
ア
リ
ス
ト
国
際
政
治
学
の
始
祖
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
ら
を
招
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待
し
た
。
板
垣
は
そ
の
会
議
で
南
北
問
題
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
議
長
と
な
り
、

猪
木
や
大
来
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
知
識
人
ら
と
議
論
を
行
っ
て
、
そ
の
様
子
を

『
自
由
』
に
寄
稿
し
て
い
る）

94
（

。
板
垣
は
、
日
本
の
反
共
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の

中
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
政
策
関
係
者
や
知
識
人
と
の
窓
口
で
も
あ
っ
た
。

板
垣
は
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
で
築
い
た
ア
ジ
ア
研
究
者
と
の
国
際
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
そ
の
後
も
維
持
し
、
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
国
際
化
に
も
貢
献

し
て
い
る
。
一
九
六
一
年
一
月
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
第
一
回
の
東
南
ア
ジ
ア
歴

史
家
会
議
が
開
催
さ
れ
た
際
、
板
垣
は
猪
木
正
道
ら
と
出
席
し
、
マ
ラ
ヤ
に
お

け
る
日
本
の
占
領
政
策
に
つ
い
て
、
自
身
の
経
験
と
観
察
に
基
づ
い
た
報
告
を

行
っ
た）

95
（

。
こ
の
会
議
は
、
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
の
発
展
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

集
ま
り
で
、
現
在
も
続
く
国
際
ア
ジ
ア
歴
史
家
会
議
（
I 
A 
H 

A
）
の
母
体
の

一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た）

96
（

。
板
垣
は
日
本
人
参
加
者
の
中
で
唯
一
の
報
告
者

で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ
ア
研
究
の
台
頭
に
驚
き
つ
つ
も
、
ケ
ー
ヒ

ン
ら
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
と
旧
交
を
温
め
て
い
る）

97
（

。
こ
の
会
議
は
、
ロ
シ
ア
政

治
の
研
究
者
で
あ
っ
た
猪
木
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
研
究
者
と
知
り
合
う
機

会
を
与
え
た
。
後
に
猪
木
は
フ
ォ
ー
ド
財
団
や
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
研
究
者
の
支

援
を
受
け
て
一
九
六
三
年
に
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
を
京
都
大
学
に
設
立

す
る
こ
と
と
な
る）

98
（

。

一
九
六
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
反
共
社
民
勢
力
の
議
会
で
の
伸
び
悩
み
と
あ

い
ま
っ
て
、
日
本
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
活
動
が
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
る
よ
う
に

な
る
。
一
九
六
九
年
、
石
原
萠
記
は
福
田
恒
存
や
竹
山
道
雄
ら
と
一
九
七
〇
年

の
安
保
改
定
を
支
持
す
べ
く
「
日
本
文
化
会
議
」
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
石
原

の
回
想
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
同
会
議
へ
の
支
援
に
関
心
を
示
し
た
も

の
の
、
三
島
由
紀
夫
が
外
国
か
ら
の
資
金
受
け
入
れ
に
反
対
し
た
た
め
、
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
援
助
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
、
東
京
電
力
な

ど
大
企
業
が
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
企
業
と
文
化
人
、
あ
る
い
は
文
化

人
内
部
の
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
ず
、
政
治
文
化
団
体
と
し
て
機
能
し
な
い

ま
ま
単
な
る
「
サ
ロ
ン
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
文
藝
春
秋
が
同
会
議

の
中
心
人
物
に
声
を
か
け
て
月
刊
誌
『
諸
君
』
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
活
動
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
日

本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
文
化
会
議
や
『
自
由
』
に
集
っ
た
知
識
人
は
政
治
的
に

四
分
五
裂
し
て
し
ま
う
。
林
健
太
郎
ら
は
自
由
民
主
党
に
近
づ
き
、
関
嘉
彦
ら

は
民
社
党
に
加
わ
り
、
あ
る
い
は
東
欧
経
済
の
専
門
家
・
高
橋
正
雄
は
社
会
党

の
支
持
者
と
な
っ
た）

99
（

。
一
九
七
二
年
以
降
、『
自
由
』
の
編
集
長
だ
っ
た
石
原

は
以
前
の
執
筆
者
に
依
頼
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
若
手
の
発
掘
に
専
心
す
る

よ
う
に
な
っ
た）

100
（

。
実
際
、
板
垣
は
、
日
本
文
化
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
も
、『
諸

君
』
に
執
筆
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
『
自
由
』
に
登
場

し
て
い
な
い
。

戦
後
日
本
は
、「
自
由
世
界
」
の
一
員
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
軍
事
同
盟
を

基
盤
に
反
共
的
立
場
を
と
り
、
自
由
民
主
党
の
政
権
の
も
と
で
経
済
発
展
を
享

受
し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
民
主
党
、
特
に
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
近
く
、
イ
ギ
リ
ス

労
働
党
や
西
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
関
係
者
を
支
援
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
リ
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学
に
お
い
て
板
垣
は
異
端
で
あ
り
、
同
財
団
に
と
っ
て
支
援
し
う
る
研
究
者
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
ら
ア
メ
リ
カ
で
近
代
化
論
を

推
進
す
る
リ
ベ
ラ
ル
社
会
科
学
者
が
、
日
本
の
知
識
人
界
に
お
け
る
板
垣
の
反

共
リ
ベ
ラ
ル
と
し
て
の
重
要
性
を
強
調
し
、
強
力
に
推
薦
し
た
。
し
か
し
、
訪

米
中
に
板
垣
が
共
鳴
し
た
の
は
近
代
化
論
者
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
勃
興
し

つ
つ
あ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
関
わ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
戦
時
期
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
経
験
か
ら
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
の
強
さ
を
体
感
し
て
い
た
板
垣

は
、
同
じ
く
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
注
目
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト

ナ
ム
介
入
に
批
判
的
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ー
ヒ
ン
ら
と
の
交
流
を
深
め
る

こ
と
と
な
る
。

一
方
、
板
垣
は
ロ
ス
ト
ウ
ら
近
代
化
論
の
日
本
へ
の
主
要
な
紹
介
者
の
一
人

で
も
あ
っ
た
。
ロ
ス
ト
ウ
ら
と
同
じ
く
反
共
的
立
場
か
ら
ア
ジ
ア
へ
の
経
済
援

助
を
支
持
し
つ
つ
も
、
近
代
化
論
に
は
全
面
的
に
賛
同
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。「
二
重
経
済
論
」
の
視
点
か
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
主
義
の
遺
産

と
反
植
民
地
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
注
意
し
た
板
垣
は
、
ロ
ス
ト

ウ
や
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
、
あ
る
い
は
同
僚
の
大
川
一
司
が
唱
え
た
よ
う
な
日
本
と

東
南
ア
ジ
ア
を
単
線
的
な
モ
デ
ル
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。

ア
ジ
ア
開
発
と
反
共
政
策
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
日
本
へ
の

介
入
に
対
し
、
板
垣
は
戦
時
期
の
日
本
占
領
地
で
得
た
知
見
を
持
っ
て
対
応
し

た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
民
間
財
団
は
、
知
識
人
の
政
治
文
化
活
動
や
論
壇
・
総
合
誌
な

ベ
ラ
ル
や
民
間
財
団
は
、
日
本
で
も
反
共
・
反
ソ
ビ
エ
ト
の
社
民
リ
ベ
ラ
ル
を

支
援
し
た
。
そ
う
い
っ
た
動
き
が
保
守
政
党
に
対
抗
し
て
政
権
を
担
い
う
る
反

共
社
民
の
政
治
勢
力
結
成
に
つ
な
が
る
と
い
う
期
待
か
ら
、
板
垣
ら
民
主
社
会

主
義
者
・
反
共
リ
ベ
ラ
ル
に
資
金
協
力
を
行
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、『
自
由
』
や
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
集
ま
っ
た
日
本
の
反
共
社
民
主
義

者
は
、
論
壇
や
文
化
政
治
の
場
で
一
定
の
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
も
、
恒
常
的
か

つ
組
織
化
し
た
運
動
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
議
会
政
治

に
お
い
て
も
、
一
九
四
八
年
以
降
、
社
会
党
や
民
社
党
が
政
権
を
担
う
こ
と
は

な
く
、
一
九
五
五
年
以
降
は
自
由
民
主
党
が
社
会
民
主
的
色
彩
の
政
策
を
取
り

入
れ
つ
つ
近
年
ま
で
一
貫
し
て
政
権
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
民
間
財
団
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
直
後
の
日
本
を
重
要
な
地
域
と
考
え
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
連
携
し

て
日
本
に
進
出
し
た
。
そ
の
主
な
目
的
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
産
主
義
の
拡

大
阻
止
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
戦
間
期
に
構
築
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
知
米
派
と

日
本
の
親
米
リ
ベ
ラ
ル
が
動
員
さ
れ
た
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
に
と
っ
て
、

知
識
人
や
大
学
は
日
本
へ
の
介
入
の
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
科
学
の

中
で
重
点
分
野
と
な
っ
た
経
済
学
に
お
い
て
は
、
数
量
化
と
政
財
官
学
の
連
携

が
推
進
さ
れ
た
。

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
が
振
興
し
よ
う
と
し
た
近
代
経
済
学
の
強
い
一
橋
大
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ど
も
支
援
・
介
入
し
た
。
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
国
際
的
な
反
共
文
化
団
体
で

あ
る
「
文
化
自
由
会
議
」
を
軸
に
し
て
、
日
米
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル
・
社
民
主
義

者
は
ア
メ
リ
カ
の
資
本
を
背
景
に
国
境
を
越
え
た
交
流
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
反
共
社
民
を
援
助
し
た
ア
メ
リ
カ
の
反
共
リ
ベ
ラ
ル

知
識
人
や
民
間
財
団
が
期
待
に
反
し
、
政
権
担
当
政
党
を
含
む
確
固
た
る
反
共

リ
ベ
ラ
ル
勢
力
は
日
本
に
で
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
日
本
は
西
側
諸

国
の
一
員
と
し
て
親
米
・
反
共
の
立
場
を
確
立
・
維
持
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に

よ
る
日
本
の
文
化
政
治
で
の
試
み
は
全
て
が
必
ず
し
も
成
功
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

日
米
に
お
け
る
反
共
リ
ベ
ラ
ル
（
民
主
社
会
主
義
・
反
共
社
民
）
の
交
流
は
、

必
ず
し
も
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。し
か
し
、

戦
後
日
米
関
係
に
お
い
て
、
複
数
の
水
脈
が
文
化
政
治
や
議
会
政
治
に
横
た

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
う
え
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
一

般
的
に
は
「
通
常
福
祉
国
家
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
国
内
政
治
の
運
動
や
体

制
に
か
か
わ
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
」
社
会
民
主
主
義
を
国
際
関
係

的
な
視
点
か
ら
と
ら
え
か
え
す
う
え
で
、
一
つ
の
有
益
な
事
例
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る）

101
（

。
そ
の
よ
う
な
議
論
は
、
二
大
政
党
制
と
政
権
交
代
に
関
し
て
模
索
を

続
け
る
現
代
日
本
社
会
に
も
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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ト
〉

明
治
前
期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」

―

『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
み
る
喫
茶
文
化
の
状
況―

廣　

田　

吉　

崇

Ⅰ　

明
治
期
の
茶
の
湯
の
復
興

1　

近
代
に
お
け
る
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
と
「
流
儀
の
茶
の
湯
」

明
治
維
新
に
よ
っ
て
日
本
の
伝
統
芸
能
が
大
き
な
打
撃
を
う
け
、
文
明
開

化
の
風
潮
の
な
か
で
茶
の
湯
も
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

1
（

。
近
世
に
お
い
て
、
千
家
等
の
家
元
は
、
経
済

基
盤
と
し
て
の
富
裕
町
人
農
民
層
と
、
権
威
基
盤
お
よ
び
経
済
基
盤
と
し
て

の
武
士
層
と
の
両
方
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
的
な
地
位
を
確
保

し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
期
に
な
る
と
、
茶
の
湯
の
衰
退
に
く
わ
え
、
武

士
と
し
て
の
格
式
と
俸
禄
と
い
う
基
盤
を
失
っ
た
家
元
は
、
深
刻
な
状
況
に

お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
技
芸
の
習
得
を
重
視
す
る
「
流
儀
の
茶
の
湯
」

は
、
家
元
が
広
く
庶
民
層
を
対
象
に
茶
の
湯
を
教
え
広
め
、
そ
れ
を
経
済
基

盤
と
し
て
確
立
す
る
ま
で
の
間
、
低
迷
期
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ

が
明
ら
か
な
か
た
ち
で
改
善
す
る
の
は
大
正
期
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る）
2
（

。

そ
の
一
方
で
、
明
治
期
の
上
層
階
級
に
お
い
て
は
、
ひ
と
あ
し
早
く
茶
の

湯
の
復
興
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
茶
の
湯
の
復
興
を
先
導
し
た
の
は
、

旧
大
名
、近
世
か
ら
の
豪
商
に
く
わ
え
て
、新
た
に
台
頭
し
た
維
新
の
功
臣
、

財
閥
関
係
者
ら
の
、「
近
代
数
寄
者
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
。
か
れ
ら

の
茶
の
湯
を
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
趣

味
に
よ
っ
て
独
自
の
茶
の
湯
を
楽
し
む
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
家
元
の
教
え

に
従
っ
て
実
践
す
る「
流
儀
の
茶
の
湯
」と
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
が
、
そ
の
後
の
茶
の
湯
の
世
界
で
は
優
位

を
占
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
前
期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
状
況
を
、
当
時
の
貴
紳

の
日
記
で
あ
る
『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
み
る

こ
と
と
す
る
。
茶
の
湯
の
歴
史
は
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
家
元
中
心
に
論
じ

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
上
層
階
級
中
心
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
に
視
野
を

う
つ
す
と
、
や
や
異
な
る
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の

で
あ
る
。
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2　

茶
の
湯
の
復
興
に
お
け
る
明
治
十
年
の
意
義

明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
茶
の
湯
関
係
の
膨
大
な
記
録
を
残
し
た

高
橋
義
雄
（
箒
庵
）
は
、
明
治
期
に
お
け
る
茶
の
湯
の
復
興
に
つ
い
て
「
明

治
十
年
西
南
戦
争
が
終
局
し
て
、
人
心
漸
く
安
定
す
る
に
及
ん
で
、
茲
に
始

て
茶
事
復
興
の
端
を
開
き
、所
々
に
茶
会
を
催
す
者
が
出
現
し
た）

3
（

」と
の
べ
、

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
が
一
つ
の
節
目
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
十
年
後
の
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
は
、井
上
馨
邸
へ
の
行
幸
、

す
な
わ
ち
「
天
覧
茶
会
」
が
実
現
し
た
。
こ
の
行
幸
に
お
い
て
、
明
治
天
皇

は
喫
茶
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
茶
室
と
茶
の
湯
の
し
つ
ら
え
が
天
覧
に
供
せ

ら
れ
た
こ
と
は
、
明
治
期
の
茶
の
湯
の
復
興
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、
近
世
以
来
の
茶
の
湯
の
伝
統
と
は
無
縁
の
存
在
と
も
い

え
る
井
上
馨
が
、
新
た
な
茶
の
湯
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
は
、
明

治
二
十
年
当
時
の
茶
の
湯
の
状
況
が
一
定
の
段
階
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
高
橋
義
雄
は
、
明
治
十
年
以
降
の
茶
の
湯
の
復
興
を
主
導
し

た
人
物
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
て
い
る
。

明
治
十
年
西
南
戦
争
の
終
局
ま
で
は
、
紳
士
茶
人
で
公
然
茶
事
を
催

す
者
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、然
る
に
明
治
九
年
頃
報
知
新
聞
社
長
で
、

宗
徧
流
を
学
び
橋
場
の
渡
し
近
く
に
別
荘
を
持
つ
て
居
て
、
茶
事
を
奨

励
し
た
其
人
は
小
西
義
敬
氏
で
あ
る
而
し
て
益
田
克
徳
、
安
田
善
次
郎

の
如
き
、
皆
此
小
西
氏
の
勧
誘
に
依
つ
て
茶
人
仲
間
に
な
つ
た
者
で
あ

る
、（
略
）
兎
に
角
小
西
氏
は
当
時
茶
事
奨
励
の
陣
頭
に
立
つ
た
人
で
、

惜
い
か
な
数
年
後
に
は
其
健
康
を
害
し
、
報
知
新
聞
社
を
引
退
し
て
間

も
な
く
死
去
さ
れ
た
が
併
し
維
新
後
我
かマ
マ

茶
事
主
唱
の
功
は
決
し
て
没

す
可
か
ら
ざ
る
者
で
あ
る）

4
（

。

ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
人
物
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。

此
頃
復
興
茶
会
の
先
陣
を
勤
め
た
茶
人
は
、東
都
に
於
て
は
松
浦
詮
、

渡
辺
驥
、
小
西
義
敬
、
益
田
克
徳
、
安
田
善
次
郎
、
大
住
清
白
等
、
其

他
数
人
を
数
え
得
る）

5
（

し
か
し
、
一
方
で
、『
明
治
天
皇
紀
』
の
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
八
月
二

十
一
日
条
に
は
、
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

上
野
公
園
内
に
於
け
る
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
経
営
成
り
、
是

の
日
を
以
て
開
場
す
、
実
に
本
邦
未
曾
有
の
盛
挙
に
し
て
勧
業
の
基
礎

始
め
て
成
れ
り
と
云
ふ
べ
し
、
乃
ち
臨
幸
し
て
親
し
く
開
場
の
典
を
挙

げ
た
ま
は
ん
と
し
、
午
前
八
時
皇
后
と
倶
に
御
出
門
、
宮
内
卿
輔
・
侍

従
長
・
侍
従
・
女
官
等
扈
従
す）

6
（

一
連
の
式
典
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
明
治
天
皇
は
、

美
術
館
を
御
巡
覧
、
東
京
府
の
築
造
せ
る
列
品
館
の
便
殿
に
於
て
少

時
憩
は
せ
ら
る
、
旧
龍
野
藩
主
脇
坂
安
斐
点
茶
を
献
る
、
軽
気
球
の
放
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揚
を
天
覧
、
午
前
十
一
時
還
幸
あ
ら
せ
ら
る）

7
（

す
な
わ
ち
、
内
国
勧
業
博
覧
会
の
式
典
終
了
後
の
休
憩
時
、
明
治
天
皇
に

献
茶
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
年
と
い
う
は
や
い
時
期
の
こ
の

記
事
は
、
興
味
深
い
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

高
橋
義
雄
（
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
〜
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
））
が
は

じ
め
て
茶
の
湯
に
ふ
れ
た
の
は
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
と
考
え
ら
れ

て
い
る）

8
（

。
明
治
前
期
の
茶
の
湯
の
状
況
を
実
際
に
体
験
し
た
わ
け
で
は
な
い

高
橋
義
雄
が
、
脇
坂
安
斐
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
何
ら
記
し
て
い
な
い
こ
と
は

無
理
も
な
い
。
本
稿
で
概
観
す
る
明
治
十
年
代
半
ば
ま
で
の
茶
の
湯
の
世
界

で
活
躍
し
て
い
た
人
々
の
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
み
る
喫
茶
文
化

1　

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
と
そ
の
背
景

（
1
）
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
人
物
像

有あ
り
す
が
わ
の
み
や

栖
川
宮
幟た

か
ひ
と
し
ん
の
う

仁
親
王（
文
化
九
年（
一
八
一
二
）〜
明
治
十
九
年（
一
八
八
六
））

は
、
世
襲
四
親
王
家
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
徳
川
将
軍
家
を
は
じ
め
有
力
大
名

家
と
も
関
係
を
有
す
る）

9
（

有
栖
川
宮
家
に
生
ま
れ
た
。
元
治
元
年（
一
八
六
四
）、

長
男
の
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
と
と
も
に
国
事
御
用
掛
と
し
て
朝
政
に
参
画
し

た
が
、そ
の
直
後
の
禁
門
の
変
に
よ
り
失
脚
し
た
。
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）、

明
治
天
皇
の
践
祚
に
と
も
な
い
蟄
居
処
分
を
解
か
れ
た
が
、
そ
の
後
は
政
治

か
ら
距
離
を
お
き
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
隠
退
し
た
。
た
だ
し
、
慶

応
四
年
（
一
八
六
八
）
神
祇
事
務
総
督
に
就
任
し
て
以
降
、
隠
退
後
も
神
道

総
裁
や
皇
典
講
究
所
総
裁
な
ど
を
歴
任
し
、
神
道
の
普
及
に
関
与
し
た
。
ま

た
、
文
化
面
で
は
、
有
栖
川
流
と
よ
ば
れ
る
書
道
を
伝
え
、
歌
道
に
も
す
ぐ

れ
、
明
治
天
皇
の
書
道
お
よ
び
歌
道
の
師
範
を
つ
と
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
る
。

有
栖
川
宮
の
祭
祀
を
継
承
し
た
高
松
宮
宣
仁
親
王
に
よ
り
、昭
和
八
年（
一

九
三
三
）
に
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
伝
記
で
あ
る
『
幟
仁
親
王
行
実
』
一
冊
、

つ
い
で
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
か
ら
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
か
け

て
『
幟
仁
親
王
日
記
』
巻
上
・
巻
中
・
巻
下
の
三
冊）
10
（

お
よ
び
附
録
と
し
て
家

職
が
記
録
し
た
『
一
品
宮
御
隠
邸
雑
記
』
一
冊
が
刊
行
さ
れ
た）

11
（

。

後
述
の
と
お
り
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
茶
に
つ
い
て

の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
喫
茶
に
関
係
す
る
お
も
な
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

主
要
部
分
を
整
理
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
記
に
は
、
茶
会

記
に
類
す
る
記
事
は
な
く
、
人
名
を
中
心
と
す
る
交
際
関
係
、
喫
茶
の
種
類

方
法
、
若
干
の
道
具
な
ど
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
秋
元
信
英
に
よ
る
詳
細
な
分

析
が
す
で
に
あ
り）

12
（

、
本
稿
に
お
け
る
検
討
結
果
も
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。
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表
1　
『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
み
る
喫
茶
関
係
の
記
事

（
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
〜
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
た
だ
し
、
一
部
を
欠
く
。）

年

月

日

内
容

記　

事　

の　

抜　

粋

明
治
四
年

（
一
八
七
一
）

四
月

五
日
余
白

茶
道
具

　
　
　

布
袋
竹
四
節
茶
杓
銘
被
頼
筒
ニ
認
ル

　
　
　

世
中　

す
く
な
る
も
ま
か
る
も
竹
の
世
中
の
心
ひ
と
つ
の
ふ
し
な
ら
な
く
に
大
空
の
雲
よ
り
上
の
白
雲
の
ふ
し
の
姿
は
ま
は
ゆ
か

り
け
り

明
治
五
年

（
一
八
七
二
）

四
月

十
日

薄
茶

芝
邸
江
行
向
、（
略
）
中
食
・
薄
茶
・
菓
子
、
申
半
頃
ゟ 
酒
始
ル

七
月

二
十
七
日

そ
の
他

西
京
千
宗
室
ゟ 
当
春
田
安
ゟ 
額
面
頼
挨
拶

九
月

十
日

そ
の
他

千
宗
室
七
月
来
東
上
之
由
、
今
日
三
字
来
面
会
之
事

十
月

十
五
日

そ
の
他

徳
川
従
二
位
慶
頼
ゟ 
封
中
来
、
入
手
、（
略
）
千
宗
室
へ
内
使
輝
満
遣
ス

十
月

十
六
日

そ
の
他

徳
川
従
二
位
田
安
江
返
書
出
ス

十
月

十
八
日

他
茶
会

十
字
過
ゟ 
歩
行
而
徳
川
田
安
従
二
位
口
切
招
至
ル
、
壬
生
従
三
位
官
務
・
脇
坂
淡
路
・
酒
井
魯
道
・
千
宗
室
□
別
紙
記
、
田

中
宗
逸
所
労
井
上
休
翁
睦
宮
ヘ
モ
面
会
、
拾
翠
亭　

六
字
帰
ル
、
道
具
附
先
方
而
モ
ラ
フ

十
月

十
九
日

そ
の
他

千
宗
室
昨
日
之
挨
拶
来
ル

明
治
七
年

（
一
八
七
四
）

三
月

二
十
八
日

そ
の
他

府
江
著
届
、
宮
崎
・
千
宗
室
来
、
面
謁

三
月

三
十
日

そ
の
他

久
田
宗
全
・
山
岡
米
四
郎
来
ル
、
面
謁
之
事

四
月

一
日

茶
道
具

粟
津
義
風
薄
茶
カ
ワ
太
郎
仙
叟
好
棗
ニ
入
送
ル

四
月

二
十
三
日

そ
の
他

千
玄
室
ヘ
備
前
焼
屏
風
押
一
組
遣
候
挨
拶
ニ
忰
宗
室
来
ル

五
月

五
日

他
茶
会
？

山
花（
端
）義
風
宅
ヘ
行
、
会
席
仕
立
中
食
・
菓
子
・
濃
茶
・
薄
茶
、
強カ肴
後
廻
シ
、
五
時
頃
よ
り
広
間

五
月

六
日

煎
茶

白
川
昭
光
院
殿
博
覧
ニ
付
見
物
、
売
茶
一
煎

五
月

十
一
日

そ
の
他

千
宗
室
来
、
面
会
、
茶
杓
三
本
贈
ル
、
返
旁
大
衝
立
遣
ス
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明
治
九
年

（
一
八
七
六
）

四
月

十
四
日

煎
茶

霞
邸
江
拙
・
穂
行
向
フ
、（
略
）
間
之
物
・
干
菓
子
・
柏
餅
・
苔
鮓
・
煎
茶
八
重
霞

六
月

二
十
四
日

薄
茶

午
後
常
磐
井
ゟ 
家
従
便
リ
、（
略
）
其
後
五
時
両
人
来
ル
、
面
会
、
茶
菓
・
莨
出
ス
、
庭
ゟ 
茶
席
案
内
、
薄
茶
・
菓
出
ス

七
月

二
日

茶
道
具

右
者
小
川
一
敏
ゟ 
願
意
茶
杓
遣
ス
、
落
手
返
来

明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）

一
月

十
四
日

自
茶
会
？

樋
口
正
俊
・
輝
満
両
人
、
四
時
頃
ゟ 
四
帖
半
ニ
而
夕
食
遣
ス
事
、
茶
湯
形
八
時
ニ
相
済
、
定
水
屋
詰
ニ
用

一
月

十
五
日

そ
の
他

十
時
樋
口
正
俊
来
、
昨
夕
呼
寄
御
礼
ニ
来
ル

二
月

一
日

自
茶
会

三
時
過
芳
樹
来
ル
、（
略
）
且
、
希
璞
・
方
義
四
時
前
来
ル
、（
略
）
五
時
前
呼
寄
二
人
之
所
、
芳
樹
モ
好
候
旨
付
三
人
待
合

入
而
時
後
茶
事
催
ス
、
十
時
頃
相
済
、
輝
満
水
屋
詰
申
附
ル
事

二
月

五
日

薄
茶

十
一
時
徳
川
篤
敬
来
ル
、（
略
）
六
帖
敷
席
而
挽
茶
所
望
ニ
寄
出
ス
、
煎
茶
モ
出
ス

二
月

十
日

薄
茶
？

三
時
前
栄
君
来
ル
、
入
湯
中
、
茶
席
而
暫
時
休
息
、
不
計
茶
所
望
而
俄
ニ
手
前
而
茶
出
ス

二
月

二
十
二
日

薄
茶

午
後
三
時
貞
芳
院
宮
元
上
臈
玉
川
（
略
）
来
ル
、
則
面
会
、（
略
）
不
斗
来
席
、
挽
茶
手
前
而
出
ス

四
月

一
日

薄
茶

午
後
樋
口
来
ル
、
普
請
場
而
面
会
、
其
後
所
々
一
覧
後
、
茶
席
而
薄
茶
遣
シ
候
事

四
月

三
日

薄
茶

九
時
香
川
・
桜
井
・
白
川
・
樋
口
各
見
分
所
々
相
済
、（
略
）
藤
井
相
飯
五
人
共
相
済
後
、
故
茶
席
而
薄
茶
出
ス

四
月

二
十
日

薄
茶

庭
田
重
胤
妻
今
度
上
京
（
略
）
新
造
居
間
而
面
会
、
茶
菓
出
シ
、
所
々
見
物
サ
セ
、
旧
席
而
薄
茶
遣
ス

六
月

三
十
日

煎
茶

高
輪
毛
利
家
江
任
約
束
行
、（
略
）
北
白
川
・
太
政
大
臣
・
岩
倉
・
徳
大
寺
・
加
州
・
熊
本
・
山
ノ
内
・
鍋
島
・
参
議
伊
藤
・

井
上
（
略
）
高
輪
物
見
案
内
、
煎
茶
山
田
亭
主
、
眺
望
至
而
ヨ
シ

七
月

十
七
日

煎
茶

九
時
桜
井
大
書
記
官
、
且
、
樋
口
モ
来
、
藤
井
希
璞
モ
所
々
一
覧
後
、
於
二
階
干
菓
子
・
煎
茶
出
ス

十
月

一
日

煎
茶

午
後
三
時
岩
倉
具
視
・
徳
大
寺
実
則
・
土
方
宮
内
少
輔
・
香
川
大
書
記
官
、（
略
）
四
時
二
品
宮
来
、（
略
）
新
筑
所
々
見
セ
、

茶
菓
・
莨
盆
出
ス
、
二
階
ニ
而
暫
時
噺
、
遠
望
中
煎
茶
・
菓
子
出
ス

十
月

七
日

煎
茶

午
後
一
時
過
児
梅
登
宮（

マ
ヽ
）

　

姫
・
随
姫
来
ル
、
面
会
、
茶
菓
出
ス
、（
略
）
所
々
皆
々
一
見
、
於
二
階
煎
茶
・
干
菓
子
各
々
出

ス

十
月

十
三
日

煎
茶

本
邸
二
品
引
続
キ
伏
見
二
品
来
ル
、
面
会
、
所
々
一
覧
、
二
階
而
干
菓
子
・
煎
茶
出
ス
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明
治
十
二
年

十
月

二
十
九
日

そ
の
他

輝
満
出
頭
而
昨
日
・
明
日
茶
事
夫
々
申
遣
シ
（
略
）

十
月

三
十
日

自
茶
会

午
後
三
時
兼
而
約
束
高
階
経
徳
・
邦
保
・
孝
顕
・
武
恒
・
新
蔵
五
人
二
階
新
席
而
会
席
食
事
、
十
時
右
相
済

十
月

三
十
一
日

そ
の
他

礼
書
輝
満
出
ス
、
松
浦
孝
顕
一
昨
夜
礼
ニ
来
ル
、
邦
保
ゟ 
書
中
而
礼
申
越
ス

十
二
月

十
日

茶
室
整
備

自
今
日
旧
茶
席
取
繕
ニ
成
、
廿
五
日
出
来
之
趣
也

明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）

一
月

二
日

薄
茶

二
時
前
霞
邸
ヨ
リ
栄
君
年
始
ニ
出
ル
、（
略
）
於
二
階
薄
茶
、
新
年
菓
而
出
ス
、
セ
キ
相
伴

一
月

八
日

薄
茶

午
後
一
時
過
馬
屋
原
良
蔵
来
ル
、
即
面
会
、
直
ニ
二
階
而
薄
茶
任
所
望
遣
ス
事

三
月

十
五
日

薄
茶

同
時
過
加
藤
新
造
来
ル
、（
略
）
中
飯
後
連
日
家
従
江
遣
ス
節
、
一
緒
ニ
於
二
階
薄
茶
・
菓
遣
ス

四
月

一
日

薄
茶
・
煎

茶

午
後
一
時
頃

宮
来
ル
、（
略
）
引
続
キ
直
憲
・
マ
チ
姫
来
ル
、
跡
ヘ
直
安
来
ル
、
各
茶
菓
出
ス
、
所
々
見
物
、
清
滝　

於

二
階
薄
茶
・
煎
茶
・
干
菓
子
出
ス

四
月

六
日

薄
茶

即
三
時
聊
前
加
州
斉
泰
来
ル
、（
略
）
所
々
一
覧
候
処
、
尾
州
慶
勝
来
、
面
会
、
茶
菓
出
シ
、
所
々
一
覧
、
二
階
而
薄
茶
・

干
菓
子
出
シ
、
噺
、
不
斗
高
階
経
徳
来
ル
、
側
而
出
ス

四
月

二
十
五
日

薄
茶

午
後
寛
永
寺
・
青
龍
院
・
春
性
院
・
顕
性
院
四
人
、（
略
）
則
面
会
、
挨
拶
申
入
、
於
二
階
薄
茶
出
ス

六
月

二
十
一
日

薄
茶

六
時
過
肥
州
阿
蘇
惟
敦
来
ル
（
略
）
一
寸
面
謁
、
直
ニ
二
階
案
内
眺
望
被
致
由
、
薄
茶
手
前
而
遣
ス

八
月

二
十
七
日

薄
茶
？

マ
ツ
ラ
辰
男
十
二
時
過
来
、（
略
）
則
面
会
、
例
表
方
於
高
楼
喫
茶
之
時
故
、
同
伴
之
様
暫
時
噺

九
月

十
九
日

濃
茶

八
時
出
宅
、
馬
車
而
根
岸
金
沢
隠
宅
へ
、
七
十
賀
宴
ニ
付
被
招
趣
、（
略
）
寂
樵
濃
茶
両
度
、（
略
）
別
段
数
茶
碗
一
見
而
大

樋
一
楽カ所
望
候
処
、
直
ニ
到
来
之
事

十
一
月

一
日

薄
茶
・
そ

の
他

二
時
過
橋
本
二
位
来
ル
、
則
面
会
、（
略
）
二
階
ニ
誘
引
、
一
酌
出
ス
、
其
後
薄
茶
手
前
而
出
ス
、
種
々
噺
ア
リ
、
来
ル
七

日
同
邸
江
兼
而
約
束
茶
事
ニ
行
、
時
後
四
時
、
野
生
、
正
親
町
実
徳
・
山
本
邦
保
・
高
階
経
徳
客
ニ
呼
事

十
一
月

七
日

他
茶
会

三
時
出
宅
而
兼
而
約
束
橋
本
家
へ
茶
事
ニ
行
、
千
ノ
人
力
而
、
正
親
町
・
山
本
・
経
徳
・
野
生
、
土
産
ニ
（
略
）
庭
焼
黒
茶
盌

銘
引
歌
、
息
ヘ
モ
赤
紫
銘
引
歌
多
福
初
霜

（
略
）
其
後
四
時
過
席
入
、
座
敷
椽
待
合
、
経
徳
詰
、
亭
主
挨
拶
後
炭
灰
相
済
、
会
席

之
事
、
極
通
リ
而
八
寸
湯
済
、
菓
子
、
中
立
席
入
、
濃
茶
、
後
炭
之
処
、
元
座
敷
広
間
而
後
段
吸
物
種
々
肴
、
謡
曲
之
手
拍
子
・

四
ツ
物
・
仕
舞
至
極
賑
々
敷
、
薄
茶
、
十
時
過
暇
之
事
、（
略
）
輝
満
モ
薄
茶
頃
、
鳥
渡
右
席
而
酒
被
出
候
事

十
二
月

十
二
日

茶
道
具

昨
日
慰
君
ヨ
リ
置
時
計
一
箱
・
手
焙
一
箱
瀬
戸
茶
入
・
肩
附
袋
手
替
リ
等
二
箱
（
略
）
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明
治
十
三
年

十
二
月

十
三
日

濃
茶
・
薄

茶

仕
立
三
時
馬
車
六
軸
而
本
郷
ヘ
行
、（
略
）
従
二
位
始
出
迎
ヒ
、（
略
）
先
亭
主
供
ニ
八
人
五
人

三
人

者
向
座
挨
拶
、（
略
）
奥
之
広

間
而
料
理
二
汁
・
七
菜
位
、
中
酒
・
濃
茶
・
菓
・
薄
茶
・
菓
相
済
而
、（
略
）

十
二
月

十
五
日

煎
茶

一
昨
日
同
様
本
邸
江
二
位
・
四
位
・
大
聖
寺
・
宣
姫
等
招
付
、（
略
）
総
而
一
昨
日
之
通
リ
料
理
、
蒸
干
菓
子
・
煎
茶
而
休
息

明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）

四
月

二
十
八
日

薄
茶
？

午
後
、
早
々
岡
村
小
膳
来
、（
略
）
例
時
茶
表
方
ヘ
遣
節
故
一
緒
ニ
喫
ス
事

六
月

二
十
三
日

茶
道
具

二
時
頃
近
藤
久
敬
・
芳
樹
息
来
、
春
来
之
節
約
束
致
置
候
父
芳
樹
歌
一
葉
頼
置
候
処
、
即
持
参
、
右
ニ
添
而
杓
二
本
・
茶
全

一
・
茶
巾
一
箱
入
而
到
来
之
事

十
月

四
日

煎
茶

其
後
御
内
儀
江
行
、（
略
）
莨
盆
・
菓
子
・
煎
茶
等
、
五
時
過
退
出
之
事

十
二
月

十
日

そ
の
他

午
後
藤
井
来
ル
示
談
、
来
ル
十
三
日
藤
井
希
璞
・
山
本
邦
保
・
寺
島
秋
介
・
八
木
加
兵
衛
四
人
三
時
頃
ゟ 
時
後
茶
事
催
招
事
、

藤
井
へ
申
入
ル

十
二
月

十
三
日

自
茶
会

四
時
頃
寺
島
・
希
璞
・
八
木
加
坪
・
邦
保
揃
待
合
入
、
茶
事
相
催
候
事
、（
略
）
十
時
過
各
帰
ル
事

十
二
月

十
四
日

そ
の
他

十
時
過
山
本
邦
保
昨
夜
茶
事
礼
来

十
二
月

十
五
日

そ
の
他

寺
島
秋
介
一
昨
日
茶
事
之
礼
ニ
来
ル
、過
刻
入
違
ニ
内
願
之
茶
席
ハ
フ
下
横
額
一
枚
可
申
出
之
所
ヘ
来
ル
、直
ニ
渡
シ
遣
ス
、

持
帰
ル
事

明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
）

三
月

十
一
日

薄
茶

高
階
経
徳
来
診
、
午
後
薄
茶
遣
ス
、
於
二
階
手
前

三
月

二
十
四
日

そ
の
他

午
後
希
璞
来
ル
、（
略
）
寺
島
秋
介
招
度
旨
四
日
・
十
日
頃
迄
延
引
頼
置

四
月

六
日

薄
茶

三
時
過
蜂
須
賀
二
位
招
付
行
、
貞
芳
院
宮
・
璞
姫
小
梅
ゟ 
来
ル
、（
略
）
夜
食
・
菜
飯
・
薄
茶
、
午
後
九
時
暇
申
入
帰
ル

四
月

九
日

薄
茶

其
後
精
宮
・
晴
雲
院
・
キ
サ
馬
車
而
関
浦
御
晴
附
梅
等
来
ル
、（
略
）
於
二
階
三
人
薄
茶
所
望
、
茶
菓
等
出
ス

四
月

十
日

他
茶
会

旧
冬
来
約
束
寺
島
秋
介
方
ヘ
茶
事
ニ
至
ル
、
希
璞
・
邦
保
・
八
木
・
池
田
輝
満
詰
、
正
午
案
内
席
入
、
別
書
附
申
附
置
薄

茶
広
間
而
、
其
後
又
酒
肴
出
ス
、
梅
出
ル
、
四
時
過
帰
ル

四
月

十
一
日

そ
の
他

九
時
寺
島
秋
介
来
ル
、
昨
日
茶
事
招
行
向
礼
ニ
来
ル
、
直
ニ
於
表
面
会
、
挨
拶
申
入
、
引
取
跡
残
者
八
時
過
迄
ト
申
事
也

五
月

二
日

そ
の
他

三
時
橋
本
実
梁
来
、
兼
而
約
束
茶
事
、
来
七
日
催
故
、
三
時
半
よ
り
来
リ
候
様
申
来
ル
、
面
会
而
承
知
申
入
ル
事
、
相
客
邦
保
・

経
徳
・
輝
満
ト
ノ
事
也
、
直
ニ
被
帰
候
事
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明
治
十
五
年

五
月

四
日

そ
の
他

七
日
橋
本
実
梁
宅
而
茶
事
ニ
被
招
、
土
産
ニ
先
ヘ
今
日
遣
シ
置
候
事
、
輝
満
内
使
ニ
行

五
月

七
日

他
茶
会

三
時
半
三（

マ

ヽ

）

十
分
橋
本
実
梁
宅
茶
席
新
築
出
来
開
被
招
行
事
、
土
産
ニ
鯉
二
口
・
壺
屋
粕
庭
羅
二
ツ
入
一
箱
・
淡
州
シ四

ホ方

竹

掛
花
入
一
箱
持
行
、
三
時
半
、
経
徳
待
請
ル
、
実
梁
案
内
座
敷
而
茶
・
莨
盆
、
暫
時
咄
而
待
合
後
縁
而
亭
主
折
戸
外
迄
案
内
、

席
入
前
ツ
ク
バ
ヘ
而
手
洗
、
経
徳
世
話
、
竹
ヤ
光
長
、
夏
山
短
尺
、
先
炭
而
懐
石
、
中
酒
・
菓
子
、
中
立
濃
茶
、
祝
ノ
白
木

幡
詰
、
後
炭
無
而
広
間
ヘ
開
ク
、（
略
）
大
盛
会
也
、
十
一
時
馬
車
而
帰
ル
事

五
月

八
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
江
昨
日
被
招
候
挨
拶
使
、
輝
満
勤
ル
事
、（
略
）
三
時
頃
、
橋
本
実
梁
来
ル
、
昨
日
御
招
申
入
候
処
御
出
被
下
、
且
、

頂
戴
物
之
礼
申
置
被
帰
候
事

五
月

十
五
日

そ
の
他

二
時
過
高
階
経
徳
来
診
、（
略
）
橋
本
茶
湯
之
席
中
過
日
之
礼

五
月

二
十
二
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
過
日
茶
記
頼
候
処
、
書
留
而
輝
満
迄
持
為
被
越
、
入
手
一
覧
之
事

五
月

二
十
四
日

薄
茶

三
時
出
宅
、
本
郷
金
沢
依
招
行
、（
略
）
暫
時
茶
席
而
薄
茶
雀

手
前
、
二
碗
、
二
位
之
相
伴

五
月

二
十
八
日

そ
の
他

留
主
中
寺
島
秋
介
来
ル
、
先
達
而
茶
湯
会
席
記
持
来
、
長
正
入
手
而
帰
ス

六
月

十
六
日

そ
の
他

井
上
参
議
外
務
卿
馨
麻
布
住
居
被
招
行
、
登
美
宮
・
徳
川
昭
武
・
璞
姫
・
蜂
須
賀
夫
婦
（
略
）、
所
々
見
物
、
二
階
遠
望
甚

ヨ
シ
、
茶
席
広
間
六
帖
敷
台
子
飾
附
、（
略
）
夜
食
会
席
仕
立
、（
略
）
九
時
過
各
帰
ル
事

六
月

二
十
八
日

そ
の
他

寺
島
秋
介
来
ル
、
旧
県
之
人
物
内
願
之
由
、
ヌ
メ
地
座
敷
額
・
短
尺
一
葉
、
右
者
近
日
旧
知
事
茶
事
ニ
来
節
用
度
、
右
詠

内
願
之
事
、
先
承
置
ク
事

七
月

十
一
日

そ
の
他

寺
島
秋
介
来
、
過
日
内
願
詠
短
尺
・
座
敷
額
相
渡
ス
、
入
手
而
帰

八
月

十
七
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
来
ル
、
過
日
噂
之
蚊
脚
堂
座
敷
額
一
枚
、
且
又
、
丸
岡
莞
爾
先
年
頼
而
遣
ス
詠
今
一
枚
、
料
紙
短
尺
染
筆
内
願
、

同
人
持
参
之
事

九
月

六
日

そ
の
他

九
時
頃
橋
本
実
梁
過
日
内
願
之
座
敷
額
・
莞
爾
願
短
一
葉
出
来
付
持
セ
輝
満
遣
候
処

九
月

七
日

そ
の
他

九
時
過
橋
本
実
梁
来
ル
、
昨
日
者
染
筆
持
セ
賜
畏
、
不
在
而
今
日
入
手
之
御
礼
不
取
敢
申
上
ル

十
月

五
日

他
茶
会

其
後
根
岸
前
田
へ
行
、
三
時
過
面
会
、（
略
）
台
子
而
濃
茶
・
薄
茶
、　

撨

︵
マ
ヽ
︶

手
前
、
道
具
向
一
覧
後
、
酒
肴
被
出

十
月

七
日

煎
茶

閑
院
宮
招
而
紅
葉
館
而
留
別
之
開
宴
催
ニ
付
行
、（
略
）
夜
食
湯
付
、
菓
子
・
煎
茶
、
八
時
暇
乞
、
閑
院
ヘ
申
入
帰
ル

十
月

九
日

煎
茶

一
時
下
リ
、
篤
守
邸
ヘ
行
、（
略
）
夜
食
焼
物
附
・
栗
菓
子
・
煎
茶
出
ス
、
九
時
帰
ル
事
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明
治
十
五
年

十
月

十
八
日

茶
道
具

銀
座
二
町
目
寸
松
堂
来
ル
、
春
来
噂
有
之
支
那
道
具
ヤ
清
学
師
匠
、
尾
州
ト
コ
ナ
ヘ
焼
急
須
一
ツ
持
来
ル
、
面
会
、
茶
菓

遣
ス
、
暫
噺
、
二
品
宮
馴
染
之
趣
也

十
月

二
十
四
日

茶
道
具
・

薄
茶

寸
松
堂
茶
道
具
持
来
、
ミ
ル
、
於
二
階
薄
茶
遣
ス
事
、
道
具
七
品
残
シ
置
事

十
月

二
十
六
日

茶
道
具

寸
松
堂
江
長
正
行
返
ス
、
道
具
二
、
求
物
五
種
代
二
十
円
持
行

十
一
月

五
日

薄
茶

妙
勝
定
院
宮
拾
七
回
祥
当
付
、
東
海
寺
而
法
要
申
附
ル
、（
略
）
非
時
二
汁
五
菜
・
蒸
菓
子
・
薄
茶
等

十
一
月

十
五
日

煎
茶
・
薄

茶

三
時
過
栄
君
・
慰
君
馬
車
而
来
ル
、（
略
）
引
続
キ
従
二
位
来
ル
、
四
位
モ
来
ル
、（
略
）
於
二
階
煎
茶
・
干
菓
子
所
望
而
、

二
位
ニ
薄
茶
手
前
望
進
ス

十
二
月

十
一
日

茶
道
具

岡
山
県
下
美
作
国
（
略
）
神
社
額
面
願
、
芦
ヤ
霰
釜
持
来
ル
、
共
替
蓋

明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
）

一
月

五
日

薄
茶

橋
本
実
梁
年
始
ニ
来
リ
、
申
出
而
薄
茶
所
望
二
フ
ク
而
被
帰
候
旨
聞

二
月

二
十
四
日

薄
茶

二
時
高
階
経
徳
診
ニ
来
ル
、
種
々
噺
、
於
二
階
薄
茶
遣
ス
事

二
月

二
十
六
日

そ
の
他

飯
田
左
馬
吹
挙
議
官
渡
辺
驥
ゟ 
染
筆
一
枚
物
、
茶
席
額
内
願
也

二
月

二
十
八
日

茶
道
具

寸
松
堂
一
休
梅
墨
画
軸
見
セ
ニ
来
ル
、
入
手
置
之
事

三
月

七
日

茶
道
具

午
後
寸
松
堂
後
藤
太
林
昨
日
之
掛
軸
伺
来
ル
、
二
幅
共
求
ル
、
十
五
円
五
十
銭
、
表
方
ゟ 
遣
シ
置
事
、
千
宗
旦
自
画
賛
、

片
桐
石
州
蝶
賛
紅
雪
和
尚
夢
一
字

三
月

十
五
日

茶
道
具

十
時
事
比
羅
宮
司
讃
岐
国
ゟ 
此
程
出
京
致
ニ
付
、（
略
）
薩
摩
焼
薄
茶
碗
一
箱
持
来
ル
、
直
ニ
面
会

四
月

十
二
日

薄
茶
・
茶

道
具

午
後
寸
松
堂
来
、（
略
）
例
午
後
表
方
ヘ
茶
遣
ス
節
四
人
一
緒
ニ
薄
茶
喫
ス
事
、
洞
雲
玉
丹
□
横
物
、
江
月
高
松
色
千
年
半

切
持
来
、
一
見
之
候
、
両
日
ト
申
置
入
手
之
事

五
月

七
日

薄
茶
？

二
時
出
宅
、深
川
三
ツ
井
別
荘
へ
招
付
行
、（
略
）
各
揃
織
君
挨
拶
、小
松
案
内
茶
席
へ
行
、（
略
）
松
田
貞
造
真
衣
著
而
茶
催
、

三
ツ
井
台
持
出
控
、
長
板
立
、
蒸
干
菓
子
出
ス
、（
略
）

五
月

八
日

茶
道
具

寸
松
堂
（
略
）
今
朝
同
人
唐
物
布
袋
香
物
持
来
リ
、
留
置
之
事

五
月

九
日

茶
道
具

寸
松
堂
忰
来
ル
、
昨
日
ミ
セ
ル
布
袋
・
五
徳
求
ル
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明
治
十
六
年

五
月

二
十
二
日

茶
道
具

寸
松
堂
而
吉
野
塗
五
人
前
膳
椀
求
ル
事

五
月

三
十
一
日

自
茶
会

兼
而
約
束
午
後
三
時
ゟ 
茶
湯
会
席
催
付
、
小
松
夫
妻
・
伏
見
夫
妻
始
来
ル
、（
略
）
待
合
入
手
順
ニ
於
二
階
壺
飾
会
席
出
ス
、

一
寸
始
之
内
二
品
宮
来
、
直
ニ
詰
之
席
ヘ
同
出
ス
、
中
立
出
迎
ヒ
、
席
入
濃
茶
・
炭
ナ
ク
、
薄
茶
出
ス
、
尤
黄
昏
ニ
相
成
、

手
燭
渡
而
二
階
来
ル
、
後
段
、
吸
物
・
肴
等
広
間
而
出
ス
、
相
伴
室
崎
・
杉
側
而
出
、
湯
漬
等
モ
出
シ
、
戌
時
頃
被
帰
ル

六
月

一
日

そ
の
他

十
時
過
小
松
宮
ゟ 
昨
日
御
招
之
御
挨
拶
室
崎
ゟ 
申
被
越
、
返
事
ハ
跡
ゟ 
入
手
置
、
右
者
茶
器
書
附
御
所
望
付
認
候
間
、
入
延

引
之
事

六
月

三
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
明
後
五
日
茶
湯
催
申
遣
置
候
前
礼
来
ル
、（
略
）
宮
内
省
ゟ 
西
四
辻
書
状
来
ル
、
明
五
日
正
午
茶
事
畏
礼
書
来
ル

事
、
高
階
経
徳
へ
五
日
之
事
申
入

六
月

四
日

そ
の
他

西
四
辻
明
日
前
礼
来
申
置

六
月

五
日

自
茶
会

四
時
三
十
分
、
北
白
川
・
正
親
町
・
橋
本
・
西
四
辻
・
経
徳
来
ル
、
直
ニ
待
合
迄
出
迎
、
二
階
茶
席
右
而
挨
拶
申
入
、
拝
領

壺
飾
、
会
席
菓
子
、
中
立
席
入
知
セ
、
濃
茶
・
炭
・
干
菓
子
出
シ
、
薄
茶
輝
満
ヘ
申
附
候
故
各
而
席
済
、
広
間
而
吸
物
五
種
・

肴
相
済
、
西
四
辻
ニ
ハ
後
段
無
、
早
出
之
事
、
四
人
ハ
四
時
頃
迄

六
月

七
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
一
昨
日
茶
湯
ニ
招
礼
ニ
来
ル
、
面
会
而
申
合
ス
、
会
記
所
望
、（
略
）
西
四
辻
公
業
一
昨
日
茶
湯
之
礼
来
ル
、
申

置
之
事

六
月

十
一
日

そ
の
他

正
親
町
実
徳
過
日
茶
之
礼
、
三
品
之
悦
ニ
来
ル

六
月

二
十
三
日

そ
の
他

午
後
一
時
前
飯
田
文
彦
来
ル
、
当
春
頃
歟
議
官
兼
検
事
従
四
位
渡
辺
驥
染
筆
短
尺
、
座
敷
茶
席
額
内
願
之
礼
（
略
）
文
彦
ニ

一
寸
面
会
挨
拶
申
入
ル

七
月

十
八
日

そ
の
他

三
時
、
高
階
経
徳
来
ル
、
診
察
、
種
々
噺
、
兼
而
噂
有
之
松
浦
詮
・
林
泉
至
而
能
場
所
近
日
茶
ニ
被
招
度
旨
、
経
徳
へ
噂
、

明
日
打
合
ニ
経
徳
行
、
右
故
旁
来
ル
歟

七
月

二
十
二
日

そ
の
他

同
時
高
階
経
徳
来
診
、
松
浦
詮
招
之
義
過
日
来
約
束
候
得
共
、（
略
）
十
月
頃
迄
延
引
頼
置
事

七
月

二
十
八
日

そ
の
他

正
親
町
実
徳
卿
来
、
面
会
望
之
処
、
按
服
中
断
、
松
浦
詮
約
束
之
茶
事
今
日
之
処
、
指
支
延
引
申
入
置
之
所
、
旧
八
月
月

見
頃
治
定
之
約
諾
噺
ア
ル
由
、
取
次
長
正
ヘ
申
置
候
事

八
月

十
一
日

茶
道
具

九
時
寸
松
堂
一
休
自
画
賛
・
原
白
隠
自
画
賛
軸
持
来
預
置
之
事
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明
治
十
六
年

八
月

十
九
日

茶
道
具

寸
松
堂
香
合
一
ツ
ミ
セ
ル
、
且
、
過
日
一
休
自
画
賛
・
原
白
隠
之
二
軸
求
置
、
二
十
五
円
・
五
円
、
束
三
十
円
長
正
ゟ 
寸

松
堂
江
出
置
、
入
手
之
事

九
月

一
日

そ
の
他

八
時
前
高
階
経
徳
診
ニ
来
ル
、
則
面
会
、
種
々
噺
ア
リ
、
松
浦
詮
約
諾
之
噺
申
合
ス
事

九
月

十
三
日

薄
茶
？

二
時
過
松
浦
辰
男
来
、
先
年
故
宮
御
前
而
頂
戴
、
三
名
待
霄
月
詠
軸
持
参
サ
セ
ル
、
於
二
階
茶
菓
遣
シ
、
長
正
手
前
而
出
ス
、

白
隠
三
軸
ミ
セ
、
二
三
日
留
置
噺
申
入
置
之
事

十
月

一
日

煎
茶
・
薄

茶

八
時
過
伏
見
家
穂
宮
来
、（
略
）
中
飯
後
剪煎

茶
・
薄
茶
・
菓
子
・
葡
萄
等

十
月

九
日

そ
の
他

午
後
一
時
過
松
浦
詮
始
而
来
ル
、
兼
正
親
町
・
高
階
経
徳
迄
申
入
置
茶
事
、
来
月
中
旬
催
度
申
入
置
、
直
ニ
被
帰
候
事

十
月

十
二
日

そ
の
他

今
朝
九
時
頃
松
浦
詮
内
使
ニ
菅
沼
量
平
来
、
過
日
参
入
之
節
而
願
置
候
額
面
・
軸
物
二
枚
、
語
モ
書
附
持
来
ル
、
承
置
候
事

十
月

二
十
五
日

茶
道
具

正
午
寸
松
堂
過
日
ミ
セ
ル
東
海
寺
之
和
尚
軸
物
添
求
ム
、
仕
雪
茶
杓
持
来
、
右
者
預
置
候
事

十
一
月

二
日

茶
道
具

寸
松
堂
掛
軸
箱
入
持
来
ル
、
二
・
三
日
留
見
候
様
申
呉
ル

十
一
月

十
日

そ
の
他

同
刻
過
松
浦
詮
兼
而
願
之
額
一
行
物
二
枚
出
来
ニ
付
乍
ミ
苦
敷
持
セ
遣
ス
事

十
一
月

十
一
日

そ
の
他
・

薄
茶

七
時
松
浦
詮
ニ
輝
満
内
使
、
昨
日
附
染
墨
物
持
遣
ス
、
主
人
面
会
入
手
、
歩
立
薄
茶
出
ス
趣
、
ガ
ン
ギ
手
茶
碗
之
由

十
一
月

十
二
日

そ
の
他
・

薄
茶

九
時
肥
前
松
浦
詮
来
ル
、
過
日
頼
候
染
墨
二
様
認
、
昨
日
持
セ
遣
候
処
、
謝
礼
来
ル
、（
略
）
且
、
約
束
茶
席
近
日
出
来
候
、

御
招
待
可
申
、
薄
茶
歩
立
而
二
ツ
・
黒
川
製
柿
・
柚
三
ツ
出
ス
、
持
被
帰
候
事

十
一
月

十
三
日

薄
茶
？

山
名
茂
淳
来
ル
、
表
茶
ノ
時
節
、
先
於
二
階
輝
満
ゟ 
茶
遣
ス
事
、
其
後
面
会
噺

十
一
月

十
五
日

そ
の
他

其
後
渡
辺
驥
来
ル
、
向
島
茶
席
出
来
付
御
成
之
義
近
日
内
飯
田
文
彦
ヲ
以
相
伺
由
也

十
一
月

十
七
日

そ
の
他
・

薄
茶

出
宅
前
飯
田
文
彦
来
リ
、
玄
関
而
逢
、
内
願
茶
事
之
義
承
ル
、
来
年
花
之
頃
ニ
一
寸
申
入
置
候
事
、
跡
ニ
残
リ
本
月
廿
五
・

六
日
之
内
杯
承
由
也
、
馬
車
而
溝
口
家
江
行
、（
略
）
薄
茶
越
之
雪
而
出
ル

十
一
月

十
九
日

茶
道
具

寸
松
堂
ゟ 
□
林
釜
照
手
噂
□
掛
花
立
□
□
入
手
置
之
事

十
二
月

十
日

茶
道
具

寸
松
堂
嗜
平
釜
浄
林
釜
作
ハ
高
麗
蹲
踞
花
入
求
ル
事
、
都
合
二
ツ
ニ
十
円
出
ス
事
、
沢
庵
詠
一
軸
ハ
返
ス
事

十
二
月

十
五
日

そ
の
他

午
前
渡
辺
驥
来
ル
、
時
候
伺
、
且
、
過
日
竹
花
入
切
形
墨
相
願
、
輝
満
示
談
而
遣
シ
所
、
出
来
而
礼
ニ
来
ル
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明
治
十
六
年

十
二
月

十
七
日

そ
の
他

松
浦
詮
ゟ 
内
使
今
井
来
リ
、
茶
事
廿
四
・
五
・
六
之
内
ト
申
来
リ
候
ヘ
共
、
痰
而
困
脚
候
間
、
来
年
暖
気
迄
無
余
義
理
申

入
置
事

十
二
月

十
八
日

そ
の
他

十
一
時
高
階
経
徳
来
診
、
松
浦
詮
之
噺
モ
申
合
、
先
方
ヘ
ハ
経
徳
委
曲
申
入
ル
事

十
二
月

二
十
日

そ
の
他

午
前
松
浦
詮
来
ル
、
昨
日
経
徳
ゟ 
委
曲
相
伺
候
兼
而
之
茶
事
日
限
申
上
候
処
、
御
風
邪
痰
気
而
無
余
義
当
年
中
者
御
理
、
明

年
暖
気
頃
申
上
度
、
御
請
、
旁
、
所
労
見
舞
来
、
申
置
而
被
帰
候
事

十
二
月

二
十
九
日

そ
の
他
？

広
沢
始
面
会
、
茶
事
何
歟
□
掛
ル

十
二
月

三
十
日

そ
の
他

渡
辺
驥
名
代
ニ
飯
田
文
彦
来
ル
、
先
頃
額
面
願
、
花
生
切
形
願
礼
ニ
真
綿
三
袋
（
略
）
贈
ル
事

明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）

一
月

十
二
日

他
茶
会
？

渡
辺
驥
方
ヘ
正
午
茶
ニ
付
池
田
ニ
ハ
橋
場
江
行
居
事

一
月

十
七
日

茶
道
具

同
時
寸
松
堂
今
日
庵
宗
旦
、
筒
軸
・
炭
取
・
チ
リ
ト
リ
右
三
種
持
来
リ
、
入
手
置
之
事
、
十
円
也

一
月

二
十
一
日

そ
の
他

過
日
渡
辺
驥
茶
湯
席
附
道
具
懐
石
等
書
附
一
覧
之
事
、
何
レ
返
事
暫
時
留
置
事

一
月

二
十
四
日

茶
道
具

十
時
穂
宮
来
ル
、
雞
卵
一
箱
・
薄
茶
器
桐
筥
入
一
通
リ
（
略
）
到
来

一
月

二
十
五
日

茶
道
具

寸
松
堂
花
入

明
治
十
七
年

二
月

十
日

薄
茶

午
後
一
時
ト土

キ岐

一
右
衛
門
忰
谷
吉
、
函
館
昇
合
セ
来
ル
、
一
寸
面
会
、
麁
菓
遣
ス
、
暫
噺
、
於
二
階
薄
茶
遣
ス
事

二
月

十
三
日

茶
道
具

寸
松
堂
三
郎
一
休
和
尚
蘭
画
賛
軸
一
箱
見
セ
ニ
来
ル
、
直
ニ
返
ス
事

二
月

二
十
七
日

そ
の
他

午
後
正
親
町
実
徳
卿
来
ル
、
面
会
之
処
、
所
労
而
断
、
菓
子
出
シ
置
事
、
松
浦
詮
伝
言
モ
有
之
事

三
月

九
日

茶
道
具

十
一
時
頃
、
加
州
家
扶
村
井
恒
来
ル
、
四
位
之
使
、
右
者
故
正
二
位
斉
泰
卿
遺
物
書松

平

越

中

守

書

跡

并

棚
・
月
舟
漁
魚
画
・
大
雅
堂
横
軸
一

幅
被
贈
ル

三
月

三
十
一
日

茶
道
具

寸
松
堂
ゟ 
鉦ド
ラ

一
面
求
、
三
郎
請
取
入
手
、
十
二
円

注
：
校
訂
者
の
傍
注
は
一
部
省
略
し
、
原
本
の
明
ら
か
な
誤
字
は
訂
正
し
た
。
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（
2
）
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
と
喫
茶

『
幟
仁
親
王
行
実
』
に
は
、「
茶
事
の
趣
味
」
お
よ
び
「
茶
室
の
規
模
」
と

し
て
、
つ
ぎ
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。

茶
は
薄
茶
を
嗜
み
給
ふ
。
後
庭
茶
園
の
新
芽
を
摘
み
て
親
ら
製
し
給

ひ
、銘
を
『
花
が
た
み
』
と
称
せ
ら
れ
、時
に
聖
上
に
献
ぜ
ら
る
。
又
、

茗
筵
を
設
け
、
同
好
の
士
を
召
し
て
清
興
を
催
さ
れ
た
る
こ
と
屢
々
あ

り
き
。
明
治
十
六
年
十
一
月
、
鴨
沢
守
保
に
茶
神
像
を
描
か
し
め
、
松

浦
詮
の
茶
室
に
『
心
月
庵
』
の
扁
額
を
賜
へ
り
。
又
、
内
匠
寮
技
師
樋

口
正
俊
に
命
じ
て
造
営
せ
し
め
た
ま
ひ
し
茶
室
は
、
遙
に
富
嶽
の
秀
姿

を
茵
席
の
上
に
望
み
、近
く
品
海
の
濤
声
を
枕
頭
に
聴
き
給
は
む
た
め
、

特
に
階
上
に
設
け
、
結
構
数
奇
を
凝
ら
さ
れ
た
り
。
後
、
熾
仁
親
王
之

を
庭
上
に
移
し
て
平
家
建
と
し
、
父
宮
の
遺
愛
を
偲
ば
む
が
た
め
に
、

三
条
実
美
を
し
て
『
望
嶽
観
濤
処
』
の
五
字
を
書
せ
し
め
て
扁
額
と
し

給
へ
り）

13
（

。

こ
こ
で
興
味
深
い
点
は
、
第
一
文
の
「
薄
茶
を
嗜
み
給
ふ
」
の
茶
は
抹
茶

で
あ
り
、
第
二
文
の
「
親
ら
製
し
給
」
う
茶
は
煎
茶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る）

14
（

。
こ
の
よ
う
に
〝
抹
茶
文
化
〞
と
〝
煎
茶
文
化
〞
と
が
並
列
に

扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
記
中
の
記
述
に
も
同
様
に
み
ら
れ
る
。

い
ま
、〝
抹
茶
文
化
〞、〝
煎
茶
文
化
〞
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
が
、
日

常
生
活
に
お
け
る
一
般
的
な
飲
み
物
は
、
当
時
す
で
に
抹
茶
か
ら
煎
茶
へ
と

変
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
15
（

。
た
だ
し
、
煎
茶
と
い
え
ば
〝
煎
茶
道
〞
の

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
煎
茶
道
の
流
行
に
つ
い
て
は
、「
幕
末
よ
り
維
新
へ

の
間
に
お
け
る
、
抹
茶
に
か
わ
る
新
し
い
茶
と
し
て
の
煎
茶
の
抬
頭
に
は
め

ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た）

16
（

」
が
、
そ
の
後
「
明
治
中
期
を
境
に
急
速
に
凋

落）
17
（

」
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
煎
茶
文
化
の
場
合
、
日
常
的

な
喫
茶
と
し
て
の
煎
茶
（
以
下
「
日
常
的
煎
茶
」）
と
、
茶
の
湯
と
対
比
さ
れ

る
よ
う
な
儀
式
的
な
〝
煎
茶
道
〞（
以
下
「
儀
式
的
煎
茶
」）
の
二
つ
を
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
日
記
に
は
来
客
に
対
し
て
「
茶
菓

出
ス）
18
（

」
と
い
う
記
事
は
頻
出
す
る
が
、
こ
れ
は
日
常
的
煎
茶
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
の
で
表
1
に
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
喫
茶
の
意
味
で
の
「
煎
茶
」
と

明
記
さ
れ
た
も
の
の
み
と
り
あ
げ
た
が
、
こ
れ
ら
に
し
て
も
、
抹
茶
で
な
い

こ
と
を
示
す
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
す
べ
て
が
儀
式
的
煎
茶
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
。

同
様
の
こ
と
が
〝
抹
茶
文
化
〞
の
場
合
に
も
指
摘
で
き
る
。「
薄
茶
を
嗜

み
給
ふ
」
だ
け
で
は
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
、

昼
食
後
に
喫
茶
す
る
、
と
く
に
薄
茶
を
飲
む
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
記
事
が
日
記
中
に
み
ら
れ
る）

19
（

。
ま
た
、
来
客
に
対
し
て
薄
茶
を
出
し
た
事

例）
20
（

、
さ
ら
に
点
前
を
し
た
と
記
す
事
例）
21
（

な
ど
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
日

常
的
な
楽
し
み
や
気
楽
な
接
待
と
し
て
の
薄
茶
（
以
下
「
日
常
的
抹
茶
」）
が

あ
る
一
方
で
、「
茶
事
」
と
表
記
さ
れ
る
儀
式
的
な
茶
の
湯
（
以
下
「
儀
式
的

抹
茶
」）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
喫
茶

に
関
す
る
記
事
を
分
類
す
る
な
ら
ば
、
抹
茶
お
よ
び
煎
茶
に
そ
れ
ぞ
れ
日
常

的
お
よ
び
儀
式
的
の
、
少
な
く
と
も
四
通
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
稿
は
、抹
茶
文
化
を
論
じ
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
が
、『
幟
仁
親
王
日
記
』

に
み
ら
れ
る
煎
茶
文
化
に
つ
い
て
も
若
干
の
評
価
を
し
て
お
く
。
儀
式
的
煎

茶
の
可
能
性
が
あ
る
「
煎
茶
」
と
記
さ
れ
た
記
事
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八

七
九
）
に
も
っ
と
も
多
く
五
回
あ
る
が
、
全
体
を
通
じ
て
多
い
と
い
え
る
ほ

ど
で
は
な
い）
22
（

。

ま
た
、
贈
答
品
と
し
て
の
煎
茶
、
抹
茶
、
茶
器
な
ど
に
関
す
る
記
事
も
た

い
へ
ん
多
い
が
、
表
1
で
は
一
部
の
茶
の
湯
道
具
の
贈
答
の
み
を
と
り
あ
げ

た
。
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
記
事
の
う
ち
、
一
般
に
抹
茶
に
関
す
る
も
の
よ
り

も
、
煎
茶
に
関
す
る
も
の
の
方
が
多
い
。
宮
中
か
ら
届
け
ら
れ
る
「
御
園
之

製
茶
」、「
御
苑
之
製
茶
」
な
ど
も
煎
茶
で
あ
ろ
う）

23
（

。
ま
た
、
急
須
や
煎
茶
茶

碗
の
下
賜
の
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る）
24
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
儀
式
的
煎
茶
の

流
行
を
示
す
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
日
常
的
煎
茶
の
た
め
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

（
3
）
明
治
維
新
以
前
の
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
と
茶
の
湯

明
治
維
新
以
前
の
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
、『
幟
仁
親

王
行
実
』に
は
二
つ
の
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る）
25
（

。
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）

五
月
一
日
に
「
帰
途
家
臣
藤
木
成
基
の
家
に
御
立
寄
り
あ
り
。
成
基
、
酒
・

重
組
・
薄
茶
等
を
献
ず
。
親
王
御
機
嫌
斜
な
ら
ず）
26
（

」
と
あ
る
。
ま
た
、
安
政

三
年（
一
八
五
六
）二
月
十
六
日
に
は「
午
後
柳
御
殿
に
綾
小
路
按
察
使
有
長
・

倉
橋
三
位
泰
聡
・
石
井
前
中
納
言
行
弘
・
町
尻
大
宰
大
弐
量
輔
・
橋
本
右
中

将
実
麗
等
を
請
じ
て
茶
会
を
催
さ
れ
、
薄
暮
退
散
す）
27
（

」
と
あ
る
。
後
者
は
み

ず
か
ら
亭
主
を
つ
と
め
た
正
式
の
茶
会
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
点
で
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
、
す
で
に
茶
の
湯
の
技
芸
を
習
得
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
茶
の
湯
習
得
に
関
連
し
て
、
秋
元
信
英
は
、

「
明
治
四
年
、
廃
藩
置
県
に
際
し
有
栖
川
宮
家
の
封
建
主
従
関
係
が
解
体
し

た
際
の
旧
臣
に
は
五
石
三
斗
、久
田
宗
栄
が
い
る）

28
（

」こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

日
記
の
な
か
で
は
「
久
田
宗
全
」（
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
三
十
日
条
）

が
あ
ら
わ
れ
る
。
茶
の
湯
の
世
界
で
〝
久
田
〞
と
い
え
ば
、
表
千
家
脇
宗
匠

で
あ
る
高
倉
久
田
家
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
の
〝
久
田
〞
は
、

高
倉
久
田
家
か
ら
わ
か
れ
て
〝
久
田
流
〞
を
称
し
た
両
替
町
久
田
家
の
弟
子

久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）
の
系
統
で
あ
ろ
う
。

久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）
に
つ
い
て
、「
林
宗
栄
生
々
斎
は
御
先
手
物
頭
林

久
右
衛
門
（
略
）
の
子
な
り
、宗
参
の
内
弟
子
と
な
り
、大
に
茶
道
を
励
む
、

佃
耕
甫
と
共
に
家
元
の
後
継
者
に
擬
せ
ら
れ
し
が
、（
略
）
一
家
を
立
て
、

有
栖
川
宮
家
に
仕
ふ
、
後
ち
宮
家
の
命
に
よ
り
て
久
田
を
称
し
、（
略
）
嘉

永
三
年
十
一
月
三
日
卒
す
、
年
六
十
九）

29
（

」
と
伝
え
、
ま
た
、
久
田
栄
甫
、
久

田
宗
全
、久
田
清
好
の
三
人
の
子
が
あ
る
と
い
う）

30
（

。
一
方
で
、久
田
宗
栄
（
歴

然
翁
）
と
い
う
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
月
十
二
日
に
没
し
た
人
物
が

有
栖
川
宮
に
仕
え
て
い
た）
31
（

。
名
前
に
や
や
混
同
が
み
ら
れ
る
が
、
有
栖
川
宮

に
関
係
す
る
久
田
は
、
久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）
お
よ
び
久
田
宗
栄
（
歴
然
翁
）

の
二
代
に
わ
た
る
と
考
え
る
の
が
整
合
的
で
あ
る）
32
（

。

た
だ
し
、
有
栖
川
宮
家
の
家
職
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
整
理
さ
れ

て
お
り）
33
（

、
そ
の
後
の
有
栖
川
宮
家
に
お
い
て
茶
の
湯
を
担
当
し
た
の
は
、
池

田
輝
満
で
あ
ろ
う
。
日
記
に
は
水
屋
を
命
じ
ら
れ
た
記
事）
34
（

も
あ
る
ほ
か
、『
幟

仁
親
王
行
実
』
に
は
四
女
利
子
女
王
（
穂
宮
、
の
ち
伏
見
宮
貞
愛
親
王
妃
）
が
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「
生
花
は
、
池
田
輝
満
に
就
き
て
実
生
流
の
奥
儀
を
極
め
、
茶
道
亦
輝
満
の

伝
を
受
け
給
ふ）

35
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る）

36
（

。

2　

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
み
る
明
治
前
期
の
茶
の
湯

（
1
）
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
自
茶
会
・
他
茶
会
に
み
る
交
際
関
係

『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
は
い
く
つ
か
の
自
茶
会
・
他
茶
会
の
記
事
が
み
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
正
式
の
茶
会
で
も
後
段
の
酒
宴
や
遊
興
に
主
力
が
あ
る
よ

う
な
も
の
、
一
方
で
濃
茶
・
薄
茶
が
出
さ
れ
て
い
る
が
茶
会
で
は
な
い
事
例

（
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
十
二
月
十
三
日
条
）
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
応
茶

会
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
主
客
を
表
に
整
理
し
て
、
自
茶
会
六
事

例
（
表
2
）
お
よ
び
他
茶
会
六
事
例
（
表
3
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
、
茶
会
を
め
ぐ
る
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
交
際
関
係
を
中
心
に

検
討
す
る
。
秋
元
信
英
は
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
の
記
事
を
分
析
し
た
結
果
、

つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
は
茶
会
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま

る
。

本
書
に
み
る
極
め
細
や
か
な
社
交
の
範
囲
は
親
族
、
使
用
人
そ
れ
に

気
を
許
し
た
華
族
、
学
者
、
神
官
が
中
心
で
あ
っ
た
。
東
京
に
定
着
す

る
と
次
第
に
往
来
の
範
囲
が
拡
大
し
た
も
の
の
、
政
府
の
大
官
と
は
親

密
で
は
な
か
っ
た）

37
（

。

も
っ
と
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
有
栖
川
宮
家
の
家
職
あ
る
い
は
そ
れ
に

類
す
る
よ
う
な
人
々
で
あ
る
。
家
職
に
も
身
分
の
上
下
が
あ
る
が
、
藤
井
希

表2　有栖川宮幟仁親王が亭主として催した茶会の招待客

年月日 客 備考

明治12年1月14日
（1879）

樋口正俊、池田輝満 「茶湯形」とある。島津定
が水屋詰をする。

明治12年2月1日 近藤芳樹、藤井希璞、大沢
方義

池田輝満が水屋詰をする。

明治12年10月30日 高階経徳、山本邦保、松浦
孝顕、田中武恒、加藤新造
（新蔵）

明治14年12月13日
（1881）

寺島秋介、藤井希璞、八木
佳平（加坪）、山本邦保

明治16年5月31日
（1883）

小松宮彰仁親王夫妻、伏見
宮貞愛親王夫妻

有栖川宮熾仁親王が詰の席
にはいる。

明治16年6月5日 北白川宮能久親王、正親町
実徳、橋本実梁、西四辻公
業、高階経徳

池田輝満が薄茶を点茶す
る。
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璞
、
山
本
邦
保
は
有

栖
川
宮
熾
仁
親
王
の

家
令
、家
扶
で
あ
り
、

田
中
武
恒
、
池
田
輝

満
は
有
栖
川
宮
幟
仁

親
王
の
下
級
家
職
で

あ
る
。
粟
津
義
風
は

京
都
時
代
の
旧
臣
に

あ
た
る
。
高
階
経
徳

は
、
宮
中
省
侍
医
で

あ
り
、
有
栖
川
宮
幟

仁
親
王
を
日
常
的
に

た
ず
ね
て
診
察
し
て

い
る
。樋
口
正
俊
は
、

宮
内
省
出
仕
の
建
築

技
師
で
あ
り
、
有
栖

川
宮
幟
仁
親
王
邸
の

造
作
に
関
係
し
て
い

る
。
近
藤
芳
樹
は
、

宮
内
省
御
用
掛
の
歌

人
で
、
和
歌
を
通
じ

て
関
係
が
深
い
。
八

木
佳
平
は
太
政
官
修

史
館
七
等
掌
記
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
大
沢
方
義
、
松
浦
孝
顕
、
加
藤
新
造

（
新
蔵
、
新
三
ト
モ）
38
（

）、
野
生
も
日
記
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
多

く
は
、
あ
ま
り
身
分
が
高
く
は
な
い
が）
39
（

、
日
々
接
し
て
い
る
気
の
置
け
な
い

人
々
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
占
め
る
割
合
が
高

い
。そ

れ
以
外
は
、
お
も
に
皇
族
（
小
松
宮
彰
仁
親
王
夫
妻
、
伏
見
宮
貞
愛
親
王

夫
妻
、北
白
川
宮
能
久
親
王
）、旧
公
家
（
壬
生
輔
世
、橋
本
実
麗
、正
親
町
実
徳
、

橋
本
実
梁
、
西
四
辻
公
業
）、
旧
大
名
（
徳
川
慶
頼
、
脇
坂
安
斐
、
酒
井
忠
毘
、

前
田
慶
寧
）
な
ど
の
明
治
維
新
以
前
か
ら
身
分
的
に
近
い
人
々
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
異
質
な
存
在
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
千
宗
室
（
玄
々
斎
）
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
京
都
訪

問
で
は
た
び
た
び
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、千
宗
室
（
玄
々

斎
）と
は
旧
知
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、幕
末
期
に
千
家
の
家
元
が
、

天
皇
へ
茶
を
献
上
し
た
り
、
皇
族
の
御
成
を
あ
お
い
だ
り
し
た
時
期
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る）

40
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
で
は
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
に
し
か
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
家
元
と
皇
族
と
の
社
会

的
地
位
の
へ
だ
た
り
が
明
治
期
に
拡
大
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。秋

元
信
英
も
指
摘
す
る
と
お
り）
41
（

、
Ⅲ
に
お
い
て
く
わ
し
く
紹
介
す
る
東
久

世
通
禧
は
、旧
公
家
で
あ
り
、政
府
の
要
職
を
歴
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
幟
仁
親
王
日
記
』に
は
茶
の
湯
を
介
し
た
関
係
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

や
や
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
一
般
に
新
た
な
交

際
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
と
く
に
政
府
の
要
職
に
あ
る
人
物
と
の
交
際
を
さ

表3　有栖川宮幟仁親王が招待をうけた茶会の亭主と連客

年月日 亭主 連客 備考

明治5年10月18日
（1872）

徳川慶頼（田安家） 壬生輔世、脇坂安斐、酒
井忠毘、千宗室
（玄々斎）

口切の茶会

明治7年5月5日
（1874）

粟津義風カ （記載なし） 京都一時滞在中

明治13年11月7日
（1880）

橋本実麗 正親町実徳、山本邦保、
高階経徳、野生

池田輝満は薄茶のこ
ろに入席する。

明治15年4月10日
（1882）

寺島秋介 藤井希璞、山本邦保、八
木佳平、池田輝満詰

明治15年5月7日 橋本実梁 高階経徳 茶室新築披露
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け
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る）
42
（

。

（
2
）
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
め
ぐ
る
新
た
な
交
際
関
係

秋
元
信
英
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
、
当
時
の
貴
紳
の
間
に
「
皇
族
の
数

寄
屋
御
成
」
と
い
う
べ
き
着
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

明
治
十
六
年
に
な
る
と
、
さ
し
て
懇
意
と
は
思
わ
れ
な
い
方
面
よ
り

の
希
望
が
あ
っ
た
。
後
年
に
和
敬
会
と
よ
ば
れ
る
茶
の
湯
の
団
体
の
会

員
（
事
例
、
松
浦
詮
・
渡
辺
驥
）
が
、
官
界
の
現
役
の
立
場
か
ら
記
主
（
有

栖
川
宮
幟
仁
親
王―

引
用
者
注
）
に
連
結
す
る
希
望
を
も
っ
た
。
少
な
い

事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、茶
道
文
化
史
上
の
新
し
い
兆
候
と
思
う
。（
略
）

端
的
に
仮
説
を
言
え
ば
、王
政
復
古
の
思
潮
が
反
映
し
た
近
代「
御
成
」

で
あ
る）
43
（

。

明
治
の
政
官
界
で
活
躍
し
た
松
浦
詮）
44
（

、
渡
辺
驥）
45
（

と
も
に
、
ま
さ
に
近
代
数

寄
者
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
茶
室
開

き
に
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
む
か
え
る
べ
く
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
。

松
浦
詮
は
、ま
ず
高
階
経
徳
を
通
じ
て
茶
会
の
話
を
し
た（
明
治
十
六
年（
一

八
八
三
）
七
月
十
八
日
条）
46
（

、
同
月
二
十
二
日
条
、
同
年
九
月
一
日
条
）。
つ
い
で

松
浦
詮
自
身
が
訪
問
し
（
同
年
十
月
九
日
条
）、
茶
室
開
き
に
む
か
え
た
い
旨

を
申
し
出
る
（
同
年
十
一
月
十
二
日
条
）。
そ
れ
に
対
し
て
有
栖
川
宮
幟
仁
親

王
は
あ
ま
り
積
極
的
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
（
同
年
七
月
二
十
八
日
条
、

同
年
十
二
月
十
七
日
条
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
二
月
二
十
七
日
条
）。
た

だ
し
、
染
筆
の
依
頼
に
は
応
じ
て
い
る
（
明
治
十
六
年
十
月
十
二
日
条
、
同
年

十
一
月
十
日
条
、
同
月
十
一
日
条
）。

一
方
の
渡
辺
驥
は
、
直
接
あ
る
い
は
飯
田
文
彦
を
通
じ
て
、
茶
室
開
き
に

む
か
え
た
い
旨
を
申
し
出
た
（
同
年
十
一
月
十
五
日
条
、同
月
十
七
日
条
）
が
、

こ
れ
に
対
し
て
も
積
極
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る）
47
（

。

こ
の
背
景
に
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
が
明
治
十
六
年
夏
こ
ろ
か
ら
体
調
が

す
ぐ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い）
48
（

。
し
か
し
、
こ
の
間
も
茶
道

具
の
購
入
は
続
け
て
お
り
、
茶
の
湯
に
対
す
る
意
欲
が
減
退
し
て
い
る
と
は

思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
近
代
数
寄
者
た
ち
と
は
肌
が
合
わ
な
い
こ
と
を
感

じ
て
い
て
、
交
際
を
避
け
た
可
能
性
も
考
え
う
る
の
で
は
な
い
か）

49
（

。

な
お
、
松
浦
詮
は
、
明
治
十
七
年
四
月
十
三
日
に
小
松
宮
彰
仁
親
王
を
、

同
月
二
十
四
日
に
北
白
川
宮
能
久
親
王
お
よ
び
伏
見
宮
貞
愛
親
王
を
む
か
え

て
茶
会
を
催
し
て
い
る）

50
（

。
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
つ
い
て
は
断
念
し
た
も
の

の
、希
望
ど
お
り
の
「
皇
族
の
数
寄
屋
御
成
」
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
茶
道
具
へ
の
関
心
の
深
ま
り

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
茶
の
湯
は
、
使
用
し
た
茶
道
具
な
ど
が
日
記
に
は

記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な

い
。
た
だ
し
、『
幟
仁
親
王
行
実
』
に
記
さ
れ
た
明
治
維
新
以
前
の
茶
の
湯

と
の
か
か
わ
り
が
、「
家
臣
藤
木
成
基
の
家
」
で
あ
り
、
公
家
た
ち
を
招
い

た
正
式
の
茶
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、交
際
関
係
に
お
い
て「
親
族
、

使
用
人
そ
れ
に
気
を
許
し
た
華
族）

51
（

」
と
い
う
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
茶
の
湯

の
あ
り
方
は
、
明
治
維
新
の
前
後
で
そ
の
性
格
が
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
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い）
52
（

。表
1
に
お
け
る
大
き
な
変
化
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
治
十
五
年
（
一

八
八
二
）十
月
十
八
日
条
に
道
具
商
寸
松
堂
後
藤
太
林
が
あ
ら
わ
れ
て
か
ら
、

茶
道
具
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
記
事

に
お
い
て
、茶
道
具
独
特
の
観
点
で
の
表
現
は
、「
カ
ワ
太
郎
仙
叟
好
棗
」（
明

治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
一
日
条）
53
（

）、「
数
茶
碗
一
見
而
大
樋
一
楽
」（
明
治
十

三
年
（
一
八
八
〇
）
九
月
十
九
日
条
）
が
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
三
月
七
日
条
で
は
寸
松
堂
か
ら
掛
軸
二

幅
を
購
入
し
て
い
る
が
、
値
段
は
「
十
五
円
五
十
銭
」、
内
容
は
「
千
宗
旦

自
画
賛
、
片
桐
石
州
蝶
賛
紅
雪
和
尚
夢
一
字
」
と
具
体
的
に
な
る
。

こ
の
変
化
は
寸
松
堂
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
評
価
も
で
き
る
が
、
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
な
い
印
象
も
う
け
る
。
明
治
十
五
年
十
月
十
八
日
条
に
よ
る
と
、

寸
松
堂
は
「
二
品
宮
馴
染
之
趣
也
」
と
あ
り
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
邸
に
も

出
入
り
し
て
い
た
。
ま
た
、「
清
学
師
匠
」
と
も
あ
り
、
脇
坂
安
斐
の
茶
の

湯
の
号
が
「
正
学
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
脇
坂
安
斐
と
関
係

の
あ
る
可
能
性
が
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
Ⅲ
に
み
る
『
東
久
世

通
禧
日
記
』
に
も
、
寸
松
堂
は
頻
出
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
寸
松
堂
が
当
時
の
上
層
階
級
の
茶
の
湯
の
世
界

で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
要
求
に
対

応
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
記
に
あ
ら
わ
れ
る
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王

の
茶
道
具
へ
の
関
心
の
深
ま
り
は
、
一
道
具
商
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
明

治
前
期
の
茶
の
湯
の
雰
囲
気
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ　

東
久
世
通
禧
に
み
る
喫
茶
文
化

1　

東
久
世
通
禧
と
そ
の
背
景

（
1
）
東
久
世
通
禧
の
人
物
像

東ひ
が
し
く
ぜ

久
世
通み

ち

禧と
み（

天
保
四
年（
一
八
三
三
）〜
明
治
四
十
五
年（
一
九
一
二
））は
、

村
上
源
氏
久
我
家
の
支
流
に
あ
た
る
公
家
の
東
久
世
家
に
生
ま
れ
た
。
幕
末

に
は
尊
王
攘
夷
派
公
卿
と
し
て
知
ら
れ
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
十

八
日
の
政
変
に
よ
り
京
都
を
追
わ
れ
て
長
州
に
下
っ
た
七
卿
の
一
人
で
あ

る
。
王
政
復
古
に
よ
っ
て
復
権
し
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
外
国
事
務

総
督
（
の
ち
に
神
奈
川
府
知
事
）
な
ど
に
就
任
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に

開
拓
長
官
と
し
て
北
海
道
に
赴
任
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
侍
従

長
と
な
り
、
岩
倉
使
節
団
に
同
行
し
て
外
遊
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）

元
老
院
副
議
長
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
貴
族
院
副
議
長
、
明
治
二

十
五
年（
一
八
九
二
）枢
密
院
副
議
長
な
ど
、明
治
政
府
の
要
職
を
歴
任
し
た
。

ま
た
、
明
治
二
年
に
は
王
政
復
古
の
功
績
に
対
し
て
永
世
賞
典
禄
千
石
を
下

賜
さ
れ
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
、
家
格
か
ら
本
来
は
子
爵
相
当

の
と
こ
ろ
、
維
新
の
勲
功
に
よ
り
伯
爵
を
授
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
四

男
東
久
世
秀
雄
は
、
分
家
に
際
し
て
特
旨
を
も
っ
て
男
爵
を
授
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
公
家
出
身
者
と
し
て
は
明
治
政
府
に
厚
遇
さ
れ
た
人
物
と
い
え

る
。一

方
で
、
文
化
面
で
は
、
茶
の
湯
、
詩
歌
、
書
画
、
雅
楽
な
ど
に
活
躍
し

た
。
と
く
に
茶
の
湯
で
は
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
は
じ
ま
る
明

治
期
の
上
層
階
級
の
茶
の
湯
の
集
ま
り
で
あ
り
、
十
六
羅
漢
と
し
て
知
ら
れ
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る
「
和
敬
会
」
の
一
員
で
あ
っ
た
。
高
橋
義
雄
は
、
そ
の
人
と
な
り
を
追
憶

し
て
、
つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
て
い
る
。

十
六
羅
漢
中
の
白
眉
東
久
世
伯
は
勤
王
尽
国
の
事
蹟
炳
焉
と
し
て
青

史
を
照
し
、
余
技
の
詩
歌
、
管
弦
、
書
道
等
に
於
て
も
亦
特
筆
す
可
き

技
能
を
有
せ
ら
れ
た
る
が
、
茶
人
と
し
て
の
伯
爵
は
誠
に
真
率
洒
脱
に

し
て
器
具
を
品
騭
す
る
に
も
非
ず
。其
組
合
せ
を
批
評
す
る
に
も
非
ず
。

澹
泊
湯
を
呑
む
が
如
く
物
に
拘
は
ら
ざ
る
風
体
な
り
し
か
ど
も
、
生
花

に
は
心
を
用
ゆ
る
こ
と
深
く
、
自
邸
に
各
種
の
花
卉
を
植
ゑ
椿
の
如
き

殆
ん
ど
十
数
種
に
及
び
た
り
と
云
ふ
。
明
治
四
十
一
年
頃
と
覚
ゆ
。
伯

爵
及
び
伯
夫
人
を
我
が
寸
松
庵
に
請
じ
た
る
こ
と
あ
り
。
其
客
振
り
や

至
て
平
民
的
に
し
て
談
笑
中
時
に
諧
謔
を
交
へ
給
ひ
、
寸
松
庵
の
露
地

及
び
庵
室
が
如
何
に
も
質
樸
古
雅
に
し
て
身
は
京
都
に
居
る
や
う
の
心

地
す
な
ど
述
べ
ら
れ
、
又
七
卿
西
下
の
後
暫
く
太
宰
府
に
さ
す
ら
へ
給

ひ
け
る
折
の
物
語
に
及
び
、
所
謂
一
見
旧
の
如
く
雲
井
に
近
き
御
方
と

相
対
座
す
る
の
感
を
生
ぜ
ざ
り
し
は
、
却
つ
て
奥
床
し
き
限
り
な
り

し）
54
（

。

な
お
、刊
行
さ
れ
て
い
る
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
上
巻
お
よ
び
下
巻）
55
（

に
は
、

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
を
の
ぞ
き
、
嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
・
一
八
五
四
）

な
い
し
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る）
56
（

。

（
2
）
明
治
維
新
以
前
の
東
久
世
通
禧
と
茶
の
湯

公
家
の
家
に
生
ま
れ
た
東
久
世
通
禧
は
、
公
家
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
当
然
も
と
め
ら
れ
た
。
二
十
歳
代
の
日
記
に
は
、
そ
の
経
緯
が

う
か
が
え
る
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
六
月
二
十
八
日
条
に
は
和
歌
入

門）
57
（

、安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
三
月
八
日
条
に
は
衣
紋
方
入
門
、文
久
元
年
（
一

八
六
一
）
五
月
三
十
日
条
に
は
鞠
道
入
門
な
ど
、
く
わ
し
い
記
事
が
み
ら
れ

る
。ま

た
、
当
時
の
宮
廷
で
は
、
口
切
の
茶
の
湯
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
安

政
四
年
（
一
八
五
七
）
十
一
月
二
十
七
日
条
に
は
「
今
日
進
献
御
茶
口
切
之

由
也
」
と
あ
り
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
十
月
二
十
七
日
条
に
は
「
当
番

昼
夜
参
仕
、
新
茶
御
口
切
也
、
当
番
輩
御
通
・
吸
物
・
重
肴
・
鉢
肴
等
一
宛

於
錦
雞
間
賜
之
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
東
久
世
通
禧
は
、
茶
の

湯
を
学
ん
で
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
み
ず
か
ら
茶
の
湯
に
関
係
し
た
と

い
う
記
事
も
み
ら
れ
な
い
。

2　

東
久
世
通
禧
に
み
る
明
治
前
期
の
茶
の
湯

（
1
）
明
治
前
期
に
お
け
る
茶
の
湯
の
復
興

明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
は
、
当
時
の
茶
の
湯
の

状
況
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
末
ま
で
の

記
事
に
つ
い
て
、
喫
茶
に
関
係
す
る
も
の
を
広
く
と
り
あ
げ
、
そ
の
主
要
部

分
を
整
理
し
た
も
の
が
表
4
で
あ
る）
58
（

。
た
だ
し
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
と
同

様
に
、
日
記
に
は
、
茶
会
記
に
類
す
る
記
事
は
な
く
、
人
名
を
中
心
と
す
る

交
際
関
係
、
喫
茶
の
種
類
方
法
、
若
干
の
道
具
な
ど
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
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ま
ず
、あ
げ
ら
れ
る
の
は〝
煎
茶
文
化
〞に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。「
煎
茶
」

と
「
啜
茶
」
と
二
通
り
の
表
記
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
儀
式
的
煎
茶
に
関
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
記
事
は
、明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

に
二
回
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
二
回
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）

に
一
回
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
に
は
み
ら
れ
な
い）
59
（

。
こ
の
こ
と
が
東
久
世
通
禧

の
個
人
的
嗜
好
を
示
す
も
の
か
、
近
代
数
寄
者
の
茶
の
湯
志
向
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
る
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
煎
茶
に
関
す
る
記
事
が
広
く
散
見
さ
れ
る

『
幟
仁
親
王
日
記
』
と
比
較
す
る
と
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
明
治
十
年
二
月
二
十
八
日
条
、
京
都
に
お
い
て
小
川
流

煎
茶
の
家
元
を
訪
問
し
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
と
お
り
、
東
久
世
通

禧
は
あ
ま
り
よ
い
印
象
を
う
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

60
（

。

小
川
久
敬
宅
啜
茶
ニ
行
、
小
川
佳マ
マ

進
ナ
ル
水
味
ノ
説
ヲ
発
明
シ
、
天

保
年
間
ヨ
リ
嘉
永
・
安
政
ニ
到
リ
茶
道
ノ
宗
匠
タ
リ
、
息
久
敬
学
其
遺

流
、
水
中
陽
気
ノ
説
ヲ
弁
明
ス
、
理
或
ハ
然
ラ
ン
、
唯
黙
而
聞
之
、
啜

茶
三
杯
、
料
理
酒
飯
ノ
饗
ニ
逢
帰
家
、
徹
宵
不
寝
、
可
哭
彼
翁
ノ
茶
説

ニ
酔
、
流
飲
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ

そ
の
半
年
後
に
、
明
治
に
な
っ
て
は
じ
め
て
の
〝
抹
茶
文
化
〞
の
記
事
が

登
場
す
る
。
Ⅰ
2
に
お
い
て
紹
介
し
た
脇
坂
安
斐
に
よ
る
明
治
天
皇
へ
の
献

茶
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
東
久
世
通
禧
は
侍
従
長
と
し
て
明
治
天
皇
に
随
行

し
て
い
る
。
日
記
の
明
治
十
年
八
月
二
十
一
日
条
に
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
記

さ
れ
て
い
る
。

七
時
出
省
、
八
時
聖
上
・
皇
后
博
覧
会
開
場
ニ
付
上
野
へ
行
幸
、
外

国
公
使
侍
席
、
開
業
式
勅
書
御
読
上
、
内
務
卿
奉
答
辞
及
東
京
府
知
事

楠
本
正
隆
、
美
術
館
計
御
覧
後
園
便
殿
御
休
息
、
軽
気
毬
御
覧
、
脇
坂

安
斐
献
点
茶
、
十
一
時
還
幸
、
予
大
礼
服
乗
侍
ス

そ
の
後
同
年
十
一
月
十
六
日
条
で
、
東
久
世
通
禧
は
、
西
四
辻
公
業
、
藤

波
教
忠
、
万
里
小
路
博
房
、
堀
田
正
倫
ら
と
も
に
脇
坂
安
斐
邸
に
お
け
る
茶

会
に
招
か
れ
る）

61
（

。
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
茶
の
湯
に
傾
倒
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
。こ

の
明
治
天
皇
へ
の
献
茶
が
あ
っ
た
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
こ
ろ
か

ら
、
茶
の
湯
の
再
評
価
が
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
十
二
月

十
六
日
条
に
は
、

岩
倉
邸
ニ
到
ル
、
新
茶
亭
新
築
落
成
ニ
付
、
三
条
・
柳
原
・
大
将
宮

招
請

と
記
事
が
あ
り
、
岩
倉
具
視
は
、
三
条
実
美
、
柳
原
前
光）
62
（

、
有
栖
川
宮
熾

仁
親
王）
63
（

お
よ
び
東
久
世
通
禧
を
招
待
し
て
、
新
築
茶
室
を
披
露
し
て
い
る
。

こ
れ
は
同
年
八
月
二
十
一
日
の
明
治
天
皇
へ
の
献
茶
以
前
か
ら
着
工
し
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う）
64
（

。

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
は
茶
の
湯
に
関
係
す
る
記
事
は
な
い
が
、

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
な
る
と
、
南
部
信
民
が
茶
室
を
披
露
し
（
同

年
三
月
二
十
日
条
）、
東
久
世
通
禧
も
茶
室
建
築
に
と
り
か
か
る
こ
と
と
な
る
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表
4　
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
下
巻
に
み
る
喫
茶
関
係
の
記
事

（
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
〜
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
））

年

月

日

内
容

記　

事　

の　

抜　

粋

明
治
九
年

（
一
八
七
六
）

一
月

十
八
日

煎
茶

黄
昏
西
四
辻
邸
ニ
行
、
三
条
西
・
冨
小
路
・
綾
小
路
其
他
伶
人
三
名
集
会
、
煎
茶
、
酌
酒
西
京
ノ
妓
（
略
）

二
月

二
十
八
日

煎
茶

秋
月
邸
へ
行
、
柳
原
前
光
・
鍋
島
直
彬
同
席
、
煎
茶
雑
話
ス

明
治
十
年

（
一
八
七
七
）

二
月

二
十
八
日

煎
茶

小
川
久
敬
宅
啜
茶
ニ
行
、（
略
）
啜
茶
三
杯
、
料
理
酒
飯
ノ
饗
ニ
逢
帰
家

三
月

六
日

煎
茶

在
梅
堂
小
憩
啜
茶

八
月

二
十
一
日

そ
の
他

八
時
聖
上
・
皇
后
博
覧
会
開
場
ニ
付
上
野
へ
行
幸
、（
略
）
美
術
館
計
御
覧
後
園
便
殿
御
休
息
、
軽
気
毬
御
覧
、
脇
坂
安
斐

献
点
茶

十
一
月

十
六
日

他
茶
会

四
時
脇
坂
安
斐
邸
茶
湯
ニ
招
請
、
西
四
辻
・
藤
波
・
万
里
小
路
・
堀
田
等
同
席
清
楽
ノ
興
ア
リ

十
二
月

十
六
日

他
茶
会
？

五
時
辞
席
岩
倉
邸
ニ
到
ル
、
新
茶
亭
新
築
落
成
ニ
付
、
三
条
・
柳
原
・
大
将
宮
招
請
、
九
時
帰
宅

明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）

三
月

二
十
日

他
茶
会
？

南
部
信
民
邸
茶
亭
落
成
ニ
付
部
長
局
輩
招
請

五
月

七
日

点
茶
ほ
か

福
羽
議
官
同
伴
広
岡
吉
二
郎
鹿
島
屋

霊
岩
島

宅
牡
丹
見
物
ニ
行
、
午
餐
饗
応
点
茶

五
月

九
日

煎
茶

四
時
杉
孫
七
郎
宅
へ
招
請
、
佐
野
・
福
羽
・
佐
々
木
・
河
田
同
席
、
古
硯
草
堂
落
成
煎
茶
会
也

六
月

二
十
九
日

他
茶
会

午
後
西
四
辻
邸
行
、
脇
坂
安
斐
同
席
、
抹
茶
会

八
月

十
三
日

茶
室
整
備

今
日
茶
席
造
作
着
手
職
人
入
込

八
月

三
十
一
日

茶
室
整
備

脇
坂
安
斐
入
来
、
茶
席
普
請
検
分

十
月

十
二
日

茶
道
具

脇
坂
安
斐
・
西
四
辻
公
業
入
来
、
同
伴
到
堀
津
買
茶
器
、
去
到
本
所
石
屋
買
庭
石
・
手
水
鉢
石
（
略
）

十
月

十
九
日

茶
室
整
備

植
木
屋
寅
松
入
込
作
庭
、
茶
寮
前
庭
鋪
設

十
月

二
十
二
日

他
茶
会

四
時
脇
坂
安
斐
邸
茶
会
ニ
行
相
客
六
人
、
十
時
帰
宅
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明
治
十
二
年

十
月

三
十
日

茶
室
整
備

茶
寮
造
作
落
成

十
一
月

九
日

茶
道
具

両
国
常
盤
屋
ニ
到
糴
市
ヲ
見
、
茶
器
両
品
ヲ
購
求
ス

十
一
月

十
六
日

茶
室
整
備

脇
坂
安
斐
入
来
、
茶
寮
皆
出
来
茶
器
取
入
之
為
也

十
一
月

二
十
一
日

点
茶

脇
坂
安
斐
入
来
、
数
寄
屋
道
具
相
揃
始
而
点
茶

十
二
月

二
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
、
抹
茶
稽
古

十
二
月

四
日

点
茶
ほ
か

午
後
上
杉
茂
憲
・
板
倉
勝
達
・
四
条
隆
平
・
南
部
信
民
等
入
来
、
抹
茶
・
囲
棊

十
二
月

八
日

点
茶
ほ
か

午
後
月
曜
画
会
相
催
、
河
田
・
高
崎
（
略
）
等
集
会
、
骨
董
肆
寸
松
堂
来
、
抹
茶
ヲ
点
ス

十
二
月

十
一
日

他
茶
会
？

西
四
辻
公
業
邸
へ
行
抹
茶
・
書
画
遊
、
大
河
内
正
質
・
赤
沢
宗
凹
同
席
、
十
時
帰
宅

十
二
月

十
二
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
、
抹
香茶
か

稽
古
、
大
給
恒
入
来
同
席
勧
酒
飯

十
二
月

十
四
日

点
茶
ほ
か

午
後
試
画
抹
茶

十
二
月

二
十
日

他
茶
会

午
抹
茶
招
請
、
脇
坂
安
斐
邸
へ
行

明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）

一
月

三
日

点
茶
ほ
か

尾
崎
三
良
・
藤
波
教
忠
等
入
来
、
点
茶
・
囲
棋

一
月

十
三
日

点
茶
ほ
か

三
時
後
橋
本
実
麗
・
西
四
辻
公
業
・
堀
河
康
隆
・
冨
小
路
敬
直
・
吉
田
半
十
郎
等
入
来
、
点
茶
・
囲
棋

一
月

十
四
日

点
茶

夕
景
吉
益
・
小
寺
等
入
来
点
茶

一
月

十
七
日

点
茶
ほ
か

橋
本
実
梁
・
宝
林
寺
専
護
入
来
、
点
茶
・
囲
棋

一
月

二
十
三
日

点
茶
ほ
か

秋
月
・
伊
丹
・
山
口
三
議
官
入
来
点
茶
、
饗
午
餐

一
月

二
十
五
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古

一
月

二
十
八
日

点
茶

吉
益
正
雄
来
点
茶

二
月

一
日

点
茶

午
後
脇
坂
安
斐
・
伏
見
屋
来
点
茶

二
月

八
日

そ
の
他

橋
本
実
梁
入
来
茶
室
新
造
ニ
付
示
談

二
月

十
一
日

稽
古

三
時
脇
坂
安
斐
・
本
多
正
憲
入
来
、
点
茶
稽
古
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明
治
十
三
年

二
月

十
四
日

点
茶

夜
吉
益
来
点
茶

二
月

二
十
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古

二
月

二
十
七
日

点
茶

貞
子
同
伴
吉
田
水
月
尼
方
へ
点
茶
ニ
行

三
月

二
日

点
茶
？

吉
益
正
雄
来
、
対
雪
煮
茶
甚
有
興

三
月

三
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古

三
月

六
日

茶
道
具

茶
器
七
点
購
求

三
月

十
一
日

稽
古

脇
坂
安
斐
点
茶
稽
古
入
来

三
月

十
二
日

点
茶
ほ
か

四
時
後
蠣
殻
町
青
木
信
寅
邸
へ
行
、
吉
益
正
雄
案
内
古
書
画
展
観
、（
略
）
彼
家
冨
古
書
画
、
点
茶
、
饗
晩
餐
、
十
時
帰
宅

三
月

二
十
一
日

点
茶

清

マ

マ

岡　
　

・
吉
益
正
雄
来
、
点
茶

三
月

二
十
九
日

点
茶
ほ
か

脇
坂
安
斐
邸
ニ
行
、
秋
月
・
高
崎
・
池
原
・
久
野
等
同
席
、
点
茶
揮
毫

四
月

二
日

点
茶

脇
坂
安
斐
妾
須
万
・
吉
益
正
雄
・
伏
見
屋
等
来
点
茶

四
月

十
二
日

他
茶
会

岩
倉
邸
へ
行
、
梅
渓
同
席
茶
会

四
月

十
七
日

点
茶
ほ
か

四
時
橋
本
実
麗
・
藤
波
教
忠
・
梅
渓
通
善
入
来
、
吉
益
正
雄
点
茶
、
酒
間
囲
棋

四
月

二
十
三
日

点
茶
ほ
か

午
後
脇
坂
安
斐
邸
両
大
臣
招
請
取
持
ニ
行
、
点
茶
有
謡
囃
子
等
、
柴
原
・
股
野
・
徳
大
寺
・
前
田
等
同
席

四
月

二
十
七
日

茶
室
整
備

庭
前
数
奇
屋
今
日
ヨ
リ
屋
根
葺
ニ
懸
ル

五
月

四
日

稽
古

午
後
貞
子
同
伴
脇
坂
安
斐
邸
点
茶
稽
古
ニ
行

五
月

六
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古

五
月

十
日

点
茶
・
茶

道
具

吉
益
正
雄
来
点
茶
、
買
香
合
・
茶
碗
瀬
戸
唐
津
一
碗
、
其
価
二
円
廿
五
銭
、
香
合
螺
鈿
黒
漆
四
円
也

五
月

十
二
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古
、
吉
益
同
席

五
月

十
五
日

他
茶
会

脇
坂
安
斐
邸
午
時
茶
会
、
妻
同
伴
、
本
多
・
丸
岡
・
吉
益
・
吉
田
老
婆
等
同
席
、
四
時
事
了

五
月

二
十
一
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古
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五
月

二
十
四
日

他
茶
会

午
後
四
時
西
四
辻
公
業
邸
へ
行
、
茶
会
、
橋
本
・
三
条
西
同
席
、
十
一
時
帰
宅

五
月

三
十
日

茶
室
整
備

庭
前
修
築
落
成

六
月

三
日

茶
道
具

壬
生
桄
夫
茶
道
具
・
書
物
等
買（
売
）
却
代
金
四
百
十
円
受
取
、
吉
益
周
旋
為
謝
礼
十
五
円
相
遣
ス
、
壬
生
敦（
篤
）
子
入
来
、
道
具
周

旋
謝
礼
会
席
膳
椀
・
寒
雉
釜
・
若
狭
盆
等
到
来

六
月

七
日

点
茶

午
後
吉
益
正
雄
・
西
四
辻
公
業
入
来
、
点
茶

六
月

十
一
日

稽
古

吉
田
半
十
郎
・
脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
等
入
来
、
囲
棋
、
点
茶
稽
古

六
月

二
十
日

他
茶
会

小
梅
鴻
池
幸
右
衛
門
別
荘
正
午
茶
事
招
、
妻
同
伴

六
月

二
十
一
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
、
点
茶
稽
古

六
月

二
十
五
日

他
茶
会

夕
景
吉
益
正
雄
同
伴
脇
坂
安
斐
邸
へ
行
、
茶
会
、
本
多
正
憲
・
大
坂
天
王
寺
屋
同
席

六
月

二
十
九
日

稽
古

脇
坂
安
斐
宅
行
、
点
茶
稽
古

六
月

三
十
日

そ
の
他

今
暁
有
盗
茶
席
ニ
侵
入
、
茶
道
具
大
略
ヲ
盗
去
、
明
後
二
日
茶
湯
古
帆
亭
落
成
招
脇
坂
有
約
束
、
然
而
器
械
大
略
散
失
々

望
甚
矣

七
月

二
日

稽
古

脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
来
、
点
茶
稽
古

七
月

九
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
邸
へ
行
、
点
茶
稽
古

七
月

十
二
日

自
茶
会

夕
五
時
茶
事
、
脇
坂
安
斐
側
室
須
麻
・
本
多
正
憲
・
伏
見
屋
忠
次
入
来
、
亭
主
方
吉
益
正
雄
周
旋
、
十
時
前
各
退
散

七
月

十
五
日

そ
の
他

今
日
正
午
茶
事
従
松
浦
詮
案
内
、
依
会
議
相
断

七
月

十
七
日

そ
の
他

五
時
脇
坂
安
斐
邸
行
、
本
多
正
憲
・
予
・
妻
等
盆
立
点
茶
作
法
相
伝
、
予
学
茶
不
欲
為
茶
博
士
、
只
愛
風
情
耳
、
然
而
安

斐
欲
吾
門
葉
栄
盛
勧
思
不
止
、
依
而
及
此
挙
非
本
意
也
、
吉
益
正
雄
・
吉
田
老
婆
同
席

七
月

二
十
三
日

点
茶

吉
益
正
雄
・
片
桐
譲
之
来
、
点
茶

七
月

二
十
九
日

自
茶
会

夕
五
時
伊
丹
重
賢
・
青
木
信
寅
・
加
藤
嘉
庸
・
古
筆
了
仲
・
吉
益
正
雄
来
、
茶
事
、
九
時
過
各
帰
去

八
月

二
日

点
茶
ほ
か

夕
景
橋
本
実
麗
・
同
実
梁
・
西
四
辻
公
業
・
脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
等
入
来
、
点
茶
・
囲
棋

八
月

四
日

点
茶
ほ
か

四
時
橋
本
実
梁
邸
へ
行
、
点
茶
・
囲
棋
、
久
我
・
伏
原
等
同
席

八
月

十
一
日

他
茶
会

午
後
四
時
本
多
正
憲
邸
茶
事
、
脇
坂
・
丸
岡
・
吉
田
婆
等
同
席
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八
月

十
二
日

稽
古

午
後
脇
坂
点
茶
稽
古
入
来

八
月

十
七
日

他
茶
会

夕
景
吉
益
正
雄
来
、
同
伴
銀
座
布
袋
屋
へ
茶
事
ニ
行

八
月

十
八
日

他
茶
会

吉
益
正
雄
同
伴
午
前
四
時
脇
坂
安
斐
邸
朝
茶
ニ
行
、
古
筆
了
仲
・
吉
田
婆
・
伏
見
や
忠
次
同
席
、
八
時
事
了

八
月

二
十
四
日

稽
古

脇
坂
安
斐
宅
行
、
点
茶
稽
古

八
月

二
十
五
日

そ
の
他

吉
益
正
雄
来
、
炉
灰
検
査

八
月

二
十
八
日

茶
道
具

午
後
吉
益
正
雄
来
同
伴
川
上
宗
順
宅
・
田
沢
房
次
宅
行
、
忠
度
卿
色
紙
ヲ
見
ル

八
月

二
十
九
日

稽
古

脇
坂
安
斐
邸
行
、
点
茶
稽
古

九
月

二
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
・
本
多
正
憲
・
吉
益
正
雄
入
来
、
点
茶
稽
古

九
月

八
日

茶
室
整
備

今
日
ヨ
リ
茶
席
前
庭
再
築
植
木
屋
来

九
月

十
二
日

茶
道
具

吉
益
正
雄
宅
行
、
名
物
文
琳
茶
入
・
玉
霰
み
な
の
川

茶
入

・
山
井
茶
碗
等
ヲ
見

九
月

十
三
日

茶
室
整
備

・
そ
の
他

吉
益
正
雄
鞍
馬
石
手
水
鉢
周
旋
、
其
価
廿
一
円
、
今
日
繕
付
、
昨
日
賊
西
洋
館
・
茶
室
等
へ
忍
入
、
品
物
五
点
計
盗
取

九
月

十
四
日

点
茶

四
時
西
四
辻
邸
ニ
行
、
胡
枝
満
開
、
橋
本
父
子
・
赤
川
同
席
点
茶

九
月

二
十
一
日

点
茶

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶

九
月

二
十
二
日

茶
室
整
備

茶
席
前
庭
修
築
落
成

九
月

二
十
九
日

点
茶

脇
坂
安
斐
邸
へ
行
、
点
茶

十
月

一
日

茶
室
整
備

園
庭
造
築
今
日
落
成

十
月

三
日

自
茶
会

夕
四
時
茶
事
、
脇
坂
安
斐
・
橋
本
実
麗
・
同
実
梁
・
西
四
辻
公
業
・
吉
田
水
月
尼
入
来
、
点
茶

十
月

十
日

他
茶
会

十
時
三
浦
安
宅
行
、
大
給
・
岩
邨
同
席
茶
事

十
月

十
二
日

点
茶

夕
景
吉
益
正
雄
・
長
四
郎
三
来
点
茶
、
脇
坂
有
約
而
不
快
之
由
不
来

十
月

十
五
日

そ
の
他

今
夕
脇
坂
家
茶
会
有
約
所
労
ニ
付
断
申
遣
、
吉
益
為
代
出
頭
之
処
入
夜
有
使
者
、
今
夕
茶
会
延
引
旨
告
来

十
月

二
十
五
日

点
茶

脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
来
点
茶
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十
月

二
十
八
日

他
茶
会

明
日
茶
会
赤
沢
宗
凹
ヨ
リ
招
状
来

十
月

二
十
九
日

他
茶
会

午
後
二
時
西
四
辻
邸
へ
行
、
同
伴
橋
本
父
子
同
伴
山
伏
町
十
八
番
地
赤
沢
宗
凹
宅
茶
会
ニ
行
、
十
時
帰
宅

十
一
月

二
日

点
茶

脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
来
点
茶

十
一
月

四
日

他
茶
会

橋
本
実
麗
邸
行
喫
茶
、
近
衛
・
丸
岡
・
西
四
辻
同
席

十
一
月

十
一
日

点
茶

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶

十
一
月

十
三
日

稽
古

午
後
早
々
脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古

十
一
月

十
四
日

他
茶
会
・

点
茶
ほ
か

正
午
茶
事
、
松
浦
詮
邸
へ
行
、
夕
景
福
羽
議
官
邸
へ
行
、
囲
棋
・
点
茶
、
徳
大
寺
・
藤
波
・
吉
井
・
松
田
等
同
席

十
一
月

十
七
日

自
茶
会

四
時
茶
事
、
本
多
正
憲
・
脇
坂
側
室
須
摩
・
吉
田
水
月
尼
入
来
、
脇
坂
安
斐
有
約
束
臨
期
依
不
快
断
也

十
一
月

十
九
日

そ
の
他

来
廿
八
日
茶
会
松
浦
詮
へ
案
内
状
指
出
ス
、
古
筆
了
仲
亦
同
シ

十
一
月

二
十
八
日

自
茶
会

午
茶
事
、
松
浦
詮
・
西
四
辻
公
業
・
渡
辺
驥
・
松
浦
信
寔
・
赤
沢
宗
凹
等
入
来
、
大
名
物
九
鬼
文
琳
茶
入
・
盆
立
茶
碗
柿

の
へ
た
相
用

十
二
月

二
日

点
茶

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶

十
二
月

四
日

自
茶
会

正
午
茶
事
、
脇
坂
安
斐
・
古
筆
了
仲
・
加
藤
嘉
庸
・
長
四
郎
三
・
伏
見
屋
忠
次
、
五
時
各
帰
ル

十
二
月

五
日

自
茶
会

正
午
茶
事
、
福
羽
議
官
夫
婦
・
河
田
議
官
夫
婦
・
子（
相

雲良
）
、
四
時
前
各
帰
ル

十
二
月

十
二
日

他
茶
会

貞
子
正
午
茶
事
、
脇
坂
安
斐
邸
へ
行
、
河
田
景
与
入
来
、
同
伴
夕
五
時
工
商
会
社
若
井
兼
次
郎
宅
茶
事
ニ
行
、
吉
益
・
平

山
同
席
、
十
時
過
帰
宅

十
二
月

十
七
日

茶
道
具

堀
田
正
倫
邸
ニ
行
、
柿
の
へ
た
茶
碗
返
却
、
不
昧
茶
杓
・
ふ
り
〳
〵
香
合
借
用

十
二
月

十
九
日

他
茶
会

正
午
茶
事
加
藤
嘉
庸
宅
へ
行

十
二
月

二
十
五
日

他
茶
会

正
午
茶
事
、
貞
子
同
伴
福
羽
議
官
宅
へ
行
、
藤
波
・
河
田
夫
婦
同
席
、
茶
事
了
後
段
吹
弾
歌
舞
之
興
ア
リ
、
十
時
帰
宅

十
二
月

二
十
六
日

他
茶
会

正
午
茶
事
本
多
正
憲
邸
へ
行
、
脇
坂
・
吉
益
・
吉
田
尼
等
同
席

明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）

一
月

八
日

自
茶
会

正
午
茶
事
、
脇
坂
安
斐
・
渡
辺
驥
・
遠
藤
謹
助
・
相
模
屋
彦
兵
衛
・
寸
松
堂
等
来
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一
月

十
三
日

他
茶
会

三
時
西
四
辻
公
業
邸
へ
茶
事
招
請
、
脇
坂
安
斐
・
古
筆
了
仲
・
赤
沢
宗
凹
・
吉
益
正
雄
同
席
、（
略
）
勧
酒
数
巡
、
十
時
帰

宅

一
月

十
五
日

他
茶
会

夕
景
寸
松
堂
へ
行
、
夕
餐
饗
応
兼
茶
事
、
網
綱
忰
同
席

一
月

十
六
日

自
茶
会

正
午
茶
事
相
催
、
竹
腰
正
美
・
古
筆
了
仲
・
条
野
伝
平
・
野
村
、
吉
益
正
雄
水
屋
詰
、
点
薄
茶

一
月

二
十
日

そ
の
他

脇
坂
安
斐
夕
四
時
茶
事
有
案
内
、
依
所
労
相
断

二
月

二
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古

二
月

三
日

点
茶
ほ
か

新
小
川
町
北
畠
道
竜
宅
へ
行
、
吉
益
正
雄
同
席
点
茶
・
囲
棋

二
月

六
日

他
茶
会

正
午
茶
事
妻
同
伴
河
田
景
与
宅
へ
行
、
福
羽
夫
婦
・
渡
辺
驥
同
席
、
秉
燭
帰
宅

二
月

七
日

点
茶
ほ
か

夕
景
北
畠
道
竜
・
三
浦
安
・
西
園
寺
公
望
・
吉
益
正
雄
等
入
来
点
茶
、
談
仏
法

二
月

十
一
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古

二
月

十
九
日

他
茶
会

四
時
長
四
郎
三
茶
事
ニ
行
、
脇
坂
・
古
筆
・
吉
益
・
福
井
等
同
席
、
十
時
帰
宅

二
月

二
十
一
日

稽
古

脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古

二
月

二
十
五
日

他
茶
会

古
筆
了
仲
古
筆
鑑
定
稽
古
へ
行
、
脇
坂
・
久
野
定
煕
・
吉
益
正
雄
同
伴
有
茶
事

三
月

十
六
日

他
茶
会

十
時
出
門
到
嵐
山
、
西
山
風
光
歴
覧
到
桂
宮
別
荘
、
兼
而
御
招
也
、
赤
松
少
将
・
山
口
一
同
同
伴
、
於
松
琴
亭
御
茶
高
階

経
徳
手
前
也
、
於
広
間
酒
肴
頂
戴
、（
略
）
八
時
走
車
帰
宅

四
月

一
日

茶
室
整
備

植
木
屋
来
、
庭
前
敷
松
葉
ヲ
撤
ス

四
月

二
日

稽
古

午
後
脇
坂
安
斐
入
来
点
茶
稽
古
及
囲
棋

四
月

十
日

他
茶
会

正
午
茶
事
今
戸
町
渡
辺
驥
宅
招
請
、
河
田
・
脇
坂
・
条
野
・
安
田
同
席
、（
略
）
秉
燭
帰
宅

四
月

十
八
日

点
茶

午
後
二
時
橋
場
三
条
殿
別
荘
対
鷗
荘
へ
行
、
有
栖
川
宮
・
岩
倉
・
四
条
・
久
我
・
壬
生
・
南
部
等
同
席
古
筆
了
仲
点
茶

四
月

二
十
一
日

他
茶
会

三
時
脇
坂
安
斐
邸
へ
行
、
同
伴
竜
泉
寺
村
岩
村
高
俊
邸
茶
事
ニ
行
、
脇
坂
・
渡
辺
驥
・
岩
村
通
俊
・
予
同
席
、（
略
）
十
時

過
帰
宅

四
月

二
十
三
日

他
茶
会

正
午
茶
事
脇
坂
安
斐
邸
行
、
渡
辺
驥
・
河
田
景
与
同
席
、
四
時
河
田
同
車
帰
宅

四
月

二
十
四
日

点
茶
ほ
か

午
後
久
我
建
通
妾
菅
浦
等
入
来
点
茶
、
饗
晩
餐
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明
治
十
四
年

四
月

三
十
日

煎
茶
？

午
後
早
々
内
藤
新
宿
福
羽
美
静
別
業
ニ
行
、（
略
）
新
筍
野
薇
勝
八
珎
煮
茶
囲
棋

五
月

二
日

点
茶

脇
坂
安
斐
・
長
馬
太
郎
・
吉
益
正
雄
等
来
点
茶

五
月

九
日

点
茶
ほ
か

午
後
橋
本
実
梁
・
南
部
信
民
・
寺
島
秋
介
等
入
来
点
茶
、
晩
食
饗
応

五
月

十
五
日

他
茶
会

正
午
松
浦
詮
邸
行
茶
事
、
四
時
前
帰
宅

五
月

十
八
日

そ
の
他

杉
浦
誠
宅
・
吉
田
か
ね
宅
へ
行
、
小
川
某
皆
伝
後
茶
事
、
脇
坂
・
本
多
等
同
席

五
月

二
十
一
日

稽
古

脇
坂
入
来
点
茶
稽
古

五
月

二
十
二
日

自
茶
会

正
午
茶
事
松
浦
・
渡
辺
・
岩
村
・
大
河
内
・
古
筆
等
入
来
、
四
時
後
各
退
散

五
月

三
十
日

点
茶
ほ
か

午
後
岩
村
通
俊
・
柴
原
和
・
吉
田
半
十
郎
等
来
囲
棋
、
橋
本
実
梁
又
入
来
、
点
茶
及
夜
十
時
各
退
散

六
月

二
日

稽
古

脇
坂
安
斐
点
茶
稽
古
入
来

六
月

十
一
日

点
茶

脇
坂
安
斐
・
代
田
羽
白
軒
・
吉
益
正
雄
・
渡
辺
徹
等
入
来
点
茶

六
月

十
六
日

点
茶
ほ
か

十
時
大
河
内
輝
声
宅
へ
行
見
物
、
午
餐
点
茶
等
饗
応
、
四
時
帰
宅

六
月

二
十
日

他
茶
会

橋
本
実
梁
邸
茶
会
ニ
行
、
西
四
辻
・
丸
岡
・
松
田
等
同
席
囲
棋

七
月

一
日

他
茶
会

四
時
後
西
四
辻
公
業
邸
茶
事
ニ
行
、
松
浦
詮
・
橋
本
実
梁
・
千
宗
守
等
同
席

七
月

五
日

他
茶
会

四
時
三
浦
安
宅
へ
行
茶
事
、
古
筆
了
仲
・
主
人
代
理
紀
州
家
令
斎
藤
某
・
千
宗
佐マ
マ

同
席
、
彼
亭
六
窓
庵
金
森
宗
和
好
ノ
席
、

今
日
新
造
席
開
茶
事
頗
有
趣
、
十
時
帰
宅

七
月

十
日

他
茶
会
・

茶
道
具

音
羽
三
丁
目
山
田
参
議
別
荘
ニ
而
赤
沢
宗
凹
追
福
茶
事
、
千
宗
守
手
前
、（
略
）
四
時
松
平
乗
承
邸
行
、
大
給
同
席
伝
来
茶

器
展
観
、
有
書
画
之
興

七
月

二
十
六
日

点
茶
ほ
か

西
四
辻
・
橋
本
等
へ
行
点
茶
・
囲
棋

十
月

三
日

茶
室
見
学

五
時
新
町
頭
山
科
白
翁
宅
へ
行
、
同
伴
千
宗
左
宅
見
物
、
茶
寮
庭
園
見
物

十
月

五
日

茶
室
見
学

山
科
白
雲マ
マ

宅
へ
行
、
誘
引
千
玄
室
茶
寮
庭
園
見
物

十
一
月

十
九
日

他
茶
会

正
午
茶
事
松
浦
詮
邸
へ
行

十
一
月

二
十
一
日

他
茶
会

夕
四
時
寺
島
秋
介
宅
茶
会
ニ
行
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明
治
十
四
年

十
一
月

二
十
四
日

茶
道
具

西
京
出
雲
路
定
信
ヨ
リ
与
次
郎
作
風
炉
到
着
、
其
価
十
五
円
奇
代
名
品
也

十
一
月

二
十
六
日

他
茶
会

正
午
茶
事
古
筆
了
仲
宅
行
、
脇
坂
安
斐
・
三
浦
安
・
伏
見
屋
忠
次
同
席

十
一
月

二
十
七
日

他
茶
会

壱
番
町
遠
藤
謹
助
宅
正
午
茶
事

十
二
月

三
日

点
茶

午
後
岩
倉
邸
・
丸
岡
莞
爾
・
西
四
辻
宅
等
へ
行
、
於
西
四
辻
点
茶
、
十
時
帰
宅

十
二
月

十
日

他
茶
会

正
午
茶
事
条
野
伝
平
宅
へ
行

十
二
月

十
一
日

他
茶
会

正
午
貞
子
同
伴
河
田
景
与
邸
行
、
同
伴
神
谷
宅
茶
会
ニ
行

十
二
月

十
三
日

他
茶
会

四
時
後
野
村
茶
会
ニ
行

十
二
月

二
十
日

他
茶
会

夕
四
時
脇
坂
安
斐
邸
茶
会
ニ
行
、
十
時
前
帰
宅

十
二
月

二
十
五
日

茶
道
具

従
桂
宮
故
宮
為
御
遺
物
水
指
仁
清
作
・
銀
瓶
一
箇
・
白
縮
緬
一
疋
被
下
、
宇
田
淵
よ
り
消
息
、
桂
別
荘
付
御
道
具
小
堀
遠
州

所
持
落
葉
釜
拝
借
被
仰
付
、
右
者
香
川
大
書
記
官
西
京
行
之
節
相
願
ニ
付
取
計
有
之
也

明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
）

一
月

一
日

点
茶
ほ
か

午
後
略
服
久
我
殿
・
橋
本
・
西
四
辻
邸
年
礼
回
勤
、
於
西
四
辻
家
点
茶
、
弾
琵
琶
、
夜
九
時
帰
宅

一
月

三
日

点
茶
ほ
か

午
後
橋
本
実
梁
・
西
四
辻
公
業
・
東
儀
季
煕
・
脇
坂
安
斐
・
吉
益
正
雄
等
入
来
点
茶
、
奏
楽
々
目
六
、（
略
）

一
月

八
日

点
茶
ほ
か

午
後
古
筆
了
仲
宅
行
、
古
筆
鑑
定
発
会
、
点
茶
饗
応
、
夜
八
時
帰
宅

一
月

十
八
日

稽
古

三
時
後
佐
々
木
参
議
・
東
伏
見
宮
・
代
田
醜
麿
宅
等
行
、
代
田
月
中
一
ケ
度
生
花
・
点
茶
稽
古
入
来
之
事
依
頼
置

一
月

二
十
三
日

稽
古

代
田
醜
麿
点
茶
・
生
花
指
南
入
来

一
月

二
十
五
日

点
茶
ほ
か

午
後
鑑
定
会
、
松
浦
詮
・
脇
坂
安
斐
・
渡
辺
驥
・
吉
益
正
雄
・
河
田
景
与
・
岡
倉
・
古
筆
了
仲
等
入
来
、
炷
香
・
点
茶
、

到
十
時
散
会

一
月

二
十
九
日

他
茶
会

加
藤
嘉
庸
宅
夕
茶
会
ニ
行
、
渡
辺
・
古
筆
・
吉
益
等
同
席
、
点
香

二
月

十
七
日

稽
古

代
田
醜
麿
来
、
生
花
・
点
茶
稽
古

二
月

二
十
四
日

点
茶

帰
懸
伊
丹
重
賢
宅
へ
立
寄
、
新
築
屋
敷
点
茶

二
月

二
十
五
日

点
茶
ほ
か

古
筆
鑑
定
会
古
筆
了
仲
・
渡
辺
驥
・
松
浦
詮
・
竹
腰
正
美
・
片
倉
竜
・
吉
益
正
雄
・
板
倉
勝
達
等
入
来
、
依
例
点
茶
・
炷

香
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明
治
十
五
年

四
月

二
日

他
茶
会

十
一
時
貞
子
同
伴
渡
辺
驥
宅
正
午
茶
事
、
竹
腰
・
吉
益
・
鈴
木
同
席

四
月

二
十
日

稽
古

代
田
醜
麿
・
吉
益
正
雄
来
点
茶
稽
古

四
月

二
十
三
日

自
茶
会

午
時
茶
湯
寺
島
秋
介
・
加
藤
嘉
庸
・
条
野
伝
平
・
長
四
良
三
・
若
井
兼
三
郎
、
水
屋
詰
吉
益
正
雄
等
来
、
四
時
半
茶
事
了

五
月

六
日

稽
古

夕
景
代
田
醜
麿
・
吉
益
正
雄
等
入
来
、
点
茶
・
挿
花
稽
古
如
例

五
月

二
十
日

自
茶
会

正
午
茶
事
、
津
田
・
楠
本
・
野
村
・
渡
辺
・
寸
松
堂
入
来

五
月

二
十
三
日

他
茶
会

退
去
懸
橋
本
実
梁
亭
へ
行
、
脇
坂
・
寺
島
・
吉
益
・
福
井
同
席
茶
事
、
後
段
謡
曲
・
琵
琶
ヲ
弾
ス

六
月

十
七
日

茶
道
具
・

他
茶
会

午
後
早
々
佐
竹
義
堯
邸
行
、
茶
器
買（
売
）
却
ニ
付
見
物
、
三
時
松
浦
詮
邸
行
夕
茶
饗
応
、
橋
本
・
前
田
・
吉
益
同
席
、
九
時
帰

宅

六
月

十
九
日

点
茶
ほ
か

三
条
邸
へ
行
、
前
田
・
藤
堂
等
同
席
、
古
筆
了
仲
点
茶
会
席
料
理
、
三
宅
庄
市
狂
言
ア
リ

六
月

二
十
二
日

稽
古

代
田
醜
麿
入
来
点
茶
稽
古

六
月

二
十
四
日

茶
道
具

午
後
佐
竹
義
堯
亭
へ
懸
物
払
出
ニ
付
見
物
ニ
行

六
月

二
十
五
日

自
茶
会

正
午
茶
事
、
脇
坂
安
斐
・
松
浦
詮
・
渡
辺
驥
・
竹
腰
正
美
・
古
筆
了
仲
入
来
、
午
後
茶
事
了
後
鑑
定
会
、
炷
香
二
坐
、
十

時
過
退
散

七
月

八
日

茶
道
具

佐
竹
ヨ
リ
茶
器
松
風
印
十
八
点
買
入
、
価
五
十
円
南
部
信
民
へ
相
払

七
月

九
日

自
茶
会

正
午
杉
孫
七
郎
・
宍
戸
璣
・
国
重
貞
文
・
児
玉
少
介
・
井
関
等
茶
事
入
来
、
頗
略
式

八
月

十
四
日

茶
道
具

佐
竹
家
払
物
懸
物
十
一
幀
買
入
代
価
六
十
四
円
半

九
月

二
日

他
茶
会

三
時
松
浦
詮
宅
へ
行
順
回
茶
事
初
席
、
脇
坂
・
橋
本
・
渡
辺
・
古
筆
等
同
席

十
月

六
日

他
茶
会

四
時
東
松
下
町
加
藤
嘉
庸
宅
茶
事
、
松
浦
・
渡
辺
・
古
筆
・
杉
林
等
同
席

十
月

七
日

自
茶
会

夕
三
時
茶
事
順
回
催
、
松
浦
・
渡
辺
・
西
四
辻
・
脇
坂
・
古
筆
等
入
来

十
月

九
日

自
茶
会

午
後
三
時
茶
事
、
加
藤
・
杉
林
・
長
・
野
村
・
金
房
等
入
来

十
月

十
四
日

点
茶

三
時
脇
坂
安
斐
邸
行
、
本
多
・
田
代
等
数
人
同
席
点
茶

十
月

十
八
日

他
茶
会

午
後
四
時
野
村
子
仙
宅
茶
事
ニ
行

十
月

二
十
日

点
茶
ほ
か

平
松
時
厚
・
西
四
辻
公
業
入
来
、
対
酌
・
点
茶
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（
同
年
八
月
十
三
日
条
）。
こ
れ
以
降
、
日
記
に
は
茶
の
湯
に
関
す
る
記
事
が

急
に
増
加
す
る
。

（
2
）
東
久
世
通
禧
の
茶
の
湯
の
師

東
久
世
通
禧
は
、
だ
れ
か
ら
茶
の
湯
の
指
導
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）七
月
十
七
日
条
に
、つ
ぎ
の
と
お
り
記
し
て
い
る
。

脇
坂
安
斐
邸
行
、
本
多
正
憲
・
予
・
妻
等
盆
立
点
茶
作
法
相
伝
、
予

学
茶
不
欲
為
茶
博
士
、
只
愛
風
情
耳
、
然
而
安
斐
欲
吾
門
葉
栄
盛
勧
思

不
止
、
依
而
及
此
挙
非
本
意
也
、
吉
益
正
雄
・
吉
田
老
婆
同
席

こ
の
こ
と
か
ら
、
東
久
世
通
禧
の
茶
の
湯
の
師
は
、
脇わ

き

坂ざ
か

安や
す

斐あ
や

（
天
保
十

年
（
一
八
三
九
）
〜
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
））
で
あ
る
と
わ
か
る
。
播
磨

明
治
十
五
年

十
月

二
十
七
日

点
茶
ほ
か

午
後
大
給
恒
入
来
、
今
般
廃
局
興
館
事
件
ニ
付
取
調
、
香
川
敬
三
入
来
同
席
取
調
、
点
茶
、
十
時
退
散

十
一
月

四
日

他
茶
会

正
午
順
回
茶
事
古
筆
了
仲
宅
行
、
脇
坂
指
支
ニ
付
臨
期
断
、
松
浦
・
渡
辺
同
席
、
五
時
帰
宅

十
一
月

十
日

点
茶
ほ
か

午
後
小
林
鉄
次
郎
宅
行
、
渡
辺
清
招
飲
、
佐
野
・
児
玉
・
画
工
両
三
名
同
席
、
席
上
揮
毫
書
画
陳
列
、
細
君
点
茶

十
一
月

十
二
日

稽
古

代
田
醜
麿
・
吉
益
正
雄
入
来
、
今
日
開
炉
々
手
前
稽
古

十
一
月

十
六
日

他
茶
会

四
時
早
出
走
車
山
谷
八
百
善
茶
会
ニ
行
、
脇
坂
・
渡
辺
・
加
藤
・
吉
益
同
席
、
九
時
前
帰
宅
、
三
浦
安
所
持
六
窓
庵
引
移

今
般
開
席
也

十
一
月

十
八
日

自
茶
会

午
時
茶
事
寺
島
・
条
野
・
鈴
木
晋
・
大
善
等
入
来
、
吉
益
入
来
点
薄
茶

十
一
月

十
九
日

点
茶
ほ
か

午
後
岩
倉
右
府
・
徳
大
寺
宮
内
卿
・
万
里
小
路
皇
后
大
夫
入
来
囲
棋
、
四
時
久
我
正
二
位
・
松
浦
正
四
位
入
来
、
五
時
よ

り
茶
席
入
料
理
貞
子
薄
茶
点
茶
、
八
時
半
各
被
帰

十
一
月

二
十
六
日

他
茶
会

正
午
三
囲
晋
永
機
茶
事
ニ
行
、
吉
益
乾
也
・
加
藤
松
民
等
同
席
、（
略
）
夕
五
時
走
車
本
郷
二
丁
日
米
林
俵
作
茶
事
ニ
行
、

松
浦
・
吉
益
・
古
筆
・
鈴
木
等
同
席
、（
略
）
九
時
帰
宅

十
二
月

三
日

点
茶
ほ
か

午
後
元
老
院
奏
任
官
森
山
茂
已
下
十
五
人
入
来
、
城
多
・
勘
ケ
由
両
人
有
故
障
不
入
来
、
吉
田
菊
来
囲
棋
相
手
、
寸
松
堂

満
点
茶
、
謡
曲
数
曲
、
九
時
退
散

明
治
十
五
年

十
二
月

二
十
一
日

茶
道
具

堀
田
正
倫
よ
り
柿
の
へ
た
茶
碗
借
用
、
明
春
可
相
用
之
為
也

十
二
月

三
十
一
日

茶
道
具

鈴
木
や
散
歩
、
猫
鼻
宗
徧
作
茶
杓
代
金
十
六
円
・
仁
清
茶
碗
代
金
廿
八
両
・
光
広
懸
物
代
金
十
弐
円
・
唐
物
宝
珠
炭
取
金

八
円
等
買
入
、
寸
松
堂
ニ
而
桑
千
家
形
台
南
京
水
指
等
買
入

注
：
校
訂
者
の
傍
注
は
一
部
省
略
し
、
原
本
の
明
ら
か
な
誤
字
は
訂
正
し
た
。
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龍
野
藩
五
万
一
千
石
の
最
後
の
藩
主
で
あ
り
、
明
治
天
皇
に
献
茶
を
し
た
こ

の
人
物
の
茶
の
湯
の
事
蹟
は
、
後
世
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
龍
野
に
移
住
し
、
い
わ
ゆ
る
近
代
数
寄

者
た
ち
の
活
躍
期
に
は
東
京
に
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
ひ
と
り
、
明
ら
か
に
東
久
世
通
禧
が
指
導
を
う
け
た
人
物
は
、
代
田

醜
麿
（
代
田
宗
真）
65
（

）
で
あ
る
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
一
月
十
八
日
条

に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
、
東
久
世
通
禧
の
依
頼
を
う
け
て
以
降
、
代
田
醜
麿

は
し
ば
し
ば
東
久
世
邸
を
訪
問
し
、
茶
の
湯
と
生
花
を
指
導
し
て
い
る
。

ま
た
、
東
久
世
通
禧
の
茶
の
湯
習
得
に
深
く
関
係
し
、
指
導
に
も
あ
た
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
人
物
と
し
て
吉
益
正
雄）

66
（

が
あ
げ
ら
れ
る）
67
（

。
し
ば
し
ば

東
久
世
通
禧
を
訪
問
し
、
茶
会
に
東
久
世
通
禧
と
同
行
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
脇
坂
安
斐
や
代
田
醜
麿
の
茶
の
湯
の
指
導
の
場
に
も
同
席
す
る
こ
と
が

あ
り
、
茶
道
具
入
手
の
手
伝
い）

68
（

も
し
て
い
る
。
東
久
世
通
禧
は
、
吉
益
正
雄

宅
に
お
い
て
「
玉
霰
」
な
ど
の
茶
道
具
を
実
見
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る）

69
（

。

（
3
）
東
久
世
通
禧
の
茶
の
湯
の
実
態

『
東
久
世
通
禧
日
記
』
の
茶
の
湯
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
特

徴
を
指
摘
す
る
。

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
日
常
的
抹
茶
と
儀
式
的
抹
茶
と

の
区
別
は
、東
久
世
通
禧
に
も
存
在
す
る
。
た
び
た
び
記
載
の
あ
る「
点
茶
」

ま
た
は
「
抹
茶
」
と
い
う
表
現
が
、
ど
の
程
度
の
内
容
を
さ
す
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
が）

70
（

、
囲
碁
な
ど
が
あ
わ
せ
て
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
薄

茶
だ
け
を
点
て
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、「
茶
事
」
に
招
い

た
り
招
か
れ
た
り
と
い
う
記
事
も
多
く
、
こ
れ
ら
は
茶
室
に
お
け
る
懐
石
・

濃
茶
・
薄
茶
と
い
う
正
式
の
茶
会
で
あ
ろ
う
。

点
前
に
つ
い
て
は
、
自
宅
で
の
茶
会
に
別
人
が
点
前
を
し
た
記
事
が
い
く

つ
か
み
ら
れ
る
が）

71
（

、
そ
れ
以
外
は
東
久
世
通
禧
み
ず
か
ら
点
前
を
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。「
点
茶
稽
古
」
と
記
し
て
い
る
頻
度
も
高
く
、
技
芸
の
習

得
に
も
た
い
へ
ん
熱
心
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
稽
古
に
関
す
る
記
事
は
『
幟

仁
親
王
日
記
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
明
治
維
新
以
前
に
茶
の
湯
の
技
芸
を
習

得
し
て
い
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
対
し
、
東
久
世
通
禧
は
新
た
に
茶
の
湯

の
技
芸
を
学
ん
で
い
る
時
期
に
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
熱
心
さ

も
、
東
久
世
通
禧
の
特
徴
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

東
久
世
通
禧
が
、
茶
会
に
招
く
・
招
か
れ
る
な
ど
、
茶
の
湯
を
通
じ
て
交

際
し
た
お
も
な
人
物
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
表
5
の
と
お
り
と
な
る）

72
（

。

こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
治
維
新
以
前
か
ら
同
じ
社
会
に
生

き
た
旧
公
家
、公
家
と
近
い
関
係
に
あ
る
旧
大
名
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
が
、

明
治
維
新
の
功
臣
と
い
え
る
武
士
階
級
出
身
の
官
僚
・
政
治
家
層
と
の
関
係

が
注
目
さ
れ
る
。
東
久
世
通
禧
が
こ
の
時
期
に
元
老
院
議
官
と
し
て
活
躍
し

て
お
り
、
そ
の
関
係
な
ど
で
官
僚
・
政
治
家
層
と
の
交
際
が
は
じ
ま
り
、
そ

の
一
部
と
は
茶
の
湯
を
通
じ
て
の
交
際
に
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
政
府
の
大
官
と
は
親
密
で
は
な
か
っ
た）

73
（

」
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
に
は
み
ら

れ
な
い
特
徴
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
数
寄
者
と
は
、
維
新
の
功
臣

な
ど
の
新
た
な
階
層
を
と
り
こ
ん
だ
、
上
層
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
う
え

に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
4
）『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
み
る
家
元

「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
家
元
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
の
記
事
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
八
月
二
十
八
日
条
で
は
、

東
久
世
通
禧
は
、
江
戸
千
家
浜
町
派
（
現
在
の
表
千
家
不

白
流
）
の
川
上
宗
順
宅
を
訪
問
し
て
い
る
。
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
七
月
一
日
条
お
よ
び
同
月
十
日
条
に
は
「
千

宗
守
」、
同
月
五
日
条
に
は
「
千
宗
佐
」
が
み
え
る
。「
千

宗
佐
」
は
表
千
家
十
一
代
の
千
宗
左
（
碌
々
斎
）（
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
〜
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
））
で
あ
り
、

「
千
宗
守
」
は
そ
の
実
弟
で
あ
る
武
者
小
路
千
家
第
八
代

千
宗
守
（
一
指
斎
）（
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
〜
明
治
三
十

一
年
（
一
八
九
八
））
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、兄
弟
そ
ろ
っ

て
東
京
に
い
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
う
ち
の
七
月
十
日
条

で
は
、
千
宗
守
（
一
指
斎
）
は
山
田
顕
義）
74
（

の
別
荘
で
の
茶

会
に
お
い
て
点
前
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
近
世

武
家
社
会
に
お
け
る
〝
茶
堂
〞
の
役
割
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
十
四
年
十
月
、
東
久
世
通
禧
は
、
公
務
で

京
都
出
張
の
際
に
、同
月
三
日
条
で
は
千
宗
左
（
碌
々
斎
）

宅
、
同
月
五
日
条
で
は
千
玄
室
（
又
玅
斎
）
宅
を
訪
問
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
日
記
に
は
「
茶
寮
庭
園
見
物
」
と
の

み
記
さ
れ
る
。
公
務
の
あ
い
ま
を
み
て
訪
問
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
家
元
を
訪
問
し
な
が
ら
喫
茶
を
目
的
と
し
て

表5　東久世通禧が茶の湯を通じて交際したおもな人物

氏　　名 生　　没　　年
当時の主たる
立場・役職等

類　　型

南部信民 天保 4 年（1833）～明治33年（1900） 旧陸奥七戸藩主

旧大名
脇坂安斐 天保10年（1839）～明治41年（1908） 旧播磨龍野藩主

松浦詮 天保11年（1840）～明治41年（1908） 旧肥前平戸藩主

本多正憲 嘉永 2 年（1849）～昭和12年（1937） 旧安房長尾藩主

橋本実麗 文化 6 年（1809）～明治15年（1882） ―

旧公家
岩倉具視 文政 8 年（1825）～明治16年（1883） 右大臣

橋本実梁 天保 5 年（1834）～明治18年（1885） 宮内省式部権助

西四辻公業 天保 9 年（1838）～明治32年（1899） 宮内省侍従

河田景与 文政11年（1828）～明治30年（1897） 元老院議官

官僚・政治家

三浦安 文政12年（1829）～明治43年（1910） 修史館監事

福羽美静 天保 2 年（1831）～明治40年（1907） 元老院議官

渡辺驥 天保 7 年（1836）～明治29年（1896） 検事兼議官

寺島秋介 天保11年（1840）～明治43年（1910） 警視庁三等警視

野村靖 天保13年（1842）～明治42年（1909） 神奈川県令

古筆了仲 文政 3 年（1820）～明治24年（1891） 古筆鑑定家

その他
長四郎三 文政 5 年（1822）～明治29年（1896） 豪商

吉田水月尼 文政11年（1828）～明治22年（1889） 茶人

条野伝平 天保 3 年（1832）～明治34年（1901） 小説家
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い
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
久
世
通
禧
と
家
元
と
の
関
係
は
、
お
互
い
に
茶
会

に
招
く
・
招
か
れ
る
と
い
う
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
久
世

通
禧
は
、〝
家
元
〞
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
、
交
際
の
相
手
と
は

み
な
し
て
い
な
い
。
こ
の
関
係
は
、
Ⅱ
2
（
1
）
に
み
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親

王
と
裏
千
家
家
元
と
の
関
係
よ
り
も
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
力
が

あ
っ
た
幕
末
期
の
家
元
を
記
憶
し
て
い
る
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
と
、
近
代
に

な
っ
て
は
じ
め
て
家
元
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
東
久
世
通
禧
と
の
ち
が
い

か
ら
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ　
〝
中
小
の
流
派
〞
の
家
元
た
ち

1　

明
治
期
の
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
状
況

『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
を
通
じ
て
、
明
治
前

期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
状
況
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

物
が
茶
の
湯
に
ふ
か
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
三
千
家
の

当
主
や
当
時
東
京
で
知
ら
れ
て
い
た
川
上
宗
順
な
ど
の
家
元
の
姿
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
家
元
は
、「
貴
紳
の

茶
の
湯
」
に
お
け
る
貴
紳
た
ち
と
対
等
の
交
際
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
い

が
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
日
記
に
は
そ
れ
以
外
に
も
、
千
家
な
ど
と
比
較

す
れ
ば
、
い
わ
ば
〝
中
小
の
流
派
〞
と
も
い
う
べ
き
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
流

派
の
存
在
も
う
か
が
え
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
有
栖
川
宮
家
に
仕
え
た
久

田
家
の
久
田
流
、
東
久
世
通
禧
が
学
ん
だ
脇
坂
安
斐
、
代
田
醜
麿
な
ど
の
宗

徧
流
、
そ
し
て
、
茶
の
湯
で
は
な
い
が
、
東
久
世
通
禧
が
訪
問
し
た
小
川
久

敬
の
小
川
流
煎
茶
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
流
派
お
よ
び
人
物
に
つ
い
て
は
、
従

来
か
ら
か
ぎ
ら
れ
た
情
報
し
か
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ

の
日
記
、
そ
の
他
の
資
料
な
ど
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
の
〝
中
小
の
流
派
〞
が

明
治
期
に
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
後
ど
の
よ
う

な
歴
史
を
歩
ん
だ
の
か
を
み
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
概
要
を
示
す
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
流
派
は
、
千
家
流

な
ど
と
比
較
す
る
と
組
織
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
だ
け
に
、
茶
の
湯
の
衰
退
し

た
明
治
期
に
は
い
っ
そ
う
苦
し
い
状
況
に
お
か
れ
、
茶
の
湯
か
ら
離
れ
る
時

期
さ
え
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
正
期
以
降
に
茶
の
湯
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な

る
。
そ
の
苦
境
の
時
期
に
流
派
の
茶
の
湯
を
さ
さ
え
た
の
は
、
家
元
で
は
な

く
〝
貴
紳
〞
た
ち
で
あ
る
。

2　

幕
末
・
明
治
期
の
宗
徧
流
の
あ
り
方

（
1
）
幕
末
・
明
治
期
の
宗
徧
流
山
田
家

ま
ず
、
東
久
世
通
禧
が
学
ん
だ
宗
徧
流
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

宗
徧
流
と
は
、
千
宗
旦
の
高
弟
山
田
宗
徧
（
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
〜
宝

永
五
年
（
一
七
〇
八
））
を
流
祖
と
し
、
千
利
休
直
伝
の
わ
び
茶
を
標
榜
す
る

千
家
系
の
茶
の
湯
流
派
で
あ
る
。
山
田
宗
徧
は
、
千
宗
旦
の
推
挙
に
よ
り
、

三
河
吉
田
藩
主
の
小
笠
原
忠
知
に
茶
堂
と
し
て
出
仕
し
た
。
そ
の
の
ち
山
田

家
の
子
孫
代
々
も
小
笠
原
家
の
転
封
に
し
た
が
い
、
小
笠
原
家
の
茶
堂
を
つ

と
め
た
。

現
在
の
宗
徧
流
家
元
で
あ
る
山
田
家
は
、
宗
徧
流
の
系
譜
を
、
初
代
山
田
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宗
徧
、
二
代
山
田
宗
引
、
三
代
山
田
宗
円
、
四
代
山
田
宗
也
、
五
代
山
田
宗

俊
、
六
代
山
田
宗
学
、
七
代
山
田
宗
寿
、
八
代
山
田
宗
有
、
九
代
山
田
宗
白
、

十
代
山
田
宗
囲
（
の
ち
宗
徧
を
称
す
）、
当
代
山
田
宗
徧
（
幽
々
斎
）
と
説
明

し
て
い
る）

75
（

。
た
だ
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
山
田
宗
徧
の
茶
を
伝
え
る
流
派
と
し

て
、
時
習
軒
系
、
四
方
庵
系
、
正
伝
庵
系
な
ど
の
宗
徧
流
が
あ
り）
76
（

、
そ
れ
ぞ

れ
に
家
元
が
存
在
し
て
い
る）
77
（

。

現
在
の
目
で
み
る
と
〝
宗
徧
流
家
元
〞
を
世
襲
し
て
き
た
と
い
え
る
山
田

家
で
あ
る
が
、
東
久
世
通
禧
が
学
ん
だ
当
時
の
感
覚
で
は
、
宗
徧
流
の
確
固

た
る
指
導
者
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
原
因
は
山
田
家
自
体
に
あ
る
。
男
子
が
な
い
第
五
代
山
田
宗
俊
は
、

娘
婿
の
山
田
宗
弥
を
養
子
と
し
た
が
の
ち
廃
し
て
、
時
習
軒
系
の
吉
田
宗
意

の
子
で
あ
る
山
田
宗
学
を
後
嗣
と
し
た）

78
（

。
し
か
も
山
田
宗
俊
が
早
世
し
た
た

め
に
、
第
六
代
山
田
宗
学
は
吉
田
宗
意
か
ら
伝
授
を
う
け
た
と
い
う）
79
（

。

ま
た
、
山
田
宗
学
の
死
後
、
そ
の
妻
で
あ
る
第
七
代
山
田
宗
寿
は
、
山
田

宗
有
（
寅
次
郎
）
を
養
子
と
し
た
が
、そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
明
治
十
六
年
（
一

八
八
三
）
に
他
界
す
る
。
山
田
宗
有
が
宗
徧
流
の
第
八
代
家
元
に
就
任
す
る

の
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
こ
と
で
あ
る）
80
（

。

結
局
、
幕
末
期
以
降
、
山
田
家
の
家
系
も
茶
の
湯
の
伝
承
も
ひ
じ
ょ
う
に

脆
弱
で
あ
り
、
明
治
十
六
年
か
ら
大
正
十
二
年
ま
で
の
四
十
年
近
く
の
間
、

茶
の
湯
の
家
と
し
て
の
山
田
家
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

（
2
）
宗
徧
流
の
指
導
者
と
し
て
の
吉
田
家
と
脇
坂
安
斐

あ
る
時
期
の
宗
徧
流
の
中
心
的
な
指
導
者
と
し
て
、（
1
）
で
み
た
と
お

り
、吉
田
宗
意）

81
（

が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
東

久
世
通
禧
日
記
』
に
登
場
す
る
吉
田
水
月
尼
（
吉
田
婆
）
は
、
吉
田
宗
意
の

娘
で
あ
り
、
そ
の
夫
が
吉
田
宗
賀
で
あ
る）
82
（

。

と
こ
ろ
で
、
脇
坂
安
斐
は
だ
れ
か
ら
茶
の
湯
の
教
え
を
う
け
た
の
で
あ
ろ

う
か）
83
（

。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
力
囗
斎
板

額
譲
状
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

偏
翁
已
来
先
師
伝
来
之
三
事
利
休
居
士

茶
道
之
奥
旨
之
相
伝
畢
誠
意
執
心
得
道
之

人
に
無
之
お
ゐ
て
は
み
た
り
に
伝
授
あ
る
ま
し
く
此

額
は
力
囗
斎
を
つ
か
せ
給
ひ
此
道
の
な
か
く
絶

さ
ら
む
事
を
希
ふ
こ
そ
あ
な
か
し
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
習
軒
七
世
吉
田
宗
賀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
わ
り
て

　

明
治
九
年
初
秋　
　
　
　
　

水　

月　

尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　

蔭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
松
為
渓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
庸

　
　
　
　

不
偏
菴
正
学
君

　
　
　
　
　
　
　
　

御
も
と
へ）
84
（
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こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
脇
坂
安
斐
は
、
吉
田
水
月
尼
か
ら
、
流
祖
山
田
宗

徧
以
来
の
「
力
囗
斎
」
の
号
を
そ
の
板
額
と
と
も
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

号
は
千
利
休
の
遺
偈
に
由
来
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
面
か
ら
こ

の
譲
渡
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
近
世
家
元
シ
ス
テ
ム
以
前
の
完
全

相
伝
に
よ
る
、
吉
田
水
月
尼
か
ら
脇
坂
安
斐
へ
の
伝
授
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
東
久
世
通
禧
に
対
し
て
「
欲
吾
門
葉
栄
盛）

85
（

」
と
の
べ
た
脇
坂
安
斐
は
、

み
ず
か
ら
を
宗
徧
流
の
家
元
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
確
固
た
る
家
元
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
宗
徧
流
の
あ

り
方
は
、
の
ち
に
家
元
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
く
過
程
で
、
山
田
家
の
立

場
か
ら
再
構
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
脇
坂
安
斐
を
め
ぐ
る
宗
徧
流
の
歴

史
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

3　
「
流
儀
の
茶
の
湯
」に
お
け
る
貴
紳
の
位
置
付
け―
〝
家
元
を
預
か
る
〞―

（
1
）〝
家
元
を
預
か
る
〞
貴
紳

茶
の
湯
の
研
究
者
は
、
脇
坂
安
斐
に
つ
い
て
、
あ
る
共
通
の
指
摘
を
し
て

い
る
。
そ
れ
は
〝
家
元
を
預
か
る
〞
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
末
宗
広
は
「
暫

く
家
元
を
預
か
り）
86
（

」、
高
谷
隆
は
「
暫
ら
く
宗
徧
流
家
元
を
預
る）
87
（

」
と
説
明

し
て
い
る
。

こ
の
〝
家
元
を
預
か
る
〞
と
は
、
家
元
の
正
当
な
後
継
者
が
幼
少
、
病
弱

な
ど
の
場
合
に
、
一
時
的
に
他
の
者
が
家
元
の
権
能
を
代
行
す
る
こ
と
と
定

義
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
武
者
小
路
千
家
に
お
け
る
平
瀬
露
香
（
天

保
十
年
（
一
八
三
九
）
〜
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
））
は
、
武
者
小
路
千
家

第
八
代
千
宗
守（
一
指
斎
）が
明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）に
死
去
し
た
後
、

養
子
で
あ
る
後
の
第
九
代
千
宗
守（
愈
好
斎
）が
幼
少
の
た
め
家
元
を
預
か
っ

た
と
い
う）
88
（

。
こ
の
よ
う
に
、家
元
を
預
か
る
人
物
は
、家
元
の
代
行
者
で
あ
っ

て
、
家
元
代
々
に
は
数
え
ら
れ
な
い）
89
（

。

野
村
瑞
典
は
、
そ
の
著
書
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜）
90
（

』
に
お
い
て
、
た
び

た
び
脇
坂
安
斐
が
家
元
を
預
か
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
る
が
、
そ
の
説
明
は
一
貫

し
て
い
な
い
。「
脇
坂
安
斐
は
山
田
家
の
後
継
者
が
な
い
時
代
に
不
審
庵
を

名
乗
っ
た
と
も
、
預
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
」（
同
書
一
四
〇
頁
）、「
代
田
宗

真
が
脇
坂
家
の
茶
道
で
あ
っ
た
関
係
で
、
脇
坂
安
斐
に
茶
湯
を
伝
授
し
て
お

り
、
一
説
に
脇
坂
家
が
四
方
庵
を
名
乗
っ
た
」（
同
書
二
三
八
頁
）、「
四
方
庵

に
つ
い
て
は
、
一
時
脇
坂
家
が
、
そ
の
茶
道
・
代
田
宗
真
の
没
後
に
預
か
り
、

後
、本
多
家
が
あ
ず
か
っ
た
と
さ
れ
（
略
）
不
審
庵
に
つ
い
て
も
、同
様
に
、

脇
坂
家
が
山
田
寅
次
郎
不
在
中
に
、宗
徧
流
茶
湯
を
守
り
、不
審
庵
を
名
乗
っ

た
の
で
あ
る
」（
同
書
二
四
九
頁
）
と
い
う
説
明
か
ら
す
れ
ば
、脇
坂
安
斐
は
、

山
田
家
の
宗
徧
流
ま
た
は
四
方
庵
系
の
宗
徧
流
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
の
家

元
を
預
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、野
村
瑞
典
は
、宗
徧
流
の
機
関
誌
『
知
音
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、

家
元
を
預
か
る
経
緯
を
つ
ぎ
の
と
お
り
記
し
て
い
る
。

明
治
十
六
年
八
月
家
元
宗
寿
尼
病
篤
か
り
し
時
安
斐
氏
其
病
床
を
訪

ひ
幼
少
の
宗
有
氏
は
自
分
が
後
見
し
て
、
将
来
立
派
な
家
元
に
養
成
す

べ
け
れ
ば
心
安
か
れ
と
慰
む
、
尼
安
心
し
て
同
月
二
十
二
日
歿
す
、
年

六
十
三
歳
爾
来
安
斐
氏
は
宗
有
氏
を
手
許
に
招
き
、
斯
道
教
養
に
勤
め

ら
れ
し
が
、
後
ち
郷
里
播
州
龍
野
に
閑
居
せ
ら
る）

91
（
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し
か
し
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
の
末
ま
で
の
『
東

久
世
通
禧
日
記
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
脇
坂
安
斐
と
山
田
家
と
の
交
流
は
う
か

が
え
な
い
の
で
あ
る）

92
（

。

〝
家
元
を
預
か
る
〞
と
さ
れ
た
人
物
は
脇
坂
安
斐
だ
け
で
な
い
。
野
村
瑞

典
は
、「
四
方
庵
は
代
田
宗
真
の
没
後
、
最
初
に
東
久
世
家
が
預
か
り
、
後

に
本
多
家
が
預
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）
93
（

」
と
も
の
べ
て
い
る
。
茶
の
湯
の
相

伝
に
対
し
て
「
不
欲
為
茶
博
士
」、「
此
挙
非
本
意
也）
94
（

」
と
記
し
た
東
久
世
通

禧
も
家
元
代
行
者
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
登
場
す

る
本
多
家
と
は
、『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
も
散
見
さ
れ
る
旧
安
房
長
尾
藩

主
の
本
多
正
憲
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〝
家
元
を
預
か
る
〞
こ
と
が
実
際
に
意
識
的
に
お
こ
な
わ
れ

た
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。〝
家
元
を
預
か
る
〞
と
は
、
お
そ
ら

く
は
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
家
元
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
過
程
、
す
な
わ

ち
、
家
系
中
心
の
家
元
代
々
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
家
元
の
系
譜
が

や
や
あ
い
ま
い
な
時
期
に
貴
紳
の
名
を
借
り
る
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
あ
っ

た
完
全
相
伝
の
伝
授
を〝
預
か
り
〞と
称
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
連
続
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宗
徧
流
の
場
合
、
近
代
的
な
家
元
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
の
は
、
山
田
宗

有
が
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
宗
徧
流
第
八
代
家
元
を
継
承
す
る
ま
で

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
の
宗
徧
流
は
、
脇
坂
安
斐
、
代
田
醜

麿
、
ま
た
は
吉
田
水
月
尼
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
指
導
者
が
併
存
す
る
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
が
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
を
通
じ
て
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
小
川
流
煎
茶
に
み
る
〝
中
小
家
元
〞
の
あ
ゆ
み

Ⅲ
2
（
1
）
で
は
、『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
二
月

二
十
八
日
条
に
、
当
時
の
小
川
流
煎
茶
の
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
を
み

た
。
幕
末
・
明
治
期
の
煎
茶
道
は
、
茶
の
湯
と
は
異
な
る
歴
史
を
歩
ん
だ
も

の
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
の
小
川
流
煎
茶
に

も
、
宗
徧
流
と
並
行
し
た
現
象
が
み
ら
れ
る
の
で
、「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の

〝
中
小
の
流
派
〞
に
準
じ
て
あ
つ
か
う
こ
と
と
す
る）

95
（

。

東
久
世
通
禧
が
訪
ね
た
小
川
久
敬
は
、
小
川
流
初
代
小
川
可
進
の
「
息
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が）
96
（

、
正
確
に
は
孫
に
あ
た
る
第
三
代
で
あ
る
。
そ
し
て
、

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
小
川
久
敬
が
没
し
、
そ
の
弟
が
若
く
し
て

小
川
家
を
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
が
、
煎
茶
の
道
に
入
ら
ず
、
煎
茶
道
の
系
譜

は
い
っ
た
ん
途
絶
え
る
こ
と
と
な
る
。

第
五
代
小
川
後
楽
で
あ
る
小
川
塩
子
は
、
こ
れ
以
降
の
小
川
流
の
歴
史
を

つ
ぎ
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
。

三
代
を
継
い
だ
偕
楽
久
敬
は
煎
茶
道
の
盛
運
を
志
し
た
が
、
惜
し
く

も
そ
の
後
数
年
を
出
で
ず
し
て
病
歿
。
子
供
が
な
く
て
家
督
は
弟
の
手

に
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
名
を
治
次
郎
と
称
し
東
京
に
居
て
お
茶
と
は

遠
い
生
活
を
し
て
い
た
。
そ
こ
で
家
元
の
業
は
一
時
冷
泉
伯
爵
に
預
っ

て
頂
く
事
に
な
っ
た
。
冷
泉
為
系
卿
は
姜
な
く
二
十
年
も
の
長
年
月
を

守
り
伝
え
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。（
略
）

大
正
八
年
二
月
、
機
運
が
熟
し
て
再
び
小
川
流
復
興
、
四
代
家
元
と

し
て
私
の
父
は
斯
の
道
に
精
進
し
始
め
た）
97
（

。
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こ
こ
で
〝
家
元
を
預
か
る
〞
貴
紳
と
し
て
、
京
都
在
住
の
旧
公
家
で
和
歌

の
家
で
あ
る
「
冷
泉
伯
爵）
98
（

」
が
登
場
す
る
。
小
川
塩
子
が
の
べ
る
と
お
り
に

は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
冷
泉
為
系
（
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
〜
昭
和
二
十

一
年
（
一
九
四
六）
99
（

））
は
、
何
ら
か
の
役
割
を
は
た
し
た
も
の
で
あ
ろ
う）

100
（

。

そ
の
後
、
小
川
治
次
郎
（
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
〜
昭
和
十
二
年
（
一
九

三
七
）、
号
霞
汀
）
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
煎
茶
道
の
家
元
に
復
帰

す
る
こ
と
と
な
る
。
一
歳
年
上
の
宗
徧
流
第
八
代
山
田
宗
有
は
、
明
治
十
六

年
（
一
八
八
三
）
に
山
田
家
を
継
い
だ
が
、
お
も
に
国
内
外
の
実
業
界
で
活

躍
す
る
。
宗
徧
流
の
家
元
と
な
る
の
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
こ
と

で
あ
る
。
青
雲
の
志
を
い
だ
い
た
明
治
時
代
の
青
年
た
ち
が
茶
の
道
に
関
心

を
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
茶
の
道
が
広
く
庶

民
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
家
元
の
経
済
基
盤
と
な
り
う
る
大
正
期
に

な
っ
て
か
ら
茶
の
道
に
復
帰
す
る）

101
（

。
家
元
が
不
在
の
間
は
、〝
冷
泉
伯
爵
〞

や
〝
脇
坂
子
爵
〞
が
家
元
を
預
か
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
久
田
流
に
み
る
〝
中
小
の
流
派
〞
の
あ
ゆ
み

さ
い
ご
に
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
三
十
日
条

に
姿
を
み
せ
る
久
田
家
に
ふ
れ
て
お
く
。
こ
こ
で
も
茶
の
湯
が
衰
退
し
た
明

治
期
に
貴
紳
と
い
え
る
人
物
に
よ
っ
て
流
派
が
維
持
さ
れ
て
い
た
歴
史
が
み

ら
れ
る
。

久
田
流
を
称
し
た
両
替
町
久
田
家
の
第
七
代
久
田
宗
参
の
弟
子
に
、
有
栖

川
宮
に
つ
か
え
た
久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）
が
あ
る
。
そ
の
後
継
者
で
あ
る
久

田
栄
甫
ら
の
あ
と
、
こ
の
系
譜
の
茶
の
湯
は
、
地
域
の
有
力
者
た
ち
に
よ
っ

て
受
け
継
が
れ
る
。
そ
の
中
心
的
人
物
は
、
下
村
西
行
庵
と
し
て
知
ら
れ
る

下
村
実
栗
（
し
も
む
ら
・
み
つ
よ
し
）（
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
〜
大
正
五
年
（
一

九
一
六
））
で
あ
る
。
素
封
家
で
あ
り
茶
人
で
も
あ
る
下
村
実
栗
は
、
近
代

数
寄
者
の
ひ
と
り
と
い
え
る
だ
ろ
う）

102
（

。
東
海
地
方
に
お
け
る
久
田
流
の
茶
の

湯
は
、
久
田
家
の
存
在
が
な
く
て
も
、
次
の
世
代
に
着
実
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

久
田
流
の
本
流
に
あ
た
る
両
替
町
久
田
家
は
、
明
治
期
に
各
地
を
転
々
と

し
、
苦
悩
の
時
代
を
送
る
こ
と
と
な）

103
（

る）
104
（

。
こ
の
状
況
が
変
化
す
る
の
は
、
第

十
三
代
久
田
宗
栄
（
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
〜
昭
和
三
十
二
年
（
一
九

五
七
））
の
代
で
あ
る）

105
（

。
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
家
元
の
披
露
を
し
た

と
伝
え
る
が）

106
（

、
本
格
的
な
茶
の
湯
の
活
動
は
、
も
う
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
で

あ
ろ
う）

107
（

。
東
海
地
方
の
久
田
流
の
人
々
に
久
田
宗
栄
の
消
息
が
知
ら
れ
る
の

は
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
の
こ
と
で
あ
る）

108
（

。

こ
の
長
期
に
わ
た
る
家
元
不
在
の
た
め
に
、
東
海
地
方
の
久
田
流
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）

の
尾
州
久
田
流
の
創
流
で
あ
り
、
下
村
実
栗
の
長
男
の
娘
で
あ
る
下
村
晃
園

が
そ
の
家
元
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
る
。
下
村
実
栗
は
、
み
ず
か
ら
を
家
元

と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九

四
七
）
に
尾
州
久
田
流
が
創
流
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、下
村
実
栗
は
、〝
家

元
を
預
か
る
〞
貴
紳
と
は
な
ら
ず
に
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
〝
家
元
〞
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
る
運
命
と
な
っ
た
。

東
海
地
方
の
久
田
流
の
人
々
も
、
な
が
ら
く
流
祖
の
家
系
継
承
者
を
待
ち

望
ん
で
い
た
が
、
さ
き
に
尾
州
久
田
流
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
十
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三
代
久
田
宗
栄
が
も
う
少
し
早
く
、
存
在
感
を
も
っ
て
茶
の
湯
の
世
界
に
復

帰
し
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
異
な
る
展
開
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う）

109
（

。
し
か

し
、
そ
れ
以
前
に
、
近
代
数
寄
者
の
家
系
が
家
元
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

ま
と
め

近
世
以
降
の
茶
の
湯
の
歴
史
は
、
家
元
な
ど
の
茶
匠
を
中
心
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
が
多
い
こ
と
か
ら
、
往
々
に
し
て
そ
の
活

躍
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
家
元
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
家
元
の
あ
り
方
に
歴
史
的
な
変
化
が
あ
る
こ
と
や
、
茶
の
湯
の
受
容
層

の
動
向
な
ど
が
み
え
に
く
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
と
く
に
、
家
元
が
苦
境

に
あ
っ
た
明
治
期
は
、
茶
の
湯
の
衰
退
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
茶
の
湯

の
受
容
状
況
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
ま
た
異
な
っ
た
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。本

稿
で
は
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
お
よ
び
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
を
も
と

に
し
て
、
明
治
前
期
の
上
層
階
級
を
中
心
と
す
る
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
を
め

ぐ
る
状
況
を
概
観
し
た
。
こ
の
結
果
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
を
過
ぎ
た

こ
ろ
か
ら
、
旧
大
名
、
旧
公
家
、
維
新
の
功
臣
ら
の
上
層
階
級
を
中
心
に
茶

の
湯
が
流
行
し
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
は
、

明
治
十
年
八
月
二
十
一
日
の
脇
坂
安
斐
に
よ
る
明
治
天
皇
へ
の
献
茶
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
か
ら
茶
の
湯
の
素
養
が
あ
っ
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
茶
の

湯
の
交
際
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
明
治
十
五
年
（
一
八

八
二
）
こ
ろ
か
ら
茶
道
具
へ
の
関
心
が
深
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、
こ
の
時
期
に
は
じ
め
て
茶
の
湯
に
ふ
れ
た
東
久
世
通
禧
は
、
急
速

に
茶
の
湯
に
傾
倒
し
、
さ
か
ん
に
技
芸
の
稽
古
を
お
こ
な
い
、
略
式
の
点
茶

や
、
本
格
的
な
茶
会
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
茶
の
湯
の
交
際
範
囲
は
、

職
業
上
の
交
際
範
囲
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
旧
大
名
、
旧
公
家
に
く
わ
え

て
維
新
の
功
臣
と
い
え
る
人
々
に
も
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

110
（

。

そ
の
よ
う
な
新
た
な
茶
の
湯
の
交
際
関
係
の
広
が
り
が
、
従
来
か
ら
き
わ
め

て
限
定
的
な
範
囲
で
茶
の
湯
の
交
際
が
あ
っ
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
も
巻

き
込
ん
で
、
秋
元
信
英
が
指
摘
す
る
「
皇
族
の
数
寄
屋
御
成
」
の
動
き
に
発

展
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
興
味
深
い
こ
と
は
、
明
治
前
期
の
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
世
界

に
お
い
て
、
家
元
が
積
極
的
に
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
明

治
維
新
に
よ
り
茶
の
湯
が
衰
退
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
武
士
と
し
て
の
身
分

を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
家
元
の
存
在
基
盤
へ
の
打
撃
を
回
復
し
て
い
な
い
状

況
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
前
期
に
い
ち
早
く
復

興
し
つ
つ
あ
る
「
貴
紳
の
茶
の
湯
」
の
世
界
と
、
い
ま
だ
衰
退
し
た
状
況
に

あ
る
家
元
中
心
の
「
流
儀
の
茶
の
湯
」
の
世
界
と
が
別
々
に
存
在
し
、「
貴

紳
の
茶
の
湯
」
の
側
で
は
、
家
元
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
展
開
を
の
べ
る
な
ら
ば
、
千
家
な
ど
の
家
元
が
広
く
庶
民
層
に

技
芸
を
教
え
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
境
を
克
服
す
る
の
は
、
大
正
期
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。そ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
み
て
、い
っ

た
ん
は
茶
の
世
界
か
ら
離
れ
て
い
た
〝
中
小
の
流
派
〞
の
継
承
者
た
ち
は
、

茶
の
世
界
に
家
元
と
し
て
復
帰
す
る
。
明
治
期
に
茶
の
文
化
を
維
持
し
た
貴

紳
た
ち
は
、
の
ち
に
家
系
中
心
の
家
元
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
な
か
で
、
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〝
家
元
を
預
か
っ
た
〞
人
物
と
し
て
敬
意
を
払
わ
れ
な
が
ら
も
、
家
元
の
系

譜
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
運
命
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

註　

引
用
文
中
の
漢
字
は
原
則
と
し
て
通
用
の
も
の
に
あ
ら
た
め
た
。

　
　

家
系
、
生
没
年
、
事
績
等
に
つ
い
て
は
、
霞
会
館
諸
家
資
料
調
査
委
員
会
編
『
昭

和
新
修
華
族
家
系
大
成
』
上
下
巻
（
霞
会
館
、昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
））、

当
時
の
役
職
に
つ
い
て
は
、
彦
根
正
三
編
『
改
正
官
員
録
』（
博
公
書
院
、
各
版
）

な
ど
を
参
照
し
た
。

（
1
） 

熊
倉
功
夫
『
茶
の
湯
と
い
け
ば
な
の
歴
史
』
左
右
社
、
平
成
二
十
一
年

（
二
〇
〇
九
）、
一
八
八
頁
参
照
。

（
2
） 

拙
論
「
近
代
に
お
け
る
茶
の
湯
家
元
と
天
皇
と
の
距
離―

天
皇
・
皇
族
へ

の
献
茶
に
み
る
家
元
の
社
会
的
地
位
の
向
上
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
四
集
、
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）、
一
〇
二
頁
以
下
に
お

い
て
「
皇
族
へ
の
献
茶
」
を
指
標
と
し
て
、
家
元
の
社
会
的
地
位
が
明
ら
か
に
向

上
し
た
の
は
、
大
正
・
昭
和
初
期
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

（
3
） 

高
橋
義
雄
『
茶
道
読
本
』
秋
豊
園
出
版
部
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、

五
九
頁
。

（
4
） 

高
橋
義
雄
『
近
世
道
具
移
動
史
』
慶
文
堂
書
店
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、

六
八
〜
六
九
頁
。

（
5
） 

高
橋
義
雄
、
前
掲
『
茶
道
読
本
』
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
6
） 

『
明
治
天
皇
紀
』
第
四
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）、

二
三
九
頁
。

（
7
） 

前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
四
、
二
四
三
頁
。

（
8
） 

高
橋
箒
庵
『
東
都
茶
会
記
』
五
、
淡
交
社
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）、

三
八
八
頁
、
熊
倉
功
夫
の
解
説
参
照
。

（
9
） 

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
め
ぐ
る
姻
戚
関
係
に
つ
い
て
、
父
親
の
姉
妹
は
そ
れ

ぞ
れ
広
島
藩
主
浅
野
家
、
長
州
藩
主
毛
利
家
、
徳
川
将
軍
家
、
水
戸
藩
主
徳
川
家

に
嫁
し
て
お
り
、
妹
の
韶
子
女
王
（
精
宮
）
は
久
留
米
藩
主
有
馬
頼
咸
夫
人
、
娘

の
幟
子
女
王
（
線
宮
）
は
水
戸
藩
主
徳
川
慶
篤
夫
人
、
同
じ
く
宜
子
女
王
（

宮
）

は
彦
根
藩
主
井
伊
直
憲
夫
人
、
同
じ
く
利
子
女
王
（
穂
宮
）
は
伏
見
宮
貞
愛
親
王

妃
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
男
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
の
妃
は
水
戸
藩
主
徳
川
斉

昭
十
一
女
貞
子
、
そ
の
没
後
に
は
新
発
田
藩
主
溝
口
直
溥
四
女
董
子
（
栄
君
）、
四

男
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
の
妃
は
加
賀
藩
主
前
田
慶
寧
四
女
慰
子
で
あ
る
。

（
10
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
の
内
容
は
、
巻
上
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
十
四

日
な
い
し
同
年
八
月
十
四
日
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
月
一
日
な
い
し
同
年

十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
一
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月

三
十
一
日
、明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）一
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
一
月
一
日
な
い
し
同
年
六
月
三
十
日
、
巻
中
が
同
年

七
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
一
月
一

日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
一
月
一
日
な
い

し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
一
月
三
日
な
い
し
同
年

六
月
三
十
日
、
巻
下
が
同
年
七
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治

十
六
年
（
一
八
八
三
）
一
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
一
月
一
日
な
い
し
同
年
四
月
十
五
日
、
お
よ
び
補
遺
と
し
て
明
治
五
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年
（
一
八
七
二
）
三
月
十
八
日
な
い
し
同
年
十
二
月
二
日
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

一
月
一
日
な
い
し
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
月
一
日

な
い
し
同
年
五
月
十
四
日
で
あ
る
。
以
上
は
す
べ
て
自
筆
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） 

こ
の
四
冊
は
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
に
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
続

日
本
史
籍
協
会
叢
書
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

秋
元
信
英
「『
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
日
記
』
の
茶
道
文
化
史
的
特
質
」『
國
學

院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
平
成
二
十
一
年

（
二
〇
〇
九
）、
三
〇
一
〜
三
一
五
頁
。
秋
元
信
英
「『
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
日
記
』

の
文
化
史
的
特
質
」『
國
學
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』第
二
十
六
巻
、平
成
二
十
一
年
、

三
〜
六
八
頁
。
な
お
、以
下
で
は
前
者
を
「
秋
元
信
英
、前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
」、

後
者
を
「
秋
元
信
英
、
前
掲
文
化
史
論
文
」
と
い
う
。

（
13
） 

『
幟
仁
親
王
行
実
』
高
松
宮
蔵
版
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）、
三
三
四
〜

三
三
五
頁
。

（
14
） 

「
親
ら
製
し
給
」
う
茶
が
煎
茶
で
あ
る
こ
と
は
、『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
九

年
（
一
八
七
六
）
七
月
十
二
日
条
に
「
手
製
煎
茶
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
た
。

抹
茶
の
原
料
と
な
る
碾
茶
は
、
覆
下
栽
培
と
い
う
特
殊
な
技
術
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。

　
　

な
お
、
以
下
の
『
幟
仁
親
王
日
記
』
の
引
用
・
参
照
部
分
は
、
巻
お
よ
び
頁
数

の
表
示
を
省
略
す
る
。

（
15
） 

考
古
遺
物
か
ら
「
十
八
世
紀
後
葉
頃
、
す
な
わ
ち
江
戸
後
期
に
な
る
と
、『
茶

碗
』
は
急
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
般
に
抹
茶
を
飲
む
習
慣
は
、
こ
の
時
期

を
境
に
、
な
ぜ
か
急
速
に
衰
退
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（
長
佐
古
真
也
「
考
古
遺

物
か
ら
み
た
江
戸
の
喫
茶
」
特
別
展
『
喫
茶
の
考
古
学
』
展
示
図
録
、
埼
玉
県
立

博
物
館
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）、
三
四
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
16
） 

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）、
一
三
九
頁
。

（
17
） 

熊
倉
功
夫
、
前
掲
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
一
四
三
頁
。

（
18
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
十
四
日
条
ほ
か
。

（
19
） 

表
1
記
載
の『
幟
仁
親
王
日
記
』明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）三
月
十
五
日
条
、

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
四
月
十
二
日
条
ほ
か
参
照
。

（
20
） 

表
1
記
載
の
『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
六
月
二
十
四
日

条
ほ
か
参
照
。

（
21
） 

表
1
記
載
の
『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
二
月
二
十
二

日
条
ほ
か
参
照
。

（
22
） 

煎
茶
道
の
側
か
ら
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
の
内

容
か
ら
す
る
と
、
や
や
疑
問
が
あ
る
。「
茶
の
世
界
で
も
、
こ
の
新
旧
の
交
替
劇
の

よ
う
な
も
の
が
起
こ
っ
て
い
た
。
旧
幕
府
の
権
力
階
層
と
の
結
び
つ
き
が
深
か
っ

た
抹
茶
は
、
維
新
と
共
に
急
速
に
凋
落
し
て
行
き
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
反
権
力
的
・
在
野
的
・
反
骨
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
煎
茶
が
、
こ
の
時
代
の
気

運
に
合
致
し
、
爆
発
的
な
流
行
を
示
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」（
楢
林
忠
男
『
煎

茶
の
世
界
』
徳
間
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
一
四
一
頁
）。

（
23
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
九
年
十
二
月
五
日
条
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
十

月
二
十
七
日
条
ほ
か
。
な
お
、
後
者
に
つ
き
、
同
月
二
十
九
日
条
に
は
「
宮
内
省

出
頭
、
煎
茶
拝
領
御
礼
申
上
」
と
あ
る
。

（
24
） 
『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
月
十
日
条
「
宮
内
省
女
房

御
便
リ
、
両
宛
而
思
召
而
西
京
凉
焼
急
須
・
茶
碗
」、
明
治
十
三
年
四
月
三
日
条
「
宮

内
省
女
房
ゟ 
封
中
而
被
下
俵
石
焼
薫
炉
一
ツ
・
永
楽
鍋
・

手
茶
碗
五
ツ
、
道
八
茎

手
同
五
ツ
・
急
須
二
ツ
」
な
ど
。
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（
25
） 

明
治
維
新
以
前
の
事
例
に
つ
い
て
、
本
文
で
紹
介
し
た
以
外
に
、
有
栖
川
宮

幟
仁
親
王
は
、
大
徳
寺
黄
梅
院
大
綱
宗
彦
を
ま
ね
い
て
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

十
月
三
十
日
、
弘マ

マ

化
五
年
（
一
八
四
八
）
五
月
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
一
月

お
よ
び
十
月
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
三
月
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
十
一

月
七
日
に
茶
会
を
催
し
て
い
る
。
最
後
に
紹
介
し
た
茶
会
で
は
、
懐
石
の
記
録
も

あ
り
、茶
入
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、濃
茶
を
含
む
本
格
的
な
茶
会
で
あ
ろ
う
（
千

宗
守
（
愈
好
斎
）『
茶
道
風
与
思
記
』
晃
文
社
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）、

五
三
〜
六
〇
頁
の
「
有
栖
川
宮
賜
茶
」
参
照
。
な
お
、
秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文

化
史
論
文
、
三
〇
二
頁
参
照
）。

（
26
） 

前
掲
『
幟
仁
親
王
行
実
』
六
九
頁
。

（
27
） 

前
掲
『
幟
仁
親
王
行
実
』
九
九
頁
。

（
28
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
注
六
、
三
一
四
頁
。

（
29
） 

『
名
古
屋
市
史
風
俗
編
』
名
古
屋
市
役
所
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）、

五
四
五
頁
。
な
お
、
五
五
四
頁
以
下
に
資
料
が
あ
る
。

（
30
） 

大
野
一
英
『
芸
ど
こ
ろ
』
名
古
屋
タ
イ
ム
ズ
社
、昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）、

二
六
一
頁
参
照
。
た
だ
し
、
久
田
宗
全
は
岐
阜
地
方
、
久
田
清
好
は
名
古
屋
で
活

躍
し
た
と
あ
る
点
で
は
整
合
が
と
れ
な
い
。
な
お
、
末
宗
広
は
、
林
（
久
田
）
宗

栄
の
弟
子
に
久
田
宗
全
、久
田
栄
甫
を
あ
げ
て
い
る
（
末
宗
広
『
茶
人
系
譜
』
新
編
、

河
原
書
店
、
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）、
一
〇
七
頁
）。

（
31
） 

愛
知
県
津
島
市
の
貞
寿
寺
に
は
、
こ
の
人
物
の
位
牌
お
よ
び
墓
碑
が
あ
る
。

位
牌
表
面
に
は
「
水
明
斎
歴
然
翁
久
田
弘
宗
栄
居
士
」、
そ
の
裏
面
に
は
「
明
治

十
六
年
十
二
月
十
一
日
卒　

旧
十
月
十
二
日
当
ル　

伴
氏
」と
あ
る
。
墓
碑
に
は「
歴

然
翁
久
田
弘
宗
栄
居
士
」
と
あ
り
、
そ
の
横
に
つ
ぎ
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

久
田
翁
宗
栄
居
士
者
其
元
山
城
国
西
京
之
産
而
専
以
長

　
　
　

茶
事
先
奉
仕
有
栖
川
宮
後
東
漸
而
来
遊
尾
国
明
治
十
有
六
年

　
　
　

移
居
於
津
島
□
伴
蔀
氏
隠
宅
同
年
十
月
十
二
日
於
同
所
病
死
矣
因

　
　
　

刻
翁
名
字
於
片
石
傍
記
事
以
希
茶
道
之
奥
儀
之
不
朽
云
爾

　
　
　
　
　
　

前
白
鳥
現
有
富
山
僧
生
吹
毛
録

　
　

貞
寿
寺
は
津
島
の
豪
商
伴
家
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
り
、
こ
の
人
物
に
対
し
て
伴
家

が
後
援
し
た
と
い
う
。

　
　

な
お
、
こ
の
墓
碑
の
存
在
を
は
じ
め
東
海
地
方
の
久
田
流
に
つ
い
て
は
、
中
日

新
聞
社
の
長
谷
義
隆
記
者
に
教
示
を
え
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
32
） 

久
田
家
代
々
の
系
図
は
諸
書
に
よ
っ
て
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
有
栖
川
宮
家

に
仕
え
た
二
人
を
示
す
た
め
に
整
理
し
て
掲
げ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
下
図
の
よ

う
に
な
る
。

　

初
代
久
田
房
政―

二
代
久
田
宗
利―

三
代
久
田
宗
全―

四
代
久
田
宗
也

五
代
久
田
宗
悦―

六
代
久
田
宗
渓―

七
代
久
田
宗
也

八
代
久
田
宗
利―

九
代
久
田
宗
与―

十
代
久
田
宗
悦

十
一
代
久
田
宗
也―

十
二
代
久
田
宗
也―

十
三
代
久
田
宗
正

【
高
倉
久
田
家
：
表
千
家
脇
宗
匠
】

5
代
久
田
宗
玄―

（
6
代
久
田
宗
渓
）―

7
代
久
田
宗
参

8
代
久
田
耕
甫―

9
代
久
田
慶
三―

10
代
久
田
宗
員―

11
代
久
田
宗
有

12
代
久
田
宗
円―

13
代
久
田
宗
栄―

14
代
久
田
宗
栄―

15
代
久
田
宗 

 
豊 

【
両
替
町
久
田
家
：
久
田
流
家
元
】

久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）　
　
　

久
田
完
全
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久
田
宗
栄
（
歴
然
翁
・
栄
甫
）

 

【
有
栖
川
宮
家
茶
堂
】

　
　

本
図
は
、『
茶
湯
手
帳
』
宮
帯
出
版
社
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
版
、

一
六
〇
〜
一
六
一
頁
。
末
宗
広
、
前
掲
書
、
一
〇
四
〜
一
〇
九
頁
な
ど
を
参
照
し

て
作
成
し
た
。
漢
数
字
が
高
倉
久
田
家
の
代
数
、
算
用
数
字
が
両
替
町
久
田
家
の

代
数
で
あ
る
。
な
お
、
尾
州
久
田
流
で
は
、
久
田
宗
渓
を
両
替
町
久
田
家
の
代
数

に
ふ
く
ま
な
い
。

（
33
） 

前
掲
『
幟
仁
親
王
行
実
』
二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
参
照
。

（
34
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
二
月
一
日
条
「
輝
満
水
屋
詰

申
附
ル
事
」
と
あ
る
。

（
35
） 

前
掲
『
幟
仁
親
王
行
実
』
三
六
五
頁
。

（
36
） 

有
栖
川
宮
家
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
、
玉
川
遠
州
流
の
家
元
大
森
宗
龍
が
「
東

京
遷
都
に
際
し
て
住
居
を
帝
都
に
う
つ
し
、
茶
道
の
普
及
に
精
力
を
そ
そ
い
だ
。

ま
た
有
栖
川
宮
家
の
茶
頭
を
つ
と
め
、
明
治
十
七
年
三
月
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王

か
ら
『
観
古
』
の
横
物
を
拝
受
し
」、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
お
よ
び
二
十
年

（
一
八
八
七
）
に
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
邸
に
お
い
て
点
茶
し
た
と
伝
え
る
（
大
森
宗

晋
「
大
森
家―

玉
川
遠
州
流―

」『
日
本
の
茶
家
』
河
原
書
店
、
昭
和
五
十
八

年
（
一
九
八
三
）、
五
五
二
頁
）。
こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
、『
熾
仁
親
王
日
記
』

で
は
明
治
十
九
年
五
月
八
日
条
「
於
枕
流
亭
薄
茶
ヲ
饗
応
」（『
熾
仁
親
王
日
記
』

巻
四
、
高
松
宮
蔵
版
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
三
八
四
頁
）
と
の
み
確
認
で

き
る
。

　
　

な
お
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
七
月
三
十
日

に
京
都
の
武
者
小
路
千
家
に
お
い
て
茶
会
を
催
し
た
記
録
が
あ
る
（『
熾
仁
親
王
日

記
』
巻
五
、
昭
和
十
一
年
、
七
九
頁
。『
熾
仁
親
王
行
実
』
巻
下
、
高
松
宮
蔵
版
、

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
二
五
六
頁
参
照
）。

（
37
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
文
化
史
論
文
、
二
四
頁
。

（
38
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
は
新
蔵
、
新
三
お
よ
び
新
造
の
三
通
り
の
表
記
が
み
ら

れ
る
が
、
前
掲
『
幟
仁
親
王
行
実
』
二
五
八
頁
に
は
加
藤
新
造
と
あ
る
。

（
39
） 

藤
井
希
璞
は
、太
政
官
少
書
記
官
で
あ
り
、の
ち
に
元
老
院
議
官
と
な
る
の
で
、

や
や
例
外
的
で
あ
る
。
な
お
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
御
附
と
し
て
神
道
関
係
の
事

務
も
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

（
40
） 

前
掲
拙
論
、
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
41
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
三
一
三
頁
参
照
。

（
42
） 

な
お
、
も
う
一
人
の
異
質
な
存
在
と
し
て
、
寺
島
秋
介
（
天
保
十
一
年

（
一
八
四
〇
）
〜
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
））
が
あ
げ
ら
れ
る
。
寺
島
秋
介
は
、

禁
門
の
変
で
自
刃
し
た
長
州
藩
士
寺
島
忠
三
郎
の
兄
に
あ
た
り
、
有
栖
川
宮
熾
仁

親
王
が
東
征
大
総
督
と
し
て
新
政
府
軍
を
率
い
て
江
戸
に
進
軍
し
た
際
の
副
参
謀

を
つ
と
め
た
。『
熾
仁
親
王
日
記
』
で
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
七
日
条

に
「
大
総
督
府
参
謀
被　

仰
付
在
之
候
長
藩
寺
島
秀
之
助
到
著
、
面
会
之
事
」（『
熾

仁
親
王
日
記
』
巻
一
、高
松
宮
蔵
版
、昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、一
七
頁
）
と
あ
り
、

以
下
「
寺
島
秀
之
助
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
『
幟
仁
親
王
日
記
』
に
み
え
る
当
時
は
、
警
視
庁
の
陸
軍
大
尉
兼
三
等
警
視
で
あ

り
、
の
ち
に
元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
、
男
爵
を
授
け
ら
れ
た
。
有

栖
川
宮
幟
仁
親
王
の
交
際
関
係
に
は
維
新
の
功
臣
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
な
か

で
、
有
栖
川
宮
家
と
は
幕
末
以
来
の
関
係
が
あ
る
寺
島
秋
介
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
例
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外
的
に
茶
の
湯
の
交
際
の
場
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

（
43
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
三
一
二
頁
。

（
44
） 

松
浦
詮
（
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
〜
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
））
は
、

旧
肥
前
平
戸
藩
主
で
あ
り
、の
ち
に
貴
族
院
議
員
を
つ
と
め
た
。
遠
祖
松
浦
鎮
信（
元

和
八
年
（
一
六
二
二
）
〜
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
））
が
石
州
流
に
通
じ
た
こ
と

か
ら
、
鎮
信
流
（
石
州
流
鎮
信
派
）
の
家
元
と
し
て
も
活
躍
し
、
明
治
期
の
上
層

階
級
の
茶
の
湯
の
集
ま
り
で
あ
る
「
和
敬
会
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
。

（
45
） 

渡
辺
驥
（
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
〜
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
））
は
、

司
法
官
僚
と
し
て
活
躍
し
、大
審
院
検
事
長
、貴
族
院
議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
。「
和

敬
会
」
が
発
足
し
た
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
を
ま
た
ず
に
死
去
し
て
い
る
。

茶
の
湯
に
関
し
て
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
小
堀
家
伝
来
の
名
器

一
八
二
点
を
一
括
購
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
（
高
橋
義
雄
、
前
掲
『
近
世

道
具
移
動
史
』
八
三
頁
参
照
）。

（
46
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
の
記
述
が
簡
略
な
た
め
に
文
意
が
と
り
に
く
い
。
秋
元
信

英
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
七
月
十
八
日
条
に
つ
い
て
、
当
初
は
松
浦
詮

が
「
招
か
れ
る
希
望
で
あ
っ
た
」（
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
三
一
三
頁
）
と
解
す

る
が
、
松
浦
詮
が
招
く
よ
う
に
も
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
が
関
心
を
示
し
た
よ
う

に
も
読
め
る
。

（
47
） 

『
幟
仁
親
王
日
記
』
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
一
月
十
二
日
条
に
「
渡
辺
驥

方
ヘ
正
午
茶
ニ
付
池
田
ニ
ハ
橋
場
江
行
居
事
」
と
あ
る
の
は
、
一
旦
応
じ
た
茶
会
に

池
田
輝
満
を
代
理
と
し
て
い
か
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（「
橋
場
」
は
渡
辺

驥
の
住
所
今
戸
町
の
あ
や
ま
り
か
）。
同
書
同
月
二
十
一
日
条
「
過
日
渡
辺
驥
茶
湯

席
附
道
具
懐
石
等
書
附
一
覧
之
事
、
何
レ
返
事
暫
時
留
置
事
」
は
、
欠
席
し
た
茶

会
の
会
記
を
送
っ
て
き
た
も
の
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
48
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
三
一
四
頁
参
照
。

（
49
） 

熊
倉
功
夫
は
、
近
代
数
寄
者
を
世
代
的
に
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
て
論
じ
、

そ
の
第
一
グ
ル
ー
プ
を「
天
保
年
間
に
生
を
享
け
た
人
び
と
」（
熊
倉
功
夫
、前
掲『
近

代
茶
道
史
の
研
究
』
一
九
三
頁
）
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
に
よ
る
な
ら
ば
、
東

久
世
通
禧
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
第
一
グ
ル
ー

プ
に
属
す
る
と
い
え
る
。
一
方
の
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
、
そ
の
長
男
有
栖
川
宮

熾
仁
親
王
が
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
近
代
数

寄
者
の
第
一
グ
ル
ー
プ
の
親
の
世
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
50
） 

『
松
浦
詮
伯
年
譜
』
松
浦
伯
爵
家
編
修
所
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）、
九
七

頁
参
照
。

（
51
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
文
化
史
論
文
、
二
四
頁
。

（
52
） 

有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
こ
ろ
に
茶
室
を
整
備
し

て
い
る
（
秋
元
信
英
、
前
掲
茶
道
文
化
史
論
文
、
三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
参
照
）。
本

文
後
述
の
東
久
世
通
禧
の
事
例
と
時
期
的
に
一
致
す
る
。
こ
れ
も
明
治
前
期
の
茶

の
湯
の
状
況
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
53
） 

こ
れ
は
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
が
粟
津
義
風
に
発
出
し
た
も
の
と
考
え
る
。

（
54
） 

高
橋
箒
庵
『
東
都
茶
会
記
』
一
、
淡
交
社
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）、
三
八

頁
。

（
55
） 

『
東
久
世
通
禧
日
記
』
上
巻
（
霞
会
館
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
））
は
明
治

元
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
、
同
書
下
巻
（
平
成
五
年
（
一
九
九
三
））
は
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
以
降
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
別
巻
（
平
成
七
年
（
一
九
九
五
））

に
は
、別
に
発
見
さ
れ
た
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
な
い
し
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

の
自
筆
本
（
欠
落
あ
り
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

な
お
、
以
下
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
上
巻
お
よ
び
下
巻
か
ら
の
引
用
・
参
照
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部
分
は
、
巻
お
よ
び
頁
数
の
表
示
を
省
略
す
る
。

（
56
） 

こ
の
う
ち
、
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
な
い
し
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
は

写
本
に
よ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
自
筆
本
に
よ
る
。

　
　

な
お
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
明
治
元
年
な
い
し
二
十
五
年
（
た
だ
し
、
五
年
、

二
十
二
年
お
よ
び
二
十
四
年
を
欠
く
）
の
日
記
の
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
前

掲
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
別
巻
、
一
三
一
頁
参
照
）。

（
57
） 

『
東
久
世
通
禧
日
記
』
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
六
月
二
十
八
日
条
に
は
、「
三

条
西
家
へ
和
歌
入
門
之
事
」
と
し
て
、つ
ぎ
の
と
お
り
、く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

辰
半
剋
出
門
、
狩
衣
指
貫
家
来
麻
上
下
、
三
条
西
殿
へ
行
、
今
日
入
門
也
、
先
之
、

目
六
太
刀
・
馬
進
之

　
　
　
　

中
鷹
三
ツ
折
二
枚
重　
　
　
　

馬
代
入
魂　
　
　
　

奉
書
三
折
尋
常

　
　
　
　
　

御
太
刀　
　
　

一
腰　
　
　
　

金
二
百
疋　
　
　
　

金
加
二
百
疋

　
　
　
　
　

御
馬
代
白
銀
十
両　

一
疋　
　
　
　
　

進
候
了　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　

東
久
世
侍
従

　
　
　
　

誓
状
中
奉
書
七
ッ
折　

上
包
同
帋

　
　
　
　
　

 

和
歌
之
道
蒙
御
訓
教
候
。
上
者
聊
不
可
存
疎
意
候
、
殊
。
御
伝
授
条
々

謾（
漫
）

不
可
。
口
外
候
。
若
於
相
背
者
可
蒙
。　

両
神
冥
譴
候
、
仍
而
誓
状

如
件

　
　
　
　
　
　
　
　

安
政
二
年
六
月
廿
八
日 

通
禧　

　
　
　
　
　

左（
三
条
西
季
知
）

宰
相
中
将
殿

　
　
　

竪
詠
草　

中
奉
書
二
枚
重
、
上
包
同
帋
八
ツ
折

　
　
　
　

あ
ふ
く
か
な
さ
か
へ
さ
か
ふ
る
敷
島
の

　
　
　
　

道
の
を
し
へ
の
ひ
ろ
き
め
く
み
を

　
　
　
　

神
代
よ
り
出
雲
八
重
垣
へ
た
て
な
く

　
　
　
　

い
ま
身
に
あ
ふ
く
言
の
は
の
み
ち

　
　
　
　

 

用
人
面
会
、
詠
草
・
誓
状
等
差
出
、
今
日
門
入
挨
拶
申
述
、
小
時
後
主
人

面
会
、
狩
衣
、
誓
状
落
手
、
詠
草
覧
了
被
返
、
其
後
有
祝
酒
返
盃
了
、
立

還
挨
拶
入
門
礼
、
祝
酒
礼
等
於
式
台
申
暢
帰
宅
、
久
世
殿
へ
行
、
留
守
也
、

口
入
礼
、
彼
是
配
慮
礼
申
置
、
肴
一
折
焼
鯛
一

赤
貝
七

以
上
進
入
了

（
58
） 

こ
れ
以
外
に
み
ら
れ
る
、
北
沢
村
に
所
有
す
る
茶
園
に
関
す
る
記
事
、
茶
の

贈
答
（
下
賜
を
ふ
く
む
）
に
関
す
る
記
事
は
す
べ
て
省
略
し
、
道
具
商
と
の
往
来

の
記
事
は
、
茶
道
具
を
購
入
し
た
場
合
の
み
掲
載
し
た
。

（
59
） 

『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
四
月
三
十
日
条
に
「
煮
茶
」

と
い
う
表
記
が
あ
る
。
実
態
は
煎
茶
で
あ
る
の
か
抹
茶
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
60
） 

佐
伯
太
は
、
小
川
可
進
の
煎
茶
道
を
小
川
信
庵
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
し
、

小
川
流
煎
茶
を
酒
店
、
飯
店
、
茶
店
で
も
て
な
す
こ
と
と
説
明
し
た
う
え
で
、「
全

く
酒
飯
店
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
」（「
煎
茶
小
史
」『
茶
道
』
巻
十
三
、

創
元
社
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）、
六
六
五
〜
六
六
八
、
六
七
六
頁
参
照
、
引

用
六
六
九
頁
）
と
評
価
す
る
。
東
久
世
通
禧
も
酒
飯
茶
の
も
て
な
し
を
う
け
、
胸

や
け
（
溜
飲
）
が
し
た
も
の
ら
し
い
。

（
61
） 

招
待
者
は
姓
し
か
記
し
て
い
な
い
が
前
後
の
登
場
人
物
と
茶
の
湯
と
の
関
係

か
ら
推
定
し
た
。
西
四
辻
公
業
は
旧
公
家
で
当
時
侍
従
、
藤
波
教
忠
は
旧
公
家
で

養
子
の
言
忠
が
の
ち
侍
従
、
万
里
小
路
博
房
は
旧
公
家
で
当
時
皇
太
后
宮
大
夫
、

堀
田
正
倫
は
旧
下
総
佐
倉
藩
主
で
あ
る
。

　
　

な
お
、
こ
の
茶
会
で
は
「
清
楽
ノ
興
ア
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
後
段
で
中
国
音
楽

の
演
奏
が
あ
っ
た
。『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
「
清
楽
」

や
「
月
琴
」
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
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（
62
） 

柳
原
前
光
は
旧
公
家
で
、
当
時
は
元
老
院
議
官
で
あ
る
。

（
63
） 

有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
、
自
身
の
日
記
に
、「
午
後
四
時
五
十
分
発
車
、
岩
倉

右
大
臣
茶
□
□
□
招
請
ニ
付
行
向
、
午
後
八
時
帰
宅
之
事
」（『
熾
仁
親
王
日
記
』

巻
二
、
高
松
宮
蔵
版
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
六
八
二
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

な
お
、
当
時
は
陸
軍
大
将
兼
元
老
院
議
長
で
あ
る
。

（
64
） 

こ
の
こ
と
か
ら
、
岩
倉
具
視
が
天
皇
へ
の
献
茶
を
推
進
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
天
覧
は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
の
井
上
馨
邸
へ
の
行

幸
の
際
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
寺
島
宗
則
邸
へ

の
行
幸
の
際
に
計
画
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
岩
倉
具
視
は
「
其
の
技
の

卑
俗
に
し
て
風
教
を
害
す
る
こ
と
少
か
ら
ざ
れ
ば
、
改
良
の
暁
は
知
ら
ず
、
現
今

の
状
態
に
て
は
天
覧
に
供
す
る
を
不
可
な
り
」（『
明
治
天
皇
紀
』
巻
五
、
吉
川
弘

文
館
、昭
和
四
十
六
年（
一
九
七
一
）、七
九
頁
）と
反
対
し
た
た
め
に
実
現
し
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
影
響
力
の
あ
る
岩
倉
具
視
自
身
が
自
邸
に
茶
室
を
建
築
し
た
こ

と
は
興
味
深
い
。

（
65
） 

こ
の
人
物
は
、「
代
田
宗
真
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
角
川
茶
道
大
事
典
』

普
及
版
、
角
川
書
店
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）、
六
八
二
頁
に
は
、
つ
ぎ
の
項

目
が
あ
る
。
内
容
に
は
疑
問
も
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
。

　
　

代
田
宗
真
【
し
ろ
た
そ
う
し
ん
】
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）―

明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）十
月
二
十
八
日
。
幕
末
維
新
期
の
茶
人
。
播
州
竜
野
の
人
。
名
は
醜
麿
・

真
学
・
重
之
助
・
泰
治
、
号
は
習
々
斎
・
習
白
庵
・
陸
沈
斎
。
年
少
の
こ
ろ
よ
り

茶
湯
を
市
村
宗
泉
に
学
び
、
の
ち
吉
田
宗
意
に
師
事
し
て
宗
徧
流
の
奥
儀
を
修
め

た
。
竜
野
脇
坂
家
の
茶
頭
を
経
て
、
維
新
後
、
東
久
世
通
禧
・
本
多
正
憲
の
招
き

で
上
京
、
宗
徧
流
の
茶
道
の
普
及
・
発
展
に
尽
力
し
、
み
ず
か
ら
四
方
庵
五
世
と

称
し
た
。〔
横
山
美
紀
〕

（
66
） 

こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
前
掲
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
普
及
版
、
一
四
〇
七
頁

に
は
、
つ
ぎ
の
項
目
が
あ
る
。

　
　

吉
益
正
雄
【
よ
し
ま
す
ま
さ
お
】
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）―

明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
六
月
六
日
。
幕
末
維
新
期
の
医
者
。
享
年
六
十
四
歳
。
号
は
鴻
焉
・

沽
焉
・
天
籟
浩
焉
・
稽
古
庵
。
盛
岡
由マ

マ

藩
士
。
江
戸
に
出
て
父
の
業
を
継
ぎ
医
師

と
な
っ
た
。
茶
法
を
石
州
流
門マ

派マ

谷
村
可
順
に
学
ん
だ
。『
茶
人
図
解
』『
茶
の
湯

名
器
集
』『
一
名
目
利
の
話
』
を
著
し
た
。
ま
た
、名
物
破
風
窯
、皆
の
川
手
の
「
玉

霰
」
を
所
蔵
し
て
い
た
。〔
末
宗
広
〕

　
　

末
宗
広
の
典
拠
は
、
高
橋
義
雄
『
大
正
名
器
鑑
』
第
五
編
上
、
審
美
書
院
、
大

正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、
六
六
頁
に
記
さ
れ
た
玉
霰
の
項
の
記
述
で
あ
ろ
う
。『
大

正
名
器
鑑
』
に
は
「
元
吉
益
正
雄
所
持
な
り
、
吉
益
は
号
を
鴻
焉
又
は
稽
古
庵
と

号
す
、
元
盛
岡
藩
士
に
し
て
、
江
戸
に
来
り
父
の
業
を
継
ぎ
て
医
官
た
り
、
石
州

流
清
水
派
の
茶
人
（
略
）。
明
治
十
八
年
三
月
十
四
日
歿
す
、享
年
未
詳
」
と
あ
る
。

し
か
し
、『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
医
者
で
あ
る
こ
と
や
、
石
州
流

の
茶
人
で
あ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

　
　

な
お
、
盛
岡
藩
士
と
い
う
出
自
に
つ
い
て
、
盛
岡
藩
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

の
支
配
帳
に
「
平
士
家
禄
三
百
石
吉
益
正
」
な
る
人
物
の
存
在
は
確
認
で
き
る
が

（『
岩
手
県
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）、

一
一
六
五
頁
）、
同
一
人
物
で
あ
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

（
67
） 

吉
益
正
雄
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
岩
倉
遣
外
使
節
団
に
同
行
し
た

女
子
留
学
生
五
人
の
う
ち
の
吉
益
亮
（
子
）
の
父
で
あ
る
。
東
久
世
通
禧
も
使
節

団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
、
女
子
留
学
生
の
実
施
主
体
が
開
拓
使

で
あ
り
、
直
前
ま
で
東
久
世
通
禧
が
そ
の
長
官
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
旧
知
の

関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
。
日
記
に
吉
益
正
雄
が
は
じ
め
て
あ
ら
わ
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れ
る
の
は
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
一
月
十
四
日
条
で
あ
る
が
、
と
く
に
説

明
は
さ
れ
て
い
な
い
。
吉
益
亮
（
子
）
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

一
月
六
日
条
お
よ
び
同
年
四
月
六
日
条
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　

ま
た
、
吉
益
正
雄
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
〜
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

に
は
外
務
省
職
員
（
大
録
）、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
東
京
府
役
人
で
あ
っ

た
と
い
う
（
寺
沢
龍
『
明
治
の
女
子
留
学
生
』
平
凡
社
新
書
、
平
成
二
十
一
年

（
二
〇
〇
九
）、
七
〇
〜
七
一
頁
参
照
）。
た
だ
し
、『
明
治
初
期
官
員
録
・
職
員
録

集
成
』
第
三
巻
・
第
四
巻
、
柏
書
房
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
で
は
、
明

治
三
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
外
務
省
大
録
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
同
年

九
月
以
降
に
は
み
え
な
い
。
東
京
府
役
人
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
職
で
あ
っ

た
の
か
は
官
員
録
な
ど
に
み
え
な
い
。
そ
の
後
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
二
月

一
日
に
東
京
に
お
い
て
秋
田
県
権
典
事
に
任
じ
ら
れ
、
秋
田
県
に
赴
任
し
て
い
る

（
橋
本
宗
彦
『
秋
田
沿
革
史
大
成
』
第
二
冊
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）、

二
一
四
頁
参
照
）。
そ
れ
以
降
の
職
業
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
68
） 

表
4
記
載
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
六
月
三
日

条
参
照
。

（
69
） 

表
4
記
載
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
三
年
九
月
十
二
日
条
参
照
。
た

だ
し
、
東
久
世
通
禧
は
「
名
物
文
琳
茶
入
」
と
す
る
が
、「
玉
霰
」
は
肩
衝
に
分
類

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
70
） 

た
と
え
ば
、『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
四
月
十
八
日

条
で
、
東
久
世
通
禧
は
「
午
後
二
時
橋
場
三
条
殿
別
荘
対
鷗
荘
へ
行
、
有
栖
川
宮
・

岩
倉
・
四
条
・
久
我
・
壬
生
・
南
部
等
同
席
古
筆
了
仲
点
茶
」
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
の
と
き
同
席
し
た
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
自
身
の
日
記
に
「
午
後
二
時
半
発
車
、

橋
場
町
三
条
家
別
荘
江
招
請
行
向
、
午
後
九
時
二
十
五
分
帰
館
之
事
」（『
熾
仁
親
王

日
記
』
巻
三
、
高
松
宮
蔵
版
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
四
二
九
頁
）
と
の
み
記

し
て
い
る
。

（
71
） 

表
4
記
載
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
四
月
十
七

日
条
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
一
月
十
六
日
条
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）

十
二
月
三
日
条
な
ど
参
照
。

（
72
） 

表
5
の
採
否
の
判
断
基
準
は
、
東
久
世
通
禧
が
茶
会
等
に
複
数
回
招
い
た
人

物
、
あ
る
い
は
複
数
回
招
か
れ
た
人
物
の
、
す
く
な
く
と
も
一
方
の
条
件
を
満
た

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
赤
沢
宗
凹
、
加
藤
嘉

庸
は
、
伝
不
詳
の
た
め
採
用
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
類
型
ご
と
に
お
お
む
ね
生
年

順
に
掲
げ
た
。

（
73
） 

秋
元
信
英
、
前
掲
文
化
史
論
文
、
二
四
頁
。

（
74
） 

当
時
は
、
参
議
、
陸
軍
中
将
兼
議
定
官
で
あ
る
。

（
75
） 

山
田
宗
囲
「
宗
徧
流
」『
日
本
の
茶
家
』
河
原
書
店
、
昭
和
五
十
八
年

（
一
九
八
三
）、
二
〇
〇
〜
二
二
三
頁
、
お
よ
び
『
新
版
茶
道
大
辞
典
』
淡
交
社
、

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）、
六
六
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
76
） 

前
掲
『
新
版
茶
道
大
辞
典
』
六
六
九
頁
参
照
。

（
77
） 

こ
れ
ら
の
流
派
の
系
譜
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
野
村
瑞
典
『
宗

徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
光
村
推
古
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）、
二
二
九

〜
二
四
九
頁
参
照
）。

　
〈
時
習
軒
系
〉

　
（
山
田
宗
徧―

）
岡
村
宗
伯―

岡
村
宗
恕―

神
谷
松
見―

水
谷
義
閑―

柳
沢
閑
清―

吉
田
宗
意―

吉
田
宗
賀―

細
田
宗
衛―

細
田
宗
玉―

細
田
宗
永―

細
田
宗
栄

　
〈
四
方
庵
系
〉

　

山
田
宗
徧―
菅
沼
定
実―

菅
沼
定
易―

菅
沼
定
賢―

菅
沼
游
鷗―

誉
田
宗
義―

代
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田
醜
麿―

吉
邨
千
艸―

斎
藤
風
香―

石
原
恵
香

　
〈
正
伝
庵
系
〉

　

山
田
宗
徧―

山
田
宗
引―

山
田
宗
円―

山
田
宗
也―

山
田
宗
俊―

山
田
宗
弥―

脇

坂
宗
斐―

関
口
宗
貞―

関
口
宗
理―

中
村
宗
知―

岩
田
宗
栄―

岩
田
宗
龍―

岩
田

宗
仙―
岩
田
宗
玖

（
78
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
一
〇
二
頁
参
照
。

（
79
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
二
三
一
頁
参
照
。

（
80
） 

山
田
宗
有
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
の
ト
ル
コ
軍
艦
紀
州
沖
難
破

事
件
に
際
し
、
日
本
国
内
で
義
援
金
を
つ
の
り
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）

に
そ
れ
を
携
え
て
ト
ル
コ
に
お
も
む
い
た
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
時

ま
で
長
ら
く
ト
ル
コ
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
81
） 

こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
前
掲
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
普
及
版
、
一
四
〇
四
頁

に
は
、
つ
ぎ
の
項
目
が
あ
る
。

　
　
　

 

吉
田
宗
意
【
よ
し
だ
そ
う
い
】
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）―

嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）正
月
二
十
五
日
。
江
戸
後
期
の
茶
人
。
通
称
要
人
、号
は
随
好
庵
・

蛍
雪
庵
・
時
習
軒
・
囲
斎
・
灯
外
。
奥
州
一
ノ
関
田
村
左
京
太
夫
の
家
臣
、

納
戸
頭
を
務
め
て
い
た
。
茶
を
山
田
宗
徧
の
門
下
板
橋
閑
清
に
学
ん
だ
。
致

仕
後
日
本
橋
村
松
町
に
居
住
し
、
茶
事
指
導
を
業
と
な
し
、
門
下
に
学
ぶ
者

多
か
っ
た
。〔
末
宗
広
〕

（
82
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
二
三
二
頁
。

（
83
） 

脇
坂
安
斐
を
め
ぐ
る
師
弟
関
係
の
系
譜
に
つ
い
て
、
三
人
の
茶
の
湯
研
究
者

の
見
解
を
示
す
こ
と
と
す
る
。『
東
久
世
通
禧
日
記
』
に
登
場
す
る
人
物
に
は
傍
線

を
付
し
た
。

　
　

末
宗
広
は
、
下
図
の
と
お
り
考
え
て
い
る
（
末
宗
広
、
前
掲
書
、
二
八
五
〜

二
九
〇
頁
を
参
照
し
て
作
成
す
る
。）。

　　

五
代
山
田
宗
俊
│
│
│
吉
田
宗
意
│
│
│
吉
田
宗
賀
│
│
│
東
久
世
通
禧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
安
斐

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
水
月
尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
田
醜
麿
│
│
│
本
多
正
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
宗
弥
│
│
六
代
山
田
宗
学
│
│
七
代
山
田
宗
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
代
山
田
宗
有

　
　

高
谷
隆
は
、
下
図
の
と
お
り
考
え
て
い
る
（
高
谷
隆
『
古
今
茶
人
系
譜
大
全
』

芸
術
サ
ロ
ン
社
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）、
一
七
六
〜
一
八
九
頁
を
参
照
し

て
作
成
す
る
。
な
お
、
同
書
は
芳
賀
登
ほ
か
編
『
日
本
人
物
情
報
大
系
』
第

八
十
五
巻
、
皓
星
社
、
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。）。

　
　

五
代
山
田
宗
俊
│
│
│
吉
田
宗
意
│
│
│
吉
田
宗
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
松
源
六
│
│
│
吉
田
水
月
尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
宗
弥　
　
　

六
代
山
田
宗
学―

七
代
山
田
宗
寿 

 

八
代
山
田
宗
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
田
醜
麿
│
│
│
東
久
世
通
禧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
正
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
安
斐

　
　

野
村
瑞
典
は
、
下
図
の
と
お
り
考
え
て
い
る
（
野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
偏
流　
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歴
史
と
系
譜
』
一
一
九
、
一
二
〇
、
一
四
〇
、
二
四
五
、
二
四
六
頁
を
参
照
し
て

作
成
す
る
）。

　

吉
田
宗
意
│
│
│
六
代
山
田
宗
学―

七
代
山
田
宗
寿―

八
代
山
田
宗
有

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
宗
賀
│
│
│
代
田
醜
麿

│
│
│
東
久
世
通
禧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
水
月
尼　
　
　

本
多
正
憲

　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
宗
弥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
安
斐

　
　

こ
の
三
つ
の
系
譜
に
は
、
相
互
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
東
久
世
通
禧
は
、
す

で
に
み
た
と
お
り
、
明
ら
か
に
脇
坂
安
斐
か
ら
伝
授
を
う
け
て
お
り
、
そ
の
後
、

代
田
醜
麿
か
ら
教
え
を
う
け
て
い
る
。
い
ず
れ
の
系
譜
も
、
こ
の
三
者
の
関
係
を

適
切
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　

こ
の
三
つ
の
系
譜
に
み
ら
れ
る
矛
盾
は
、
お
そ
ら
く
家
元
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し

て
い
く
過
程
で
、
後
世
に
こ
の
よ
う
な
師
弟
の
系
譜
が
整
備
さ
れ
た
た
め
と
考
え

る
。
確
固
た
る
家
元
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
宗
徧
流
の
あ
り
方
を
、
の

ち
に
家
元
の
立
場
か
ら
再
構
成
し
た
も
の
が
、
今
日
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
説
明
で

あ
ろ
う
。

　
　

現
在
で
は
宗
徧
流
家
元
で
あ
る
山
田
家
は
、
当
時
き
わ
め
て
脆
弱
な
状
況
に
あ
っ

た
。
し
か
も
、
時
習
軒
系
、
四
方
庵
系
、
正
伝
庵
系
な
ど
の
宗
徧
流
も
現
存
す
る
。

時
習
軒
系
は
吉
田
水
月
尼
の
系
譜
、
四
方
庵
系
は
代
田
醜
麿
の
系
譜
、
そ
し
て
、

正
伝
庵
系
は
脇
坂
安
斐
の
家
系
と
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
系
譜
を
整
合
性
あ
る

も
の
に
整
理
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
無
理
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
84
） 

た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
所
蔵
、
龍
野
文
庫
（
を
）
趣
味
（
茶
）

二
六
番
。

（
85
） 

『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
七
月
十
七
日
条
。

（
86
） 

末
宗
広
、
前
掲
書
、
二
八
八
頁
。

（
87
） 

高
谷
隆
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（
88
） 

前
掲
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
普
及
版
、
一
一
五
九
頁
参
照
。

（
89
） 

こ
の
例
外
と
し
て
、
古
石
州
流
に
お
け
る
八
、十
、十
一
及
び
十
二
代
家
元
が

あ
る
（
野
村
瑞
典
『
石
州
流　

歴
史
と
系
譜
』
光
村
推
古
書
院
、
昭
和
五
十
九
年

（
一
九
八
四
）、
二
一
四
〜
二
一
六
頁
参
照
）。
古
石
州
流
家
元
は
、
第
六
代
以
降
を

本
庄
家
が
世
襲
す
る
が
、
お
そ
ら
く
本
庄
家
が
世
襲
す
る
と
い
う
認
識
が
う
ま
れ

る
以
前
に
、
こ
の
代
数
の
数
え
方
が
定
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
90
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』。

（
91
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
二
五
六
頁
。

（
92
） 

こ
の
引
用
に
か
か
る
記
事
は
、
明
治
十
年
の
第
一
回
内
国
博
覧
会
を
「
明
治

十
二
・
三
年
頃
」（
野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
二
五
六
頁
）
と

し
て
お
り
、
古
い
情
報
に
つ
い
て
は
不
正
確
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
93
） 

野
村
瑞
典
、
前
掲
『
宗
徧
流　

歴
史
と
系
譜
』
二
三
九
頁
。

（
94
） 

表
4
記
載
の
『
東
久
世
通
禧
日
記
』
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
七
月
十
七

日
条
。

（
95
） 

現
在
第
六
代
が
活
躍
す
る
小
川
流
煎
茶
家
元
の
家
系
を
示
す
と
下
図
の
と
お

り
と
な
る
。

初
代
小
川
可
進―

二
代
小
川
為
美
│
│
三
代
小
川
久
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
代
小
川
治
次
郎―

五
代
小
川
塩
子　

　

 

六
代
小
川
忠
男
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（
96
） 

小
川
流
第
二
代
は
、
小
川
可
進
の
長
子
小
川
為
美
（
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

〜
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）、
通
称
左
守
、
号
其
楽
）
で
あ
る
。
明
治
維
新
後

に
「
煎
茶
指
南
の
額
を
は
ず
し
、（
略
）
そ
の
没
す
る
ま
で
後
楽
堂
の
門
を
閉
じ
た
」

（
小
川
後
楽（
忠
男
）『
茶
の
文
化
史
』文
一
総
合
出
版
、昭
和
五
十
五
年（
一
九
八
〇
）、

三
二
四
頁
）
と
い
う
。

（
97
）　

小
川
塩
子
『
煎
茶
つ
れ
づ
れ　

五
世
後
楽
小
川
塩
子
遺
稿
集
』
小
川
後
楽
堂
、

昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）、
二
〇
五
頁
。
な
お
、
当
該
引
用
文
の
初
出
は
、
昭

和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
三
月
。

（
98
） 

第
二
代
小
川
為
美
は
、
墓
碑
銘
に
よ
る
と
冷
泉
家
に
和
歌
を
学
ん
だ
と
あ
る

の
で
、
以
前
か
ら
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
99
） 

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
当
時
、
冷
泉
為
系
が
家
元
を
預
か
っ
た
と
す

る
に
は
、
年
齢
的
に
か
な
り
無
理
が
あ
る
。

（
100
） 

冷
泉
布
美
子
は
、
父
親
で
あ
る
冷
泉
為
系
に
つ
い
て
「
毎
月
、
月
釜
を
か
け

て
は
、
羊
羹
と
薄
茶
や
煎
茶
を
い
た
だ
き
な
が
ら
和
歌
を
詠
ん
で
お
り
ま
し
た
」

（『
冷
泉
布
美
子
が
語
る―

京
の
雅　

冷
泉
家
の
年
中
行
事
』
集
英
社
、
平
成

十
一
年
（
一
九
九
九
）、
二
〇
二
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。
冷
泉
為
系
は
、
茶
の
湯
も

煎
茶
道
も
た
し
な
ん
で
い
た
ら
し
い
。

（
101
） 

佐
伯
太
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
小
川
流
煎
茶
が
「
現
在
に
於
て

は
全
く
絶
え
果
て
た
の
か
聞
く
処
が
無
い
」
と
の
べ
て
い
る
（
前
掲
「
煎
茶
小
史
」

『
茶
道
』
巻
十
三
、
引
用
六
六
九
頁
、
六
七
六
頁
同
趣
旨
）。
小
川
流
煎
茶
の
復
興

に
は
い
ま
し
ば
ら
く
時
間
を
要
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
102
） 

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
一
月
十
三
日
に
下
村
実
栗
を
た
ず
ね
た
高
橋
義

雄
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
て
い
る
。

　
　

庵
主
は
天
保
四
年
の
生
れ
に
て
本
年
八
十
歳
な
る
が
、
通
称
は
下
村
実
栗
、

（
略
）
十
六
歳
に
て
茶
礼
を
松
尾
宗
古
に
学
び
、
宗
古
歿
後
久
田
栄
甫
の
門
人

と
為
り
、
安
政
五
年
和
宮
東
海
道
御
通
行
の
際
、
尾
州
家
よ
り
鳴
海
陣
屋
の

茶
道
方
を
命
ぜ
ら
れ
、
其
御
声
掛
り
を
以
て
真
の
台
子
手
前
を
許
さ
れ
た
る

次
第
な
れ
ば
、
庵
主
は
六
十
余
年
間
茶
道
に
悠
遊
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
資
産

あ
り
、
又
中
々
娑
婆
気
あ
り
て
名
器
を
所
蔵
す
る
が
故
に
、
世
間
に
有
ふ
れ

た
る
佗
び
と
違
ひ
、
所
謂
綺
麗
な
る
佗
び
茶
人
な
り
。
此
六
十
余
年
間
鍛
ひ

に
鍛
ひ
し
老
人
が
、
小
さ
き
柳
蔭
の
茶
入
を
取
り
て
泰
然
と
構
へ
た
る
時
の

姿
勢
は
、
実
に
頭
の
下
る
程
の
威
厳
な
れ
ど
も
、
夫
れ
よ
り
手
前
は
サ
ラ

〳
〵
と
砕
け
て
序
破
急
の
変
化
無
我
無
心
に
出
で
、
故
梅
若
実
翁
の
仕
舞
を

見
る
が
如
く
一
種
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
妙
味
あ
り
た
り
。
八
十
の
老
翁
に
し
て

矍
鑠
た
る
こ
と
彼
れ
が
如
く
、
名
器
名
碗
兼
ね
備
ふ
る
こ
と
彼
れ
が
如
き
茶

人
は
、
啻
に
海
道
一
と
云
ふ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
中
殆
ん
ど
比
類
な
き
者

な
る
べ
し
。（
高
橋
箒
庵
、
前
掲
『
東
都
茶
会
記
』
一
、二
六
二
〜
二
六
三
頁
）

　
　

な
お
、「
安
政
五
年
和
宮
東
海
道
御
通
行
」
は
中
山
道
を
通
行
し
て
お
り
、
こ
の

部
分
は
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
。

（
103
） 

両
替
町
久
田
家
は
、
第
十
代
久
田
宗
員
の
と
き
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

の
禁
門
の
変
に
よ
っ
て
京
都
両
替
町
の
家
を
焼
失
す
る
。
第
十
一
代
久
田
宗
有
は
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
大
阪
へ
、
さ
ら
に
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
は

東
京
へ
転
居
す
る
。
第
十
二
代
久
田
宗
円
は
、先
代
の
没
後
、京
都
、大
阪
、伊
勢
、

播
磨
を
転
々
と
し
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
伊
勢
四
日
市
で
客
死
す
る

（『
茶
道
せ
ゝ
ら
ぎ
』
第
二
巻
第
八
号
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
三
頁
参
照
）。

（
104
） 
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
の
東
京
に
お
け
る
茶
会
の
記
録
に
久
田
宗
有
お

よ
び
久
田
宗
円
の
す
が
た
が
み
え
る
が
、
三
会
と
も
す
べ
て
詰
の
席
を
占
め
て
い
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る
（
戸
田
勝
久
『
茶
道
霧
海
抄
』
講
談
社
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）、

二
一
一
〜
二
一
二
頁
参
照
）。

（
105
） 
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
当
時
、
第
十
三
代
久
田
宗
栄
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の
と
お
り
伝
え
て
い
る
。

　
　
　

 　

父
宗
円
と
共
に
伊
勢
四
日
市
に
て
生
長
し
、
父
歿
後
再
び
東
上
、
大
正

十
五
年
五
月
六
日
山
脇
氏
の
宅
に
於
い
て
宗
全
忌
を
催
さ
れ
知
名
の
士
を
招

き
久
田
家
十
三
世
相
続
の
披
露
を
さ
る
、
氏
は
小
笠
原
島
司
荏
原
郡
長
、
東

京
職
業
学
校
長
等
の
公
職
に
在
り
、
現
今
は
茶
道
師
範
と
し
て
門
弟
を
育
て

つ
ゝ
あ
る
よ
し
。（
前
掲
『
茶
道
せ
ゝ
ら
ぎ
』
第
二
巻
第
八
号
、
三
頁
）

　
　

こ
の
情
報
は
、
か
な
ら
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
引
用
文
中
の
「
山

脇
氏
」
は
同
書
同
頁
に
「
山
脇
善
五
郎
」
と
あ
る
。
山
脇
善
五
郎
は
、
東
京
築
地

の
ち
駒
込
在
住
の
地
主
で
、
裏
千
家
老
分
格
の
茶
人
で
あ
る
（
山
脇
道
子
『
バ
ウ

ハ
ウ
ス
と
茶
の
湯
』
新
潮
社
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）、
九
〜
一
二
頁
参
照
）。

ま
た
、『
茶
道
せ
ゝ
ら
ぎ
』
以
外
に
第
十
三
代
久
田
宗
栄
が
「
小
笠
原
島
司
荏
原
郡

長
、
東
京
職
業
学
校
長
等
の
公
職
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
、
い
ま
だ
見

出
せ
な
い
。

　
　

な
お
、
久
田
宗
円
の
弟
子
と
さ
れ
る
川
越
守
男
は
「
東
京
久
田
流
復
興
に
寄
与

家
元
宗
栄
に
自
己
所
有
の
家
を
提
供
し　

毎
年
五
月
六
日
宗
全
忌
を
催
し
」（
末
宗

広
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
）
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
人
物
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）

に
荏
原
郡
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
（
東
京
都
公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
東
京
府

組
織
一
覧
を
参
照
）、『
茶
道
せ
ゝ
ら
ぎ
』
の
記
述
は
こ
の
人
物
と
の
混
同
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
山
脇
氏
」
も
川
越
守
男
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
106
） 

前
注
参
照
。

（
107
） 

熊
倉
功
夫
は
、
昭
和
初
期
に
東
京
久
田
流
の
雑
誌
『
茶
』
の
刊
行
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
熊
倉
、前
掲
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』
三
一
一
頁
参
照
）。

（
108
） 

大
野
一
英
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
の
べ
て
い
る
。

　
　
　

 　

名
古
屋
の
最
長
老
、
関
山
宗
保
さ
ん
（
守
山
区
）
は
、
か
つ
て
「
わ
た
し

は
明
治
十
二
年
生
ま
れ
で
二
十
三
歳
か
ら
久
田
流
を
学
ん
だ
が
す
で
に
明
治

の
初
め
か
ら
家
元
は
行
く
え
不
明
だ
っ
た
ら
し
い
。
大
正
七
年
に
は
京
都
ま

で
家
元
を
捜
し
に
行
っ
た
し
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
家
元
捜
し
を
つ
づ
け
た
が
、

昭
和
二
十
三
年
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
が
革
新
派
久
田
流
を

作
っ
た
り
、
あ
ち
こ
ち
に
分
派
が
出
来
た
の
は
す
べ
て
家
元
が
い
な
い
こ
と

か
ら
の
止
む
を
え
な
い
措
置
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
流
勢
も
衰
え
る
結
果
に

な
っ
た
」
と
そ
の
間
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
。（
大
野
一
英
、
前
掲
書
、

二
六
二
頁
）

（
109
） 

東
海
地
方
の
久
田
流
の
う
ち
、
再
興
し
た
両
替
町
久
田
家
に
合
流
し
た
が
、

点
前
の
ち
が
い
か
ら
離
脱
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に

大
徳
寺
高
桐
院
上
田
義
山
を
家
元
に
む
か
え
、
久
田
流
有
栖
川
系
（
宗
全
会
）
を

唱
え
た（
長
谷
義
隆「
茶
ど
こ
ろ
探
訪
」一
〇『
中
日
新
聞
』平
成
十
五
年（
二
〇
〇
三
）

八
月
五
日
、
第
十
二
面
参
照
）。
こ
れ
は
、
下
村
実
栗
か
ら
、
そ
の
三
男
下
村
実
軌

へ
の
系
譜
と
さ
れ
る
（
前
掲
『
茶
湯
手
帳
』
一
六
一
頁
参
照
）。

（
110
） 

維
新
の
功
臣
と
い
え
る
人
々
は
、
中
下
級
の
武
士
階
級
の
出
身
者
が
多
く
、

明
治
維
新
以
前
に
茶
の
湯
の
趣
味
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
表
5
で
指

摘
し
た
人
物
や
、の
ち
の
和
敬
会
の
会
員
に
み
ら
れ
る
維
新
の
功
臣
の
存
在
は
、「
貴

紳
の
茶
の
湯
」
の
広
が
り
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
る
。

　

〔
追
記
〕

　
　

本
稿
脱
稿
後
、
稲
川
由
利
子｢

六
合
庵
久
田
宗
全
に
つ
い
て

│
『
長
良
宗
全
』
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と
呼
ば
れ
た
茶
人

│｣

『
博
物
館
だ
よ
り
』
第
七
十
九
号
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
、

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
接
し
た
。
そ
の
な
か
で
新
出
資
料
を
も
と
に
有

栖
川
宮
家
に
仕
え
た
久
田
宗
栄
（
生
々
斎
）
お
よ
び
久
田
宗
全
（
六
合
庵
）
の
存

在
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
論
じ
た
有
栖
川
宮
家
と
久
田
家
と
の
関
係
は
、

さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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〈
研
究
資
料
〉

『
外
台
秘
要
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚
（
一
）

―

附
、
医
籍
五
種
（
互
照
萃
編
）―

多　

田　

伊　

織

は
じ
め
に

本
稿
は
『
日
本
研
究
』
四
一
号
所
載
「
史
料
紹
介
『
医
心
方
』
所
引
『
僧

深
方
』
輯
佚―

東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
仏
教
医
学
の
諸
相
」
の
続
編
で
あ

る
。
前
回
は
、
丹
波
康
頼
が
永
観
二
（
九
八
四
）
年
に
撰
進
し
た
現
存
す
る

日
本
最
古
の
医
学
全
書
『
医
心
方
』
か
ら
、六
朝
期
の
僧
侶
・
釈
僧
深
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
散
逸
医
書
『
僧
深
方
』
の
輯
佚
を
計
っ
た
。
今
回
は
、
唐
・

王
燾
（
咸
亨
元　

六
七
〇
？
〜
天
寶
十
四　

七
五
五
）
の
編
纂
し
た
医
学
全
書

『
外
台
秘
要
方
』
か
ら
、『
僧
深
方
』
の
佚
文
を
蒐
め
た
。

『
外
台
秘
要
方
』
で
は
、『
僧
深
方
』
を
『
深
師
方
』
と
し
て
引
用
す
る
が
、

こ
れ
は
早
く
孫
思
邈（
天
保
二
十　

五
八
一
〜
永
淳
元　

六
八
二）

1
（

）の『
千
金
方
』

（
成
立
は
六
五
〇
〜
六
五
八
年
の
間）

2
（

）
に
始
ま
る
。

『
深
師
方
』
と
『
僧
深
方
』
の
二
つ
の
書
名
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

森
立
之
は
、『
枳
園
叢
攷
』
の
「
崔
氏
方
纂
録
深
師
攷
」
で
、
次
の
よ
う
に

考
察
し）

3
（

、

此
に
据
れ
ば
、
則
ち
孫
真
人
は
こ
れ
を
尊
び
て
深
師
と
曰
ひ
、
崔
氏
こ

れ
に
從
ひ
、
王
燾
も
亦
た
隨
ひ
て
こ
れ
を
襲
ふ
。
其
の
書
名
の
如
き
は

則
ち
宜
し
く
僧
深
方
と
曰
ふ
べ
く
、
深
師
方
と
名
づ
く
る
者
有
る
こ
と

無
き
也
。

と
述
べ
て
い
る
。

森
立
之
は
「
深
師
」
の
呼
称
を
孫
思
邈
に
始
ま
る
と
見
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
脚
気
論
を
扱
う
『
千
金
方
』
卷
七
「
湯
液
第
二
」
に
引
く
「
道
人
深
師

増
損
腎
瀝
湯
」
の
方
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る）

4
（

。

道
人
深
師
增
損
腎
瀝
湯
、
…
湘
東
王　

江
州
に
至
り
、
王　

嶺
南
に
在

り
、
病　

悉
く
此
く
の
如
く
、
極
め
て
困
篤
た
り
。
余　

此
の
湯
を
作

り
て
服
さ
令
め
、
即
ち
力
を
得
。
病
の
此
れ
に
似
た
る
者
は
、
服
す
れ

ば
差
え
ざ
る
こ
と
無
し
。
宜
し
き
に
隨
ひ
て
増
損
す
る
の
方
な
り
。

上
記
の
薬
方
中
の
「
余
」
と
は
誰
だ
ろ
う
か
。『
千
金
方
』
を
編
纂
し
た

孫
思
邈
は
唐
代
の
人
物
で
あ
り
、
唐
代
に
は
「
湘
東
王
」
に
相
当
す
る
人
間

は
お
ら
ず
、
孫
思
邈
で
は
あ
り
得
な
い
。
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そ
れ
よ
り
以
前
の
時
代
を
検
す
る
と
、
江
州
に
関
係
す
る
湘
東
王
と
し

て
、
梁
の
元
帝
蕭
繹
が
い
る）

5
（

。

世
祖
孝
元
皇
帝　

諱
は
繹
、
字
は
世
誠
、
小
字
は
七
符
、
高
祖
の
第
七

子
也
。
天
監
七
年（
五
〇
八
）八
月
丁
巳　

生
ま
る
。
十
三
年（
五
一
四
）、

湘
東
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
邑
二
千
戶
。
…
中
大
通
六
年
（
五
三
四
）、

出
で
て
使
持
節
・
都
督
江
州
諸
軍
事
・
鎮
南
將
軍
・
江
州
刺
史
と
為
る
。

…
太
清
元
年
（
五
七
九
）、
徙
り
て
使
持
節
・
都
督
荊
雍
湘
司
郢
寧
梁

南
北
秦
九
州
諸
軍
事
・
鎮
西
将
軍
・
荊
州
刺
史
と
為
る
。

脚
気
に
苦
し
め
ら
れ
た
湘
東
王
が
梁
の
元
帝
だ
と
す
れ
ば
、
彼
に
侍
っ
た

医
師
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
薬
の
処
方
で
名
を
馳
せ
た
北
周
・
姚
僧
垣

で
あ
ろ
う）

6
（

。

姚
僧
垣
は
も
と
梁
に
仕
え
て
い
た
医
師
で
、
湘
東
王
に
も
仕
え
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
姚
僧
垣
の
父
菩
提
は
、
自
ら
の
病
を
き
っ
か
け
に
医
学
に
心
を
染

め
、
子
の
僧
垣
は
そ
の
業
を
継
い
だ
。
姚
菩
提
は
、
方
術
に
つ
い
て
の
梁
武

帝
の
よ
き
話
し
相
手
で
あ
り
、そ
の
言
動
が
武
帝
の
意
に
適
っ
た
こ
と
か
ら
、

厚
く
遇
さ
れ
た
人
物
で
あ
る）

7
（

。

姚
僧
垣　

字
は
法
衛
、
呉
興
武
康
の
人
、
呉
太
常
信
の
八
世
の
孫
也
。

…
父
菩
提
、
梁
の
高
平
令
。
嘗
て
疾
に
嬰
り
て
年
を
歴
、
乃
ち
心
を
医

薬
に
留
む
。
梁
武
帝　

性　

又
こ
れ
を
好
み
、
毎
に
菩
提
を
召
し
て
方

術
を
討
論
し
、
言　

意
に
会
ふ
こ
と
多
し
、
是
に
由
り
て
頗
る
こ
れ
を

礼
す
。
…
年
二
十
四
、
即
ち
家
業
を
伝
ふ
。
…
大
同
九
年
（
五
四
三
）、

還
り
て
殿
中
医
師
を
領
す
。
…
十
一
年
（
五
四
五
）、
転
じ
て
太
医
正

を
領
す
。
…
太
清
元
年
（
五
七
九
）、
鎮
西
湘
東
王
府
中
記
室
参
軍
に

転
ず
。

太
清
元
年
（
五
七
九
）
に
鎮
西
將
軍
で
あ
っ
た
湘
東
王
と
は
、
先
の
「
梁

元
帝
本
紀
」
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
後
の
梁
元
帝
蕭
繹
そ
の
人
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
上
記
「
道
人
深
師
增
損
腎
瀝
湯
」
の
「
余
」
と
は
、
姚

僧
垣
で
あ
ろ
う
。
姚
僧
垣
は
、
医
書
『
集
験
方
』
十
二
巻
を
編
ん
で
い
る
。

僧
垣　

医
術
高
妙
に
し
て
、
当
世
の
推
す
所
と
為
る
。
前
後
の
験
、
勝

げ
て
記
す
る
可
か
ら
ず
。
声
誉　

既
に
盛
ん
に
し
て
、
遠
く
辺
服
に
聞

こ
ゆ
。
諸
蕃
外
域
、
咸　

こ
れ
を
請
託
す
る
に
至
る
。
僧
垣　

乃
ち
奇

異
を
搜
採
し
、
徵
を
参
校
す
る
者
、
集
験
方
十
二
巻
と
為
す
、
又　

行

記
三
巻
を
撰
し
、
世
に
行
は
る）

8
（

。

つ
ま
り
、『
千
金
方
』
が
引
用
す
る
「
道
人
深
師
増
損
腎
瀝
湯
」
と
は
、

も
と
は
姚
僧
垣
『
集
験
方
』
に
引
用
さ
れ
た
『
僧
深
方
』
の
一
方
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
方
は『
僧
深
方
』そ
の
も
の
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、

姚
僧
垣
『
集
験
方
』
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
り
、『
集
験
方
』
の
佚
文
と
し
て

あ
つ
か
う
べ
き
方
で
あ
る
。
確
か
に
、
僧
深
が
『
僧
深
方
』
に
自
ら
「
道
人

深
師
」
と
名
乘
る
方
を
立
て
る
と
は
考
え
に
く
い
。
姚
僧
垣
は
、『
僧
深
方
』

の
「
増
損
腎
瀝
湯
」
を
脚
気
に
苦
し
む
湘
東
王
時
代
の
梁
元
帝
に
試
し
て
効

果
が
あ
っ
た
事
実
を
、
備
考
と
し
て
『
集
験
方
』
に
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
孫
思
邈
に
よ
る
改
変
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
引
用
か
ら
、
姚
僧
垣
の

時
代
に
は
僧
深
は
「
道
人
深
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す

る
と
「
深
師
」
の
名
の
使
用
は
南
北
朝
時
代
に
遡
る
。
た
だ
し
、
僧
深
の
名

を
「
道
人
深
師
」
と
孫
思
邈
が
書
き
換
え
た
可
能
性
も
残
っ
て
は
い
る
。

な
お
、当
初
『
外
台
秘
要
方
』
か
ら
の
輯
佚
の
み
に
止
め
る
目
論
見
で
あ
っ
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た
が
、
出
典
を
『
僧
深
方
』
と
明
記
せ
ず
、
後
代
の
医
書
が
引
用
し
て
い
る

例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、今
本
の
張
機
（
仲
景　

三
世
紀
頃
）『
傷
寒
論
』『
金

匱
要
略
』、
葛
洪
（
二
八
三
？
〜
三
四
三
）・
陶
弘
景
（
四
五
六
〜
五
三
六
）『
肘

後
備
急
方
』、『
千
金
方
』『
千
金
翼
方
』
の
各
方
を
博
捜
し
て
、『
僧
深
方
』

と
関
連
す
る
方
を
出
来
る
だ
け
集
め
た
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
六
朝
期
の
医

書
『
僧
深
方
』
が
唐
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、ま
た
ど
の
部
分
が
オ
ミ
ッ

ト
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

す
で
に
『
外
台
秘
要
方
』
四
十
巻
す
べ
て
に
つ
い
て
、『
僧
深
方
』
の
輯

佚
と
今
本
の
諸
医
書
と
の
照
合
が
終
わ
っ
て
い
る
が
、
何
分
に
も
分
量
が
多

い
の
で
、
分
割
す
る
こ
と
と
し
た
。

今
回
は
全
体
の
四
分
の
一
に
当
た
る
『
外
台
秘
要
方
』
八
巻
ま
で
を
扱
っ

て
い
る
。

今
後
の
作
業
と
し
て
は
、『
外
台
秘
要
方
』
か
ら
の
『
僧
深
方
』
輯
佚
全

体
を
示
し
た
後
、
若
干
の
佚
文
を
拾
い
集
め
て
、『
僧
深
方
』
復
元
を
果
た

し
た
い
。

注（
1
） 

孫
思
邈
の
生
卒
年
は
『
四
庫
全
書
』
総
目
提
要
巻
一
〇
三　

子
部
十
三　

医

家
類
一
『
千
金
要
方
』
条
の
説
に
従
う
。

（
2
） 

小
曽
戸
洋
『
中
国
医
学
古
典
と
日
本―

書
書
誌
と
伝
承―

』
塙
書
房　

二
〇
〇
五
年
第
二
版　

四
四
〇
〜
四
四
一
頁

（
3
） 

『
枳
園
叢
攷
』「
崔
氏
方
纂
録
深
師
攷
」

　
　

据
此
、
則
孫
眞
人
尊
之
曰
深
師
、
崔
氏
從
之
、
王
燾
亦
隨
而
襲
之
。
如
其
書
名

則
宜

　

曰
僧
深
方
。
無
有
名
深
師
方
者
也
。

　

な
お
、
当
該
文
献
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
北
里
大
学
の
小
曽
戸
洋
教
授
か
ら
御
教

示
を
受
け
、
わ
ざ
わ
ざ
国
会
図
書
館
蔵
本
の
複
写
を
送
っ
て
頂
い
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
4
） 

道
人
深
師
增
損
腎
瀝
湯
、
…
湘
東
王
至
江
州
、
王
在
嶺
南
、
病
悉
如
此
、
極

困

　

篤
。
余
作
此
湯
令
服
。
即
得
力
、
病
似
此
者
、
服
無
不
差
、
隨
宜
增
損
之
方
。

（
5
） 

『
梁
書
』
元
帝
紀

　
　

世
祖
孝
元
皇
帝
諱
繹
、
字
世
誠
、
小
字
七
符
、
高
祖
第
七
子
也
。
天
監
七
年
八

月
丁

　

巳
生
。
十
三
年
、
封
湘
東
郡
王
、
邑
二
千
戶
。
…
中
大
通
六
年
、
出
為
使
持
節
・

都
督

　

江
州
諸
軍
事
・
鎮
南
將
軍
・
江
州
刺
史
。
…
太
清
元
年
、
徙
爲
使
持
節
・
都
督
荊

雍
湘

　

司
郢
寧
梁
南
北
秦
九
州
諸
軍
事
・
鎮
西
將
軍
・
荊
州
刺
史
。

（
6
） 

『
周
書
』
卷
四
十
七　

藝
術
傳　

序

　
　

許
奭
・
姚
僧
垣
方
藥
特
妙
。

（
7
） 

『
周
書
』
卷
四
十
七　

藝
術
傳　

姚
僧
垣
傳

　
　

姚
僧
垣
字
法
衞
、
呉
興
武
康
人
、
呉
太
常
信
之
八
世
孫
也
。
曾
祖
郢
、
宋
員
外

散
騎

　

常
侍
・
五
城
侯
。
父
菩
提
、
梁
高
平
令
。
嘗
嬰
疾
歷
年
、
乃
留
心
醫
藥
。
梁
武
帝

性
又
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好
之
、
每
召
菩
提
討
論
方
術
、
言
多
會
意
、
由
是
頗
禮
之
。
…
年
二
十
四
、
即
傳

家
業
。

　

…
大
同
九
年
、
還
領
殿
中
醫
師
。
…
十
一
年
、
轉
領
太
醫
正
。
…
太
清
元
年
、
轉

鎮
西

　

湘
東
王
府
中
記
室
參
軍
。

（
8
） 

『
周
書
』
同
前

　
　

僧
垣
醫
術
高
妙
、為
當
世
所
推
．
前
後
驗
、不
可
勝
記
．
聲
譽
既
盛
、遠
聞
邊
服
．

　

至
於
諸
蕃
外
域
、咸
請
託
之
．
僧
垣
乃
搜
採
奇
異
、參
校
徵
者
、為
集
驗
方
十
二
卷
、

　

又
撰
行
記
三
卷
、
行
於
世
。

　

な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
十
月
に
投
稿
し
た
が
、
掲
載
が
一
年
後
の
次
々
号
に
延

期
さ
れ
た
関
係
で
、
後
に
発
表
し
た
論
考
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
旨
、
お
断

り
し
て
お
く
。

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
H 

20
（
萌
芽
研
究
）
H 

21
〜
22
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究
）

「『
医
心
方
』
所
引
の
仏
教
関
連
書
籍
か
ら
見
る
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
医
学
伝
播
の
諸
相
（
研

究
課
題
番
号
：
2 

0 

6 

5 

2 

0 

0 

4
）」
の
助
成
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

凡
例唐

・
王
燾
『
外
臺
祕
要
方
』
の
排
列
に
從
い
、『
外
臺
祕
要
方
』
所
引
僧
深
方
お
よ
び

『
醫
心
方
』
所
引
僧
深
方
の
本
文
並
び
に
他
方
に
言
及
さ
れ
る
僧
深
方
を
ま
と
め
た
。

底
本
は
そ
れ
ぞ
れ
最
善
本
と
さ
れ
る
『
外
臺
祕
要
方
』
は
宋
版
景
印
本
（
東
洋
医
学

善
本
叢
書
本
）、『
傷
寒
論
』
は
趙
開
美
本
、『
金
匱
要
略
』
は
元
・
鄧
珍
本
、『
肘
後
備

急
方
』
は
明
・
萬
暦
本
、『
千
金
方
』
は
宋
版
景
印
本
（
東
洋
医
学
叢
書
本
）、『
千
金
翼
方
』

は
日
本
景
印
元
大
德
本
、『
醫
心
方
』
は
安
政
刊
本
を
用
い
た
。

用
い
ら
れ
る
記
号
は

◎
は
『
外
臺
祕
要
方
』
所
引
僧
深
方

★
は
『
外
臺
祕
要
方
』
所
引
の
他
方
で
僧
深
方
に
言
及
す
る
か
、
内
容
が
僧
深
方
と

同
じ
も
し
く
は
類
似
の
方

☆
は
今
本
の
『
傷
寒
論
』『
金
匱
要
略
』『
肘
後
備
急
方
』『
千
金
方
』『
千
金
翼
方
』
で
、

僧
深
方
に
言
及
す
る
か
、
内
容
が
僧
深
方
と
同
じ
も
し
く
は
類
似
の
方

を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

排
列
は
、『
外
臺
祕
要
方
』
所
引
僧
深
方
、『
外
臺
祕
要
方
』
所
引
他
方
、
今
本
『
傷

寒
論
』『
金
匱
要
略
』『
肘
後
備
急
方
』『
千
金
方
』『
千
金
翼
方
』
の
順
と
す
る
。

『
僧
深
方
』
本
文
が
『
外
臺
祕
要
方
』
に
も
『
醫
心
方
』
に
も
な
く
、『
外
臺
祕
要
方
』

所
引
他
方
が
『
僧
深
方
』
に
言
及
す
る
場
合
は
、
そ
れ
を
最
初
に
立
て
、
次
い
で
今
本

の
他
方
の
同
一
方
ま
た
は
類
似
方
を
挙
げ
る
。

方
中
、
重
要
と
思
わ
れ
る
固
有
名
詞
に
は
傍
線
を
付
し
、
方
薬
名
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で

示
し
た
。
同
名
異
薬
が
大
量
に
存
在
す
る
の
で
、
同
じ
薬
名
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
処

方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
が
多
い
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
一

■
諸
論
傷
寒
八
家
合
一
十
六
首

（
華
佗
曰
）
病
有
虛
煩
熱
者
與
傷
寒
相
似
、
然
不
惡
寒
、
身
不
疼
痛
、
故
知
非
傷
寒
也
、

不
可
發
汗
。
頭
不
痛
、
脈
不
緊
數
、
故
知
非
裏
實
也
、
不
可
下
。
如
此
內
外
皆
不
可
攻
、

而
師
強
攻
之
、
必
遂
損
竭
多
死
矣
。
諸
虛
煩
但
當
行
竹
葉
湯
。（
竹
葉
湯
在
第
三
卷
、
天

行
虛
煩
部
中
、
出
文
仲
方
是
也
。）
若
嘔
者
與
橘
皮
湯
、
一
劑
不
愈
者
、
可
重
與
也
。（
橘

皮
湯
在
第
二
卷
、傷
寒
嘔
噦
部
中
、四
味
者
是
也
、出
於
深
師
方
。）
此
法
官
泰
數
用
甚
效
、
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傷
寒
後
虛
煩
、
亦
宜
服
此
湯
。（
仲
景
・
千
金
方
同
）

■
深
師
方
四
首

◎
深
師
、
療
傷
寒
、
一
日
至
三
日
、
應
汗
者
作
此
湯
方
。

葛
根
（
半
斤
）　

烏
梅
（
十
四
枚
）　

葱
白
（
一
握
）　

豉
（
一
升
、
綿
裹
）

右
四
味
、切
、以
水
九
升
煮
。
取
三
升
、分
爲
三
服
。
初
一
服
便
厚
覆
取
汗
、汗
出
粉
之
。

◎
又
（
第
二
）
麻
黃
解
肌
湯
、
療
傷
寒
三
四
日
、
煩
疼
不
解
者
方
。

麻
黃
（
三
兩
、
去
節
）　

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

杏
仁
（
七
十
枚
、
去
皮
尖
、
熬
）　

桂

心
（
二
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
九
升
、
先
煮
麻
黃
、
減
二
升
、
掠
去
沫
、
乃
內
諸
藥
合
煮
。
取
二

升
半
、
絞
去
滓
、
分
服
八
合
、
以
汗
出
爲
度
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
生
葱
。（
本
仲
景
麻
黃
湯
、
千
金
翼
并
同
）

☆
『
傷
寒
論
』
卷
三　

辨
太
陽
病
脉
證
并
治
中
第
六
。

太
陽
病
、
頭
痛
發
熱
、
身
疼
腰
痛
、
骨
節
疼
痛
、
惡
風
無
汗
而
喘
者
、
麻
黄
湯
主
之
。

麻
黄
湯
方

麻
黄　

三
兩　

去
節　

桂
枝　

二
兩　

去
皮　

甘
草　

一
兩　

炙　

杏
仁　

七
十
箇

　

去
皮
尖

右
四
味
、
以
水
九
升
、
先
煮
麻
黄
、
減
二
升
、
去
上
沫
、
内
諸
藥
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、

温
服
八
合
、
覆
取
微
似
汗
。

不
須
啜
粥
、
餘
如
桂
枝
法
將
息
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
二
十
二　

解
石
及
寒
食
散
并
下
石
第
四
（
論
一
首
方
六
十
九
首
）

麻
黃
湯
、
治
石
發
困
不
可
解
者
方

麻
黃
（
貳
兩
、去
節
）　

梔
子
（
拾
肆
枚
、擘
）　

香
豉
（
壹
升
）　

甘
草
（
壹
兩
、炙
）。

右
肆
味
、

咀
、
以
酒
伍
升
漬
一
宿
、
加
水
二
升
煮
。
取
三
升
一
合
、
分
三
服
。

忌
如
藥
法
。

◎
又
（
第
三
）
黃

湯
、
療
傷
寒
六
七
日
、
發
汗
不
解
、
嘔
逆
下
利
、
小
便
不
利
、
胸

脅
痞
滿
、
微
熱
而
煩
方
。

黃
芩　

桂
心
（
各
三
兩
）　

茯
苓
（
四
兩
）　

前
胡
（
八
兩
）　

半
夏
（
半
升
、
洗
）

右
五
味
、
切
、
以
水
一
斗
二
升
煮
。
取
六
升
、
分
爲
六
服
、
日
三
服
、
夜
三
服
、
間
食

生
薑
粥
、
投
取
小
便
利
爲
度
。

忌
羊
肉
、
餳
、
生
葱
、
酢
物
。

◎
又
（
第
四
）
石
膏
湯
、
療
傷
寒
病
已
八
九
日
、
三
焦
熱
、
其
脈
滑
數
、
昏
憒
、
身
體

壯
熱
、
沉
重
拘
攣
。
或
時
呼
呻
而
已
攻
內
、
體
猶
沈
重
拘
攣
、
由
表
未
解
。
今
直
用
解

毒
湯
、
則
攣
急
不
差
。
直
用
汗
藥
、
則
毒
因
加
劇
。
而
方
無
表
裏
療
者
、
意
思
以
三
黃

湯
以
救
其
內
、
有
所
增
加
以
解
其
外
、
故
名
石
膏
湯
方
。

石
膏　

黃
連　

黃
蘗　

黃
芩
（
各
二
兩
）　

香
豉
（
一
升
、綿
裹
）　

梔
子
（
十
枚
、擘
） 

麻
黃
（
三
兩
、
去
節
）

右
七
味
、
切
、
以
水
一
斗
、
煮
。
取
三
升
、
分
爲
三
服
、
一
日
併
服
出
汗
。
初
服
一
劑
、

小
汗
、
其
後
更
合
一
劑
、
分
兩
日
服
、
常
令
微
汗
出
、
拘
攣
煩
憒
即
差
、
得
數
行
利
、

心
開
令
語
、
毒
折
也
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
千
金
翼
方
一
十
三
首

★
千
金
翼
方
、
又
療
傷
寒
五
六
日
大
下
之
後
、
身
熱
不
去
、
心
中
結
痛
、
此
為
未
解
、

梔
子

湯
方
。（『
醫
心
方
』卷
十
一　

治
利
後
虛
煩
方　

第
三
十
八
所
引
僧
深
方
と
類
似
）

肥
梔
子
（
十
四
枚
、
擘
）　

香
豉

（
四
合
、
綿
裹
）

右
二
味
、
以
水
四
升
、
先
煮
梔
子
、
取
二
升
半
、
去
滓
、
內
豉
、
更
煮
取
一
升
半
、
去
滓
、



242

溫
分
再
服
。

若
一
服
得
吐
、
餘
更
勿
服
之
。

若
嘔
者
、
用
後
梔
子
加
生
薑
湯
。

（
傷
寒
論
、
備
急
同
。
傷
寒
兼
療
不
得
眠
。）

☆
『
傷
寒
論
』
卷
五　

辨
陽
明
病
脉
證
并
治
第
八

陽
明
病
、
脉
浮
而
緊
、
咽
燥
口
苦
、
腹
滿
而
喘
、
發
熱
汗
出
、
不
惡
寒
反
惡
熱
、
身
重
、

若
發
汗
則
躁
、
心
憒
憒
反

語
、
若
加
温
鍼
、
必
怵
惕
煩
躁
不
得
眠
、
若
下
之
、
則
胃

中
空
虚
、
客
氣
動
膈
、
心
中
懊
憹
、
舌
上
胎
者
、
梔
子

湯
主
之
、
方
十
一
。

梔
子

湯
方
、

肥
梔
子
十
四
枚　

擘　

香
豉
四
合　

綿
裹

右
二
味
、
以
水
四
升
煮
梔
子
、
取
二
升
半
、
去
滓
、
内
豉
、
更
煮
取
一
升
半
、
去
滓
、

分
二
服
、
温
進
一
服
、
得
快
吐
者
、
止
後
服
、

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
七　

嘔
吐
噦
下
利
病
脉
證
治
第
十
七

下
利
後
更
煩
、
按
之
心
下
濡
者
、
爲
虚
煩
也
、
梔
子

湯
主
之
。

梔
子

湯
方
、

梔
子
十
四
枚　

香
豉
四
合　

絹
裹

右
二
味
、
以
水
四
升
、
先
煮
梔
子
、
得
二
升
半
、
内
豉
煮
。
取
一
升
半
、
去
滓
、
分
二
服
、

温
進
一
服
、
得
吐
則
止
。

☆
『
千
金
方
』
卷
九　

發
汗
吐
下
後
第
九
（
脈
證
七
條
方
十
七
首
灸
法
一
首
）

發
汗
若
下
後
、
煩
熱
、
胸
中
窒
、
氣
逆
搶
心
者
、
梔
子
湯
方
。

梔
子
（
十
四
枚
）　

香
豉
（
四
合
綿
裹
）。

右
二
味
、
以
水
四
升
煮
梔
子
、
取
二
升
半
、
內
豉
煮
取
一
升
半
、
分
二
服
溫
進
。
一
服
、

得
快
吐
、
止
後
服
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
九　

陽
明
病
狀
第
八
（
柒
拾
伍
證
方
壹
拾
壹
首
）

又
煩
躁
不
得
眠
、
下
之
、
胃
中
空
虛
客
氣
動
膈
、
心
中
懊

、
舌
上
胎
者
、
梔
子
湯
主
之
。

陽
明
病
、
下
之
其
外
有
熱
、
手
足
溫
、
不
結
胸
、
心
中
懊

、
若
飢
不
能
食
、
但
頭
汗
出
、

梔
子
湯
主
之
方
。

梔
子
（
拾
肆
枚
、
擘
）、
香
豉
（
肆
、
各
綿
裏
）

右
貳
味
、
以
水
肆
升
、
先
煮
梔
子
取
貳
升
半
、
內
豉
煮
取
壹
升
半
、
去
滓
、
分
再
服
溫
進
、

壹
服
得
快
吐
止
後
服
。

★
又
療
傷
寒
五
六
日
、
中
風
、
往
來
寒
熱
、
胸
脅
苦
滿
、
嘿
嘿
不
欲
飲
食
、
心
煩
喜
嘔
、

或
胸
中
煩
而
不
嘔
、
或
渴
、
或
腹
中
痛
、
或
脅
下
痞
堅
、
或
心
下
卒
悸
、
小
便
不
利
、

或
不
渴
、
外
有
微
熱
或
咳
、
小
柴
胡
湯
方
（
第
六
）。

柴
胡
（
八
兩
）　

半
夏
（
洗
、
半
斤
）
生
薑　

黃
芩　

人
參　

甘
草
（
炙
、
各
三
兩
）

　

大
棗
（
十
二
枚
、
擘
）

右
七
味
、
切
、
以
水
一
斗
二
升
煮
。
取
六
升
、
去
滓
、
更
煎
取
三
升
、
溫
服
一
升
、
日

三
服
。

但
胸
中
煩
而
不
嘔
者
、
去
半
夏
、
人
參
、
加
栝
蔞
實
一
枚
。

若
渴
者
、
去
半
夏
、
加
人
參
、
合
前
成
四
兩
半
、
栝
蔞
根
四
兩
。

若
腹
中
痛
者
、
去
黃
芩
、
加
芍
藥
三
兩
。

若
脅
下
痞
堅
者
、
去
大
棗
、
加
牡
蠣
六
兩
。

若
心
下
卒
悸
、
小
便
不
利
者
、
去
黃
芩
、
加
茯
苓
四
兩
。

若
不
渴
、
外
有
微
熱
者
、
去
人
參
、
加
桂
心
三
兩
、
溫
覆
取
微
汗
。

若
咳
者
、
去
人
參
、
大
棗
、
生
薑
、
加
五
味
子
半
升
、
乾
薑
二
兩
。

忌
羊
肉
、
餳
、
海
藻
、
菘
菜
。

崔
氏
、
深
師
同
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
九　

太
陽
病
用
柴
胡
湯
法
第
四
（
壹
拾
伍
證
方
柒
首
）

傷
寒
五
六
日
、
中
風
往
來
寒
熱
、
胸
脅
苦
滿
嘿
嘿
不
欲
飲
食
、
心
煩
喜
嘔
、
或
胸
中
煩
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而
不
嘔
、
或
渴
、
或
腹
中
痛
、
或
脅
下
痞
堅
、
或
心
下
悸
小
便
不
利
、
或
不
渴
外
有
微

熱
或
欬
、
小
柴
胡
湯
主
之
。

柴
胡
（
八
兩
）　

黃
芩　

人
參　

甘
草
（
灸
）　

生
薑
（
各
三
兩
切
）　

半
夏
（
半
升
、

洗
） 

大
棗
（
拾
貳
枚
、
擘
）

右

味
、
以
水
壹
斗
貳
升
煮
。
取
陸
升
、
去
滓
、
再
煎
溫
服
、
壹
升
、
日
參
。

若
胸
中
煩
不
嘔
者
、
去
半
夏
人
參
、
加
栝
樓
實
壹
枚
。

渴
者
、
去
半
夏
、
加
人
參
合
前
成
四
兩
半
。

腹
中
痛
者
、
去
黃
芩
、
加
芍
藥
三
兩
。

脅
下
痞
堅
者
、
去
大
棗
、
加
牡
蠣
陸
兩
。

心
下
悸
小
便
不
利
者
、
去
黃
芩
、
加
茯
苓
肆
兩
。

不
渴
外
有
微
熱
者
、
去
人
參
、
加
桂
參
兩
、
溫
覆
微
發
其
汗
。

者
、
去
人
參
大
棗
生
薑
、
加
五
味
子
半
升
・
乾
薑
貳
兩
。

■
崔
氏
方
一
十
五
首

★
又
（
第
十
四
）、
凡
少
陰
病
寒
多
表
無
熱
、
但
苦
煩
憒
、
默
默
而
極
不
欲
見
光
、
有

時
腹
痛
、
其
脈
沈
細
而
不
喜
渴
、
經
日
不
差
。
舊
用
四
順
湯
、
余
怪
其
熱
、
不
甚
用
也
。

若
少
陰
病
下
利
而
體
猶
有
熱
者
、
可
服
黃
連
龍
骨
湯
。
若
已
十
餘
日
而
下
利
不
止
、
手

足
徹
冷
、
及
無
熱
候
者
、
可
服
增
損
四
順
湯
方
。（
黃
連
龍
骨
湯
、
見
第
三
卷
天
行
中
）

甘
草
（
二
兩
、
炙
）　

人
參
（
二
兩
）　

龍
骨
（
二
兩
）　

黃
連　

乾
薑
（
各
一
兩
）　

附
子
（
中
形
者
一
枚
、
炮
、
去
黑
皮
）

右
六
味
、
切
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
分
再
服
、
不
差
復
作
、
甚
良
。

若
下
而
腹
痛
、
加
當
歸
二
兩
。

嘔
者
、
加
橘
皮
一
兩
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
豬
肉
、
冷
水
。

■
古
今
錄
驗
方
八
首

★
又
麥
奴
丸
、
療
傷
寒
五
六
日
以
上
不
解
、
熱
在
胸
中
、
口
噤
不
能
言
、
唯
欲
飲
水
、

爲
敗
傷
寒
、
醫
所
不
療
方
（
第
四
）。

麻
黃
（
去
節
）　

大
黃　

芒
硝　

灶
突
中
墨　

黃
芩
（
各
二
分
）　

麥
奴　

梁
上
塵　

釜
底
墨
（
各
二
分
）

右
八
味
、
擣
篩
、
蜜
和
如
彈
丸
、
以
新
汲
水
五
合
研
一
丸
。
病
者
渴
欲
飲
水
、
但
極
飲

冷
水
、不
節
升
數
、須
臾
當
寒
、寒
訖
汗
出
則
愈
。
若
日
移
五
丈
不
汗
、依
前
法
服
一
丸
、

以
微
利
止
、
藥
勢
盡
乃
食
、
當
冷
食
以
除
藥
勢
。
一
名
「
黑
奴
丸
」、
小
麥
黑
勃
名
爲
麥

奴
是
也
。

肘
後
、
胡
洽
、
小
品
、
刪
繁
、
張
文
仲
、
深
師
、
范
汪
、
經
心
錄
、
廣
濟
並
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

黑
奴
丸
、
胡
洽
・
短
劇
同
、
一
名
水
解
丸
、
又
一
方
加
小
麥
黑
一
兩
、
名
為
麥
奴
丸
、

支
同
此
注
。

麻
黃
二
兩　

大
黃
二
兩　

黃
芩
一
兩　

芒
硝
一
兩　

釜
底
墨
一
兩　

灶
突
墨
二
兩　

梁
上
塵
二
兩

搗
蜜
丸
如
彈
丸
、
新
汲
水
五
合
、
末
一
丸
頓
服
之
。

若
渴
但
與
水
、
須
臾
寒
、
寒
了
汗
出
、
便
解
。
日
移
五
赤
、
不
覺
、
更
服
一
丸
、
此
治

五
六
日
。

胸
中
大
熱
、
口
噤
、
名
為
壞
病
、
不
可
醫
治
、
用
此
黑
奴
丸
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
二

■
傷
寒
嘔
噦
方
一
十
四
首
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◎
深
師
、
療
傷
寒
病
啘
不
止
、
甘
草
湯
方
。
兼
主
天
行
。

甘
草
（
三
兩
、
炙
）　

橘
皮
（
三
兩
）

右
二
味
、
切
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
一
升
、
去
滓
、
頓
服
之
、
日
三
四
服
、
取
差
。
忌

海
藻
、
菘
菜
。

崔
氏
同
。

◎
又
（
第
二
）
半
夏
散
方
。

半
夏
（
洗
、
焙
乾
）

右
一
味
、
末
之
、
生
薑
湯
和
服
一
錢
匕
。
忌
羊
肉
、
餳
等
。

◎
又
（
第
三
）
赤
蘇
湯
方
。

赤
蘇
（
一
把
）

右
一
味
、
水
三
升
、
煮
取
一
升
、
去
滓
、
稍
稍
飲
之
。

肘
後
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

治
傷
寒
啘
不
止
方
、
又
方
（
第
三
）、

赤
蘇
一
把

水
三
升
煮
。
取
二
升
、
稍
稍
飲
。

◎
又
（
第
四
）
乾
薑
丸
方
。

乾
薑
（
六
分
）　

附
子
（
四
分
、
炮
）

右
二
味
、
擣
、
篩
、
以
苦
酒
丸
如
梧
子
、
服
三
丸
、
日
三
服
、
酒
、
飲
下
皆
得
。
忌
猪
肉
。

肘
後
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

治
傷
寒
啘
不
止
方
、
又
方
（
第
四
）、

干
姜
六
分　

附
子
四
分
末

苦
酒
丸
如
梧
子
大
、
服
三
丸
、
日
三
服
。

◎
又
（
第
五
）
療
傷
寒
噦
、
甘
竹
筎
湯
方
。

甘
竹
筎
（
四
兩
）　

生
白
米
（
一
升
）

右
二
味
、
以
水
八
升
煮
之
、
取
米
熟
湯
成
、
去
滓
、
分
服
、
徐
徐
服
。

療
風
熱
、
氣
噦
、
甚
神
驗
、
諸
噦
亦
佳
。

◎
又
（
第
六
）
療
傷
寒
嘔
、
噦
、
胸
滿
虛
煩
不
安
、
大
橘
皮
湯
方
。

橘
皮
（
一
兩
）　

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

生
薑
（
四
兩
）　

人
參
（
二
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
分
三
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

★
千
金
翼
、
乾
嘔
吐
涎
沫
而
頭
痛
、
茱
萸
湯
主
之
方
。（『
醫
心
方
』
卷
九　

治
乾
嘔
方

第
十
七
所
引
僧
深
方
、
茱
萸
湯
、
治
乾
嘔
吐
涎
沫
、
煩
心
頭
痛
方
に
類
似
）

黃
茱
萸
（
一
升
、
炒
）　

大
棗
（
十
二
枚
、
擘
）　

生
薑
（
六
兩
、
切
）　

人
參
（
三
兩
、

細
剉
）

右
四
味
、
以
水
五
升
煮
、
取
二
升
、
去
滓
、
分
服
七
合
、
日
三
。

仲
景
同
。

出
第
十
卷
中
。

（
此
張
仲
景
傷
寒
論
方
）

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十　

厥
陰
病
狀
第
三
（
伍
拾
陸
證
方
柒
首
）

乾
嘔
吐
涎
沫
而
復
頭
痛
、
呉
茱
萸
湯
主
之
。（
方
見
陽
明
門
）

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
九　

陽
明
病
狀
第
八
（
柒
拾
伍
證
方
壹
拾
壹
首
）

食
穀
而
嘔
者
屬
陽
明
、
茱
萸
湯
主
之
方

茱
萸
（
壹
升
）　

人
參
（
參
兩
）　

生
薑
（
陸
兩
、
切
）　

大
棗
（
拾
貳
枚
、
擘
）

右
肆
味
、
以
水
五
升
煮
、
取
貳
升
、
去
滓
、
溫
服
七
合
、
日
參
服
。

得
湯
反
劇
者
、
屬
上
焦
也
。
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☆
『
傷
寒
論
』
卷
六　

辨
厥
陰
病
脉
證
治
第
十
二

乾
嘔
吐
涎
沫
、
頭
痛
者
、
呉
茱
萸
湯
主
之
、
方
十
八
。

呉
茱
萸
湯
方

呉
茱
萸
一
升　

湯
洗
七
遍　

人
參
三
兩　

大
棗
十
二
枚
、
擘　

生
薑
六
兩
、
切

右
四
味
、
以
水
七
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
温
服
七
合
、
日
三
服
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
七　

嘔
吐
噦
下
利
病
脉
證
治
第
十
七

嘔
而
胸
滿
者
、
茱
萸
湯
主
之
。

茱
萸
湯
方
、

呉
茱
萸
一
升　

人
參
三
兩　

生
薑
六
兩　

大
棗
十
二
枚

右
四
味
、
以
水
五
升
煮
。
取
三
升
、
温
服
七
合
、
日
三
服
。

乾
嘔
吐
涎
沫
、
頭
痛
者
、
茱
萸
湯
主
之
。

■
傷
寒
咽
喉
痛
方
八
首

◎
深
師
貼
喉
膏
、
療
傷
寒
舌
強
喉
痛
方
。

蜜
（
一
升
）　

甘
草
（
四
兩
）　

猪
膏
（
半
斤
）

右
三
味
、
微
火
煎
甘
草
、
猪
膏
、
令
數
沸
、
去
滓
、
乃
內
蜜
、
溫
令
銷
相
得
、
如
棗
大

含
化
、
稍
稍
咽
之
。

忌
海
藻
、
菘
菜
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
傷
寒
煩
渴
方
九
首

◎
深
師
黃

人
參
湯
、
療
傷
寒
吐
下
後
、
內
外
有
熱
、
煩
渴
不
安
方
。

黃
芩　

人
參　

甘
草　

桂
心　

生
薑
（
各
二
兩
）　

大
棗
（
十
五
枚
、
擘
破
）

右
六
味
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
徐
徐
服
。

忌
菘
菜
、
海
藻
、
生
葱
等
物
。

◎
又
（
第
二
）
療
傷
寒
、
除
熱
止
渴
、
欲
飲
水
、

根
湯
方
。

黃
芩
（
三
兩
）　

人
參
（
二
兩
）　

桂
心
（
二
兩
）　

大
黃
（
二
兩
）　

栝
蔞
根
（
三
兩
）

　

芒
硝
（
二
兩
）　

甘
草
（
二
兩
、
炙
）

右
七
味
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
飲
一
升
、
須
曳
當
下
。
不
下
、
復

飲
一
升
、
得
下
。
止
、
勿
復
飲
。
湯
藥
力
勢
歇
、
乃
可
食
糜
耳
。

一
方
用
生
薑
二
兩
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
生
葱
、
油
膩
等
物
。

◎
又
（
第
三
）
療
傷
寒
下
後
、
除
熱
止
渴
、
五
味
麥
門
冬
湯
方
。

麥
門
冬
（
去
心
）　

五
味
子　

人
參
甘
草
（
炙
）　

石
膏
（
碎
、
各
一
兩
）

右
五
味
、
擣
、
篩
、
三
指
撮
、
水
一
升
二
合
、
煮
。
令
沸
、
得
四
合
、
盡
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

■
傷
寒
癖
實
及
宿
食
不
消
方
二
首

◎
深
師

丸
、
療
傷
寒
留
飲
、
宿
食
不
消
。
一
名
「
續
命
丸
」
方
。

黃
芩
（
五
兩
）　

大
黃
（
五
兩
）　

梔
子
仁
（
一
十
六
枚
、
大
）　

黃
連
（
五
兩
、
去
毛
） 

豉
（
一
升
、
熬
）　

甘
遂
（
三
兩
、
太
山
者
）　

麻
黃
（
五
兩
、
去
節
）　

芒
硝
（
二
兩
）

　

巴
豆
（
一
百
枚
、
去
皮
及
心
、
熬
、
研
）

右
九
味
、
擣
、
篩
、
白
蜜
和
、
丸
如
梧
子
、
服
三
丸
、
以
吐
下
爲
度
。
若
不
吐
利
加
二
丸
。

一
本
有
杏
仁
七
十
枚
。

范
汪
同
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
蘆
筍
等
。

出
第
十
四
卷
中
。
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■
傷
寒
攻
目
生
瘡
兼
赤
白
翳
方
六
首

★
肘
後
、
療
傷
寒
大
病
後
、
熱
毒
攻
目
方
。（『
醫
心
方
』
卷
五　

治
目
膚
翳
方　

第
十

六
所
引
僧
深
方
、
治
目
白
翳
方
第
二
及
び
同
卷
十
四　

治
傷
寒
後
目
病
方　

第
五
一
所

引
葛
氏
方
、
治
毒
病
後
毒
攻
目
方
に
類
似
）

煮
蜂
房
以
洗
之
、
日
六
七
度
。
張
文
仲
同
。

☆
今
本
『
肘
後
備
急
方
』
闕

■
傷
寒
口
瘡
方
二
首

◎
深
師
、
療
傷
寒
熱
病
口
瘡
、
黃
蘗
蜜
方
。

黃
蘗
（
削
去
上
皮
、
取
裏
好
處
、
薄
斜
削
。）

右
一
味
、
以
崖
蜜
半
斤
極
消
者
、
以
漬
蘗
一
宿
、
唯
欲
令
濃
、
含
其
汁
、
良
久
吐
之
、

更
復
如
前
。
若
胸
中
熱
有
瘡
時
、
飲
三
五
合
尤
良
。

◎
又
（
第
二
）
療
傷
寒
口
瘡
爛
者
、
升
麻
湯
方
。

　

升
麻
（
一
兩
）　

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

竹
葉
（
切
、
五
合
）　

麥
門
冬
（
三
分
、
去
心
）

　

牡
丹
（
一
分
）　

乾
棗
（
二
十
枚
、
擘
）

右
六
味
、
切
、
以
水
四
升
、
煮
。
取
一
升
半
、
去
滓
、
分
五
服
、
含
、
稍
稍
咽
之
為
度
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
胡
荽
等
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

■
傷
寒
手
足
欲
脫
疼
痛
方
七
首

★
范
汪
、
療
傷
寒
熱
病
、
手
足
腫
欲
脫
方
。

生
牛
肉
裹
之
、
腫
消
痛
止
。

出
第
三
十
卷
中
。

深
師
同
。

★
崔
氏
、
療
傷
寒
手
足
熱
疼
欲
脫
方
。

取
羊
屎
煮
汁
以
淋
之
、
差
止
。
亦
療
時
疾
、
陰
囊
及
莖
腫
、
亦
可
煮
黃
蘗
洗
之
。

肘
後
、
深
師
、
集
驗
、
千
金
、
備
急
、
並
同
。

出
第
一
卷
中
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

治
毒
攻
手
足
腫
、
疼
痛
欲
斷
方
、
又
方
（
第
八
）、

煮
馬
屎
若
羊
屎
汁
漬
。

☆
『
千
金
方
』
卷
第
十
（
傷
寒
下
）　

傷
寒
雜
治
第
一
（
論
一
首
方
五
十
一
首
灸
法
一

首
）

治
毒
熱
攻
手
足
、
赤
腫

熱
疼
痛
欲
脫
方
。

煮
馬
屎
若
羊
屎
汁
漬
之
、
日
三
度
。

又
方
（
第
二
）、

猪
膏
和
羊
屎
塗
之
、
亦
佳
。

■
傷
寒
不
得
眠
方
四
首

◎
深
師
、
酸
棗
湯
、
療
傷
寒
及
吐
下
後
、
心
煩
之
氣
、
晝
夜
不
眠
方
。

酸
棗
仁
（
四
升
）　

麥
門
冬
（
一
升
、
去
心
）　

甘
草
（
二
兩
、
炙
）　

母
（
二
兩
、

知
母
也
）　

茯
苓
（
二
兩
）　

芎
藭
（
二
兩
）　

乾
薑
（
三
兩
）

右
七
味
、
切
、
以
水
一
斗
六
升
、
煮
酸
棗
、
取
一
斗
、
去
棗
內
藥
、
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、

溫
分
三
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
大
醋
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
傷
寒
小
便
不
利
方
九
首
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★
仲
景
傷
寒
論
、
少
陰
病
、
二
三
日
不
已
、
至
四
五
日
、
腹
痛
、
小
便
不
利
、
四
肢

沈
重
疼
痛
、
自
下
利
者
、
此
為
有
水
氣
。
或
咳
、
或
小
便
自
利
、
或
下
利
、
或
嘔
者
、

眞
武
湯
主
之
方
。

茯
苓
（
三
兩
）　

白
芍
藥
（
三
兩
）
附
子
（
一
枚
、炮
去
皮
破
八
片
）　

白
朮
（
三
兩
）

　

生
薑
（
三
兩
、
去
皮
）

右
五
味
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
取
三
升
、
去
滓
、
溫
服
七
合
、
日
三
。

若
咳
者
、
加
五
味
子
半
升
、
細
辛
一
兩
、
乾
薑
一
兩
。

若
小
便
自
利
者
、
去
茯
苓
。

若
下
利
者
、
去
芍
藥
、
加
乾
薑
二
兩
。

嘔
者
、
去
附
子
、
加
生
薑
、
足
前
成
半
斤
。

忌
酢
、
猪
肉
、
桃
李
、
雀
肉
等
。

出
第
六
卷
中
。

深
師
同
。
兼
主
天
行
大
效
。

☆
『
傷
寒
論
』
卷
六　

辨
少
陰
病
脉
證
并
治
第
十
一

少
陰
病
、
二
三
日
不
已
、
至
四
五
日
、
腹
痛
、
小
便
不
利
、
四
肢
沈
重
疼
痛
、
自
下
利
者
、

此
爲
有
水
氣
、
其
人
或
欬
、
或
小
便
利
、
或
下
利
、
或
嘔
者
、
眞
武
湯
主
之
、
方
十
五
。

眞
武
湯
方

茯
苓
三
兩　

芍
藥
三
兩　

白
朮
二
兩　

生
薑
三
兩　

切　

附
子
一
枚　

炮　

去
皮　

破
八
片

右
五
味
、
以
水
八
升
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
温
服
七
合
、
日
三
服
。

若
欬
者
、
加
五
味
子
半
升
、
細
辛
一
兩
、
乾
薑
一
兩
。

若
小
便
利
者
、
去
茯
苓
。

若
下
利
者
、
去
芍
藥
、
加
乾
薑
二
兩
。

若
嘔
者
、
去
附
子
、
加
生
薑
、
足
前
爲
半
斤
。

■
傷
寒
下
痢
及
膿
血
黃
赤
方
一
十
六
首

☆
『
傷
寒
論
』
卷
六　

辨
厥
陰
病
脉
證
治
第
十
二
（『
醫
心
方
』
卷
十
一　

治
不
伏
水

土
利
方　

第
三
十
四　

僧
深
方
、
治
諸
下
利
、
胡
虜
之
人
不
習
食
穀
下
者
方
用
に
類
似
）

熱
利
下
重
者
、
白
頭
翁
湯
主
之
、
方
十
二
。

白
頭
翁
湯
方
、

白
頭
翁
二
兩　

黄
蘗
三
兩　

黄
連
三
兩　

秦
皮
三
兩
、

右
四
味
、
以
水
七
升
、
煮
取
二
升
、
去
滓
、
温
服
一
升
、
不
愈
更
服
一
升
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
七　

嘔
吐
噦
下
利
病
脉
證
治
第
十
七

熱
利
下
重
者
、
白
頭
翁
湯
主
之
。

白
頭
翁
湯
方
、

白
頭
翁　

二
兩　

黄
連　

黄
栢　

秦
皮　

各
三
兩

右
四
味
、
以
水
七
升
、
煮
取
二
升
、
去
滓
、
温
服
一
升
。
不
愈
更
服
。

★
千
金
翼
、
熱
利
下
重
、
白
頭
翁
湯
主
之
方
。

白
頭
翁
（
二
兩
）　

黃
蘗
（
三
兩
）　

黃
連
（
三
兩
）　

秦
皮
（
三
兩
、
切
）

右
四
味
、
切
、
以
水
七
升
、
煮
取
二
升
、
去
滓
、
分
服
一
升
、
不
愈
更
服
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

范
汪
同
。

出
第
十
卷
中
。

（
此
張
仲
景
傷
寒
論
方
。）

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十　

厥
陰
病
狀
第
三
（
伍
拾
陸
證
方
柒
首
）

熱
利
下
重
、
白
頭
翁
湯
主
之
。
下
利
欲
飲
水
者
為
有
熱
、
白
頭
翁
湯
主
之
方

白
頭
翁
（
貳
兩
）　

黃
蘗
（
參
兩
）　

黃
連
（
參
兩
）　

秦
皮
（
參
兩
）

右
肆
味
、
以
水
柒
升
煮
。
取
貳
升
、
去
滓
、
溫
服
壹
升
。
不
差
、
更
服
。



248

■
傷
寒

瘡
方
一
十
首

◎
深
師
、
療

食
下
部
、
桃
皮
湯
方
。

桃
皮
（
二
兩
）　

槐
子
（
二
兩
）　

艾
（
二
兩
）　

大
棗
（
一
二
十
枚
、
擘
。
一
方
用
黃

連
）

右
四
味
、
切
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
溫
分
三
服
之
。

◎
又
（
第
二
）
療

蟲
食
下
部
方
。

以
泥
作
甖
、
以
竹
筒
如
指
所
、
橫
穿
甖
肚
、
筒
一
頭
內
下
孔
中
、
內
如
雞
子
艾
燒
之
、

人
就
甖
口
吹
之
、
常
令
艾
燒
、
強
人
可
益
艾
、
甚
良
。

千
金
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
八
（
大
腸
腑
）　

九
蟲
第
七
（
論
三
首
、
方
四
十
五
首
）

治
熱
病
蛅
毒
、
令
人
喜
寐
、
不
知
痛
處
、
面
赤
如
醉
、
下
利
膿
血
、
當
數
視
其
人
下
部

大
小
之
孔
稷
稷
然
、（
一
云
搜
搜
然
）、
赤
則

瘡
者
也
、
劇
因
殺
人
、
見
人
肝
肺
、
服

藥
不
差
、
可
熏
之
方
。

以
泥
作
小
甖
令
受
一
升
、
竹
筒
一
枚
如
指
大
、
以
竹
筒
一
頭
橫
穿
入
甖
腹
中
、
一
頭
入

人
穀
道
中
淺
、
入
可
取
熟
艾
如
雞
子
大
、
著
甖
中
然
之
於
甖
口
吹
煙
、
令
入
人
腹
、
艾

盡
乃
止
。

大
人
可
益
艾
、
小
兒
減
之
、
贏
者
不
得
多
、
多
亦
害
人
。

日
再
熏
、
不
過
三
作
、
蟲
則
死
下
斷
。

亦
可
末
燒
雄
黃
、
如
此
熏
之
。

◎
又
（
第
三
）
龍
骨
湯
、
治
傷
寒
已
八
九
日
至
十
餘
日
、
大
煩
、
溫
熱
盛
、
而
三
焦
有

瘡

者
多
下
、
或
張
口
吐
舌
呵
吁
、
目
爛
口
鼻
生
瘡
、
吟
語
不
識
人
、
宜
服
此
湯
。
除

熱
毒
止
痢
神
方
。

龍
骨
（
半
斤
、
碎
）

右
一
味
、
以
水
一
斗
、
煮
。
取
四
升
、
沈
之
井
底
令
冷
、
服
五
合
、
餘
漸
漸
進
之
、
恣

意
如
飲
、
尤
宜
老
少
、
無
味
殆
如
飲
水
、
亦
斷
下
。

文
仲
、
備
急
、
千
金
等
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
五　

脾
臟　

小
兒
痢
第
十
（
方
三
十
七
首
）

治
小
兒
暴
痢
方
。
又
方
（
第
二
）、

燒
鯉
魚
骨
、
末
、
服
之
。
一
方
作
龍
骨
。

◎
又
（
第
四
）
療
傷
寒
及
諸
病
之
後
、
內
有
瘡
出
下
部
、
煩
者
、
黃
連
犀
角
湯
方
。

黃
連
（
一
兩
、去
毛
）　

烏
梅
（
十
四
枚
、擘
）
犀
角
（
三
兩
、屑
）　

青
木
香
（
半
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
一
升
半
、
分
再
服
。

忌
猪
肉
、
冷
水
等
。

並
出
第
十
四
卷
。

★
張
文
仲
、
療
傷
寒
兼

瘡
。
王
叔
和
云
、
其
候
口
脣
皆
生
瘡
、
唾
血
、
上
脣
內
有

瘡
如
粟
者
、
則
心
中
懊
惱
痛
、
如
此
則
此
蟲
在
上
、
乃
食
五
藏
。
若
下
脣
內
生
瘡
、
其

人
喜
眠
者
、
此
蟲
在
下
、
食
下
部
方
。

取
雞
子
一
枚
、
扣
頭
出
白
、
與
漆
一
合
熟
和
、
令
調
如
漆
、
還
內
殼
中
、
仰
吞
之
、
食
頃
、

或
半
日
、
或
下
蟲
、
或
吐
蟲
、
劇
者
再
服
乃
盡
、
熱
除
病
愈
。
凡
得
熱
病
、
腹
內
熱
、

食
少
、
三
蟲
行
作
求
食
、
食
人
五
藏
及
下
部
、
人
不
能
知
、
可
服
此
藥
、
不
爾

蟲
殺
人
。

集
驗
、
深
師
、
肘
後
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

若
病
患
齒
無
色
、
舌
上
白
、
或
喜
睡
眠
、
憒
憒
不
知
痛
痒
處
、
或
下
痢
、
急
治
下
部
、

不
曉
此
者
、
但
攻
其
上
、
不
以
下
為
意
。
下
部
生
虫
、
虫
食
其
肛
、
肛
爛
見
五
臟
便
死
、

治
之
方
。

取
雞
子
白
、
納
漆
、
合
攪
、
還
納
殼
中
、
仰
頭
吞
之
、
當
吐
虫
則
愈
。

■
傷
寒
陰
陽
易
方
八
首
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◎
深
師
、
療
婦
人
得
溫
病
、
雖
差
平
復
、
未
滿
一
百
日
、
不
可
與
交
合
、
交
合
為
陰
易

之
病
、
病
必
拘
急
手
足
拳
皆
死
。
丈
夫
病
以
易
婦
人
、
名
為
陽
易
。
速
當
療
之
可
差
、

滿
四
日
、
不
可
療
也
、
宜
令
服
此
藥
方
。

乾
薑
（
四
兩
）

右
一
味
、
擣
末
、
湯
和
、
一
頓
服
、
溫
覆
汗
出
得
解
止
、
手
足
伸
遂
愈
。

范
汪
同
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
傷
寒
勞
復
食
復
方
二
十
五
首

◎
深
師
、
療
勞
復
、
大
青
湯
方
。

大
青
（
四
兩
）　

甘
草
（
二
兩
、
炙
）　

阿
膠
（
二
兩
、
炙
）　

香
豉
（
二
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
一
斗
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
溫
服
一
升
、
日
五
六
。
欲
盡
復
作
、

常
使
有
湯
、
渴
便
飲
、
無
毒
、
除
熱
、
止
吐
下
。
傷
寒
一
二
日
、
上
至
十
數
日
困
篤
、

發
汗
熱
不
解
、
吐
下
後
熱
不
除
、
止
下
痢
甚
良
。
先
煮
大
青
・
甘
草
取
四
升
、
去
滓
、

內
膠
・
豉
、
膠
消
盡
便
漉
去
、
勿
令
豉
壞
、
當
預
漬
膠
令
釋
也
。

忌
菘
菜
、
海
藻
。

集
驗
、
肘
後
、
千
金
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
傷
寒
時
氣
溫
病
方
第
十
三

大
青
湯
方
、

大
青
四
兩　

甘
草
三
兩　

膠
二
兩　

豉
八
合　

赤
石
脂
三
兩

以
水
一
斗
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
盡
更
作
。
日
夜
兩
劑
、
愈
。

☆
『
千
金
方
』
卷
九　

傷
寒
上　

發
汗
吐
下
後
第
九
（
脈
證
七
條
、
方
十
七
首
、
灸

法
一
首
）

傷
寒
熱
病
十
日
已
上
、
發
汗
不
解
、
及
吐
下
後
諸
熱
不
除
、
及
下
利
不
止
斑
出
、
皆
治

之
大
青
湯
方
。

大
青
（
四
兩
）　

甘
草　

阿
膠
（
各
二
兩
）　

豆
豉
（
一
升
）。

右
四
味
、

咀
、
以
水
八
升
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
煮
三
沸
去
豉
、
內
阿
膠
令
烊
、
頓

服
一
升
、
日
三
服
。

欲
盡
復
作
、
常
使
有
餘
、
渴
者
當
飲
、
但
除
熱
、
止
吐
下
。
無
毒
。

（
深
師
治
勞
復
、
肘
後
有
赤
石
脂
三
兩
、
胡
洽
・
集
驗
同
）

◎
又
方
（
第
二
）、

取
雞
子
空
殼
碎
之
、
熬
令
黃
黑
、
擣
篩
、
熱
湯
和
一
合
服
之
、
溫
臥
取
汗
愈
、
雞
子
殼

悉
服
之
。

肘
後
、
崔
氏
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
時
氣
病
起
諸
勞
複
方
第
十
四

又
方
（
第
六
）、
取
伏
雞
子
殼
碎
之
、
熬
令
黃
黑
、
細
末
、
熱
湯
服
一
合
、
溫
覆
取
汗
。

◎
又
方
（
第
三
）、

取
馬
糞
燒
擣
為
散
、
冷
酒
服
方
寸
匕
、
良
。
三
炊
頃
便
驗
、
神
良
。

◎
又
（
第
四
）
療
傷
寒
差
後
勞
復
、
葵
子
湯
方
。

葵
子
（
二
升
）　

梁
米
（
一
升
）

右
二
味
、
合
煮
作
薄
粥
飲
之
、
多
多
為
佳
、
取
汗
立
差
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

★
古
今
錄
驗
、
梔
子
湯
、
療
傷
寒
勞
復
方
。

梔
子
（
十
四
枚
、
擘
）　

麻
黃
（
二
兩
、
去
節
）
大
黃
（
二
兩
）　

豉
（
一
升
、
綿
裹
）

右
四
味
、
切
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
為
三
服
。

深
師
、
肘
後
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
時
氣
病
起
諸
勞
複
方
第
十
四

治
篤
病
新
起
早
勞
、
及
食
飲
多
致
欲
死
方
。
又
方
（
第
七
）、
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大
黃　

麻
黃　

各
二
兩　

梔
子
仁　

十
四
枚　

豉　

一
升

水
五
升
煮
。
取
三
升
、
分
再
服
、
當
小
汗
及
下
痢

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
三

■
天
行
病
發
汗
等
方
四
十
二
首

★
千
金
、
又
凝
雪
湯
、
療
天
行
毒
病
七
八
日
、
熱
積
胸
中
、
煩
亂
欲
死
、
起
死

湯

方
（
第
二
）。

芫
花
（
一
升
）

右
一
味
、
以
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
半
、
漬
故
布
薄
胸
上
。

不
過
再
三
薄
、
熱
則
除
、
當
溫
四
肢
護
厥
逆
也
。

張
文
仲
、
備
急
、
古
今
錄
驗
、
深
師
、
范
汪
並
同
。

出
第
十
卷
中
。

（
程
本
有
、
通
按
、

音
臘
折
也
、
推
也
、
又
摺
也
、
以
故
布
摺
方
漬
而
荅
胸
上
也
。）

☆
『
千
金
方
』
卷
第
十
（
傷
寒
下
）　

傷
寒
雜
治
第
一
（
論
一
首
、
方
五
十
一
首
、
灸

法
一
首
）

凝
雪
湯
、
治
時
行
毒
病
七
八
日
、
熱
積
聚
胸
中
、
煩
亂
欲
死
、
起
死
人
搨
湯
方
。

芫
花
一
升

以
水
三
升
煮
。
取
一
升
半
、
漬
故
布
薄
胸
上
、
不
過
三
薄
、
熱
即
除
。

當
溫
煖
四
肢
、
護
厥
逆
也
。

★
千
金
翼
、
療
天
行
脈
浮
緊
、
無
汗
而
發
熱
、
其
身
疼
痛
、
八
九
日
不
解
、
其
表
證

續
在
、
此
當
發
其
汗
、
服
藥
已
微
除
、
發
煩
目
瞑
、
劇
者
必
衄
、
衄
乃
解
、
所
以
然
者
、

陽
氣
重
故
也
。
宜
服
麻
黃
湯
方
。（
千
金
翼
不
療
天
行
）

麻
黃
（
三
兩
、
去
節
）　

桂
心
（
二
兩
）　

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

杏
仁
（
七
十
枚
、
去

尖
皮
兩
仁
）

右
四
味
、
切
、
以
水
九
升
、
先
煎
麻
黃
減
二
升
、
去
上
沫
、
內
諸
藥
、
煮
。
取
二
升
半
、

分
服
八
合
、
取
汗
、
不
須
飲
粥
、
投
此
湯
易
得
汗
。

忌
菘
菜
、
海
藻
、
生

。

深
師
同
。

出
第
九
卷
中
。（
此
張
仲
景
傷
寒
論
方
。）

☆
『
傷
寒
論
』
卷
三　

辨
太
陽
病
脉
證
并
治
中
第
六

太
陽
病
、
脉
浮
緊
、
無
汗
發
熱
、
身
疼
痛
、
八
九
日
不
解
。
表
證
仍
在
、
此
當
發
其
汗
、

服
藥
已
微
除
。
其
人
發
煩
目
瞑
、
劇
者
必
衄
、
衄
乃
解
。
所
以
然
者
、
陽
氣
重
故
也
。

麻
黄
湯
主
之
、
十
六
。

☆
『
傷
寒
論
』
卷
三　

辨
太
陽
病
脉
證
并
治
中
第
六
。

太
陽
病
、
頭
痛
發
熱
、
身
疼
腰
痛
、
骨
節
疼
痛
、
惡
風
無
汗
而
喘
者
、
麻
黄
湯
主
之
、

方
五
。

麻
黄
湯
方

麻
黄
三
兩　

去
節　

桂
枝
二
兩　

去
皮　

甘
草
一
兩　

炙　

杏
仁
七
十
箇　

去
皮
尖
、

右
四
味
、
以
水
九
升
、
先
煮
麻
黄
、
減
二
升
、
去
上
沫
、
内
諸
藥
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、

温
服
八
合
、
覆
取
微
似
汗
。

不
須
啜
粥
、
餘
如
桂
枝
法
將
息
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
九　

傷
寒
上　

太
陽
病
用
麻
黃
湯
法
第
二
（
壹
拾
陸
證
方
肆
首
）

太
陽
病
脈
浮
緊
、
無
汗
而
發
熱
、
其
身
疼
痛
、
八
九
日
不
解
、
其
表
證
仍
在
、
此
當
發

其
汗
、
服
藥
微
除
、
其
人
發
煩
目
暝
增
劇
者
、
必
衄
、
衄
乃
解
。
所
以
然
者
、
陽
氣
重

故
也
。
宜
麻
黃
湯
。

脈
浮
而
數
者
可
發
其
汗
、
宜
麻
黃
湯
。

傷
寒
、
脈
浮
緊
、
不
發
其
汗
、
因
致
衄
、
宜
麻
黃
湯
。

脈
浮
而
緊
、
浮
則
為
風
、
緊
則
為
寒
、
風
則
傷
衛
、
寒
則
傷
榮
、
榮
衛
俱
病
、
骨
節
煩
疼
、
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可
發
其
汗
、
宜
麻
黃
湯
。

太
陽
病
下
之
微
喘
者
、
外
未
解
故
也
、
宜
麻
黃
湯
。（
壹
云
、
桂
枝
湯
）

麻
黃
湯
方

麻
黃
（
去
節
、
參
兩
）　

桂
枝
（
貳
兩
）　

甘
草
（
壹
兩
、
灸
）　

杏
仁
（
柒
拾
枚
、
去

皮
尖
兩
仁
者
）

右
肆
味
、
以
水
玖
升
煮
麻
黃
、
減
貳
升
、
去
上

、
內
諸
藥
煮
。
取
貳
升
半
、
去
滓
、

溫
服
捌
合
、
覆
取
微
似
汗
、
不
須
啜
粥
、
餘
如
桂
枝
法
。

★
崔
氏
、
又
其
年
時
行
四
五
日
、
大
下
後
或
不
下
、
皆
患
心
中
結
滿
、
兩
脅
痞
塞
、

胸
中
氣
急
、
厥
逆
欲

、
心
胸
高
起
、
手
不
得
近
、
不
過
二
三
日
、
輒
便
死
歿
。
諸
醫

用
瀉
心
湯
、
余
用
大
小
陷
胸
湯
、
並
不
得
療
。
重
思
此
或
是
下
後
虛
逆
、
而
氣
已
不
理
、

而
毒
復
上
攻
、
毒
氣
相
搏
、
結
於
胸
中
、
縱
不
下
者
、
毒
已
入
胃
、
胃
中
不
通
、
毒
還

衝
上
、
復
搏
於
氣
、
氣
毒
相
激
、
故
致
此
病
、
療
之
當
先
理
其
氣
、
次
下
諸
疾
、
思
與

增
損
理
中
丸
方
（
第
二
）。

人
參
（
二
兩
）　

白
朮
（
二
兩
）　

甘
草
（
二
兩
、
炙
）　

乾
薑
（
六
分
、
炮
）
栝
蔞
根

（
二
兩
）　

枳
實
（
四
兩
）　

茯
苓
（
二
兩
）　

牡
蠣
（
二
兩
、
熬
）

右
八
味
末
之
、
以
蜜
和
為
丸
、
服
如
彈
子
一
丸
、
熟
水
下
、
不
歇
復
服
。

余
時
用
此
效
的
神
速
、
下
喉
即
折
、
續
復
與
之
、
不
過
服
五
六
九
、
胸
中
豁
然
矣
。
用

藥
之
速
、
未
嘗
見
此
。

然
渴
者
當
加
栝
蔞
、
不
渴
除
之
。

下
者
當
加
牡
蠣
、
不
下
勿
用
。

余
因
以
告
領
軍
韓
康
伯
右
衛
毛
仲
祖
、
光
祿
王
道
豫
、
靈
臺
郎
顧
君
苗
、
著
作
商
仲
堪

諸
人
、
並
悉
用
之
、
咸
歎
其
應
速
、
于
時
枳
實
乃
為
之
貴
。
難
者
曰
、
傷
寒
熱
病
理
中

溫
藥
、
今
不
解
之
以
冷
、
而
救
之
以
溫
、
其
可
論
乎
。
余
應
之
曰
、
夫
今
診
時
行
、
始

於
項
疆
、
勑
色
、
次
於
失
眠
發
熱
、
中
於
煩
躁
思
水
、
終
於
生
瘡
下
痢
、
大
齊
於
此
耳
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
酢
物
、
桃
李
、
雀
肉
等
。

深
師
方
同
。

■
天
行
喉
咽
痛
方
二
首

◎
深
師
、
療
天
行
毒
病
、
或
下
不
止
、
喉
咽
痛
、
黃
連
馬
通
湯
方
。

小
豆
（
一
升
）　

黃
連
（
一
兩
、
去
毛
）　

馬
通
汁
（
三
升
）　

茱
萸
（
一
兩
）

右
四
味
、
以
馬
通
汁
令
煮
。
取
一
升
、
盡
服
。
不
差
、
復
作
、
有
效
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
天
行
衄
血
方
四
首

◎
深
師
、
療
天
行
毒
病
、
鼻
衄
是
熱
毒
、
血
下
數
升
者
方
。

勿
療
自
差
、亦
無
所
苦
。
亦
可
取
好
松
煙
墨
、擣
之
、以
雞
子
白
和
丸
、丸
如
梧
桐
子
大
、

水
下
、
一
服
十
丸
。
並
無
所
忌
。

◎
又
（
第
二
）
黃
土
湯
、
療
鼻
衄
、
去
五
藏
熱
氣
結
所
為
、
或
吐
血
者
方
。

當
歸　

甘
草
（
炙
）　

芍
藥　

黃
芩　

芎
藭
（
各
三
兩
）　

桂
心
（
一
兩
）　

生
地
黃
（
一

斤
） 

釜
月
下
焦
黃
土
（
如
雞
子
一
枚
、
碎
、
綿
裹
）　

青
竹
皮
（
五
兩
）

右
九
味
、
切
、
以
水
一
斗
三
升
、
煮
竹
皮
、
減
三
升
、
去
滓
、
內
諸
藥
、
煮
。
取
三
升
、

分
四
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
生
葱
。

◎
又
方
（
第
三
）、

黃
芩
（
四
兩
）

右
一
味
、
切
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
三
服
。
亦
療
婦
人
漏
下
血
。

◎
又
（
第
四
）、
療
脈
浮
大
、
鼻
中
燥
、
如
此
必
去
血
、
鼻
衄
方
。
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炙
兩
臂
中
脈
取
止
。
取
臂
脈
法
、
以
鼻
嗅
臂
、
點
其
鼻
尖
所
著
處
是
穴
、
兩
臂
皆
爾
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
天
行
口
瘡
及
口
乾
苦
方
四
首

◎
深
師
、
療
天
行
熱
盛
、
口
中
生
瘡
、
酪
酥
煎
丸
。

酪
酥
（
三
合
）　

蜜
（
三
合
）　

大
青
（
一
兩
）

右
三
味
、
合
煎
三
沸
、
稍
稍
傳
口
、
以
差
為
度
。

◎
又
（
第
二
）
口
瘡
方
。

取
蛇
苺
五
升
、
擣
絞
取
汁
、
稍
稍
飲
之
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

■
天
行
狂
語
方
三
首

★
千
金
、
又
五
苓
散
、
主
天
行
熱
病
、
但
狂
言
煩
躁
不
安
、
精
釆
言
語
與
人
不
相
主

當
方
。

猪
苓
（
二
分
）　

白
朮
（
三
分
）　

澤
瀉
（
五
分
）　

茯
苓
（
三
分
）　

桂
心
（
二
分
）

右
五
味
擣
篩
為
散
、
水
服
方
寸
匕
、
日
三
服
、
多
飲
煖
水
、
汗
出
愈
。

忌
大
醋
、
生

、
桃
李
、
雀
肉
等
。

張
仲
景
論
、
深
師
同
。

出
第
九
卷
中
。

☆
『
傷
寒
論
』
卷
三　

辨
太
陽
病
脉
證
并
治
中
第
六

太
陽
病
、
發
汗
後
、
大
汗
出
、
胃
中
乾
、
煩
躁
不
得
眠
、
欲
得
飮
水
者
、
少
少
與
飮
之
、

令
胃
氣
和
則
愈
、
若
脉
浮
、
小
便
不
利
、
微
熱
消
渇
者
、
五
苓
散
主
之
、
方
三
十
四
。

五
苓
散
方
、

猪
苓
十
八
銖
、去
皮　

澤
瀉
一
兩
六
銖　

白
朮
十
八
銖　

茯
苓
十
八
銖　

桂
枝
半
兩
、

去
皮
、

右
五
味
、
擣
爲
散
、
以
白
飮
和
、
服
方
寸
匕
、
日
三
服
、
多
飮
煖
水
、
汗
出
愈
。
如
法

將
息
。

☆
『
千
金
方
』
卷
九　

傷
寒
上　

發
汗
散
第
四
（
方
十
一
首
）

五
苓
散
、
主
時
行
熱
病
、
但
狂
言
煩
躁
、
不
安
精
彩
、
言
語
不
與
人
相
主
當
者
方
。

猪
苓　

白
朮　

茯
苓
（
各
十
八
銖
）　

桂
心
（
十
二
銖
）　

澤
瀉
（
三
十
銖
）。

右
五
味
、
治
下
篩
、
水
服
方
寸
匕
、
日
三
。
多
飲
水
、
汗
出
、
即
愈
。

■
天
行
熱
痢
及
諸
痢
方
四
首

◎
深
師
、
療
天
行
毒
病
、
酷
熱
下
痢
、
七
物
升
麻
湯
方
。

升
麻　

當
歸　

黃
連
（
去
毛
）　

甘
草
（
炙
）　

芍
藥　

桂
心
黃
蘗
（
各
半
兩
）

右
藥
切
、
以
水
三
升
煮
。
取
一
升
、
頓
服
之
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
猪
肉
、
冷
水
、
生
葱
等
物
。

◎
又
（
第
二
）
天
行
諸
下
悉
主
、
黃
連
湯
方
。

黃
連
（
三
兩
、
去
毛
）　

黃
蘗
（
二
兩
）　

當
歸
（
二
兩
）

右
三
味
、
以
水
六
升
、
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
內
蜜
一
合
、
微
火
煎
取
二
升
半
、
分
三
服
、

良
驗
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

並
出
第
十
四
卷
中
。（
一
方
、
有
龍
骨
一
兩
。）

■
天
行

瘡
方
八
首

◎
深
師
、
療
天
行
下
部
瘡
爛
方
。

烏
梅
（
二
七
枚
、
去
核
）　

大
蒜
（
二
七
枚
）　

屋
塵
（
半
升
、
篩
取
細
者
）
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右
三
味
、
擣
、
篩
為
散
、
苦
酒
一
升
、
和
調
於
銅
器
中
、
煎
成
丸
、
作
長
梃
、
內
下
部
。

范
汪
同
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
天
行
陰
陽
易
方
二
首

◎
深
師
、
療
丈
夫
得
婦
人
陰
易
之
病
、
若
因
房
室
及
諸
虛
勞
、
少
腹
堅
、
絞
痛
陰
縮
、

困
篤
欲
死
方
。

炙
陰
頭
一
百
壯
便
差
、
可
至
三
百
壯
皆
愈
、
良
無
比
、
後
生
子
如
故
、
無
妨
。

范
汪
同
、
無
所
忌
。

◎
又
（
第
二
）
療
陰
陽
易
病
方
。

取
豚
卵
二
枚
、
溫
令
熱
酒
吞
之
、
則
差
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
天
行
差
後
禁
忌
方
二
首

◎
深
師
說
、
天
行
病
未
復
。（
強
食
黃
花
菜
手
足
稍
重
、
一
方
云
青
花
）
天
行
病
差
。（
食

鱠
必
變
成
癡
、
又
食

魚
肉
結
氣
不
化
）
天
行
病
差
。（
飲
酒
合
陰
陽
復
必
死
）
天
行

病
損
未
滿
三
月
日
。（
食
鯔

則
復
、
下
血
食
鹽
豉
令
人
四
肢
不
舉
）

天
行
病
差
。（
食
諸
菜
有
花
者
三
年
肌
膚
不
充
）
天
行
病
未
好
時
。（
食
生
瓜
芥
、
三
月

流
腫
也
）
天
行
病
差
。（
食
菜
合
陰
陽
復
必
死
、
出
第
十
四
卷
中
）

■
天
行
勞
復
食
復
方
六
首

◎
深
師
、
竹
葉
湯
、
療
天
行
後
虛
熱
牽
勞
食
復
、
四
肢
沈
重
、
或
一
臥
一
起
、
氣
力
吸

吸
羸
弱
方
。

竹
葉
（
一
把
）　

小
麥
（
一
升
）　

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

石
膏
（
二
兩
、
碎
）　

茯
苓
（
二

兩
）　

半
夏
（
一
升
、
洗
去
滑
）　

前
胡
（
二
兩
）　

知
母
（
二
兩
）　

黃
芩
（
二
兩
）　

人

參
（
二
兩
）　

生
薑
（
四
兩
）　

大
棗
（
二
十
枚
、
擘
）

右
十
二
味
、
切
、
以
水
一
斗
二
升
、
煮
竹
葉
・
小
麥
、
減
四
升
、
去
滓
、
內
藥
、
煮
。

取
三
升
、
分
三
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
醋
物
、
羊
肉
、
餳
等
物
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
四

■
溫
病
渴
方
二
首

◎
深
師
、
療
溫
毒
病
及
吐
下
後
有
餘
熱
渴
、
芍
藥
湯
神
方
。

芍
藥
（
五
分
）　

黃
連
（
四
分
）　

甘
草
（
二
分
、炙
）　

黃
芩
（
二
兩
）　

桂
心
（
二
兩
） 

栝
樓
（
二
分
）

右
六
味
、
切
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
一
日
令
盡
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
海
藻
、
崧
菜
、
生
葱
等
。

出
十
四
卷
。

■
溫
病
勞
復
方
四
首

◎
深
師
、
療
溫
病
差
愈
、
食
復
病
、
麻
黃
散
方
。

麻
黃
（
十
分
、
去
節
）　

大
黃
（
十
五
分
、
炙
）　

附
子
（
一
分
、
炮
）　

厚
朴
（
二
分
、

炙
）
苦
參
（
六
分
）　

石
膏
（
六
分
、
碎
綿
裹
）　

烏
頭
（
六
分
、
炮
）

右
七
味
、
擣
篩
、
以
酒
若
米
汁
和
、
服
方
寸
匕
、
日
三
夜
二
服
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

出
第
十
四
卷
中
。

■
諸
黃
方
一
十
三
首
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★
仲
景
傷
寒
論
、
諸
黃
、
猪
膏
髮
煎
主
之
方
。

猪
膏
（
八
兩
）　

亂
髮
（
大
如
雞
子
一
枚
）

右
二
味
、
內
髮
膏
中
煎
之
、
髮
消
盡
研
、
絞
去
膏
細
滓
、
分
二
服
、
病
從
小
便
去
也
。

出
第
十
四
卷
中
。

肘
後
、
備
急
、
文
仲
、
千
金
、
古
今
驗
錄
、
深
師
、
范
汪
同
。

云
、
太
醫
校
尉
史
脱
家
婢
再
病
、
胃
中
乾
糞
下
、
便
差
、
神
驗
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
五　

黄
疸
病
脉
證
并
治
第
十
五

諸
黄
、
猪
膏
髮
煎
主
之
、
猪
膏
髮
煎
方
。

猪
膏
半
斤　

亂
髮
如
雞
子
大　

三
枚
、

右
二
味
、
和
膏
中
煎
之
、
髮
消
藥
成
。
分
再
服
、
病
從
小
便
出
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
四　

治
卒
發
黃
膽
諸
黃
病
第
三
十
一

勞
疸
者
、
身
目
皆
黃
、
發
熱
惡
寒
、
小
腹
滿
急
、
小
便
難
、
由
大
勞
大
熱
交
接
、
交
接

後
入
水
所
致
、
治
之
方
。
又
方
（
第
二
）、

亂
發
如
雞
子
大　

猪
膏
半
斤

煎
令
消
盡
、
分
二
服
。

☆
『
千
金
方
』
卷
五　

小
兒　

癱
疽
瘰
癧
第
八
（
論
一
首
、方
七
十
二
首
、灸
法
一
首
）

治
小
兒
疥
方
、
又
方
（
第
二
）、

燒
亂
髮
、
灰
和
臘
月
猪
脂
、
傅
之
。

☆『
千
金
方
』卷
十
七　

肺
臟　

飛
尸
鬼
疰
第
八（
論
一
首
方
四
十
五
首
灸
法
十
二
首
）

治
哭
疰
方
、
又
方
（
第
二
）、

臘
月
猪
脂
（
一
合
）　

亂
髮
（
一
兩
）

右
二
味
、
煎
髮
令
消
烊
、
服
之
。
蟲
死
矣
。

★
崔
氏
、
又
療
黃
兼
主
心
腹
方
（
第
二
）。

蔓
菁
子
（
一
大
合
、
揀
令
淨
）

右
一
味
、
擣
碎
熟
研
、
以
水
一
升
更
和
、
研
濾
取
汁
、
可
得
一
大
盞
、
頓
服
之
、
少
頃

自
當
轉
利
、
或
亦
自
吐
、
腹
中
便
寛
、
亦
或
得
汗
、
便
愈
。

備
急
、
文
仲
、
深
師
同
。

並
出
第
一
卷
中
。

■
黃
疸
方
十
三
首

★
仲
景
傷
寒
論

又
黃
疸
、
茵

蒿
五
苓
散
主
之
方
（
第
二
）。

茵
蔯
蒿
末
（
十
分
）　

五
苓
散
（
五
分
）

右
二
味
和
、
先
食
、
白
飲
和
方
寸
匕
服
之
、
日
三
。
忌
大
酢
、
桃
李
、
雀
肉
、
生
葱
。

深
師
、
范
汪
同
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
五　

黄
疸
病
脉
證
并
治
第
十
五

黄
疸
病
、
茵

五
苓
散
主
之
。
茵

五
苓
散
方
、

茵
蔯
蒿
末
十
分　

五
苓
散
五
分　

方
見
痰
飮
中
、

右
二
味
和
、
先
食
飮
方
寸
匕
、
日
三
服
。

★
仲
景
傷
寒
論
、
又
五
苓
散
、
利
小
便
、
治
黃
疸
方
（
第
三
）。

猪
苓
（
三
分
、
去
皮
）　

白
朮
（
三
分
）　

茯
苓
（
三
分
）　

澤
瀉
（
五
分
）　

桂
心
（
二

分
）

右
五
味
、
搗
、
篩
、
和
合
、
白
飲
和
服
一
方
寸
匕
、
日
三
。

多
飲
煖
水
、
以
助
藥
勢
、
汗
出
便
愈
。

並
出
第
十
四
卷
中
。

千
金
、
深
師
、
范
汪
同
。

☆
『
傷
寒
論
』
卷
二

五
苓
散
方
、
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猪
苓
十
八
銖　

去
皮　

澤
瀉
一
兩
六
銖　

白
朮
十
八
銖　

茯
苓
十
八
銖　

桂
枝
半
兩

　

去
皮
、

右
五
味
、
擣
爲
散
、
以
白
飮
和
、
服
方
寸
匕
、
日
三
服
。
多
飮
煖
水
、
汗
出
愈
。
如
法

將
息
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
證
五
條
方
三
十
首
灸
圖

三
首
）

五
苓
散
、
主
黃
疸
利
小
便
方
。

猪
苓　

茯
苓　

澤
瀉　

白
朮　

桂
心
（
各
三
十
銖
）。

右
五
味
、
擣
篩
為
散
。
渴
時
水
服
方
寸
匕
極
、
飲
水
、
即
利
小
便
及
汗
出
、
愈
。（
此
方

與
第
九
卷
相
重
、
以
分
兩
不
同
、
故
再
出
之
。）

■
黃
疸
遍
身
方
一
十
一
首

★
小
品
、
療
黃
疸
、
身
目
皆
黃
、
皮
膚
麴
塵
出
、
三
物
茵
陳
蒿
湯
方
。

茵
陳
蒿
（
一
把
）　

梔
子
（
二
十
四
枚
）　

石
膏
（
一
斤
）

千
金
方
加
大
黃
（
三
兩
）

右
三
味
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、
以
猛
火
燒
石
膏
、
令
正
赤
、
投
湯
中

沸
定
取
清
汁
、
適
寒
溫
、
服
一
升
、
自
覆
令
汗
出
周
身
遍
、
以
溫
粉
粉
之
、
則
愈
。
若

不
汗
、
更
服
一
升
、
汗
出
乃
愈
也
。

深
師
、
古
今
錄
驗
、
千
金
翼
同
。

出
第
四
卷
中
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
八　

雜
病
上　

黄
疸
第
三

黃
疸
身
目
皆
黃
、
皮
肉
麴
塵
出
者
方

茵
陳
（
壹
把
、
切
）　

梔
子
仁
（
貳
拾
肆
枚
）　

石
膏
（
壹
斤
）

右
參
味
、
以
水
伍
升
煮
貳
味
、
取
貳
升
半
、
去
滓
、
以
猛
火
燒
石
膏
令
赤
、
投
湯
中
、

沸
定
、
服
壹
升
、
覆
取
汗
周
身
以
粉
粉
之
、
不
汗
更
服
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
、
證
五
條
、
方
三
十
首
、

灸
圖
三
首
）

治
傷
寒
七
八
日
、
內
實
瘀
熱
結
、
身
黃
如
橘
、
小
便
不
利
、
腹
微
脹
滿
、
茵

湯
下
之
方
。

茵
蔯
（
六
兩
）　

梔
子
（
十
四
枚
）　

大
黃
（
三
兩
）。

右
二
味
、
咀
、
以
水
一
斗
二
升
煮
茵
蔯
、
得
五
升
、
去
滓
、
內
梔
子
大
黃
煎
。
取
三
升
、

分
服
一
升
、
日
三
。
小
便
當
利
如
皂
萊
沫
狀
、
色
正
赤
、
當
腹
減
、
黃
悉
隨
小
便
去
也
。

（
范
汪
用
療
殼
疸
、
小
品
方
用
石
膏
一
斤
）

■
癊
黃
方
三
首

★
必
效
、
又
療
癊
黃
、
汗
染
衣
、
涕
唾
黃
者
方
（
第
二
）。

取
蔓
菁
子
搗
細
末
、平
旦
以
井
花
水
和
一
大
匙
服
之
、日
再
、漸
加
至
兩
匙
、以
知
為
度
。

每
夜
小
便
裏
浸
少
許
帛
、
各
書
記
日
、
色
漸
退
白
、
則
差
、
不
過
服
五
升
以
來
必
差
。

李
潤
州
傳
、
極
效
。

備
急
、
肘
後
、
張
文
仲
、
深
師
同
。

出
第
一
卷
中
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
四　

附
方
『
外
台
秘
要
』、
治
黃
膽
。

又
方
（
第
二
）、
治
陰
黃
、
汗
染
衣
、
涕
唾
黃
。

取
蔓
荊
子
、
搗
、
末
、
平
旦
以
井
花
水
服
一
匙
。
日
再
、
加
至
兩
匙
、
以
知
為
度
、
每

夜
小
便
、
重
浸
少
許
帛
子
、
各
書
記
日
、
色
漸
退
白
、
則
瘥
、
不
過
、
服
五
升
。

■
黃
疸
小
便
不
利
及
腹
滿
喘
方
二
首

★
仲
景
傷
寒
論
、
黃
家
腹
滿
、
小
便
不
利
而
赤
、
身
汗
出
者
、
表
和
裏
實
也
、
宜
下
之
、
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大
黃
黃
蘗
皮
梔
子
硝
石
湯
方
。

大
黃
（
四
分
）　

黃
蘗
（
四
兩
）　

梔
子
（
十
四
枚
）　

硝
石
（
四
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
六
升
煮
三
物
、
得
二
升
半
、
去
滓
、
內
硝
石
更
煎
、
取
一
升
、
先

食
頓
服
盡
。

小
品
、
千
金
翼
、
深
師
、
范
汪
並
同
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
五　

黄
疸
病
脉
證
并
治
第
十
五

黄
疸
腹
滿
、
小
便
不
利
而
赤
、
自
汗
出
、
此
爲
表
和
裏
實
、
當
下
之
、
宜
大
黄
消
石
湯
。

大
黄
消
石
湯
方
。

大
黄　

黄
蘗　

消
石　

各
四
兩　

梔
子
十
五
枚
、

右
四
味
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
内
消
、
更
煮
取
一
升
、
頓
服
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
八　

雜
病
上　

黄
疸
第
三

黃
疸
腹
滿
小
便
不
利
而
赤
、
自
汗
出
、
此
為
表
和
裏
實
、
當
下
之
、
宜
大
黃
湯
方
。

大
黃　

黃
蘗　

消
石
（
各
肆
兩
）　

梔
子
（
拾
伍
枚
、
擘
）

右
肆
味
、

咀
、
以
水
陸
升
、
煮
取
貳
升
、
去
滓
、
下
消
石
、
煮
取
壹
升
、
先
食
、
頓

服
之
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
證
五
條
方
三
十
首
灸
圖

三
首
）

黃
家
腹
滿
、
小
便
不
利
而
赤
、
自
汗
出
、
此
為
表
和
裡
實
、
當
下
之
、
大
黃
黃
蘗
梔
子

芒
消
湯
方
。

大
黃
（
三
兩
）　

黃
蘗
（
四
兩
）　

梔
子
（
十
五
枚
）　

芒
消
（
四
兩
）

右
四
味
、

咀
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
內
芒
消
復
煎
、
取
一
升
、
先
食
、

頓
飲
之
。

■
黃
汗
方
三
首

★
仲
景
傷
寒
論
、
師
曰
、
黃
汗
為
病
、
身
體
腫
、
發
熱
、
汗
出
而
渴
、
狀
如
風
水
。

汗
沾
衣
者
、
色
正
黃
如
蘗
汁
、
脈
自
沈
也
。

問
曰
、
從
何
得
之
。

師
曰
、
以
汗
出
水
入
汗
孔
、
水
從
外
入
而
得
之
、
宜
黃
耆
芍
藥
桂
心
酒
湯
主
之
方
。

黃
耆
（
五
兩
）　

芍
藥
（
三
兩
）　

桂
心
（
三
兩
）

右
三
味
切
、
以
苦
酒
一
升
、
水
七
升
、
和
煮
取
三
升
、
去
滓
、
溫
服
一
升
、
正
當
心
煩

也
、
至
六
七
日
稍
稍
自
除
。
其
心
煩
不
止
者
、
以
苦
酒
阻
故
也
。

一
方
、
用
美
清
醯
代
酒
。
忌
生
葱
。

備
急
、
張
文
仲
、
千
金
、
古
今
錄
驗
、
深
師
、
范
汪
、
經
心
錄
同
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
四　

水
氣
病
脉
證
并
治
第
十
四

問
曰
、
黄
汗
之
爲
病
、
身
體
腫
、
發
熱
汗
出
而
渇
、
状
如
風
水
、
汗
沾
衣
、
色
正
黄
如

蘗
汁
、
脉
自
沈
、
何
從
得
之
。

師
曰
、
以
汗
出
入
水
中
浴
、
水
從
汗
孔
入
得
之
、
宜
耆
芍
桂
酒
湯
主
之
。

黄
耆
芍
桂
枝
苦
酒
湯
方
、

黄
耆
五
兩　

芍
藥
三
兩　

桂
枝
三
兩
、

右
三
味
、
以
苦
酒
一
升
、
水
七
升
、
相
和
煮
。
取
三
升
、
温
服
一
升
、

當
心
煩
、
服
至
六
七
日
乃
解
。

若
心
煩
不
止
者
、
以
苦
酒
阻
故
也
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
證
五
條
方
三
十
首
灸
圖

三
首
）

黃
汗
之
為
病
、
身
體
洪
腫
發
熱
、
汗
出
不
渴
、
狀
如
風
水
、
汗
染
衣
色
正
黃
如
蘗
汁
、

其
脈
自
沉
、
從
何
得
之
、
此
病
以
汗
出
入
水
中
浴
、
水
從
汗
孔
入
得
之
。

治
黃
汗
、
黃
耆
芍
藥
桂
苦
酒
湯
方
。

黃
耆
（
五
兩
）　

芍
藥
（
三
兩
）　

桂
心
（
三
兩
）。
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右
三
味
、

咀
、
以
苦
酒
一
升
水
七
升
合
煎
、
取
三
升
、
飲
二
升
。
當
心
煩
也
、
至
六

七
日
稍
稍
自
除
。
心
煩
者
、
苦
酒
阻
故
也
。

■
女
勞
疸
方
四
首

★
仲
景
傷
寒
論
、
黃
家
、
日
晡
發
熱
、
而
反
惡
寒
、
此
為
「
女
勞
」
得
之
。
膀
胱
急
、

小
腹
滿
、
身
體
盡
黃
、
額
上
反
黑
、
足
下
熱
、
因
作
黑
癉
、
大
便
必
黑
、
腹
臚
脹
滿
如

水
狀
、
大
便
黑
溏
者
、
此
女
勞
之
病
、
非
水
也
。
腹
滿
者
難
療
、
硝
石
礬
石
散
主
之
方
。

硝
石
（
熬
黃
）　

礬
石
（
燒
令
汁
盡
）

右
二
味
等
分
、
擣
絹
篩
、
以
大
麥
粥
汁
和
服
方
寸
匕
、
日
三
、
重
衣
覆
取
汗
、
病
隨
大

小
便
去
。
小
便
正
黃
、
大
便
正
黑
也
。

大
麥
則
須
是
無
皮
麥
者
。

千
金
方
云
、
硝
石
二
分
熬
令
燥
、
礬
石
一
分
熬
令
燥
、
故
注
之
。

肘
後
、
小
品
、
崔
氏
、
文
仲
、
千
金
、
范
汪
、
深
師
並
同
。

出
第
十
四
卷
中
。

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
五　

黄
疸
病
脉
證
并
治
第
十
五

黄
家
、
日
晡
所
發
熱
、
而
反
惡
寒
、
此
爲
女
勞
得
之
。
膀
胱
急
、
少
腹
滿
、
身
盡
黄
、

額
上
黒
、
足
下
熱
、
因
作
黒
疸
。
其
腹
脹
如
水
状
、
大
便
必
黒
、
時
溏
、
此
女
勞
之

病
、
非
水
也
。

腹
滿
者
難
治
、
消
石
礬
石
散
主
之
。

消
石
礬
石
散
方
。

消
石　

礬
石
燒　

等
分
、

右
二
味
、
爲
散
、
以
大
麥
粥
汁
、
和
服
方
寸
匕
、
日
三
服
、
病
隨
大
小
便
去
。

小
便
正
黄
、
大
便
正
黒
、
是
候
也
、

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
二　

治
時
氣
病
起
諸
勞
複
方
第
十
四

治
交
接
勞
複
、
陰
卵
腫
、
或
縮
入
腹
、
腹
中
絞
痛
或
便

方
。
又
方
（
第
六
）、

礬
石
一
分　

硝
三
分

末
、
以
大
麥
粥
清
、
可
方
寸
匕
、
三
服
、
熱
毒
隨
大
小
便
出
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
、
證
五
條
、
方
三
十
首
、

灸
圖
三
首
）

黃
家
至
日
晡
所
發
熱
而
反
惡
寒
、
此
為
女
勞
、
得
之
當
膀
胱
急
、
小
腹
滿
、
體
盡
黃
、

額
上
黑
、
足
下
熱
、
因
作
黑
疸
。
其
腹
臚
脹
而
滿
、
如
欲
作
水
狀
、
大
便
必
黑
、
時
溏
泄
、

此
女
勞
疸
、
非
水
也
。
腹
滿
者
難
治
。

治
女
勞
疸
、
消
石
礬
石
散
方
。

消
石　

礬
石
（
各
半
兩
）。

右
二
味
、
治
下
篩
、
以
大
麥
粥
汁
服
方
寸
匕
、
日
三
。
重
衣
覆
取
汗
、
病
隨
大
小
便
出
、

小
便
正
黃
、
大
便
正
黑
。

■
黑
疸
方
三
首

◎
深
師
、
療
黑
疸
身
體
及
大
便
正
黑
、
赤
小
豆
茯
苓
湯
方
。

赤
小
豆
（
三
十
枚
）　

茯
苓
（
六
銖
）　

瓜
蔕
（
四
銖
）　

雄
黃
（
二
銖
）　

甘
草
（
半
兩
、

炙
）　

女
萎
（
四
銖
）

右
六
味
、
切
、
以
水
三
升
、
煮
小
豆
・
茯
苓
、
取
八
合
汁
、
搗
後
四
藥
為
散
、
取
前
汁

調
半
錢
匕
、
適
寒
溫
服
之
、
須
臾
當
吐
、
吐
則
愈
。

一
方
云
、
療
久
黃
疸
。

忌
大
醋
、
海
藻
、
菘
菜
。

千
金
翼
同
。

出
第
二
十
卷
中
。（
千
金
方
名
赤
苓
散
）

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
八　

雜
病
上　

黄
疸
第
三
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赤
苓
散
、
主
黑
疸
、
身
皮
大
便
皆
黑
方

赤
小
豆
（
參
拾
枚
）　

茯
苓
（
陸
銖
、切
）　

雄
黃
（
壹
銖
）　

瓜
丁
（
肆
銖
）　

女
萎
（
陸

銖
）　

甘
草
（
貳
銖
、
炙
）

右
陸
味
、
以
水
參
升
、
煮
豆
茯
苓
、
取
八
合
、
擣
四
味
為
散
、
和
半
錢
匕
服
之
。
須
臾

當
吐
、
吐
則
愈
。
亦
主
一
切
黃
。

■
酒
疸
方
七
首

◎
深
師
、
酒
疸
艾
湯
方
。

生
艾
葉
（
一
把
）　

麻
黃
（
二
兩
、
去
節
）　

大
黃
（
六
分
）　

大
豆
（
一
升
）

右
四
味
切
、
清
酒
五
升
、
煮
取
二
升
、
分
為
三
服
。

出
第
三
十
卷
中
。

★
千
金
、
又
肉
疸
、
飲
少
小
更
多
、
白
如
泔
色
、
得
之
從
酒
、
寒
水
石
散
方
（
第
三
）。

寒
水
石
（
五
分
）　

白
石
脂
（
五
分
）　

栝
樓
（
五
分
）
菟
絲
子
（
三
分
、
酒
漬
）　

知

母
（
三
分
）　

桂
心
（
三
分
）

右
六
味
搗
篩
、
麥
粥
服
五
分
匕
、
日
三
服
、
五
日
知
。

忌
生
葱
。

古
今
錄
驗
、
深
師
等
並
同
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
八　

雜
病
上　

黄
疸
第
三

寒
水
石
散
、
主
肉
疸
、
飲
少
小
便
多
、
白
如
泔
色
、
此
病
得
之
從
酒
方
。

寒
水
石　

白
石
脂　

栝
樓
（
各
五
分
）　

知
母　

菟
絲
子　

桂
心
（
各
參
分
）

右
陸
味
、
擣
篩
為
散
、
麥
粥
服
五
分
匕
、
日
三
、
五
日
知
、
十
日
差
。

★
古
今
錄
驗
、
療
酒
癖
及
飲
、
黃
疸
散
方
。

芫
花　

椒
目
（
各
等
分
）

右
二
味
、
搗
、
下
篩
為
散
、
平
旦
服
一
錢
匕
、
老
少
半
服
之
、
藥
攻
兩
脅
則
下
便
愈
、

閒
一
日
復
服
、
使
小
減
如
前
、
又
與
之
使
盡
根
源
。

出
第
二
十
七
卷
中
。

深
師
同
。

■
穀
疸
方
三
首

★
崔
氏
、
療
黃
疸
身
體
面
目
盡
黃
、
茵
陳
湯
。
太
醫
校
尉
史
脫
方
。（『
醫
心
方
』
卷

十 

治
穀
疸
方　

第
二
十
七
所
引
僧
深
方
、
治
穀
疸
發
寒
熱
、
不
可
食
、
食
卽
頭
眩
、

心
中
怫
冒
不
安
、
大
茵
陳
湯
方
に
類
似
）

茵
陳
蒿
（
三
兩
）　

黃
連
（
二
兩
）　

黃
芩
（
三
兩
）　

梔
子
（
十
四
枚
）　

大
黃
（
一
兩
） 

甘
草
（
一
兩
、
炙
）　

人
參
（
一
兩
）

右
七
味
、
切
、
以
水
一
斗
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

（
前
出
、
見
黃
疸
遍
身
方
一
十
一
首
）

■
雜
黃
疸
方
三
首

★
千
金
、
濕
疸
之
為
病
、
始
得
之
、
一
身
盡
疼
、
發
熱
、
面
色
黃
黑
、
七
八
日
後
壯
熱
、

熱
在
裏
、有
血
當
下
去
之
、如
豚
肝
狀
。
其
小
腹
滿
者
、急
下
之
。
亦
一
身
盡
黃
、目
黃
、

腹
滿
、
小
便
不
利
、
礬
石
散
方
。

礬
石
（
五
兩
）　

滑
石
（
五
兩
）

右
二
味
為
散
、
大
麥
粥
汁
服
方
寸
匕
、
日
三
服
、
當
先
食
服
、
便
利
如
血
者
、
當
汗
出
差
。

出
第
十
卷
中
。

深
師
、
古
今
錄
驗
並
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十　

傷
寒
下　

傷
寒
發
黃
第
五
（
論
一
首
、
證
五
條
、
方
三
十
首
、

灸
圖
三
首
）

濕
疸
之
為
病
、始
得
之
一
身
盡
疼
、發
熱
、面
色
黑
黃
。
七
八
日
後
壯
熱
、熱
在
裡
有
血
、
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當
下
、
去
之
如
豚
肝
狀
。
其
小
腹
滿
者
、
急
下
之
。
亦
一
身
盡
黃
、
目
黃
腹
滿
、
小
便

不
利
方
。

礬
石
・
滑
石
（
各
五
兩
）。

右
二
味
、
治
下
篩
、
大
麥
粥
汁
服
方
寸
匕
、
日
三
。
當
先
食
、
服
之
。
便
利
如
血
者
已
、

當
汗
出
差
。

★
古
今
錄
驗
、
九
疸
秦
王
散
方
。

胃
癉
、
食
多
喜
飲
。（
梔
子
仁
主
之
）

心
癉
、
煩
心
心
中
熱
。（
葛
根
主
之
）

腎
癉
、
其
人
唇
乾
。（
葶
藶
子
主
之
、
熬
）

脾
癉
、
溺
赤
出
少
、
心
惕
惕
若
恐
。（
栝
樓
主
之
）

肺
癉
、
飲
少
小
便
多
。（
秦
椒
汗
、
瓜
蔕
主
之
、
一
云
膏
疸
）

舌
癉
、
渴
而
數
便
。（
石
鍾
乳
主
之
）

肉
癉
、
其
人
小
便
白
。（
凝
水
石
主
之
）

髓
癉
、
目
眶
深
、
多
嗜
臥
。（
牡
蠣
、
澤
瀉
主
之
）

肝
癉
、
胃
熱
飲
多
水
激
肝
。（
白
朮
主
之
）

右
十
一
味
、
名
秦
王
散
、
各
等
分
、
隨
病
所
在
加
二
分
、
擣
合
下
篩
、
飲
服
五
分
七
、

日
三
、
稍
加
至
方
寸
匕
。

忌
桃
李
、
雀
肉
等
。

膏
癉
、
飲
少
小
便
多
、
秦
椒
散
方
。

秦
椒
（
一
分
、
汗
）　

瓜
蔕
（
二
分
）

右
二
味
搗
下
篩
、
水
服
方
寸
匕
、
日
三
服
。

出
第
二
十
七
卷
中
。

深
師
、
千
金
同
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
八　

雜
病
上　

黄
疸
第
三

秦
王
九
疸
散
方

胃
疸
、
食
多
喜
飲
、
梔
子
人
主
之
。

心
疸
、
煩
心
心
中
熱
、
茜
根
主
之
。

腎
疸
、
脣
乾
、
葶
藶
子
主
之
。（
熬
）

脾
疸
、
尿
赤
出
少
、
愓
愓
恐
、
栝
樓
主
之
。

膏
疸
、
飲
少
尿
多
、
秦
椒
瓜
帶
主
之
。（
椒
、
汗
。
膏
一
作
肺
）

舌
疸
、
渴
而
數
便
、
鍾
乳
主
之
。

肉
疸
、
小
便
白
、
凝
水
石
主
之
。（
研
）

髓
疸
、
目
眶
深
、
多
嗜
臥
、
牡
蠣
澤
瀉
主
之
。

肝
疸
、
胃
熱
飲
多
、
水
激
肝
、
白
朮
主
之
。

右
壹
拾
壹
味
、
等
分
、
隨
病
所
在
加
半
兩
、
擣
篩
為
散
、
飲
服
伍
分
匕
、

日
三
。
稍
稍
加
至
方
寸
匕
。

☆
同
上

秦
椒
散
、
主
膏
疸
、
飲
少
溺
多
方

秦
椒
（
壹
分
、
汗
）　

瓜
丁
（
半
兩
）

右
貳
味
、
擣
篩
為
散
、
水
服
方
寸
匕
、
日
三
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
五

■
療
瘧
方
二
十
一
首

◎
深
師
、
療
瘧
、
膈
痰
不
得
吐
、
宜
吐
之
、
常
山
烏
梅
湯
方
。

烏
梅
（
半
兩
）
桂
心
（
半
兩
）　

芫
花
（
半
兩
）　

豉
（
五
合
、綿
裹
）　

半
夏
（
半
兩
） 

常
山
（
半
兩
）

右
六
味
、
切
、
以
酒
三
升
、
水
四
升
、
合
煮
。
取
二
升
、
分
三
服
、
必
得
吐
。

一
方
、
取
三
升
。
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忌
生
葱
、
羊
肉
、
餳
、
生
菜
。

（
一
方
、
無
半
夏
、
常
山
）

◎
又
（
第
二
）
療
瘧
丸
神
方
。

人
參
（
三
分
）　

鉛
丹
（
三
分
）　

天
雄
（
十
分
、
熬
）

右
三
味
、
搗
合
下
篩
、
蜜
和
。
初
服
二
丸
、
如
梧
子
、
臨
發
服
二
丸
、
中
當
溫
熱
、
四

肢
淫
淫
痺
為
知
。

服
藥
忌
飽
飯
食
、
瘧
斷
後
、
食
如
常
、
萬
不
失
一
。

備
急
、
文
仲
同
。

◎
又
（
第
三
）
療
瘧
撩
膈
湯
方
。

常
山
（
三
兩
）　

甘
草
（
三
兩
、
炙
）　

松
蘿
（
二
兩
）　

烏
梅
（
十
四
枚
）　

黃
芩
（
二

兩
） 

瓜
蔕
（
十
四
枚
）　

梔
子
仁
（
十
四
枚
、
擘
）

右
七
味
、
切
、
以
酒
二
升
、
漬
一
宿
、
明
旦
以
水
四
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

忌
海
藻
、
生
葱
、
生
菜
、
菘
菜
等
。

◎
又
（
第
四
）
瘧
結
實
積
熱
、
煩
擾
迷
冒
、
寒
熱
但
多
、
綿
惙
困
篤
、
常
山
大
黃
湯
方
。

常
山
（
三
兩
）　

甘
草
（
三
兩
、
炙
）　

前
胡
（
三
兩
）　

大
黃
（
三
兩
）

右
四
味
、
切
、
以
水
一
斗
煮
。
取
三
升
半
、
下
大
黃
、
煎
。
取
三
升
、
分
澄
令
冷
、
初

服
七
合
、
中
服
八
合
、
比
欲
發
服
九
合
。

王
文
州
大
子
因
瘧
危
困
、
服
此
皆
愈
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
生
葱
、
生
菜
等
。

◎
又
（
第
五
）
療
瘧
醇
醨
湯
方
。

生
薑
（
三
兩
）　

烏
梅
（
三
七
枚
、
擘
。
一
方
十
四
枚
）　

甘
草
（
二
兩
、
炙
）　

桂
心

（
二
兩
）　

常
山
（
三
兩
）　

蘘
荷
根
（
三
兩
）

右
六
味
、
切
、
以
水
六
升
、
煮
。
取
一
升
、
曰
醇
、
未
發
時
、
須
頓
服
。
更
以
水
三

升
、
煮
、
取
一
升
、
曰
醨
。
至
發
不
斷
、
復
頓
服
、
甚
良
。

別
方
說
、發
日
平
旦
服
醨
一
升
、以
醇
著
頭
邊
、若
欲
發
便
服
醇
、神
良
。
二
說
不
同
也
。

出
第
二
十
二
卷
中
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
生
葱
、
生
菜
。

■
久
瘧
方
八
首

◎
深
師
、
療
久
瘧
難
斷
、
香

丸
方
。

香
豉
（
一
分
、熬
）　

常
山
（
七
分
）　

蜀
漆
（
十
分
）　

附
子
（
一
分
、炮
）　

大
黃
（
三

分
、
好
者
）

右
五
味
、
搗
下
篩
、
蜜
和
。
發
日
早
、
服
五
丸
、
如
梧
子
、
須
臾
又
服
五
丸
。
發
晚
者
、

至
發
可
三
四
服
、
令
其
得
吐
為
佳
、
欲
不
即
斷
畏
吐
者
、
但
則
長
將
久
服
、
無
不
差
也
。

忌
生
葱
、
生
菜
、
猪
肉
。

◎
又
（
第
二
）
療
三
十
年
瘧
、
常
山
湯
方
。

常
山
（
三
兩
）　

黃
連
（
三
兩
）

右
二
味
、
切
、
以
酒
一
斗
、
宿
漬
之
。
向
晩
以
瓦
釜
煮
。
取
六
升
、
一
服
八
合
。
比
發

時
、
令
得
三
服
、
有
熱
當
吐
、
有
冷
當
下
、
服
之
者
千
百
無
一
不
斷
。
亦
可
半
合
、
無

服
全
劑
者
。

並
出
二
十
二
卷
中
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
生
葱
、
生
菜
。

■
許
仁
則
療
瘧
方
四
首

又
療
此
病
、
曾
用
釋
深
師
一
方
、
大
有
效
。

其
方
有
巴
豆
、
皂
莢
、
藜
蘆
、
三
味
作
丸
服
、
雖
經
困
苦
、
一
服
永
斷
。
並
出
第
一
卷
中
。

昇
同
。
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『
外
臺
秘
要
方
』
卷
六

■
霍
亂
煩
躁
方
八
首

★
備
急
、
療
霍
亂
煩
躁
方
。（『
醫
心
方
』
卷
十
一　

治
霍
亂
心
腹
脹
滿
方　

第
三
所

引
僧
深
方
、
治
霍
亂
腹
脹
滿
不
得
吐
方
に
類
似
）

黃
梁
米
粉
半
升
、
水
一
升
半
、
和
攪
如
白
飲
頓
服
。

糯
米
亦
得
。

■
霍
亂
乾
嘔
方
五
首

★
千
金
、
療
霍
亂
引
飲
後
輒
乾
嘔
方
。（『
醫
心
方
』
卷
十
一　

治
霍
亂
心
腹
痛
方　

第
二
所
引
僧
深
方
、
治
霍
亂
腹
痛
而
煩
方
に
類
似
）

生
薑
五
兩

水
五
升
煮
。
取
二
升
半
、
分
二
服
。

又
、
煮
高
良
薑
飲
之
、
大
佳
。

延
年
祕
錄
・
備
急
・
小
品
・
崔
氏
・
張
文
仲
同
。

出
第
二
十
卷
中
。

☆
『
千
金
方
』
卷
二
十　

膀
胱
腑　

霍
亂
第
六
（
論
二
首
、
證
四
條
、
方
二
十
八
首
、

灸
法
十
八
首
）

霍
亂
引
飲
、
飲
輒
乾
嘔
方
、

生
薑　

五
兩

咀
、
以
水
五
升
煮
。
取
二
升
半
、
分
二
服
。

高
良
薑
、
大
佳
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
七

■
冷
氣
心
痛
方
五
首

◎
深
師
、
療
胸
滿
短
氣
、
心
痛
吐
、
茯
冷
、
防
風
茯
苓
湯
方
。

防
風
（
二
兩
）　

茯
苓
（
二
兩
）　

桂
心
（
六
兩
）　

甘
草
（
二
兩
、炙
）　

半
夏
（
四
兩
、

洗
）　

乾
薑
（
四
兩
、
炮
）　

人
參
（
三
兩
）

右
七
味
、
切
、
以
水
一
斗
、
煮
。
取
三
升
、
絞
去
滓
、
分
三
服
、
良
。

忌
酢
物
、
生
葱
、
海
藻
、
菘
菜
、
羊
肉
、
餳
。

出
第
十
六
卷
中
。

■
心
腹
痛
及
脹
滿
痛
方
一
十
首

◎
深
師
、
療
久
寒
冷
、
胸
膈
滿
、
心
腹
﹇
手
激
﹈
痛
、
不
能
食
、
葱
乏
吸
吸
不
足
、
前

胡
湯
方
。

前
胡
（
一
兩
）　

羊
脂
（
二
兩
）　

大
棗
（
二
十
枚
、
擘
）　

當
歸
（
一
兩
）　

茯
苓
（
一

兩
） 

白
朮
（
一
兩
）　

芍
藥
（
六
分
）　

桂
心
（
一
兩
）　

半
夏
（
二
兩
）　

乾
薑
（
一
兩
）

　

麥
門
冬
（
六
分
、
去
心
）　

茱
萸
（
三
百
粒
）

右
十
二
味
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
相
去
如
人
行
十
里
、
進
一
服
。

忌
酢
物
、
生
葱
、
羊
肉
、
餳
、
桃
李
、
雀
肉
等
。

出
第
十
六
卷
中
。

■
心
腹
脹
滿
及
鼓
脹
方
一
十
四
首

◎
深
師
、
療
腹
脹
滿
彭
彭
、
逆
害
飲
食
、
煩
熱
不
得
臥
、
流
汗
、
厚
朴
湯
方
。

厚
朴
（
炙
）　

桂
心　

芍
藥　

半
夏
（
洗
、
各
三
兩
）　

枳
實
（
三
枚
、
炙
）
甘
草
（
二

兩
、
炙
）　

麥
門
冬
（
四
兩
、
去
心
）　

黃
芩
（
一
兩
）　

乾
薑
（
二
兩
）

右
九
味
、
切
、
以
水
一
斗
、
煮
。
取
二
升
半
、
絞
去
滓
、
服
八
合
、
日
三
。

小
便
難
、
加
朮
三
兩
、
人
參
四
兩
。

忌
生
葱
、
海
藻
、
菘
菜
、
羊
肉
、
餳
。
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出
第
十
六
卷
中
。

■
寒
疝
心
痛
方
三
首

★
范
汪
、
大
茱
萸
丸
、
療
心
腹
寒
疝
、
胸
中
有
逆
氣
、
時
上
搶
心
痛
、
煩
滿
不
得
臥
、

面
目
惡
風
、
悸
掉
、
惕
惕
時
驚
、
不
欲
飲
食
而
嘔
、
變
發
寒
熱
方
。

茱
萸
（
半
升
）　

細
辛　

芍
藥　

柴
胡
（
一
方
用
前
胡
）　

旋
復
花　

黃
芩
紫
菀　

人
參　

白
朮　

茯
苓　

乾
薑　

桂
心　

附
子（
炮
）　

甘
草（
炙
）　

半
夏（
洗
）　

當
歸（
各

半
兩
）

右
十
六
味
、
搗
篩
、
以
蜜
和
、
為
丸
、
如
梧
子
。
先
食
服
三
丸
、
日
三
、
不
知
稍
加
。

忌
生
葱
、
羊
肉
、
餳
、
酢
物
、
桃
李
、
雀
肉
、
猪
肉
、
生
菜
、
海
藻
、
菘
菜
、
除
此
更

無
所
忌
。

深
師
同
。

出
第
十
四
卷
中
。（
一
方
、
有
蜀
椒
、
無
桂
心
。
又
一
方
、
有
乾
地
黃
、
無
黃
芩
。）

■
七
疝
方
三
首

★
古
今
錄
驗
、七
疝
丸
、療
疝
諸
寒
、臍
傍
痛
上
、支
胸
中
滿
少
氣
。
太
醫
丞
樊
之
方
。

（『
醫
心
方
』
卷
十　

治
七
疝
方
第
三
所
引
錄
驗
方
、
七
疝
丸
注
所
引
僧
深
方
に
類
似
）

蜀
椒
（
五
分
、汗
）　

乾
薑　

厚
朴
（
炙
）　

黃
芩　

細
辛　

芍
藥　

桂
心
（
各
四
分
）

　

桔
梗
（
二
分
）　

烏
喙
（
一
分
、
炮
）　

柴
胡
（
一
分
）　

茯
苓
（
一
分
）　

牡
丹
皮
（
一

分
）

右
十
二
味
、
搗
篩
、
蜜
和
丸
梧
子
大
、
先
餔
、
以
酒
服
七
丸
、
日
三
。
不
知
漸
加
、
以

知
為
度
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
生
葱
、
生
菜
、
酢
物
、
胡
荽
。

范
汪
同
。

出
第
十
卷
中
。

■
寒
疝
不
能
食
方
四
首

◎
深
師
、
療
虛
冷
心
腹
寒
疝
、
胸
脅
支
滿
、
飲
食
不
消
、
腹
中
痛
、
久
痢
頸
強
、
芎

丸
方
。

芎
藭
（
七
分
）　

烏
頭
（
四
分
、炮
）　

防
葵
（
三
分
）　

蜀
椒
（
九
分
、汗
）　

白
薇
（
二

分
）　

桂
心
（
十
分
）　

白
芷
（
五
分
）　

茱
萸
（
六
分
）　

乾
薑
（
八
分
）

右
九
味
、
搗
篩
、
蜜
和
、
丸
如
梧
子
。
飲
服
二
丸
、
日
三
。
稍
加
至
五
六
丸
、
以
知
為
度
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
生
葱
。

范
汪
同
。

◎
又
（
第
二
）
主
虛
冷
痰
癖
疝
、
食
不
消
、
心
腹
痛
、
氣
弱
不
欲
食
、
虛
惙
羸
痩
、
呉

茱
萸
丸
方
。

茱
萸
（
十
分
）　

紫
菀
（
三
分
）　

白
薇
（
三
分
）　

烏
頭
（
十
分
、炮
）　

桂
心
（
六

分
）　

前
胡　

芍
藥　

細
辛　

芎
藭　
　

黃
芩
（
各
五
分
）

右
十
五
味
、
下
篩
、
蜜
和
。
酒
服
、
如
梧
子
、
五
丸
、
日
三
、
稍
加
之
。

忌
猪
肉
、
冷
水
、
桃
李
、
生
葱
、
生
菜
等
。

出
第
十
六
卷
中
。

（
宋
臣
注
云
、
謹
按
別
本
有
此
方
、
元
欠
五
味
。
按
忌
法
有
桃
李
、
即
當
用
白
朮
、
恐
後

古
今
錄
驗
治
寒
疝
積
聚
是
全
方
。）

★
同
卷　

寒
疝
積
聚
方
四
首
所
引
古
今
錄
驗
、療
久
寒
三
十
歲
、心
腹
疝
、癥
瘕
積
聚
、

邪
氣
往
來
、
厥
逆
搶
心
痛
、
大
痺
羸
痩
少
氣
、
婦
人
產
乳
餘
疾
、
胸
脅
支
滿
、
不
嗜
食
、

手
足
悁
煩
、
月
水
不
通
、
時
時
便
血
、
名
曰
、
破
積
聚
烏
頭
續
命
丸
方
。

食
茱
萸
（
十
分
）　

芍
藥
（
五
分
）　

細
辛
（
五
分
）　

前
胡
（
五
分
、
一
云
柴
胡
）　

乾
薑
（
十
分
）　

烏
頭
（
十
分
、
炮
）　

紫
菀　

黃
芩　

白
朮　

白
薇
（
各
三
分
）　

芎
藭
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人
參　

乾
地
黃
（
各
五
分
）　

蜀
椒
（
十
分
、
汗
）　

桂
心
（
十
分
）

右
十
五
味
、
搗
篩
、
蜜
和
、
為
丸
如
梧
子
大
。
先
食
、
服
三
丸
、
日
三
。
不
知
、
稍
加

至
七
丸
。

忌
生
菜
、
生
葱
、
猪
肉
、
冷
水
、
桃
李
、
雀
肉
、
蕪
荑
等
。

范
汪
同
。

出
第
十
卷
中
。

■
寒
疝
積
聚
方
四
首

◎
深
師
、
破
積
丸
、
療
寒
疝
久
積
聚
、
周
走
動
搖
、
大
者
如
鱉
、
小
者
如
杯
、
乍
來
乍
去
、

在
於
胃
管
・
大
腸
、
脹
滿
不
通
、
風
寒
則
腸
鳴
、
心
下
寒
、
氣
上
搶
、
胸
脅
支
滿
、
芫

花
丸
方
。

芫
花
（
一
分
）　

蜀
椒
（
一
分
、
汗
）　

大
黃
（
六
分
）　

細
辛
（
六
分
）　

桔
梗
（
五
分
） 

烏
頭
（
四
分
、
炮
）　

茱
萸　

芍
藥　

茯
苓
（
各
三
分
）　

龍
膽
（
二
分
）　

半
夏
（
一
分
、

洗
）

右
十
一
味
、
搗
篩
、
蜜
和
、
丸
如
梧
子
大
。
飲
服
五
丸
、
日
三
。
當
下
如
泥
、
病
愈
。

忌
猪
羊
肉
、
餳
、
酢
物
、
生
菜
等
。

◎
又
（
第
二
）
當
歸
丸
、
療
心
腹
勞
強
、
寒
疝
、
邪
氣
往
來
、
牢
堅
固
結
聚
、
苦
寒
煩
悁
。

（
於
緣
切
。
下
同
）
不
得
臥
、
夜
苦
汗
出
、
大
便
堅
、
小
便
不
利
、
流
飲
在
腹
中
、
食
不

生
肌
方
。

桔
梗
（
二
分
）　

葶
藶
子
（
熬
、
五
分
）　

藜
蘆
（
炙
、
二
分
）　

厚
朴
（
炙
、
五
分
）

　

杏
人（
五
十
枚
、
去
皮
尖
）　

附
子（
炮
、
五
分
）　

桂
心　

人
參（
各
三
分
）　

沙
參（
三

分
） 

特
生
礜
石
（
一
兩
、
燒
半
日
）

右
十
味
、
搗
篩
、
蜜
和
、
如
梧
子
。
飲
服
三
丸
、
日
三
、
稍
加
之
。

忌
猪
肉
、
生
葱
、
冷
水
。

出
第
二
十
二
卷
中
。

『
外
臺
秘
要
方
』
卷
八

■
痰
飲
食
不
消
及
嘔
逆
不
下
食
方
九
首

★
范
汪
、
薑
椒
湯
、
主
胸
中
積
聚
痰
飲
、
飲
食
減
少
、
胃
氣
不
足
、
欬
逆
吐
吐
方
。

半
夏
（
三
兩
、
洗
）　

生
薑
（
汁
、
七
合
）　

桂
心　

附
子　

甘
草
（
炙
）　

茯
苓　

桔

梗
（
各
一
兩
）
蜀
椒
（
二
合
、
汗
）　

橘
皮
（
二
兩
、
切
）

右
九
味
、
切
、
以
水
七
升
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、
內
薑
汁
煎
、
取
四
升
半
、
分
三
服
、

服
三
劑
佳
。

若
欲
服
大
散
、
并
諸
五
石
丸
、
必
先
服
此
方
及
進
黃
耆
丸
輩
、
必
佳
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
羊
肉
、
餳
、
生
葱
、
猪
肉
、
冷
水
、
酢
物
。

千
金
翼
、
深
師
同
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
九　

雜
病
中　

淡
飲
第
四
（
方
一
十
四
首
）

薑
椒
湯
、
主
胸
中
積
聚
淡
飲
、
飲
食
減
少
、
胃
氣
不
足
、
欬
逆
嘔
吐
方
。

生
薑
汁
（
柒
合
）　

蜀
椒
（
參
合
、
汗
、
去
目
閉
口
者
）　

半
夏
（
參
兩
、
洗
）　

橘
皮

（
貳
兩
）　

茯
苓　

桔
梗　

桂
心　

附
子
（
炮
、
去
皮
）　

甘
草
（
炙
、
各
壹
兩
）。

右
玖
味
、

咀
、
以
水
柒
升
煮
。
取
貳
升
伍
合
、
去
滓
、
內
薑
汁
煎
取
貳
斗
、
分
參
服
、

服
兩
劑
佳
、
若
欲
服
大
散
諸
五
石
丸
、
必
先
服
此
方
、
乃
進
黃
耆
丸
輩
、
必
佳
。

☆
『
千
金
方
』
巻
十
八　

大
腸
腑　

痰
飲
第
六
（
論
一
首
、方
四
十
一
首
、灸
法
一
首
）

薑
椒
湯
、
主
胸
中
積
痰
飲
、
飲
食
減
少
、
胃
氣
不
足
咳
逆
嘔
吐
方
。

薑
汁
（
七
分
）　

蜀
椒
（
三
合
）　

半
夏
（
三
兩
）　

桂
心　

附
子　

甘
草
（
各
一
兩
）

　

橘
皮　

桔
梗　

茯
苓
（
各
二
兩
）

右
九
味

咀
、
以
水
九
升
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、
內
薑
汁
煮
。
取
二
升
、
分
三
服
。

服
三
劑
、
佳
。
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若
欲
服
大
散
諸
五
石
丸
、
必
先
服
此
湯
、
及
進
黃
耆
丸
、
佳
。

一
方
、
不
用
甘
草
。

■
支
飲
方
九
首

◎
深
師
、
療
心
下
有
支
飲
、
其
人
喜
眩
、（
一
作
苦
冒
）
澤
瀉
湯
方
。

白
朮
（
二
兩
）
澤
瀉
（
五
兩
）

右
二
味
、
切
、
以
水
二
升
、
煮
。
取
一
升
。
又
以
水
一
升
、
煮
。
取
五
合
。
合
此
二
汁
、

分
為
再
服
。

忌
桃
李
、
雀
肉
等
。（
此
本
仲
景
傷
寒
論
方
。）

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
二　

痰
飮
欬
嗽
病
脉
證
并
治
第
十
二

心
下
有
支
飮
、
其
人
苦
冒
眩
、
澤
瀉
湯
主
之
。

澤
瀉
湯
方
。

澤
瀉
五
兩　

白
朮
二
兩

右
二
味
、
以
水
二
升
煮
、
取
一
升
、
分
温
再
服
。

★
千
金
、
又
膈
閒
支
飲
、
其
人
喘
滿
、
心
下
痞
堅
、
面
黧
黑
、
其
脈
沈
緊
、
得
之
數

十
日
、
醫
吐
下
之
不
愈
、
木
防
已
湯
主
之
方
（
第
七
）。

木
防
已
（
三
兩
）　

石
膏
（
雞
子
大
三
枚
）　

桂
心
（
二
兩
）　

人
參
（
四
兩
、
切
）

右
四
味
、
以
水
四
升
、
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
分
再
服
。
虛
者
即
愈
、
實
者
三
日
復
發
、

則
復
與
。

不
愈
者
、
宜
去
石
膏
、
加
茯
苓
、
芒
硝
湯
方
。

木
防
已
（
三
兩
）　

桂
心
（
二
兩
）　

人
參　

茯
苓
（
各
四
兩
）　

芒
硝
（
三
合
）

右
五
味
、
以
水
六
升
煮
四
味
、
取
二
升
、
去
滓
、
內
芒
硝
、
分
溫
再
服
、
取
微
下
利
則
愈
。

忌
生
葱
。

深
師
同
。

並
出
第
十
八
卷
中
。（
此
本
仲
景
傷
寒
論
方
。）

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
二　

痰
飮
欬
嗽
病
脉
證
并
治
第
十
二

膈
間
支
飮
、
其
人
喘
滿
、
心
下
痞
堅
、
面
色
黧
黒
、
其
脉
沈
緊
、
得
之
數
十
日
、
醫
吐

下
之
不
愈
、
木
防
已
湯
主
之
。

虚
者
則
愈
、
實
者
三
日
復
發
。

復
與
不
愈
者
、
宜
木
防
已
湯
去
石
膏
、
加
茯
苓
、
芒
消
湯
主
之
。

木
防
已
湯
方
、

木
防
已
三
兩　

石
膏
十
二
枚　

雞
子
大　

桂
枝
二
兩　

人
參
四
兩

右
四
味
、
以
水
六
升
煮
、
取
二
升
、
分
温
再
服
。

木
防
已
加
茯
苓
芒
消
湯
方
、

木
防
已　

桂
枝
各
二
兩　

人
參　

芒
消
三
合　

茯
苓
各
四
兩
、

右
五
味
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
内
芒
消
、
再
微
煎
。
分
温
再
服
、
微
利
則
愈
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
八　

大
腸
腑　

痰
飲
第
六
（
論
一
首
、方
四
十
一
首
、灸
法
一
首
）

膈
間
有
支
飲
、
其
人
喘
滿
、
心
下
痞
堅
、
面
黧
黑
、
其
脈
沈
緊
、
得
之
數
十
日
、
醫
吐

下
之
不
愈
、
木
防
已
湯
主
之
方
。

木
防
已
（
三
兩
）　

桂
心
（
二
兩
）　

人
參
（
四
兩
）　

石
膏
（
雞
子
大
十
二
枚
）。

右
四
味
、

咀
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
分
二
服
、
虛
者
即
愈
、
實
者
三
日
復
發
、

發
則
復
與
。

若
不
愈
、
去
石
膏
、
加
茯
苓
四
兩
・
芒
消
三
合
、
以
水
六
升
煮
。
取
二
升
、
去
滓
、
下

消
令
烊
、
分
二
服
、
微
下
利
、
即
愈
。

一
方
、
不
加
茯
苓
。

■
酒
澼
飲
方
三
首

◎
深
師
、
消
飲
丸
、
療
酒
澼
、
飲
酒
停
痰
水
不
消
、
滿
逆
嘔
吐
、
目
視
茫
茫
、
耳
聾
、
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腹
中
水
聲
方
。

乾
薑　

茯
苓
（
各
三
兩
）　

白
朮
（
八
兩
）　

枳
實
（
四
枚
、
炙
）

右
四
味
、
擣
篩
、
蜜
和
丸
、
服
如
梧
子
五
丸
。
日
三
、
稍
加
之
。
若
下
、
去
枳
實
、
加

乾
薑
二
兩
、
名
為
「
五
飲
丸
」。

忌
桃
李
、
雀
肉
、
大
醋
、
生
冷
之
類
。
大
神
驗
。

◎
又
（
第
二
）
倍
朮
丸
、
療
五
飲
酒
澼
方
。

白
朮
（
一
斤
）　

桂
心　

乾
薑
（
各
半
斤
）

右
三
味
、
擣
篩
、
蜜
和
、
丸
如
梧
子
。
飲
服
十
丸
、
稍
加
之
。
取
下
、
先
食
服
之
、
日
再
。

忌
桃
李
、
雀
肉
、
生
葱
。

◎
又
（
第
三
）
溫
脾
丸
、
療
久
寒
宿
食
酒
澼
方
。

乾
薑
（
三
兩
、
熬
黄
）　

芍
藥
（
三
兩
、
熬
干
）　

蜀
椒
（
二
兩
、
汗
）　

大
黃
（
八
兩
、

切
熬
令
黃
黑
）　

小
草
（
一
兩
、熬
乾
）　

芎
藭
（
熬
黄
）　

茯
苓　

桃
仁
（
去
尖
皮
、熬
）

　

柴
胡
（
熬
干
、
各
三
兩
）

右
九
味
、
擣
篩
、
蜜
和
、
更
擣
萬
杵
、
服
如
大
豆
許
十
丸
、
日
三
。

忌
大
醋
。

並
出
第
二
十
三
卷
中
。

■
留
飲
宿
食
方
七
首

◎
深
師
、
通
草
丸
、
療
積
聚
留
飲
宿
食
、
寒
熱
煩
結
、
長
肌
膚
、
補
不
足
方
。

椒
目　

附
子
（
炮
）　

半
夏
（
洗
）　

厚
朴
（
炙
、各
一
兩
）　

芒
硝
（
五
兩
）　

大
黃
（
九

兩
）　

葶
藶
（
三
兩
、
熬
）　

杏
人
（
三
兩
、
去
尖
皮
、
熬
）

右
八
味
、
擣
、
篩
為
末
、
別
擣
葶
藶
、
杏
人
令
如
膏
、
合
諸
末
、
以
蜜
和
丸
、
擣
五
千
杵
、

服
如
梧
子
二
丸
。

忌
猪
羊
肉
、
餳
等
。
大
效
。

出
第
二
十
三
卷
中
。（
方
中
無
通
草
、
未
詳
其
名
。）

■
飲
澼
方
二
首

◎
深
師
、
附
子
湯
、
療
氣
分
、
心
下
堅
如
盤
、
邊
如
旋
柸
、
水
飲
所
作
、
此
湯
主
之
方
。

桂
心
（
三
兩
）　

生
薑
（
三
兩
）　

麻
黃
（
去
節
、
三
兩
）　

甘
草
（
炙
、
二
兩
）　

細

辛
（
三
兩
）　

大
附
子
（
一
枚
、
炮
）　

大
棗
（
十
二
枚
）

右
七
味
、
切
、
以
水
七
升
、
先
煮
麻
黃
再
沸
、
掠
去
沫
、
乃
下
諸
藥
、
煮
取
二
升
、
去
滓
、

分
服
七
合
。
當
汗
出
如
蟲
行
皮
中
、
即
愈
、
神
驗
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
猪
肉
、
生
葱
、
冷
水
、
生
菜
等
。

並
出
第
二
十
二
卷
中
。（
仲
景
傷
寒
論
名
桂
枝
去
芍
藥
加
麻
黃
細
辛
附
子
湯
。）

☆
『
金
匱
要
略
』
卷
十
四　

水
氣
病
脉
證
并
治
第
十
四

氣
分
、
心
下
堅
、
大
如
盤
、
邊
如
旋
杯
、
水
飮
所
作
、
桂
枝
去
芍
藥
加
麻
辛
附
子
湯
主
之
。

桂
枝
去
芍
藥
加
麻
黄
細
辛
附
子
湯
方
、

桂
枝　

生
薑
三
兩　

甘
草
二
兩　

大
棗
十
二
枚　

麻
黄　

細
辛
各
二
兩　

附
子
一
枚
、

炮
、

右
七
味
、
以
水
七
升
、
煮
麻
黄
、
去
上
沫
、
内
諸
藥
煮
。
取
二
升
、
分
温
三
服
。
當
汗

出
、
如
蟲
行
皮
中
、
則
愈
。

■
癖
飲
方
七
首

◎
深
師
、
朱
雀
湯
、
療
久
病
癖
飲
、
停
痰
不
消
、
在
胸
膈
上
液
液
、
時
頭
眩
痛
、
若
攣
、

眼
睛
身
體
手
足
十
指
甲
盡
黃
。
亦
療
脅
下
支
滿
飲
、
輒
引
脅
下
痛
方
。

甘
遂　

芫
花
（
各
二
分
）　

大
戟
（
三
分
）

右
三
味
、
為
散
、
以
大
棗
十
二
枚
擘
破
、
以
水
六
升
、
先
煎
棗
、
取
二
升
、
內
藥
三
方

寸
匕
、
更
煎
。
取
一
升
二
合
、
分
再
服
。
以
吐
下
為
知
、
未
知
重
服
、
甚
良
無
比
。
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出
第
二
十
三
卷
中
。（
程
本
有
、
通
按
、
此
即
前
十
棗
湯
。）

★
千
金
翼
、
前
胡
湯
、
主
胸
中
久
寒
、
癖
實
宿
痰
、
膈
塞
胸
痛
、
氣
不
通
利
、
三
焦

冷
熱
不
調
、
飲
食
損
少
無
味
、
或
寒
熱
體
重
、
臥
不
欲
起
方
。

前
胡
（
三
兩
）　

生
薑
（
四
兩
）　

黃
芩
（
一
兩
）　

人
參
（
二
兩
）　

茱
萸
（
一
兩
）

　

大
黃（
二
兩
）　

防
風（
一
兩
）　

杏
仁（
三
十
枚
、
去
皮
尖
）　

當
歸　

甘
草（
各
二
兩
、

炙
）
半
夏
（
三
兩
、
洗
）　

麥
門
冬
（
一
兩
、
去
心
）

右
十
二
味
切
、
以
水
一
斗
、
煮
取
三
升
、
去
滓
、
分
溫
三
服
、
日
三
服
、
三
劑
良
。

深
師
云
、
若
脅
下
滿
、
加
大
棗
二
枚
、
利
水
亦
佳
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
羊
肉
、
餳
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
九　

雜
病
中　

淡
飲
第
四
（
方
一
十
四
首
）

前
胡
湯
、
主
胸
中
久
寒
、
澼
實
宿
淡
、
隔
塞
胸
痛
、
氣
不
通
利
、
三
焦
冷
熱
不
調
、
食

飲
減
少
無
味
、
或
寒
熱
體
重
、
臥
不
欲
起
方
。

前
胡　

人
參　

大
黃　

當
歸　

甘
草
（
炙
、
各
貳
兩
）　

黃
芩　

防
風　

麥
門
冬
（
去

心
） 

茱
萸
（
各
壹
兩
）　

半
夏
（
參
兩
、洗
）　

生
薑
（
肆
兩
、切
）　

杏
仁
（
參
拾
枚
、

去
皮
尖
兩
仁
）

右
壹
拾
貳
味
、

咀
、
以
水
壹
斗
煮
。
取
參
升
、
分
參
服
、
日
參
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
八　

大
腸
腑　

痰
飲
第
六
（
論
一
首
、方
四
十
一
首
、灸
法
一
首
）

前
胡
湯
、
治
胸
中
久
寒
、
澼
實
、
隔
塞
胸
痛
、
氣
不
通
利
、
三
焦
冷
熱
不
調
、
食
飲
損

少
無
味
、
或
寒
熱
身
重
、
臥
不
欲
起
方
。

前
胡
（
三
兩
）　

黃
芩　

麥
門
冬　

茱
萸
（
各
一
兩
）　

生
薑
（
四
兩
）　

大
黃　

防

風
（
各
一
兩
）　

人
參　

當
歸　

甘
草　

半
夏
（
各
三
兩
）　

杏
人
（
四
十
枚
）。

右
十
二
味
、

咀
、
以
水
一
斗
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
分
三
服
。

（
深
師
方
云
、
若
脇
下
滿
、
加
大
棗
十
二
枚
。
此
利
水
、
亦
佳
）。

★
又
（
第
二
）
薑
附
湯
、
主
痰
癖
氣
方
。

生
薑
（
八
兩
、
切
）　

附
子
（
四
枚
）

右
二
味
、
水
五
升
、
煮
取
二
升
、
分
再
服
。
亦
主
卒
風
大
良
。
忌
猪
肉
、
冷
水
。

深
師
同
。

出
第
十
九
卷
中
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
九　

雜
病
中　

淡
飲
第
四
（
方
一
十
四
首
）

薑
附
湯
、
主
淡
癖
氣
方
。

生
薑
（
捌
兩
、
切
）　

附
子
（
肆
兩
、
生
。
去
皮
。
肆
破
）

右
貳
味
、
以
水
捌
升
煮
。
取
貳
升
、
分
肆
服
、
日
貳
。
亦
主
卒
風
、
大
良
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
八　

大
腸
腑　

痰
飲
第
六

薑
附
湯
、
主
痰
冷
癖
氣
、
胸
滿
短
氣
、
嘔
沫
、
頭
痛
、
飲
食
不
消
化
方
。

生
薑
（
八
兩
）　

附
子
（
四
兩
、
生
用
、
四
破
）

右
二
味
、

咀
、
以
水
八
升
煮
。
取
二
升
、
分
四
服
。
亦
主
卒
風
。

■
痰
厥
頭
痛
方
八
首

★
千
金
翼
、
葱
白
湯
、
主
冷
熱
膈
痰
、
發
時
頭
痛
悶
亂
、
欲
吐
不
得
方
。

葱
白
（
二
七
莖
）
烏
頭
（
二
分
、
炮
）　

甘
草
（
二
分
、
炙
）
真
朱
（
一
分
、
研
）　

常
山
（
二
分
）　

桃
葉
（
一
把
）

右
六
味
、
切
、
以
酒
四
升
水
四
升
合
煮
。
取
三
升
、去
滓
、內
真
朱
、服
一
升
、得
吐
止
。

忌
海
藻
、
菘
菜
、
猪
肉
、
冷
水
、
生
葱
、
生
菜
、
生
血
等
物
。

千
金
、
深
師
同
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
九　

雜
病
中　

淡
飲
第
四
（
方
一
十
四
首
）

葱
白
湯
、
主
冷
熱
膈
淡
、
發
時
頭
痛
悶
亂
、
欲
吐
不
得
方
。

葱
白
（
貳
柒
莖
、
切
）　

桃
葉
（
壹
把
）　

烏
頭
（
炮
、
去
皮
）　

真
珠　

常
山　

甘
草

（
炙
、
各
半
兩
）
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右
陸
味
、

咀
、
以
酒
肆
升
、
水
肆
升
、
合
煮
。
取
參
升
、
去
滓
、
內
真
珠
、
服
壹
升
。

得
吐
、
止
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
八　

大
腸
腑　

痰
飲
第
六
（
論
一
首
、方
四
十
一
首
、灸
法
一
首
）

葱
白
湯
、
治
冷
熱
膈
痰
、
發
時
頭
痛
悶
亂
、
欲
吐
不
得
者
方
。

葱
白
（
二
七
莖
）　

烏
頭　

甘
草　

眞
朱　

恒
山
（
各
半
兩
）　

桃
葉
（
一
把
、
一
作

枇
杷
葉
）

右
六
味
、

咀
、
以
水
酒
各
四
升
和
煮
、
取
三
升
、
去
滓
、
內
朱
、
一
服
一
升
。
吐
即
止
。

★
千
金
翼
、
又
（
第
二
）
療
痰
飲
頭
痛
、
往
來
寒
熱
方
。

常
山
（
一
兩
）　

雲
母
粉
（
二
兩
）

右
二
味
為
散
、
熟
湯
服
方
寸
匕
、
吐
之
止
。
若
吐
不
盡
、
更
服
。

忌
生
葱
、
生
菜
。

深
師
云
、
雲
母
半
兩
鍊
之
、
餘
同
。

並
出
第
十
九
卷
中
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
九　

雜
病
中　

淡
飲
第
四
（
方
一
十
四
首
）

治
淡
飲
頭
痛
往
來
寒
熱
方

常
山
（
壹
兩
）　

雲
母
粉
（
貳
兩
）

右
貳
味
、
擣
篩
為
散
、
熱
湯
服
壹
方
寸
匕
。
吐
之
、
止
。
吐
不
盡
、
更
服
。

■
五
膈
方
八
首

★
古
今
錄
驗
、
又
療
邪
氣
嘔
逆
、
吸
氣
五
膈
為
病
、
五
藏
俱
虛
、
則
受
風
冷
。
五
藏

有
邪
、
呼
吸
不
足
、
陰
注
於
內
、
陽
結
於
外
、
陰
陽
錯
亂
、
語
言
無
常
、
俠
舌
左
右
、

狀
如
結
氣
、
喉
咽
不
利
、
氣
出
不
入
、
此
血
氣
衰
微
、
藏
凝
冷
氣
成
之
。
服
此
丸
、
安

穀
・
通
氣
・
溫
藏
、
五
膈
丸
出
僧
深
方
（
第
三
）。

蜀
椒
（
一
升
、汗
）　

乾
薑
（
二
兩
）　

桂
心
（
二
兩
）　

芍
藥
（
一
兩
半
）　

半
夏
（
洗
） 

細
辛　

茯
苓
（
各
一
兩
）　

前
胡
（
一
兩
半
）

右
八
物
、
擣
篩
、
蜜
和
。
服
如
彈
丸
一
枚
、
喉
中
稍
稍
吞
之
。
可
增
至
三
丸
。
或
冷
則

加
遠
志
一
兩
佳
、
日
再
。

忌
羊
肉
、
餳
、
生
葱
、
生
菜
、
醋
物
。

■
氣
噎
方
六
首

◎
深
師
、
療
胸
滿
氣
噎
、
通
氣
湯
方
。

半
夏
（
八
兩
、
洗
）　

生
薑
（
六
兩
）　

桂
心
（
三
兩
）　

大
棗
（
三
十
枚
、
擘
）

右
四
味
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
服
五
合
、
日
三
夜
一
。

忌
羊
肉
、
餳
、
生
葱
。

千
金
同
。

出
第
二
十
二
卷
中
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
方
二
十
八
首
）

通
氣
湯
、
主
胸
滿
氣
噎
方
。

半
夏
（
八
兩
）　

生
薑
（
九
兩
）　

桂
心
（
三
兩
）　

大
棗
（
三
十
枚
）

右
四
味
、

咀
、
以
水
八
升
煮
。
取
三
升
、
分
五
服
、
日
三
、
夜
二
服
。

★
古
今
錄
驗
、
羚
羊
角
湯
、
療
噎
氣
不
通
、
不
得
下
食
方
。

羚
羊
角
（
屑
、二
兩
）　

厚
朴
（
炙
）　

茱
萸　

乾
薑
（
各
三
兩
）　

通
草　

橘
皮
（
各

二
兩
）
烏
頭
（
十
五
枚
、
炮
）

右
七
味
、
切
、
以
水
九
升
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
日
三
。

忌
猪
肉
、
冷
水
。

深
師
、
千
金
同
。

出
第
二
十
七
卷
中
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
方
二
十
八
首
）
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羚
羊
角
湯
、
治
氣
噎
不
通
、
不
得
食
方
。

羚
羊
角　

通
草　

橘
皮
（
各
二
兩
）　

厚
朴　

乾
薑　

茱
萸
（
各
三
兩
）　

烏
頭
（
五

枚
）

右
七
味
、

咀
、
以
水
九
升
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
日
三
。

■
諸
噎
方
一
十
二
首

◎
深
師
、
療
噎
方
。

羚
羊
角
（
屑
）　

前
胡　

甘
草
（
各
一
兩
）　

人
參　

橘
皮
（
各
二
兩
）

右
五
味
、
切
、
以
水
六
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
四
服
。

忌
海
藻
、
菘
菜
。

◎
又
方
（
第
二
）、

鸕

喙

右
一
物
、
當
噎
時
以
銜
之
、
則
下
。

肘
後
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
六

附
方
『
外
台
秘
要
』、
療
鯁
。
又
方
（
第
三
）、

口
稱
鸕

、
則
下
。

◎
又
方
（
第
三
）、

羚
羊
角

右
一
物
、
多
少
自
在
、
末
之
、
飲
服
亦
可
。
以
角
摩
噎
上
、
良
。

並
出
第
二
十
二
卷
中
。

★
集
驗
、
療
噎
方
。

取
頭
垢
如
棗
大
、
以
粥
若
漿
水
和
、
服
之
。

肘
後
、
深
師
同
。

出
第
十
卷
中
。

☆
今
本
『
肘
後
備
急
方
』
闕
。

■
卒
食
噎
方
九
首

★
肘
後
、
又
方
（
第
二
）、

春
杵
頭
糠
、
置
手
巾
角
以
拭
齒
、
立
下
。

集
驗
、
深
師
、
千
金
同
。

並
出
第
五
卷
中
。

☆
今
本
『
肘
後
備
急
方
』
闕
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
、
方
二
十
八
首
）

治
卒
噎
方
。
又
方
（
第
三
）。

刮
舂
杵
頭
細
糠
、
含
之
、
即
下
。
神
驗
。

☆
『
千
金
翼
方
』
卷
十
一　

小
兒　

噎
病
第
十
（
方
二
首
）

又
方
（
第
二
）、

以
手
巾
布
裹
春
杵
頭
糠
拭
齒
。

◎
深
師
、
療
卒
噎
法
。

傍
人
可
緩
解
衣
帶
、
勿
令
噎
者
知
、
則
愈
。

◎
又
（
第
二
）
療
卒
噎
方
。

與
共
食
人
當
以
手
捉
噎
人
箸
、
問
曰
、
此
等
何
物
。
噎
人
當
荅
言
筯
。
共
食
人
云
、
噎

下
去
。
則
立
愈
。

◎
又
（
第
三
）
療
卒
噎
不
下
方
。

水
一
柸　

刀
一
口

右
二
物
、
先
以
刀
橫
畫
水
、
巳
後
、
盡
飲
之
、
則
下
。

出
第
二
十
二
卷
中
。
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★
備
急
、
又
方
（
第
二
）、

取
老
牛
涎
沫
如
棗
核
大
、
置
水
中
飲
之
、
終
身
不
有
噎
。

必
效
、
肘
後
、
深
師
、
千
金
同
。

並
出
第
三
卷
中
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
巻
六

治
卒
食
噎
不
下
方
第
四
十
九
又
方
（
第
二
）、

取
老
牛
涎
沫
如
棗
核
大
、
置
水
中
、
飲
之
。
終
身
不
復
患
噎
也
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
方
二
十
八
首
）

治
諸
噎
方
、
又
方
（
第
三
）、

老
牛
涎
棗
核
大
、
水
中
飲
之
、
終
身
不
復
噎
。

■
諸
骨
哽
方
三
十
五
首

★
肘
後
、
又
方
（
第
四
）、

燒
雞
足
末
、
服
方
寸
匕
、
酒
下
、
立
出
。

深
師
同
。

☆
今
本
『
肘
後
備
急
方
』
闕
。

★
又
方
（
第
五
）、

生
艾
蒿
數
升
、
水
酒
共
一
斗
、
煮
取
三
四
升
、
稍
稍
飲
之
。

深
師
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
六　

治
卒
誤
吞
諸
物
及
患
方
第
五
十
一

附
方

鐵
相
公
『
篋
中
方
』、
療
誤
吞
錢
。
又
方
（
第
二
）、

取
艾
蒿
一
把
、
細
銼
、
用
水
五
升
、
煎
取
一
升
、
頓
服
、
便
下
。

◎
深
師
、
療
食
魚
骨
哽
方
。

捕
魚
網
燒
、
飲
服
刀
圭
匕
、
良
。
是
魚
哽
、
燒
魚
網
服
之
良
。

◎
又
（
第
二
）
療
哽
及
刺
不
出
方
。

服
薔
薇
灰
末
方
寸
匕
、日
三
。
亦
療
折
箭
刺
入
、膿
囊
不
出
、堅
燥
及
鼠
撲
、服
之
十
日
、

哽
刺
皆
穿
皮
出
、
效
。

◎
又
（
第
三
）
療
鐵
棘
竹
木
諸
刺
在
肉
中
、
折
不
出
、
及
哽
不
下
方
。

半
夏
（
二
兩
、
洗
）　

白
斂
（
二
兩
）

右
二
物
、
擣
篩
、
酒
服
半
錢
匕
、
日
三
。
寧
從
少
少
起
者
、
半
夏
戟
人
喉
中
故
也
。

忌
羊
肉
、
餳
等
。
加
乾
薑
一
兩
尤
佳
。

◎
又
方
（
第
四
）、

鼠
腦
、
厚
塗
瘡
上
則
出
、
亦
可
用
墳
鼠
、
大
效
。

◎
又
療
哽
方
（
第
五
）。

螻
蛄
腦

右
一
物
、
吞
即
下
。
亦
療
刺
不
出
、
塗
刺
瘡
上
。

◎
又
療
咽
哽
方
（
第
六
）。

取
魚
尾
、
著
衣
領
、
令
下
推
、
立
下
。

◎
又
方
（
第
七
）、

白
斂
白
等
分
、
擣
散
、
飲
服
刀
圭
。

◎
又
療
食
哽
方
（
第
八
）。

鷹
糞
燒
（
程
本
下
有
灰
存
性
句
。）

右
一
物
、
下
篩
、
服
方
寸
匕
。
虎
狼
鵰
屎
皆
可
服
之
、
佳
。

◎
又
（
第
九
）
療
骨
哽
咽
不
得
下
飲
食
方
。

白
雞
翼
翮
大
毛
各
一
枚
、
著
銅
器
中
燒
之
、
焦
作
灰
、
飲
服
一
刀
圭
、
立
下
。

◎
又
（
第
十
）
療
哽
方
。

半
夏
（
五
兩
、
洗
）　

白
芷
（
五
兩
）
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右
二
物
、
擣
篩
。
服
方
寸
匕
、
則
嘔
出
。

忌
羊
肉
、
餳
。

◎
又
方
（
第
十
一
）、

以
東
流
水
一
柸
、
東
向
坐
、
以
手
指
畫
水
中
、
作
龍
字
訖
、
飲
水
。
不
自
曉
書
、
令
他

人
持
手
書
、
良
。

◎
又
方
（
第
十
二
）、

凡
書
文
曰
、
天
有
門
、
地
有
根
、
諸
家
入
口
者
、
皆
當
得
吞
。

集
驗
同
。

並
出
第
二
十
二
卷
中
。

★
千
金
、
又
療
諸
哽
方
（
第
六
）。

作
竹
篾
、
刮
令
滑
、
綿
纏
、
內
咽
中
、
令
至
哽
處
、
可
進
退
引
之
、
哽
即
出
。

小
品
、
古
今
錄
驗
、
深
師
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
、
方
二
十
八
首
）

治
諸
哽
方
、
又
方
（
第
二
）、

作
竹
篾
、
刮
令
滑
、
綿
裹
、
內
咽
中
、
令
至
哽
處
、
可
進
退
引
之
、
哽
即
隨
出
。

★
張
文
仲
、
又
方
（
第
二
）、

小
嚼
薤
白
令
柔
、
以
繩
繫
中
央
、
持
繩
一
端
、
吞
薤
到
哽
處
引
、
哽
當
隨
出
。

集
驗
、
古
今
錄
驗
、
深
師
、
備
急
、
千
金
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
方
二
十
八
首
）

治
諸
哽
方
、
又
方
（
第
四
）、

煮
薤
白
令
半
熟
、
小
嚼
之
、
以
線
繫
薤
中
央
、
捉
線
處
薤
、
下
喉
、
至
哽
處
牽
引
、

哽
即
出
矣
。

■
雜
誤
吞
物
方
一
十
七
首

◎
深
師
、
療
誤
吞
鉤
方
。

虎
珀
珠

右
一
物
、
貫
著
鉤
繩
、
推
令
前
入
至
鉤
所
、
又
復
推
、
以
牽
引
出
矣
。
若
水
精
珠
、
卒

無
珠
、
堅
物
摩
令
滑
、
用
之
也
。

出
第
二
十
二
卷
中
。

★
張
文
仲
、
又
療
誤
吞
錢
方
（
第
二
）。

擣
火
炭
末
、
服
方
寸
匕
、
則
出
。

肘
後
、
小
品
、
集
驗
、
千
金
、
備
急
、
深
師
同
。

☆
『
肘
後
備
急
方
』
卷
六　

治
卒
誤
吞
諸
物
及
患
方
第
五
十
一

誤
吞
錢
。

燒
火
炭
末
、
服
方
寸
匕
、
即
出
。

短
劇
同
。

☆
『
千
金
方
』
卷
十
六　

胃
腑　

噎
塞
第
六
（
論
一
首
、
方
二
十
八
首
）

治
吞
錢
方
、
又
方
（
第
二
）、

末
火
炭
、
酒
服
方
寸
匕
。
水
服
、
亦
得
。
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〈
研
究
資
料
〉

合
巻
『
雷
神
門
再
建
御ご

膳ぜ
ん

浅あ
さ

草く
さ

法の
り

』
の
翻
刻
と
図
説

康　
　
　

志　

賢

【
書
誌
】

　

本
稿
は
十
返
舎
一
九
作
・
広
重
画
の
文
政
九
年
正
月
刊
行
合
巻
『
雷
神

門
再
建
御ご

膳ぜ
ん

浅あ
さ

草く
さ

法の
り

』
の
本
文
で
あ
る
、
二
丁
裏
か
ら
二
十
丁
裏
迄
の
翻

字
と
解
題
で
あ
る
。
基
本
的
な
書
誌
事
項
の
み
確
認
し
て
お
く
。

　

丁　

数
：
前
編
、
後
編
が
十
丁
ず
つ
、
二
冊
に
て
計
二
十
丁
。

　

表　

紙
：
摺
付
表
紙
。「
雷
神
門
／
前
編
／
御
膳
浅
草
法
／
横
山
町
二

丁
目
岩
戸
屋
喜
三
郎
板
／
十
返
舎
一
九
作
／
歌
川
広
重
画
」。「
再
建
／
後

編
／
御
膳
浅
草
法
／
横
山
町
二
丁
目　

岩
戸
屋
喜
三
郎
板
／
十
返
舎
一
九

作
／
歌
川
広
重
画
」「
文
政
九
丙
戌　

正
月
吉
」。

　

底　

本
：
国
立
国
会
図
書
館
本
（
平
沢
威
男
本
を
適
宜
参
照
）。

【
凡
例
】

　

一
、
翻
刻
に
当
た
り
、
解
読
の
便
宜
を
顧
慮
し
て
、
句
読
点
を
付
し
、
適

宜
漢
字
混
じ
り
に
改
め
る
が
、特
記
す
べ
き
底
本
の
仮
名
は
ル
ビ
に
残
し
た
。

　

一
、
漢
字
・
平
仮
名
は
通
用
字
体
に
改
め
、
促
音
・
拗
音
は
通
用
字
体
の

大
き
さ
に
改
め
た
（「
つ
」
↓
「
っ
」、「
や
」
↓
「
ゃ
」
な
ど
）。
た
だ
し
清
濁
・

ゐ
・
ゑ
は
底
本
の
ま
ま
に
し
た
。

　

一
、翻
字
文
・
引
用
文
中
の
（　

）
の
中
と
波
線
、及
び
台
詞
の
前
の
（　

）

の
中
の
話
者
表
記
は
、
筆
者
の
補
で
あ
る
。

　

一
、
判
読
不
可
の
箇
所
は
○
○
を
以
て
示
し
、
意
味
不
明
の
箇
所
は
斜
体

を
以
て
示
し
た
。
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﹇
一
図
﹈（
二
ウ
・
三
オ
）

　

文
政
八
年
浅あ
さ

草く
さ

寺て
ら

雷
か
み
な
り

門
修
復
あ
り
け
れ
ば
、
観
音
様
境
内
の
神
仏
方
を

呼
び
集
め
て
、
ご
相
談
の
と
き
、
観
音
様
仰
せ
ら
れ
け
る
や
う
は
、
さ
て
〳

〵
こ
の
度
の
雷
門
の
修
復
大
分ぶ

ん

の
物
入
り
、
思
ひ
の
外
の
痛い

た

事ご
と

、
講か

う

中ぢ
う

へ
そ

う
〳
〵
苦
労
も
掛
け
ら
れ
ま
い
か
ら
、
こ
の
方
で
こ
れ
か
ら
ち
と
金
の
儲ま

う

か

る
こ
と
を
し
て
、
な
に
か
の
入
用
を
埋
め
る
算
段
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
。
そ
れ

に
つ
き
今
は
何
で
も
と
ん
だ
珍
し
い
新
し
い
事
で
な
け
れ
ば
、
金
儲ま
う

け
は
出

来
ぬ
世
の
中
ゆ
ゑ
、

今
度
わ
し
の
思
ひ
付

き
に
は
、
雷
門
の
修

復
が
出
来
た
か
ら
、

今
ま
で
の
雷

か
み
な
り風

の
神

の
木
像
を
止
め
に
し

て
生
き
た
雷

か
み
な
り

風か
ぜ

の

神
を
天
よ
り
呼
び
下

し
、
給
金
で
抱
へ
て

雷か
み
な
り

門も
ん

へ
置
い
た
な

ら
ば
、
こ
れ
は
珍
し

い
と
参
詣
が
あ
る
に

違
い
は
な
い
か
ら
、

金
儲
け
は
請
け
合
ひ

の
す
い
く
わ）

1
（

と
思
ふ

が
、
ど
う
で
あ
ら
う
と
宣
へ
ば
、
三さ
ん

社じ
ゃ

権ご
ん

現げ
ん

、）
2
（

因
果
地
蔵）

3
（

、
久
米
の
平
内）

4
（

み

な
〳
〵
、
こ
れ
は
奇
妙
、
生
き
た
雷
か
み
な
り風
の
神
と
は
新
し
い
思
し
召
し
た
ち
と

感
心
す
れ
ば
、
観
音
様
喜
び
給
ひ
、
然
ら
ば
天
上
へ
申
遣
は
す
べ
し
と
て
、

塔
の
九く

輪り
ん

に）
5
（

輪わ

を
掛
け
て
遊
ん
で
ゐ
る
鳶と
び

一い
ち

羽わ

呼
び
寄
せ
給
ひ
、
こ
の
こ
と

を
委
細
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
う
〳
〵
天
へ
舞
ひ
上
り
、
雷
風
の
神
を
召
し

連
れ
帰
る
べ
し
と
の
こ
と
な
り
け
り
。

（
地
蔵
）「
に
ば
な）

6
（

を
し
て
雷
門
の
船ふ
な

橋ば
し

屋
の
菓く
わ
し子

で）
7
（

も
お
ご
れ
ば
よ
い
。
あ

そ
こ
の
は
何
で
も
う
ま
い
。」

（
久
米
）「
や
が
て
ま
た
開か
い

帳て
う

が
始
ま
る
と
、
美
し
い
女
の
見
飽
き）

8
（

を
す
る
こ

と
だ
か
ら
、
わ
し
は
何
よ
り
そ
れ
ば
か
り
楽
し
み
だ
。」

（
三
社
）「
貴
様
は
た
け
も
ん
（
高
い
物
）
の
油あ
ぶ

揚ら
げ

ば）
9
（

か
り
掠
ひ
つ
け
て
ゐ
る

か
ら
、
ご
ま
揚
げ）
10
（

で
な
け
れ
ば
食
は
れ
ぬ
と
言
ふ
が
、
こ
れ
か
ら
天
へ
ゆ
く

な
ら
、
旅
の
用
意
に
ち
と
掠
っ
て
持
っ
て
ゆ
く
が
い
ゝ
。」

（
鳶
）「
わ
た
く
し
天
上
へ
の
お
遣
ひ
は
畏
ま
り
ま
し
た
が
、
と
か
く
天
気
が

良
い
と
つ
い
道
で
輪
を
掛
け
て
を
り
ま
す
か
ら
、
お
飛
脚
に
は
手
間
取
り
ま

せ
う
け
れ
ど
、
な
る
た
け
急
い
で
参
り
ま
せ
う
。」

　

＊
浅
草
寺
の
観
音
様
曰
く
、
文
政
八
年
に
雷
門
が
修
復
し
た
も
の
の
物
入

り
が
多
か
っ
た
の
で
そ
の
損
失
を
補
填
す
る
た
め
に
、
今
ま
で
の
木
像
で
は

な
く
生
き
た
雷
風
の
神
を
天
か
ら
呼
び
寄
せ
て
抱
え
る
と
金
儲
け
に
な
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
仰
せ
に
浅
草
寺
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
々
も
賛
成
し
鳶
を
使
者

と
し
て
送
り
込
む
。

　

絵
柄
：
観
音
様
を
中
央
に
因
果
地
蔵
や
久
米
平
内
（
石
像
）、三
社
権
現
（
腰

簑
を
ま
と
っ
た
漁
夫
の
服
装
）
が
輪
に
な
っ
て
座
り
、
鳶
が
畏
ま
っ
て
い
る

1図
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絵
柄
。
舞
台
が
天
上
で
は
な
い
の
で
雲
は
描
か
れ
ず
。

﹇
二
図
﹈（
三
ウ
・
四
オ
）

　

浅
草
の
観
音
様
よ
り
鳶
を
お
つ
か
ひ
に
て
天
道
様
の
か
た
へ
委
細
を
申
つ

か
は
さ
れ
け
れ
ば
、
天
道
様
よ
り
雷
と
風
の
神
へ
そ
の
こ
と
を
仰
せ
渡
さ
れ

け
る
を
、
雨
仲
間
の
者
ど
も
聞
き
て
申
し
け
る
は
、
伊
勢
の
国
に
は
雨
の
宮

風
の
宮
と
い
ふ
あ
り
。
然
れ
ば
、
浅
草
の
雷
門
に
も
雷
を
止
め
て
風
の
雨
の

神
を
置
く
べ
き
は
づ
な
り
。
こ
と
に
天
が
太
平
如
く
成
就
の
た
め
に
も
、
五

風
十
雨）

11
（

と
て
雨
と

風
と
は
付
き
物
な

れ
ば
、
こ
の
こ
と

天
道
様
へ
申
し
上

げ
、
我
ら
仲
間
と

風
の
神
浅
草
へ
行

く
べ
し
と
い
ふ

に
、
い
づ
れ
も
聞

き
て
、
こ
れ
は
尤

も
と
い
ふ
時
、
春は

る

雨さ
め

い
ふ
や
う
、
し

か
し
か
の
方
に
て

も
既
に
雷
門
と
唱

へ
て
昔
よ
り
雷
と

風
の
神
を
据
へ
お

く
な
れ
ば
、
今
更
さ
や
う
に
は
な
り
が
た
し
と
、
い
ふ
べ
き
な
れ
ば
、
こ
の

こ
と
如
何
あ
ら
ん
と
い
ふ
時
、
時し

ぐ
れ雨

と
夕ゆ

ふ

立だ
ち

は
気
の
短
き
者
ど
も
な
れ
ば
、

春
雨
の
言
葉
な
ま
ぬ
る
し
。
と
か
く
此
事
言
ひ
出
し
て
み
ざ
れ
ば
知
れ
ぬ
こ

と
。
も
し
も
適
は
ぬ
時
は
、
わ
れ
〳
〵
言
ひ
合
は
せ
て
、
雷
門
の
出
来
上
が

り
し
日
よ
り
、
毎
日
毎
日
雨
を
降
ら
し
、
参
詣
の
者
の
邪
魔
を
見
知
ら
せ
く

れ
ん
、
と
勢
ひ
込
ん
で
ぞ
申
し
け
る
。

（
梅
雨
）「
か
う
並
ん
だ
所
は
雨
はマ
マ

か
り
だ
が
、
こ
の
中
に
濡
れ
の
き
ゝ
そ
う

な
男
は
一
人
も
な
い
。
ま
だ
も
し
ぐ
れ）
12
（

だ
の
む
ら
さ
め）
13
（

だ
の
と
い
ふ
名
が
、

ど
う
か
一
番
色
気
が
あ
り
そ
う
だ
。」

　

夕
「
そ
れ
て
も
女
に
裾
を
捲
ら
せ
て
白
い
肌
を
見
る
は
、
夕
立
ば
か
り
だ

が
、
こ
れ
も
あ
っ
ち
が
逃
げ
る
の
だ
か
ら
何
に
も
な
ら
ね
へ
。」

（
五
月
雨
？
）「
下
界
へ
行
っ
た
ら
、
此
本ほ
ん

の
板
元
で
売
る
運う
ん

利り

香か
う

と
い
ふ
薬

を
買
っ
て
運
を
強
く
し
て
無
尽
で
も
一
の
富）
14
（

で
も
取
る
が
い
い
。
願
ひ
事
望

み
事
奇
妙
に
適
ふ
と
い
ふ
薬
だ
。
そ
し
て
稲
荷
新
道
の
坂
本
氏
で
売
る
顔
の

薬
の
仙
女
香）
15
（

も
奇
妙
だ
。
か
ゝ
あ
の
土
産
に
買
っ
て
き
て
や
ら
っ
し
。」；

広
告

　

春は
る

「
貴
様
た
ち
は
肝
腎
の
相
談
は
せ
ず
に
、
女
の
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
ゐ

る
か
ら
、
も
の
が
決
ま
ら
ぬ
。
ま
づ
わ
し
の
い
ふ
こ
と
を
、
と
っ
く
り
と
き

か
っ
し
ゃ
い
。
春
雨
と
い
っ
ち
ゃ
ア
し
ほ
ら
し
い）

16
（

名
だ
か
ら
、
女
に
好
か
れ

る
は
俺
ば
か
り
だ
。」

　

＊
浅
草
観
音
の
要
請
で
天
道
様
が
雷
と
風
の
神
を
遣
わ
す
こ
と
に
し
た
こ

と
を
聞
い
た
雨
連
中
は
、
雨
と
風
は
付
き
物
で
あ
る
の
で
、
雷
の
代
り
に
自

分
た
ち
が
浅
草
寺
へ
行
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
天
道
様
へ
訴
え
よ
う
で
は

2図
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な
い
か
と
相
談
す
る
場
面
。名
前
を
記
し
た
円
形
を
頭
に
頂
い
て
い
る
時
雨
・

梅
雨
・
春
雨
・
五
月
雨
・
夕
立
が
火
鉢
を
囲
ん
で
車
座
に
な
っ
て
い
る
絵
柄
。

長
屋
に
住
む
鳶
職
人
か
市
井
の
旦
那
衆
の
如
く
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
。
そ
の

よ
う
な
服
装
を
し
た
五
人
衆
。

﹇
三
図
﹈（
四
ウ
・
五
オ
）

　

雷
の
う
ち
に
て
今
度
浅
草
へ
ゆ
く
べ
き
籤
に
当
た
り
し
雷
は
、
去
年
稲
妻

と
い
ふ
美
し
き
女
房
を
持
ち
、
子
ま
で
設
け
て
夫
婦
仲
良
く
、
至
っ
て
女
房

に
孝か
う

行〳
〵

も
の）
17
（

な
れ

ば
、
今
度
下
界
へ

ゆ
く
こ
と
を
女
房

が
嫌
が
る
ゆ
へ
、

夫
雷
困
り
果
て
女

房
を
置
い
て
ゆ
く

こ
と
は
嫌
な
り
、

如
何
は
せ
ん
と
思

ふ
所
へ
、
雨
仲
間

の
う
ち
夕
立
は
雷

と
は
至
っ
て
心
安

き
ゆ
へ
、
か
の
雷

の
か
た
へ
来
た

り
。
下
界
へ
ゆ
く

事
を
女
房
が
嫌
が

る
と
聞
き
、
こ
れ
幸
ひ
と
雷
へ
申
し
け
る
は
、
貴
様
は
臆
病
者
ゆ
へ
つ
い
と

下
界
へ
落
ち
た
る
こ
と
な
け
れ
は
、
そ
の
様
子
は
知
る
ま
じ
。
下
界
の
人
間

の
美
し
き
こ
と
、
わ
け
て
江
戸
は
男
ぶ
り
よ
き
所
に
て
、
た
と
へ
に
も
乙
な）

18
（

男
と
い
ひ
、
殊
に
浅
草
は
吉
原
へ
の
往わ
う
く
わ
ん還に
て
、
き
ん
〳
〵
と
し
た）
19
（

通
人
男を
と
こ

の
行
き
来
す
る
所
な
れ
ば
、
な
か
〳
〵
女
房
持
ち
た
る
者
の
住
む
べ
き
所
に

あ
ら
ず
。
貴
様
女
房
を
連
れ
て
下
界
へ
行
く
こ
と
を
止
め
に
し
て
、
そ
の
代

り
に
我
ら
を
遣
っ
て
く
れ
ま
い
か
。
雷
の
代
り
だ
と
我
ら
故
事
付
け
て
風
の

神
と
雨
の
神
に
す
る
つ
も
り
。
こ
の
相
談
は
良
か
ろ
う
と
雷
かマ

マ

鼻
の
下
の
長

き
を
見
込
み
て
、
い
ろ
〳
〵
と
勧
め
掛
か
れ
ば
、
雷
暫
く
思
案
し
て
、
如
何

様
こ
れ
は
我
ら
が
持
病
の
疝
気
が
起
こ
り
し
と
仮
病
を
つ
か
ひ
、
こ
の
株
は

貴
様
へ
譲
ら
ふ
、
と
の
こ
と
な
り
け
る
。

（
夕
立
）「
き
の
ふ
も
貴
様
の
ご
ろ
つ
く
音
が
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
お
い
ら
も

出
か
け
ず
は
な
る
ま
い
と
、
支
度
を
し
て
出
て
み
た
ら
、
貴
様
が
生
酔
ひ
に

な
っ
て
ご
ろ
つ
く
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
〳
〵
し
い
。」

（
雷
）「
イ
ヤ
の
う
、
こ
の
頃
は
ご
ろ
つ
く
元
気
も
な
い
。
と
う
か
ら）
20
（

太
鼓
が

破
れ
て
ゐ
る
。
ま
だ
張
り
替
へ
ね
へ
か
ら
、
ご
ろ
〳
〵
と
は
い
は
な
い
て
ひマ
マ

し
ゃ
〳
〵
だ）
21
（

か
ら
威
勢
が
な
い
。」

（
女
房
）「
お
父
さ
ん
の
や
う
に
ど
ろ
〳
〵
と）
22
（

叩
い
て
み
や
。」

（
子
供
）「
ど
よ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
。」

　

＊
女
房
子
供
を
置
い
て
下
界
へ
行
き
た
が
ら
な
い
雷
と
親
し
い
夕
立
は
、

通
人
達
が
往
来
す
る
浅
草
は
女
房
持
ち
が
住
む
べ
き
場
所
で
は
な
い
と
言
う

の
で
、
仮
病
の
疝
気
を
口
実
に
し
て
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
舞
台
は

柱
に
三
巴
模
様
の
連
鼓
（
雷
鼓
）
が
掛
か
っ
て
い
る
雷
の
自
宅
。
困
っ
た
顔

3図
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の
雷
（
両
角
。
雷
紋
の
羽
織
を
着
用
）
に
、
何
か
喋
る
体
で
お
猪
口
を
持
っ
た

夕
立（
職
人
風
の
服
装
）。
桴（
ば
ち
）を
持
っ
た
女
房
と
遊
ぶ
子
供（
角
有
り
）。

　
『
黄
表
紙
総
覧
』
の
「
浅
草
観
音
の
要
請
で
天
道
様
は
雷
神
と
風
神
を
遣

わ
す
こ
と
に
し
た
が
、
雷
神
の
先
を
越
し
て
雨
ど
も
が
下
降
し
」
と
い
う
概

要
は
誤
記
か
。

﹇
四
図
﹈（
五
ウ
）

　

か
の
雷
は
疝
気
が
起
こ
り
て
下
界
へ
ゆ
く
こ
と
を
断
り
し
と
聞
き
て
仲
間

の
雷
ど
も
言
ふ
や
う
、
さ
て
も
貴
様
は
今
度
下
界
へ
ゆ
く
金
儲
け
を
嫌
が
る

と
い
ふ
は
、
ど
う

し
た
も
の
だ
。
馬

鹿
な
男
だ
、
と
い

へ
ば
、
か
の
雷
聞

き
て
、
女
房
を
人

間
ど
も
が
寝
取
ら

れ
や
う
か
と
思
ふ

が
嫌
さ
に
、
と
も

言
は
れ
ず
、
い
や

〳
〵
わ
し
は
下
界

へ
行
く
金
儲
け
よ

り
は
、
他
に
大
き

な
金
儲
け
の
思
ひ

付
き
が
あ
る
か
ら

だ
と
い
ふ
。
そ
れ
は
何
だ
と
聞
け
ば
、
此
頃
下
界
で
は
神じ

ん

事じ

舞ま
ひ

と
い
ふ
が
流

行
る
と
聞
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
こ
の
間
か
ら
稽
古
し
た
。
追
っ
つ
け
天あ

ま

の
河

原
へ
小
屋
を
掛
け
て
始
め
る
つ
も
り
だ
と
言
ふ
ゆ
へ
、
み
な
〳
〵
そ
れ
は
珍

し
か
ら
う
、
こ
ゝ
で
一
つ
所
望
と
望
み
か
け
ら
れ
、
さ
ら
ば
一
番
や
っ
て
み

せ
や
う
か
と
、
持
ち
前
の
太
鼓
を
叩
か
せ
雷
袴
を
は
き
て
、
塗
り
盆
二
枚
を

両
手
に
据
へ
て
神
事
舞
を
ぞ
始
め
け
る
。

（
舞
う
雷
）「
は
り
と
う
〳
〵
、
何
と
き
つ
い
か
〳
〵
」）
23
（

（
太
鼓
叩
く
雷
）「
五
条て
う

の
橋
に
て
、
千
人
切
り
な
さ
ば
や
と
、
存
じ
あ
げ
候
。

ど
こ
す
こ
〳
〵
〳
〵
。）
24
（

」

（
三
番
叟
姿
の
演
奏
者
）「
こ
れ
は
〳
〵
と
う
は
ち
五
も
ん
で
は
な
い
が
、
な

る
ほ
ど
き
め
う
〳
〵
。）

25
（

」

　

＊
下
界
へ
行
く
金
儲
け
を
な
ぜ
断
っ
た
の
か
と
仲
間
の
雷
達
に
詰
問
さ
れ

た
雷
は
、
下
界
で
流
行
る
神
事
舞
を
こ
こ
で
や
っ
て
大
金
を
儲
け
る
た
め
だ

と
言
っ
て
そ
の
舞
を
披
露
す
る
。
塗
り
盆
を
両
手
に
持
っ
て
お
能
の
演
者
の

よ
う
に
袴
姿
（
上
は
雲
紋
、
下
は
雷
紋
）
で
舞
う
雷
は
、
お
能
の
鬼
面
が
ち
ょ

う
ど
似
合
う
顔
に
て
描
か
れ
る
。
演
奏
す
る
雷
二
人
の
座
像
。
一
人
は
太
鼓

を
叩
き
一
人
は
鉦
（
小
鼓
？
）
を
鳴
ら
す
。

﹇
五
図
﹈（
六
オ
）

　

雨
の
仲
間
に
て
は
雷
を
た
ら
し
込
み
、
雷
の
代
り
に
雨
の
方
か
ら
何
で
も

か
で
も
、
雨
仲
間
か
ら
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ひ
出
せ
ば
、
ま
た
雷
仲
間
に

て
こ
れ
は
昔
よ
り
此
ほ
う
仲
間
の
持
ち
前
な
れ
ば
、
も
し
も
下
界
へ
行
く
こ

と
を
嫌
が
る
者
あ
り
と
も
、
他
に
雷
の
な
き
や
う
に
雨
仲
間
の
者
を
遣
る
言

4図・5図
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は
れ
な
し
。
是
非
と
も
こ
の
ほ
う
よ
り
、
下
界
へ
ゆ
か
ん
と
て
雨
と
雷
と
の

争
ひ
果
て
し
つ
か
ず
、
の
ち
に
は
大
喧
嘩
と
な
り
、
打
ち
合
ひ
掴
み
合
ひ
て

大
騒
ぎ
と
ぞ
な
り
け
る
。

（
雷
仲
間
）「
ふ
さ
〳
〵
し
い）
26
（

野や

郎ら
う

め
だ
。
こ
い
つ
め
が
〳
〵
ご
ろ
〳
〵
〳
〵

ひマ
マ

し
ゃ
〳
〵
〳
〵
。」

（
喧
嘩
中
の
雨
）「
同
じ
雨
で
も
俺
は
槍
の
や
う
な
雨
だ
ぞ
。
降
っ
て
〳
〵
降

り
こ
く
っ
て
や
ら
う）

27
（

。」

（
逃
げ
る
雨
）「
俺
は
夕
立
の
雨
だ
か
ら
足
が
速
い
。
逃
げ
る
こ
と
は
ゑ
て
て）
28
（

ゐ
る
か
ら
、
許
せ
〳
〵
、
く
は
ば
ら
〳
〵
。」

　

＊
嫌
が
る
雷
の
代
り
に
自
分
が
下
界
へ
行
く
と
い
う
雷
仲
間
と
と
っ
く
み

あ
い
の
喧
嘩
を
す
る
雨
仲
間
と
い
う
場
面
。
逃
げ
る
体
の
雨
仲
間
も
描
か
れ

る
。
雷
は
両
角
・
逆
髪
（
蓬
髪）
29
（

）、半
裸
で
獣
皮
（
虎
の
皮
）
を
腰
に
ま
と
い
、

三
巴
模
様
の
連
鼓
を
背
負
い
、
ば
ち
を
手
に
握
る
。
雨
連
中
は
「
雨
」
と
書

か
れ
た
円
を
頭
に
頂
い
て
、
市
井
の
職
人
の
姿
。
喧
嘩
中
の
雨
は
諸
肌
抜
い

て
、
喧
嘩
鉢
巻
。

﹇
六
図
﹈（
六
ウ
・
七
オ
）

　

雨
と
雷
と
の
喧
嘩
の
い
ん
け
ん）
30
（

天
道
様
聞
こ
し
召
し
て
驚
か
せ
給
ひ
、
そ

れ
は
雨
仲
間
の
者
ど
も
不
埒
な
り
。
こ
の
ほ
う
よ
り
雷
と
風
の
神
へ
申
し
付

け
お
き
た
る
と
こ
ろ
、
雨
ど
も
我
儘
に
雷
を
押
し
退
け
代
り
に
下
界
へ
行
か

ん
と
は
不
届
き
至
極
な
り
。
雷
風
の
神
と
定
ま
り
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
雨
を

遣
は
す
こ
と
な
り
が
た
し
、
と
仰
せ
い
だ
さ
れ
、
雨
仲
間
大
き
に
へ
こ
み
、

み
な
〳
〵
う
ち
よ
り
相
談
し
、
天
道
様
の
仰
せ
な
れ
ば
詮
方
な
し
。
さ
り
な

が
ら
此
ま
ゝ
に
へ
こ

ん
で
し
ま
ふ
も
残
念

な
り
。
如
何
は
せ
ん

と
言
ふ
と
き
、
一
座

口
を
揃
へ
て
他
に
手

段
な
し
。
こ
の
意
趣

晴
ら
し
に
は
毎
日

〳
〵
雨
を
降
ら
し
雷

門
の
修
復
を
妨
げ
、

参
詣
の
者
の
難
儀
す

る
や
う
に
せ
ば
、
浅

草
の
観
音
よ
り
我
々

仲
間
へ
渡
り
を
付
け

て
く
る
必
定
な
り
。

そ
の
時
こ
っ
ち
の
腹

の
居
る）

31
（

や
う
に
手
段
あ
る
べ
し
と
て
、み
な
〳
〵
そ
れ
に
い
つ
け
○
○
し（
意

を
決
し
？
）
32
（

）、
そ
れ
よ
り
雨
仲
間
総そ
う

出で

に
し
て
、
毎
日
雨
を
降
ら
し
け
る
。

　

こ
の
程
の
天
気
定
ま
ら
ず
、
空
の
も
め
る
は
天
上
に
い
さ
く
さ
あ
る
ゆ
へ

と
、
浅
草
の
観
音
様
こ
の
こ
と
を
聞
き
給
ひ
、
こ
れ
は
我
ら
の
誤
り
な
り
。

昔
よ
り
定
ま
り
あ
り
し
こ
と
を
、
新
奇
の
思
ひ
付
き
せ
し
ゆ
へ
、
こ
の
い
さ

く
さ
も
起
こ
り
た
り
。
然
ら
ば
古
来
の
通
り
に
し
て
生
き
た
雷
風
の
神
は
止

め
に
せ
ん
と
て
、
次
へ

（
雨
1
）「
何
で
も
張
り
の
強
い
花
魁
を
見
る
や
う
に
、
こ
れ
か
ら
降
っ
て

6図



合巻『雷神門再建御膳浅草法』の翻刻と図説

277

（
振
っ
て
）
ふ
り
続
け
に
し
て
や
れ
。
〳
〵
」

（
雨
2
）「
総そ

う

体た
い

（
＝
大
体
）
雷
め
ら
が
、
近
年
ろ
く
そ
っ
ほ
う
な）

33
（

鳴
り
や
う

も
し
な
い
く
せ
に
、
威
張
り
を
る
が
気
に
食
は
ぬ
。」

（
雨
3
）「
五
穀
を
潤
す
は
お
い
ら
が
役
目
だ
。
雷
め
ら
は
何
の
役
に
立
つ
。

畢
竟
太
鼓
が
あ
れ
ば
こ
そ
、雷
太
鼓
が
な
く
て
み
ろ
。
地
獄
の
鬼
と
ぜ
ん（
同

然
？
）
だ
い
。
雨
風
と
言
っ
て
風
の
神
に
雨
の
神
は
付
き
物
だ
も
の
を
、
雷

ど
も
は
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
分
ら
ぬ
や
つ
ら
だ
。」

　

＊
喧
嘩
騒
動
を
聞
い
た
天
道
様
が
更
に
雨
で
は
な
く
雷
風
の
神
を
派
遣
す

る
こ
と
に
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
て
へ
こ
ん
だ
雨
達
は
、
意
趣
晴
ら
し

に
総
出
に
て
毎
日
雨
を
降
ら
し
、
浅
草
の
観
音
を
困
ら
せ
る
。

　

絵
柄
：
車
座
に
な
っ
て
い
る
雨
五
人
衆
は
、
前
の
三
ウ
・
四
オ
の
五
人
衆

よ
り
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
迫
力
あ
る
筆
致
（
悪
巧
み
を
す
る
表
情
が
強

調
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
効
果
あ
り
）
に
て
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
で
雨
の
名
前

は
区
別
さ
れ
な
い
。
前
で
は
雨
の
種
類
に
よ
る
駄
洒
落
を
混
ぜ
た
会
話
が
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
雨
の
種
類
と
は
関
係
な
い
会
話
を
す

る
の
で
区
別
す
る
必
要
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
前
と
同
じ
紋
様
の
着
物
を
着

用
し
て
い
る
の
は
「
梅
雨
」
と
し
て
登
場
し
て
い
た
雨
の
み
。

　

雨
1
の
台
詞
は
地
口
、
雨
3
の
台
詞
は
雷
の
形
相
が
鬼
そ
っ
く
り
で
あ
る

ゆ
え
に
、
真
実
を
言
い
当
て
る
悪
口
。

﹇
七
図
﹈（
七
ウ
・
八
オ
）

　

雨
仲
間
残
ら
ず
言
ひ
合
は
せ
毎
日
雨
を
降
ら
せ
け
る
ゆ
ゑ
、
こ
の
頃
は
天

道
様
も
お
月
様
も
う
ち
に
ば
か
り
ご
ざ
っ
て
寝
た
り
起
き
た
り
し
て
欠
伸
ば

か
り
し
て
ゐ
給
い
け
る
が
、
あ
ま
り
降
り
続
け
に
降
る
ゆ
へ
、
定
め
て
下
界

で
は
難
儀
す
る
も
の
が
あ
る
たマ

マ

ろ
ふ
と
思
し
召
し
、
ま
づ
雨
を
支
配
す
る
雨う

晴せ
い

星ぜ
い

と
い
ふ
星
を
召
し
て
長
雨
の
様
子
を
尋
ね
給
ふ
に
、
か
の
星
が
申
し
あ

ぐ
る
に
、
な
る
ほ
ど
ご
も
っ
と
も
の
お
尋
ね
、
し
か
し
こ
の
間
の
天
気
は
、

八は
っ

専せ
ん

に）
34
（

て
そ
の
上
、
土
に
い
り
た
る
ゆ
へ
、
定で
う

法ほ
う

通
り
の
雨
に
て
、
わ
た
く

し
共
我
儘
に
雨
を
降
ら
す
に
あ
ら
ず
。
そ
の
二
三
日
以
前
よ
り
梅
雨
に
入
り

ま
し
た
れ
ば
、
い
よ
〳
〵
降
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
天
気
。
そ
ふ
な
く
て
さ
へ
こ

の
月
は
五
月
雨
月
、
六
月
の
節
変
わ
り
ま
で
は
、
た
と
へ
小
糠
雨）
35
（

で
も
降
ら

し
ま
せ
ね
ば
、
わ

た
く
し
ど
も
が
当

た
り
前
の
役
目
が

済
み
ま
せ
ぬ
と
い

ふ
。

　

雷
言
ふ
「
定
め

し
あ
な
た
方
も
、

お
や
か
ま
し
う
ご

ざ
り
ま
せ
う
が
、

わ
た
く
し
の
商
売

も
只
今
が
旬
で
ご

ざ
り
ま
す
。」

（
天
道
様
）「
随
分

雨
が
い
や
る
通
り

一
通
り
は
聞
こ
へ

7図



278

た
が
、
そ
れ
で
も
降
り
続
け
に
降
る
こ
と
は
見み

合や

は
し
た
が
い
い
。
多お
ほ

く
の

人
の
難
儀
す
る
こ
と
だ
。
こ
う
い
っ
ち
ゃ
ア
可
笑
し
い
が
、
お
り
〳
〵
は
日

の
目
（
日
差
し
）
も
拝お
が

しマ
マ

ま
し
て
や
ら
ぬ
と
、
む
ぐ
ら
も
ち
（
＝
も
ぐ
ら
）

も
人
間
も
同
じ
事
だ
。」

（
天
道
様
）「
そ
し
て
雷
も
ち
っ
と
嗜
ん
だ
か
い
い
。
近
年
は
大て

い

分ぶ

評
判
が
悪

い
。
そ
し
て
商せ

う

売は
い

に
で
や
っ
て
決
し
て
生
酔
い
に
な
り
や
ん
な
。
ひ
ょ
っ
と

お
っ
こ
ち
る
と
、
こ
れ
も
人
の
難
儀
す
る
こ
と
だ
。」

（
雨
）「
一い
ち

日に
ち

や
二ふ
つ
か日
く
ら
い
は
、
わ
た
く
し
共
も
休
も
ふ
と
存
じ
ま
す
と
、

下
界
で
つ
い
ど（
＝
未
だ
か
つ
て
）出
た
事
の
ね
へ
手て

合や
い

が
出
か
け
ま
す
か
ら
、

ま
た
嫌
と
も
降
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。」

　

＊
長
雨
の
こ
と
を
天
道
様
に
聞
か
れ
た
う
せ
い
せ
い
（
雨
晴
星
）
は
、
梅

雨
の
時
期
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
答
え
る
。

　

絵
柄
：
雨
を
支
配
す
る
星
が
こ
の
丁
で
初
め
て
登
場
し
て
、
長
雨
を
詰
問

す
る
天
道
様
に
対
し
て
、
長
雨
の
立
場
に
な
っ
て
弁
解
す
る
の
が
こ
の
丁
の

本
文
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
図
像
に
は
「
星
」
で
は
な
く
「
雨
」

と
、
蓬
髪
に
雷
鼓
担
ぎ
、
前
に
桴
を
お
き
、
烏
天
狗
の
よ
う
な
鼻
（
嘴
？
）

の
「
雷
」（
今
ま
で
の
雷
と
も
形
相
が
異
な
る
）
が
天
道
様
の
前
に
殊
勝
な
面

持
ち
で
畏
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
か
ら
寛
政
十
年
刊
一
九
作
画
の
『
雨
宮
風
宮
出で
ほ
う
だ
い
り
ゃ
く
え
ん
ぎ

儘
略
縁
起
』
を
借

用
す
る
が
詳
細
は
別
稿
を
期
す
る
。

﹇
八
図
﹈（
八
ウ
）

　

雨
は
お
天
道
様
に
嫌
み
を
言
わ
れ
て
手
下
の
雨
共
へ
も
言
い
ふ
ら
し
、
や

ふ
〳
〵
と
そ
の
日

は
日
暮
れ
頃
よ
り

雨
を
休
ま
せ
け
る

ゆ
へ
、
久
し
ぶ
り

に
て
お
月
様
ぶ
ら

〳
〵
と
出
か
け
て

見
給
い
け
る
が
、

長な
が

降ぶ

り
の
あ
げ
く

に
て
、
ま
だ
黒
い

雲
が
ど
こ
ろ
〳
〵

に
散
ら
か
っ
て
い

る
ゆ
へ
、
道
が
悪

く
草
履
で
は
歩
か

れ
ず
、
ど
ふ
や
ら

雨
は
上
が
り
た
れ

ど
、
な
か
〳
〵
笠
は
放
さ
れ
ず
と
お
月
様
笠
を
召
し
て
い
で
た
も
ふ
。
月
が

笠
（
暈
）
を
召
し
て
ご
ざ
る
時
は
、
ゑ
て
（
＝
よ
く
）
雨
が
降
る
と
い
ふ
因

縁
は
こ
の
ゆ
へ
な
り
。

（
作
者
）「
こ
の
時
せ
っ
ち
う
あ
ん）
36
（

の
発
句
に
、
五
月
雨
や　

あ
る
よ
密
か
に

　

ま
つ
の
つ
き
、
と
い
ゝ
し
は
、
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
也
。
こ
ん
な
知
れ

た
こ
と
よ
り
何
も
書
く
こ
と
な
し
。」

（
雲
の
中
の
笠
を
か
ぶ
っ
た
月
）「
ど
ふ
か
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
、
酒
の
通
い
と

と
っ
く
り
を
持
ち
そ
ふ
な
風
体
だ）
37
（

。」
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＊
お
天
道
様
に
言
わ
れ
雨
は
久
し
ぶ
り
に
上
が
れ
ど
も
、
ま
だ
道
が
悪
い

の
で
お
月
様
は
笠
を
被
っ
て
出
か
け
る
。

　

絵
柄
：
下
は
屋
根
と
火
の
見
櫓
が
密
集
し
、
雲
の
中
に
は
笠
を
被
っ
た
お

月
様
が
出
て
い
る
。

﹇
九
図
﹈（
九
オ
）

　

そ
れ
よ
り
雨
は
次
第
に
強
く
な
り
、
毎
日
降
り
続
け
な
れ
ば
、
天
道
様
は

世
界
の
難
儀
を
思
し
召
し
て
、
い
ろ
〳
〵
仰
せ
つ
け
ら
れ
け
れ
ど
も
、
か
よ

ふ
に
降
り
か
ゝ
り
て
は
、
天
地
の
間
に
こ
れ
は
と
い
ふ
よ
ふ
な
変
な
こ
と
が

な
け
れ
ば
雨
は
や
ま
さ
れ
ぬ
、
な
ど
と
我
が
儘
を
い
ふ
ゆ
へ
、
天
道
様
密
か

に
風
の
神
か
た
へ
、
お
遣
い
を
た
て
ら
れ
雨
を
吹
き
は
ろ
ふ
よ
ふ
に
と
、
仰

せ
付
け
ら
れ
け
る
。

　

お
星
様
お
使
者
に
来
た
り
た
も
ふ
。「
忠
臣
蔵
の
文
句
に
、
た
と
へ
ば
星

の
昼
み
へ
ず
、
夜
は
乱
れ
て
あ
ら
わ
る
）ゝ
38
（

と
い
ふ
が
、
こ
の
節
は
い
っ
か
う

夜
も
昼
も
む
ち
ゃ
に
な
っ
て
殊
の
外
退
屈
い
た
し
た
。」

（
風
の
神
）「
委
細
ご
覧
の
通
り
畏
ま
り
ま
し
た
。」

　

＊
ま
た
も
や
降
り
続
く
雨
を
吹
き
払
う
よ
う
に
と
、
お
星
様
が
天
道
様
の

使
者
と
し
て
風
の
神
へ
申
し
付
け
る
。

　

絵
柄
：
寛
政
十
年
刊
一
九
画
作
黄
表
紙
『
雨
宮
風
宮
出
儘
略
縁
起
』
と
、
文

政
九
年
刊
の
合
巻『
雷
神
門
再
建
御
膳
浅
草
法
』の
本
場
面
に
お
け
る
風
の
神
は
、

牙
と
両
角
の
生
え
た
顔
に
「
風
」
と
書
か
れ
た
団
扇
。
風
袋
を
背
負
う
。
本

場
面
に
の
み
描
か
れ
た
お
星
様
は
、
寛
政
八
年
刊
の
黄
表
紙
『
雷
門
再
興
御
膳

浅
草
法
』
の
一
オ
・
二
ウ
に
描
か
れ
て
い
た
星
と
類
似
。
風
の
神
も
類
似
。

﹇
十
図
﹈（
九
ウ
・
十
オ
）

　

風
の
神
は
天
道
様
の
仰
せ
を
受
け
、
女に
ょ
う
ご護

の
島）
39
（

の
荷
物
ほ
ど
、
お
び
た
ゞ

し
く
風
を
袋
に
仕
込
ん
で
、そ
ろ
〳
〵
と
口
を
緩
め
て
風
を
い
だ
し
け
る
に
、

思
い
も
よ
ら
ず
雨
は
こ
の
風
に
吹
き
払
わ
れ
て
、
忽
ち
雨
止
み
け
れ
ば
、
天

道
様
俄
に
お
支
度
な
さ
れ
て
出
か
け
給
い
、
猶
も
指
図
を
し
給
い
て
、
ま
だ

所
々
に
ま
ご
つ
い
て
い
る
雨あ

ま

雲ぐ
も

ま
で
残
ら
ず
風
に
吹
き
払
わ
せ
け
れ
ば
、

上
々
吉
の
天
気
と
な
り
て
、
久
し
ぶ
り
に
天
道
様
世
界
中
を
照
ら
し
給
い
て

諸し
ょ

人に
ん

の
喜
ぶ
を

嬉
し
が
り
た
も

ふ
ぞ
有
り
難
き
。

（
作
者
？
）「
風
の

神
雨
を
残
ら
ず

吹
き
は
ろ
ふ
。
今

に
風
が
吹
い
て

雨
の
止
む
の
は
、

み
な
こ
の
よ
ふ

な
こ
と
な
る
べ

し
。」

（
天
道
様
）「
手
柄

〳
〵
。
こ
れ
で
世

界
が
広
々
と
し

た
や
ふ
だ
。」

10図
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（
風
の
神
？
）「
そ
り
ゃ
ふ
く
や
れ
ふ
く
、
只
今
お
ふ
き
じ
ゃ
、
て
ん
つ
く
〳

〵
こ
れ
つ
く
て
ん）
40
（

」

（
風
の
神
）「
天
地
乾
坤
今
度
の
風
は
吹
い
て
び
っ
く
り
さ
す
る
、
さ
ん
ざ
ん

降
っ
た
長
雨
す
い
〳
〵
の
す
い
。」

　

問
て
曰
「
雨
は
糸
の
や
ふ
に
細
く
降
る
も
の
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
雨
は
丸
い

の
。」

　

答
曰
「
こ
の
丸
い
は
雨
の
寄
り）
41
（

と
い
ふ
も
の
さ
。
出
来
物
に
よ
り
の
で
き

る
よ
ふ
な
も
の
に
て
、雨
も
長
く
降
る
と
よ
り
が
出
来
て
、こ
の
よ
り
が
散
っ

て
し
ま
は
ね
ば
、
天
気
に
な
り
や
せ
ぬ
。」；

屁
理
屈
の
問
答

　

＊
天
道
様
の
指
図
で
風
の
神
に
よ
っ
て
雨
雲
は
き
れ
い
に
吹
き
飛
ば
さ
れ

て
天
気
に
な
る
。

　

絵
柄
：
舞
台
は
雲
の
上
。
風
船
の
よ
う
に
風
袋
の
口
元
か
ら
風
を
吹
出
し

て
シ
ャ
ボ
ン
玉
（
水
玉
）
の
よ
う
な
雨
た
ち
を
吹
き
払
う
風
の
神
（
仏
教
の

天
人
が
身
に
着
け
る
よ
う
な
細
長
い
シ
ョ
ー
ル
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
）。
扇
子

で
指
図
を
し
て
い
る
か
、
風
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
体
の
○
顔
の
天
道
様
。

﹇
十
一
図
﹈（
十
ウ
）

　

さ
て
も
雨
は
風
の
た
め
に
出
し
抜
け
に
吹
き
払
わ
れ
、
手
下
の
雨
共
大
き

に
熱
く
な
り
、
何
で
も
今
度
雨
の
降
る
時
は
言
い
合や

わ
せ
て
お
も
い
れ
長
く

降
り
も
し
、
又
風
が
吹
き
払
い
に
出
た
ら
何
で
も
一
番
け
ち
を
付
け
て
、
こ

の
ゝ
ち
肩
で
風
を
切
ら
ぬ）
42
（

よ
ふ
見
せ
つ
け
て
く
れ
ん
と
相
談
す
る
。

（
雨
1
）「
我
儘
に
降
り
出
し
て
は
ま
た
天
道
様
か
ら
尻
が
こ
よ
ふ
か
ら
、
も

し
夕
立
の
触
れ
で
も
あ
っ
た
ら
、
そ
の
時
こ
そ
は
喧け
ん

嘩く
は

買か

を
ふ
だ
。」

（
雨
2
）「
久
し
ぶ

り
の
日
和
だ
か

ら
、
ま
づ
当
分
は

お
い
ら
を
ば
休
ま

せ
て
置
く
だ
ろ

ふ
。
ど
ふ
ぞ
早
く

降
り
て
へ
も
ん

だ
。」

（
雨
3
）「
今
度
は

言
い
合や

わ
し
て
風

を
受
け
付
け
ぬ
が

い
ゝ
。
て
ん
で
に

振
り
出
し）

43
（

で
も
飲

ん
で
出
か
け
た
が

い
ゝ
ぜ
。」

　

＊
吹
き
払
わ
れ
た
雨
た
ち
は
仕
返
し
を
相
談
す
る
。

　

絵
柄
：
頭
に
「
雨
」
と
書
い
た
円
を
頂
い
て
い
る
雨
三
人
衆
が
車
座
に
な
っ

て
い
る
。

　

文
政
九
年
刊
の
合
巻
『
雷
神
門
再
建
御
膳
浅
草
法
』
国
会
本
に
は
「
文
政
九

年
丙
戌
新
板
目
録
」
の
広
告
あ
り
。
国
文
研
平
沢
本
に
は
「
富
貴
自
在　

運

利
香
」
の
広
告
文
あ
り
。
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﹇
十
二
図
﹈（
十
一
オ
）

　

雲
手で

合や

い
も
雨
と
共
に
風
に
吹
き
払
わ
れ
、
大
き
に
急
き
込
み
、
む
っ
か

〳
〵
と
む
か
ば
ら
を
立
て

）ゝ
44
（

怒
る
。
雷
が
側
か
ら
太
鼓
を
叩
い
て
急
き
込
ま

せ
る
ゆ
へ
、
い
よ
〳
〵
雲
は
腹
を
立
て
ゝ
、
今
に
も
振
り
出
し
そ
ふ
な
勢
い

に
な
る
。
同
じ
よ
ふ
に
、相
手
を
悪
く
言
っ
て
人
を
焚
き
付
け）
45
（

な
ど
す
る
を
、

太
鼓
を
叩
く）
46
（

と
い
ふ
は
、
こ
の
雷
よ
り
い
で
た
る
事
な
り
。
ま
た
む
く
〳
〵

と
立
ち
雲）
47
（

の
お
こ
る
は
、
こ
の
言
わ
れ
に
て
、
と
か
く
雲
は
気
の
短
い
も
の

と
み
へ
た
り
。
下

界
か
ら
見
る
と
、

と
か
く
立
ち
雲
の

み
へ
る
時
は
、
ど

こ
と
も
な
し
に
雷

の
ご
ろ
つ
く
は
、

や
れ
降
れ
そ
り
ゃ

降
れ
と
、
側
で
太

鼓
を
叩
い
て
急
き

込
ま
せ
る
と
み
へ

た
り
。

（
作
者
）「
雲
は
毎

日
怒
っ
て
（
起

こ
っ
て
）
み
て
も

天
道
様
か
ら
お
指

図
で
も
な
け
れ
ば
、
夕
立
の
も
よ
ふ
し
も
な
く
、
い
よ
〳
〵
急
き
込
ん
で
ば

か
り
い
る
。」

（
雷
）「
こ
ふ
い
ふ
晴
れ
き
っ
た
天
気
で
は
、
ま
だ
も
頼
み
は
貴
様
た
ち
の
む

か
つ
く
を
頼
み
に
、
お
い
ら
も
太
鼓
を
叩
い
て
ほ
ん
の
虫む

し

養や
し
な

い）
48
（

を
す
る
と

い
ふ
も
ん
だ
。」

　

＊
雨
と
共
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
雲
は
、
雷
が
太
鼓
を
叩
い
て
け
し
か
け
る

の
で
腹
を
立
て
て
降
り
出
し
そ
う
に
な
る
。

　

絵
柄
：
腹
を
立
て
る
雲
は
頭
の
代
り
に
雲
が
立
ち
上
っ
て
い
る
の
で
、
火

山
が
爆
発
す
る
よ
う
で
怒
る
イ
メ
ー
ジ
に
相
応
し
い
。
そ
の
側
で
太
鼓
を
叩

く
雷
。

　

本
場
面
で
は
雷
と
雨
と
雲
が
仲
間
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。

﹇
十
三
図
﹈（
十
一
ウ
・
十
二
オ
）

　

こ
ゝ
に
蛙か
わ
づは
、
つ
ね
づ
ね
雨
が
好
き
に
て
普
段
雨
と
は
心
安
く
付
き
合や

い

け
る
ゆ
へ
、
雨
一
粒
密
か
に
落
ち
て
、
か
わ
づ
の
か
た
へ
訪
ね
来
た
り
（
童

話
的
な
表
現
）。
予
て
か
い
る
の
歌
を
詠
む
こ
と
は
住
吉
明
神
の
話）
49
（

に
て
隠

れ
な
き
事
な
れ
ば
、
何
と
ぞ
雨
乞
い
の
歌
詠
み
く
れ
よ
と
頼
み
け
る
。
さ
す

れ
ば
そ
の
歌
に
天
道
も
感か

ん

応お
ふ

あ
り
て
、
雨
を
降
ら
せ
と
言
付
け
ら
る
ゝ
は
必

定
な
り
と
、
段
々
の
物
語
頼
み
け
る
に
、
か
い
る
も
拠
ん
所
な
く
請
け
合
い

け
る
が
、
心
に
思
ふ
や
う
所
詮
こ
の
ほ
う
ぐ
ら
い
の
歌
に
て
雨
の
降
る
と
い

ふ
事
も
覚
束
無
し
。
こ
れ
は
小
野
小
町
様
へ
お
頼
み
申
す
が
よ
い
と
、
予
て

歌
の
道
に
て
お
てマ
マ

い
り）
50
（

せ
し
事
な
れ
ば
、
そ
の
よ
し
願
い
け
る
に
、
早
速
雨

乞
い
の
歌
を
詠
み
た
も
ふ）
51
（

に
よ
り
、
天
道
も
そ
の
歌
に
感
応
あ
り
し
に
や
、

12図
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但
し
は
名
高
き
小

町
が
歌
と
聞
き
給

い
て
少
し
御
贔
屓

の
心
に
や
、
雨
を

降
ら
す
つ
も
り
に

そ
れ
〳
〵
の
雨

かマ
マ

ゝ
り
へ
言
い
渡

し
給
い
け
る
。

（
蛙
）「
か
い
る
は

口
か
ら）
52
（

と
も
ふ
す

が
、
わ
た
く
し
も

腰
折
れ）
53
（

ぐ
ら
い
の

口
ず
さ
み
は
致
し

ま
す
が
、
雨
を
降

ら
す
こ
と
は
思
い

も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。」

（
蛙
）「
あ
な
た
は
歌
は
よ
く
お
詠
み
な
さ
る
御
器
量
は
よ
し
。
わ
た
く
し
が

蛇
だ
と
魅
入
れ
ま
す
に
、
し
か
し
魅
入
れ
た
と
こ
ろ
が
、
とマ
マ

ふ
か
張
り
合や

い

が
な
さ
そ
ふ
だ
。」

（
小
町
）「
そ
な
た
かマ
マ

そ
ふ
し
て
い
や
る
と
こ
ろ
は
、
ど
ふ
か
三
す
け
待
っ
た

り）
54
（

と
い
ふ
も
の
し
ゃ
わ
い
の
。」

　

＊
蛙
は
親
し
い
雨
か
ら
雨
乞
い
の
歌
を
頼
ま
れ
請
け
合
っ
た
あ
と
、
小
野

小
町
に
頼
ん
で
詠
ん
で
も
ら
っ
た
ら
、
感
応
し
て
か
天
道
は
雨
を
降
ら
す
こ

と
に
す
る
。

　

絵
柄
：
十
二
単
を
着
た
小
野
小
町
の
前
に
畏
ま
っ
て
い
る
蛙
。

﹇
十
四
図
﹈（
十
二
ウ
・
十
三
オ
）

　

小
町
かマ
マ

歌
に
て
又
雨
降
り
け
る
ゆ
へ
、
風
の
神
も
雨
の
手で

合や

い
の
目
論
見

を
憎
き
や
つ
ば
ら
（
＝
や
つ
ら
）
こ
の
度た
び

も
、
ひ
と
捲
り
に
吹
き
払
っ
て
く

れ
ん
と
出
か
け
み
る
に
、
降
る
雨
は
槍
の
如
く
な
か
〳
〵
側
へ
も
寄
り
付
か

れ
す
、
風
の
神
の
遅
れ
付
き
し
も
（
＝
気
後
れ
す
る
も
）、
ま
だ
雨
は
降
り
出

し
ゆ
へ
な
る
へマ
マ

し
。
そ
れ
て
も
風

の
ほ
う
に
は
何
と

ぞ
し
て
雨
へ
け
ち

を
付
け
て
や
ら
ん

と
思
へ
ど
も
、
我

が
力
に
及
ば
ず
、

い
ろ
〳
〵
評
議
し

て
、
照て

る

照〳
〵

法ぼ
う

師し

を）
55
（

頼
み
来
た
り
。
こ

の
天
気
よ
く
な
る

よ
ふ
に
祈
祷
を
頼

み
け
る
。
元
よ
り

持
ち
前
の
照
照
法

師
、
丹
誠
を
凝
ら

13図
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し
て
祈
り
、
天
道
そ
の
心
を
見
ぬ
顔
も
な
さ
れ
難
く
、
最
早
小
町
へ
の
義
理

も
立
ち
た
れ
ば
、
雨
は
こ
れ
ま
で
な
り
と
て
、
そ
れ
よ
り
又
晴
れ
切
っ
た
日

和
と
な
る
。

（
照
照
法
師
）「
蓮
根
三
つ
葉
に
椎
茸
〳
〵
、
葛
の
あ
り
た
け
ゑ
い
か
ら
し

〳
〵
」

（
照
照
法
師
）「
お
い
ら
が
衣こ
ろ
もに
ば
か
り
、
な
せ
昔
風
に
名な

を
大
き
く
丸
を
し

て
書
い
て
お
い
た
と
思
っ
た
ら
、
な
る
ほ
ど
か
う
し
っ
か
り
書
い
て
お
か
ぬ

と
、
俺
が
頭
は
何
たマ
マ

か
知
れ
ね
へ
や
つ
さ）
56
（

。」

　

＊
槍
の
よ
う
に
降
る
雨
を
吹
き
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
な
い
風
の
神
は
、
照

る
照
る
坊
主
に
祈
祷
を
頼
み
、
そ
の
お
陰
で
天
気
は
晴
れ
る
。

　

絵
柄
：
外
は
雨
が
降
り
注
ぐ
中
、
念
珠
を
手
に
し
て
頭
に
布
を
被
っ
た
体

の
照
る
照
る
坊
主
が
丹
誠
を
込
め
て
神
殿
で
祈
っ
て
い
る
後
ろ
姿
。

﹇
十
五
図
﹈（
十
三
ウ
・
十
四
オ
）

　

照て
る

照〳
〵

法ぼ
う

師し

が
祈
祷
に
よ
り
て
、
ま
た
上
々
の
天
気
続
き
、
雨
は
上
が
っ
た

り
屋）
57
（

と
な
り
け
れ
ば
、
ま
た
〳
〵
雨
の
ほ
う
で
寄
り
合
い
、
も
ふ
小
町
で
も

い
く
め
へ
、
とマ

マ

ふ
し
た
も
ん
だ
ろ
ふ
と
相
談
の
う
ち
、
闇や

み

雲く
も

思）
58
（

い
付
き
に
て

照
照
法
師
が
行

ぎ
ゃ
う

法ほ
う

を）
59
（

挫く
し

く
算
段
が
よ
し
。
な
ぜ
と
い
ふ
に
小
町
が
歌
の
功
徳

に
て
、
ま
だ
降
る
雨
の
止
み
た
る
は
、
照
照
法
師
（
↑
鳴
神
上
人
）
が
世
界

の
竜り

う

神じ
ん

を
封
じ
込
め
た
る
ゆ
へ
な
り
。
そ
の
行
法
を
さ
へ
挫
き
な
ば
、
竜
神

い
で
て
猶
降
ら
す
事
疑
い
な
し
と
、
闇
雲
の
仲
間
の
雲
手で

合や

い
に
、
そ
れ
〳

〵
の
役
を
付
け
、器
量
優
れ
し
天
人
を
頼
ん
で
、雲
の
絶
へ
間
と
故
事
付
け
、

白し
ら

雲く
も

黒く
ろ

雲く
も

の
二
人
を
照
照
法
師
の
弟
子
と
な
し
、
は
く
う
ん
こ
く
う
ん
と
名

乗
ら
し
て
付
け
置

き
、
雲
の
絶
へ
間

が
色
仕
掛
け
の
取

り
持
ち
し
て
、
照

照
法
師
が
ぎ
ゃ
う

ぼマ
マ

う
を
茶
々
無
茶

に
す
る
つ
も
り
。

詳
し
く
は
鳴
神
上

人
の
狂
言）
60
（

の
如
く

な
れ
ば
、
筋
書
き

を
こ
ゝ
に
端
折

る
。

（
白
雲
）「
て
ん
と

（
＝
こ
の
上
な
く
）

美
し
い
て
ん
わ
う

じ
や（
歌
舞
伎
役
者
の
屋
号
で
あ
る
天
王
寺
屋
を
指
す
か
）の
濫ら
ん

行か
う

と
き
た
は
。」

（
雲
の
絶
間
姫
？
黒
雲
？
）「
か
ゝ
る
山
が
に
や
さ
坊
主
、
さ
て
し
ゅ
け
う
（
酒

興
？
）
じ
ゃ
にマ
マ　

や
さ
女
と
は
さ
し
づ
め
愚
僧
が
富ふ

士じ

太た

郎ろ
ふ

と）
61
（

い
ふ
も
の

だ
。」

　

＊
雨
の
仲
間
で
あ
る
闇
雲
は
照
照
法
師
の
行
法
を
破
っ
て
竜
神
を
出
す
た

め
に
、
美
女
の
天
人
を
雲
の
絶
え
間
役
に
、
し
ら
く
も
・
く
ろ
く
も
を
白
雲

坊
・
黒
雲
坊
の
役
に
し
て
派
遣
す
る
。

　

絵
柄
：
狂
言
に
準
じ
た
舞
台
。
滝
壺
を
背
景
に
中
央
は
鉦
を
手
に
し
て
念

15図
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仏
を
唱
え
る
体
の
雲
の
絶
え
間
姫
。
そ
の
両
側
に
は
酒
樽
を
持
つ
黒
雲
坊
、

白
雲
坊
。﹇

十
六
図
﹈（
十
四
ウ
・
十
五
オ
）

　

さ
す
が
の
照
照
法
師
も
雲
の
絶
へ
間
が
器
量
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
、
つ

い
に
ぎ
ゃ
う
ぼ
う
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
、
何
に
も
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、
封
じ

込
め
た
る
竜り

う

神じ
ん

一
度
に
起
こ
り
立
ち
て
雨
、
元
の
如
く
な
り
け
れ
ば
、
風
の

神
手で

合や

い
悔
し
が
り
、
ま
た
〳
〵
寄
り
合や

い
を
付
け
て
相
談
し
け
る
に
、
こ

の
上
は
ど
ふ
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。
ど
ふ
し
た
ら
良
か
ろ
ふ
と
、
や
ふ
〳
〵

に
思
い
付
き
、
こ

の
上
は
地
震
を

や
っ
て
も
ら
う
が

い
ゝ
。
九
は
病や

ま
い、

五
七
の
雨
に
、
四

つ
日
照
り）

62
（

と
い
ふ

か
ら
、
何
で
も
四

つ
時
分
に
地
震
が

す
る
と
日
和
に
な

る
か
ら
、
地
震
の

本ほ
ん

店だ
な

、
か
の
鯰な
ま
づを

頼
む
が
い
ゝ
と
相

談
極
ま
る
。

（
風
1
）「
何
ぞ
と

い
ふ
と
涙
な
み
だ
あ
め雨
を）
63
（

降
ら
し
て
、吠
へ
づ
ら（
＝
泣
き
面
）を
し
や
ア
が
る
く
せ
に
、

降
る
（
振
る
）
の
降
ら
ん
（
振
ら
ん
）
の
と
気
の
つ
ゑ
ゝ
や
つ
ら
だ
。」

（
風
2
）「
そ
の
代
り
冬
に
な
る
と
、
毎
日
か
ら
っ
か
ぜ）
64
（

ば
か
り
吹
か
し
て
お

湿
り
が
欲
し
い
と
い
ふ
く
ら
い
な
目
に
あ
は
そ
う
。」

（
風
3
）「
鯰
を
頼
み
に
行
な
ら
、
瓢
箪
酒
で
も
持
っ
て
ゆ
く
が
い
ゝ
。
ぬ
ら

く
ら
と
抜
け
さ
せ
ぬ
よ
ふ
に）

65
（

。」

（
風
4
）「
五
風
十
雨）
66
（

と
い
ふ
か
ら
、
別
に
何
も
へ
こ
ん
で
い
る
（
＝
減
る
・

損
を
す
る
）
出
入
り
（
＝
勘
定
・
増
感
）
は
ね
へ
。」

　

＊
元
の
如
く
降
る
雨
に
、
風
の
神
た
ち
は
四
つ
時
分
に
地
震
を
起
こ
す
よ

う
に
鯰
に
頼
も
う
と
相
談
極
ま
る
。

　

絵
柄
：
外
は
雨
。
車
座
に
な
っ
て
会
合
中
の
風
の
神
五
人
衆
の
中
で
、
二

人
は
一
角
、
三
人
は
両
角
。
特
に
髭
が
多
く
は
え
て
い
る
風
の
神
は
毛
抜
き

を
持
っ
て
お
り
、
髭
を
気
に
し
て
い
る
様
子
。
絵
柄
が
寛
政
八
年
刊
行
の
黄

表
紙
『
雷
門
再
興
御
膳
浅
草
法
』
六
オ
の
悪
風
神
三
人
衆
寄
り
合
い
の
絵
柄
と

類
似
。
話
柄
は
関
係
な
い
。

﹇
十
七
図
﹈（
十
五
ウ
）

　

風
仲
間
に
は
鯰
を
頼
ん
で
、
四
つ
時
に
地
震
を
少
し
や
ら
か
し
て
も
ろ
ふ

つ
も
り
に
て
、
い
ろ
〳
〵
の
進
物
を
持
参
し
わ
ざ
〳
〵
鯰
の
か
た
へ
訪
ね
来

た
り
。
何
と
ぞ
日
和
に
な
る
や
ふ
に
少
し
ば
か
り
ゆ
さ
〳
〵
と
お
頼
み
申
た

し
。
そ
れ
も
あ
ま
り
ひ
ど
く
て
は
、
又
人
の
肝
を
つ
ぶ
す
も
気
の
毒
、
ほ
ん

の
日
和
に
な
る
と
い
ふ
、
ま
じ
な
い
ば
か
り
の
み
の
、
く
っ
た
所
を
ち
ょ
っ

と
お
さ
す
り
な
さ
る
ぐ
ら
い
、
も
ふ
そ
れ
も
長
く
お
か
き
な
さ
る
と
堪
り
ま

16図
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せ
ぬ
。
ど
ふ
ぞ
宜

し
く
お
頼
み
申
し

ま
す
と
い
ふ
。

（
鯰
）「
随
分
承
知

の
助
さ
。
ち
ょ
っ

と
灰
を
覆お

ふ
ぐ
ら

い
の
事
で
も
、
世

界
中
が
少
し
づ
つ

は
ゆ
さ
つ
き
（
＝

揺
れ
動
き
）ま
す
。

ま
だ
お
ら
が
嚊か

か
し衆

を
持
た
ぬ
の
で
、

世
界
の
大
し
や
わ

せ
さ
。
ひ
ょ
っ
と

女
房
が
で
き
る
が

最
後
。
毎
晩
世
界
が
動い

ご

く
の
さ
。」

（
作
者
）「
加
古
川
本
蔵
と
い
ふ
身
に
て
賄

ま
い
な
いし

な
が
ら
、
無
性
に
軽
薄
を
言
っ

て
頼
む
。」

　

＊
人
間
が
吃
驚
し
な
い
よ
う
に
少
し
だ
け
地
震
を
起
こ
し
て
欲
し
い
と
、

鯰
に
進
物
を
持
っ
て
き
て
頼
む
風
の
神
。

　

絵
柄
：
ひ
れ
伏
し
て
鯰
に
金
の
賄
賂
を
送
る
風
の
神
（
↑
加
古
川
本
蔵
）

の
後
ろ
姿
。
鯰（
↑
師
直
）は
斜
に
構
え
て
頭
に
宝
珠
の
よ
う
な
の
を
乗
せ
、

肩
に
は
「
地
」
の
記
し
あ
り）
67
（

。

　

鯰
の
台
詞
は
卑
猥
、作
者
の
書
入
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
パ
ロ
デ
ィ
。

﹇
十
八
図
﹈（
十
六
オ
）

　

九
は
病や
ま
い、

五
七
の
雨
に
、
四
つ
日
照
り
と
い
ふ
地
震
の
歌
は
違
い
な
く
、

翌
る
日
の
四
時
に
地
震
が
少
し
ゆ
さ
つ
く
と
思
ふ
と
、
忽
ち
雨
か
降
ら
れ
ぬ

よ
ふ
に
天
道
様
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
、
日
和
と
な
り
け
れ
ば
、
今
ま
てマ
マ

太
鼓

を
叩
い
て
有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
雷
も
、
俄
に
か
ら
り
っ
と
し
た
天
気
に
な

れ
ば
、
拍
子
抜
け
が
し
て
こ
そ
〳
〵
と
支
度
し
て
立
ち
帰
る
み
ち
〳
〵
雨
と

話
し
や
い
、
何
で
も
今け

日ふ

の
地
震
も
風
仲
間
の
目
論
見
に
違
い
な
し
。
こ
の

意
趣
返
し
も
仕
方
が
あ
り
そ
ふ
な
も
ん
だ
と
、
話
し
な
か
ら
立
ち
帰
る
。

（
雨
）「
空
っ
ぽ
の
徳
利
じ
ゃ
ア
ね
へ
が
、
ま
た
振
っ
て
（
降
っ
て
）
み
ず
は

な
る
め
へ
。」

（
雷
？
）「
何
だ
こ
の
頃
の
日
和
は
降
っ
た
り
照
っ
た
り
し
て
、
居
続
け
の
手で

合や

い
が
気
が
定
ま
ら
ぬ
か
ら
、
花
魁
達
の
心
遣
い
が
、
お
い
ら
は
と
ん
だ
気

の
毒
だ
。」

　

＊
四
時
に
起
き
た
地
震
で
日
和
に
な
っ
た
の
で
、
雷
も
雨
と
共
に
帰
り
な

が
ら
意
趣
返
し
を
考
え
る
。

　

絵
柄
：
帰
路
に
つ
く
雷
（
着
物
に
は
三
巴
紋
様
が
鏤
め
ら
れ
る
）
と
雨
。
葭

簀
張
り
の
茶
屋
あ
り
。
寛
政
八
年
刊
行
の
黄
表
紙
『
雷
門
再
興
御
膳
浅
草
法
』

二
ウ
・
三
オ
と
類
似
。雷
は
つ
い
雲
を
踏
み
外
し
て
他
の
所
へ
落
ち
て
し
ま
っ

た
の
で
、
雲
を
伝
っ
て
下
界
の
浅
草
へ
と
風
の
神
と
二
人
連
れ
で
下
る
と
い

う
場
面
と
構
図
類
似
。

17図・18図
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﹇
十
九
図
﹈（
十
六
ウ
・
十
七
オ
）

　

又
お
天
道
様
か
ら
理
詰
め
で
雨
を
降
ら
す
よ
ふ
に
と
お
指
図
の
あ
る
や
ふ

に
、
い
ろ
〳
〵
と
智
恵
を
奮
っ
て
、
雷
が
太
鼓
か
ら
の
思
い
付
き
に
て
、
雨

仲
間
寄
り
や
い
勧く

は
ん
じ
ん
ず
も
ふ

進
相
撲
晴）
68
（

天
十
日）
69
（

の
う
ち
天
の
河
原
に
お
い
て
興
行
の
つ

も
り
に
て
、
太
鼓
を
回
し
け
る）

70
（

。
下
界
の
相
撲
は
降ふ

る
事
も
、
照て

る
事
も
あ

れ
とマ

マ

、
天て
ん

竺ぢ
ょ
くの

相
撲
と
い
ふ
と
、
い
つ
で
も
ふ
る
が
、
古こ

例れ
い

な）
71
（

れ
ば）
72
（

天
道
様

も
昔
よ
り
の
例
は
外
さ
れ
ず
と
、
そ
れ
よ
り
ま
た
雨
を
降
ら
す
よ
ふ
に
と
仰

せ
付
け
ら
れ
け
れ

ば
、
雨
仲
間
は
大

き
に
喜
び
羽
目
を

外
し
て
降
り
続
け

る
。

（
留
め
袖
の
女
性
）

「
ま
た
降
る
そ
ふ

だ
。
染
め
物
の
遅

く
な
る
に
は
困
り

果
て
る
。
じ
れ
っ

て
へ
日
和
たマ

マ

の

ふ
。」

（
雨
1
）「
俯
い
て

み
や
。
鳶
が
輪
を

掛
け
て）
73
（

い
や
ア
が

る
。
な
る
ほ
ど
い
ま
〳
〵
し
い
天
気
だ
。」

（
雨
2
）「
ど
ふ
ぞ
降
り
続
く
よ
ふ
に
し
た
い
も
ん
だ
。
相
撲
は
取
っ
て
も
取

ら
い
で
も
だ
。」

（
雨
3
）「
思
い
な
し
（
＝
気
の
せ
い
）
か
。
太
鼓
の
音
も
ど
て
ふ
る
〳
〵
と

聞
こ
へ
る
。
ま
づ
は
い
ゝ
吉き

つ

相そ
ふ

だ
。」

　

お
天
道
様
の
御
家
来
烏
か
ら
す

お）
74
（

遣
い
に
出
る
「
困
っ
た
も
ん
だ
。
ま
た
お
ら
が

お
旦
那
が
う
ち
に
ば
か
り
ご
ざ
る
だ
ろ
ふ
。
旦
那
が
う
ち
だ
と
忙
し
く
て
な

ら
ぬ
。」

　

＊
天
竺
の
相
撲
の
時
は
雨
を
降
ら
す
の
が
慣
例
と
い
う
こ
と
で
、
雨
た
ち

は
触
れ
太
鼓
を
回
し
て
勧
進
相
撲
興
行
を
知
ら
せ
る
。

　

絵
柄
：
棒
に
引
っ
か
け
た
大
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
市
中
に
触
れ
回
る
雨
た

ち
と
、
そ
れ
を
見
物
す
る
体
の
仲
間
姿
の
烏
と
留
め
袖
の
女
性
。

﹇
二
十
図
﹈（
十
七
ウ
・
十
八
オ
）

　

相
撲
の
太
鼓
が
回
る
と
又
降
り
出
し
け
れ
ば
、
風
仲
間
で
も
知
恵
袋
の
底

を
は
た
い
て
や
ふ
〳
〵
と
案
じ
い
だ
し
、
昔
よ
り
御お

講か
う

日び

和よ
り

と）
75
（

て
、
門も
ん

徒と

宗し
う

の）
76
（

御お

講か
う

が
始
ま
る
と
日
和
が
続
く
古
例
な
れ
ば
、
御
講
を
先
へ
取
り
越
し
て

（
＝
繰
り
上
げ
て
）
勤
め
ん
と
、
寺て
ら

寺で
ら

を
頼
み
て
御お

講か
う

を
始
め
、
風
仲
間
の
多た

衆し
う

（
＝
大
勢
）
も
残
ら
ず
肩か
た

衣ぎ
ぬ

を）
77
（

引
っ
掛
け
て
あ
り
が
た
や
〳
〵
と
出
掛
け

け
れ
ば
、
何
で
も
天
に
偽
り
無
し
。
古
例
と
あ
れ
ば
外
さ
れ
ず
と
、
ま
た

〳
〵
雨
を
と
ど
め
、
日
和
か
ん
〳
〵
と
し
て
く
る
。
十
夜
月
夜）
78
（

に
御
講
日
和

と
て
、
昔
よ
り
今
に
変
は
る
こ
と
な
し
。

（
作
者
）「
参
詣
の
ひ
と
び
と
、
あ
め
あ
い
たマ
マ

〳
〵
と）
79
（

言
っ
て
参
る
。」
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（
風
の
隠
居
1
）

「
ど
れ
も
こ
こ
へ

来
た
（
北
）
風
だ

そ
ふ
な
。」

（
風
の
隠
居
2
、
女

性
を
見
な
が
ら
）

「
あ
の
年
増
を
お

俎ま
な

板い
た

直な
を

し）
80
（

と
や
ら

か
し
て
、
一
口
味

わ
い
た
い
の
。」

（
風
の
隠
居
2
）

「
な
ぜ
か
女
は
み

な
後
家
に
な
る

と
、
と
ん
だ
美
し

く
な
る
も
ん
だ
。
お
い
ら
が
嬶か
か
あも
早
く
後
家
に
し
た
い
も
ん
だ
。」

（
風
の
小
僧
）「
帰
り
に
は
韋
駄
天）
81
（

の
曲
馬
で
も
み
て
へ
も
ん
だ
。」

（
風
の
老
婆
）「
お
ひ
た
だ
し
い
参
詣
じ
ゃ
。
ど
ふ
ぞ
こ
れ
で
お
日
和
が
続
け

ば
よ
い
。」

　

＊
御
講
日
和
と
い
う
慣
例
を
思
い
付
い
た
風
は
、
寺
に
頼
ん
で
御
講
を
始

め
た
の
で
日
和
に
な
り
、
風
仲
間
が
境
内
に
群
集
す
る
。

　

絵
柄
：
お
寺
に
集
ま
っ
た
「
風
」
の
標
を
頭
に
頂
く
群
衆
六
人
。
お
年
寄

り
三
人
を
描
き
入
れ
た
の
は
、
お
経
を
読
む
仏
教
行
事
に
集
ま
る
群
衆
の
中

に
は
お
年
寄
り
が
多
い
こ
と
を
表
す
。
小
僧
を
連
れ
た
隠
居
か
医
者
風
の
老

人
。
腰
が
曲
が
っ
た
お
婆
さ
ん
。
い
ち
ゃ
つ
い
て
い
る
体
の
男
女
。
年
増
風

の
女
性
は
前
帯
に
念
珠
を
手
に
し
て
い
る
の
で
後
家
を
表
す
。

﹇
二
十
一
図
﹈（
十
八
ウ
・
十
九
オ
）

　

雨
仲
間
は
又
御
講
日
和
で
け
ち
を
付
け
ら
れ
大
き
に
急
き
込
み
、
最
早
こ

の
草
紙
の
紙か
み

数か
ず

も
一
枚
か
二
枚
と
な
り
た
れ
ば
、
て
き
はマ
マ

き
と
か
た
を
付
け

て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
百
万
遍）
82
（

な
ら
ば
最
早
な
ア
だ
〳
〵
と
い
ふ
時
分
、

旬
も
ヘ
チ
マ
も
要
ら
ず
、
天
道
様
の
お
叱
り
を
受
け
る
も
覚
悟
の
ま
へ
無む

二に

無む

三ざ
ん

（
＝
ひ
た
す
ら
）
に
降
り
出
し
て
、
御
講
日
和
を
台
無
し
に
し
て
く
れ

ん
と
、
雨
仲
間
言

い
や
わ
し
て
一
度

に
ば
ら
〳
〵
と
降

り
掛
か
り
け
れ

ば
、
風
の
ほ
う
で

は
肝
を
潰
し
、
憎

き
雨
が
仕
方
也
。

あ
れ
残
ら
ず
ひ
と

ま
く
り
に
吹
き
払

へ
と
勢
い
け
れ

ば
、
雨
の
か
た
に

も
一い

っ

寸す
ん

も
後
へ
は

引
か
ず
、
降
っ
た

り
吹
い
た
り
命
限

20図
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り
と
挑
み
や
い
、
の
ち
に
は
互
い
に
掴
み
合
い
、
ぶ
つ
つ
ぶ
た
れ
つ
大
喧

嘩
と
な
り
け
る
。

（
雨
の
胸
ぐ
ら
を
掴
ん
で
い
る
風
）「
う
ぬ
ら
が
降
り
込
ん
で
来
た
と
っ
て
馬

の
耳
に
風）
83
（

で
も
ね
へ
。」

（
逃
げ
る
雨
1
）「
雨
の
あ
し
も
と
（
足
下
）
乱
る
ゝ
、
肩
を
並
べ
あ
な
た

へ
ば
ら
り
、
こ
な
た
へ
ば
ら
り
、
ば
ら
り
〳
〵
ば
ら
〳
〵
ば
っ
と
逃
げ
て

し
ま
お
ふ
。」

（
逃
げ
る
雨
2
）「
あ
い
つ
ら
と
掴
み
や
っ
た
ら
、
ど
ふ
か
じ
は
〳
〵
と
寒

く
な
っ
て
き
た
よ
ふ
だ）
84
（

。」

（
棒
を
持
っ
て
立
ち
向
か
う
雨
）「
雨
よ
風
な
、
雨
風
な
、
じ
ゆ
じ
や
、
じ

ゆ
や
〳
　〵

じ
ゆ
ん
づ
ら
べ
い
の
べ
い
）
85
（

。」

（
飛
び
掛
か
ろ
う
と
す
る
雨
）「
初
手
に
負
け
た
は
、
ほ
ん
の
雨
（
飴
）
を
ね

ぶ
ら
し
た）
86
（

の
だ
。」

（
倒
さ
れ
た
風
）「
く
は
ば
ら
〳
〵
堪か
ん

忍に
ん

じ
ゃ
〳
〵
。」

　

＊
こ
の
草
紙
も
最
後
に
近
づ
い
た
か
ら
と
、
一
度
に
ば
ら
ば
ら
と
降
り

か
か
る
雨
に
、
風
も
負
け
ず
と
降
っ
た
り
吹
い
た
り
の
大
荒
れ
模
様
、
掴

み
合
い
の
大
喧
嘩
に
な
る
。

　

絵
柄
：
風
三
人
、
雨
五
人
、
総
勢
八
人
の
大
喧
嘩
。

﹇
二
十
二
図
﹈（
十
九
ウ
・
二
十
オ
）

　

思
い
も
よ
ら
ぬ
雨
風
の
激
し
き
に
天
道
様
大
き
に
驚
き
給
い
、
八
十
八

夜）
87
（

は
過
ぎ
て
し
ま
う
二
百
十
日）
88
（

に
は
ま
だ
早
や
し
、
こ
の
吹
き
ぶ
り
は
ど

ふ
し
た
も
ん
だ
と
立
ち
い
で
ゝ
見
給
へ
ば
、雨
風
の
闘
い
に
て
大
騒
ぎ
也
。

天
道
様
や
ふ
〳
〵

と
両
方
を
押
止
め

給
い
、
わ
た
く
し

の
遺
恨
に
て
こ
の

ほ
う
か
ら
の
指
図

も
待
た
ず
、
夥
し

き
雨
、
風
は
吹
き

払
わ
ん
と
す
る
、

吹
き
立
て
ら
れ
じ

と
す
る
は
づ
み
に

て
、
そ
の
ほ
う
共

い
ざ
こ
ざ
は
世
界

の
人
の
難
儀
と
な

る
事
な
り
。
双
方

共
に
そ
の
ま
ゝ
に
は
差
し
置
き
が
た
く
思
へ
ど
も
、
ま
づ
こ
の
度
は
差
し
許

す
也
。
こ
の
の
ち
き
っ
と
慎
む
べ
し
と
御
叱
り
あ
り
。
そ
の
上
両
方
へ
い
ろ

〳
〵
と
御
教
訓
あ
り
。
仲
直
り
を
取
り
結
び
給
ふ
。
こ
れ
よ
り
し
て
五
風
十

雨
そ
の
時
を
た
かマ

マ

へ
ず
、
一
切
の
草
木
、
雨
に
よ
っ
て
育
ち
栄
へ
、
風
に

よ
っ
て
花
咲
き
実
る
も
、
天
地
自
然
の
定せ
う

法ほ
う

に
し
て
、
ま
こ
と
に
揺
る
が
ぬ

国
の
勲い
さ

功ほ
し

め
で
た
か
り
け
る
次
第
也
。

（
天
道
）「
雨
と
風
の
神
は
、
ど
れ
が
兄
や
ら
弟
や
ら
い
つ
も
離
れ
ぬ
中
じ
ゃ

も
の
。
こ
れ
か
ら
仲
良
く
し
た
が
よ
い
。」

（
作
者
）「
天
道
様
仲
直
り
の
盃
を
取
り
持
ち
た
も
ふ
。」 22図
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（
天
道
）「
二
人
長
く
こ
れ
を
飲
ん
で
一
つ
打
っ
て
く
だ
せ
へ
。
め
で
た
い

〳
〵
。」

（
雷
）「
い
や
も
ふ
ご
ろ
と
も
申
し
分
は
ご
さ
り
ま
せ
ぬ
。」

（
雨
）「
こ
れ
が
や
は
り
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
で
ご
ざ
り
ま
す
。」

（
風
の
神
）「
ほ
ん
の
風か
ざ

間ま
ん

が
悪
か
っ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。」

（
風
）「
い
ま
ま
てマ
マ

は
あ
っ
た
ら
口
に
風
を
ひ
か
し
た）
89
（

。」

　

＊
大
荒
れ
の
天
気
に
驚
い
た
天
道
様
は
、
雨
風
を
叱
り
つ
つ
仲
直
り
を
取

り
持
っ
て
、
世
界
は
平
穏
に
な
る
。

　

絵
柄
：
仲
直
り
の
盃
を
両
手
に
一
杯
ず
つ
持
っ
た
天
道
様
を
中
央
に
し
て
、

左
側
に
は
風
の
神
と
、
そ
の
後
ろ
に
「
風
」
と
頭
に
標
を
頂
い
た
風
連
中
。

風
の
神
の
前
に
は
「
風
」
と
書
か
れ
た
団
扇
が
置
か
れ
る
。
天
道
様
の
右
側

に
は
雷
と
そ
の
廻
り
に
「
雨
」
と
頭
に
標
を
頂
い
た
雨
連
中
。
雷
の
前
に
は

桴
二
つ
が
置
か
れ
る
。

﹇
二
十
三
図
﹈（
二
十
ウ
）

　

つ
ゞ
き
天
へ
も
此
事
を
断
わ
り
給
ひ
、
今
ま
で
の
木
像
に
て
門
の
修
復

も
結
構
に
出
来
上
が
り
、
開
帳
の
賑
は
ひ
、
天
気
続
け
ば
、
参
詣
押
し
も
分

け
ら
れ
ず
、
金
儲
け
の
掴
み
取
り
、
商
人
の
繁
昌
め
で
た
か
り
け
る
次
第
な

り
。

　

御
か
ほ
の
く
す
り　

仙
女
香
（
長
い
広
告
文
）

　

富
貴
自
在　

運
利
香
（
長
い
広
告
文
）

　

十
返
舎
一
九
作

　

＊
今
ま
で
の
木
像
を
使
っ
て
門
の
修
復
も
で
き
、
開
帳
の
参
拝
客
で
繁
昌

す
る
。

　

絵
柄
：
金
龍
山

の
看
板
の
も
と
、

参
拝
客
が
押
し
合

い
へ
し
合
い
の
状

況
が
描
か
れ
る
。

大
き
い
唐
傘
に
多

く
の
札
を
垂
ら
し

て
い
る
の
は
飴
売

り
だ
ろ
う
か
。
境

内
の
図
様
に
よ
く

描
き
入
れ
ら
れ

る
。

　

本
合
巻
の
場

合
、
国
会
本
、
平
沢
本
と
も
、
本
文
の
後
、
上
巻
の
後
と
同
様
の
「
文
政
九

年
」
目
録
が
載
る
。

〈
註
〉

（
1
） 
う
け
あ
い
の
西
瓜
（
す
い
か
）：（
西
瓜
を
売
る
商
人
が
、
中
身
の
う
ま
い
こ

と
を
う
け
あ
う
の
を
常
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
）
保
証
す
る
、
ま
ち
が
い
な
い
、
だ

い
じ
ょ
う
ぶ
だ
、
な
ど
の
意
を
し
ゃ
れ
て
言
う
語
。
ま
た
、
う
ま
い
と
い
う
言
葉

を
引
き
出
す
表
現
。
＊
滑
稽
本
・
世
中
貧
福
論
〔
一
八
一
二
〜
二
二
〕
下
・
二
「
よ

23図
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い
時
分
に
中
の
隔
て
を
と
っ
て
、
打
こ
み
に
し
て
そ
れ
か
ら
魂
胆
を
す
れ
ば
、
請

合
（
ウ
ケ
ア
イ
）
の
西
瓜
（
ス
イ
ク
ヮ
）、
美
味
い
都
合
と
し
め
し
合
せ
て
引
わ
か

れ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
2
） 
浅
草
神
社
：
浅
草
観
音
堂
（
康
注
：
浅
草
寺
の
始
ま
り
）
は
、
推
古
天
皇
の

御
代
に
隅
田
川
に
流
れ
寄
っ
た
観
音
像
を
、
漁
夫
の
檜
前
（
ひ
の
く
ま
）
竹
成
・

同
浜
成
が
拾
い
上
げ
て
祀
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
漁
夫
と
そ
れ
を
教
え

諭
し
た
土
師
真
中
知
（
は
じ
の
ま
な
か
ち
）
命
と
の
三
人
を
祀
っ
た
の
が
三
社
権

現
で
あ
る
と
い
う
。
近
世
初
期
の
『
浅
草
寺
縁
起
』
に
は
、こ
れ
を
「
三
所
護
法
」、

同
一
本
に
は
「
三
所
権
現
」
と
し
て
お
り
、
以
後
『
江
戸
名
所
記
』
に
は
「
三
所

の
護
法
神
」、『
江
戸
雀
』
に
は
「
三
所
の
護
法
」
と
し
、『
紫
の
一
本
』
あ
た
り
か

ら
「
三
社
権
現
」（
康
注
：
観
音
堂
の
傍
ら
に
位
置
）
と
記
し
て
い
る
。；

国
史
大

辞
典

（
3
） 

因
果
地
蔵
：
江
戸
、
浅
草
寺
伝
法
院
（
本
坊
）
の
北
側
に
あ
っ
た
地
蔵
。
天

明
（
一
七
八
一
〜
八
九
）
頃
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
た
。
そ
の
名
の
由
来
は
、「
私
は
因

果
な
者
で
す
」
と
言
っ
て
祈
る
と
、
願
い
が
か
な
え
ら
れ
る
と
し
た
た
め
と
も
、

立
ち
小
便
を
見
張
る
よ
う
な
場
所
に
あ
る
因
果
な
地
蔵
の
意
と
も
す
る
（
随
筆
・

柳
亭
記
｛
一
八
二
六
頃
か
｝）。
＊
洒
落
本
・
中
洲
雀
〔
一
七
七
七
〕「
浅
草
の
因
果

地
蔵
様
へ
七
日
参
を
し
て
願
を
か
け
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
4
） 

く
め
の
へ
い
な
い
：
江
戸
初
期
の
伝
説
的
人
物
。
九
州
の
人
。
本
名
、
兵
藤

長
守
。
江
戸
に
出
て
千
人
斬
り
の
願
を
起
こ
し
た
が
、
悔
い
改
め
て
、
自
ら
の
像

を
刻
ん
で
浅
草
寺
（
せ
ん
そ
う
じ
）
仁
王
門
外
に
置
き
、
通
行
人
に
踏
み
つ
け
さ

せ
た
と
い
う
。
の
ち
、「
踏
み
つ
け
」
が
「
文
付
け
」
と
解
さ
れ
、
縁
結
び
の
俗
信

の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
。
①
江
戸
初
期
の
伝
説

的
武
士
。
姓
は
兵
藤
、
名
は
長
守
。
九
州
の
人
。
通
称
平
内
兵
衛
。
浪
人
と
な
っ

て
江
戸
赤
坂
に
道
場
を
開
き
、
夜
々
、
辻
斬
り
を
行
な
っ
た
が
、
の
ち
、
以
前
の

行
な
い
を
改
め
て
、
鈴
木
正
三
に
仁
王
座
禅
を
学
び
、
浅
草
金
剛
寺
で
専
念
す
る
。

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
没
と
い
う
。
②
東
京
浅
草
の
浅
草
寺
（
せ
ん
そ
う
じ
）

に
安
置
さ
れ
た
石
作
り
の
坐
像
。
平
内
が
罪
業
消
滅
を
願
っ
て
人
々
に
踏
み
付
け

て
も
ら
う
た
め
に
刻
ん
だ
自
像
と
い
う
。
の
ち
、「
踏
付
け
」
が
「
文
付
け
」
に
解

さ
れ
て
縁
結
び
の
神
と
さ
れ
、
願
掛
け
に
文
を
納
め
る
風
習
が
生
じ
た
。；

日
本

国
語
大
辞
典
。

（
5
） 

く
り
ん
：
仏
語
。
五
重
塔
な
ど
の
頂
上
の
、
露
盤
の
上
の
請
花
（
う
け
ば
な
）

と
水
煙
（
す
い
え
ん
）
と
の
間
に
位
置
す
る
九
つ
の
輪
。
空
輪
、
相
輪
と
も
い
う
。

原
型
は
古
代
イ
ン
ド
に
求
め
ら
れ
る
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
6
） 

煮
端
：
煎
じ
た
て
の
味
も
香
り
も
よ
い
頃
合
の
お
茶
。
で
ば
な
。
い
れ
ば
な
。

に
ば
ち
ゃ
。
日
本
国
語
大
辞
典

（
7
） 

船
橋
屋
：
江
戸
深
川
佐
賀
町
（
東
京
都
江
東
区
佐
賀
）
に
あ
っ
た
菓
子
商
、

船
橋
屋
織
江
の
店
。
練
羊
羹
（
ね
り
よ
う
か
ん
）
が
名
物
。
＊
洒
落
本
・
花
街
鑑

〔
一
八
二
二
〕
上
・
二
「『
只
今
で
は
ま
づ
舟
（
フ
ナ
）
ば
し
や
で
ご
ざ
り
ま
す
』〈
略
〉

『
ず
い
ぶ
ん
上
品
に
喰
る
の
ふ
』」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
8
） 

み
あ
き
る
：
た
び
た
び
見
て
い
や
に
な
る
。
あ
き
る
ほ
ど
見
る
。
見
飽

く
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
9
） 

と
び
に
油
揚
（
あ
ぶ
ら
あ
げ
）
を
攫
（
さ
ら
）
わ
れ
る
：
思
い
が
け
ず
横
あ

い
か
ら
た
い
せ
つ
な
も
の
を
奪
わ
れ
る
。
当
然
自
分
の
も
の
に
な
る
と
思
っ
て
い

た
物
を
、
不
意
に
横
取
り
さ
れ
て
呆
然
と
す
る
さ
ま
に
い
う
。
鳶
に
掛
け
ら
る
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
10
） 
胡
麻
揚
：
野
菜
、
魚
肉
、
豆
腐
な
ど
を
胡
麻
油
で
あ
げ
た
食
品
。；

日
本
国

語
大
辞
典
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（
11
） 

ご
ふ
う
じ
ゅ
う
う
（
五
風
十
雨
）：（
五
日
ご
と
に
一
度
風
が
吹
き
、
一
〇
日

ご
と
に
一
度
雨
が
降
る
意
）
天
候
が
順
当
な
こ
と
。
転
じ
て
、
世
の
中
が
太
平
な

こ
と
。
＊
洒
落
本
・
両
国
栞
〔
一
七
七
一
〕
序
「
あ
わ
雪
は
豊
年
の
瑞
を
著
し
、

五
風
十
雨
（
ゴ
フ
ウ
ジ
ウ
ウ
）
を
潤
し
て
、
五
十
嵐
（
い
が
ら
し
）
さ
か
へ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
12
） 

し
ぐ
れ
（
時
雨
）：
秋
の
末
か
ら
冬
の
初
め
に
か
け
て
、
ぱ
ら
ぱ
ら
と
通
り
雨

の
よ
う
に
降
る
雨
。；
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

　
　

し
ぐ
れ
に
（
時
雨
煮
）
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
む
き
身
に
、
シ
ョ
ウ
ガ
を
加
え
て
佃

煮
（
つ
く
だ
に
）
風
に
煮
上
げ
た
料
理
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
13
） 

む
ら
さ
め
（
群
雨
・
叢
雨
・
村
雨
）：
に
わ
か
に
群
が
っ
て
降
る
雨
。
激
し
く

な
っ
た
り
弱
く
な
っ
た
り
し
て
降
る
雨
。
に
わ
か
雨
の
類
。；

日
本
国
語
大
辞
典

　
　

ま
つ
か
ぜ
・
む
ら
さ
め
（
松
風
・
村
雨
）：
在
原
行
平
（
あ
り
わ
ら
の―

ゆ
き
ひ
ら
）

が
須
磨
（
す
ま
）
で
よ
ん
だ
と
い
う
歌
を
も
と
に
生
ま
れ
た
説
話
上
の
姉
妹
。
か

つ
て
行
平
に
愛
さ
れ
た
海
女
の
姉
妹
が
亡
霊
と
な
っ
て
旅
の
僧
の
前
に
あ
ら
わ
れ
、

行
平
形
見
の
狩
衣
（
か
り
ぎ
ぬ
）
を
身
に
つ
け
て
舞
う
。
能
「
松
風
」、
御
伽
（
お

と
ぎ
）
草
子
「
松
風
村
雨
」、人
形
浄
瑠
璃
（
じ
ょ
う
る
り
）「
松
風
村
雨
束
帯
鑑
（
そ

く
た
い
か
が
み
）」
な
ど
は
松
風
物
と
い
わ
れ
る
。；

日
本
人
名
大
辞
典

（
14
） 

無
尽
講
：
互
に
金
銭
を
融
通
し
あ
う
目
的
で
組
織
さ
れ
た
講
。
世
話
人
の
募

集
に
応
じ
て
、
講
の
成
員
と
な
っ
た
者
が
、
一
定
の
掛
金
を
持
ち
寄
っ
て
定
期
的

に
集
会
を
催
し
、
抽
籤
（
ち
ゅ
う
せ
ん
）
や
入
札
な
ど
の
方
法
で
、
順
番
に
各
回

の
掛
金
の
給
付
を
受
け
る
庶
民
金
融
の
組
織
。
頼
母
子（
た
の
も
し
）。
頼
母
子
講
。

頼
母
子
無
尽
。
無
尽
金
。
無
尽
。；

日
本
国
語
大
辞
典

　
　

一
の
富
：
富
く
じ
で
第
一
番
の
当
た
り
く
じ
。

（
15
） 

せ
ん
じ
ょ
こ
う
（
仙
女
香
）：
江
戸
、
京
橋
南
伝
馬
町
三
丁
目
稲
荷
新
道
（
東

京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
）
の
坂
本
屋
で
売
り
出
し
た
白
粉
（
お
し
ろ
い
）。
歌
舞

伎
役
者
三
世
瀬
川
菊
之
丞
の
俳
名
「
仙
女
」
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
。

美
艷
仙
女
香
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
16
） 

し
お
ら
し
い
：
上
品
で
優
美
な
様
子
で
あ
る
。
ひ
か
え
め
で
従
順
な
様
子
で

あ
る
。
か
わ
い
ら
し
い
。
可
憐
（
か
れ
ん
）
で
あ
る
。
け
な
げ
な
様
子
で
あ
る
。

感
心
で
あ
る
。
殊
勝
で
あ
る
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
17
） 

こ
う
こ
う
も
の
（
孝
行
者
）：
あ
る
物
事
に
熱
中
し
、
特
に
そ
れ
を
愛
好
す
る

者
。
＊
滑
稽
本
・
東
海
道
中
膝
栗
毛―

発
端
〔
一
八
一
四
〕「
安
部
川
町
の
色
酒
に

は
ま
り
、
其
上
旅
役
者
華
水
多
羅
四
郎
が
抱
の
鼻
之
助
と
い
へ
る
に
打
込
、
こ
の

道
に
孝
行
（
カ
ウ
カ
ウ
）
も
の
と
て
、黄
金
の
釜
を
掘
い
だ
せ
し
心
地
し
て
悦
び
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
18
） 

お
つ
（
乙
）：
普
通
と
違
っ
て
、
一
種
の
し
ゃ
れ
た
情
趣
が
あ
る
さ
ま
。
＊
洒

落
本
・
辰
巳
之
園
〔
一
七
七
〇
〕「『
こ
の
ご
ろ
名
代
の
、
六
部
女
郎
さ
』『
お
つ
な

子
だ
ね
』」
＊
咄
本
・
春
袋
〔
一
七
七
七
〕
水
馬
「
な
ん
と
、
あ
の
水
馬
と
い
ふ
も

の
は
お
つ
な
も
の
だ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
19
） 

き
ん
き
ん
（
金
金
）：（
形
動
タ
リ
）。（
明
和
〜
安
永
（
一
七
六
四
〜
八
一
）

頃
の
江
戸
の
流
行
語
）
今
風
で
し
ゃ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
身
な
り
を
立
派
に

飾
り
、
得
意
に
な
る
さ
ま
。
ぴ
か
ぴ
か
と
輝
い
て
い
る
こ
と
。
き
ら
び
や
か
で
豪

華
な
さ
ま
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
20
） 

疾
う
か
ら
：
早
く
か
ら
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
。

（
21
） 
ぴ
し
ゃ―

ぴ
し
ゃ
：
軽
く
連
打
す
る
音
、
ま
た
、
そ
の
さ
ま
を
表
わ
す
語
。

＊
滑
稽
本
・
七
偏
人
〔
一
八
五
七
〜
六
三
〕
三
・
下
「
棒
を
振
上
て
地
平
（
ぢ
び
た
）

を
ぴ
し
ゃ
ぴ
し
ゃ
叩
き
な
が
ら
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
22
） 

ど
ろ
ど
ろ
：
雷
や
大
砲
な
ど
が
鳴
り
響
く
音
、
車
馬
な
ど
が
音
を
響
か
せ
て



292

往
来
す
る
さ
ま
な
ど
を
表
わ
す
語
。
ま
た
、
地
鳴
り
な
ど
不
気
味
な
音
な
ど
を
表

わ
す
語
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
23
） 

は
り
と
う
：
手
品
師
や
軽
業
師
な
ど
が
そ
の
口
上
の
末
尾
に
言
う
掛
け
声
。

＊
歌
舞
伎
・
三
十
石
始
〔
一
七
五
九
〕
序
幕
「
是
れ
よ
り
山
が
ら
の
餌
お
と
し
、

鶯
の
谷
渡
り
、あ
な
た
こ
な
た
へ
通
う
て
参
る
、ハ
リ
ト
ウ
ハ
リ
ト
ウ
」
＊
浄
瑠
璃
・

新
版
歌
祭
文
（
お
染
久
松
）〔
一
七
八
〇
〕
野
崎
村
「
す
り
か
へ
た
品
玉
の
太
夫
、

早
咲
き
久
松
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ハ
リ
ト
ウ
ハ
リ
ト
ウ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
24
） 

能
の
曲
目
で
あ
る
橋
弁
慶
の
文
句
を
踏
ま
え
る
。

　
　

橋
弁
慶
：
謡
曲
。
四
番
目
物
。
各
流
。
作
者
不
詳
。「
義
経
記
」
に
よ
る
。
武
蔵

坊
弁
慶
は
従
者
か
ら
京
の
五
条
橋
で
人
を
斬
り
ま
わ
る
少
年
が
い
る
と
聞
い
て
討

ち
と
る
決
意
を
す
る
。
や
が
て
そ
の
少
年
、
牛
若
が
橋
に
姿
を
現
わ
し
て
弁
慶
と

大
激
闘
に
な
り
、
つ
い
に
弁
慶
が
負
け
て
二
人
は
主
従
の
契
り
を
結
ぶ
。；

日
本

国
語
大
辞
典

（
25
） 

流
行
語
の
利
用
。

　
　

と
う
は
ち
ご
も
ん
ぐ
す
り
（
藤
八
五
文
薬
）：
①
長
崎
の
綿
屋
藤
八
を
本
家
と
す

る
一
粒
五
文
の
薬
。
万
病
に
効
く
と
い
わ
れ
た
。
文
化
・
文
政
（
一
八
〇
四
〜

三
〇
）
頃
、
江
戸
で
薬
箱
を
背
負
い
、
一
人
が
「
藤
八
」
と
呼
ぶ
と
、
他
の
一
人

が
「
五
文
」
と
応
じ
、
両
人
が
と
も
に
「
奇
妙
」
と
合
唱
し
て
売
り
歩
い
た
。
文

政
八
年
（
一
八
二
五
）
中
村
座
で
、
五
代
目
松
本
幸
四
郎
が
そ
の
行
商
人
に
扮
し

て
評
判
と
な
っ
た
。
藤
八
。
藤
八
薬
。
藤
八
五
文
。；

日
本
国
語
大
辞
典

　
　

②
文
化
・
文
政
（
一
八
〇
四
〜
一
八
三
〇
）
の
こ
ろ
、
江
戸
で
は
や
っ
た
行
商

の
薬
売
り
。
ま
た
、
そ
の
薬
。
二
人
一
組
で
歩
き
、
一
人
が
「
藤
八
」
と
呼
ぶ
と
、

他
の
一
人
が
「
五
文
」
と
応
じ
て
、
と
も
に
「
奇
妙
」
と
合
唱
し
た
。
長
崎
の
綿

屋
藤
八
が
始
め
た
薬
で
、
一
粒
五
文
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
名
。
藤
八
薬
。
藤

八
五
文
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

　
　

と
う
は
ち
け
ん
（
藤
八
拳
）：《
藤
八
五
文
薬
の
売
り
声
か
ら
、あ
る
い
は
幇
間
（
ほ

う
か
ん
）
藤
八
か
ら
と
い
う
》
拳
の
一
。
二
人
が
相
対
し
、
両
手
を
開
い
て
耳
の

あ
た
り
に
上
げ
る
の
を
狐
、
ひ
ざ
の
上
に
置
く
の
を
庄
屋
、
左
手
を
前
に
突
き
出

す
の
を
鉄
砲
（
ま
た
は
狩
人
）
と
定
め
、
狐
は
庄
屋
に
、
庄
屋
は
鉄
砲
に
、
鉄
砲

は
狐
に
そ
れ
ぞ
れ
勝
つ
。
狐
拳
（
き
つ
ね
け
ん
）。
庄
屋
拳
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
26
） 

い
け
ふ
さ
ふ
さ
し
い
：（「
い
け
」
は
接
頭
語
）
い
や
に
ふ
て
ぶ
て
し
い
。
非

常
に
あ
つ
か
ま
し
い
。
＊
滑
稽
本
・
浮
世
風
呂
〔
一
八
〇
九
〜
一
三
〕
二
・
下
「
能

（
い
い
）か
と
思
っ
て
大
勢
の
人
さ
ま
も
聞
て
ご
ざ
る
中
で
い
け
ふ
さ
ふ
さ
し
い
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
27
） 

雨
が
降
ろ
う
と
槍
が
降
ろ
う
と
：
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
。
い
っ
た
ん
決

心
し
た
以
上
は
、
た
と
え
ど
ん
な
障
害
が
あ
ろ
う
と
、
必
ず
や
り
と
げ
よ
う
と
の

固
い
決
意
を
い
う
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
28
） 

え
て
る
（
得
手
る
）：
…
が
得
意
で
あ
る
。
巧
み
で
あ
る
。
熟
練
し
て
い
る
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
29
） 

ほ
う
は
つ
：
よ
も
ぎ
の
よ
う
に
伸
び
て
乱
れ
た
髪
。

（
30
） 

い
ん
げ
ん
（
？
）：
高
慢
な
も
の
の
言
い
よ
う
。
え
ら
ぶ
っ
て
、
誇
大
に
言
う

口
の
き
き
方
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
ば
。（
形
動
）
目
上
の
者
を
無
視
し
た
ふ
る
ま
い

を
す
る
こ
と
。
無
礼
な
さ
ま
。
僭
越
（
せ
ん
え
つ
）。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
31
） 

腹
が
居
る
：
怒
り
が
お
さ
ま
る
。
鬱
憤
が
晴
れ
る
。「
腹
が
立
つ
」
に
対
し
て

い
う
語
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
32
） 
い
つ
け
る
（
言
付
け
る
）：「
い
い
つ
け
る
（
言
付
）」
の
変
化
し
た
語
。；

日

本
国
語
大
辞
典

（
33
） 

ろ
く
そ
っ
ぽ
う
【
陸
そ
っ
ぽ
う
／
碌
そ
っ
ぽ
う
】：《
近
世
江
戸
語
》﹇
形
動
﹈
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あ
と
に
打
消
し
の
語
を
伴
っ
て
、満
足
な
状
態
で
な
い
さ
ま
を
表
す
。
ろ
く
な
。「
ど

う
で―

な
事
は
ね
え
は
ず
だ
」〈
滑
・
浮
世
風
呂
・
二
〉﹇
副
﹈「
ろ
く
す
っ
ぽ
」
に

同
じ
。「―

お
よ
ぎ
も
知
ら
ね
え
で
」〈
魯
文
・
西
洋
道
中
膝
栗
毛
〉﹇
補
説
﹈「
碌
」

は
当
て
字
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
34
） 

は
っ
せ
ん
（
八
専
）：
壬
子
（
み
ず
の
え
ね
）
の
日
か
ら
癸
亥
（
み
ず
の
と
い
）

の
日
ま
で
の
一
二
日
間
の
う
ち
丑
（
う
し
）・
辰
（
た
つ
）・
午
（
う
ま
）・
戌
（
い
ぬ
）

の
四
日
を
間
日
（
ま
び
）
と
し
て
除
い
た
残
り
の
八
日
を
い
う
。
こ
の
八
日
は
、

壬
子
（
水
水
）・
甲
寅
（
木
木
）・
乙
卯
（
木
木
）・
丁
巳
（
火
火
）・
己
未
（
土
土
）・

庚
申
（
金
金
）・
辛
酉
（
金
金
）・
癸
亥
（
水
水
）
で
、
上
の
十
干
と
下
の
十
二
支

の
五
行
が
合
う
。
一
年
に
六
回
あ
り
、こ
の
期
間
は
雨
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、

嫁
取
り
、
造
作
、
売
買
な
ど
を
忌
む
。
八
専
日
。
専
日
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
35
） 

こ
ぬ
か
あ
め
：
細
か
な
雨
。
霧
の
よ
う
に
細
か
い
雨
。
細
雨
。
ぬ
か
雨
。
霧

雨
（
き
り
さ
め
）。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
36
） 

雪
中
庵
：
俳
人
、
服
部
嵐
雪
の
別
号
。
桜
井
吏
登
・
大
島
蓼
太
な
ど
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
、
そ
の
一
門
を
雪
門
と
呼
ん
だ
。；

日
本
国
語
大
辞
典

　
　

せ
つ
も
ん
（
雪
門
）
服
部
嵐
雪
（
は
っ
と
り
ら
ん
せ
つ
）
系
統
の
俳
諧
の
流
派
。

榎
本
其
角
（
え
の
も
と
き
か
く
）
の
江
戸
座
に
対
し
、
俳
風
は
平
明
・
温
和
。
桜

井
吏
登
（
さ
く
ら
い
り
と
う
）・
大
島
蓼
太
（
お
お
し
ま
り
ょ
う
た
）
ら
の
活
躍
で

天
明
期
（
一
七
八
一
〜
一
七
八
九
）
に
は
江
戸
俳
壇
で
最
大
の
勢
力
を
も
っ
た
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

　
　

中
山
『
十
返
舎
一
九
研
究
』
六
七
頁
：
三
丁
ウ
ラ
に
は
（
康
：
上
掲
の
作
者
の

台
詞
）
の
雪
中
庵
蓼
太
の
句
を
引
い
て
い
る
。
雪
中
庵
は
初
世
が
服
部
嵐
雪
、
二

世
が
桜
井
吏
登
で
大
島
蓼
太
は
三
世
で
あ
る
。
彼
は
天
明
七
年
九
月
に
没
し
て
い

る
の
で
、
一
九
が
直
接
交
渉
を
持
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に
肯
定

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
明
三
年
か
ら
寛
政
二
年
ま
で
一
九
は
上

方
に
滞
在
し
て
お
り
、
戯
作
者
と
し
て
名
を
成
し
た
の
は
江
戸
帰
着
後
で
こ
れ
は

蓼
太
没
後
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓼
太
は
生
前
数
回
に
わ
た
り
一
九
の
生
地
で
あ
る

駿
府
へ
旅
を
し
て
同
地
の
同
好
の
士
と
交
際
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
頃
の
一
九
は

勿
論
ま
だ
若
か
っ
た
が
、
も
し
俳
諧
に
興
味
を
抱
い
て
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て

名
を
連
ね
て
い
た
と
し
た
ら
、蓼
太
と
の
接
点
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
因
み
に
、

一
九
の
描
い
た
俳
画
に
「
雪
中
庵
蓼
太
書
」
と
書
名
の
あ
る
句
が
書
か
れ
て
あ
る

資
料
が
現
存
す
る
の
で
、
こ
の
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の
資
料
の
検
討
も
含

め
て
今
後
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
で
あ
る
。

（
37
） 

か
よ
い
ち
ょ
う
（
通
帳
）：
掛
買
い
分
割
支
払
い
な
ど
の
と
き
、
そ
の
品
名
、

金
額
、
月
日
な
ど
を
記
し
て
お
き
、
後
日
金
銭
を
授
受
す
る
と
き
の
ひ
か
え
と
す

る
帳
面
。
か
よ
い
。
通
い
日
記
。：
日
本
国
語
大
辞
典

　
　

拙
稿
「
近
世
大
衆
文
芸
の
趣
向
考
究―

合
巻
『
忠
臣
狸
七
役
』
に
現
れ
た
「
七

役
」
と
「
狸
」
を
端
緒
に
」（『
日
本
語
文
学
』
43
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
韓

国
日
本
語
文
学
会
）
の
「
3
・
3　

大
目
玉
小
僧
の
狸
」
で
詳
論
し
て
い
る
「
一

つ
目
小
僧
、
雨
降
り
小
僧
、
大
頭
小
僧
、
豆
腐
小
僧
、
大
目
玉
の
小
僧
、
目
の
玉

の
光
る
小
僧
、
酒
買
い
小
僧
、
豆
狸
」
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
作
合
巻
『
忠
臣
狸
七
役
』（
文
政
十
一
年
刊
）
五
オ
に
、
笠
を
被
っ
た
狸
が
雨

の
中「
例
の
大
目
玉
の
小
僧
が
、酒
を
買
ひ
に
行
く
な
り
に
」化
け
る
場
面
が
あ
り
、

貧
乏
徳
利
・
通
い
帳
を
手
に
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

（
38
） 
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
冒
頭
「
嘉
肴
（
か
か
う
）
有
（
リ
）
と
い
へ
ど
も
食
（
し

よ
く
）
せ
ざ
れ
ば
其
（
そ
の
）
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
を
知
（〈
し
〉）
ら
ず
と
は
。
國
（
く

に
）
治
（
お
さ
ま
つ
）
て
よ
き
武
士
（
ぶ
し
）
の
忠
（
ち
う
）
も
武
勇
（
ぶ
ゆ
う
）

も
隱
（〈
か
く
〉）
る
ゝ
に
。
た
と
へ
ば
星
（
ほ
し
）
の
晝
（
ひ
る
）
見
へ
ず
夜
（
ル
）
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は
乱
（
み
だ
）
れ
て
顯
（
あ
ら
）
は
る
ゝ
。
例
（
た
め
し
）
を
爰
（
こ
ゝ
）
に
仮

名
書
（
か
な
が
き
）
の
太
平
（
た
い
へ
い
）
の
代
（
よ
）
の
。
政
（
ま
つ
り
ご
と
）。

（
39
） 

に
ょ
ご
の
し
ま
（
女
護
島
）＝
「
に
ょ
う
ご
の
し
ま
」
と
も
。
女
だ
け
が
住
む

と
い
う
想
像
上
の
島
。
中
国
の
「
三
才
図
会
」
に
「
女
人
国
」
に
関
す
る
記
述
が

あ
り
、
そ
の
影
響
で
御
伽
草
子
の
「
御
曹
子
島
渡
（
お
ん
ぞ
う
し
し
ま
わ
た
り
）」

に
主
人
公
源
義
経
が
回
っ
た
島
の
一
つ
に
「
女
護
島
」
が
あ
り
、
こ
の
島
の
女
は
、

南
風
に
あ
た
る
と
孕
み
、
生
ま
れ
る
子
も
ま
た
女
子
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

近
世
に
は
い
っ
て
こ
の
島
は
伊
豆
の
八
丈
島
を
さ
す
と
い
う
噂
（
う
わ
さ
）
の
立
っ

た
こ
と
が
「
八
丈
実
記
」「
甲
子
夜
話
」
に
見
え
る
。
に
ょ
ご
が
し
ま
。
に
ょ
う
ご

こ
く
。
に
ょ
う
ご
の
し
ま
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
40
） 

て
ん
つ
く
：
太
鼓
の
音
な
ど
を
表
わ
す
語
。
＊
咄
本
・
戯
言
養
気
集
〔
一
六
一
五

〜
二
四
頃
〕
上
「
さ
は
ら
ば
ひ
や
せ
さ
は
ら
ば
ひ
や
せ
、
て
ん
つ
く
て
ん
つ
く
と
、

い
ね
な
が
ら
、
あ
し
び
ゃ
う
し
ふ
ん
で
」
＊
歌
謡
・
松
の
葉
〔
一
七
〇
三
〕
三
・

か
づ
ま
「
つ
く
つ
く
て
ん
つ
く
つ
く
ど
ん
が
ら
が
、
太
鼓
の
音
も
よ
し
、
や
っ
と

し
よ
」
＊
浄
瑠
璃
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
〔
一
七
〇
七
頃
〕
上
「
浅
草
上
野

の
花
盛
、
又
堺
町
木
挽
（
こ
び
き
）
町
の
、
て
ん
つ
く
て
ん
つ
く
木
偶
（
で
こ
の
）

坊
」；

日
本
国
語
大
辞
典

　
　
『
膝
栗
毛
』
八
編
下
巻
生
玉
の
神
社
境
内
で
、
弥
次
喜
多
が
粟
餅
（
あ
は
も
ち
）

の
／
典
舂（
き
よ
く
つ
き
）を
見
物
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
此
と
こ
ろ
を
／
元
祖（
ぐ

は
ん
そ
）
と
す　

む
か
ふ
は
ち
ま
き
に
、手
ぎ
ね
、し
や
に
か
ま
へ
た
る
お
と
こ
「
サ

ア
〳
〵
、
ひ
や
う
ば
ん
で
〳
〵
。
元
祖
／
名
代
（
な
だ
い
）
あ
は
も
ち
の
き
よ
く

づ
き
は
、
生
玉
や
が
家
の
／
看
板
（
か
ん
ば
ん
）、
ソ
レ
つ
く
ぞ
、
ヤ
レ
つ
く
ぞ
、

ア
リ
ヤ
ヽ
コ
リ
ヤ
ヽ
つ
く
〳
〵
〳
〵
〳
〵
、
何
を
つ
く
、
粟
（
あ
は
）
つ
く
麥
（
む

ぎ
）
つ
く
米
（
こ
め
）
を
つ
く
。
旦
那
（
だ
な
）
は
ん
が
た
に
は
供
（
と
も
）
が

つ
く
。
わ
か
い
後
家
御
（
ご
け
ご
）
に
や
む
し
が
つ
く
。
隱
居
（
い
ん
き
よ
）
さ

ん
は
、
ち
よ
ち
ん
で
餅
（
も
ち
）
を
つ
く
。
お
や
ま
は
お
客
の
ゑ
り
に
つ
く
。
げ

い
子
に
や
又
し
て
も
あ
し
が
つ
く
。
コ
リ
ヤ
居
去
（
い
ざ
り
）
の
金
た
ま
へ
砂
（
す

な
）
が
つ
く
。
ヨ
イ
〳
〵
、
サ
ツ
サ
〳
〵
、
ひ
や
う
ば
ん
〳
　〵

弥
次
「
お
い
ら

は
年
中
う
そ
を
つ
く
が
き
い
て
あ
き
れ
ら
ア
」

（
41
） 

寄
り
：
腫
れ
も
の
の
毒
が
一
と
こ
ろ
に
固
ま
る
こ
と
。
ま
た
、そ
の
固
ま
り
。；

日
本
国
語
大
辞
典
。　

発
疹
や
腫
物
が
一
ヶ
所
に
固
結
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

固
結
し
た
も
の
。「
あ
せ
も
の
寄
り
」；

広
辞
苑
。　

で
き
も
の
な
ど
が
一
か
所
に

固
ま
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
固
ま
り
。「
あ
せ
も
の―

」；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
42
） 

か
た
で
風
を
切
る
：
肩
を
そ
ば
だ
て
て
大
威
張
り
で
歩
く
。
威
風
を
示
し
た
り
、

権
勢
を
誇
っ
た
り
す
る
さ
ま
に
い
う
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
43
） 

振
り
出
し
：
振
り
出
し
薬
の
略
。
布
の
袋
に
入
れ
た
ま
ま
湯
に
浸
し
、
振
り

動
か
し
て
そ
の
薬
気
を
出
す
薬
剤
。
湯
剤
。；

広
辞
苑

（
44
） 

む
か
ば
ら
（
向
腹
）：「
む
か
っ
ぱ
ら
（
向
腹
）」
に
同
じ
。
＊
滑
稽
本
・
古
朽

木
〔
一
七
八
〇
〕
一
「
生
得
正
直
者
に
て
、
む
か
腹
（
バ
ラ
）
を
た
て
ど
も
邪
な

心
な
く
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
45
） 

た
き
つ
け
る
（
焚
付
）：
①
火
を
つ
け
て
燃
や
し
出
す
。
特
に
、
か
ま
ど
の
火

を
つ
け
る
場
合
に
い
う
。
②
相
手
の
感
情
を
刺
激
し
て
、あ
る
行
動
に
か
り
た
て
る
。

け
し
か
け
る
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
46
） 

た
い
こ
を
叩
く
：「
た
い
こ
（
太
鼓
）
を
打
つ
」
に
同
じ
。
＊
洒
落
本
・
金
枕

遊
女
相
談
〔
一
七
七
二
〜
八
一
頃
〕「
か
み
さ
ん
が
た
い
こ
を
た
た
き
、
き
ゃ
く
の

ご
ろ
つ
か
ぬ
や
う
に
、
わ
れ
も
ぬ
れ
ご
と
に
気
を
き
か
せ
」
＊
随
筆
・
北
里
見
聞

録
〔
一
八
一
七
〕
三
「
大
皷
持
の
説
。〈
略
〉
当
世
物
の
と
り
な
し
を
い
ふ
事
を
、

太
皷
を
叩
く
と
い
ふ
も
、
此
説
よ
り
お
こ
り
し
な
る
べ
し
」
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た
い
こ
を
打
つ
：
他
人
の
い
う
こ
と
に
調
子
を
合
わ
せ
る
。
相
手
の
取
り
持
ち
を

し
て
き
げ
ん
を
と
る
。
迎
合
す
る
。
ま
た
、
座
興
を
と
り
も
つ
。
太
鼓
を
叩
く
。

太
鼓
を
持
つ；

日
本
国
語
大
辞
典

（
47
） 

た
ち
ぐ
も（
立
雲
）：
入
道
雲
の
異
称
。
＊
雑
俳
・
柳
多
留―

二
三〔
一
七
八
九
〕

「
立
（
た
チ
）
く
も
の
に
わ
か
に
見
へ
る
向
ふ
じ
ま
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
48
） 

む
し
や
し
な
い
（
虫
養
）：（
腹
中
の
虫
に
食
物
を
与
え
る
の
意
）
空
腹
を
一

時
的
に
し
の
ぐ
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
軽
食
。
虫
お
さ
え
。
転
じ
て
、
性
欲
そ
の
他

の
欲
望
を
一
時
的
に
満
た
す
こ
と
も
い
う
。

　

＊
玉
塵
抄
〔
一
五
六
三
〕
四
五
「
尊
宿
長
老
な
ど
に
酒
を
か
ん
を
し
て
果
子
肴
を

す
す
む
る
を
叢
林
の
こ
と
ば
に
虫
や
し
な
い
の
薬
と
云
」
＊
歌
舞
伎
・
宿
無
団
七

時
雨
傘
〔
一
七
六
八
〕
一
「
十
八
貫
の
か
た
に
、
是
を
剥
い
で
こ
ま
す
が
当
分
の

虫
（
ム
シ
）
や
し
な
ひ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

　
《
腹
の
虫
に
食
物
を
与
え
る
意
》空
腹
を
一
時
的
に
し
の
ぐ
こ
と
。
ま
た
、そ
の
食
物
。

他
の
欲
望
に
つ
い
て
も
い
う
。
虫
押
さ
え
。；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
49
） 

能
の
「
白
楽
天
」
で
、
詩
聖
白
楽
天
（
ワ
キ
）
は
、
賎
し
い
姿
の
釣
り
の
老

人
が
、
妙
な
る
歌
を
詠
ん
だ
の
で
仰
天
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
住
吉
明
神

で
あ
る
漁
翁
（
シ
テ
）
は
、「
さ
れ
ど
も
歌
を
詠
む
事
は
。
人
間
の
み
に
限
る
べ
か

ら
す
。
生
き
と
し
生
け
る
物
毎
に
。
歌
を
よ
ま
ぬ
は
無
き
も
の
を
。
ワ
キ
「
そ
も

や
生
き
と
し
生
け
る
物
と
は
。
さ
て
は
鳥
類
畜
類
ま
で
も
。
シ
テ
「
和
歌
を
詠
ず

る
そ
の
例
。
ワ
キ
「
和
国
に
於
て
。
シ
テ
「
証
歌
多
し
。
花
に
鳴
く
鴬
。
水
に
住

め
る
蛙
ま
で
。
唐
土
は
知
ら
ず
日
本
に
は
。
歌
を
よ
み
候
ふ
ぞ
翁
も
。
大
和
歌
を

ば
か
た
の
如
く
よ
む
な
り
。」

（
50
） 

お
で
い
り
（
御
出
入
）：「
で
い
り
」
を
、
そ
の
家
、
主
人
を
敬
っ
て
い
う
語
。

特
に
、
主
人
の
恩
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
に
で
は
い
り
が
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
人
。
＊
浮
世
草
子
・
世
間
娘
容
気
〔
一
七
一
七
〕
三
「
お
出
入
の
町
人
を
め

さ
れ
て
御
酒
宴
を
は
じ
め
ら
る
る
に
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
51
） 

雨
乞
小
町
：
小
野
小
町
が
勅
命
を
受
け
て
雨
乞
い
の
和
歌
「
千
早
振
る
神
も

見
ま
さ
ば
立
ち
さ
わ
ぎ
雨
の
と
川
（
天
の
戸
川
）
の
樋
口
（
ひ
ぐ
ち
）
あ
け
た
べ
」

（「
こ
と
わ
り
や
日
の
本
な
れ
ば
照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た
天
が
下
か
は
」

と
も
）
を
詠
み
、
そ
の
徳
で
雨
が
降
っ
た
と
い
う
伝
説
。
こ
れ
に
基
づ
い
た
長
唄
、

浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
の
作
品
が
あ
る
。

（
52
） 

か
え
る
は
口
か
ら
﹇
＝
口
故
﹈
呑
ま
る
る
：
蛙
は
鳴
く
た
め
に
、
居
場
所
が

わ
か
っ
て
、
蛇
に
の
ま
れ
る
意
か
ら
、
余
計
な
こ
と
を
言
っ
て
、
わ
ざ
わ
い
を
招

く
こ
と
の
た
と
え
。
＊
洒
落
本
・
素
見
数
子
〔
一
八
〇
二
〕
二
「
な
ま
中
、
言
（
い

は
）
ず
と
も
よ
い
こ
と
を
放
言
（
し
ゃ
べ
り
）
過
し
、
終
に
虻
も
と
ら
ず
蜂
も
と

ら
ず
、ほ
ん
の
蛙（
カ
イ
ル
）は
く
ち
か
ら
と
、さ
り
と
は
気
の
毒
せ
ん
ば
ん
な
り
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
53
） 

こ
し
お
れ
う
た
（
腰
折
歌
）：
和
歌
で
、
三
句
と
四
句
と
の
接
続
が
悪
い
も
の
。

転
じ
て
、へ
た
な
歌
。
腰
折
。
＊
浄
瑠
璃
・
吉
野
都
女
楠
〔
一
七
一
〇
頃
か
〕
五
「
公

家
な
ら
ば
公
家
の
様
に
柿
の
本
の
な
が
れ
を
く
み
、
こ
し
お
れ
歌
で
も
読
ま
ず
し

て
、
身
に
も
じ
ゅ
く
せ
ぬ
武
家
ま
じ
は
り
終
に
や
ひ
ば
に
さ
し
通
さ
れ
」；

日
本

国
語
大
辞
典

（
54
） 

三
介
待
っ
た
り
：
江
戸
後
期
、寛
政
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
頃
の
流
行
語
。

下
男
の
三
助
み
た
い
に
、あ
わ
て
な
い
で
、ち
ょ
っ
と
待
て
と
し
ゃ
れ
て
い
っ
た
語
。

＊
黄
表
紙
・
盧
生
夢
魂
其
前
日
〔
一
七
九
一
〕「
獅
子
の
洞
入
、
洞
返
り
、
三
介
待
っ

た
り
三
介
待
っ
た
り
」
＊
洒
落
本
・
面
美
知
之
〔
一
七
八
九
〜
一
八
〇
二
頃
〕
一
「
そ

ん
な
に
三
助
ま
っ
た
り
を
み
る
や
う
に
か
ら
だ
斗
り
ふ
っ
て
も
い
ふ
こ
と
は
て
ね

へ
。
あ
ん
ま
り
き
を
も
む
な
へ
ヱ
」；

日
本
国
語
大
辞
典
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（
55
） 

長
雨
が
続
く
と
き
や
、
ぜ
ひ
と
も
翌
日
に
晴
天
を
望
む
と
き
に
軒
先
な
ど
に

つ
る
す
紙
の
人
形
。
四
角
な
紙
の
真
ん
中
あ
た
り
に
芯（
し
ん
）を
入
れ
、丸
く
縛
っ

て
頭
に
し
た
ご
く
簡
単
な
も
の
も
あ
る
。
願
い
が
か
な
っ
て
晴
天
に
な
っ
た
場
合

は
、墨
で
眼
睛
（
ひ
と
み
）
を
か
き
、ま
た
は
頭
か
ら
酒
を
注
い
で
川
へ
流
し
て
や
っ

た
り
す
る
。
も
と
も
と
中
国
か
ら
渡
来
し
た
風
習
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で

は
江
戸
時
代
中
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。；

日
本
大
百
科
全
書

（
56
） 

着
物
の
肩
に
丸
を
し
て
ひ
ら
が
な
で
「
て
る
〳
〵
ぼ
う
し
」
と
記
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
文
句
通
り
に
、
他
の
人
物
名
は
頭
に
頂
い
た
丸
の
中
に

記
す
か
、
丸
で
囲
ま
ず
着
物
に
記
す
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
念
仏
を
類
似
し
た
野

菜
の
名
を
上
げ
る
こ
と
で
ふ
ざ
け
て
唱
え
た
り
す
る
。

（
57
） 

あ
が
っ
た
り
や
（
上
屋
）：（「
あ
が
っ
た
り
」
を
商
売
に
見
立
て
て
「
屋
」
を

付
け
た
も
の
）「
あ
が
っ
た
り
」に
同
じ
。
＊
浮
世
草
子
・
傾
城
歌
三
味
線〔
一
七
三
二
〕

二
・
二
「
わ
け
も
な
い
揚
屋
が
す
で
に
上
（
ア
ガ
）
っ
た
り
や
に
な
ら
ふ
と
致
し
た
」

＊
浄
瑠
璃
・
三
日
太
平
記
〔
一
七
六
七
〕
八
「
彼
岸
に
成
て
も
麦
は
よ
ふ
蒔
か
ず
、

大
根
蕪
も
よ
ふ
お
ろ
さ
ず
、
百
姓
は
上
っ
た
り
や
」

　
　

あ
が
っ
た
り
：
商
売
や
仕
事
な
ど
が
全
く
ふ
る
わ
な
い
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な

い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
ま
た
、
一
般
に
物
事
が
だ
め
に
な
る
こ
と
や
そ
の

さ
ま
に
も
い
う
。
あ
が
っ
た
り
や
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
58
） 

や
み
く
も
（
闇
雲
）：
黒
雲
。
＊
黄
表
紙
・
高
漫
斉
行
脚
日
記
〔
一
七
七
六
〕

上
「
不
思
議
や
に
わ
か
に
空
か
き
く
も
り
、
や
み
く
も
立
か
さ
な
り
け
る
ま
ま
に
」

　
　
（
形
動
）闇
の
中
で
雲
を
つ
か
む
よ
う
に
、漠
然
と
し
て
あ
て
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、

前
後
の
み
さ
か
い
の
な
い
こ
と
。
む
り
や
り
行
な
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

む
や
み
や
た
ら
。
闇
雲
無
性
（
や
み
く
も
む
し
ょ
う
）。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
59
） 

ぎ
ょ
う
ほ
う
（
行
法
）：（
古
く
は
「
ぎ
ょ
う
ぼ
う
」）
仏
語
。
仏
法
を
修
行
す

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
方
法
。
特
に
密
教
の
修
法
を
い
う
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
60
） 

な
る
か
み
（
鳴
神
）：
歌
舞
伎
狂
言
。
原
拠
は
能
の
「
一
角
仙
人
」。
歌
舞
伎

で
は
、
竜
神
を
封
じ
こ
め
て
天
下
を
旱
魃
で
苦
し
め
る
鳴
神
上
人
を
、
雲
の
絶
間

姫
が
色
香
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
、
竜
神
を
解
き
放
っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
の
で
、
上

人
は
生
き
な
が
ら
雷
神
（
な
る
か
み
）
と
な
っ
て
怒
り
狂
う
と
い
う
筋
。
姫
が
上

人
を
誘
惑
す
る
場
面
（
特
に
そ
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
恋
物
語
の
仕
方
咄
）、
最
後
の

鳴
神
の
荒
事
が
見
せ
場
を
形
成
す
る
。
江
戸
で
初
代
市
川
団
十
郎
が
創
始
し
た
と

伝
え
る
が
、
そ
の
初
演
は
確
認
し
が
た
い
。
元
禄―

享
保
の
四
十
余
年
間
に
繰
り

返
し
上
演
さ
れ
た
の
ち
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
大
坂
上
演
の
『
雷
神
不
動
北

山
桜
』
に
至
っ
て
完
成
、
現
行
『
鳴
神
』
は
こ
れ
を
復
活
し
た
も
の
。
天
保
十
一

年
（
一
八
四
〇
）
以
来
歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
古
典
文
学

大
系
』
九
八
、『
歌
舞
伎
台
帳
集
成
』
四
な
ど
に
所
収
。；

国
史
大
辞
典

　
　

歌
舞
伎（
か
ぶ
き
）劇
。
時
代
物
。
一
幕
。
津
打
半
十
郎
、安
田
蛙
文（
あ
ぶ
ん
）、

中
田
万
助
合
作
。
一
七
四
二
年
（
寛
保
二
）
一
月
、
大
坂
・
佐
渡
島
（
さ
ど
し
ま
）

座
で
二
世
市
川
団
十
郎
の
鳴
神
上
人
（
し
ょ
う
に
ん
）、
初
世
尾
上
（
お
の
え
）
菊

五
郎
の
雲
の
絶
間（
た
え
ま
）姫
ら
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た『
雷
神
不
動
北
山
桜（
な

る
か
み
ふ
ど
う
き
た
や
ま
ざ
く
ら
）』
の
四
幕
目
が
独
立
し
た
も
の
で
、「
歌
舞
伎

十
八
番
」
の
一
つ
。
能
『
一
角
（
い
っ
か
く
）
仙
人
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
初
世
団

十
郎
が
一
六
八
八
年（
元
禄
一
）、自
作
の『
門
松
四
天
王（
か
ど
ま
つ
し
て
ん
の
う
）』

で
演
じ
好
評
を
得
た
鳴
神
の
話
を
、
王
朝
時
代
の
宮
廷
騒
動
に
結
び
付
け
て
脚
色
。

朝
廷
に
不
満
を
も
つ
鳴
神
上
人
は
、
竜
神
を
滝
壺
（
た
き
つ
ぼ
）
に
法
力
で
封
じ

込
め
た
た
め
、
天
下
は
日
照
り
に
悩
ま
さ
れ
る
が
、
勅
命
を
受
け
た
美
女
絶
間
姫

が
色
仕
掛
け
で
上
人
を
誘
惑
、
つ
い
に
鳴
神
は
（
康
：
酒
に
酔
い
つ
ぶ
れ
）
破
戒

し
て
行
法
も
破
れ
、
豪
雨
に
な
る
。；

日
本
大
百
科
全
書
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（
61
） 

音
楽
論
議
を
き
っ
か
け
と
す
る
富
士
太
郎
と
浅
間
の
二
楽
人
の
確
執
に
始
ま

る
仇
討
ち
物
『
三
国
一
夜
物
語
』（
文
化
三
年
刊
の
読
本
、
曲
亭
馬
琴
著
）
な
ど
が

あ
る
。
琴
と
笛
の
音
を
契
機
に
す
る
忍
び
会
い
や
、
相
伝
の
太
鼓
を
叩
い
て
意
を

知
ら
せ
る
な
ど
、
楽
器
づ
く
し
の
筋
立
て
で
あ
る
。

（
62
） 

ご
し
ち
の
雨
に
四
（
よ
）
つ
旱
（
ひ
で
り
）：（
地
震
の
あ
っ
た
時
刻
で
そ
の

後
の
天
候
を
推
知
す
る
と
い
う
江
戸
時
代
の
「
九
は
病
五
七
が
雨
に
四
つ
旱
六
つ

八
つ
な
ら
ば
風
と
知
る
べ
し
」
の
歌
か
ら
）
五
つ
の
刻
（
八
時
頃
）
と
七
つ
の
刻
（
四

時
頃
）
に
地
震
が
起
こ
る
と
雨
が
降
り
、
四
つ
の
刻
（
一
〇
時
頃
）
で
は
日
照
り

に
な
る
と
い
う
こ
と
。
＊
洒
落
本
・
無
量
談
〔
一
七
七
一
〕「
五
七
の
雨
に
四
つ
ひ

で
り
、
五
百
八
十
七
曲
（
ま
が
り
）
一
〆
三
百
四
十
八
文
ま
だ
も
多
（
や
す
）
い

は
裏
波
銭
（
し
も
ん
せ
ん
）」
＊
人
情
本
・
蔦
蔓
恋
之
花
菱
〔
一
八
六
一
〕
一
「
五
七

（
ゴ
シ
チ
）
の
雨
に
四
日
（
ヨ
ツ
ヒ
）
で
り
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」；

日
本
国
語
大
辞

典
（
63
） 

な
み
だ
あ
め
：
悲
し
み
の
涙
が
化
し
て
降
る
と
思
わ
れ
る
雨
。
涙
の
雨
。
＊

浄
瑠
璃
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
〔
一
七
〇
七
頃
〕
夢
路
の
こ
ま
「
与
作
思
へ

ば
照
る
日
も
曇
る
、
関
の
小
万
が
涙
雨
か
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
64
） 

か
ら
か
ぜ
（
空
風
・
乾
風
）：
湿
気
や
雨
雪
を
と
も
な
わ
な
い
で
、
激
し
く
吹

く
風
。
か
ら
っ
か
ぜ
。《
季
・
冬
》：
日
本
国
語
大
辞
典

（
65
） 

な
ま
ず
の
瓢
箪
：
鯰
を
押
え
る
ひ
ょ
う
た
ん
。
＊
浄
瑠
璃
・
傾
城
反
魂
香
〔1708

頃
〕
上
「
勇
み
か
か
れ
る
有
様
は
、
波
や
鯰
の
へ
う
た
ん
へ
う
た
ん
、
も
っ
て
開

い
て
鉢
叩
き
、
叩
け
ば
滑
り
打
て
ば
滑
り
ぬ
ら
り
、
ぬ
ら
り
と
手
に
た
ま
ら
ず
」

　
　

な
ま
ず
を
瓢
箪
で
押
さ
え
る
：
鯰
を
ひ
ょ
う
た
ん
で
押
え
よ
う
と
し
て
も
、
ぬ

ら
ぬ
ら
し
て
な
か
な
か
つ
か
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
物
事
が
要
領
を
得
な
く
て
、
と

り
と
め
が
な
い
た
と
え
。
瓢
箪
鯰
（
ひ
ょ
う
た
ん
な
ま
ず
）。
＊
浄
瑠
璃
・
傾
城
反

魂
香
〔
一
七
〇
八
頃
〕
上
「
あ
に
弟
子
は
う
か
う
か
と
い
つ
ま
で
浮
世
又
平
で
、

藤
の
花
か
た
げ
た
お
山
絵
や
、
鯰
を
さ
へ
た
瓢
箪
の
ぶ
ら
ぶ
ら
生
き
て
も
甲
斐
な

し
と
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
66
） 

ご
ふ
う
じ
ゅ
う
う
（
五
風
十
雨
）：（
五
日
ご
と
に
一
度
風
が
吹
き
、
一
〇
日

ご
と
に
一
度
雨
が
降
る
意
）
天
候
が
順
当
な
こ
と
。
転
じ
て
、
世
の
中
が
太
平
な

こ
と
。
＊
歌
舞
伎
・
歌
徳
恵
山
吹
（
太
田
道
灌
）〔
一
八
八
七
〕「
よ
く
云
ふ
五
風

十
雨
（
ご
フ
ウ
じ
う
ウ
）
と
や
ら
で
、
十
日
目
頃
に
一
降
り
づ
つ
雨
が
降
っ
て
く

れ
ね
ば
い
か
ぬ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
67
） 

天
明
五
年
刊
の
京
伝
作
画
黄
表
紙
『
天
地
人
三
階
図
絵
』（『
山
東
京
傳
全
集
』

第
一
巻　

黄
表
紙
1
に
所
載
）
五
ウ
に
、
落
雷
の
響
き
で
頭
痛
に
な
っ
た
地
震
が

描
か
れ
る
が
、
擬
人
化
さ
れ
た
地
震
は
頭
上
に
「
宝
珠
」
ら
し
き
も
の
を
載
せ
た

姿
で
形
容
さ
れ
る
。

（
68
） 

勧
進
相
撲
：
勧
進
（
：
社
寺
や
仏
像
の
建
立
、
修
理
な
ど
の
た
め
に
広
く
人
々

に
、
そ
れ
が
善
根
功
徳
に
な
る
と
勧
め
て
金
品
の
寄
付
を
募
る
こ
と
）
の
た
め
に

興
行
す
る
相
撲
。
後
に
は
、
そ
れ
を
名
目
と
し
て
木
戸
銭
を
取
っ
て
行
な
う
興
行

を
も
い
う
。
寄
相
撲
（
よ
り
ず
も
う
）。
か
ん
じ
ん
す
ま
い
。
勧
進
。《
季
・
秋
》

日
本
国
語
大
辞
典

（
69
） 

せ
い
て
ん
と
お
か
（
晴
天
十
日
）：（
晴
れ
た
日
一
〇
日
間
の
意
）
大
相
撲
興

行
の
日
数
。
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
江
戸
の
深
川
八
幡
で
一
〇
日
間
興
行
さ

れ
た
の
が
最
初
で
、
恒
例
と
な
っ
た
の
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
両
国
回
向

院
か
ら
の
こ
と
で
、そ
れ
以
前
は
晴
天
八
日
で
あ
っ
た
。
＊
随
筆
・
海
録
〔
一
八
二
〇

〜
三
七
〕
一
八
「
街
談
録
抄
〈
略
〉
安
永
七
三
廿
八　

角
力
興
行
〈
深
川
八
幡
〉

晴
天
十
日
〈
今
迄
は
八
日
也
、
此
時
よ
り
十
日
と
定
る
〉」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
70
） 

ふ
れ
だ
い
こ
（
触
太
鼓
）：
あ
る
こ
と
を
広
く
知
ら
せ
る
た
め
に
打
つ
太
鼓
。
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芝
居
・
相
撲
な
ど
で
行
な
わ
れ
た
が
、
特
に
、
相
撲
で
、
初
日
の
前
日
に
取
組
な

ど
を
太
鼓
を
た
た
い
て
市
内
に
触
れ
回
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
太
鼓
。
＊
東
京
風

俗
志
〔
一
八
九
九
〜
一
九
〇
二
〕〈
平
出
鏗
二
郎
〉
下
・
一
〇
・
相
撲
「
興
行
の
前

日
ご
と
に
市
中
に
触
（
フ
）
れ
太
鼓
を
ま
は
し
て
、
明
日
の
興
行
及
び
取
組
の
番

組
を
報
ず
」；
日
本
国
語
大
辞
典

　
　

太
鼓
ま
わ
し
：
七
月
一
八
日
深
夜
、
葛
川
坊
村
町
の
明
王
院
で
行
わ
れ
る
。
明

王
院
を
開
い
た
相
応
が
三
の
滝
の
滝
壺
に
不
動
明
王
を
感
じ
て
飛
び
込
ん
だ
と
い

う
故
事
に
ち
な
み
、
勢
い
よ
く
回
し
て
止
め
ら
れ
た
大
太
鼓
の
向
こ
う
に
行
者
が

合
掌
し
な
が
ら
飛
び
こ
え
る
と
い
う
勇
壮
な
行
事
。；

大
津
市
歴
史
博
物
館

http://w
w
w
.rekihaku.otsu.shiga.jp/jiten/data/009.htm

l

　
　

天
明
四
年
刊
京
伝
作
画
の
黄
表
紙
『
天
慶
和
句
文
』
は
お
月
様
放
蕩
の
話
だ
が
、

「
雷
の
妻
を
稲
妻
と
い
う
。
今
日
、
相
撲
の
太
鼓
が
廻
り
し
ゆ
え
、
明
日
の
雨
の
支

度
を
す
る
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
雨
乞
い
の
行
列
と
相
撲
の
触
れ
太
鼓
の
行
列

を
見
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
71
） 

こ
れ
い
（
古
例
）：
昔
の
慣
習
。
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
慣
習
。
ま
た
、

記
録
な
ど
に
残
さ
れ
た
先
例
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
72
） 

き
う
（
祈
雨
）
の
相
撲
（
す
ま
い
）：
雨
乞
い
の
た
め
に
神
前
に
奉
納
さ
れ
る

相
撲
。
＊
大
乗
院
寺
社
雑
事
記―

文
明
一
七
年
〔
一
四
八
五
〕
七
月
二
四
日
「
定

　

祈
雨
相
撲
次
第
事　

第
一
番
〈
南
市
、
幸
井
〉
一
番
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
73
） 

「
と
び
鳴
け
ば
風
吹
く
」：
鳶
が
鳴
く
と
き
は
風
が
起
こ
る
。
＊
諺
草

〔
一
六
九
九
〕
一
一
「
鳶
鳴
は
風
吹　

曲
礼
曰
、
前
有
塵
埃
則
載
鳴
鳶
。〈
注
〉
鳶

鳴
則
将
風；

日
本
国
語
大
辞
典

（
74
） 

か
ら
す
（
烏
）：
烏
は
神
社
の
森
な
ど
に
群
を
な
し
て
住
み
つ
い
て
い
る
た
め

に
、
烏
を
神
使
と
す
る
信
仰
が
、
伊
勢
・
熊
野
・
祇
園
・
三
嶋
・
厳
島
・
住
吉
・

諏
訪
な
ど
の
神
社
に
あ
り
、
特
に
熊
野
の
牛
王
宝
印
に
は
、
三
足
の
烏
が
描
か
れ

て
い
る
。
新
潟
の
弥
彦
神
社
で
は
、
毎
年
十
二
月
二
十
日
に
、
一
羽
の
烏
が
、
神

使
と
し
て
佐
渡
の
度
津（
わ
た
つ
）神
社
へ
渡
る
と
い
わ
れ
る
。
関
東
や
東
北
で
は
、

一
月
の
初
山
入
り
の
日
に
、
烏
に
米
や
餅
を
与
え
る
風
習
が
あ
り
、
近
畿
や
中
国

で
は
、
旧
三
月
の
ハ
ル
ゴ
ト
の
日
に
、
烏
の
食
物
を
、
木
の
枝
や
屋
根
に
上
げ
る

風
習
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
烏
を
山
の
神
の
使
と
す
る
信
仰
で
あ
る
。
↓
八
咫
烏
（
や

た
が
ら
す
）；

国
史
大
辞
典

　
　

か
ら
す　

浴
（
よ
く
）
す
れ
ば
風
雨
（
ふ
う
う
）
の
示
し
：
烏
が
水
浴
び
を
す

る
と
、天
気
が
荒
れ
模
様
と
な
り
、雨
が
降
る
前
兆
で
あ
る
。
＊
譬
喩
尽〔
一
七
八
六
〕

二
「
鴉
（
カ
ラ
ス
）
浴
（
ヨ
ク
）
す
れ
ば
風
雨
（
フ
ウ
ウ
）
の
示
（
シ
メ
）
し
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
75
） 

お
こ
う
び
よ
り
（
御
講
日
和
）：
報
恩
講
の
頃
に
、
晴
天
の
日
が
続
く
こ
と
。

御
講
和（
お
こ
う
な
ぎ
）。《
季
・
冬
》＊
雑
俳
・
雲
鼓
評
万
句
合―

寛
延
二〔
一
七
四
九
〕

「
箱
入
の
出
あ
り
く
御
講
日
和
哉
」＊
東
都
歳
事
記〔
一
八
三
八
〕一
一
月
二
二
日「
一

向
宗
寺
院
報
恩
講
、
廿
八
日
ま
で
修
行
。〈
略
〉
世
俗
お
か
う
と
い
ひ
、
又
お
し
も

月
と
い
ふ
。〈
略
〉
昨
今
快
晴
な
る
を
世
俗
お
か
う
日
和
（
ヒ
ヨ
リ
）
と
い
ふ
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
76
） 

も
ん
と
し
ゅ
う
（
門
徒
宗
）：
浄
土
真
宗
の
俗
称
。
そ
の
信
徒
を
門
徒
と
呼
ぶ

と
こ
ろ
か
ら
い
う
。
門
徒
家
と
も
。
＊
米
沢
本
沙
石
集〔
一
二
八
三
〕四
・
一「
唯
識
・

唯
境
の
諍
ひ
高
く
し
て
、
門
徒
宗
（
モ
ン
ト
シ
ウ
）
を
別
ち
互
に
是
非
す
る
事
を
」

＊
雑
俳
・
削
か
け
〔
一
七
一
三
〕「
出
し
た
が
る
・
事
が
な
金
を
一
向
宗
（
モ
ン
ト
し
ゅ

う
）」
＊
随
筆
・
胆
大
小
心
録
〔
一
八
〇
八
〕
七
一
「
今
に
て
は
門
徒
宗
の
さ
か
ん

な
る
事
、
是
に
皆
お
さ
る
る
ば
か
り
也
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
77
） 

か
た
ぎ
ぬ
【
肩
衣
】：
門
徒
の
信
者
が
経
を
読
む
際
に
着
流
し
の
ま
ま
肩
に
羽
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織
る
の
に
用
い
る
衣
。
＊
浮
世
草
子
・
好
色
五
人
女
〔
一
六
八
六
〕
二
・
三
「
津
村

の
御
堂
ま
い
り
と
て
か
た
ぎ
ぬ
は
持
（
も
た
）
せ
出
（
い
で
）
し
が
」；

日
本
国

語
大
辞
典

（
78
） 

じ
ゅ
う
や
（
十
夜
）：
浄
土
宗
の
寺
で
、
陰
暦
十
月
五
日
の
夜
半
か
ら
十
五
日

朝
ま
で
十
昼
夜
の
間
、
絶
え
ず
念
仏
を
唱
え
る
行
事
。
現
在
は
十
月
十
二
日
夜
か

ら
十
五
日
早
朝
ま
で
の
三
昼
夜
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
真
如
堂
の
も
の
が

有
名
。
お
十
夜
。
十
夜
念
仏
。
十
夜
法
要
。《
季　

冬
》「
門
前
に
知
る
人
も
あ
る

―

か
な
／
虚
子
」；

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉

（
79
） 

あ
め
あ
い
だ
：「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
「
雨
間
」
と
い
っ
た
洒
落
か
。
地
口
。

（
80
） 

ま
な
い
た
な
お
し
（
俎
板
直
）：
真
宗
東
西
両
本
願
寺
の
報
恩
講
の
最
後
の
日

に
、
精
進
落
ち
の
意
味
で
、
鯉
を
俎
板
に
の
せ
て
料
理
し
て
、
仏
に
供
え
、
ま
た

参
詣
人
に
振
舞
う
式
。
ま
な
い
た
。
＊
俳
諧
・
お
く
れ
双
六
〔
一
六
八
一
〕
冬
「
末

那
板
直
し
龍
女
や
恨
む
魚
成
仏
〈
〉」
＊
滑
稽
本
・
東
海
道
中
膝
栗
毛
〔
一
八
〇
二

〜
〇
九
〕
五
・
下
「
お
ま
な
板
な
を
し
に
鯉
の
ひ
れ
ふ
る
は
こ
れ
佐
用
姫
の
石
井

で
ん
か
も
」；

日
本
国
語
大
辞
典

（
81
） 

い
だ
て
ん
（
韋
駄
天
）：
仏
語
。
南
方
の
増
長
天
に
属
す
る
八
将
軍
の
一
。
四

天
王
の
八
将
軍
を
合
わ
せ
た
三
十
二
将
軍
全
体
の
長
。
も
と
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
で
、

シ
バ
神
ま
た
は
ア
グ
ニ
神
の
子
と
い
う
。
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
僧
あ
る
い
は

寺
院
の
守
護
神
と
な
っ
た
。
形
像
は
、
身
に
甲
冑
（
か
っ
ち
ゅ
う
）
を
着
け
、
合

掌
し
た
両
腕
に
宝
剣
を
持
つ
。
釈
迦
が
涅
槃
（
ね
は
ん
）
の
後
、
捷
疾
鬼
（
し
ょ

う
し
つ
き
）
が
仏
舎
利
か
ら
歯
を
盗
み
去
っ
た
と
き
、
こ
の
神
が
追
い
か
け
て
取

り
戻
し
た
と
い
う
俗
説
が
あ
る
。
非
常
な
速
さ
で
駆
け
、
魔
鬼
を
排
除
す
る
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
足
の
速
い
こ
と
や
人
を
も
い
う
。；

日
本
国
語
大
辞
典
。

　
　

当
時
神
社
仏
閣
の
境
内
で
良
く
行
わ
れ
て
い
た
見
世
物
の
一
種
で
あ
る
曲
乗
り

を
、
こ
こ
は
神
で
あ
る
韋
駄
天
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
か
。

（
82
） 

ひ
ゃ
く
ま
ん
べ
ん
ね
ん
ぶ
つ
（
百
万
遍
念
仏
）：
彌
陀
の
名
号
を
七
日
間
な
い

し
一
〇
日
間
に
百
万
回
唱
え
る
こ
と
。
古
く
中
国
の
僧
道
綽
（
ど
う
し
ゃ
く
）
に

始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
日
本
の
浄
土
宗
で
は
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
後
醍
醐

天
皇
の
勅
に
よ
り
知
恩
寺
八
世
善
阿
空
円
が
行
な
っ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
る
。

百
万
遍
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
83
） 

「
馬
の
耳
に
風
」：
＝
（「
馬
耳
東
風
」
に
よ
る
。
馬
の
耳
に
風
が
当
た
っ
て
も

馬
は
い
っ
こ
う
気
に
と
め
な
い
と
こ
ろ
か
ら
）
人
の
話
が
耳
に
は
い
っ
て
も
全
然

心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
の
た
と
え
。
馬
の
耳
に
念
仏
。
牛
の
角
に
蜂
。
馬
の
耳
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
84
） 

風
邪
を
引
い
た
様
子
の
形
容
か
。

（
85
） 

ど
ん
づ
ら
（
鈍
面
）：
顔
を
卑
し
め
て
い
う
語
。
鈍
い
こ
と
。
ま
ぬ
け
な
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
人
。
ば
か
。；

日
本
国
語
大
辞
典

（
86
） 

舐
ら
す
＝
舐
め
さ
せ
る
。
ね
ぶ
る
（
舐
る
）：
物
事
や
人
な
ど
を
軽
く
見
る
。

見
く
び
る
。
＊
洒
落
本
・
正
夢
後
悔
玉
〔
一
七
六
一
〕
中
「
去
り
と
は
あ
ま
い
親

達
と
い
つ
ね
ぶ
っ
て
見
た
や
ら
あ
の
け
し
け
し
め
ら
と
」；

日
本
国
語
大
辞
典
。

　
　

地
口
を
利
用
し
て
い
る
。

（
87
） 

は
ち
じ
ゅ
う
は
ち
や
（
八
十
八
夜
）：
立
春
か
ら
八
八
日
目
の
日
。
陽
暦
の
五

月
一
、
二
日
ご
ろ
に
当
た
る
。
こ
の
頃
が
霜
の
降
り
る
最
後
と
な
る
の
で
、忘
れ
霜
、

別
れ
霜
、霜
の
果
（
は
て
）
な
ど
と
い
い
、こ
れ
以
後
は
降
霜
の
心
配
が
な
い
の
で
、

農
家
で
は
種
蒔
き
の
季
節
と
す
る
。
米
と
い
う
文
字
を
分
け
て
書
く
と
八
十
八
に

な
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
日
が
由
来
す
る
と
い
わ
れ
、
農
耕
上
大
切
な
日
と
さ
れ
て

い
る
。《
季
・
春
》
＊
惜
命
〔
一
九
五
〇
〕〈
石
田
波
郷
〉「
き
ら
き
ら
と
八
十
八
夜

の
雨
墓
に
」；
日
本
国
語
大
辞
典
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（
88
） 

に
ひ
ゃ
く
と
お
か
（
二
百
十
日
）：
立
春
か
ら
数
え
て
二
一
〇
日
目
に
当
た
る

日
。
九
月
一
日
頃
で
、
稲
の
開
花
と
台
風
の
襲
来
と
が
ぶ
つ
か
る
時
期
な
の
で
、

農
民
は
厄
日
と
し
て
警
戒
す
る
。《
季
・
秋
》
＊
全
流
舟
軍
之
巻
〔
一
六
四
六
〕「
野

分
と
云
ふ
風
の
事
、是
は
二
百
十
日
前
後
七
日
の
内
に
吹
く
も
の
也
」
＊
浮
世
草
子
・

好
色
盛
衰
記
〔
一
六
八
八
〕
一
・
目
録
「
二
百
十
日
の
恋
風
を
待
」；

日
本
国
語

大
辞
典

（
89
） 

あ
っ
た
ら
く
ち
に
風
ひ
か
す
：
せ
っ
か
く
言
い
出
し
た
の
に
効
果
が
な
い
。

無
駄
口
を
叩
く
。；

広
辞
苑
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〈
研
究
資
料
〉

法
然
六
五
〇
年
の
御
忌

―

『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
の
翻
刻―

姜　
　

鶯　
　

燕

平　

松　

隆　

円

は
じ
め
に

　

法
然
は
、
長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
四
月
七
日
、
美
作
国
久
米
南
条
稲
岡

荘
（
岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町
）
に
押
領
使
の
漆
間
時
国
の
長
子
と
し
て
生

ま
れ
た
。
母
は
秦
氏
の
出
身
で
あ
り
、法
然
は
幼
名
を
、勢
至
丸
と
い
っ
た
。

　

九
歳
の
と
き
、
漆
間
時
国
が
荘
預
所
明
石
定
明
と
の
争
い
の
際
に
傷
つ
い

て
亡
く
な
っ
た
。
時
国
は
、
枕
辺
で
法
然
に
遺
言
を
残
し
た
と
い
う
。

　
「
恨
み
を
は
ら
す
の
に
恨
み
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
人
の
世
に
恨
み
の

な
く
な
る
と
き
は
な
い
。
恨
み
を
超
え
た
広
い
心
を
持
っ
て
、
す
べ
て
の
人

が
救
わ
れ
る
仏
の
道
を
求
め
よ
」
と
。
こ
の
言
葉
に
し
た
が
い
法
然
は
、
菩

提
寺
の
観
覚
の
弟
子
と
な
っ
た
。
観
覚
は
、
法
然
の
叔
父
に
も
あ
た
る
。

　

一
三
歳
で
叡
山
に
登
り
源
光
に
師
事
す
る
。
そ
の
後
、
皇
円
の
室
に
移
り

剃
髪
授
戒
し
、
天
台
の
学
問
を
修
め
る
。
久
安
六
（
一
一
五
〇
）
年
に
西
塔

黒
谷
に
遁
世
し
、
叡
空
に
師
事
し
た
。

　

叡
空
は
、
良
忍
に
師
事
し
、
円
頓
戒
、
融
通
念
仏
、
如
法
な
ど
を
伝
え
、

『
円
頓
戒
法
秘
蔵
大
網
集
』を
し
る
す
な
ど
、
戒
師
と
し
て
名
高
い
。法
然（
法

然
房
源
空
）
の
名
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

以
後
、
黒
谷
に
お
い
て
勉
学
と
修
行
に
励
ん
だ
が
、
安
元
元（
一
一
七
五
）

年
、
専
修
念
仏
の
立
場
を
確
立
し
、
叡
山
を
下
っ
た
。
こ
の
年
が
浄
土
宗
開

宗
の
年
と
さ
れ
る
。

　

文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
、
天
台
の
顕
真
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
の
碩
学

と
大
原
勝
林
院
に
お
い
て
念
仏
を
論
じ
た
大
原
談
議
を
お
こ
な
い
、
社
会
的

に
名
も
知
ら
れ
、
活
動
も
活
発
化
し
た
。

　

関
白
九
条
兼
実
へ
の
度
重
な
る
授
戒
、
東
大
寺
に
お
い
て
浄
土
三
部
経
講

説
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
に
は
兼
実
の
請
い
に
よ

り
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
著
し
て
い
る
。

　

法
然
の
元
に
は
、
証
空
、
隆
寛
、
弁
長
、
幸
西
、
親
鸞
な
ど
の
弟
子
が
集

ま
っ
た
。
し
か
し
、
門
下
に
よ
る
活
動
は
諸
宗
の
反
発
を
招
き
、
延
暦
寺
の

衆
徒
に
よ
る
訴
え
も
お
こ
さ
れ
た
。

　

そ
の
た
め
、
建
仁
四
（
一
二
〇
四
）
年
に
は
『
七
箇
条
制
誡
』
を
つ
く
っ
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て
門
弟
を
戒
め
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
、
興
福
寺
に
よ
り
訴
状
が

朝
廷
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　

建
永
元
（
一
二
〇
六
）
年
に
は
つ
い
に
念
仏
停
止
の
宣
旨
が
下
さ
れ
、
門

下
の
行
空
、遵
西
が
捕
ら
わ
れ
た
。
翌
年
に
は
遵
西
、住
蓮
ら
が
処
刑
さ
れ
、

法
然
自
身
も
藤
井
元
彦
の
罪
人
名
で
四
国
に
流
罪
と
な
っ
た
。

　

建
永
二
（
一
二
〇
七
）
年
末
に
勅
免
の
宣
旨
が
下
っ
た
が
帰
京
は
許
さ
れ

ず
、
摂
津
国
（
大
阪
府
）
勝
尾
寺
に
と
ど
ま
り
、
建
暦
元
（
一
二
一
一
）
年

に
よ
う
や
く
入
洛
が
許
さ
れ
、
東
山
大
谷
に
住
ん
だ
。

　

建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
一
月
に
、
門
弟
の
源
智
に
念
仏
の
肝
要
を
一
紙

に
記
し
た
『
一
枚
起
請
文
』
を
授
け
、
一
月
二
五
日
に
亡
く
な
っ
た
。

　

法
然
は
最
初
、
恵
心
僧
都
源
信
の
『
往
生
要
集
』
や
善
導
の
『
観
無
量
寿

経
疏
』
で
、
称
名
念
仏
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に

お
い
て
、
そ
の
思
想
は
体
系
的
に
整
理
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
称
名
念
仏
を
一
つ
の
行
と
し
て
主
張
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
阿

弥
陀
仏
が
四
十
八
願
の
な
か
で
「
選
択
」
し
、『
阿
弥
陀
経
』
の
な
か
で
し

る
し
て
い
る
よ
う
に
、
釈
迦
と
諸
仏
が
認
め
た
行
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

た
だ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
行
は
、
民
衆
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ

る
も
の
の
、
諸
宗
の
非
難
を
受
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
法
然
の
思
想
が
、
正
し
く
広
ま
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
法
然
の

門
下
に
お
い
て
も
、
証
空
の
西
山
義
、
隆
寛
の
多
念
義
、
幸
西
の
一
念
義
、

親
鸞
の
浄
土
真
宗
と
い
っ
た
念
仏
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
派
と
、
弁
長
の
鎮

西
義
、
長
西
の
諸
行
往
生
義
な
ど
諸
宗
と
の
融
合
を
図
る
派
に
分
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、法
然
の
教
え
が
浄
土
宗
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、

諸
宗
へ
と
影
響
を
与
え
た
事
を
意
味
し
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
法
然
の
影
響

の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
法
然
に
対
し
て
、
入
滅
か
ら
四
八
六
年
が
経
っ
た
元
禄
一
〇

（
一
六
九
七
）
年
に
朝
廷
よ
り
「
圓
光
」
の
大
師
号
が
加
謚
さ
れ
て
い
る
。

　

法
然
の
年
忌
法
要
は
、
他
と
区
別
し
て
御
忌
と
い
う
。
御
忌
と
は
本
来
、

天
皇
・
皇
后
な
ど
の
年
忌
法
会
を
さ
す
が
、
大
永
四
（
一
五
二
四
）
年
に
後

柏
原
天
皇
が
、
法
然
を
偲
ん
で
特
別
に
許
可
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
日
本

仏
教
の
み
な
ら
ず
、
朝
廷
へ
の
法
然
の
影
響
が
小
さ
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を

法然（「披講の御影」藤原隆信作）
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裏
付
け
て
い
る
。

　

浄
土
宗
で
は
、
五
〇
年
を
区
切
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
御
忌
を
「
遠
忌
」
と

よ
ん
で
い
る
。
一
般
に
は
、
一
三
年
以
上
の
五
〇
年
や
一
〇
〇
年
な
ど
の
遠

い
年
忌
を
い
う
。
浄
土
真
宗
で
は
、
親
鸞
の
遠
忌
の
こ
と
を
「
大
遠
忌
」
と

よ
ん
で
い
る
。

　

最
初
に
お
こ
な
わ
れ
た
遠
忌
は
、
法
然
没
後
の
五
〇
〇
年
目
に
あ
た
る
宝

永
八
（
一
七
一
一
）
年
だ
っ
た
。

　

五
〇
〇
年
以
降
、
五
〇
年
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
遠
忌
に
あ
わ
せ
、「
東

漸
」「
慧
成
」「
弘
覚
」「
慈
教
」「
明
照
」「
和
順
」
が
加
謚
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
八
〇
〇
年
に
も
「
法
爾
」
が
加
謚
さ
れ
た
。

　

大
師
と
は
、
大
導
師
の
意
味
で
あ
り
、
仏
菩
薩
や
高
徳
の
僧
の
敬
っ
て
つ

か
う
敬
称
で
あ
る
。
日
本
で
は
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
、
最
澄
に
「
伝
教
」、

円
仁
に
「
慈
覚
」
の
称
号
を
贈
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
法
然
以
外
に
は
天
台
宗
で
は
伝
教
（
最
澄
）、
慈
覚
（
円
仁
）、

智
証
（
円
珍
）、
慈
慧
（
良
源
）、
慈
摂
（
真
盛
）、
慈
眼
（
天
海
）
が
、
真
言

宗
で
は
弘
法
（
空
海
）、
道
興
（
実
慧
）、
法
光
（
真
雅
）、
本
覚
（
益
信
）、
理

源
（
聖
宝
）、
興
教
（
覚
鑁
）
が
、
律
宗
で
は
月
輪
（
俊
芿
）
が
、
浄
土
真
宗

で
は
見
真
（
親
鸞
）、
慧
灯
（
蓮
如
）
が
、
曹
洞
宗
で
は
承
陽
（
道
元
）、
常

済
（
瑩
山
）
が
、臨
済
宗
で
は
無
相
（
関
山
）
が
、浄
土
宗
で
は
聖
応
（
良
忍
）

が
、
時
宗
で
は
円
照
（
一
遍
）
が
、
黄
檗
宗
で
は
真
空
（
隠
元
）
が
、
日
蓮

宗
で
は
立
正
（
日
蓮
）
が
加
謚
さ
れ
て
い
る
。

　

遠
忌
は
浄
土
宗
に
お
け
る
重
要
な
法
要
で
あ
り
、
大
師
号
が
加
謚
さ
れ
る

一
大
行
事
で
も
あ
る
。
い
っ
た
い
、
過
去
に
お
い
て
遠
忌
は
ど
の
よ
う
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
知
恩
院
で
お
こ
な
わ
れ
た
遠
忌
の
様
子
を
し
る
し
た
小
冊
子

で
あ
る
。

　

徳
川
時
代
に
三
回
出
版
さ
れ
て
い
る
。
版
元
は
、
惣
本
山
御
用
御
書
物
所

と
さ
れ
る
皇
都
書
林
の
澤
田
吉
左
衛
門
で
あ
る
。

　

最
初
は
、
宝
暦
一
一
（
一
七
六
一
）
年
。
五
五
〇
年
に
あ
わ
せ
て
刊
行
さ

れ
た
。
二
回
目
は
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
、
六
〇
〇
年
に
あ
わ
せ
て
刊

行
さ
れ
た
。
三
回
目
は
、
万
延
二
（
一
八
六
一
）
年
、
六
五
〇
年
に
あ
わ
せ

て
刊
行
さ
れ
た
。

　

朝
廷
か
ら
の
勅
使
の
名
前
が
変
わ
っ
て
い
る
な
ど
の
若
干
の
改
訂
以
外

は
、
図
と
文
章
に
ほ
と
ん
ど
変
更
が
な
い
。
こ
れ
は
、
遠
忌
の
様
式
が
確
立

さ
れ
、固
定
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
関
連
す
る
史
料
と
し
て
『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
が
あ
る
。
確
認
さ

れ
て
い
る
も
の
で
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
と
万
延
二
（
一
八
六
一
）
年

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
六
〇
〇
年
遠
忌
と
六
五
〇
年
遠
忌
の
日
程
と
参
会
者
名

簿
が
、
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
朝
廷
か
ら
の
勅
使
を
招
い
て
の
勅

会
法
要
が
は
じ
ま
っ
た
頃
よ
り
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
史
料
は
、
法
然
の
御
忌
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
の
か
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
は
、
山
路
興
造
の
『
京

都
芸
能
と
民
俗
の
文
化
史
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
）
で
「
六
齋
念
仏
」
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の
説
明
と
し
て
挿
絵
が
一
部
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
程
度
で
、
こ
れ
ま
で

翻
刻
も
し
く
は
内
容
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
大
学
図

書
館
で
の
所
蔵
も
佛
教
大
学
だ
け
で
あ
り
、史
料
と
し
て
の
希
少
性
も
高
い
。

『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
は
、
国
立
国
会
図
書
館
と
佛
教
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
翻
刻
も
し
く
は
内
容
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た

こ
と
は
な
い
。

　

法
然
の
御
忌
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
の
社

会
的
位
置
づ
け
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
一
連
の
史
料
の
翻
刻
と
解
題
を
通
じ
て
、

史
料
紹
介
と
徳
川
時
代
に
お
け
る
御
忌
の
あ
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

【
凡
例
】

・
底
本
の
本
文
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
。

・ 

漢
字
は
底
本
に
従
っ
て
表
記
し
た
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
ず
そ
の
ま

ま
表
記
し
た
。

・
底
本
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
原
本
通
り
に
表
記
し
た
。

・「
ゝ
」「
〳
〵
」
な
ど
の
踊
り
字
の
符
号
は
、原
本
通
り
の
も
の
を
用
い
た
。

・
闕
字
は
一
字
あ
け
と
し
た
。

・
判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
で
示
し
た
。

・
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
に
句
読
点
を
付
し
た
。
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『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
の
翻
刻

【
一
オ
】

元
祖
圓
光
大
師
六
百
五
十
年
御
忌
圖
録

抑
わ
が
元
祖
大
師
の
御
忌）

1
（

と
い
へ
る
は
、
昔
永
正
の
頃　

後
柏
原
院
大
師
の

遺
徳
を
崇
重
せ
さ
せ
給
ふ
餘
り
、
其
法
則
を
定
め
た
ま
ひ
、
宜
レ
修
二
法
然

上
人
御
忌
ヲ一

と
の　

詔）
2
（

あ
り
て
よ
り
、
こ
の
か
た
毎
年
正
月
十
九
日
よ
り
廿

五
日
迄
七
昼
夜
の
法
儀
い
と
嚴
重
に
行
は
る
ゝ
事
に
な
ん
侍
べ
る
。
御
忌
と

称
じ
来
れ
る
事
か
た
じ
け
な
く
も　

綸
言
に
出
た
れ
ば
、　

萬
葉
の
至
尊
と

そ
の
称
呼
を
同
く
し
、
か
つ
簡
別
の
言
葉
を
添
ざ
れ
ど
も
、
御
忌
と
だ
に
と

な
ふ
れ
は
、
人
み
な　

大
師
の
忌
な
り
と
心
得
侍
る
も
道
徳
の
や
ん
こ
と
な

さ
け
致
す
所
な
ら
ん
か
し
。
又　

朝
庭
よ
り
徽
號
を
栄
賜
有
事
は
、　

大
師

な
を
世
に
ま
し
ま
せ
し
時
、　

後
白
河
院
恵
光
菩
薩
の
號
を
賜
り
、　

後
鳥
羽

院
恵
光
佛
と
い
へ
る
御
額
を

【
一
ウ
】

給
ひ
、
入
滅
の
後
は
、　

四
條
院
蕐
頂
尊
者）

3
（

と
諡
し
賜
ひ
、　

後
嵯
峨
院
は
寛

元
二
年
正
月
十
日
知
恩
院
に　

幸
ま
し
ま
し
て
、
通
明
國
師）

4
（

の
號
を
給
は

り
、　

後
花
園
院
は
浄
蕐
院
第
十
世
等
熙
和
尚）

5
（

の　

奏
請
を
勅
許
あ
り
て
、

天
下
上
人
無
極
道
心
者
と
称
す
べ
き
よ
し　

綸
命
を
下
さ
れ
、　

後
柏
原
院

は　

青
蓮
院
宮
尊
鎮
法
親
王）

6
（

の　

奏
に
因
て
、光
照
大
士
の
御
額
を
賜
ひ
ぬ
。

又　

後
伏
見
院
御
信
仰
の
余
り
、
後
の
龜
鏡
に
備
へ
ん
と
て
、
比
叡
山
功
徳

院
の
舜
昌
法
印）

7
（

に　

詔
し
て
、　

大
師
の
行
状
繪
詞
四
十
八
巻
を
撰
集）

8
（

せ
し

め
、　

伏
見
院　

後
伏
見
院　

御
二
條
院
の
三
帝
宸
翰
を
染
さ
せ
お
わ
し
ま

し
、　

青
蓮
院
宮
尊
圓
法
親
王）

9
（

を
始
め
、
當
時
能
書
の
人
々
を
撰
て
繕
写
せ

し
め
給
ひ
、
画
圖
は
繪
所
土
佐
の
某）

10
（

也
。
よ
り
て
、
世
に　

勅
修
御
傳
と
は

称
じ
あ
へ
り
、
か
く
代
々
の 

帝
王　

御
崇
信
お
は
し
ま
し

【
二
オ
】

て
、
贈
號
も
度
々
な
り
し
か
ど
、
し
か
る
べ
き
因
縁
に
や
示
寂
よ
り
四
百
八

十
餘
年
に
至
る
迄
、
い
ま
だ
贈
大
師
號
な
か
り
し
を　

東
山
院
の
御
代
元
録

八
年 

征
夷
大
将
軍
よ
り
い
と
ね
ん
ご
ろ
に　

奏
請
な
し
給
ふ
け
れ
ば
、
本

寺
の
上
表
□
も
及
は
ず
し
て
、
朝
儀
す
で
に
さ
だ
ま
り
、
同
十
年
正
月
十
八

日
伏
原
少
納
言
を　

勅
使
と
し
て
圓
光
大
師
の
嘉
號
を
贈
り
賜
り
き
。
中
御

門
院
の
御
代
寶
永
八
年
五
百
年
の
御
忌
に
あ
た
り
て
、
又
東
漸
の
号
を
加
諡

し
給
ふ
。
勅
使
は
平
松
少
納
言
と
ぞ
聞
え
し
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に

　

詔
あ
り
て
、
七
昼
夜
の
中
の
日
を
し
め
て
、　

勅
會
の
法
儀
を
行
は
せ
給

ふ
。　

御
門
主
尊
統
法
親
王）
11
（

御
導
師
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
参
詣
の
道
俗
袖
を
つ

ら
ね
て
群
を
な
し
、 

大
師
の
光
輝
も
弥
増
に
覚
え
侍
り
て
、
感
涙

【
二
ウ
】

袂
を
し
ほ
り
け
る
と
ぞ
。　

桃
園
院
の
御
代
寶
暦
十
一
年
五
百
五
十
年

の 
御
忌
に
も　

恵
成
の
號
を
加
諡
あ
り
て
、　

勅
使
は
高
辻
少
納
言
と
ぞ

う
け
給
る
。 

勅
會
も
同
じ
く
行
は
れ
、　

御
門
主
尊
峯
法
親
王）
12
（

御
導
師
つ

と
め
さ
せ
給
ひ
、
規
式
寶
永
の
た
め
し
に
か
は
ら
ず
と
な
ん
。　

光
格
天
皇

の
御
代
文
化
八
年
六
百
年
の
御
忌
に
も
弘
覚
の
號
を
加
諡
あ
り
て
、　

勅
使
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は
西
洞
院
少
納
言
と
ぞ
う
け
給
る
。　

勅
會
も
同
じ
く
行
れ
、　

御
門
主
尊

超
法
親
王）
13
（

御
導
師
つ
と
め
さ
せ
給
ひ
、
法
式
寶
暦
に
こ
と
な
ら
ず
。
今
年
万

延
二
辛

酉
年
六
百
五
十
年
の
御
忌
に
あ
た
り
し
か
ば
、　

今
上
皇
帝
忝
も
慈
教

大
師
の
號
を
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
正
月
十
八
日　

勅
使
交
野
少
納
言）
14
（

知
恩
院
の

真
影
前
に　

勅
書
を
宣
揚
し
給
へ
り
。
そ
の
か
み
、　

大
師
智
恵
第
一
の
譽

ち
ま
た
に
み
ち
、
多
聞
廣
学
の
聞
へ
世
に
し
き
て
、
五
た
び
三
藏
の
靈
典
を

ひ
も
と
き
、
あ
ま
ね
く
諸
宗
の
薀
奥
に
通
し
、
ふ
か
く
佛
祖

【
三
オ
】

の
幽
致
を
探
り
は
じ
め
て
、
浄
土
の
真
門
を
吾
朝
に
ひ
ろ
め
、
一
切
の
群
類

を
か
の
樂
國
に
誘
ひ
、
迷
を
轉
じ
て
、
覚
り
を
得
せ
し
め
給
ふ
け
れ
ば
、
恐

れ
な
が
ら
此
御
諡
の
其
實
に
見
當
せ
し
事
あ
に
有
が
た
き
恩
栄
な
ら
ず
や
。

古
き
御
代
の
贈
號
は
年
席
つ
も
り
て
、
無
下
に
し
ら
ざ
る
人
も
侍
れ
ど
、
元

録
こ
の
か
た
の
諡
は
廣
く
世
に
弥
淪
し
て
、
あ
や
し
の
賤
の
男
賤
の
女
ま
で

と
も
に
う
ち
と
な
へ
て
、
餘
光
を
仰
が
ざ
る
は
な
し
。
同
廿
二
日
に
は
舊
章

に
し
た
が
ひ
、 

勅
會
の
法
事
い
と
お
こ
そ
か
に
行
ひ
給
ふ
。　

勅
使
参
堂

の
儀
と
い
ひ
、 

勅
修
法
會
の
式
と
い
ひ
、
ま
た
な
き
壯
觀
に
し
て
、
浄
土

宗
門
の
盛
事
な
れ
ば
、
今
そ
の
都
に
あ
り
な
が
ら
、
事
の
縁
に
障
ら
れ
て
、

そ
の
嚴
儀
を
拝
見
せ
ざ
り
し
も
の
ゝ
遺
憾
を
と
く
一
助
と
す
る
の
み
。

【
六
オ
】

正
月
十
八
日　

大
僧
正
唐
門）
15
（

よ
り
入
堂
御
行
列

雜
色　
　
　

素
袍
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同　

小
結
同
同
同

　
　

行あ
ん

者じ
や

雜
色　
　
　

素
袍
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同　

小
結
同
同
同

大
童
子
若
黨

　
　

中
童
子　

持
幡
童　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
役
者　

布
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

上
若
黨

童
同
　

 

説寺
家

艸
箱
持　

香寺
家

合
持

大
童
子

同
　
　

中
童
子　

持
幡
童　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
役
者　

布
衣

　
　
　

 　

布
衣
侍
者 

沓
退
紅

持　

 

六
役
同
同 

長
老
若
干
人 

西
堂
若
干
人 

青
侍
若
干人
人

大
僧
正 

照
白
張

傘
持　
　

 

笠
同

持

　
　
　

 　

布
衣
同　

 

艸
白
張

鞋
持 

六
役
同
同 

長
老
同　

 

西
堂
同　

 

青
侍
同

【
一
一
ウ
】

酉　

正
月
十
八
日

勅
使　
　

交
野
少
納
言
時
萬
朝
臣

　
　

少
内
記　
　
　

山
口
少
内
記
邦
昌

　
　

史　

生　
　
　

宗
岡
式
部
大
丞
經
成

　
　

召　

使　
　
　

青
木
兵
部
少
丞
行
誠

　
　

少
納
言
侍　
　

森
内
藏
大
属
正
篤

　
　

使　

部　
　
　

安
田
参
河
掾
源
良
能

【
一
二
オ
】

勅
使
御
宿
坊
よ
り
参
堂
御
行
列　

鎮
守
坂
よ
り
手
輿
に
召
替
ら
れ
、
鞍
馬
法

師
十
人
浄
衣
を
着
し
舁
な
り
。
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雜
色　
　
　
　
　
　

素
袍
同
同　

白
丁
同
同　

如
木　
　
　
　

 

布
衣

　
　
　

先
行
御
宿
坊

院

主　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
直
垂
同

雜
色　
　
　
　
　
　

素
袍
同
同　

白
丁
同
同　

同　
　
　
　
　

 

布
衣

　
　

布
衣
同 

沓
持
白
張　

　
　
　
　
　

 

白
張 

沓
持　
　
　
　
　

 

白
張 

沓
持

轅　
　
　
　
　
　
　
　

 
少
内
記 

布
衣　
　
　
　
　

 

史
生 

布
衣

　
　

布
衣
同 

笠
持
白
張　

　
　
　
　
　

 

白
張 

笠
持　
　
　
　
　

 

白
張 

笠
持

　
　
　

白
張　

沓
持　
　
　
　

白
張　

沓
持

召
使　
　
　
　
　
　
　

使
部

　
　
　

白
張　

笠
持　
　
　
　

白
張　

笠
持

【
一
二
ウ
】

「
六
齋
念
佛
修
行
之
圖
」

干
菜
山
光
福
寺
、
俗
に
ほ
し
な
寺
と
い
ふ
。

正
月
廿
三
日
巳
刻
、
知
恩
院
本
堂
前
ニ
而
。

鉦
五
十
人
、
片
側
ニ
廿
五
つ
ゝ
。

【
一
三
オ
】

　

本
堂

金
銀
菊
の
紋
、
た
い
こ
二
つ
。

金
銀
桔
梗
の
紋
、
た
い
こ
二
つ
。
向
イ
合
せ
な
り
。

平
た
い
こ
百
十
人
、
片
側
ニ
五
十
五
つ
ゝ
。

本
堂
の
前
、太
皷
鉦
左
右
に
列
し
て
打
。
住
持
は
石
燈
籠
の
間
、曲
彔
に
凭
、

日
笠
を
さ
し
か
け
る
。
左
右
に
僧
あ
り
。
右
は
わ
き
導
師
な
り
。
左
は
細
声

僧
な
り
。
同
し
く
後
に
、
右
左
俗
二
人
僧
一
人
宛
臺
鉦
の
役
あ
り
。

【
一
五
ウ
】

　

糸い
と

幡ば
た

幡は
た

の
胴ど
う

は
惣そ
う

金き
ん

に
て
、
地ぢ

紋も
ん

ほ
り
ぬ
き
也
。
長な
が

さ
五
尺
。
但た
だ
し、

上
の
間ま

に
は

天
人
の
像ぞ

う

一
躰た

い

あ
り
、
下
の
二ふ

た

間ま

に
は
お
の
〳
〵
ぼ
さ
つ
の
像
一
体た

い

づ
ゝ
あ

り
。
幡は

た

の
足あ
し

糸い
と

な
り
。
長な
が

さ
八
尺
。

　

平ひ
ら

幡ば
た

幡は
た

の
胴ど
う

金き
ん

襴ら
ん

な
り
。
長
さ
糸
ば
た
に
お
な
じ
く
。
三み

間ま

と
も
に
蓮れ
ん

花げ

の
う
へ

に
輪り
ん

宝ほ
う

あ
り
。
ぐ
る
り
は
雲く
も

の
紋も
ん

な
り
。
幡は
た

の
手て

足あ
し

い
づ
れ
も
五
色し
き

の
織を
り

分わ
け

な
り
。

【
一
六
オ
】

　

幡は
た

棹ざ
ほ

長
さ
三
間
半
。
わ
く
大
サ
五
尺
四
方
。

　

龍た
つ

が
し
ら
惣そ
う

金き
ん

龍
が
し
ら
に
玉た
ま

を
い
た
ゞ
く
。
是
す
な
わ
ち
龍
り
ゅ
う

神じ
ん

を
表ひ
や
うす
る
也
。

　

惣そ
う

幡は
た

尺た
け

壱
丈
三
尺
。
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【
一
六
ウ
】

「
糸
幡
之
圖
」
各
十
二
流

　

糸
織
色
五
品

　

淺
黄　

黄　

赤　

白　

黒

【
十
七
オ
】

「
平ひ
ら

幡ば
た

之の

圖づ

」
各
十
二
流

庭に
わ

幡ば
た

以
上
廿
四
流
な
か
れ

【
十
七
ウ
】

寳
暦
十
一
年
辛
巳
正
月

文
化
八
年
辛
未
正
月

萬
延
二
年
辛
酉
正
月
改
正

惣
本
山
御
用
御
書
物
所

　
　
　
　
　
　
　
　
知
恩
院
古
門
前

　
　
　

皇
都
書
林　
　

澤
田
吉
左
衛
門

頂山大法會圖録全
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（2ウ・3オ）

（1オ）

（1ウ・2オ）
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円光大師御廟之圖（5ウ）・（6オ）

知恩院細見之圖（4ウ・5オ）

知恩院細見之圖（3ウ・4オ）
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勅使鎮守坂行列之圖（8ウ・9オ）

大僧正行烈之圖（7ウ・8オ）

三ヶ山行烈之式（6ウ・7オ）



312

（11ウ・12オ）

勅使贈號勅章宣揚（10ウ・11オ）

勅使本堂前行烈之圖（9ウ・10オ）
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堂内初鑽唱導之圖（14ウ・15オ）

六齋念佛修行之圖（12ウ・13オ）

常の御忌廊下行烈式（13ウ・14オ）



314

（17ウ）

（15ウ・16オ）

糸幡之圖（16ウ）・平幡之圖（17オ）
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『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
の
翻
刻

【
一
オ
】

今
と
し）

16
（

、　

圓
光
大
師
六
百
五
十
年
の
御
忌
に
あ
た
り
給
ひ
け
れ
は
、
例
の

こ
と
く
ね
む
こ
ろ
な
る　

勅
會
の
大
法
會
お
こ
な
は
れ
た
り
。
今
其
様
を
圖

し
て
、
梓
に
上
て
、
此
場
に
ま
う
て
、
さ
る
も
の
に
み
せ
し
め
、
此
會
に
過

た
る
も
の
に
忘
れ
さ
ら
し
め
、
む
い
に
す
。
と
も
に
こ
れ　

大
師
の
餘
徳
の

盛
な
る
を
あ
ふ
け
と
な
り
。
其　

御
導
師
の
御
行
粧
・
庭
上
の
舞
樂
・
堂
上

の
法
筵
美
麗
な
り
。
嚴
重
な
る
事
圖
に
よ
り
て
、
み
は
、
し
け
き
詞
を
ま
た

じ
。

　

萬
延
二
酉
の
と
し

【
一
ウ
】

萬
延
二
辛
酉
年
正
月
於
總
本
山
知
恩
院

圓
光
大
師
六
百
五
十
回
御
忌

十
八
日

勅
使
交
野
少
納
言
殿
を
以
て
、　

慈
教
大
師
の
徽
號
を
贈
賜
ふ
。

廿
二
日

勅
會
御
法
事

御
導
師
宮
御
方
卯
半
刻
御
出
門
に
て
御
参
堂
。

勅
詔
に
よ
つ
て
、　

朝
廷
よ
り
御
参
役
。

【
二
オ
】

着
座
公
卿　
　
　
　
　
　

正
親
町
三
條
大
納
言
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裏
松
中
納
言
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
原
右
衛
門
督
殿

勅
會
御
奉
行　
　
　
　
　

清
閑
寺
權
右
中
辨
殿

樂
行
事　
　
　
　
　
　
　

櫛
笥
中
将
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
野
少
将
殿

布
施
取
殿
上
人　
　
　
　

石
山
左
京
太
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
右
馬
權
頭
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
生
修
理
權
太
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
屋
左
衛
門
佐
殿

【
二
ウ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薮
新
太
夫
殿

堂
童
子　
　
　
　
　
　
　

慈
光
寺
右
馬
頭
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
野
治
部
太
輔
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
室
戸
伊
勢
權
介
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
岡
中
務
權
大
輔
殿

執
綱　
　
　
　
　
　
　
　

三
室
戸
伊
勢
權
介
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
岡
中
務
權
大
輔
殿

執
蓋　
　
　
　
　
　
　
　

藤
嶋
差
次
藏
人

衆
僧
前
大
夫　
　
　
　
　

津
田
伊
勢
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
山
長
門
守
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【
三
オ
】

出
納　
　
　
　
　
　
　
　

出
納
内
藏
權
頭

御
藏　
　
　
　
　
　
　
　

山
科
筑
前
守

所
衆　
　
　
　
　
　
　
　

土
橋
紀
伊
守

主
殿
寮　
　
　
　
　
　
　

小
野
備
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
筑
前
守

圖
書
寮　
　
　
　
　
　
　

藤
井
圖
書
大
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
野
圖
書
少
允

舞
人
樂
人
兒　
　
　
　
　

名
前
畧
之

【
三
ウ
・
上
】

「
御
本
殿
ヨ
リ
本
堂
前
幄
屋
マ
テ
御
行
粧
」

武
家
雜
色

一
心
院

【
三
ウ
・
下
】

御
後
押

武
家
雜
色

僧
俗
群
行

御
用
人

　

石
田
阿
波
介

【
四
オ
・
上
】

一
心
院
門
中

□
林
菴

阿
弥
陀
寺

同
　

竹
林
院

　

正
行
院

【
四
オ
・
下
】

石
州

　

大
願
寺

越
後

　

大
善
寺

江
州

　

春
瑞
院

【
四
ウ
・
上
】

一
心
院
役
僧

同
　

大
坂
願
生
寺

　

松
前
正
行
寺

同
　

天
性
寺
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西
念
寺

【
四
ウ
・
下
】

信
州
忠
恩
寺

同　

善
導
寺

攝
州
阿
弥
陀
寺

藝
州
瑞
雲
寺

羽
州
迎
接
寺

同　

菩
提
寺

信
州
松
源
寺

羽
州
本
覚
寺

伊
豫
松
源
院

伊
丹
法
嚴
寺

信
州
教
念
寺

攝
州
西
運
寺

【
五
オ
・
上
】

同
　

大
坂
専
念
寺

　

同
西
照
寺

同
　

同
本
誓
寺

　

同
大
蓮
寺

同
　

同
西
性
寺

　

同
光
傳
寺

【
五
オ
・
下
】

仙
臺
善
導
寺

諏
訪
紫
雲
寺

越
後
来
迎
寺

肥
前
浄
土
寺

有
馬
念
仏
寺

播
州
遍
照
寺

伊
丹
正
覚
寺

丹
州
無
量
寺

信
州
延
命
寺

但
馬
頂
福
寺

周
防
八
正
寺

伊
豫
長
建
寺

【
五
ウ
・
上
】

同
　

同
源
聖
寺

　

同
善
福
寺

同
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同
法
圖
寺

　

同
浄
國
寺

同
　

同
専
修
院

　

同
光
明
寺

【
五
ウ
・
下
】

周
防
法
静
寺

同　

無
量
寺

周
防
専
光
寺

同　

戒
善
寺

越
前
白
道
寺

日
向
安
養
寺

信
州
柏
心
寺

同　

浄
運
寺

出
羽
浄
光
寺

津
軽
浄
圓
寺

出
羽
梵
行
寺

同　

西
念
寺

【
六
オ
・
上
】

同
　

同
心
光
寺

　

同
法
音
寺

同
　

同
重
願
寺

　

同
超
石
寺

同
　

同
金
菱
院

　

同
宗
念
寺

【
六
オ
・
下
】

信
州
願
行
寺

同　

西
方
寺

同　

安
樂
寺

同　

呈
蓮
寺

信
州
天
用
寺

同　

芳
泉
寺

堺　

安
樂
寺

伊
丹
正
覚
寺

桑
名
光
徳
寺

伏
見
大
光
寺

周
防
秀
嚴
寺

富
山
来
迎
寺

同　

光
明
寺
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【
六
ウ
・
上
】

同
　

同
法
善
寺

　

同
善
龍
寺

同
　

和
州
西
迎
院

　

大
坂
宗
慶
寺

同
　

道
頓
堀
竹
林
寺

　

紀
前
長
安
寺

【
六
ウ
・
下
】

和
州
大
願
寺

藝
州
称
名
寺

和
州
極
樂
寺

寺
田
念
仏
寺

肥
後
莊
嚴
院

泉
州
西
林
寺

江
戸
教
善
寺

因
州
幸
盛
寺

遠
州
撰
要
寺

同　

大
見
寺

箱
館
称
名
寺

河
内
臺
鏡
寺

【
七
オ
・
上
】

同松
前
光
善
寺

和
州
浄
願
寺

倒
蓮
苑

　

安
養
寺

堺
　

旭
蓮
社

【
七
オ
・
下
】

筑
前
正
覚
寺

紀
前
西
念
寺

明
石
本
誓
寺

甲
州
長
安
寺

大
坂
龍
渕
寺

同　

銀
山
寺

同　

九
應
寺

同　

大
林
寺

同　

念
仏
寺

同　

大
善
寺

京　

勝
圓
寺
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大
坂
光
善
寺

【
七
ウ
・
上
】

大
坂
前
光
明
寺

准
院
家
格

　

松
壽
光
院

【
七
ウ
・
下
】

綾
井

　

専
称
寺

和
州

　

称
名
院

池
田

　

法
園
寺

有
馬

　

極
樂
寺

堺
　

遍
照
寺

攝
州

　

法
泉
寺

【
八
オ
・
上
】

御
先
拂

御
先
進

　

春
長
寺

同
　

報
恩
寺

同
　

聖
徳
寺

【
八
オ
・
下
】

四
州

　

常
念
寺

初
鹿
脊

　

東
光
寺

石
州

　

長
福
寺

信
州

　

西
方
寺

京
　

大
蓮
寺

池
田

　

西
光
寺

【
八
ウ
・
上
】

同
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専
念
寺

同
　

西
方
寺

同
　

龍
岸
寺

同
　

浄
雲
寺

【
八
ウ
・
下
】

伯
州

　

心
光
寺

丹
後

　

見
樹
寺

豊
後

　

浄
土
寺

日
野

　

信
樂
院

泉
州

　

西
福
寺

備
中

　

誓
願
寺

【
九
オ
・
上
】

同
　

見
性
寺

同
　

大
超
寺

同
　

正
法
院

【
九
オ
・
下
】

大
坂

　

和
光
寺

八
幡

　

西
光
寺

日
野

　

大
聖
寺

大
津

　

花
階
寺

江
戸

　

壽
松
院

御
好
身
衆

【
九
ウ
・
上
】

御
徒
士
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小
結

大
童
子

【
九
ウ
・
下
】

赤
間
関
引
攝
寺

兼
准
院
家

　

攝
取
光
院

長
崎
三
臺
寺

兼
准
院
家

　

歡
喜
光
院

【
一
〇
オ
・
上
】

中
童
子

持
幡
童

従
僧

　

寛
教　

聖
随

　

頂
圓　

良
壽

十
弟
子

来紀
前

迎
寺　

性越
後

生
院

西
園
寺　

善
導
寺

大
泉
寺　

上
徳
寺

本
覚
寺　

清
光
寺

大
光
寺　

超
勝
院

【
一
〇
オ
・
下
】

長
崎
大
音
寺

兼
准
院
家

　

獅
子
吼
院

防
州
瑞
相
寺

兼
准
院
家

　

大
超
院

【
一
〇
ウ
・
上
】

松
室
近
江
介

岡
本
駿
河
介

【
一
〇
ウ
・
下
】

飛

大
旌
寺

兼
准
院
家

　

香
莊
嚴
院

准
院
家

　

蓮
花
光
院

　

兼
當
麻
奥
院

【
一
一
オ
・
上
】

安
藤
播
磨
介
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【
一
一
オ
・
下
】

勢
州
照
源
寺

兼
准
院
家

　

大
菩
提
院

御
山
内
入
信
院

兼
准
院
家

　

白
毫
光
院

【
一
一
ウ
・
上
】

御
青
士

侍
法
師

【
一
一
ウ
・
下
】

御
中
押

【
一
二
オ
・
上
】

御
車
副

【
一
二
オ
・
下
】

總
供
之
白
丁

【
一
二
ウ
・
上
】

上
童
子

　

勘
解
由
小
路
捨
丸
殿

【
一
二
ウ
・
下
】

諸
大
夫

　

谷
野
土
佐
守

諸
大
夫

　

角
田
加
賀
守

【
一
三
オ
・
上
】

坊
官

　

小
山
大
藏
卿
法
印

坊
官

　

岩
波
民
部
卿
法
橋

【
一
三
オ
・
下
】

坊
官

　

樫
田
宰
相
法
橋

坊
官

　

武
田
式
部
卿
法
橋

【
一
六
ウ
】

勤
役
衆
僧　
　
　
　
　
　

天
性
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
求
院
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以
徳
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
玄
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
源
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
称
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
照
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
照
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
重
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

崇
泰
院

會
奉
行　
　
　
　
　
　
　

保
徳
院

【
一
七
オ
】

座
見　
　
　
　
　
　
　
　

大
雲
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
養
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
念
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
田
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

權
現
寺

御
列
方　
　
　
　
　
　
　

青
木
玄
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渉
澄
采
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山
主
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
監
物
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（1ウ・2オ）

（1オ）

勅會御式略圖全
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（2ウ・3オ）

御本殿ヨリ本堂前幄屋マテ御行粧（3ウ・4オ）

（4ウ・5オ）
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（7ウ・8オ）

（6ウ・7オ）

（5ウ・6オ）
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（10ウ・11オ）

（9ウ・10オ）

（8ウ・9オ）
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（11ウ・12オ）

（12ウ・13オ）

幄之屋ヨリ本堂マテ御行粧（13ウ・14オ）
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舞樂之圖（14ウ・15オ）

御道場之圖（15ウ・16オ）

（16ウ・17オ）



法然六五〇年の御忌

331

解
題

　

浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
の
影
響
は
、
一
宗
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
本
に
お

け
る
称
名
念
仏
の
元
祖
と
し
て
、
他
宗
や
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
も
小
さ

く
な
い
。

　

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
信
じ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
を
口
に
出
し
て

称
え
れ
ば
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
い
う
思
想
は
、
庶
民
は
も
と
よ
り
公
家

や
武
家
も
帰
依
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
一
僧
侶
で
あ
る
法
然
の
年
忌
が
、
天
皇
と
同
様
に
御
忌
と

よ
ば
れ
、
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

法
然
の
年
忌
法
要
は
、建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
一
月
二
五
日
に
亡
く
な
っ

て
か
ら
、
一
周
忌
、
三
回
忌
と
修
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、

五
〇
回
忌
、
一
〇
〇
回
忌
、
一
五
〇
回
忌
と
、
節
目
ご
と
の
法
要
も
修
め
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
寛
永
一
〇
（
一
六
三
三
）
年
の
大
火
で
、
御
影
堂
、
集

会
堂
、
方
丈
な
ど
の
建
物
と
と
も
に
知
恩
院
の
古
記
録
が
焼
失
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
過
去
に
ど
の
よ
う
な
法
要
が
修
め
ら
れ
た
か
知
る
こ
と
は
難
し

い
。

　

浄
土
宗
に
は
、
法
然
の
門
弟
で
多
念
義
を
唱
え
た
隆
寛
が
し
る
し
た
『
知

恩
講
私
記
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
月
忌
の
法
式
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
御

忌
法
要
が
確
立
さ
れ
る
と
き
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、『
知
恩
講
私
記
』
を
読
み
解
け
ば
、
過
去
に
お
け
る
法
然
の

年
忌
が
ど
の
よ
う
に
修
め
ら
れ
て
き
た
か
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
御
忌
と
い
う
形
態
と
そ
れ
以
前
の
年
忌
法
要
は
そ
の
内
容
や
規

模
は
大
き
く
異
な
る
だ
ろ
う
。

　

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
に
、
八
〇
〇
年
の
遠
忌
が
知
恩
院
に
お
い
て

修
め
ら
れ
た
。
法
要
の
形
態
は
、
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
の
五
〇
〇
年
の

と
き
に
定
め
ら
れ
て
以
来
、
今
日
ま
で
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
後
柏
原
天
皇
の
知
恩
院
に
て
法
然
上
人
の
御
忌
を
七
日
間
に
わ
た
っ

て
勤
め
よ
と
の
詔
に
も
と
づ
く
。

　

以
降
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
法
要
期
間
が
四
月
に
変
更
さ
れ
る

ま
で
、
毎
年
一
月
一
九
日
か
ら
二
五
日
ま
で
法
然
の
忌
日
法
要
が
修
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
法
要
は
、
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。

　

一
つ
は
、
法
然
に
対
す
る
年
忌
法
要
で
あ
る
。
そ
の
法
要
は
、
今
日
で
は

「
古
式
法
要
会
」
と
よ
ば
れ
、
五
〇
〇
年
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
声
明
を
今

に
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
巻
九
に
「
上
人
礼
盤
に
の
ぼ
り

て
敬
白
、
其
後
錫
杖
を
誦
し
、
懺
法
を
は
じ
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
声
明
は
法
然
自
身
が
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

二
つ
は
、「
勅
使
法
要
会
」
で
あ
る
。
勅
使
を
招
き
、
御
影
堂
の
中
心
に

座
す
勅
使
を
、
満
堂
の
僧
侶
が
取
り
囲
む
な
か
お
こ
な
う
贈
号
の
儀
式
で
あ

る
。

　

こ
の
勅
使
法
要
会
は
、
五
〇
〇
年
、
五
五
〇
年
、
六
〇
〇
年
、
六
五
〇
年

と
四
回
修
め
ら
れ
、
中
御
門
天
皇
よ
り「
東
漸
」、
桃
園
天
皇
よ
り「
慧
成
」、

光
格
天
皇
よ
り
「
弘
覚
」、
孝
明
天
皇
よ
り
「
慈
教
」
と
加
諡
さ
れ
た
。
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そ
の
後
の
、
七
〇
〇
年
以
降
は
時
代
が
明
治
、
昭
和
と
な
り
、
勅
使
を
迎

え
て
の
法
要
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
徳
川
時
代
と
か
わ
ら
ず
大
師
号
が
加

諡
さ
れ
た
。
八
〇
〇
年
で
は
、
法
然
が
叡
空
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
法
然
の
名

の
由
来
と
同
様
、
自
然
法
爾
か
ら
「
法
爾
大
師
」
が
加
諡
さ
れ
て
い
る
。

　

自
然
法
爾
と
は
、
親
鸞
の
書
簡
集
『
末
燈
鈔
』
に
よ
れ
ば
、「
自
然
と
い

ふ
は
、
自
は
を
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
然
と
い

ふ
は
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
は
行
者
の
は

か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
」
と
、
自
力
を
す
て
て
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
つ
つ
ま
れ
、

身
を
委
ね
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

清
和
天
皇
の
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
、
円
仁
に
慈
覚
の
、
最
澄
に
伝
教
の

大
師
号
が
初
め
て
贈
ら
れ
て
以
降
、
空
海
に
弘
法
と
、
天
台
宗
と
真
言
宗
で

は
す
で
に
加
諡
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
両
宗
が
平
安
時
代
よ
り
、
朝
廷
と

結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
も
、
法
然
に
圓
光
が
加
諡
さ
れ
た
の
は
、
浄
土
宗
に
帰

依
し
て
い
た
徳
川
家
が
絶
大
な
権
力
の
地
位
に
あ
り
、
朝
廷
へ
の
影
響
力
が

あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。

　

三
つ
は
、「
念
仏
会
法
要
」
で
あ
る
。
僧
俗
が
と
も
に
念
仏
を
称
え
る
法

要
で
あ
る
。『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
か
ら
は
、
六
斎
念
仏
が
修
め
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

六
斎
念
仏
と
は
、
京
都
を
中
心
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
念
仏
踊
の
一

つ
で
あ
る
。
鉦
を
叩
き
念
仏
を
詠
唱
す
る
も
の
が
、
笛
・
太
鼓
を
鳴
ら
し
、

踊
り
や
獅
子
舞
な
ど
を
伴
う
も
の
に
発
展
し
た
。
念
仏
会
法
要
で
は
、
僧
俗

が
と
も
に
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を
通
じ
て
の
、
民
衆
の
教
化
と
い
う
目
的
が

あ
る
。

　

干
菜
山
光
福
寺
は
現
存
す
る
寺
院
で
あ
り
、道
空
が
開
山
し
た
と
さ
れ
る
。

道
空
は
、
六
斎
念
仏
を
世
に
広
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
由
緒
を
も
っ
て

後
柏
原
天
皇
か
ら
六
斎
念
仏
総
本
寺
の
勅
号
を
賜
っ
た
。

　

庭
儀
と
し
て
勅
使
が
参
堂
に
行
列
す
る
際
に
、「
鎮
守
坂
」
を
通
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
現
在
「
女
坂
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
坂
を
指
し
て
い
る
。

　
『
勅
會
御
式
略
圖
全
』
に
よ
る
と
、
行
列
の
先
頭
を
い
く
の
は
一
心
院
と

そ
の
門
中
で
あ
る
。
一
心
院
は
、
法
然
の
遺
骨
を
安
置
す
る
「
御
廟
」
の
向

か
い
に
位
置
す
る
寺
院
で
あ
る
が
、知
恩
院
と
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

称
念
が
、
青
蓮
院
か
ら
寺
地
を
与
え
ら
れ
て
創
建
し
た
も
の
で
、
称
念
は

世
俗
を
離
れ
、
念
仏
修
行
を
お
こ
な
う
一
派
を
形
成
し
、
一
心
院
流
（
現
在

の
浄
土
宗
捨
世
派
）
と
称
し
た
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
年―

一
七
〇
四
年
）

に
は
一
〇
〇
ヶ
寺
を
超
え
る
末
寺
を
有
し
て
い
た
。

　

そ
の
ほ
か
行
列
に
参
加
し
た
寺
院
は
、
日
本
各
地
に
お
よ
ぶ
。
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
、
相
対
的
に
現
在
の
大
阪
、
兵
庫
、
長
野
の
寺
院
が
多
く
、
将

軍
家
の
膝
元
で
あ
る
は
ず
の
東
京
や
地
元
で
あ
る
京
都
の
寺
院
ほ
と
ん
ど
な

い
。

　

東
日
本
で
は
青
森
や
宮
城
な
ど
、
西
日
本
で
は
熊
本
、
長
崎
、
福
岡
、
山

口
、
愛
媛
、
鳥
取
な
ど
か
ら
参
加
し
て
い
る
寺
院
が
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
勅
使
法
要
会
に
参
加
す
る
寺
院
が
定
め
ら
れ
た
の

か
。
仏
教
寺
院
に
お
け
る
本
寺
と
末
寺
の
封
建
的
階
級
制
度
で
あ
る
本
末
制

度
に
お
い
て
、
寺
格
の
高
さ
も
し
く
は
寄
進
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
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『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
に
登
場
す
る
「
糸
幡
」「
平
幡
」
に
つ
い
て
、

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
浄
土
宗
お
よ
び
総
本
山
知
恩
院
に
問
い
合
わ
せ
を
し

た
が
、
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
仏
具
の
一
つ
と
い
う
程
度
の
位
置
づ
け

で
あ
り
、
法
要
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
意
味
や
目
的
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
の
挿
絵
に
お
け
る
行
列
の

図
に
度
々
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
行
列
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、『
勅
會
御
式
略
圖
全
』に
は
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
、

勅
使
法
要
会
以
外
で
使
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
現
在
も
、
御
忌
で
は
新
調
さ

れ
た
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

知
恩
院
は
、
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
に
七
万
三
〇
〇
〇
石
の
寄
進
を
徳

川
家
よ
り
受
け
、
御
影
堂
、
集
会
堂
、
大
方
丈
、
小
方
丈
と
い
っ
た
大
伽
藍

を
建
立
し
た
。
こ
の
と
き
、
山
地
を
平
地
化
す
る
た
め
の
工
事
も
お
こ
な
わ

れ
た
。

　
『
蕐
頂
山
大
法
會
圖
録
全
』
に
は
「
知
恩
院
細
見
之
圖
」
が
あ
る
が
、
今

の
知
恩
院
境
内
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
五
〇
〇
年
以
来
、
ほ
ぼ
同
様
の
場
所
で
、
同
様
の
法
要
が
営
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

御
忌
は
、催
事
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
五
五
〇
年
の
と
き
に
、

霊
沢
に
よ
る
発
起
で
二
十
五
霊
場
め
ぐ
り
が
確
立
し
た
。
こ
れ
は
、
巡
拝
に

よ
り
法
然
の
誕
生
か
ら
入
滅
ま
で
の
足
跡
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
、
念
仏
信

仰
を
保
つ
よ
う
に
と
の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
に
は
、『
圓
光
大
師
御
遺
跡
二
十
五
箇
所
案
内
記
』

と
い
う
冊
子
も
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
者
が
参
拝
に
訪
れ
た
。

　

ま
た
、
六
〇
〇
年
の
と
き
に
は
、
遠
忌
の
五
年
前
で
あ
る
文
化
三
（
一
八

〇
六
）
年
に
『
御
忌
勧
誘
記
』
が
知
恩
院
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
六
五
〇
年
の

と
き
に
も
、
同
じ
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
、
遠
忌
に
向
け
て
の
心
構
え
や
作
法
だ
け
で
は
な
く
、
知
恩
院

を
は
じ
め
と
す
る
本
山
の
御
忌
法
要
に
参
加
す
る
た
め
に
費
用
を
貯
蓄
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　

遠
忌
は
、
一
宗
の
宗
祖
の
年
忌
法
要
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
朝
廷
や
民

衆
を
巻
き
込
ん
で
の
大
き
な
催
し
で
あ
っ
た
。
行
列
に
は
、
遠
く
東
北
や
九

州
か
ら
も
参
加
す
る
寺
院
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
専
修
念
仏
や
法
然
に
対
す
る
信
仰
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
五
〇

年
に
一
度
の
、
人
生
に
一
度
体
験
で
き
る
か
否
か
の
盛
大
な
、
い
わ
ば
「
祭

り
」
と
し
て
御
忌
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

そ
の
後
の
遠
忌
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
の
七
〇
〇
年
は
、
親
鸞
の
六
五
〇
年
大
遠
忌

の
年
で
も
あ
っ
た
。
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
、
京
都―

神
戸
間
で
鉄

道
が
開
通
し
、
奈
良
電
気
鉄
道
や
京
都
市
電
が
で
き
る
な
ど
、
開
通
し
た
鉄

道
を
利
用
し
て
多
く
の
団
体
参
詣
者
が
京
都
に
集
ま
っ
た
。

　

法
要
期
日
が
、
三
月
一
日
か
ら
七
日
と
四
月
一
九
日
か
ら
二
五
日
の
二
期
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に
分
け
ら
れ
、
前
半
だ
け
で
五
〇
万
人
近
い
参
拝
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

京
都
駅
だ
け
で
は
参
詣
者
を
収
容
し
き
れ
ず
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年

か
ら
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
京
都
駅
が
開
業
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
、

暫
定
的
に
大
阪
か
ら
の
終
着
駅
だ
っ
た
梅
小
路
仮
停
車
場
が
、
西
本
願
寺
お

よ
び
知
恩
院
の
大
法
会
参
拝
団
体
旅
行
客
の
み
利
用
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ

れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
参
拝
者
が
京
都
か
ら
帰
る
お
り
も
大
混
乱
だ
っ
た
。
朝
日
新

聞
は
、
岐
阜
や
米
原
で
電
車
に
乗
り
遅
れ
た
乗
客
の
様
子
を
取
り
あ
げ
て
い

る
。

　

五
〇
〇
年
以
来
、
五
〇
年
ご
と
に
加
諡
さ
れ
続
け
た
大
師
号
は
、
明
治
天

皇
か
ら
も
「
明
照
大
師
」
と
加

諡
さ
れ
た
。

　

昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
、

七
五
〇
年
が
修
め
ら
れ
た
。
電

気
オ
ル
ガ
ン
に
よ
る
音
楽
法
要

や
、
本
堂
に
入
り
き
れ
な
い
参

拝
者
た
ち
の
た
め
に
、
境
内
一

八
ヶ
所
に
設
け
ら
れ
テ
レ
ビ
に

よ
る
実
況
中
継
な
ど
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
参
拝
者
の
数
は
、
一

日
で
五
万
人
を
数
え
た
と
い

う
。

　

大
師
号
は
、
昭
和
天
皇
か
ら
、「
和
順
大
師
」
と
加
諡
さ
れ
た
。

　

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
八
〇
〇
年
は
、同
年
三
月
一
一
日
に
お
こ
っ

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
、
一
部
予
定
が
変
更
さ
れ
た
も
の
の
、

修
め
ら
れ
た
。

　

新
た
な
試
み
と
し
て
、
法
然
門
下
の
各
宗
派
お
よ
び
浄
土
宗
内
の
総
大
本

山
に
よ
る
、
浄
宗
会
各
本
山
流
儀
に
よ
る
法
要
が
修
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

知
恩
院
に
お
い
て
一
一
の
各
総
大
本
山
が
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
承
し
て
い
る
流
儀

や
作
法
で
法
要
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
師
号
は
、
今
上
天
皇
か
ら
、「
法
爾
大
師
」
と
加
諡
さ
れ
た
。

　

二
五
〇
年
前
に
確
立
し
た
法
要
を
踏
襲
し
つ
つ
、
時
代
に
即
し
た
形
で
遠

忌
は
修
め
ら
れ
て
い
る
。

朝日新聞　1911年4月28日

朝日新聞　1961年3月2日

加諡「法爾大師」
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遠
忌
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
人
々
の
法
然
や
信
仰
に
対
す
る
想
い

を
う
か
が
い
知
る
一
端
と
な
る
だ
ろ
う
。

付
記

　

翻
刻
は
姜
鶯
燕
が
、
解
題
は
平
松
隆
円
が
主
と
し
て
分
担
し
、
本
稿
は
共

同
で
執
筆
し
た
が
、
そ
の
責
任
は
両
者
が
等
し
く
負
う
も
の
で
あ
る
。
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績
と
清
浄
華
院
の
由
緒
を
認
め
ら
れ
、
後
花
園
天
皇
よ
り
浄
土
宗

初
の
香
衣
勅
許
を
受
け
た
。

（
６
） 

後
柏
原
天
皇
の
第
三
皇
子
。

（
７
） 

浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
第
九
世
。

（
８
） 

徳
治
二
（
一
三
〇
七
）
年
後
伏
見
上
皇
の
勅
命
を
受
け
、
法
然
の
伝
記
で
あ

る
『
法
然
上
人
絵
伝
』
四
八
巻
を
撰
述
し
た
。
し
か
し
比
叡
山
の
非
難
を
受
け
、『
述

懐
抄
』
を
著
わ
し
て
こ
れ
に
応
え
た
。

（
９
） 

青
蓮
院
第
一
七
世
門
跡
。
伏
見
天
皇
の
第
六
皇
子
。

（
10
） 

土
佐
吉
光
の
こ
と
。
正
和
年
間
に
内
裏
紫
宸
殿
の
賢
聖
障
子
を
描
い
た
。

（
11
） 

知
恩
院
宮
門
跡
第
三
代
。
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
の
皇
子
。

（
12
） 

京
極
宮
家
仁
親
王
の
王
子
。
桜
町
帝
の
養
嗣
子
。

（
13
） 

有
栖
川
宮
織
仁
親
王
の
第
八
王
子
。
光
格
天
皇
の
養
子
、
の
ち
徳
川
家
斉
の

猶
子
と
な
る
。

（
14
） 

権
少
納
言
で
侍
従
を
か
ね
、
日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
の
勅
許
を
は
ば
む
た

め
、
中
山
忠
能
ら
に
よ
る
反
対
運
動
に
加
わ
っ
た
。

（
15
） 

大
方
丈
玄
関
に
通
ず
る
門
で
、
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）
年
に
造
営
さ
れ
た
。

（
16
） 

万
延
二
（
一
八
六
一
）
年
。
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Tea Bowls and Cultural Conflict

Dan Peng
Hosei University

Keywords:  Tenmoku tea bowls, Southern Sung, Yohen Temmoku, Taihi Tenmoku, Nogime Tenmoku, 
Yuteki Tenmoku, adoration, challenge, imitating, creativity, Kuroraku, contradiction

Among eight tea bowls that are national treasures of Japan, five were made in the Southern 
Sung period: 3 Yōhen Tenmoku, 1 Yuteki Tenmoku and 1 Taihi Tenmoku.  Why have these Tenmoku tea 
bowls survived and are highly valued in Japan, while there are no Tenmoku tea bowls left in China?  
Are there any differences between the Tenmoku bowls of Japan and in China?  What is the motivation 
of Japanese for seeking the Tenmoku tea bowls?  The reason Tenmoku tea bowls were imported in 
Japan and extinguished in China seems to be cultural heterogeneity between China and Japan: the 
Japanese do not feel a contradiction in recognizing Chinese Tenmoku tea bowls as national treasures, 
because they think such a contradiction itself is characteristic of Japanese culture.  The ambition of the 
Japanese to recreate the Tenmoku tea bowls was based on a background of adoration of, and challenge 
to, Chinese culture.  That is to say, the Japanese accepted the products of Chinese culture, adored them 
and then created new Tenmoku tea bowls of their own in an attempt to challenge Chinese culture. 
Tenmoku tea bowls show consistently an approach that combines adoration and challenge, and, I think, 
the creativity of the Japanese based on such an appproach. Kuroraku was created by the Japanese 
imitating the Tenmoku tea bowls of the Southern Sung period.

Sōryō Ban-iri System
The Departure and Meaning

YOKOYAMA Teruki
Member of Team Research Projects in  International Research Center for Japanese Studies

Keywords:  Tokugawa Yoshimune, shogunate, hatamoto, sōryō, sōryō ban-iri system, bugei, military 
arts, the policy of encouraging bugei, bankata, ban-iri

This paper aims to analyze the sōryō ban-iri system that has not till now been much analyzed.  
This system was part of the political encouragement of bugei (military arts) by Tokugawa Yoshimune 
(1684―1751), the eighth Tokugawa Shogun.  Previous studies revealed that Yoshimune urged 
hatamoto (his bannermen) to strive towards bugei―for example kyūjutsu (archery) and bajutsu 
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(horsemanship)―, and to study the old kyūjutsu and overseas horsemanship for training hatamoto.  
These policies were especially favored by Yoshimune.  The political encouragement of bugei existed 
before Yoshimune’s time.  That is to say, these policies were neither permanent; nor were they started 
by him.  In essence, previous studies just insist that the political encouragement of bugei by 
Yoshimune was larger than previous policy.  This paper urges a rethink of earlier research. Sōryō ban-
iri system employs the hatamoto’s eldest son, especially whose father was in bankata (the military 
profession).  On this system, sōryō could take a job in the military profession before inheriting from 
his father’s position.  It was very glamorous system for sōryō.  But the benefit had one condition.  It is 
“how much did he train bugei?,” so sōryō wishing to take a job in the military profession must take 
the skills test of bugei.  On this system, sōryō can take a job in the military profession by other 
condition.  It is his father’s years of service.  But this condition depended on the accident, so it is 
unreliable condition for sōryō.  If sōryō does not take a job on this system, sōryō must expect 
recruitment after inheriting from his father’s position.  But this method is disadvantage.  Because 
sōryō would grow old before inheriting from his father’s position, and waste his chance of succeed.  
Therefore, sōryō must strive to bugei by fair means or foul.  Conferring a institutional favor to sōryō 
striving to bugei, it is the difference from the political encouragement of bugei before Yoshimune, and 
it is a epoch making.

Sōseki’s Mon Restoring an Active Intellect

NOAMI Mariko
Tokyo University

Keywords: memory, Zen Buddhism, Confucianism, Senkōji-Daihikaku

This article attempts to elucidate how Sōseki’s Mon describes a characters’ intellect waking 
through memories.  The hero of this novel, Sōsuke, stole Oyone, the wife of his friend Yasui.  This 
happened six years before the present time of the narrative.  In criticism of this work, it has been 
generally accepted that there is an abrupt leap from a dull and simple life described in the first part of 
the novel to Sōsuke’s sudden commitment to Zen Buddhist practice.  Here, however, I analyze 
Sōsuke’s memories of Yasui from the historical viewpoint of Sino-Japanese scholarship in 
Confucianism and Buddhism.  I then aim to clarify Sōsuke’s leap to Zen Buddhist practice as a matter 
of course.  Yasui understood clearly the tense relationship between Confucianism and Buddhism from 
early modern times to the present day.  This tension can be understood at Daihikaku Senkōji where 
Yasui took Sōsuke.  At that time, this temple belonged to the Ōbaku sect, which had been forbidden 
by the Meiji government to represent itself as the “Rinzai seishu” (The Orthodox Rinzai Sect).  This 
temple has the framed calligraphy of Sokuhi, a notable Ōbaku priest.  Also in this temple is a fragment 
of a poem in Chinese by Fujiwara Seika.  Seika started as a Zen Buddhist priest but later established 
the first Confucian studies movement in Japan of early modern times.  In addition, there exists in this 
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temple a monument that records the fact that Seika had renamed the stones of the Hozu River.  The 
renamed “Sekimon kan” (The Stone Gate) and “Kagami ishi” (The Mirror Stone) are keywords in 
Mon.  Senkōji originally belonged to the School of Kenchōji and Sōsuke made the decision to move 
to Kamakura to practice Zen, as he was vividly reminded of his memory of Yasui at Senkōji. 
“Robber”, mentioned by Yasui, Seika’s renamed “Mon” (the Gate) and “Kagami” (the Mirror) are the 
exact words repeated in the controversy over the orthodox fifth successor that split Zen Buddhism into 
two different sects.  It will be demonstrated that the history of intense religious controversy, which 
might have been clear understood by an intellect like Sōsuke, is reflectively condensed in the story of 
Mon.

Paul Tillich, an Exile Intellectual, and Ariga Tetsutarō, a Theologian in Kyoto
On Paul Tillich’s Die sozialistische Entscheidung (1933) Possessed by Ariga Tetsutarō

FUKAI Tomoaki
Seigakuin University

Keywords:  intellectual history, history of modern theology, Paul Tillich, Ariga Tetsutarō, Nazi book 
burning, emigre intellectuals in New York, religious socialism, Die sozialistische 
Entscheidung, Alfred Protte Verlag

Paul Tillich’s Die sozialistische Entscheidug was judged to be non-German thought, was 
burned, banned, and shredded under Nazi censorship in 1933.  Seventy years later, in March 2009, a 
copy of this book was found among the personal collection of Ariga Tetsutarō, who acted as the Dean 
of the Faculty of Letters at Kyoto University for many years.  The first printed edition of this book is 
extremely rare, although the reprinted edition was published in 1948, widely known, and read.  This 
paper firstly elucidates the route by which this copy reached the hands of Ariga; it utilizes many 
sources including the various information handwritten in this copy by the author Tillich himself and 
the owner Ariga; the correspondence between Tillich and Ariga; the diary of Ariga; unpublished 
documents of Tillich which have been found at Kyoto University Archives; Paul Tillich Archives in 
Andover-Harvard Theological Library, and recently at International House of Japan in Tokyo; and, 
finally documents concerning Alfred Protte Verlag in Potsdam, the publisher of Die sozialistische 
Entscheidung, which was kept in Brandenburgische Landeshauptarchiv.  Secondly, the aim is to 
clarify the role which this book played in the subsequent friendship between Tillich and Ariga.  
Thirdly, this paper examines from the perspective of contemporary history the intellectual exchange 
between Tillich, who was born in Germany and lived in New York as an exiled intellectual, and Ariga 
Tetsutarō, a theologian in Kyoto, who truly received the Western theology for the first time in Japan.



viii

American Philanthropy and the Social Science in Early Postwar Japan

KARASHIMA Masato
The Australian National University, Canberra, Australia

Keywords:  postwar Japan and the US, Rockefeller Foundation, democratic socialism, anti-communist 
liberals

The Rockefeller Foundation (RF), which restarted their philanthropic activities in Japan soon 
after WWII, planned the “reorientation” of Japan in the cultural arena, and tried to modify Japanese 
academia and universities from the German style (“ivory tower”) to an American approach, focusing 
on pragmatic skills.  The RF supported “Anglo-Saxon-Scandinavian” economics (so-called Kindai 
keizaigaku).  Hitotsubashi University was one institution judged suitable for the foundation’s policy.  
American liberals supported Itagaki Yoichi and expected that his visit to the US would promote anti-
communist liberal ideas and theories in Japan.  Thanks to a grant from the RF, Itagaki had the 
opportunity to observe nation building and economic development in Asia and to visit the US and 
Europe in 1957―58.  At Cornell University Itagaki was surrounded by Southeast Asia specialists 
focusing on nationalism rather than development theorists such as at MIT.  Moreover he did not fully 
follow modernisation theory, although he introduced Rostow’s anti-communist theory in Japan soon 
after his trip.  He maintained an interest in dual economies and plural societies in Asia and emphasised 
the impact of colonial legacies.  Itagaki confronted the Americanisation of Japan’s social science with 
his wartime colonial experiences, and promoted democratic socialist groups and initiatives through his 
intellectual and cultural activities in academia and journalism.  However, contrary to the expectations 
of his US supporters and sponsors, some of whom worked with the Kennedy-Johnson government, 
Japan failed to establish an anti-communist social democrat camp capable of taking power and 
exerting a major influence on academic journalism.

Aristocratic Chanoyu in the Early Meiji Era
Tea Culture in the “Diary of Prince ARISUGAWA-NO-MIYA Takahito” and 

the “Diary of HIGASHIKUZE Michitomi”

HIROTA Yoshitaka

Keywords:  early Meiji era, modern sukisha (chanoyu devotees), aristocratic chanoyu, iemoto, popular 
chanoyu, tea offering to the Meiji Emperor, Prince ARISUGAWA-NO-MIYA Takahito, 
HIGASHIKUZE Michitomi, WAKIZAKA Yasuaya, in charge of the iemoto status

Chanoyu entered a period of decline after the Meiji Restoration of 1868.  The world of chanoyu 
in the upper classes, which is called “aristocratic chanoyu,” began a revival after 1877.  Those who 
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led this revival were the so-called “modern sukisha (chanoyu devotees),” namely not only former 
feudal lords and wealthy merchants but also meritorious retainers and officials of the giant financial 
groups emerging during the Meiji Restoration.  This paper overviews the above history by reference 
to the “Diary of Prince ARISUGAWA-NO-MIYA Takahito” and “Diary of HIGASHIKUZE 
Michitomi.”  In 1877, WAKIZAKA Yasuaya offered tea to the Meiji Emperor, and around this time, 
HIGASHIKUZE Michitomi was beginning to enjoy chanoyu and became rapidly involved in it.  He 
often held tea ceremonies and met many aristocratic people.  This socializing through chanoyu seems 
to have involved Prince ARISUGAWA-NO-MIYA Takahito, who personally had enjoyed chanoyu in a 
small group since before the Restoration.  In the early Meiji era, the iemoto, that is, the heads of the 
schools in “popular chanoyu,” did not play a central role.  It was not until the Taisho era that they 
extended their influence.  At that time, successors of “mid- and small-sized schools” who had 
distanced themselves from the world of chanoyu returned to the center stage and became iemoto.  
Some of those chanoyu devotees who maintained chanoyu in the Meiji era were then regarded as 
those who “were entrusted with iemoto status.”

The Lost Chinese Medical Compendium Seng-shen-fang Cited in Wai-tai-mi-yao-fang, and 
a Comparison with Five Ancient Medical Works:

Aspects of Buddhist Medicine as Transmitted through East Asia

TADA Iori

Keywords:  Seng-shen-fang, revise in Song period, Shang-han-lun, Jin-gui-yao-lue, Zhou-hou Bei-ji-
fang, Qian-jin-fang, Qian-jin-yi-fang

This paper is my second work that involes collecting and reconstructing the lost Chinese 
medical compendium Seng-shen-fang.  This time my aim is to explore the Chinese medical 
compendium “Wai-tai-mi-yao-fang” (外臺祕要方 ) of theTang Dynasty.  The forty volumes of Wai-
tai-mi-yao-fang were edited by Wang Tao (王燾, ca. 690―756) in 752.  This medical compendium 
brings together many ancient medical and pharmaceutical works.  But Wai-tai-mi-yao-fang has 
editorial problems.  The Bei-Song (北宋 ) government established “Xiao-zheng-yi-shu-ju” (校正醫書
局 , 1057―1067) in order to revise some main traditional medical books including “Wai-tai-mi-yao-
fang.”  These revisions are called “Song-kai” (宋改 ).  Many traditional medical books were lost a 
condition of Tang Dynasty or before by Son-kai.  Xiao-zheng-yi-shu-ju revised Wai-dai-mi-yao-fang 
in 1067.  In view of these editorial problems, and to trace the revisions, I have here added a 
comparison with five ancient medical works, “Shang-han-lun” (傷寒論 ) and “Jin-gui-yao-lue” (金匱
要略 , ca. 220) complied by Zhang Zhongjing (張仲景 or 張機 Zhang Ji, 150―219) in the Eastern Han 
Dynasty period (東漢 /後漢 , 25―220), “Zhou-hou Be-i-jifang” (肘後備急方 ) compiled by Ge Hong 
(葛洪 ) in the Western Jin (西晉 , 265―316) Dynasty and expanded by Tao Hongjing (陶弘景 ) in the 
Liang (梁 , 502―557) Dynasty, Qian-jin-fang (千金方 , ca. 650―658) and Qian-jin-yi-fang (千金翼方 , 
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ca. 659―681) compiled by Sun Simiao (孫思邈 , 581―682) in the Tang Dynasty period.  Through this 
process, we are able to see multiple layers in the transmission of Chinese medicine.

The Study of Gōkan Kaminarimon saiken gozen Asakusanori
Reprint and Introduction

Kang Ji Hyun

Keywords: kusazōshi, kibyōshi, gōkan, Fūjin Raijin mono, Jippensha Ikku

A group called “Fūjin Raijin mono” exists in kusazōshi.  Particularly, Jippensha Ikku was good 
at illustrated storybook in yellow covers (kibyōshi) and “gōkan” of the “Fūjin Raijin mono” with the 
same title called Gozen Asakusanori.  Reprinting is required to investigate the background and mutual 
relations of these works.  Therefore, this paper aims to give reprint and explanatory notes of Gōkan 
gozen Asakusanori (a work by Ikku, illustrated by Andō Hiroshige, 40 pages, 1826).

The 650th Memorial Service of Hōnen
Reprints of Kachōzan daihōe zurokuzen and Chokue gyoshiki ryakuzuzen

JIANG Yingyan/HIRAMATSU Ryuen
International Research Center for Japanese Studies

Keywords: Hōnen, Hōnen Buddhism, Jōdo shū, Buddihism, Gyoki, Tokugawa era

Hōnen who was a Buddhist priest active at the end of Heian era, learned Tendai at Mt. Hiei.  
He attained a high reputation as a monk of great learning on Mt. Hie, but this was not what he was 
seeking.  What he wanted was to find the way of universal salvation, a way through which everyone 
together can attain final liberation in the Pure Land.  He read all of the Buddhist scriptures.  It was 
Shan-tao’s text which finally revealed to him the way of universal salvation.  This way is the practice 
of nenbutsu.  It was Honen who established the nenbutsu as an absolutely independent practice.  In the 
spring of 1175, he founded Jōdo shū.  Hōnen’s teaching attracted many people.  Those who came to 
Hōnen’s center to listen to his teachings included priests and nobles but also warriors, an ex-robber, 
fishermen and even prostitutes.  Hōnen died on January 25, 1212 and Gyōki takes place on this day 
every year to recall his virtue.  The original meaning of Gyōki is a memorial service at the time of the 
death of an emperor or empress.  The imperial family gave authorization to use the word Gyōki for 
Hōnen’s memorial service.  This study aims to clarify the actual situation of Gyōki in the Tokugawa 
era through a study of a reprint of two texts: Kachōzan daihōe zurokuzen and Chokue gyoshiki 
ryakuzuzen.
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　　　　　　　　e-mail: shuppan@nichibun.ac.jp

 6．原稿提出時期　センターのホームページに掲載（http://www.nichibun.ac.jp/）
 7．掲載の決定　投稿された原稿は、査読委員二名以上の審査を経て、編集委員会が掲載の可否を決定
する。編集委員会は、掲載に当たって最終的に原稿の種類を判定するとともに、著者に補筆や修正を求
めることができる。
 8．著者校正　著者校正は、原則として初校のみとし、誤植等の修正にとどめ、内容上の変更は行わな
い。
 9．献本　著者には原稿掲載誌を3冊、及び抜刷については30部を配付する。
10．論文の二次使用について　他の出版物への転載又は、翻訳・出版する場合には、その旨を編集委員
会に連絡して承認を得るとともに当該論文等に初出は本誌であることを明示すること。
11．掲載論文等のデータベース化　センターは、広く内外の研究者の利用に供するため、本誌に掲載さ
れた論文等をデータベース化し公開する。

※投稿希望者は、「『日本研究』執筆要領」及び「原稿送付状」の用紙を編集委員会に請求してください。
あるいは日文研のホームページからダウンロードすることもできます。
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